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＜序 言＞ 
 

昨年末の総選挙を通じて国民の審判をくぐり、3 年目に入っているアベノミクスの成果として、
消費税引き上げの一部影響はあったものの、我が国の経済は足元着実な歩みを示している。

円安下での輸出の伸び悩みが言われつつも、油価の下落という僥倖に恵まれて貿易収支は

奈落の底行きを免れ、企業業績は今期も過去最高益を更新する勢いであり、今後は個人所

得の改善も見込まれている。もはやデフレからの脱却は人々の関心から離れつつあり、インフ

レ目標の実現云々よりは、現在の回復基調をより確実なものとして定着させ、さらに如何に底

上げを図っていくか、が問われるステージに移っている。即ち、換言すれば、0%台半ばまで低
下してしまった潜在成長率を、厳しい人口減少圧力のもとで如何に引き上げ、人類史上未曽

有の高齢化社会に突入していくこの国を、中長期的に持続可能な社会にしていくか、が求め

られている。 

 

そうした中、今回ここにお届けする本レポートは、一昨年、昨年と続けて上梓したレポートに

続く、いわば 「〈みずほ〉版＜成長戦略シリーズ＞第 3弾」ともいうべきものである。 
 

我々は、一昨年 5 月に、『日本産業の競争力強化に向けて－日本が輝きを取り戻すための
処方箋を考える－』と題したレポートを発刊し、在野の視点から〈みずほ〉版・成長戦略ともいう

べき提言を世に問うた。また、自らの実践としても、農業・ヘルスケア・エネルギー・次世代イン

フラといった未来を担う成長分野における産業育成支援や、地方創生をはじめとする様々な

取り組みを、一民間金融機関の立場として今日に至るまで鋭意行ってきている。 
 

一方、長期的な趨勢として生産年齢人口の減少を免れない中にあっては、主要先進国の

中でも残念ながら低位にある生産性の伸び率の改善が必須となる。そのためには、既存産業

セクターにおける、内部効果や新陳代謝（再配分・新規参入）を通じた生産性の引き上げと高

付加価値型の新しい産業の創造が必要であり、そのカギは、非連続で革新的なイノベーショ

ンの創出にある。そうした思いから、これまで世界を変革するようなイノベーションを連綿と産み

出し、かつその成果を個々のビジネスプラットフォームとして確実に組織化・事業化し、持続的

な成長に結び付けている米国に範を求めるべく、昨年6月には、『米国の競争力の源泉を探る
－今、米国の持続的成長から学ぶべきことは何か－』と題したレポートを発刊した（以下、米国

レポート）。そこでは、米国の活力を支える様々な社会システムや、有力な米国企業の経営戦

略に関する分析を試み、開かれた多様性が彼らの大きな強みであることなどをご紹介した。 
 

そして、今回ここにお届けするのは、『欧州の競争力の源泉を探る－今、課題と向き合う欧

州から学ぶべきことは何か－』と題したレポートである。 

 



昨年、米国について横断的な調査をした際に改めて印象深く感じたのは、彼らが 1980年代
までに直面した様々な課題の解決に向けた各層（政府・自治体・企業）における種々の取り組

みが、今日につながる彼の国の隆盛を用意したという歴史と、当時彼らが直面した様々な課題

の内容が、今日我が国が直面している課題と近似するものが多いという示唆に富む事実であ

った。 
 

では、何故、今回は「欧州」なのか。 
 

昨年、米国レポートをお届けするにあたり、仮に海外にレッスンを求めるのであれば、たとえ

ば、米国と異なり人口減少に直面しながらも、一連の構造改革を経て再生し、我が国の倍以

上の潜在成長率を有するドイツなどの分析も有用であり、別途機会を改めたいと記した。あれ

から 1 年を経て、今般ここにお約束どおり、米国レポートの際の構成と同じく、マクロ的な政策
や社会システム（⇒主にドイツ）の分析と、個別企業（⇒汎欧州）の経営戦略の分析という二つ

の軸に基づくアプローチをもって、産業横断的に編纂したレポートを発刊する運びとなった。 
 

今、我々が欧州、とりわけドイツから学ぶ意義は、たとえば以下のとおりである。 
まず、かつて欧州の病人とまで言われたドイツが、よく知られるシュレーダー改革に象徴され

るような一連の社会改革を経て、見事に復活をとげた事実である。歴史に if はないが、仮にド
イツがかかる果敢な取り組みを怠っていたら、今日の欧州経済は果たしてどうなっていたであ

ろうか。 
そして、更に注目すべきは、今なお彼らが直面している課題と、我が国のそれとの類似性で

ある。ドイツでいえば、マクロ的には、まず何よりも我が国と同じく少子化・高齢化に直面してい

る。また、産業構造の面では、エネルギー自給率は相対的に低く、製造業や中小企業の厚み

に伝統的な強みを有しつつも、新興国企業の台頭や米国企業との激しい競争の脅威に晒さ

れ、その地位は必ずしも盤石ではない。 
あるいはガバナンスの観点でいうと、成熟した市民社会と民主主義を背景に、経済一辺倒

ではない国民的な倫理観のもと、企業統治の面では、伝統的なステークホルダー観と米国流

のそれとの相克に遭遇し、社会的な面でも、ドイツのみならず欧州全体を現在覆っている異な

る文化・宗教・価値観を巡る一連の摩擦がある。 
 

このように、1980 年代の米国がそうであったように、ドイツには（財政の羨むべき健全さを除
けば）我が国と共通している課題が多い。そうした中、シュレーダー改革のみならず、移民政

策やエネルギー政策の大転換、Industrie4.0 に代表される一連のハイテク戦略やデジュール
化・デファクト化戦略、研究開発等のイノベーション分野で見られる産官学の連携、コーポレー

トガバナンスの再構築、逞しく多様な地域経済政策といった、上記の諸課題に正面から向き合

い、ドイツ流に克服し、あるいはチャンスにしていった数々のレッスンを見出すことができる。 



また、個別企業の動向に着目すると、米国企業のように圧倒的な母国市場を有しない中で、

グローバルに成功している数多の欧州トップ企業のユニークな差異化戦略には、むしろ米国

企業以上に、日系企業にとって参考となる要素を求めることができる。そこで本稿では、主要

な産業ごとに競争力を有する欧州トップ企業を幅広く取り上げ、事業ポートフォリオの大胆な

組み替え、巧みで柔軟な内外のバリューチェーン構築といった、彼らの様々なグローバル戦

略上の特色を考察した上で、日系企業への示唆を得るべく、これらの戦略に共通する因子を

抽出し、強さの源泉を探っている。 
 

総じていえば、欧州は、マクロ的にもミクロ（個社）的にも、米国と比して背中が近く、頑張れ

ば十分に手が届きそうな印象を持つ。一方で、EU といったある意味恵まれた、ある意味厄介
な固有のシステムの存在を指摘する向きも当然あろう。だが、では、何故ドイツだけが同じ欧州

にあって、しかも域内全体の経済が必ずしも順調とは言えない中で、一人勝ちなのであろうか。

EU という要因を措いたとしても、なお余りある教訓と、謙虚に学ぶべき普遍的な価値が大いに
ある、というのが我々の結論である。 
 

拙い本論考が、昨年の米国レポートと併せて、欧米それぞれの強みとその源泉を多少なりと

も明らかにし、新たな日本型の経済・社会システムの構築や、企業戦略の立案のための、ささ

やかな一助となれば、これにまさる喜びはない。全体にやや大部となっており恐縮だが、是非

ともご関心のある分野だけでもご一読を賜り、果たして我々の分析や提言が正鵠を射たものに

なっているか否か、読者各位におかれては、忌憚のないご意見ご批判等をお寄せいただけれ

ば誠に幸甚である。 
 
 

2015年 6月 
 

株式会社みずほ銀行 
執行役員 産業調査部長 

若林資典 
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みずほ銀行 産業調査部 

1

はじめに 

１．問題意識と本稿調査における着眼の意義 

日本は「失われた 20 年」と呼ばれる長期低迷に陥り、ようやくデフレ脱却の芽
が見え始めてきたが、成長戦略の実現に向けてはこれからが正念場と言える。

中国をはじめとした成長著しい新興国の台頭によりグローバルな競争環境は

ますます厳しさを増している。また、日本に目を転じると、いよいよ本格的な人

口減少時代に突入しつつあり、自然体では働き手の減少によって経済成長

への下押し圧力は一段と増すことになるため、立地競争力の更なる低下が危

惧される。こうした困難な状況の中、我が国が持続的な経済成長を遂げるた

めには、企業の収益基盤の強化が不可欠であり、海外需要の獲得とその稼ぎ

を国内に還流して新たな国内需要を創出していくという好循環を作り出す必

要がある。加えて、国としても民間活力を引き出すための環境を整備すること

が重要であり、構造的な課題への積極的な取組みが期待される。 

2014年、我々は持続的成長を続ける米国の強さの源泉としてプラットフォーム、
イノベーションに着目し、そこから日本が学ぶべき点は何かと言う視点で調査

を行った。今回は、昨年の米国に続く海外調査の第二弾として欧州にフォーカ

スしその強さの源泉から日本が学ぶべき点の導出を試みた。 

マクロの視点から俯瞰すると、欧州の実質 GDP 成長率は趨勢的な低下傾向
を辿ってきた中、リーマン・ショックや欧州債務危機など相次ぐ金融危機の影

響もあり、足元では日本と同程度まで落ち込んでいる（【図表 1】）。しかしなが
ら、欧州には時価総額上位 100 社にランキングされる企業数が日本より圧倒
的に多い（【図表 2】）。さらに、営業利益額上位のトップ企業群で比較すると、
欧州企業は一社当たりの利益額のみならず、収益率（ROE）でも日本を大きく
凌駕しており、日欧トップ企業群の「稼ぐ力」の格差は一目瞭然である（【図表

3】）。欧州経済の低迷が続く中、足元で欧州トップ企業の一社当たり営業利
益額がやや落ちているが、依然として日本を大きく上回る水準にある。 
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【図表１】 日米欧の実質ＧＤＰ成長率 【図表２】 世界時価総額上位 100 社の国別所在数 

（出所）ロイター社データよりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）2015年 3月末時点。 

（出所）欧州委員会、米国商務省、内閣府「国民経済 
計算」よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）「10年以降」は 2010～2014年の平均。 
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日欧企業の「稼ぐ力」の差をマクロ指標から読み取ろうとすれば、交易利得が

挙げられる。交易利得とは輸出入物価の比率である交易条件の変化に伴う実

質購買力の変化を捉える概念であり、実質 GDP に交易利得を足すと実質国
内総所得（GDI）になる。過去においては実質GDPと実質GDIの伸び率には
ほとんど差がなかったが、2000年以降、日本では両者の格差が著しく大きくな
っている（【図表 4】）。直近 10年間、日本の実質GDI成長率はほぼゼロであり、
これは資源高に伴うコスト上昇分を輸出の価格引き上げによってカバーでき

なかったため、生産増加によって稼いだ国内所得の大部分が海外へと流出し

たことを意味している。日欧では輸出入構造に違いがあるものの、その違いを

割り引いても日欧の価格転嫁力の差は大きいと言える。では、なぜ欧州企業

はコスト上昇分の価格転嫁が可能なのか、そこにどのような差別化戦略がある

のか。こうした着意の下、欧州を代表するグローバルトップ企業の「稼ぐ力」の

源泉を探ることが本稿調査の目的の一つである。 
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【図表３】 日米欧の営業利益額上位先の収益力 

（出所）ロイター社データよりみずほ銀行産業調査部作成 
（注 1）営業利益は 1 ドル＝100円、1ユーロ=130円、1ポンド＝170円にて円換算。 
（注 2）各国・地域の全上場企業（除く金融）の内、2013年（日本は 2014年 3月期を含む）時点の営業利益額上位 10%

の企業の時系列データを抽出して作成。 

【図表４】 日米欧の交易利得・損失の実質 GDI 成長率への影響度 

（出所）欧州委員会、内閣府「国民経済計算」よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注 1）EU15カ国は 2004年以降の新規加盟国を除くベース。 
（注 2）交易利得・損失＝（名目純輸出／ニュメレール・デフレーター）－（実質輸出－実質輸入） 
（注 3）ニュメレール・デフレーター＝（名目輸出＋名目輸入）／（実質輸出+実質輸入） 

交易利得が大幅

に悪化して所得

流出に見舞われ

てきた日本と、所

得流出を抑制で

きた欧州 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

00 02 04 06 08 10 12 14

日本

欧州

米国

営業利益額

（対象企業一社当たり）

（10億円）

（年）

0 

5 

10 

15 

20 

25 

00 02 04 06 08 10 12 14

日本

欧州

米国

（％） ＲＯＥ

（対象企業の中央値）

（年）

▲ 0.6

▲ 0.4

▲ 0.2

+0.0

+0.2

(前半) (後半) (前半) (後半) (～14年)

90年代 00年代 10年代

EU15カ国

日本

米国

年平均、％Pt

交
易
条
件
の
変
化
（交
易
利
得
・損
失
）
の

実
質
Ｇ
Ｄ
Ｉ
成
長
率
へ
の
寄
与
度

実質GDI－実質GDP＝交易利得・損失

＝交易条件の変化による所得流出入の大きさ

2000年以降、

日本は大幅な

所得流出が継続



 
 

はじめに  

 

みずほ銀行 産業調査部 

3

他方、各国毎に見ると、欧州主要国の中ではドイツだけがリーマン・ショックの

影響からいち早く回復しており、直近 10 年間の一人当り実質 GDP 成長率で
は米国も上回っている（【図表 5】。ドイツは経常収支黒字の大きさに現れてい
るように輸出競争力が高く、稼いだ外需を賃上げによって国内に還流すること

で内外需バランスの取れた成長を遂げており、加えて、財政収支均衡も果た

している（【図表 6】）。主要先進国の中で、こうした好循環を達成できているの
はドイツだけである。 

日本との比較を念頭に置くと、好循環の達成に加えて、ドイツに着目すること

には更に二つの意義が見出せる。まず、製造業のウェイトが大きいという日本

と類似した産業構造のドイツがどのように立地競争力を高めたのか、その源泉

は何によって形成されているのかという点である。日本がモノづくりという強み

を生かして今後も競争力を維持・強化していく上では参考にできる点があろう。

第二に、少子化・高齢化という日本と同じ課題に対して、ドイツがどのように向

き合っているのかという点である。課題先進国であるドイツから得られる示唆は、

日本の政策を考える上でも有効と考えられる。これらがドイツに着目する意義

であり、ドイツの競争力の源泉を探ることが本稿調査のもう一つの目的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表６】 日米欧の経常収支、賃金上昇率、財政収支の推移 

着眼②：好循環を

達成するドイツの

国としての「稼ぐ

力」 

日本と類似した

産業構造、少子

化・高齢化問題を

抱えるドイツ 

【図表５】 直近 10 年間の日米欧の実質ＧＤＰ成長率 

（出所）IMF、欧州委員会、内閣府「国民経済計算」、総務省「人口推計」よりみずほ銀行産業調査部作成 

（出所）IMF、INSEE、欧州委員会、米国労働省、英国統計局、ドイツ連邦銀行、総務省「消費者物価指数」、厚生労働省 
「毎月勤労統計調査」よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）実質賃金は消費者物価により実質化、2014年の日本は消費増税の影響を除くベースで算出。 
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無論、日本とドイツ、或いは欧州には多くの相違点があり、日本に当てはめる

ことが難しい問題もある。例えば、ドイツを含む多くの欧州諸国は近隣と地続

きの大陸国家であること、欧州連合（EU）という広域経済圏の一員であること、
共通通貨ユーロを利用していること等である。こうした構造的違いは日欧企業

比較の観点でも当てはまる。 

しかしながら、ドイツは他の欧州諸国と同じ条件であるにもかかわらず、持続

的な成長を遂げて好循環を達成できており、欧州の中では一人勝ちと言える。

そのドイツが今の高い競争力を形成するに至った過程を認識することは、競

争力の向上による持続的成長を目指す我が国の政策を考える上でも大きな

意味があるだろう。同じことが企業目線でも言える。欧州全体の景気が低迷し

ているということは、付加価値（≒GDP）創出の主たる担い手である企業活動
の低調さと同義である。そうした環境において、欧州グローバルトップ企業は

継続的に高い収益率を達成できている。その事業戦略への理解を深めること

は、我が国企業の事業戦略上、示唆に富むのではないかと考えられる。 

２．本章の構成と概要 

以上のような問題意識を踏まえ、本稿では企業と国（ドイツ）という 2 つの軸か
ら欧州を評価した（【図表 7】）。まず、第Ⅰ部では、本稿調査の対象である欧
州の経済・産業構造を概観すると共に、EU 統合の進展に伴う事業環境の変
化や EU 共通政策による企業行動への影響を採り上げることで、欧州グロー
バルトップ企業の「稼ぐ力」を探るための着眼点を抽出する。続く第Ⅱ部では

欧州主要産業・企業を採り上げた。製造業では、産業横断的な普遍的な示唆

を得るために5つの共通軸を設定しそれに基づく評価を行った。また、非製造
業では、業界特性を考慮しつつ、共通項を念頭に置き、評価・分析を行った。

最後に第Ⅲ部ではドイツに着目し、国としての「稼ぐ力」をいかにして高めたの

か、その中で地域政策や労働力確保、コーポレートガバナンス、医療制度及

び将来に向けたイノベーション戦略の評価・考察を行った。以下、各章の骨子

を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近隣の欧州各国

が低迷する中、ド

イツのみ持続的

に成長 

企業と国（ドイツ）

を軸にして欧州

の競争力の源泉

を探る 

近隣の欧州各国

が低迷する中、ド

イツのみ持続的

に成長 

【図表７】 本稿の構成 

欧州のグローバルトップ企業の稼ぐ力・ドイツの国としての競争力の源泉を探る 

Ⅰ．欧州経済－欧州の「稼ぐ力」を分析するための着眼点 

  ・欧州の経済、産業構造の概観/EU 統合政策に伴う企業の競争環境への影響 

Ⅱ．欧州グローバルトップ企業の競争戦略 

  ・欧州製造業：共通軸に基づく評価（化学/鉄鋼/医薬品/食品/重電/航空機/自動車） 

  ・欧州非製造業：共通項を念頭に置いた評価（エネルギー/通信/物流/海運/アパレル） 

Ⅱ．ドイツの立地競争力の高め方 

  ・地域政策（中小企業支援・産業政策/都市政策）、労働力確保、医療費抑制（財政）、 

コーポレートガバナンス改革、「industrie 4.0」 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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第Ⅰ部では、本稿の導入としての基礎的情報の整理と本稿調査の着眼点を

抽出した。まず、欧州全体、主要各国の産業構造、人口動態を概観し、各々

の特徴を示した。次に、欧州の重要な特徴である EU について概説すると共
に、企業行動への影響という観点から、EU統合や EU共通政策に伴う競争環
境への影響に着目した。EU 統合が企業の競争環境に変化をもたらし、欧州
企業のグローバル化や事業再編を加速させたほか、欧州企業の競争力向上

に貢献したと考えられるEUレベルでの共通政策として、EU規制のデファクト・
デジュール化の推進や FTA戦略、官民連携を採り上げた。 

第Ⅱ部では、主に日本企業へのインプリケーションの導出を狙いとして、欧州

グローバルトップ企業の競争戦略を採り上げた。 

この内、製造業については、産業横断的な視座を持ち、5 つの共通軸に基づ
く分析によって欧州製造業に普遍的な示唆を得ることを試みた（【図表 8】）。
共通軸による分析対象として、化学産業では BASF、Henkel 等の業界大手、
鉄鋼産業ではArcelorMittal、ThyssenKrupp、Voestalpine、医薬品産業では欧
州主要 4 カ国（ドイツ、英国、フランス、スイス）を代表する企業である Bayer、
Sanofi、GSK、Novartis、食品産業では Nestle、Unilever、重電産業では
Siemens、ABB、Alstom、航空機産業では Airbus、自動車産業では Bosch を
分析・評価した。また、Philips はポートフォリオ戦略に絞り、Focus として採り上
げた。 

非製造業については、それぞれの産業・各社の特性を考慮しつつ、我が国企

業へのインプリケーションとなる共通項を念頭に考察した。エネルギー産業で

は、我が国におけるエネルギー新時代の政策の在り方と新たなビジネスの潮

流を考察した。通信産業では、将来の日本企業にも生じ得る通信事業自体が

縮退傾向にある点を採り上げ、Vodafone の新たな分野への取組み事例から
日本企業へのインプリケーションを導出した。各産業を代表するグローバルト

ップ企業として、物流産業では Deutsche Post DHL、海運産業では
A.P.Moller-Maersk、アパレル産業では Inditex、H&Mを採り上げ、ポートフォリ
オ戦略、グローバル展開手法を軸に分析・評価した。 

 

（産業横断的な視座としての 5つの共通軸） 

①  イノベーションの創出と産学官連携の活用 

②  デファクト化・デジュール化戦略 

③  クロスボーダーバリューチェーンの構築 

④  ブランド戦略 

⑤  事業ポートフォリオ戦略 

 

各産業・企業分析を踏まえた欧州グローバルトップ企業の競争戦略の特徴的

な点として、コアコンピタンスの明確化とそれに基づく差別化、外部リソースの

活用による脱力、世界 1～2 位への強い拘り、圧倒的な競争優位構築のため
の大胆なリスクテイク、事業環境変化を見越した戦略性を挙げた。 

第Ⅰ部ではEUを

概観し、企業分

析の着眼点を抽

出 

第Ⅱ部では欧州

グローバルトップ

企業の競争戦略

を、共通軸を念頭

に分析 

 

【図表８】 欧州製造業分析の視座 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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第Ⅲ部では、ドイツの国としての競争力の源泉を探ることを狙いとして、高い

輸出競争力を有する中小企業の存在や近年の構造改革に焦点を当てた

（【図表 9】）。 

具体的には、ドイツの地域政策として、中小企業の競争力を支える地域産業

政策と人口減少下における都市政策を採り上げ、日本が地方創生を進める

上で重要となる着眼点を抽出した。合わせて、労働力を確保するための女性、

高齢者、外国人材の活用のあり方を評価し、我が国の取組むべき施策を考察

した。また、近年の構造改革として、コーポレートガバナンスと医療制度の事

例から、我が国の政策へのインプリケーションを導出した。最後に、将来への

取組みであるドイツの「Industrie4.0」を採り上げた。現在進行形の政策である
ものの、将来の産業構造の変化を考察し、我が国企業の戦略、政策の方向

性についての仮説を提示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、簡単ではあるが本稿の骨子を紹介した。筆者の能力不足、紙数の制限

上、各執筆者の分析結果や意図を十分に伝えきれたかは甚だ心もとなく、個

別事例分析については是非とも各章をお読み頂きたい。 

今回欧州のグローバルトップ企業・国（ドイツ）の競争力の源泉について様々

な視点から評価を行った。もちろん、欧州全体では経済規模と人口とも米国を

上回る巨大な市場である一方、EU 加盟国だけでも 28 カ国を擁し、国毎に所
得水準や経済の発展段階、歴史的背景にも大きな違いがあるという多様な国

から成る地域であり、その欧州の強さの源泉を一言で言い表すことは難しく、

本調査自体、一つの解を求めることを目的としたものではない。 

しかしながら、米国との比較という視点も加えて、本調査で改めて認識した欧

州の強さの源泉を敢えて表すとすれば、「協調と競争の使い分けの巧みさ」に

あるのではなかろうか。 

 

【図表９】 ドイツの競争力強化に向けた取組み 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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１９９０年代以降のドイツの競争力低下

○立地競争力の低下、経常収支の赤字化

（→ グローバル化・ＥＵ創設等の環境変化、「ライン型経済モデル」の制度疲労 ）

○ 労働供給力の低下（高い失業率の定着、労働市場のミスマッチ、少子化・高齢化）

○ 財政悪化（東ドイツへの支援負担、経済の長期低迷）

○ハルツⅠ～Ⅳ法（2003～06年）

○労働市場改革法（04年）

○法人税率引き下げ（01、08年）

○ ドイツ版コーポレートガバナンス規準（02年）

○ハイテク戦略（06年）、ハイテク戦略2020(10年）（「Industrie4.0」)

○医療制度改革（1993年、07年）

○年金支給年齢引き上げ（07年）

○高齢者の就労促進策（03年ハルツⅠ法、06年「イニシアチブ50プラス」）

○付加価値税率引き上げ（07年）、法人向け課税ベース拡大（08年、法人税率引き下げと見合い）

○債務ブレーキ法（09年）
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米国の強さの源泉を競争領域の広さと市場メカニズムを原動力に破壊的イノ

ベーションを創出し、他者を巻き込みながらグローバルベースでデファクト化

を実現している点に求めるとするならば、欧州は「競争領域と非競争領域」、

「維持すべきものと変えるべきもの」を明確に意識し、協調と競争を組み合わ

せることで企業として、或いは国としての競争力を高めているように見える。 

例えば、米国はプラットフォームによって圧倒的なポジションを得てデファクト

化を図ることに特徴がある一方、欧州は数的な優位性を生かして欧州内での

デジュール化を武器にグローバル展開をしたたかに進めるなど、両者の戦略

には違いが見られる。 

一方で、製造業・非製造業を問わず、グローバルトップ企業においては米国

企業と同様に欧州企業でもポートフォリオの入れ替えが活発に行われており、

また、ドイツのシュレーダー改革など、国レベルでも日本との比較において大

胆な変革に取組んでいる。そこにはグローバル競争に向き合い勝ち抜く強い

意志と実行力が感じられる。 

安倍政権の成長戦略は 3年目に入り、各種施策の実行・実現のステージに入
っている。歴史的背景や文化的基層が異なる米国や欧州の取組みをそのま

ま日本に当てはめることに無理があることは言うまでもないが、実行・実現段階

にある今こそ、国・企業それぞれが持つ強みをしっかりと認識した上で、競争

と連携を通じて強みを伸ばし、弱みを大胆に見直す具体的な取組みが必要

ではないだろうか。本調査がそうした取組みの一助となれば幸いである。 

 

 
（海外・総括チーム  中村 浩之／中村 正嗣／内田 容子／鶴田 彩紀） 

masashi.nakamura@mizuho-bk.co.jp 

成長戦略の実

行・実現段階にあ

る日本において

も、強みを伸ばし

て弱みを大胆に

見直す取組みが

求められる 
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Ⅰ. 欧州概観 －欧州の「稼ぐ力」を分析するための着眼点－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はじめに 

欧州経済は趨勢的な成長率の鈍化が続いてきた中、リーマンショックや欧州

債務危機等の相次ぐ金融危機を受けて、足元において成長率はゼロ%台と、
日本とほぼ同水準まで落ち込んでいる。こうしたマクロ経済環境の悪化にもか

かわらず、世界時価総額上位 100 社（金融を除く）には米国に次いで欧州企
業が多く名を連ねている（【図表 1】）。英国、ドイツ、フランスは日本よりも経済
規模が小さいにも拘わらず、多くの企業がランキングされており、欧州トップ企

業の競争力の高さがうかがえる。実際、トップ企業群（上場企業の内、営業利

益額上位 10%）の ROE を比較すると、欧州企業は日本を大きく上回っている
（【図表 2】）。この第Ⅰ部では、第Ⅱ部における欧州グローバルトップ企業の
事業戦略分析の導入として、欧州の経済・産業構造等を概観すると共に、欧

州連合（EU）の存在が企業の競争環境に与えてきた影響を見ていくことで、
本稿調査の出発点となる欧州の特徴的な要素を抽出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要約】  

 欧州グローバルトップ企業は日本企業を大きく上回る収益率を達成している。その「稼ぐ
力」の源泉を分析する上では、欧州連合（EU）という米国を上回る経済規模と人口を抱
える巨大な単一市場の存在など、日本との構造的な違いを考慮する必要がある。 

 他方、EU 統合や単一市場創設の過程では競争環境に大きな変化を与え、EU の統合
深化に伴う共通政策も企業の競争条件に影響を与えた。欧州グローバルトップ企業は、

グローバル展開や積極的な M&A 戦略等によって競争条件がフラット化していく市場に
おいて競争優位を確立し、また、EU が推進したデファクト・デジュール化や FTA 戦略、
官民連携等を自社戦略において巧みに活用したと推察される。 

 EU において、同じ競争条件にも拘わらず高めの成長率を維持できているのがドイツで
ある。日本と類似した産業構造・課題を有するドイツの競争力の源泉を探ることは、我が

国の政策を考える上でも非常に有効と考えられる。 

日本勢を大きく上

回る欧州グロー

バルトップ企業の

収益力 

【図表１】 世界時価総額上位 100 社の国別所在数 【図表２】 営業利益額上位先の ROE（中央値） 

米国, 56

ドイツ, 8

英国, 8

フランス, 4

スイス, 3

その他, 6

日本, 3

中国, 3
その他, 9

欧州, 29
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（出所）【図表 1、2】とも、ロイター社データよりみずほ銀行産業調査部作成 
（注 1）【図表 1、2】とも、金融を除く。 
（注 2）【図表 1】は 2015年 3月末時点。 
（注 3）【図表 2】は各国・地域の全上場企業の内、2013年（日本は 2014年 3月期を含む）時点の営業利益額上位 10%の 

企業の時系列データを抽出して作成。 
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１．欧州の産業構造・人口動態上の特徴 

欧州は全体で見ると、経済規模、人口で米国を上回る大きな市場であり、多

様な国から構成されている1。国毎に見ると、経済規模ではドイツ、フランス、英

国が圧倒的に大きく、3 カ国だけで欧州全体の約 5 割を占めている（【図表
3】）。所得水準（一人当り名目 GDP）では、北欧・西欧諸国が 40～60千ドルと、
多くの国で日本の水準（約 38千ドル）をやや上回っている。一方、近年 EUに
新たに加盟した東欧諸国は所得水準がドイツの 1/3 程度（10～20 千ドル）に
留まっており、未だキャッチアップ段階にある新興地域である。また、EU という
超国家機関の下で広域経済圏を形成している点は欧州の重要な特徴であり、

後ほど詳述する。 

まずは欧州の産業構造を概観していきたい。日本や米国と同様、経済的に成

熟した欧州でも経済のサービス化が進んでおり、第三次産業の付加価値シェ

アが最も大きいという点では欧州主要各国の産業構造は類似している。また、

高齢化の進展に伴い医療サービスのシェアが上昇傾向にあるという点でも共

通している。 

他方、詳細に見ていくと国毎の特色がうかがわれる。ドイツでは製造業のウェ

イトが 2 割を超えており、第三次産業のシェアが他の主要先進国に比べて低
い（【図表 4】）。歴史的には第三次産業のシェアが上昇して製造業のシェアが
低下し続けてきたが、ドイツでは 1990年代半ば以降にその流れが一服してお
り、モノづくりに強みを有する産業構造と言える（【図表 5】）。一方、フランスや
英国では、製造業のシェアは 1990年代初頭には 2割近くであったが、趨勢的
な低下傾向が続き、足元では 1 割程度となっている。両国では第三次産業の
内、卸売・小売業の他、法律、会計、コンサルティング等の専門サービスや医 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
1 特段の断りが無い限り、「欧州」は「EU（28カ国）」として用いている。 

米国を上回る経

済規模の欧州は

多様な国で構成 

Italy

Switzerland

Turkey

France

Germany

UK

Spain

Sweden

Denmark

Poland

Czech

 

名目GDP 一人当りGDP 総人口 同

（10億ドル） (千ドル/人) （百万人）
（5年伸び

率、％）

EU(28カ国) 17,955 35.6 504.9 1.1

原加盟15カ国 16,500 41.4 398.6 1.6

ドイツ 3,731 46.2 80.8 ▲ 1.5

フランス 2,807 44.1 63.7 2.4

英国 2,680 41.8 64.1 4.4

イタリア 2,138 35.8 59.7 1.8

スペイン 1,393 29.9 46.6 1.3

スウェーデン 580 60.1 9.6 4.2

デンマーク 336 60.0 5.6 2.3

その他 2,835 41.4 68.6 1.6

新加盟13カ国 1,454 13.7 106.4 ▲ 0.9

ポーランド 526 13.8 38.1 ▲ 0.1

チェコ 209 19.9 10.5 1.7

その他 719 12.5 57.8 ▲ 1.8

スイス 686 85.3 8.0 5.9

米国 16,768 52.9 316.7 3.9

日本 4,920 38.6 127.3 ▲ 0.6

【図表３】 欧州概観 

産業構造を見る

と、ドイツでは製

造業に強み、フラ

ンス・英国では経

済のサービス化

が進展 

（出所）IMF よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注 1）地図中の色抜きは EU加盟国。 
（注 2）データは 2013年、総人口伸び率は 2008～2013年の累積変化率。 
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 （出所）【図表 4、5】とも、欧州委員会、米国商務省、内閣府「国民経済計算」よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注 1）【図表 4】は日本が 2013年、それ以外が 2014年。 
（注 2）【図表 5】は日本が 2003～2013年、それ以外が 2004～2014年。 

療等の公共サービスの付加価値シェアが高く、国際金融街「シティ」を擁する

英国では金融業のシェアも高い。日本は製造業シェアが比較的に大きいとい

う点でドイツと類似しているが、製造業のシェアが低下し続けている点ではフラ

ンス・英国と同様となっている。 

製造業の業種構造（付加価値シェア）を見ると、欧州全体では食品や金属・金

属製品、輸送機械、一般機械のシェアが大きく、各々1 割超を占めており、比
較的日本と近い構造になっている（【図表 6】）。主な違いとして、①欧州は化
学・医薬のシェアが高く、日本とは反対に近年シェアが上昇していること、②日

本は電子・電気機械のシェアが大きいことが挙げられるが、電子・電気機械に

ついては、日欧共にシェアが低下している。 

欧州の直近 10 年間の変化では、輸送機械、一般機械のシェアの高まりが目
立つ。また、医薬はシェアが 5%程度ではあるが、実質ベースで平均 3%近い
高い成長を遂げていることでシェアが上昇傾向にある。反対に、繊維、紙パ、

セラミック・ゴム等では名目付加価値が縮小しており、シェア低下幅は 1ポイン
ト超となっている。 

各国毎の製造業構造にも違いがみられる。ドイツでは輸送機械や一般機械、

金属製品などのシェアが高く、特に、輸送機械は製造業付加価値の 2 割近く
を占める主要産業となっている。フランスでは食品のシェアが突出しており、

輸送機械、金属・金属製品が次いでいる。他方、電子・電気機械のシェア低

下幅が大きく、直近 10年で名目付加価値額は 2割近く減少している。英国で
は食品のシェアが高いが、近年では輸送機械のシェア上昇が目立つ。成長

率が低い英国製造業の中では、医薬と共に数少ない成長業種となっている。 

直近 10 年間の成長率（実質総付加価値）の産業別寄与度を見たものが【図
表 7】である。欧州主要各国では付加価値シェアの大きい第三次産業の寄与
度が最も大きいが、ドイツでは相対的には製造業の寄与度が大きい。このドイ

ツ製造業の成長の内、大部分は付加価値シェアの大きい主要 3業種（輸送機

【図表４】 日米欧の産業構造 【図表５】 産業別付加価値シェアの変化幅 
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械、一般機械、電子・電気機械）によりもたらされている。一方、フランスと英国

では製造業の成長率が極めて低く（英国ではマイナス）、第三次産業の内、医

療サービス、専門・管理サービス、情報通信などの寄与度が大きい。日本はド

イツと同様に製造業の成長率寄与度が高いものの、欧米諸国と異なり、成長

に対する第三次産業の寄与度が低い。つまり、産業別の観点では、欧米と日

本の成長率格差はサービスセクターに起因していると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 （出所）欧州委員会、英国統計局、米国商務省、内閣府「国民経済計算」よりみずほ銀行産業調査部作成 
 （注 1）上段が直近の製造業付加価値シェア、下段が 10年間のシェア変化幅。 
 （注 2）網かけは、シェアが 10%超かつ 10年前より上昇した業種と、10年間でシェアが 1ポイント超低下した業種。 
 （注 3）日米は化学に医薬を含む。業種分類は比較可能なベースに調整したが、厳密には日米欧で一致しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
      
 

【図表６】 日米欧製造各業種の付加価値シェア 

【図表７】 日米欧の産業別成長率寄与度 【図表８】 欧州の業種別輸出額 

（出所）欧州委員会、英国統計局、米国商務省、内閣府 
「国民経済計算」よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注 1）対象期間は 2003～2013年。 
（注 2）その他は第一次産業と製造業を除く第二次産業。 

（出所）欧州委員会よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注 1）業種分類に関連する輸出品目を集計。 
（注 2）棒グラフ内の数値は金額（10億ユーロ） 
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欧州の輸出財を付加価値ベースの業種分類にまとめると、【図表8】のようにな
る。付加価値シェアに比べて欧州主要 3 カ国の輸出ウェイトは類似性が高く、
輸送機械が最大の輸出品目となっている。この内、ドイツ、英国ではその大部

分が自動車だが、フランスでは自動車よりも大型輸送機械（航空機）の方が大

きい。 

輸送機械以外を見ると、ドイツでは一般機械、フランスでは食品、英国では鉱

物燃料（【図表 8】では「その他」に分類）の輸出ウェイトが大きいという特徴が
みられる2。また、ドイツでは輸出ウェイトの大きい業種ほど付加価値シェアも高

いという関係性がみられる。欧州の中でも輸出額が圧倒的に大きいドイツにお

いては、輸出が製造業の付加価値の源泉になっていることがうかがわれる。一

方、フランスや英国ではドイツほど輸出と付加価値のシェアに安定的な関係

性がみられず、業種毎に外需型や内需型（或いはその両方）と違いがある。

例えば、フランスの輸送機械は付加価値シェアに比べて輸出ウェイトが大きく、

同国に最終組み立て工場が所在し、単価が極めて大きい航空機産業

（Airbus）の影響と考えられる。英国では、食品や金属・金属製品は付加価値
ベースでは大きいものの、輸出規模が相対的には小さい。食品は国内個人消

費、金属は金属加工、自動車、機械等の関連産業に供給される内需依存型

の構造になっていると言えそうである。 

次に人口動態を見ておこう。欧州全体では緩やかな人口増加基調が続いて

おり、欧州委員会による人口動態予測では、増加テンポが徐々に低下してい

くものの、当面、増加トレンドは続く見通しである（【図表 9】）。他方、各国毎に
見ると、顕著な違いがある。フランスや英国では出生率の高さを背景に、直近

10 年間で人口は 6～7%増加し、EU 平均（3.4%増）を上回る。両国の人口は
長期的にも年平均 0.5%程度のペースで増加していくことが見込まれている。
この他、デンマークやスウェーデン等の北欧諸国でも人口増加が続くと予測さ

れている。これらの諸国とは反対に、ドイツでは出生率が低く、既に国内純出

生数（移民による変動を除く人口増減）は減少基調を辿っている。欧州委員会

による人口動態予測では、2016 年頃からドイツの総人口は減少に転じていく
という3。スペインや多くの東欧諸国などにおいても出生率が低く、今後の人口

減少が見込まれている。 

少子化のドイツでは、他の欧州主要国より早いペースで高齢化が進むことに

なりそうである（【図表 10】）。足元のドイツの老年人口比率は約 20%と、フラン
ス・英国（約 18%）より若干高い程度だが、2030 年には約 28%に達し、フラン
ス・英国との格差が一段と拡大すると見込まれている。ドイツにおける高齢化

の進展ペース（老年人口比率の上昇幅）は、日本とほぼ同程度になると予想

されている。 

以上のような産業構造、人口動態の違いは、需要構造にも表れている。人口

増加が持続し、第三次産業のウェイトが大きいフランスと英国では、民間消費

が経済成長を主導しており、GDP に占める消費（民間＋政府）のウェイトも高
い（【図表 11、12】）。一方、製造業が中心のドイツでは、外需が相対的に大き
い割合を占めている上に、成長への寄与率も 3割近くに達する。 

 

                                                        
2 英国は北海油田を抱えており、鉱物性燃料が輸出全体の 1割強を占めている。 
3 なお、欧州委員会の予測は過去平均程度の移民流入が継続することをベースとしている。 

人口動態は欧州

各国毎に顕著な

違い 

ドイツは早いペー

スで高齢化が進

展することに 

フランスと英国は

内需型、ドイツは

外需型の需要構

造 

輸出品目は欧州

主要国で概ね類

似、輸送機械が

最も大きなシェア 
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産業構造が類似するドイツと日本を比較すると、個人消費の寄与度がほぼ同

程度であり、格差は外需と投資に起因していることが分かる。人口が増加し続

けるフランスや英国、或いは米国のような個人消費中心の成長を期待しづら

い日本にとっては、ドイツのように外需の取り込みとそのための投資拡大という

サイクルの確立が目指すべき方向性と考えられる。少子化・高齢化という日本

と同じ課題を抱え、日本と類似した産業構造を有するドイツがどのように高い

成長率を達成できているのか、ドイツの国としての競争力の分析は第Ⅲ部に

おいて採り上げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所）【図表 11、12】とも、Eurostat、内閣府「国民経済計算」よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）【図表 11、12】共に在庫増減を除く。このため、【図表 12】の棒グラフ合計は実質 GDP成長率と一致しない。 

【図表９】 日欧の人口動態予測 【図表１０】 日欧の老年人口比率 
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【図表１１】 名目ＧＤＰの需要別シェア 【図表１２】 実質ＧＤＰ成長率の需要別寄与度

（出所）【図表 9、10】とも、欧州委員会、国立社会保障・人口問題研究所よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）老年人口比率は総人口に占める 65歳以上人口比率。予測は上記出所の機関。 
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２．EU統合政策が欧州の企業行動に与えた影響 

ところで、欧州各国と日本を比較する上では、いくつかの構造的な違いを無

視するわけにはいかない。特に、EU という広域経済圏の存在や共通通貨ユ
ーロの利用は、欧州の大きな特徴である。 

（１）欧州企業にとってのマザーマーケットである EU単一市場 

ここで EUについて概観しておこう4。EUは 28カ国（2015年 3月末時点）が加
盟し、単一国家ではないものの、超国家機関を有し、高いレベルでの経済統

合が進んだ国家連合体とでも呼ぶべき枠組みであり、ドイツやフランス等の一

部の国では共通通貨（ユーロ）も導入されている。 

EU は域内での関税の撤廃と対外的な共通関税を設定する「関税同盟」を形
成していることに加えて、モノ・サービス・カネ（資本）・ヒトの自由移動が可能な

「単一市場」となっている5。この単一市場は関税同盟に比べてはるかに高度

な経済統合となっている。国を跨いだ自由移動を可能にするためには通関の

廃止や各国毎に異なる規制・規格の統一、相互承認などが必要となる。その

ため、単一市場の創設は、各国権限の一部をEUに委譲し、国を超越したEU
レベルでの政策決定によって進められた。こうした EU 単一市場は、FTA や
2015 年末に発足予定の ASEAN 共同体（AEC）などと比べて、経済統合のレ
ベルが格段に高いと言える。 

但し、完全な単一市場には至っていない。EU の非関税障壁撤廃のプロセス
は EU レベルでの共通規制の制定と、EU 共通の指針に基づく各国での立法
化により進められたが、後者の取組みにおいて、国毎に取組みペースに差が

見られる。また、金融サービス分野では国毎の分断が残っているほか、IT 等
の新たな産業分野やⅡ－2－3．「通信 －欧州通信産業における転換戦略」
で触れている通信分野等でも EU レベルでの対応が不十分となっている。加
えて、各国毎に税制が異なること等も単一市場完成を阻む要因となっている。 

このように経済統合が進んだ EU の存在は、企業にとっての大きなアドバンテ
ージとなり得る一方、域内企業間での競争環境を激化させる土壌ともなった。

まず、欧州企業は、フラットな競争環境が整った巨大な単一市場をマザーマ

ーケットにすることができる点が挙げられる。ドイツやフランス、英国といった主

要国の経済規模は日本の 5～7割程度に過ぎないが、企業目線では、マザー
マーケットはその所在国ではなく、EU という米国とほぼ同規模の巨大市場で
あり、故に「規模の経済性」を働かせることができる。 

次に、EU 単一市場の中に東欧という新興地域を抱えている点を挙げられる。
例えば、多くの西欧製造業は賃金コストの低い東欧に製造拠点を有しており、

モノの移動に関する制約条件が極めて少ないという単一市場のメリットを最大

限に活用している。また、2004 年以降に順次 EU に加盟した東欧等諸国は、
総人口が約 1億人、名目GDPが約 1.4兆ドル（2014年時点）と相応の規模が
ある上に、キャッチアップ段階にある新興地域であることから、製造業のみなら

ず、サービス業にとっても成長が期待される市場となっている。 

                                                        
4 EUに関しては、駐日 EU代表部ホームページや田中素香他（2014）などが詳しい。 
5 スイスやノルウェーは EU非加盟の国だが、EUとの協定によって単一市場に参加可能となっている。なお、スイスはノルウェーよ
りも単一市場への参加が部分的である。 

EUは経済統合が

進んだ国家連合

体 

EU は「モノ・サー

ビス・カネ・ヒト」

の自由移動が確

保された巨大な

単一市場 

欧州企業のマザ

ーマーケットは、

EU という巨大市

場 

EU が東欧という

低賃金の新興地

域を抱えているこ

とも欧州企業にと

っての強み 

なお、サービス分

野の一部では統

合が未完成 
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こうした EU という広域経済圏の存在は日本と立地環境上の構造的な差異と
言える。日本はアジアという成長市場に近接しているとは言え、アジアは単な

る地域であり、EU のような単一市場はおろか関税同盟もない。アジア各国に
おける様々な関税・非関税障壁により、日本企業にとってのアジアは、欧州企

業にとっての EU単一市場とは競争条件が全く異なる。日本との比較では、欧
州企業は母国のみならず欧州全域をマザーマーケットにできるという立地・事

業環境の違いを念頭に置かねばならないだろう。 

一方、EU という巨大な単一市場は域内企業間での競争を強いる土壌となり、
全ての企業にとってアドバンテージとなるわけではない。また、EU統合が長い
年月をかけて進められてきたという歴史も無視できない。つまり、EU 統合の進
展に伴って競争環境に変化が生じるたびに、欧州企業は対応を迫られてきた。

そうした環境変化に適応して生き残ってきたのが、第Ⅱ部で分析対象としてい

る欧州グローバルトップ企業であり、彼らの高い競争力・収益力は EU 統合と
いう荒波の中で醸成されてきたと言えるのではないだろうか。 

（２）EU統合政策の進展に伴う競争環境の変化の歴史 

次に、長い年月をかけて進められてきた EU統合政策の流れを振り返り、欧州
企業の競争環境に与えた影響を中心にみていきたい。 

EUは 1951年発足の欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC）に起源を持つ。当初は、ド
イツ・フランスの不戦体制構築を念頭に、経済的・軍事的に重要な資源である

石炭・鉄鋼資源を共同管理する市場の創設が目的とされた。ECSC はドイツ、
フランスの他、イタリアとベネルクス 3カ国の計 6カ国の体制であった。 

欧州企業にとっての大きな転機は 1960年代に到来した。1958年の欧州経済
共同体（EEC）の発足によって加盟国間の関税撤廃が開始されたことである。
1960 年代末には関税同盟が完成し、域内での貿易量、貿易比率は大きく増
大した（【図表 13】）6。とりわけ、関税撤廃という競争環境の変化は製造業に大

きな影響を与えた。各国間での企業の相互進出が活発化したほか、米企業も

欧州に進出してきたため、各国において企業の合併・再編による寡占化が進

展する契機となった。また、1973 年に英国等 3 カ国、1980 年代にはスペイン
等 3カ国が加盟し、EECの経済規模は一段と拡大した。 

次の重要な転機は 1990 年代初頭である。1986 年の単一欧州議定書の発効
に基づいて1992年にかけて非関税障壁の撤廃が進められ、1993年からモノ・
サービス・カネ・ヒトの自由移動が可能となる域内単一市場がスタートした。こ

の結果、EU 内での競争条件がほぼフラットとなり、製造業のみならず、サービ
ス業でも競争環境が激化し、各企業は事業戦略の転換に迫られた。製造業

では、各国毎に異なる規格や認証制度への手続きが不要になったことで、域

内での拠点集約等の合理化・効率化を進めることが可能となった。サービス業

でも国を跨いだ展開が容易になり、とりわけ物流関連産業には大きな影響が

生じた。それまでの各国毎の規制という制約がなくなったことで物流網や倉庫

の集約が進み、新たな流通構造が確立されたほか、税関が無くなったことによ

って関連ビジネスが消滅した。 

 
                                                        
6 但し、関税同盟が発足した当初は、多くの貿易規制の権限が加盟国に残されたままとなり、EECレベルでの共通通商政策は機
能しなかった。共通通商政策は EUが創設された 1990年代以降の政策と言える。 

欧州トップ企業の

稼ぐ力は、EU 統

合という環境変

化への対応を通

じて醸成されたの

ではないか 

EU は 1950 年代

の石炭鉄鋼共同

体に由来 

1960 年代の「関

税同盟」の完成

により製造業の

EU 内での競争は

激化 

1990 年代の単一

市場創設により

域内の競争条件

はほぼフラッ ト

化、企業は事業

戦略の転換が必
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  （出所）欧州委員会等よりみずほ銀行産業調査部作成 

単一市場が創設されて以降、欧州の M&A 件数や対外直接投資（FDI）残高
は急激に拡大した（【図表 14、15】）。製造業のみならず、サービス業において
も企業再編や事業ポートフォリオ入れ替え、欧州域内での相互進出が活発化

する契機になったようである。また、FDI 残高の推移からは、1990 年代半ば頃
から欧州企業の EU 域外への国際展開が進んだことも読み取れる。EU 内に
おいて国際展開ノウハウを蓄積し、EU域内での合理化・統廃合に目途がつき
始めた中、IT ブームによって高成長を謳歌していた米国や、目覚ましい経済
成長を遂げていた中国をはじめとした新興国での事業拡大を志向するように

なったと考えられる。同時に、欧州への対内直接投資残高も FDI と同様に拡
大しており、EU という巨大な単一市場創設が域外からの投資を呼び込むこと
にもつながった。 

第三の転機は 2004 年以降における EU の「東方拡大」である。それまで EU
は所得水準の高い西欧・北欧諸国中心の構成であったが、ポーランドやチェ

コ等東欧 10カ国が加盟し、EUは 15カ国から 25カ国体制へと一気に拡大し
た。前述したように、東欧地域は賃金コストの低い製造業拠点である上に、成

長が期待される新たな需要地として、活発な投資の呼び込みにつながった。 

以上のような EUの経済統合によってもたらされた、①EU という巨大なマザー
マーケットと、②東欧という低賃金コストの製造拠点を、欧州のグローバルトッ

プ企業は巧みに活用し、各社の事業戦略と合わせることで、「稼ぐ力」を高め

てきたと考えられる。 

 

 

単一市場創設が

契機となり、1990

年代以降、欧州

のM&Aや対外進

出は急増 

2004年以降にEU

に新規加盟した

東欧諸国は欧州

企業の低賃金製

造拠点に 

【図表１３】 EU 域内貿易比率と EU統合政策 
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関税同盟の形成
○域内の関税率がゼロ（撤廃）

○製造業の相互進出加速

○「規模の経済」効果

域内単一市場の創設
○「モノ・サービス・カネ・ヒト」の自由移動

○域内競争の更なる激化

○企業再編、国際展開が加速

ＥＵ東方拡大

（15→28カ国）
○東欧諸国のＥＵ加盟

○04年、加盟国は15カ国

から25カ国体制に拡大

（2014年末時点、28カ国）

1968年

関税同盟完成

1993年

単一市場スタート

1999年

共通通貨

ユーロ導入

2004年

ＥＵの東方拡大開始

1951年、6カ国体制

にてスタート
ドイツ、フランス、イタリア、

オランダ、ベルギー、

ルクセンブルク

1973年、6→9カ国
英国、デンマーク、

アイルランド加盟

1981年、9→10カ国
ギリシャ加盟

1986年、10→12カ国
スペイン、ポルトガル加盟

1995年、12→15カ国
スウェーデン、オーストリア、

フィンランド加盟

ＥＵ共通規制の国際標準化
○単一市場創設によるＥＵ共通政策権限の強化

○ＥＵ規制のデファクト、国際機関への働き掛け推進（デジュール）

ＦＴＡの推進
○2000年、メキシコと自由貿易協定

○2006年、新たな通商政策、「グロー

ーバル・ヨーロッパ」
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（出所）ロイター社データよりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）日本のデータは 1996年以降。 

（３）欧州企業の競争力向上・グローバル展開を後押しする EU共通政策 

経済統合の深化とともに、多様な領域において EU レベルでの共通政策が進
展するようになったことの影響も見逃せない。ここでは、欧州企業の競争力に

プラスの影響を与えたと考えられる政策として、EU 規制の世界標準化と貿易
協定推進、研究開発（R&D）等における官民連携の三点を挙げる。 

まず、EU 規制の世界標準化の動きは、欧州企業に規制対応上の優位性を
与えたと言える。既に述べた通り、EU は単一市場創設のために各国で異なる
規格や規制の共通化、最低限の制度的な調和を図った上での相互承認制度

の導入等を進めてきた。そして、EU の域内共通規制は世界的に大きな影響
力を持つようになっている。その理由としては以下の二つを指摘できる。 

一つ目の理由は、EU が米国を上回る世界最大の経済規模を有する単一市
場だからである。EU を主要輸出先としている国・企業にとっては、EU 規制へ
の対応が死活的に重要となることから、EU 規制を自国の規制として導入する
事例が相次いだ。例えば、Ⅱ－1－2．「化学 －欧州化学産業が示唆する我
が国化学産業の成長戦略の方向性」で触れているように、化学物質管理に関

する EU規制（REACH規則、2007年施行）に関しては、一部新興国では EU
規制を国内規制として制定する動きが出ている。EU が新興諸国に規制導入
を働き掛けたことの影響もあるが、EU規制はデファクトとして広がっている。 

EU 規制が大きな影響力を持つ二点目の理由として、EU が国際標準化機構
（ISO）や国際電気標準会議（IEC）等の国際機関を利用し、デジュール化に
積極的であることを挙げられる。こうした機関では規制策定に際して一国一票

であることから、EU は加盟 28 カ国という数の多さを影響力として行使すること
が可能である。こうした規制のデファクト・デジュール化は、欧州企業の新興国

展開を容易にし、規制対応面で競争相手である日米企業に対する優位性を

もたらしていると考えられる。 

次に、EU は自由貿易協定の積極的な推進を通じて欧州企業の国際展開を
側面支援していることを挙げられる。過去を振り返ると、EUが個別に貿易協定

①EU共通規制は

グローバルに影

響 

EU共通政策の欧

州企業への影響

度 

【図表１４】 日米欧のM&A件数の推移 【図表 1５】 日米欧の FDI ストックの推移 

EU を主要輸出先

とする国が EU 規

制を自国に導入

する動き＝デファ

クト化 

EU は国際機関を

利用してデジュー

ル化の推進に積

極的 

（出所）OECD、IMF よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）EU主要 3カ国は独仏英、各国間の相互 FDIを含む。 
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を締結したのは、近隣諸国や EU 加盟候補国（スイス、東欧、トルコ等）、地中
海沿岸諸国、アフリカ・カリブなど、政治的・歴史的な関係が深い国・地域が中

心であり、経済的見地と言うよりも地域安定や開発支援の意味合いが強かっ

た（【図表 16】）。通商政策の大きな転換点となったのが 2006 年の「グローバ
ル・ヨーロッパ」であり、中国をはじめとした成長著しい新興国の需要を取り込

むために FTA を積極的に推進するという EU の成長戦略である。EU は中南
米、アジア等の新興諸国・地域との FTA・EPA 等の貿易協定の締結交渉に乗
り出し、一部では既に発効されている。主要先進国である日本・米国との協定

交渉にも動き出しており、EUの FTA戦略は全方位型となった。 

EU の FTA戦略の重要な特徴は、関税のみならず、公的調達やサービス、規
格・規制など非関税障壁分野も重視していることであり、前述した EU 規制の
デファクト化も念頭に置いた取組みと言える。「グローバル・ヨーロッパ」発表以

降の協定締結国は韓国等、まだ少数ではあるが、交渉中の国を含めると、EU
の貿易相手国の大部分を網羅することになる。これらの貿易協定が早晩締結

されれば、欧州企業の新興国戦略への更なる支援となるだろう。 

三点目として官民連携について述べる。欧州、特に大陸諸国では、米国のよ

うな市場経済主義とは一線を画し、社会的市場経済主義が採られてきた。つ

まり、競争原理に基づく自由な市場経済を原則としつつ、国家が規制等によ

って最適化を図るという考え方である。これが時に国家による過剰な介入政策

を招き、産業競争力を低下させてきた側面があったことは否めない。とは言え、

近年、特に EU 単一市場の創設以降では、単一市場の公平な競争条件を維
持するために EU（欧州委員会）が各国の個別産業・企業への補助金等の政
策を厳しく監視、制限するようになった。他方、国家による関与の度合いが強

いことは官民連携を促す土壌となる。このため、投資促進や研究開発支援な

ど、競争力向上を図るための EU の産業政策に関して、官民連携による取組
みが行われ易いと言える。欧州全体での産業競争力の向上に貢献できてい

るかどうかについては疑問の余地があるものの、研究機関も含めた産官学の

連携という観点では、部分的には欧州企業の技術優位を高めることに寄与し

ていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②EUのFTA推進

政策は、欧州企

業の国際展開を

後押し 

【図表１６】 EU の主な通商関連協定 

③研究開発等に

おける官民連携

の取組み 

EU は規制のデフ

ァクト化も念頭に

置いて FTA を推

進 

地域 国 発効時期 地域 国 発効時期 地域 国

スイス 1973年 エジプト 2004年 中南米 メルコスール加盟国

アイスランド 1973年 アルジェリア 2005年 日本

ノルウェー 1973年 レバノン 2006年 中国

トルコ 1996年 メキシコ 2000年 インド

EFTA諸国（スイス除く） 1994年 CARIFORUM諸国 2008年 シンガポール

アルバニア 2009年 アンデス諸国 2013年 マレーシア

セルビア 2013年 南アフリカ 2000年 ベトナム

シリア 1977年 東・南アフリカ諸国 2012年 タイ

チュニジア 1998年 パプアニューギニア 2009年 米国

イスラエル 2000年 フィジー 2009年 カナダ

モロッコ 2000年 韓国 2011年 ロシア

ヨルダン 2002年 ウクライナ

通商関連協定締結国・地域 交渉中の国・地域

名目ＧＤＰ合計：　約7.4兆ドル 名目ＧＤＰ合計：　約41兆ドル

地中海・
中東

中南米
欧州

地中海・
中東

アジア

北米

ＣＩＳ

アフリカ

アジア・
太平洋

（出所）駐日欧州連合代表部ホームページよりみずほ銀行産業調査部作成 
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以上の EU共通政策に伴う影響をマクロ経済指標から確認する。 

まず、外需の取り込みによる経済成長への貢献として、貿易収支の変化幅を

見ると、EU 各国毎に一様ではない（【図表 17】）。EU 全体では、1980 年代に
比べて貿易黒字は若干拡大している方向にあるが、国毎の差は大きい。ドイ

ツでは貿易黒字が大きく増加したが、フランスでは貿易赤字のままであり、英

国では収支が赤字に転じた。EU単一市場という競争条件がフラット化したこと
に伴う外需取り込みという観点では、ドイツはその恩恵を享受することができた

一方、フランスや英国はドイツのような競争力の高い国に競り負けたといった

構造が浮かび上がる。 

他方、グロス（輸出）で見ると、EU 各国では総じて輸出比率（名目 GDP比）が
上昇している（【図表 18】）。従来から EU では域内貿易を中心に輸出比率は
高めであったが、1990 年代以降には更に比率が上昇している。主要国ではド
イツの上昇幅が突出しており、ドイツほどではないが、フランスや英国も日米よ

り高い水準に達している。加えて、サービス輸出比率が高い点も特筆される。 

輸出比率の高さは、単一市場創設によって域内取引が拡大したことのみなら

ず、欧州企業が EU 域外にも積極展開し、グローバル・サプライチェーンを構
築したことも背景にあると考えられる。マクロとしての外需を取り込む力には各

国毎の差があっても、企業レベルとしては積極的な国際展開が行われ、収益

基盤の強化に貢献している可能性があろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 （出所）【図表 17、18】とも、欧州委員会よりみずほ銀行産業調査部作成 
 （注）【図表 18】は 1980年以降を 5年毎、各期間平均値の推移をプロット。 

 

 

 

 

 

【図表 1７】 日米欧の貿易収支の推移 
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【図表 1８】 日米欧の財・サービス輸出比率の推移 
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３．本章まとめ 

以上、EU・主要各国の経済・産業構造等を概観し、欧州最大の特徴である
EU という超国家機関の存在がもたらす企業行動・競争環境への影響を見て
きた。本章で概説した諸点を踏まえて欧州の特徴的要素を整理していきたい

（【図表 19】）。 

まずもって、主要各国毎に見ても産業構造や人口動態に違いがあることや企

業目線では、マザーマーケットが所在国ではなく経済規模・人口で米国を上

回る巨大な EU 単一市場となること、共通通貨ユーロを利用していることなど、
欧州と日本の単純比較を難しくする構造的な違いが浮かび上がる。とは言え、

日本と欧州は共に経済成長率が低位に留まっており、構造的な違いが欧州

経済・企業にとっての絶対的優位条件を与えているようには思われない。構

造的な違いを踏まえつつ、欧州グローバルトップ企業の「稼ぐ力」を分析する

上での着眼点として以下の二点を挙げ、最後に国としてのドイツの競争力を

分析する上での着眼点を挙げる。 

一点目がEU統合の進展に伴い競争環境が激変した市場においてどのように
競争優位を確立していったのか、という点である。EU 統合が長い年月をかけ
て進められてきた中、その都度、欧州企業は競争環境の変化への対応を迫ら

れてきた。また、EU 単一市場は巨大な経済圏を形成すると同時に競争条件
がフラット化したことで域内企業間に競争を強いる土壌となった。こうした競争

環境の大きな変化の中で、欧州グローバルトップ企業は積極的なクロスボー

ダー展開やM&A戦略、事業再編など、時宜を得た果敢な事業戦略を実行し
てきたと推察される。日本が TPP、RCEP といった広域貿易協定の推進方針を
掲げていることを踏まえると、競争条件がフラット化していく市場において欧州

グローバルトップ企業がどのように競争優位を確立したのかを見ていくことは

日本企業の今後の事業戦略への有用な示唆が得られると考えられる。 

二点目として、EU の政策的な後押しを最大限に活用するためにどのような事
業戦略を構築しているのか、という点を挙げられる。欧州企業の競争力を後押

しした EUレベルの政策として、規制のデファクト・デジュール化や全方位型の
FTA推進、官民連携による研究開発などがある。もちろん、EUの政策的後押
しを受けた事業戦略をそのまま日本に適用することは難しいだろう。とは言え、

FTA や官民連携など、日本においても推進されている政策については、事業
戦略との親和性の高め方など日本企業にとって参考になる取組み事例があ

ろう。また、欧州グローバルトップ企業が EU規制のデファクト・デジュール化を
事業戦略の中でどのように位置付け、活用しているのか、日本企業にとっては

競争相手である欧州企業の事業戦略への理解を深めることは重要な視点と

思われる。 

最後に、ドイツの競争力を分析する上での着眼点を挙げる。ドイツは欧州全

体の経済が低迷しているにもかかわらず、高めの成長を遂げている。他の EU
諸国と同じ競争条件であることを踏まえれば、国の立地競争力を高めるため

には各国それぞれの取組み・政策が重要であることが示唆されよう。また、ドイ

ツは日本と類似した産業構造を抱え、少子化・高齢化という同じ課題に直面

する国である。そのドイツがどのように競争力を高めてきたのか、過程を含め

て把握することは日本の政策を考える上でも有効であろう。 
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【図表１９】 本稿調査の着眼点 

欧州グローバルトップ企業の「稼ぐ力」 
  
 ・競争条件がフラット化した市場における競争 

優位を確立するための事業戦略 

 ・EU 共通政策の自社事業戦略への巧みな活用 

 

 → クロスボーダー展開、M&A 戦略/事業再編、

    デファクト/デジュール化、官民連携 

欧州の特徴的要素 

・欧州（EU）は名目GDP18兆ドル、人口 5億人超の米国を上回る市場規模だが、経済発展の異なる国を

抱え、主要国で見ても産業構造や人口動態が異なる多様な国から構成 

・欧州主要国の中ではドイツが高めの成長率を達成、日本と産業構造や課題（少子化・高齢化）が類似 

・EU 域内は関税・非関税障壁が撤廃された単一市場であり、欧州企業にとってのマザーマーケット 

・EU 統合の進展に伴い企業の競争環境が大きく変化、EU共通政策も企業行動・競争環境に影響 

本稿調査の着眼点 

ドイツの国としての競争力 
  
 ・欧州全体の経済が低迷する中、唯一持続的な

成長を達成するドイツ 

 ・日本と類似した産業構造、同じ課題（少子化・ 

高齢化）を抱えるドイツの取組み事例 

 

 → 国としての競争力を高める処方箋 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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Ⅱ－1．欧州製造業の競争戦略 

Ⅱ－1－1． はじめに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

【図表 1】は、2015年 3月末時点における世界の時価総額上位 100社の地域
別内訳を示したものである。上位 100位内には、米国の 56社に続き、欧州か
ら 29社がランクインしているが、両地域を比較すると、製造業と非製造業の企
業が占める割合が異なっている。【図表 2】に示すとおり、製造業の企業は、米
国では 56社中 26社と半分弱に過ぎないが、欧州は 29社中約 2/3 にあたる
20社となっている。このように、欧州では製造業の大企業が存在感を有してい
ると考えられる。同様のことは、2014年の日米欧における GDP産業別構成比
からも確認できる。【図表 3】のとおり、欧州は GDP に占める製造業の比率が
日本に次ぐ水準である。とりわけ、ドイツは製造業の比率が 2割を超えている。 

本章に続く各章では、欧州における主要な製造業を選定し、そこに属する有

力企業の競争戦略を考察することを通じて、欧州の製造業が持つ強みの背

景を分析する。分析に際しては、個々の産業や企業に特有な事象のみに強

みの源泉を還元した個別論に陥ることを避けるために、産業横断的な視座を

持ち、出来る限り、普遍的な示唆を得ることを心掛けた。 

 

２．分析対象とする製造業と企業群 

分析対象とする製造業は、欧州製造業を概観する目的を踏まえ、【図表 4】に
示したとおり、中間財から最終財、資本財から消費財を広くカバーするように

選定している。その上で、各製造業に属する有力企業を選び、それらの競争

戦略を分析している。 

【要約】  

 欧州の製造業に属する大企業は、世界の時価総額上位 100社に 20社がランクインする
ように、大きな存在感を有している。本章に続く各章では、欧州の製造業とその有力企

業が持つ強みの背景を、産業横断的な視座として以下の5つの共通軸に基づいて分析
する。 

① イノベーションの創出と産学官連携の活用 
② デジュール化・デファクト化戦略 
③ クロスボーダーバリューチェーン 
④ ブランド戦略 
⑤ 事業ポートフォリオ戦略 

 共通軸に基づく各章の事例分析から得られる欧州企業の戦略上の特色は、コアコンピ
タンスの明確化とそれに基づく差別化、外部リソース活用による脱力、世界 1～2位への
強い拘り、圧倒的な競争優位構築のための大胆なリスクテイク、事業環境変化を見越し

た戦略性といった点である。欧州企業同様、日系企業にもこれらの点を徹底して実践し

ていくことが必要と考えられる。 

欧州の製造業と

その有力企業は

大きなプレゼンス

を誇る 

8 つの製造業を

分析対象として

選定 
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【図表１】 世界時価総額上位 100 社の地域別所在数 

（出所）【図表 1、2】とも、ロイター社データよりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表２】 米国・欧州の世界時価総額上位の業種内訳 

【図表３】 日米欧のGDPの産業別構成比 

（出所）欧州委員会、米国商務省、内閣府「国民経済計算」よりみずほ銀行産業調査部作成 

米国 欧州 

非製造業 

30 社  

製造業 

26 社  

非製造業

9社  製造業 

20 社  

（注）【図表 1、2】とも、2015年 3月末時点 

（注）2014年時点 
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ちなみに、【図表 5】は、2010 年から 2012 年までの EU27 カ国1における製造

業の名目GDPを産業別に示したものであるが、今回分析対象とした産業合計
で、製造業名目 GDPの約 6割を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 EU28カ国のうち、2013年に加盟したクロアチアを除く 

【図表４】 分析対象とした製造業と企業群 

【図表５】 EU 製造業名目GDPの産業別内訳 

（出所）Eurostat よりみずほ銀行産業調査部作成 
分析対象産業 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

CY 

中間財 最終財

資本財
化学

鉄鋼

重電

航空機

耐久消費財 自動車

一般消費財
医薬品

食品

産業 企業群

化学 BASF, Henkel, LyondellBasell, Evonik 他
鉄鋼 ArcelorMitta l, ThyssenKrupp, voestalpine

医薬品 Bayer, Sanofi, GSK, Novartis
食品 Nestle, Unilever 

重電 Siemens, ABB, Alstom
航空機 Airbus

自動車 Bosch



 
 

第Ⅱ部 欧州グローバルトップ企業の競争戦略 

 

みずほ銀行 産業調査部 

25

３．産業横断的な視座としての 5つの共通軸 

本分析では、以下に示した 5 つの共通軸を置いて分析を行うこととしている。
これらの共通軸に基づく産業・企業間の比較を通して、欧州の製造業全般に

共通する特色を明らかにし、我が国の製造業や企業への示唆を導出すること

を企図した。 

（産業横断的な視座としての 5つの共通軸） 

①  イノベーションの創出と産学官連携の活用 

②  デファクト化・デジュール化戦略 

③  クロスボーダーバリューチェーンの構築 

④  ブランド戦略 

⑤  事業ポートフォリオ戦略 

5 つの共通軸は、開発・生産・販売のバリューチェーン各段階において、欧州
企業が立案遂行していると考えられる競争戦略に関する以下の仮説から導出

したものである。 

（欧州企業の競争戦略に関する仮説） 

 研究開発では、欧州企業は自社が手掛ける領域を厳格に見極め、それ以外の領域は可能な
限り外部リソースを活用している。 

 開発生産面では、規模の経済性を享受できるよう、デジュール化やデファクト化に着意を持っ
て取り組み、自国に拘らず欧州域内外の市場にバリューチェーン上の各機能を柔軟な進出方

法で展開している。 

 販売面では、コーポレートブランド、カテゴリーブランド、プロダクトブランドを巧みに使い分け、
他社との差別化を図っている。 

 事業環境の変化に応じて、自ら手掛けるべき事業を不断に見直し、M&A を通じて事業ポート
フォリオの入れ替えを頻度高く大胆に行っている。 

なお、当然ながら、分析対象とした 8 つの産業の属性に応じて、競争戦略の
中で各共通軸が持つ重要性や意味合いは異なる。例えば、イノベーションの

創出と産学官連携の活用は全ての産業で重要なテーマとなり得るが、ブラン

ド戦略は消費財を製造する産業において、また、デジュール化戦略は規制が

強い医薬品や食品産業においてより大きな意味を持っている。詳細な議論は、

個々の産業について分析した各章に譲るが、本章では 5 つの共通軸につい
て産業・企業横断的に観察された欧州製造業の特色について概観することと

したい。 

 

４．イノベーションの創出と産学官連携の活用 

研究開発に関する特色としては、オープンイノベーションに対する強い着意と、

それを促進する産学官連携をはじめとする充実したプラットフォームという点

が指摘できる。 

産業横断的な視

座としての 5 つの

共通軸 

オープンイノベー

ションと産学官連

携等の充実した

プラットフォーム 
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今回分析対象とした多くの産業において、欧州企業はアカデミアや他社と連

携したオープンイノベーションに積極的に取り組んでいる。この背景には、産

業の成熟化に伴う学習効果の蓄積により、自社完結しやすいプロセスイノベ

ーションの余地が次第に小さくなり、プロダクトイノベーションの重要性が相対

的に高まっていることがあろう。 

企業は競合他社より優れた製品を持続的に創出できなければ生き残れない

が、環境や安全規制等の厳格化、新興国市場拡大に伴うニーズ多様化を受

けて、プロダクトイノベーション実現のための研究開発領域が更に大きく広が

っている。このため、もはや自社リソースのみで全ての研究開発を行うことは合

理的ではなく、企業には自社が手掛けるべき領域を厳格に見極め、それ以外

は可能な限り外部リソースを活用する割り切りが求められている。 

欧州企業はこの点を十分に認識して、とりわけ基礎・応用研究のオープン化

を推進し、製品差別化に直結しやすい実用化研究に自社リソースを集中的に

投下しているものと考えられる。 

また、欧州では、オープンイノベーションを促進するための産学官連携が EU
及び各国レベルで大規模かつ活発に推進されている。 

EU レベルでの連携事例としては、医薬品産業における革新的製薬イニシア
ティブ（IMI）に見られるように、米国との競争を意識して、開発テーマを統一
的かつ戦略的に選定した上で EU が資金拠出することにより、研究開発を効
率化・大型化し、欧州企業の国際競争力を底上げする取り組みがある。 

各国レベルの事例としては、ドイツのマックスプランク研究所やフラウンホーフ

ァー研究機構による基礎・応用研究での産学連携が有名である。特に化学産

業においては、自動車用新素材を開発することを目的として、フラウンホーフ

ァー研究機構を核として顧客たる完成車メーカーも含むバリューチェーン上の

企業群が結集し、研究開発を垂直統合的に進める取り組みもみられる。 

このように、欧州では、企業のオープンイノベーションへの強い着意を背景に、

アカデミアや企業間の連携を官が後押しする仕組みが整っており、欧州企業

の研究開発力を下支えしていると考えられる。 

日本においても欧州の産学官連携と類似の取り組みは見られるが、日系企業

には基礎研究から応用研究までを自社完結させる自前主義への拘りが強い

上に、ドイツの化学産業のように、国立研究開発法人がバリューチェーン上の

企業群を巻き込んで垂直統合的な連携を促進している事例はあまり目にしな

い。また、産学官連携が海外企業には広く開放されておらず、日本国内での

連携に留まっている。 

欧州の事例から得られる日本への示唆としては、日系企業は過度な自前主

義から方向転換し、自社が研究開発すべき領域を明確化し、それ以外はオー

プンイノベーションを活用する必要性が高まっていることを指摘できよう。 

また、産学官連携に関しては、政策当局と企業が競争力向上のために優先

的に取り組むべき技術領域について合意形成し、バリューチェーン横断的に

海外の企業や研究機関も含めたキープレーヤーを広く惹き付ける仕組みを構

築することを考える必要があろう。 

欧州企業は自社

が手掛けるべき

研究開発領域に

集中 

オープンイノベー

ション促進のため

の活発な産学官

連携 

日系企業には過

度な自前主義か

らの方向転換が

求められる 
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５．デジュール化・デファクト化 

欧州には、EU 域内で官民が連携してデジュール（標準規格）を策定し、それ
を国際規格化することにより、欧州企業に有利な競争環境を世界に創り出す

戦略がみられる。このような戦略的着想の素地に、規格制定主体と民間企業

の距離感の近さ、すなわち人的交流の深さがあるものと考えられる。 

例えば、欧州は官民を挙げて鉄道システムの新興国への輸出に注力してい

るが、その規格は Big3 と言われる Siemens、Alstom、Bombardierが各種規格
制定団体に自社職員を派遣して策定を主導したと言われている。また、EU 標
準規格の国際規格化にあたっては、ISO 等の国際規格制定団体において、
EU加盟国数分の議決権を行使し得るという点も有利に作用している。 

更に、欧州企業は、EU という巨大単一市場を温床として、早期に販売規模を
確保して日米の競合企業に先駆けて自社製品をデファクト化することにも努

めている。そして、EU規制当局も、消費者保護、製品の安全性等の公益性確
保と共に、市場統合政策を通じて欧州市場の魅力を高めることを重要な政策

課題に位置付け、企業がEUにおいてデファクト製品を創出する取り組みを支
援している。 

例えば、医薬品産業では、規制当局である欧州医薬品庁（EMA）がアンメッド
メディカルニーズの高い疾病領域の新薬販売を一括審査承認している。これ

により、製薬企業は、新薬販売承認を各国別に得る手続から解放され、自社

製品をいち早く EU 市場に上市することが可能となる。これらの恩典は欧州の
製薬企業に限らず適用されるものであるが、欧州製薬企業にとっては母国市

場が米国市場に匹敵する規模に拡大統合される意味は大きいと思われる。 

欧州製造業のデジュール化・デファクト化戦略は、国際標準制定機関への欧

州諸国の加盟数や EU の市場統合政策を前提とするものも多く、そのまま日
本が参考にして採り入れることは難しい。 

日系企業としては、デジュール化については、欧州企業の動向を規格検討段

階から注意深く把握し、自らの技術を欧州規格に反映する機会を常に窺うと

共に、米国企業の戦略にも目を配りながら、世界的な技術規格標準化の流れ

に乗り遅れないように心掛けることが最低限必要となろう。また、デファクト化に

関しては、EU の産業振興策を積極的に活用し、欧州市場において自社製品
の市場浸透とデファクト化に挑戦する貪欲さを持つことが重要と思われる。 

 

６．クロスボーダーバリューチェーン・サプライチェーン 

欧州企業のクロスボーダーバリューチェーン構築に関する特色は、進出地域、

国外展開するバリューチェーン上の機能、進出方法の 3 点から整理すること
ができる。 

欧州企業は、進出地域に関して、EU 域内を中心として日米等の先進国とア
ジアや中南米等の新興国に全方位的に進出している。特に食品や医薬品等

の消費財を手掛ける企業は、歴史的に繋がりが深い中南米に加え、政治的

関係が良好な中国、中長期的な発展が期待できるアフリカと多くの地域で日

米企業に先駆けて事業を展開し、市場拡大の利益を享受している。 

デジュール化で

有利な競争環境

を創り出す戦略 

欧州企業は、先

進国・新興国に

全方位的に進出 

巨大単一市場を

活用したデファク

ト化戦略 

日系企業には、

デジュール化へ

のキャッチアップ

と欧州市場での

デファクト化への

挑戦が必要 
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欧州企業が早い段階から新興国市場に進出できた背景には、母国市場が小

さく、国外展開なくして成長は実現できないという考え方が伝統的に強いこと

が影響しているのかもしれない。 

次に、バリューチェーン上のいずれの機能を国外展開するかという点につい

ては、欧州企業は状況に応じて柔軟に対応しているように見受けられる。 

例えば、食品や医薬品のように、現地消費者の嗜好や疾病特性に合わせた

製品開発が求められる産業では、研究開発拠点を成長が期待できるアジア

等の新興国に積極的に設置している。 

また、鉄鋼では、日系企業が下工程中心の海外展開であるのに対し、

ArcelorMittalは欧米や新興国に万遍なく鉄源も含め海外展開している。 

更に、Siemens のインドにおけるヘルスケア事業のように、研究開発からアフタ
ーセールスまで全てのバリューチェーンを現地化している事例もある。

Siemensは、MRIやCTといった高価な医療機器について、アフターセールス
を通じて把握した現地医療ニーズを踏まえ、機能を徹底的に絞り込んだ価格

競争力ある製品を現地開発して大きな成功を収めている。 

このように、欧州企業は、バリューチェーン上の自社のコアコンピタンスや収益

の源泉を明確化して、競合他社に対する差別化や競争優位を構築できるよう、

国外展開戦略を策定していると考えられる。進出方法についても、欧州企業

は必ずしも自前主義には拘らず、ライセンス供与、合弁、買収と戦略目的に照

らして柔軟に手段を選択している。 

例えば、食品大手のユニリーバは、リプトンブランドで展開する紅茶飲料につ

いて、日本ではサントリーや森永乳業にライセンス供与する一方、北米ではペ

プシコと合弁企業を設立している。また、Siemens は米国の社会インフラ事業
に参入するにあたり、技術や市場シェアを有する企業を数多く買収している。 

欧州企業が市場や相手に応じて適した手段を柔軟に講じることができる背景

には、欧州域内でクロスボーダーの企業間連携について経験の蓄積があり、

利害の異なる企業との交渉や協業を組織的に進める術に長けていることがあ

るのかもしれない。 

産業によって異なる部分はあるものの、日系企業は、クロスボーダーバリュー

チェーンの構築に関して、販売や製造といった川下機能から徐々に海外展開

する傾向が強い。 

展開地域についてもアジア偏重で欧米先進国や中南米へのアプローチが十

分でないとの声もよく聞かれる。また、進出方法は、近年では海外企業の大型

買収事例もみられるようになってきたものの、欧州企業のように多様な手段を

柔軟に使いこなしている印象は乏しい。 

これらの要因には、人材を中心とする経営リソースの制約があるものと思われ

る。特に日系企業の人材は、国籍やキャリアバックグラウンドの点で多様性に

乏しい。このことが新しいことへの挑戦を躊躇う傾向や異文化マネジメント能力

の欠如といった、海外企業との連携において必要となる対応力の低さに繋が

っていると考えられる。 

欧州企業は国外

展開する機能に

ついても柔軟に

対応 

国外展開の手法

も、自前進出から

ライセンス供与、

合弁、買収と柔

軟に選択 

日系企業は、ア

ジア中心、川下

からの進出、自

前主義。背景に

は人材等のリソ

ース不足 
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中間財 最終財

B to B B to C

資本財

消費財

 鉄鋼：コーポレート
＋プロダクト

 化学：コーポレート
＋プロダクト

 航空機：コーポレート

 重 電：コーポレート

 医薬品：コーポレート
（医療用医薬品）

 医薬品：プロダクト
（一般用医薬品）

 食 品：カテゴリー

７．ブランド戦略 

ブランドの定義を巡っては様々な考え方があるが、ここではブランドを自社ま

たは自社製品を他から識別させる媒体と大括りに捉え、その単位に着目して

みたい。 

ブランドの単位を大別すると、企業名によるコーポレートブランド、特定の製品

群や価格セグメントによるカテゴリーブランド、個別製品名によるプロダクトブラ

ンドがある。欧州企業がどのような単位でブランドを展開しているのか、財の種

類別に整理したのが【図表 6】である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般に、資本財は顧客が合理的な評価を行い購買判断するため、他社製品

との差別化は機能や性能、経済性等、定量的に測定・比較可能な諸元や価

格に基づいて行われる。このため、製品名はコード化され、プロダクト単位で

ブランディングが行われることは稀であり、コーポレート単位で安心や信頼とい

った定性的な価値訴求を行うケースが多い。 

同様のことは、消費財においても、医師のような専門家向けの医療薬につい

て当てはまる。他方、食品や一般用医薬品は、不特定多数の消費者の中で

自社製品を訴求する対象を特定するために、製品群や価格セグメントによる

カテゴリーブランドを用いたり、より直接的にプロダクトブランドを用いることが

多いと考えられる。 

このような一般的な傾向に照らして欧州企業のブランド戦略を観察すると、幾

つかの特色が浮かび上がる。 

例えば、鉄鋼では、ArcelorMittal が自動車用鋼材を工法とパッケージ化し、
USIBOR®というプロダクト名で完成車や車体部品メーカーに提案している。
また、ThyssenKrupp も樹脂を鋼材でサンドイッチした自動車用コンポジット材
に LITECOR®というプロダクトブランドを付して、個別製品を前面に押し出し
たプロモーションを行っている。この背景には、欧州では鉄鋼メーカーの主た

る顧客が独立性の高い多数のプレス加工・部品メーカーであり、マス・マーケ

ティングの必要性が高いことがあるものと考えられる。 

コーポレート、カ

テゴリー、プロダ

クトのブランド単

位に着目 

【図表６】 財の種類とブランドの単位 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

資本財はコーポ

レート、消費財は

プロダクによるブ

ランディング 

資本財にも拘わ

らず、鉄鋼でプロ

ダクトブランドを

活用 
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中間財 最終財

製造業

素材

第三次産業

サービス

事業ポートフォリオ戦略

注力事業の強化

（重電・医薬品・食品等）

事業ポートフォリオ戦略

強み分野の相互片寄せ

（汎用石化等）

企業A

事業B

企業B

ICT

Connected

Industry 4.0

（自
動
車
部
品
・重
電
等
）

寡占化 差別化・競争優位構築

産業横断ポートフォリオ構築

防衛的・成長性

水平分業的産業構造を
背景とする

系列追従意識の希薄さ

コーポレートガバナンス
改革による

株主からの圧力増大

米国Top tierを意識した
世界市場での勝ち残り
への強いこだわり

事業A

企業A

企業B

企業B

また、食品では、コーヒーや菓子、調味料といった製品群や価格帯に基づい

てカテゴリーを作り、そのカテゴリーを事業単位とみなし、戦略立案や収益管

理まで併せ行う戦略が見られる。 

例えば、ネスレでは、ネスカフェやマギー等のカテゴリーブランドが、地域別に

マーケティング戦略を立案し販売を促進すると共に、収益管理面でもアイテム

数に応じて共通的な営業コストを負担する等、事業単位として機能している。 

翻って日系企業のブランディングを見ると、戦略的な意図を持たずに漫然とコ

ーポレートまたはプロダクトブランドを用いているケースが多く見受けられ、欧

州企業のように、ターゲットとする顧客に応じてブランド単位を使い分け、ブラ

ンドを収益管理や事業単位と整合させる事例もあまり見受けられない。 

日系企業には、自社や自社製品が顧客に提供する価値をどのような単位で

訴求すれば、他社との差別化や競争優位を構築する上で合目的なのか、欧

州企業の取り組み事例を参考にして検討を深めることが必要であろう。その際

に、製品群や価格帯に基づくカテゴリーブランドの設定、ブランドの単位と収

益管理や事業単位の整合という点への着意が特に重要になると思われる。 

 

８．事業ポートフォリオ戦略 

欧州企業はいずれの産業においても M&A を通じた事業ポートフォリオの入
れ替えに極めて積極的に取り組んでおり、具体的事例は枚挙にいとまがない。

ここでは【図表 7】に示したように、欧州企業が進める事業ポートフォリオ戦略を
大きく 3つの観点から整理したい。 

 

 

 

 

 

第 1 は、競合企業間の事業領域の棲み分けを企図した事業ポートフォリオの
相互片寄せである。例えば、化学では、BASF や Evonik が機能性化学に注
力する戦略を採る中、汎用石化事業をLyondellBasellや INEOSに統合・売却
している。このように、欧州企業には、業界内のポジションやコミットメントが強

い企業に事業を集約して、相互に注力事業を強化する動きが盛んである。 

欧州企業の事業

ポートフォリオ戦

略を 3 つの観点

から整理 

【図表７】 欧州企業の事業ポートフォリオ戦略の類型 

（出所） みずほ銀行産業調査部作成 

食品ではカテゴリ

ーブランドを活用

し、戦略立案と収

益管理と整合 

日系企業も、ブラ

ンド設定単位に

対する戦略性が

必要 

化学では、競合

企業間で事業を

相互片寄せして

強化 



 
 

第Ⅱ部 欧州グローバルトップ企業の競争戦略 

 

みずほ銀行 産業調査部 

31

この背景には、同じ事業領域で他社と無闇に消耗戦を戦うよりも、競合が少な

く自らの強みを発揮しやすい事業領域を見定めて差別化を図るという考え方

が欧州企業には徹底されていることがあるものと思われる。 

第 2 は、競合他社に対する圧倒的な競争優位構築を企図した同業他社の買
収である。重電大手の Siemens はガスタービンと洋上風力事業で世界 1～2
位になる戦略を掲げ、ガスタービンではRolls-RoyceやDresser-Rand、洋上風
力では Bonus という実績ある欧米企業を巨額の資金を投じて買収している。 

これも先に述べた基本的な考え方と相通じるが、欧州企業は、競合他社に先

駆けて競争優位を構築するために、必要となれば大胆にリスクを取って経営

資源を集中投下し、迅速に戦略を実行するというダイナミズムを持ち合せてい

る。 

第 3 は、上述 2 点とは視点が異なるが、サービス領域への進出を企図した事
業ポートフォリオの拡大である。 

近年、情報通信技術を活用して、メーカーが納入した製品の稼働状況を肌理

細やかにモニターし、顧客に最適な稼働計画や省エネ化、メンテナンスコスト

低減策を提案する、或いは顧客ニーズを製品設計にフィードバックする等、情

報通信技術を媒介としてモノづくりとサービスを融合させる動きが活発化して

いる。これらは、ヘルスケアやオートメーション、鉄道システム、ジェットエンジ

ン等、資本財の領域では着々と実用化が進んでおり、今後は耐久消費財の

領域にも拡大すると考えられている。 

特に、自動車産業では、コネクテッドカーや自動運転車の普及が進むと、サ

ービスによる付加価値創出の余地が格段と増すものと思われている。斯かる

中、自動車部品世界最大手の Bosch は、充電スポットの位置情報の提供等、
電気自動車の充電に関連したサービスを提供するためのアプリケーションソフ

トウェアやデータベースの構築に着手している。 

これは、単に成長性の高い事業領域への先行投資に留まらず、現在強みを

有する既存事業の競争力を低下させる虞のある技術や事業領域を手中に収

め、将来の経営リスクをヘッジする防衛的な取り組みとも看做せよう。 

以上のように、欧州企業は、自らの強みを発揮しやすい事業領域を明確化し、

その領域で競合他社に対して圧倒的な競争優位を構築するために、大胆に

リスクを取って迅速に事業ポートフォリオを入れ替えている。また、現時点の事

業ポートフォリオ強化のみならず、将来の事業環境の変化も見越して、新しい

事業領域にも進出している。 

このような動きの背景には、コーポレートガバナンス改革を経て株主からの圧

力が増大し、低採算事業の継続は許容しないとの考え方が欧州企業の経営

者に浸透していること、水平分業的な産業構造のため親会社や納入先企業

の意向にあまり影響されず、事業ポートフォリオの入れ替えを実行しやすいこ

と、更に米国 Top tier企業を意識した世界市場での勝ち残りに強い拘りがある
ものと考えられる。 

日系企業は、雇用整理への根強い抵抗感もあり、事業撤退への取り組みが不

徹底であり、攻める分野も、外資系企業の PMI への不安から欧州企業のよう
な大胆な M&A に踏み込むケースが少ない。更に Bosch のように、将来の事

重電では、圧倒

的な競争優位構

築を企図して競

合企業を買収 

サービス領域へ

の進出を企図し

た事業ポートフォ

リオの拡大 

欧州企業の事業

ポートフォリオ戦

略の背景には、3

つの要因 
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業環境変化を見越して布石を打つ戦略性も課題と言えよう。欧米企業との競

争で生き残りを賭ける以上、日系企業に対しては、欧州企業の事業ポートフォ

リオ戦略から得られる示唆を活かしていくことを期待したい。 

 

９．おわりに 

ここまで、欧州製造業とそこに属する有力企業の強みの源泉を 5 つの共通軸
に基づいて概観してきた。概ね冒頭に掲げた欧州企業の競争戦略に関する

仮説は当たっていると思われるが、企業戦略に関連して筆者の印象に残った

キーワードを挙げると、コアコンピタンスの明確化とそれに基づく差別化、外部

リソース活用による脱力、世界 1～2位への強い拘り、圧倒的な競争優位構築
のための大胆なリスクテイク、事業環境変化を見越した戦略性といった点とな

る。 

これらは予て欧米企業の強みとして指摘されてきたことであり、特段真新しい

ことではない。また、日系企業も、グローバル競争で生き残るためにこれらの

実践に努めてきた。しかしながら、今回実施した事例分析から得られる示唆が

同じ論点に回帰するとすれば、おそらく、これら諸点をどれほど徹底して実践

しているのかという点で、欧州企業と日系企業に差が残っているのであろう。 

もしそうであるならば悲観することはない。後は実行あるのみである。出来ない

理由を数え上げていても、グローバル競争で勝ち残ることも持続的な成長も

実現できない。やるべきことを徹底してやりきるという経営の強い意思に戦略

遂行のダイナミズムが伴えば、日本の製造業と日系企業の未来は明るい。 

 

 

（自動車・機械チーム  米澤 武史） 
takefumi.yonezawa@mizuho-bk.co.jp 

 欧州企業と日系
企業の差は戦略

の徹底した実践 
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Ⅱ－1－2． 化学 －欧州化学産業が示唆する我が国化学産業の成長戦略の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．我が国化学産業の課題 

日本の化学企業は金融危機後の低迷から脱却し、成長軌道へ回帰しつつあ

り、2014 年度の大手化学企業 7 社1の業績は 2 期連続の増収増益となったも

のの、多くの企業は金融危機直前には戻りきっていないのが現状である。 

背景には、厳しさを増す事業環境の変化が見られる。石油化学事業では、内

需減少と中国需要の成長鈍化の需要要因と、原料コストに強みを持つ北米、

中東及び中国の能力拡大の供給要因から、需給バランス悪化の蓋然性が高

まっている。一方、機能性化学事業では、強みを有していた電子材料や自動

車部材等における顧客の海外展開や競争力低下に加えて、新興国企業の参

入もあり、収益性やシェア低下が顕現化している。また、収益を依存する医薬

事業は新薬創出の環境が著しく悪化している。 

かかる状況下、石油化学事業の設備集約や事業撤退と共に、機能性化学の

強化のために積極的な R&D投資やM&Aを通して、有望市場の事業シーズ

を獲得し、コア事業の拡大が行われている。しかしながら、大手 7 社の決算を

見ると、機能性化学事業の収益が着実に伸長しているものの、低収益の石油

化学事業が売上高の太宗を占め、医薬事業への収益依存が大きい等課題も

残り（【図表 1、2】）、よりダイナミックでスピード感のある取り組みが求められる。 

本稿では、事業規模、収益力或いは時価総額で圧倒的なプレゼンスを有する

欧州化学企業の戦略を分析する（【図表 3～5】）。欧州化学企業が事業環境

の変化をどのように乗り越え、現在のポジションを構築してきたか、を 5 つの共

通軸で分析することを通じて、グローバル競争で勝ち残るために、石油化学

事業の再構築と機能性化学事業の強化を始めとする成長戦略を実行してい

る我が国化学企業に対するインプリケーションを導出することと致したい。 

                                                        
1 旭化成、三井化学、三菱ケミカルホールディングス、住友化学、東ソー、宇部興産、昭和電工の 7社（証券コード順）。 

【要約】  

 足許の我が国化学企業は、石油化学事業の再構築と機能性化学事業の強化の 2 つの

動きが見られるが、その規模や時間軸を見ると、欧米企業のダイナミックな動きに比すれ

ば見劣りすることは否めない。激化しているグローバル競争に鑑みれば、これまでとは異

なる非連続の取り組みを検討し実施する必要があると考えられる。 

 欧州化学企業の事業規模、収益性、市場からの評価及びグローバル展開を見ると、い
ずれにおいても大きな存在感を示している。欧州は化学産業発祥の地でありながら、母

国市場の成熟化や新興国企業の台頭等の外部環境の変化に伴い、既存事業の成長

性、収益性或いは先進性が徐々に失われる課題に直面し、いち早く対応を迫られてき

た歴史を有する。 

 本稿では、同様の課題を有する先行事例として欧州化学産業や各企業の取り組みを分
析することにより、我が国化学産業の成長戦略の方向性に関するインプリケーションを

考察している。 

厳しさを増す事業

環境 

取り組みの成果

は未だ結果が出

ていない 

欧州化学企業の

戦略分析を踏ま

えた我が国企業

へのインプリケー

ションを考察 



 

 
第Ⅱ部 欧州グローバルトップ企業の競争戦略 

 

みずほ銀行 産業調査部 

34 

【図表１】 日本化学企業の事業別利益率推移          【図表２】 日本化学企業の事業別収益 

 

   （出所）各社決算資料よりみずほ銀行産業調査部作成         （出所）各社決算資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表３】 世界の化学企業ランキング（2013年実績） 

 

      （出所）C&EN よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表４】 日欧米化学企業の利益推移         【図表５】 日欧米化学企業の時価総額推移 

    

   （出所）ロイター社データよりみずほ銀行産業調査部作成    （出所）ロイター社データよりみずほ銀行産業調査部作成 
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（％）

石油化学事業

機能性化学事業

（農薬含む）

医薬品事業

その他事業

全社
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30%

21%

38%
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18%

売上高（FY13) 営業利益（FY13)

石油化学事業

機能性化学事業

（農薬含む）

医薬品事業

その他事業

順位 社名 国 化学売上高 化学売上比率 備考
1 BASF ドイツ 78,615 80% 総合化学
2 Sinopec 中国 60,829 13% 中国国営、資源大手
3 Dow Chemical 米国 57,080 100% 総合化学
4 SABIC サウジアラビア 43,589 86.5% サウジ国営
5 Shel l オランダ 42,279 9.4% 石油メジャー
6 ExxonMobi l 米国 39,048 9.3% 石油メジャー
7 Formosa Plastics 台湾 37,671 60.2%
8 Lyondel lBasel l  Industries オランダ 33,405 75.8% 石化専業、旧Shel lとBASFの石化J/V
9 DuPont 米国 31,044 86.9% ｢化学企業から科学企業へ｣

10 Ineos  Group Holdings スイス 26,861 100% 石化専業、旧BPの石化部門
11 三菱化学 日本 26,685 74.4%
12 Bayer ドイツ 26,636 49.9% 医薬＋農薬＋機能性素材
14 AkzoNobel オランダ 19,376 100% 塗料
15 Air Liquide フランス 19,153 94.7% 工業ガス
17 三井化学 日本 18,916 100%
18 Linde ドイツ 18,554 83.9% 工業ガス
19 住友化学 日本 18,116 78.8%
21 Evonik Industries ドイツ 17,097 100% 機能性化学
22 東レ 日本 16,665 88.5%
24 Yara ノルウェー 14,472 100% 肥料
26 Solvay ベルギー 13,768 100%
28 DSM オランダ 12,773 100%
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２．欧州化学の戦略 

（１）事業ポートフォリオ戦略 

欧州化学企業の事業ポートフォリオを見ると、米国企業と同様に M&A による

大胆な事業の入れ替えを行っている。例えば BASF（独）は 2004 年から 2014

年の 10 年間に 140 億ユーロの事業買収と 160 億ユーロの事業売却を行い、

売上高の 20～30%相当の事業を入れ替えている。一部の日本企業は、「日本

企業には真似できない（するべきではない）」或いは「必ずしも成功している訳

ではない」と捉える向きもある。しかしながら、その動向には、①石油化学＋機

能性化学＋医薬品の 3 点セットの総合化学から機能性化学へのシフト、②事

業集約に伴い特定領域で No.1 となる特色のある化学企業を生み出す「事業

の相互片寄せ」の 2つの特徴があり、示唆に富んでいる（【図表 6】）。 

【図表６】 欧州企業の事業ポートフォリオ戦略に見る 2つの特徴 

 

   （出所）みずほ銀行産業調査部作成 

欧州化学企業は、経済成長と技術革新によって事業を多様化・多角化させて

きた発展の歴史をもつ。第二次大戦前後から戦後の高度経済成長にかけて

数多くの化学製品を開発・上市し事業を拡大してきたものの、1960 年代以降

のイノベーションの停滞（新規開発製品の減少）、1970 年代の石油危機を契

機とする成長鈍化と競争激化を経て、1980 年代以降には機能性化学や医薬

品・農薬などのライフサイエンス事業に成長を見い出した結果、多くのコングロ

マリット化学企業（いわゆる総合化学企業）が誕生するに至った。 

1990 年代後半から化学事業を巡る事業環境は大きく変化し始める。新興国

市場の高成長とそれに牽引される世界経済全体の成長を享受する一方で、

高成長に伴う資源価格の高騰と、それらを追い風とする新興国企業や資源国

企業の著しい台頭による競争の激化である。 

外部環境の変化を受けて、欧州化学企業は事業の取捨選択を加速させる。

例えば、2000 年以降の BASF の主要 M&A 案件を見ると、2001 年に医薬品

事業を Abbott Laboratories（米）へ売却し、2006 年にポリオレフィン事業を

Basell（蘭）としてスピンオフし、スチレン事業を INEOS（スイス）へ売却している。

一方で、Engelhard（米；触媒事業）、Ciba（独；添加剤事業）或いは Cognis

（独；化粧品・機能性食品事業）を買収し、機能性化学事業を強化している。 

こうした「脱石化＋脱医薬＋機能性化学強化」に代表される事業の選択と集

中は Bayer（独）、Evonik（独）や Arkema（仏）等他の欧州企業でも見られる

（【図表 7】）。 

特徴 事例 意義

1

「石化＋機能性化学

＋医薬品の3点セット」から

機能性化学へのシフト

・BASF（独）は、医薬品売却、汎用石化売却、機
能性化学大型買収

・同社は、医薬品自体は手掛けないが、製薬メー
カー向け資材など側面支援事業は継続

・総花的展開からコアコンピタンスに基
づく集中へ

・撤退事業でも、強みを活かした関わり
方で成長の果実を享受

2 事業の“相互片寄せ”
・“世界上位の機能性化学品集合体”Arkema（仏）

・“メガ石化”LyondellBasell（蘭）とINEOS（スイス）

・単なる切り捨てではなく、皆が強くなる
再編を実現

欧州の事業ポー

トフォリオ戦略の

特徴 

2000 年以前は

「石化＋機能＋

医薬の総合化学

3 点セット」の多

角化を志向 

コングロマリット

から事業の取捨

選択へ 
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但し、BASFは Oil & Gas事業を有しているためコスト競争力をもつ汎用石油

化学のクラッカー事業を引き続き継続している。或いはBayer（独）は医薬事業

と機能性化学事業を兼営しているが、機能性化学事業を売却する方針を打ち

出し、医農薬等のライフサイエンス企業として生き残る戦略である。 

いずれの企業も外部環境の変化に伴う自社のコアコンピタンスの相対的優位

性の変化に向き合い、「何を捨て、何で生き残るか」という点を明確にしたうえ

で戦略を着実に実行していると考えられる。 

2008 年のリーマンショックに端を発する金融危機は、欧州ではソブリン危機に

まで発展する等、影響は深刻であったにもかかわらず、欧州化学企業の著し

い業績回復に鑑みれば、事業再構築が功を奏したと言える。 

【図表７】 欧米化学企業の主要な事業ポートフォリオ転換  

 
（出所）各社開示資料よりみずほ銀行産業調査部作成  

こうした事業ポートフォリオの入れ替えに不可欠となる要素は、「捨てる神あれ

ば、拾う神あり」の存在である。売却する企業にとっては、撤退や再構築の対

象は不要な事業であるが、買収する企業にとってはコア事業である。 

米国と同様に投資ファンドが M&A のカタリストとして機能しているが、更に重

要なことは、各企業が独自のコアコンピタンスと異なる将来見通しを持ってい

るがゆえに、多様な事業戦略が共存していることである。 

ある企業にとっては不採算事業であっても、別の企業にとってはコア事業とな

りうる戦略の多様性が、企業間で「事業を相互に片寄せ」することを可能とし、

異なる事業戦略をもつ企業が互いに強くなる再編を実現している。同じ機能

性化学企業であっても、対象とする事業領域或いはターゲットとする成長市場

が異なっている。特定領域で No.1 となる特色のある機能性化学企業が共存

する一方で、メガ汎用石化企業やメガファーマ企業が誕生し、各企業がコア

事業においてクリティカルマスを実現している（【図表 8】）。 

事業ポートフォリオ BASF Dow Akzo
Nobel DuPont Evonik Ecolab Bayer 3M Honey

well DSM Arkema

売上高2013(MMUSD) 101.870 57,080 20,092 35,734 17,729 13.253 55,301 30.871 39,055 12,478 8,398

オイル＆ガス ↑ ↓ ↓
基礎原料/中間原料 ↑ ↓ ↓ → ↓
汎用石化・汎用樹脂 ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

肥料 ↓ ↓
繊維 → ↓ ↓ ↓

無機化学 ↑ → ↓ ↓ ↓ →
触媒 ↑ ↓ ↓ ↑ ↓

ウレタン/原料 → → →
プラスチック → →
エンプラ → → → ↑ → → → →

塗料・コーティング → ↑ ↑↓ ↓ ↑ → ↑
高機能繊維 ↑ → →
電機・電子 ↑ ↑ ↓ ↑↓ → ↑ →
自動車 ↑ → ↓ → ↑ →
水処理 ↑ ↑ ↑ ↑

建築・インフラ（住宅） ↑ → ↓ →
エネルギー ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

アグリ（種子、農薬） ↑ ↑ ↑ ↑↓
バイオ ↑ ↑ ↑ → ↑

バイオ樹脂 ↑ ↑↓ ↑ ↑
ニュートリション ↑ → ↓ ↑ ↑↓ ↑

パーソナルケア・コンシューマー ↑ → ↑↓ ↑ ↑ ↑ →
ヘルスケア → → → ↑ ↑ ↑ →
医薬品 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑↓ ↓ ↓

↓ Divestment ↑ Investment ↑↓ Invest & Divest → Status Quo

汎
用

機
能
性

医
薬

事業の相互片寄

せで生み出され

る 特 色 の あ る

No.1企業 

自社のコアコンピ

タンスの変化に

向き合い戦略を

実行 
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【図表８】 欧州化学業界の再編イメージ  

 

（出所）各社 HP等よりみずほ銀行産業調査部作成 

機能性化学事業の「相互片寄せ」の結果を体現する事例として、Arkemaが挙

げられる。 

同社は 2006 年に石油メジャーTotal（仏）からスピンオフした企業であり、2010

年に「2015 年までに売上高 10 億ユーロ相当の買収を行う」計画を発表し

Bolt-onのM&A
2によって各事業におけるリーディング企業のポジションを取る

戦略を志向している。主力の MMA 事業では 2010 年に Dow Chemical（米）

から北米アクリル酸事業等を買収、川下強化のため 2011 年に塗料・コーティ

ング分野でも買収を行う一方、汎用石化のビニル事業は Klesch（スイス）に売

却している。この結果、Arkema の事業ポートフォリオは世界トップ 3 以内の製

品で売上高の 9割を占めるに至っている（【図表 9】）。 

売却された汎用石油化学事業も「相互に片寄せ」され、メガ石化企業の

LyondellBasell（蘭；売上高世界 8位）と INEOS（世界 10位）が誕生している。 

LyondellBasell は、石油メジャーR.D.Shell（英蘭）と BASF の石化事業 Basell

が母体であり、2007年に Lyondell Chemical（米）を買収して誕生した。一方の

INEOSは、英国人 Jim Ratcliffe氏が BP社のアントワープ石化工場を買収し

て設立したファンド系企業であり、2005 年に BP（英）からスピンオフした

Innovene（オレフィン事業）を当時最大規模のLBO（90億米ドル）で買収し、他

にも、ICI（英）のクロルアルカリ・MMA/PMMA事業、や BASFの ABS、スチレ

ン系事業或いは Evonik Degussa（独）のフェノール、ホルムアルデヒド事業等

の汎用石油化学事業を買収している。クリティカルマスを獲得した両社は、新

興国や資源国の石化プロジェクトに積極的に参画しグローバルで存在感を示

している。 

                                                        
2 買収企業の既存業務の拡充を目的とした買収。 

医薬品
創薬リスクの高まりと
資本投入の急増

医薬品
創薬リスクの高まりと
資本投入の急増

機能性化学 機能性化学

新企業Ａ 企業Ａ 企業B 新企業B

機能性化学

機能性化学

機能性化学

機能性化学

汎用石化
景気変動・市況により

ボラタイル

汎用石化
景気変動・市況により

ボラタイル

分離

買
収

買
収

メガ石化誕生、スピンアウト、原料国系に売却
＜例：LyondellBasell、INEOS、LANXESS、SABIC（旧GE Plastics）＞

医薬品専門企業やメガファーマーに売却
＜例：Novartis、Sanofi-Aventis、Schering-Plough（現Merck）、Bristol-Myers Squibb、Baxter＞

分離

世界トップ 3 の機

能性化学事業の

集合体 Arkema 

メガ石化企業の

LyondellBasell と

INEOS 
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【図表９】 Arkemaの事業ポートフォリオ 

 

（出所）当社開示資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

欧州化学企業にとっては、医薬事業は高収益であっても撤退の対象となって

きた。その背景は、2000 年前後のメガファーマ企業の誕生であり、莫大な

R&D 投資競争に勝ち残るうえで必要となるクリティカルマスの水準が大きく跳

ね上がった事業環境に鑑みれば、化学企業の片手間で展開できる、或いは

成長や収益を追求できる事業ではなくなったとの判断である。 

但し、BASF は医薬事業を売却しつつも、周辺部材や創薬支援ビジネスの展

開を通じて広義のヘルスケア市場の成長を享受する戦略を取っている。ジェ

ネリック薬品用原体、製剤添加剤、創薬支援或いは溶媒・試薬・触媒等を製

薬企業に提供している。添加剤事業では製剤ノウハウを蓄積することによって、

製薬企業を囲い込み、自社技術や自社製品のデファクト化を企図している。 

（２）クロスボーダーバリューチェーン戦略 

欧州各国の化学品輸出は世界上位を占めていることに加えて、欧州企業は

海外で現地企業を上回る売上高を誇る等、内外で存在感が突出している。母

国市場の生産拠点は効率性と柔軟性を向上させることで競争力を高めつつ、

グローバル展開は現地有力企業との提携や M&A を積極的に活用し成長を

享受している。「国内か海外か」の二者択一ではなく「母国も先進国も新興国

も」と三兎を追うために、クロスボーダーで化学品のバリューチェーンを構築す

る戦略と考えられる（【図表 10】）。 

2014 年の世界の化学品輸出額は 23,812 億ドルであり、国別に見るとドイツ（1

位）、ベルギー（4 位）、フランス（5 位）、オランダ（6 位）、スイス（8 位）、英国（9

位）と欧州各国が上位を占めている。各国の輸出先は EU 域内向けが多く、ド

イツの場合は 6割を占める。輸出額だけでなく輸入額も大きいことを踏まえると、

EU域内とはいえ、製品や原料の融通を行う等、クロスボーダーでバリューチェ

ーンを構築していることが見てとれる（【図表 11】）。 

 

9割

セグメント 製品 世界シェア
その他主要
プレーヤー

グループ売上高
構成比

機能製品

特殊ポリアミド 1位 Evonik、Ems
13％

PVDF（ポリフッ化ビニリデン） 1位 Solvay

有機過酸化物 2位 Akzo Nobel、
United Initiators 4％

工業用化学品

チオケミカル 1位 Chevron Phillips 9％

フッ素ガス 2位 DuPont、
Honeywell 9％

PMMA（メタクリル樹脂） 2位 Evonik、三菱化学 11％

過酸化水素 3位 Solvay、Evonik 4％

塗料・溶液

アクリル酸
3位

（中国Jurong1ライン買収後
ベース）

BASF、Dow、日本
触媒

15％

コーティング 3位 BASF、Dow 22％

BASF は医薬事

業撤退もヘルス

ケア事業の成長

を享受 

欧州企業のクロ

スボーダーバリュ

ーチェーン戦略

の特徴 

製品および原料

の移動を容易に

する関税同盟、

域内パイプライン 

欧州各国の化学

品輸出額は世界

の上位を占め、

域内融通が行わ

れている 
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【図表１０】 欧州企業のクロスボーダーバリューチェーン戦略 

 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

【図表１１】国別の化学品輸出（左）、ドイツの化学品輸出相手国（中央）、ドイツの品目別輸出入額（右） 

 

     （出所）世界貿易センター（ITC）HP よりみずほ銀行産業調査部作成 

欧州では、EU 市場統合により関税・非関税障壁が全廃され、モノの移動が低

コストで可能であることに加え、燃料や基礎原料或いは中間原料を欧州域内

で融通できる広域パイプラインがあることが大きな特徴である。 

例えば ARG（独）のエチレンパイプラインは、Rotterdam（蘭）から Koln（独）及

びルール工業地域を結ぶ欧州最大のパイプライン（総延長 495km）であり、オ

ランダ、ベルギー及びドイツのエチレンプラントの 9 割が接続されている。なお、

同社は BASF、INEOS、SABIC（サウジアラビア）、SASOL（南アフリカ）、

Westgas（Evonik 子会社）のオレフィン・誘導品企業各社が 20%ずつ出資して

おり、共同ユーティリティ企業と言える。 

関税やパイプライン等のいわば産業インフラが整備されていることが、原材料

や製品の移動を容易にし、各企業にとっては拠点分散や効率的配置が可能

になると同時に、事業再構築に伴う拠点の再配置の自由度が確保されている。

また、個別国や個別企業の設備削減という部分最適を検討する際にも、欧州

ベースでの全体最適を考慮することを可能としている。 

国内製造拠点の競争力を高める取り組みとして、①ドイツのケミカルパークと、

②BASFの統合生産拠点（フェアブント）運営が挙げられる。 

ドイツのケミカルパークは、パイプラインで相互に連結され、原燃料（水素や一

酸化炭素、酸素等）や用役は共有されており、オペレーターがインフラやサー
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ビス（エネルギー、物流、広告、不動産等々）を提供し、経営支援や各種サポ

ート産業も集積している。参入企業にとっては、立地すればこれらのサービス

が利用できる仕組みとなっており、「Plug and Play」コンセプトとしてスタートア

ップの早さを前面に打ち出し企業を誘致している。但し、「Plug and Play」コン

セプトは参入を容易とする一方、退出も容易であることを意味しており、新陳

代謝を促す仕組みは拠点の競争力維持に不可欠であると考えられる。 

BASF の統合生産拠点（フェアブント）運営は、Ludwigshafen（独）、Antwerp

（ベルギー）、Geismar（米）、Freeport（米）、南京（中）、Kuantan（マレーシア）と

グローバル 6 拠点で行われている。その概念は、生産拠点を一つの会社とみ

なし、原材料や用役の徹底的な効率化を図る基本思想に基づいている。同

社によれば、その経済的効果は「Energy（製造プロセス上のロス低減等）」で 3

億ユーロ、「Logistics（ターミナル共有による運送の効率化等）」で 6億ユーロ、

「Infrastructure（保安や排水処理等の共用化等）」で 1 億ユーロと、年間 10 億

ユーロのコスト削減を達成している。 

次に欧州化学企業の海外立地戦略を見ると、主要企業の地域別売上高（所

在地ベース）では、母国市場の欧州では他国企業を圧倒的に引き離す一方、

米州ではDow ChemicalやDuPont等を上回り、アジアでも日本企業に匹敵す

る規模を誇っている（【図表 12】）。 

【図表１２】 各社の地域別売上高（所在地ベース） 

＜欧州での売上高＞           ＜米州での売上高＞           ＜アジア・その他での売上高＞ 

 

   （出所）各社公表資料よりみず銀行産業調査部作成 

   （注）日本企業の「その他」地域には欧州や米州も含まれる。 

ドイツ企業の海外展開の歴史を振り返ると、第二次世界大戦後に IG Farben

は 12 の企業に解体され海外資産や特許も没収されたことに始まる。その後、

BASF、Bayer 及び Hoechst の 3 社に再び集約され、1970 年代半ばには ICI

（英）やDuPont、Dow Chemicalを抜き世界トップ3社の地位を占めるに至った。

国内再編で母国市場において確固たる地位を築き、高い成長を享受した3社

は、中国を始めとするアジアへの展開を先進国大手企業の中でも最も早く行

っており、1990年頃には企業首脳がコール首相（当時）と同行して G to Gの

アプローチを展開している。 

0

20000

40000

60000

B
A

SF
In

e
o

s
B

ay
er

Ly
o

n
d

el
lB

as
el

l
Ev

on
ik

D
SM

LA
N

X
ES

S

D
ow

 C
he

m
ic

al
D

uP
on

t

三
菱
ケ
ミ
カ
ル

H
D

住
友
化
学

東
レ

信
越
化
学 D
IC

関
西
ペ
イ
ン
ト

（百万ドル）

「その他」のうち

何割かは欧州
0

20000

40000

60000

B
A

SF
In

e
o

s
B

ay
er

Ly
o

n
d

el
lB

as
el

l
Ev

on
ik

D
SM

LA
N

X
E

SS

D
ow

 C
he

m
ic

al
D

u
P

o
n

t

三
菱
ケ
ミ
カ
ル

H
D

住
友
化
学

東
レ

信
越
化
学 D
IC

関
西
ペ
イ
ン
ト

（百万ドル）

「その他」のうち

何割かは米州

0

20000

40000

60000
B

A
SF

In
e

o
s

B
ay

er
Ly

o
n

d
el

lB
as

el
l

Ev
on

ik
D

SM
LA

N
X

E
SS

D
ow

 C
he

m
ic

al
D

u
P

o
n

t

三
菱
ケ
ミ
カ
ル

H
D

住
友
化
学

東
レ

信
越
化
学 D
IC

関
西
ペ
イ
ン
ト

（百万ドル）

「その他」のうち

何割かは欧米

アジア

売上高

その他地

域

海外進出に先立

つ国内再編と現

地企業との提携

を通じた事業拡

大 

欧州化学企業は

グローバル展開

が進んでいる 

BASF の統合生

産拠点（フェアブ

ント）運営 

 

 



 

 
第Ⅱ部 欧州グローバルトップ企業の競争戦略 

 

みずほ銀行 産業調査部 

41 

海外展開においては、現地大手企業との協業が中心となっている。BASF を

例にとると、R.D.Shell、Dow Chemical、Total、SINOPEC（中国）或いは

Petronas（マレーシア）がパートナーとなっており、いずれの協業も、BASF は

「技術」を提供することを見返りに、パートナー企業の有する「市場アクセス」や

「原料」を得る、Win-Win の提携を実現している。技術に加えて、同社は、統

合生産拠点（フェアブント）運営に関するノウハウの提供もパートナーから求め

られており、資源や市場へのアクセスがない企業が技術やノウハウ等のソフト

パワーを武器に現地有力企業とイコール・パートナーシップを構築するロール

モデルと言える。 

SINOPEC との生産合弁会社 BASF-YPC は中国初の大型外資エチレンセン

ターであるが、SINOPECが原料、市場に加えて「当局との接点」を提供する一

方で、BASFが技術に加えて「運営ノウハウ」を提供する形態であり、他の企業

との協業に比して、より重層的な内容となっている（【図表 13】）。 

【図表１３】 中国における BASF と SINOPECの協業の役割期待 

 

（出所）BASF社 IR資料よりみずほ銀行産業部作成 

（３）イノベーション／産学官連携 

機能性化学事業においては、連続的に新製品を生み出すためにも R&D の

効率性向上が重要なファクターであるが、ドイツ企業の取り組みを見ると、自

社 R&D 以外に、①外部研究技術組織へのアウトソース、②自社系ベンチャ

ーキャピタル（CVC；Corporate Venture Capital）による外部調達、③業種横断

の民間コンソーシアムにおける共同研究、の 3つのオプションを有している。 

個別企業の共通・重複部分や競争前段階の協調領域（非競争領域）を括りだ

し、外部化・共通化による R&D コスト削減や効率性向上、事業シーズの獲得

及び基礎研究の事業化を実現しており、素材企業にとって最大の課題である

「市場創造」の解を見い出している（【図表 14】）。 

外部研究技術組織へのアウトソース機能の存在の代表事例は、Fraunhofer研

究機構である。同機構は 1949 年に創設され、1970 年頃に現在の Fraunhofer

モデルが確立された。 
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・年間300mnユーロのコストセーブ
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【図表１４】 欧州企業のイノベーション戦略（R&Dオプション） 

 

  （出所）みずほ銀行産業調査部作成 

同モデルの特徴は、「産業界との連携を促すインセンティブ設計」であり、産

業界と公的機関との契約に基づく受託研究開発を主要な事業としたことにあ

る。Fraunhofer研究機構の運営コストは、3分の 1を産業界からの委託研究費、

3分の 1 を公的機関からの委託研究費によって賄い、残る 3分の 1は政府か

らの補助金となっている。但し、補助金は産業界からの委託研究費に応じて

増額されるインセンティブ設計がなされており、委託研究を獲得する自助努力

が求められている。また、所属する研究者の評価は、学術論文ではなく、「企

業との契約を取れるか」或いは「特許を取れるか」等の実用化実績が軸となっ

ている。委託研究から生じる特許権は Fraunhofer研究機構に帰属している。 

もう一つの特筆すべき特徴は、「大学との緊密な関係と若手人材の高い流動

性」である。多くの博士課程学生やポスドクが同機構に所属し、博士号取得ま

での約 5年及びポスドクの約 2年の合計 7年程度の研究キャリアを経た後に、

半数以上が民間企業に移籍するキャリアパスが確立している（【図表 15】）。 

【図表１５】 Fraunhofer研究機構における大学院生の移動を通じた知識・技術の移転 

 

（出所）当研究所よりみずほ銀行産業調査部作成 

基礎研究の実用化スキルが身に付いた若手人材の民間企業への移動が大

学からの知識移転の中核を成し、同機構での研究経験者が産業界や大学へ

移動することで、更に新しい技術や知識及び技術の移転を実現している。

Fraunhofer 研究機構が有能な人材のインキュベーターとなり、高い人材流動

性が「産官学 Revolving Door」を実現し、人材ネットワークが拡大するシステム

となっている。また、同機構の 66 研究所の所長は全て大学教授が兼任し、イ

ノベーションの源泉たる知識や人材の導入を促している。 

オプション 事例 意義

1 外部へのアウトソース
・産官学の連携やネットワーク構築を促す
「Fraunhoferモデル」 ・各社の共通・重複部分や競争前領域の

R&Dの外部化・共通化・効率化

・事業シーズの確保
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2 自社系VCを通じた外部調達 ・BASF Venture Capital fundほか

3 川上川下一体型コンソーシアム
での共同研究
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第2のR&Dオプションは、「CVCによる外部調達」である。BASF、DSM（蘭）、

Evonik 等の欧州企業は自社系ベンチャーキャピタル（CVC）を設立し、スター

トアップ企業のイノベーティブな技術を自社の戦略に取り込んでいる。各社の

目的を見ると、いずれも自社イノベーション戦略の一環と位置付けている。 

 「最優先のゴールはスタートアップ企業等の技術を BASF グループの戦略

やオペレーション上のテーマと結び付けていくことであり、当該取り組みは

新規事業領域を開拓していく上で効果的で先進的な社内ファンクション」

（BASF） 

 「成長戦略の一環として、既存のグループ内のイノベーションのプロセスや
構造を理想的に補完できる手法」（Evonik） 

 「イノベーションアプローチのインテグラルパーツ。自社にとって戦略的に
重要な新規技術やビジネスを持ったスタートアップ企業に投資」（DSM） 

【図表 16】は欧米化学企業の CVC への取り組み状況である。Dow Chemical

やChevronは先行者であり、1990年代には設立しているが、欧州企業も 2000

年代に設立する等追随している。BASF Venture Capital fundは 2001年に設

立され、投資の注力分野は革新的材料、バイオ、ナノテクノロジー、クリーン技

術を含む化学関係の先進技術や製品であるが、BASF グループが有する比

較的確立された技術プラットフォームに関するものまで投資対象としている。 

【図表１６】 欧米化学企業の CVCへの取り組み 

 
（出所）イリノイ大学、公表資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

第 3 の R&D オプションは、「業種横断型の民間コンソーシアムにおける共同

研究」であり、事例として炭素繊維（CFRP）の地域クラスターである MAI 

Carbon とコンソーシアムの Technology Cluster on Composites（TC2）を取り上

げる。共通する特徴は、化学企業のみならず、加工企業、成型機メーカー及

びユーザーである自動車メーカー（OEM）を含む業種横断であることは言うま

でもなく、同業者が複数参加していることや参画企業の国籍を問わない点で

ある。広範囲に亘る企業の参画を許容している背景には、製品への実装を担
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リューション、アグリ関連ソ
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その他、下記にも関心：エネル
ギーマネジメント、有機エレクト
ロニクス, 電池, 有機ソーラー、
プリンタブルエレクトロニクス、
医療関連、グリーンバイオ、原
料転換、ナノテク

ニュートリション、香
料・フレーバー、バイ
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保するバリューチェーン一体型の共同研究であると同時に、開発した素材を

デファクト化する目的もあると考えられる。 

MAI Carbonは、Munchen、Augsburg、Ingolstadtの 3都市を結ぶドイツ最大の

CFRP 開発クラスターであり、現在約 91 の企業が参画している。参加者は化

学企業、OEM、産業機械関連企業等が中心であり、自動車部材開発のバリュ

ーチェーンの全ての領域をカバーしている。 

民間企業に加えて、大学や Fraunhofer 研究機構等の研究機関、国内外の関

連団体及び国内外の企業とも提携しており、資金は Bayern 州政府と産業界

が均等に拠出し、25 の個別共同開発プロジェクトに配分している。2012 年 1

月に Leading Edge Cluster の一つに認定され、Excellence Initiative による

Gold Label Status を有する等、最も成功しているクラスターである。なお、

BMWの i3/i8シリーズは当クラスターのコアメンバーが生み出したものである。 

TC2 はドイツの Baden-Wurttenberg 州にあるドイツ最古且つ最高の工業大学

Karlsruhe工科研究所によって、2012年に燃費改善および車体軽量化向けた

複合材料を開発するクラスターとして結成され、既存の類似コンソーシアム

（車体軽量化の競争力センターKFL、車体ハイブリッド軽量化のためのイノベ

ーションクラスターKITe hyLITE、SGL Carbon）などを統合・発展させる取り組

みである。 

同州科学省の電気自動車イニシアチブと地域発展のための欧州ファンド

（EFRE）から 2012年からの 3年間で 9.2百万ユーロの補助金を受け、民間か

らも 7.2 百万ユーロの資金拠出を受けている。量産車構造材向けの繊維強化

複合材料を用いてデモ用自動車部品を開発・製造・分析し、その結果次第で

産業界のパートナーと共に都市・地域交通用の自動車を開発する計画となっ

ている。複合材料分野の研究機関の技術を結集し、包括的なアプローチをと

っている。 

これらの取り組みを見ると、Fraunhofer 研究機構の役割にも見られる通り、応

用研究や技術マーケティングに関するコストの一定程度まで官が負担する等、

日本とは産官学の線引きが異なっていることが見て取れる（【図表 17】）。 

 

【図表１７】 各国・地域のイノベーションの役割分担イメージ 

 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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その背景には、企業のミッションは「新技術を自社リソースと融合又は代替さ

せ、事業化・普及させることによって、経済的・社会的イノベーションに繋げて

いくこと」という考え方であり、基礎研究から応用研究までを自社内で完結する

日本型の R&D とは思想が異なっていると言える。 

これらの産官学連携や民間コンソーシアムをイノベーションにおける「インプッ

ト戦略」とすれば、その成果をグローバルに展開する上での「アウトプット戦略」

が標準化であり、この 2 つを組み合わせることが欧州のオープンイノベーショ

ン戦略と位置付けることができる。 

（４）標準化戦略 

標準化戦略は、デファクト化（事実上；de facto；in practice）とデジュール化（原

則上；de jure；in principle）の二つに分類される。化学産業においては、差別

化要素の乏しい汎用・コモディティ分野ではデファクト化が困難であるものの、

差別化が収益の源泉であり、市場規模が小さいゆえに圧倒的なシェア獲得が

可能な機能性化学品分野ではデファクト化する試みがなされている。 

一方で、欧州化学産業の動向を見ると、化学物質規制について欧州発のデ

ジュール標準を以って世界の規格とする考え方が明確となっている。更に対

象は、川下のアプリケーションまで視野に入れており、機能性化学事業の研

究開発や競争環境を大きく左右することも懸念される（【図表 18】）。 

【図表１８】 欧州企業の標準化戦略 

 

 （出所）みずほ銀行産業調査部作成 

現在の欧州における標準化戦略の起点は、1985 年に定められた New 

Approach 政策である。統一標準の策定主体を政策当局から産業界へ変える

ものであり、1980 年代の不況時に英サッチャー政権や仏ミッテラン政権が進

めた「小さな政府」政策、つまり民間活力の活用の文脈上にある。 

New Approach 政策の骨子は、政策当局が規制或いは標準の方針を決定し

大きな方向性を指し示したうえで、詳細設計を民間や産業界に委ねるもので

あり、民間コンソーシアムを通じて国や EUの基準が円滑に形作される仕組み

となっている。更に、WTO（世界貿易機関）の加盟国は貿易障壁を取り払うた

めに、国際標準化機関が定めた標準を遵守する TBT 協定（貿易の技術的障

害に関する協定）を結んでおり、欧州においては民間コンソーシアムが策定

する標準が国際標準として自動的に認定されうることとなる。 

欧州 REACH 規制 （ The Registration, Evaluationm Authorization and 

Restriction of Chemicals；化学物質の登録、評価、許可及び制限）は、製造

者・輸入者・使用者に対し、全ての化学物質のリスク評価を実施・登録し、有
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害物質の使用について認可や届け出或いは有害物質含有情報を伝達・回答

する義務を課すものである。対象となる化学物質は、新規物質のみならず既

存物質にも適用され、リスク評価を実施する事業者の負担は相当に大きい。

にもかかわらず、中国 REACH 規制（2010 年～）、韓国 REACH 規制（2015

年～）が相次いで導入される等、欧州 REACH 規制がアジアでデファクト化し

つつある（【図表 19】）。 

【図表１９】 欧州 REACH規制と RoHS指令 

 
 （出所）各種資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

欧州によるデジュール標準戦略は、環境規制に留まらず、川下アプリケーショ

ンまでを巻き込んだ次世代製品の規格にまで及びつつある。 

電気自動車向け LiB電池やその材料市場では、日本、韓国及び中国の各企

業のシェア占有率が高く、欧州企業の存在感は大きくない。かかる状況下、ド

イツの標準化機関が ISO（国際標準化機関）に電池の規格化を提案したこと

が、波紋を呼んだ。日本化学工業協会（2013）によれば、2007 年に「LiB パッ

ク及びシステムの試験仕様」、更にその後に「セル形状・用途別の単一寸法規

格」を ISO に提案したものであるが、ドイツ国内工業基準（DIN）の電池規格を

国際標準へと格上げすることを企図したものであった。ドイツの主張は、「電池

を市場導入もしくは輸入する立場から国際規格制定は必要」或いは「性能計

測方法を規格化することで、電池製造企業に設計、製造のコスト削減を意識

させる」であったことに対し、日本は「種々の製品が開発されている段階で、一

つの試験方法だけでは性能を評価しきれない」と主張したものの、ドイツの一

部提案が受けれられることとなった。先行するプレイヤーによるデファクト標準

の動きに対し、デジュール標準による巻き返しを図る可能性を示唆する事例と

考えられる。 

政策当局と民間産業界が一体となった欧州化学産業の標準化戦略は、民間

及び産官学コンソーシアムの声を吸い上げたうえでの国レベルのデジュール

標準と、それを世界に拡大するデファクト標準を組み合わせた巧みなものであ

る。イノベーションに取り組む企業にとって、開発した素材や製品が市場を席

巻するために必要となる標準化を支援する取り組みは、予め「出口戦略」が用

意されるという極めて望ましい産業インフラとして機能すると考えられる。 
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（５）ブランド戦略 

化学産業はバリューチェーンの川中に位置し、B to Bの中間製品であるがゆ

えに、物性に差別性がなければ、価格が選好されるため、過当競争や価格勝

負となり、ブランド戦略には縁遠い存在である。しかしながら、欧州化学産業

には「製品名≒企業名」として認識されている事例も見られる（【図表 20】）。 

【図表２０】 欧州企業のブランド戦略 

 

 （出所）みずほ銀行産業調査部作成 

建築材料や自動車内装部材等の分野において、Bayer のポリウレタンの知名

度は高い。ポリウレタンは 1937 年に Bayer 前身の Leverkusen 工場中央研究

所長の Otto Bayer 博士が開発した樹脂で、競合は BASF、Dow Chemical、

Huntsman（米）等のグローバルプレイヤーである。Bayer はパイオニアとして多

くのアプリケーションを創造することにより、ポリウレタンの用途を広め認知度を

高める戦略を行ってきた。 

原料からシステムに至る塗料・コーティング、フォーム材料、エラストマー等の

バリューチェーンを幅広く且つ大規模に展開することで市場を創造してきた結

果、機能性樹脂はポリウレタン、ポリウレタンと言えばBayer、との図式を確立し

ている（【図表 21】）。 

【図表２１】 ウレタン関連企業における垂直統合の度合い 
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自動車部材に用いられる PPコンパウンドにおける LyondellBasellの存在感は

大きい。汎用樹脂である PPの生産能力でも世界 1位であり、同社の生産拠点

は、ドイツ 6拠点、イギリス 2拠点、スペイン 2拠点、米国 7拠点及び日本の先

進国を始めとして、メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、中国、韓国、マレーシ

ア、タイ、インド、サウジアラビア及びロシア等の新興国を含め、グローバルに

構築されており、自動車が生産される全ての地域に存在している。 

グローバルベースに展開するOEMにとって、「世界中のどこであっても同じ水

準の品質・価格で安定的に供給される」ことは重要である。圧倒的なグローバ

ル供給体制を構築することにより、「PP コンパウンドが必要なら、先ずは

LyondellBasellに聞く」という First Callの存在となっており、顧客との信頼関係

構築や情報収集機能も加わり、ブランドとして確立していると言える。 

Henkelは洗浄剤、パーソナルケア及び接着剤をコア事業とする化学企業であ

る。中間材料事業である B to B事業から、最終製品の B to C事業へポートフ

ォリオを転換することによりブランディングを意識した川下展開を行っている。

コア事業のパーソナルケア原料を製造する Cognis（独；化粧品原料）や一般

には成長事業と見做される水処理材料事業を売却する一方、洗剤とビューテ

ィーケアのブランドを多数買収することにより、消費者に近いポジションへ移行

している。素材企業としてプレミアムが取れないため、川下展開によってブラン

ドを確保しプレミアムを得る戦略と言える。 

３．日本企業へのインプリケーション 

以上の分析を踏まえた日本企業へのインプリケーションは以下の通りである。 

先ずは、「横並び経営からの脱却」である。その前提となるのは、「外部環境の

変化に伴い、自社のコアコンピタンスの比較優位性が変化しうる」という問題

意識である。日本の化学企業各社の中期経営計画における注力分野は、成

長が期待される市場が網羅されており、事業戦略は類似或いは同質であるこ

とは否めない。 

限られた経営資源を全ての成長市場に投入することは現実的ではないことや、

独自の事業環境認識に基づく多様な事業戦略が、事業の取捨選択と事業ポ

ートフォリオの転換を可能とすることを踏まえると、特定領域においてクリティカ

ルマスを有する特色のある No.1企業となることを志向すべきである。 

次に、「クロスボーダーバリューチェーン構築」である。そのためには、母国市

場である日本における生産拠点の強化が不可欠である。 

グローバルに存在感を示すためには、従来の「点」の海外展開にとどまらず、

点と点を結び、更には「面」で展開することが必要であり、クロスボーダーにバ

リューチェーンを構築する発想が不可欠となる。そのためには現地有力企業

との連携も必要となるが、武器となるのは国内で培った高い技術力と高度なノ

ウハウである。技術力とノウハウを強化・維持するためにも、国内生産拠点の

競争力強化は必要条件であり、企業間連携や官民連携によって国内産業イ

ンフラを整備し、母国市場をキャッシュカウ化することが求められる。 

第三は、「自社完結型 R&D からの脱却」である。「企業の役割は研究開発そ

のものではなく、新製品を生み出し、社会的・経済的なイノベーションを起こす

ことである」という考え方に基づき、日本企業が有する世界に誇る基礎研究力

Henkelの接着剤 

クロスボーダーバ

リューチェーン構

築と国内生産基

盤の強化 

横並び経営から

の脱却 

自社完結 R&Dか

らの脱却 

LyondellBasell の

PP コンパウンド 
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をイノベーションに繋げることが求められる。そのためには、自社完結型 R&D

から脱却し、産官学連携、民間パートナーシップ或いは Corporate Venture 

Capital 等を活用した、国籍や業種を問わない真のオープンイノベーションの

取り組みが求められる。 

第四は、「イノベーションのEXIT戦略としての標準化への取り組み」である。イ

ノベーションを起こすためには、新素材開発の EXIT 戦略が必要であり、個別

企業によるデファクト化への努力のみならず、官民共同によるデジュール標準

とデファクト標準を組み合わせた標準化戦略を構築することが求められる。 

最後に、「超過利潤を得るためのブランド戦略の構築」である。超過利潤を取

るためには、「こんなモノが作りたい」、「こんな物性が欲しい」という顧客の声

に答えるのみならず、「この物性を活かせば、このようなモノが作りだせる」とい

う市場創造が必要となる。その前提となる市場の声を引き寄せるうえでも、ブラ

ンド戦略が求められる。 

これらのインプリケーションは、相互に関連する一体不可分なものであり、いず

れか一つを単独で追求することは難しく、同時並行で進めていく必要がある。

日本の化学産業がグローバルに存在感を示しうる存在となるために、欧州化

学産業の取り組みを「すでに起こった未来」3と捉えることは有用であると考えら

れる。 

【図表２２】 欧州化学産業の強みを維持するための考え方と戦略 

 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

 

 

（素材チーム  松本 阿希子／相浜 豊） 

yutaka.aihama@mizuho-bk.co.jp 
 

                                                        
3 Peter Druckerは｢明日をつくるために今日なすべきことはすでに起こった未来を探すこと｣、「すでに起こった未来は、体系的に

見つけることができる」と述べ、調べるべき領域として、①人口構造、②知識の領域、③他の産業、他の国、他の市場、④産業構

造の変化、⑤それぞれの組織の内部の変化、の 5つを挙げている（『創造する経営者』）。 

規模
原燃料コスト

開発能力
市場創造
マージン維持

イノベーションの停滞
オイルショック

原料国・新興国の参入

ブロックバスター喪失
創薬率の低下

収益性低下
（ユーザー、競合の
パワー拡大）

（海外）規模、コスト、成長

（欧州）効率性と柔軟性

規模拡大
R&D効率性

強い地元ユーザー
マージン

石油
化学

機能性
化学

医薬

新KSF

研究開発力
パイプライン

事業環境変化と失ったもの

1. 事業統合

2. 新興国展開

3. 原料立地展開

4. 拠点運営合理化

成長性

先進性

収益性

新たな競争力アップのドライバーと取り組み

1. M&Aによるポジション強化
2. R&Dオプション多様化
3. オープンイノベーション

4. 自社プレミアム獲得

事業展開

+

+

本稿の共通分析軸

（１）事業ポートフォリ
オ戦略

（２）グローバルサプ
ライチェーン戦略

（３）イノベーション／
産学官連携

（４）標準化戦略

（５）ブランド戦略
撤退

EXIT 戦略として

の標準化への取

り組み 

超過利潤を得る

ブランド戦略構築 
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Ⅱ－1－3． 鉄鋼 －我が国各社の欧米系自動車用鋼材市場の攻略に向けて 

 

 

 

 

 

 

 

 

わが国鉄鋼業、特に高炉各社は、産業再編を一段落させ、国内設備の効率

化を進める一方で経営資源を海外での事業拡大に積極的に投下するなど、

グローバルプレーヤーとしての地歩固めを着実に進めている。翻って、世界

の鉄鋼業を俯瞰した時、現在の欧州は市場としての位置付けも主要プレーヤ

ーの競争力も地盤沈下しており、今この時点において、わが国鉄鋼業は欧州

に対して相対的に優位な競争ポジションを確保しているといって差支えない。 

では、わが国が欧州の鉄鋼業から学ぶことは何もないのかと言えば、必ずしも

そうとは限らない。内需縮退が不可避である中、わが国鉄鋼業の更なる成長

を考えるならば、そのベクトルは必然的に外需を如何に獲得していくかに向か

う。自動車とインフラという主な需要先毎に整理すると（【図表 1】）、自動車向
けについては、軽量化等の技術革新ニーズの高まりや自動車需要・生産の中

心となっている新興国における欧米系OEMのプレゼンス拡大といった変化が
ある中で、前者については、日系 OEM の囲い込みを一層強化すべく素材や
工法の共同開発等によって彼ら自身の競争力強化に寄与していくことが重要

になり、後者については、欧米系 OEM向けの鋼材供給市場に如何に食い込
んでいくのかが戦略上のポイントとなるだろう。また、インフラ向けに関しては、

中国産の建設用鋼材が輸出市場に溢れ出るという競争環境下、アジアのイン

フラ需要の「量」を取りに行くための、価格競争力を含む現地供給力の強化が

検討課題となろう。 

欧州の鉄鋼メーカーは、欧米系 OEM 向けの鋼材供給の分野では支配的な

ポジションを維持している。つまり、日系自動車メーカーの一層の囲い込み、

欧米自動車メーカーの新規需要捕捉、という戦略の方向性を考えるとき、前

者については欧州メーカーからのチャレンジを受ける立場であると同時に、後

者については欧州メーカーの牙城を如何に切り崩すかがポイントになってくる。

いずれにしても、欧米系自動車鋼材の市場構造や主要サプライヤーとしての

欧州鉄鋼メーカーの事業展開を踏まえて事業戦略の策定を行うことが、今後

のわが国鉄鋼業の成長に向けて重要と考えられる。 

本稿では、斯かる問題意識に立脚した論考を行うべく、まず欧州鉄鋼業の概

要を整理し、次に 5 つの共通分析軸に沿って欧米系自動車用鋼材市場を捉
え、最後にわが国鉄鋼業へのインプリケーションを検討する。 

【要約】  

 欧州鉄鋼業は、市場としての位置付けもプレーヤーの競争力も全体として地盤沈下して
いるものの、欧米系自動車向け鋼板の分野では依然として支配的な地位を確保 

 自動車生産・需要の中心となっていく新興国において欧米系 OEM が優位にあることを

踏まえると、日本とは異なる欧米の自動車バリューチェーン構造を踏まえた欧州鉄鋼メ

ーカーの事業展開は、わが国鉄鋼メーカーにとって潜在的に大きな脅威となりうる 

 「鉄という素材に拘る」戦略を採ってきた日系鉄鋼メーカーだが、新規需要の捕捉や需
要家ニーズの高度化を踏まえて、より多面的な技術開発や事業展開を行うことも検討す

べきである 

はじめに 
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１．欧州鉄鋼業の概要 

グローバル鉄鋼業における欧州の地位は低下している。需要面では、2013年
の世界鉄鋼需要 16.5億トンのうち、欧州（EU27。以下同じ）域内の需要は 1.5
億トン（世界シェア 9.3%）である。世界需要がこの 10年間で約 5.9億トン増加
する中で、2007年頃からのソブリン危機を契機に欧州の需要は大幅に下方シ
フトし、市場としての存在感は半減している（【図表 2】）。同様に、生産面でも、
2013年の欧州域内の粗鋼生産は 1.7億トン（世界シェア約 10%）であり、需要
同様にボリューム、シェア共に漸減傾向となっている（【図表 3】）。なお、域内
鉄鋼需給は、足許で小幅な供給超過となっているが、経年的にみて域外との

輸出入は概ね均衡しており、その中で、域内貿易を含む鉄鋼貿易は極めて

活発に行われている（【図表 4】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

欧州の鉄鋼需要及び生産を国別にみると、ドイツが概ね 1/4強を占めており、
以下、イタリア、フランスを含めた上位 3 カ国で域内需要・生産の約 50%、上
位10カ国で約85%という構造になっている（【図表5、6】）。幾つか特徴的な構
造を述べると、まず、英国はGDP規模ではドイツの約 7割だが、鉄鋼需要・生
産は 1/4 程度に過ぎず、英国自動車メーカーの衰退や印 Tata による British 
Steel（1999 年に蘭大手と統合し Corus Group）の買収等を経て、鉄鋼業は需
要・供給共に衰退している。他方、ポーランドやチェコは、近年の自動車産業

等の集積を映じて相応の鉄鋼需要の存在が確認される。生産面では、欧州

第 3 位の鉄鋼メーカーvoestalpine を抱えるオーストリアが英国に次ぐ粗鋼生
産シェアを有していることが目立つ。 

グローバル鉄鋼

業における欧州

のポジションと域

内需給 

【図表１】 日系メーカーの成長戦略の方向性 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

【図表２】 粗鋼換算見掛消費 【図表３】 粗鋼生産量 【図表４】 欧州の鉄鋼需給 

（出所）WSA, Steel Statistical Yearbook より
みずほ銀行産業調査部作成 

（出所）WSA, Steel Statistical Yearbook より
みずほ銀行産業調査部作成 

（出所）WSA, Steel Statistical Yearbook より
みずほ銀行産業調査部作成 
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欧州の鉄鋼貿易は、域内貿易が全体の 7 割超を占める点が最大の特徴であ
る（【図表 7】）。域外貿易に関しては、例えば英国は ASEAN向け輸出が多い、
イタリアは立地上の優位性を活かしてアフリカ向けの輸出が多い、など各国別

の特徴が窺われる。また、日本や韓国等アジアとの貿易構造の違いに着目す

ると、まず、日本から欧州向けの鉄鋼輸出は概ね数十万トンレベルに留まって

おり、わが国メーカーが殆ど欧州市場に食い込めていないことがわかる。反対

に、日本を含む東アジア勢のアジア向け輸出比率が全体の 55～80%に達す
るのに比べて、（英国を除く）欧州各国のアジア向け輸出比率は総じて低い。

すなわち、欧州メーカーにとっての欧州市場、アジアメーカーにとってのアジ

ア市場は夫々がドミナント・ポジションを築けている市場になっており、大きな

意味での住み分けが為されてきたと捉えることも出来る。 

欧州の鉄鋼貿易を鋼材別にみると、全体としては半製品を輸入して圧延以降

の鋼材を輸出する加工貿易スタイルとなっているが、英国はイタリア向け等を

中心とする製鋼中心、イタリアは鋼板類が純輸入である一方で条鋼や溶鍛接

鋼管が純輸出ポジションにあり建材向け中心、他方でフランスは条鋼類が純

輸入で鋼板類は純輸出ポジションにあり製造業向け中心、と各国別に特徴が

みられる（【図表 8】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表５】 欧州の国別粗鋼換算需要 【図表６】 欧州の国別粗鋼生産 

（出所）WSA, Steel Statistical Yearbook より
みずほ銀行産業調査部作成 

（出所）WSA, Steel Statistical Yearbook より
みずほ銀行産業調査部作成 

欧州鉄鋼業の貿

易構造 

【図表７】 主要鉄鋼生産国の仕向け先別輸出（2013 年） 

（出所）日本鉄鋼連盟 「鉄鋼統計要覧 2014」 よりみずほ銀行産業調査部作成 

EU27 日本 韓国 中国

ドイツ イタリア フランス ベルギー イギリス

EU27 106,252 19,330 11,604 11,488 12,296 4,354 324 1,624 3,868

ドイツ 24,732 - 3,736 3,046 4,067 864 37 50 186

イタリア 8,667 2,314 - 1,744 367 167 18 372 765

フランス 13,952 3,807 2,149 - 3,439 982 26 20 69

ベルギー 6,146 1,089 292 2,121 - 369 18 239 996

イギリス 4,765 960 424 474 606 - 55 100 378

スペイン 6,094 937 1,047 1,872 230 356 9 107 598

ポーランド 6,964 1,988 621 93 262 117 10 124 136

他欧州 13,521 2,268 1,986 1,229 802 1,140 514 789 3,762

北米 6,564 1,567 793 494 276 529 4,030 5,536 4,890

南米 1,500 244 118 112 180 69 928 677 5,201

中東 2,104 353 424 380 161 100 1,692 2,224 6,089

アフリカ 8,269 387 2,144 600 248 217 1,254 278 5,006

アジア 6,471 1,669 239 338 551 2,148 34,380 18,158 36,745

中国 1,508 626 67 162 123 90 6,100 4,244 -

ASEAN 2,901 496 71 36 66 1,843 13,612 7,101 17,885

インド 792 274 44 49 132 57 1,638 1,593 1,752

オセアニア 318 76 16 23 27 9 334 381 773

その他 94 7 0 0 1 0 0 0 0

世界計 145,093 25,901 17,323 14,664 14,542 8,565 43,456 29,667 66,334

EU向け 73.2% 74.6% 67.0% 78.3% 84.6% 50.8% 0.7% 5.5% 5.8%

アジア向け 4.5% 6.4% 1.4% 2.3% 3.8% 25.1% 79.1% 61.2% 55.4%

北米向け 4.5% 6.0% 4.6% 3.4% 1.9% 6.2% 9.3% 18.7% 7.4%

中東・アフリカ向け 7.1% 2.9% 14.8% 6.7% 2.8% 3.7% 6.8% 8.4% 16.7%

輸出国・地域

輸

入

国

・

地

域

（単位：千トン）
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マザーマーケットの地盤沈下を背景に、近年、欧州の主要鉄鋼メーカーは非

常に苦しい事業運営を強いられてきた。2000 年時点で世界の粗鋼生産量上
位 10社のうち 5社を占めていた欧州籍の鉄鋼メーカーだが、PIIGS諸国を中
心とするソブリン危機に端を発する長期的な鉄鋼需要の減退によって経営体

力を奪われ、多くのメーカーが整理統合や買収の対象となってきた。2013 年
現在、インド資本のMittal Steelが欧州最大手の Arcelorを買収して誕生した
ArcelorMittal が粗鋼生産量 No.1 の座にあるものの、純粋な意味での欧州系
企業は上位 10社から完全に姿を消し、最大手の ThyssenKruppがようやく 21
位に顔を出すという状況になっており、日系の新日鐵住金や JFE ホールディ
ングスが引き続き 10 位以内を堅持していることと比較すると、グローバル鉄鋼
市場における欧州勢の存在感は全体として希薄化している（【図表 9】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表８】 主要鉄鋼生産国の鋼材別輸出（2013 年） 

（出所）日本鉄鋼連盟 「鉄鋼統計要覧 2014」 よりみずほ銀行産業調査部作成

EU27 EU27 EU27

ドイツ フランス イタリア 英国 ドイツ フランス イタリア 英国 ドイツ フランス イタリア 英国

上工程 13,971 2,166 1,393 786 3,581 24,880 3,302 2,256 6,424 768 -10,909 -1,136 -863 -5,638 2,813

銑鉄 1,488 196 50 43 61 6,159 987 277 2,296 87 -4,671 -791 -227 -2,253 -26 

フェロアロイ 2,173 133 201 40 49 5,341 945 284 930 225 -3,168 -812 -83 -890 -176 

鋼塊・半製品 10,310 1,837 1,142 703 3,471 13,380 1,370 1,695 3,198 456 -3,070 467 -553 -2,495 3,015

条鋼 37,021 6,493 2,192 4,967 1,770 26,686 5,710 2,743 2,038 1,751 10,335 783 -551 2,929 19

軌条 1,430 121 9 148 48 819 195 81 26 34 611 -74 -72 122 14

鋼矢板 953 155 11 2 4 433 82 41 23 61 520 73 -30 -21 -57 

形鋼 8,740 1,592 201 770 363 5,992 1,036 775 262 676 2,748 556 -574 508 -313 

棒鋼 16,402 2,138 1,169 3,174 595 11,416 2,874 1,195 667 700 4,986 -736 -26 2,507 -105 

線材 9,496 2,487 802 873 760 8,026 1,523 651 1,060 280 1,470 964 151 -187 480

鋼板 72,377 12,576 9,574 7,226 2,428 60,850 12,429 7,328 9,377 3,109 11,527 147 2,246 -2,151 -681 

厚中板 8,537 944 433 1,407 449 8,306 1,918 700 268 388 231 -974 -267 1,139 61

熱延薄板 404 64 24 55 11 474 73 61 21 14 -70 -9 -37 34 -3 

熱延広幅帯鋼 17,042 2,892 4,184 1,247 607 18,078 1,924 1,936 4,417 463 -1,036 968 2,248 -3,170 144

熱延帯鋼 1,404 398 94 200 10 1,236 408 177 53 11 168 -10 -83 147 -1 

冷延薄板 901 101 8 166 12 890 218 60 15 6 11 -117 -52 151 6

冷延広幅帯鋼 6,628 833 560 533 425 7,156 926 808 936 287 -528 -93 -248 -403 138

みがき帯鋼 1,360 561 41 193 15 1,197 143 205 103 30 163 418 -164 90 -15 

亜鉛めっき鋼板 16,336 2,917 1,605 2,117 344 6,348 4,051 1,581 866 1,186 9,988 -1,134 24 1,251 -842 

ブリキ 2,495 759 298 36 97 2,334 165 206 604 110 161 594 92 -568 -13 

ティンフリー 353 155 66 4 84 293 72 17 117 17 60 83 49 -113 67

その他表面処理鋼板 4,168 565 509 403 243 4,193 700 336 267 161 -25 -135 173 136 82

電気鋼板 1,024 286 135 35 68 1,314 95 143 459 50 -290 191 -8 -424 18

合金鋼の鋼板類 11,725 2,101 1,617 830 63 9,031 1,736 1,098 1,251 386 2,694 365 519 -421 -323 

鋼管 11,958 2,635 847 2,985 515 9,074 1,814 1,133 687 741 2,884 821 -286 2,298 -226 

継目無鋼管 4,517 1,181 547 563 126 2,697 442 278 466 245 1,820 739 269 97 -119 

溶鍛接鋼板 7,441 1,454 300 2,422 389 6,377 1,372 855 221 496 1,064 82 -555 2,201 -107 

鋼材計 134,756 24,016 14,069 16,301 8,264 122,899 21,900 13,202 15,455 6,221 11,857 2,116 867 846 2,043

（単位：千トン）

輸出 輸入 純輸出

欧州鉄鋼業の主

要プレーヤー 

【図表９】 世界の主要鉄鋼メーカーの粗鋼生産量の推移 

（出所）日本鉄鋼連盟 「鉄鋼統計要覧」 よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）濃灰色（白文字）は欧州系、薄灰色は外国資本が欧州企業を買収後に本社を欧州に設置したもの 

1 新日本製鐵 日本 29.1 1 ミタルスチール オランダ 49.9 1 アルセロールミタル ルクセンブルグ 98.2 1 アルセロールミタル ルクセンブルグ 96.1

2 POSCO 韓国 28.5 2 アルセロール ルクセンブルグ 46.7 2 宝鋼集団 中国 37.0 2 新日鐵住金 日本 50.1

3 アルベット ルクセンブルグ 24.1 3 新日本製鐵 日本 32.9 3 POSCO 韓国 35.4 3 河北鋼鉄集団 中国 45.8

4 LNMグループ 英国 22.4 4 POSCO 韓国 31.4 4 新日本製鐵 日本 35.0 4 宝鋼集団 中国 43.9

5 ユジノール フランス 21.0 5 JFEスチール 日本 29.6 5 JFEスチール 日本 31.1 5 武漢鋼鉄 中国 39.3

6 NKK 日本 20.6 6 上海宝鋼集団 中国 22.7 6 江蘇沙鋼集団 中国 23.2 6 POSCO 韓国 38.4

7 コーラス 英国 20.0 7 USスチール 米国 19.3 7 タタスチール インド 23.2 7 江蘇沙鋼集団 中国 35.1

8 ティッセンクルップ ドイツ 18.0 8 ニューコア 米国 18.5 8 USスチール 米国 22.3 8 鞍鋼集団 中国 33.7

9 上海宝鋼 中国 17.7 9 コーラス 英国 18.2 9 鞍山製鐵 中国 22.1 9 首鋼集団 中国 31.5

10 リバ イタリア 15.6 10 リバ イタリア 17.5 10 ジェルダウ ブラジル 18.7 10 JFEスチール 日本 31.2

11 川崎製鉄 日本 13.0 11 ティッセンクルップ ドイツ 16.6 11 ニューコア 米国 18.3 11 タタスチール インド 25.3

12 住友金属工業 日本 11.7 12 セベルスターリ ロシア 15.2 12 セベルスターリ ロシア 18.2 12 山東鋼鉄集団 中国 22.8

13 USスチール 米国 10.7 13 エブラズ ロシア 13.9 13 武漢鋼鉄 中国 16.6 13 USスチール 米国 20.4

14 インド鉄鋼公社 インド 10.6 14 ジェルダウ ブラジル 13.7 14 ティッセンクルップ ドイツ 16.4 14 ニューコア 米国 20.2

15 中国鋼鉄 台湾 10.3 15 住友金属工業 日本 13.5 15 エブラズ ロシア 16.3 15 天津渤海鋼鉄集団 中国 19.3

世界計 847.7 世界計 1132.2 世界計 1413.5 世界計 1606.0

21 ティッセンクルップ ドイツ 15.9

43 フェストアルピーネ オーストリア 8.0

46 リバ イタリア 7.6

48 CELSA イギリス 7.0

2000年 2005年 2010年 2013年
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２．欧米系自動車用鋼材市場の構造と欧州鉄鋼メーカーの戦略 

日系メーカーが更なるグローバル化を推進しようとするとき、上述したようなア

ジアと欧州での市場の「住み分け」から一歩踏み込んで、欧州系が得意として

いる欧米における自動車用鋼材市場において如何にシェアを獲得していくか

は、新興国における欧米 OEM の需要を捉えていく上でも非常に重要なポイ

ントである。欧米 OEM 向けの鋼材市場においては欧州の鉄鋼メーカーがドミ
ナント・プレーヤーであり、日系メーカーはチャレンジャーである。故に、市場

構造を把握し、その中で欧州系鉄鋼メーカーがどのような事業展開を行って

いるのかを知ることには価値があるだろう。以下では、5 つの共通分析軸に沿
ってそれを捉えていきたい。 

（１）調査対象企業の概要 

まず、調査の対象とする企業について簡単に整理する。本稿では、

ArcelorMittal、ThyssenKrupp、voestalpineの 3社を中心に自動車用鋼材供給
戦略を捉えていく。3 社はいずれも欧州に本社を置く鉄鋼メーカーであり、粗
鋼生産量でみた欧州の最大手、2 番手、3 番手である。企業概要について、
日系大手と比較可能な形で【図表 10】に纏めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ArcelorMittal は欧州のみならず世界最大の鉄鋼メーカーであり、粗鋼生産量
は日系最大手の新日鐵住金の概ね 2 倍に達する。事業ポートフォリオとして
は、製鉄事業とその上流の鉱山事業に軸足を置いている。製鉄事業は、オー

ナーであるラクシュミ・ミタル氏が、高炉・電炉を問わず、CIS、米州、欧州等で
企業や製鉄所の買収を繰り返して巨大化した経緯から、地理的には NAFTA、
Brazil、Europe、ACIS（Africa & CIS）の 4セグメントにて運営されている。鉱山
事業では、原料の安定確保と価格のナチュラルヘッジを主目的に鉄鋼石、石

炭等の鉱山開発・採掘を手掛けている。加えて、鉄鋼業の川下分野では、旧

【図表１０】 調査対象企業と日系鉄鋼メーカーとの比較 

（出所）各社決算資料等よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注 1）従業員数及び決算数値は ArcelorMittal:2013/12期、ThyssenKrupp:2014/9期、voestalpine:2014/3期、日系 3社:2015/3期 
（注 2）PL、BS、時価総額の単位は百万 US ドル。バリュエーション指標は 2015/5/26現在 
 

ArcelorMittal 

～規模は世界一

も PMI に失敗～ 

ArcelorMittal ThyssenKrupp voestalpine 新日鐵住金 JFEﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 神戸製鋼所

本社所在地 ルクセンブルグ ドイツ オーストリア 日本 日本 日本

粗鋼生産量
（2013年）

96.1百万トン
（欧州1位）

15.9百万トン
（欧州2位）

8.0百万トン
（欧州3位）

50.1百万トン
（日本1位）

31.2百万トン
（日本2位）

7.5百万トン
（日本3位）

従業員数 232,000人 160,745人 45,280人 人 58,855人 3人

P
L

売上高 79,440 56,054 15,048 51,358 35,249 17,274

営業利益
（利益率）

1,197
（1.5%）

1,116
（2.0%）

1,076
（7.2%）

3,200
（6.2%）

2,038
（5.8%）

1,094
（6.3%）

当期利益 ▲2,545 285 697 1,962 1,276 792

B
S

総資産 112,308 45,738 17,381 59,565 38,607 19,142

純資産 53,173 4,059 7,236 29,517 16,560 7,088

有利子負債 22,454 9,494 4,680 16,436 12,497 5,907

時価総額 18,449 15.502 7,478 25,178 14,283 6,894

PER n.a. 67.2 13.1 14.9 13.3 9.7

PBR 0.37 4.73 1.31 1.07 0.96 1.08
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Arcelorが整備していた鋼材流通事業を ArcelorMittal Distribution Solutions
として保有しているほか、大手プレス加工メーカーであるGestampへの出資等
も行っている。近年は、主力の欧州と米州における鉄鋼需要の減退を背景に

厳しい経営を余儀なくされており、時価総額において新日鐵住金の後塵を拝

するなど株式市場の評価も芳しくない。 

ThyssenKrupp はドイツ最大手の鉄鋼メーカーである。粗鋼生産量は年産 15
百万トン強で JFEホールディングスの約半分、神戸製鋼所の 2倍強という規模
で、歴史的に製鉄業と重工業を兼営してきた Thyssen社と Krupp社が経営統
合して誕生した経緯を反映し、素材系事業と加工系事業を兼営する製造業コ

ングロマリット形態の事業ポートフォリオとなっている。素材系事業では、欧州、

米州を中心に製鉄業を展開しているほか、非鉄金属を含む金属流通ビジネス

も行っている。加工系事業は、自動車を中心とする部品製造事業、プラント・

造船等の重工業、エレベーター製造事業から構成されており、売上高は素材

系事業が過半を占めるものの、利益面では加工系事業の貢献が圧倒的であ

る。製鉄事業については、ドイツとブラジルを中心に製鋼設備を保有し、圧延

は欧州各国、中国、インド等で展開している。圧延設備は基本的に鋼板中心

で条鋼類には力を入れていない。米州での製鉄事業拡大に向けた巨額投資

がリーマンショックと欧州ソブリン危機で裏目に出る格好となり、足許は設備と

事業のリストラを余儀なくされている。また、その結果、財務基盤の劣化も目立

っている。 

voestalpineはオーストリアの鉄鋼メーカーである。粗鋼生産量は年産約8百万
トンと神戸製鋼所の製鉄事業と概ね同規模で、製鉄事業に加えて鋼材加工

事業に力を注いでいる。製鉄事業においては、自動車用鋼板や特殊鋼を含

む線材製品、鉄道用軌条等の比率が高く、利幅を確保しやすいプロダクトミッ

クスとなっている。鋼材加工事業については、Metal Engineering 部門におい
て「鉄道等の設計・エンジニアリング＋軌条の供給」、Metal Forming部門にお
いて「鋼材供給＋鉄鋼系自動車部品の製造」といったパッケージングビジネス

を展開している。製造業向けの高級鋼路線に特化することで、苦境にある

ArcelorMittal と ThyssenKruppの大手 2社を尻目に業績は堅調に推移してお
り、日系大手を上回る利益率を実現している。 

（２）イノベーション／産官学連携 

では、これら 3社の自動車用鋼材供給戦略を中心に 5つの軸に沿って議論し
ていきたい。はじめに「イノベーション／産学官連携」について述べる。欧州の

鉄鋼業は伝統的に「官」や「学」との結び付きが非常に強い。よく知られている

が、そもそも欧州の政治的統合の歴史はフランスによるドイツの石炭産地の管

理とそれを活用したフランス鉄鋼業の産業育成を狙ったモネ・プラン（1947
年）を起源としており、シューマン宣言（1950 年）を経てパリ条約（1951 年調印、
1952 年発効）によって設立された欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC）が現在の欧
州連合（EU）の源流である。 

EU レベルの鉄鋼業への関与としては、オイルショック後の鉄鋼需要の急減を
受けたシモネ・プラン（1976 年）やダビニョン・プラン（1977 年）といった不況カ
ルテル的産業政策（強制最低価格の設定や生産割当による減産指導等）、そ

して最近では、域内鉄鋼業の再興を図るための政策支援パッケージとして欧

州委員会が決定した“Action Plan for Steel Industry”（2013年）がある。また、

ThyssenKrupp 

～鉄鋼と重工の

混合事業。鉄鋼

の投資に失敗～ 

voestalpine 

～規模は小さい

が高い利益率を

誇る～ 

鉄鋼業への強い

国家関与 
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各国政府レベルの鉄鋼業への関与はより強いものがあり、多くの国々におい

て主要な鉄鋼メーカーが国有化され、政府の指導の下に再編されてきたとい

う歴史がある（【図表 11】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

欧州鉄鋼業の「イノベーション／産学官連携」におけるポイントは、このような

国家関与の一環として R&D の枠組みも国家レベルで整備され、それが優れ
た鉄鋼製品を生み出すインキュベーション・センターの役割を果たしてきたと

いう点にある。フランスの場合、「各個人や各企業が単独で R&D を行うよりも
共同化された研究がより効果的である」という見地から、1946年に IRSIDという
共同研究機関がフランス鉄鋼連盟に属する形で設立された。1970 年代以降
の鉄鋼業の国有化・統合化プロセスと軌を一にして、事実上、IRSID はフラン
ス鉄鋼業の唯一の R&D センターとして機能することとなり、世界の鉄鋼技術
を牽引する存在となった。 

IRSID の運営資金はフランス鉄鋼連盟に属する各社が生産トン数に比例して
支払う分担金によって運営され、その研究分野は、基礎・応用・パイロットプラ

ントを含めた新技術の開発等多岐に亘った。その後、Usinor が Arcelor へ、
ArcelorがArcelorMittalへと再編される過程で、現在、IRSIDはArcelorMittal
の R&D 部門の一部になっているが、旧 IRSID が改組された“Maizieres 
Campus”は、Auto、Packing、Process、Mining の 4 研究所が集積する
ArcelorMittal最大の R&D拠点に位置付けられている。 

このような R&D リソースの集約を一つの素地にして旧 Usinor はイノベーティ
ブな鋼材製品を生み出してきた歴史があり、それが現在の ArcelorMittalの技
術的基盤を形成している。その代表例といえるのが同社の“USIBOR®”であ
る。 

“USIBOR®”は優れた熱間プレス特性と耐食性を特徴とするアルミ・シリコンめ

フランス
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ティッセン
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スチール
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イタリア

フィンシデル

リヴァ

タタスチール
ヨーロッパ

コーラス

99年合併

リヴァ

95年被買収
リヴァ

88年再編
国
営

民
営
化

印ミッタル
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印タタスチール

06年買収
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国
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【図表１１】 欧州鉄鋼業の再編と国家の関与 

（出所）各種資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

IRSID のインキュ

ベーション・センタ

ーとしての役割 

～ Arcelor Mittal

の R&Dへ～ 

USIBOR® 



 
 

第Ⅱ部 欧州グローバルトップ企業の競争戦略 

 

みずほ銀行 産業調査部 

57

っき鋼板で、熱間でのプレス加工によって超高張力が得られることから、車体

強度を確保しながら軽量化を推進する観点で欧米系自動車メーカーを中心

に採用が進んでいる。現在、技術力においては「日系メーカー＝フロントラン

ナー」という認識が一般的であり、確かに省エネ・高効率の生産プロセス開発

力やプラント運営力、高張力鋼やシームレスパイプ等の鋼材開発力等、総合

的な技術力は日系メーカーが最大の強みとするところであろう。しかし、欧米

系自動車向け鋼板の素材開発・生産技術という視点で捉えたとき、採用の進

む熱間プレスハイテンの分野では、日系に比べて欧州系鉄鋼メーカーに一日

の長があることは否めない。 

例えば、旧新日鐵は旧 Usinor と 2001年に自動車用鋼板分野の事業協力推
進を主な目的としたグローバル戦略提携契約を締結し、旧 Usinorから技術供
与を受ける形で“USIBOR®”をライセンス契約商品として生産してきた経緯が
ある（同時に旧新日鐵から旧 Usinor に高張力鋼の技術を供与している）。
ArcelorMittal では、1500MPa 級の強度を持つ“1500P”というグレードからスタ
ートした“USIBOR®”について 2000MPa 級の“2000P”の商品化を進めるなど
熱間プレス用鋼材の技術開発をリードしているが、その背景には、欧州独特

の産業政策が生み出した R&D の枠組みが一つの要素として存在しているの
である。 

官民連携や産学連携によってイノベーションを推進しようという試みは、フラン

スに限ったものではない。ドイツでも、生産量比例のメーカー賦課金がドイツ

鉄鋼協会を通じて支給され研究資金の大部分を賄う協調的なR&Dの仕組み
が長らく存在し、基礎研究がマックスプランク鉄鋼研究所、応用研究がアーヘ

ン工科大学鉄冶金研究所やフラウンホーファー研究機構に委託されてきた。

個社単位でも、ThyssenKruppの R&D部門が、ルール大学ボーフムにおいて
先端素材研究を行う PPP プログラムのリーダーを務める、或いはドレスデン工
科大学と CFRPの低コスト生産技術を共同研究する、等の試みを行っている。
これらは、自社の持つ重工業・エンジニアリング力を活用して、鉄鋼業での失

敗を新素材分野で取り返そうという文脈で捉えることも出来よう。 

（３）標準化 

車体軽量化に向けた素材選択として、日系自動車メーカーが高張力鋼（ハイ

テン）の活用を志向する一方、欧米系メーカーでは熱間プレス鋼材の利用が

進んでおり、それぞれ標準化（デファクト化）しているといってよい状況にある。

ここではその背景について考えたい。 

【図表 12】は大楠（2014）等を参考に高張力鋼と熱間プレス鋼材の違いを整理
したものである。簡単にいえば、高張力鋼は製鋼段階での様々な元素の微量

添加や圧延段階での熱処理によって素材そのものの強度を高めた鋼材であ

る。高張力鋼の定義は曖昧ではっきりしないが、冷延系で 340MPa 超、熱延
系で 490MPa 超の引っ張り強度を持つ鋼材のことをいう場合が多いようだ。日
系鉄鋼メーカーはこの高張力鋼の生産を得意としており、980MPa 超の超高
張力鋼も実用化されている。 

自動車向け高張力鋼の標準的な供給イメージとしては、亜鉛めっきを施され

た帯鋼として鉄鋼メーカーから出荷され、コイルセンター等を経由し、自動車

部品メーカーや完成車メーカーによってそのまま常温でプレス加工され、成

形される。常温でのプレス加工を「冷間プレス」というが、冷間プレス時の鋼材
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の跳ね返り（スプリングバック）等、高張力鋼はしばしば難加工性が問題になる。

一方の「熱間プレス」は、鋼材を約 900℃に加熱し柔らかくした状態でプレスす
る加工プロセスのことをいい、金型との接触による焼き入れ効果等で1500MPa
超の高張力を得ることが可能となっている。鋼材そのものに高張力性を持た

せるのではなく加工段階で強度を高めるアプローチであり、高張力鋼を冷間

プレスするよりも加工性に優れているとされる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

熱間プレスには、素材段階、プレス加工段階でそれぞれ課題があり、それが

普及の妨げになってきたが、鉄鋼メーカーやプレスメーカーの努力によって課

題の解決が図られてきた結果、生産性とコスト競争力が向上し、実用化が進

んでいる。 

素材段階では、熱間プレス加工中に表面が酸化するという課題があったが、

上述した“USIBOR®”が採用したアルミめっき等によって酸化被膜の発生を抑
制する技術が開発され、解決が図られている。また、水素脆化性（大気環境

下における腐食反応によって発生する水素が鋼材中に侵入して強度低下を

引き起こす現象）の問題に対しては、鋼中にマンガン含有物やマンガン酸化

物等を生成させて脆化を抑制する手法が取られている。 

熱間プレス加工段階では、加熱炉の改良によって再加熱エネルギー消費の

抑制を図る、プレス後に水冷却を行うことで冷却時間を短縮し生産効率を上

げる、等の工夫がなされている。また、従来はプレス成形後に不要部分をレー

ザーで切り取る等の処理が必要であったが、プレスと同時に余肉切断を行うこ

とで事後的なレーザー加工を不要とするプロセスも開発されている。これらの

結果、熱間プレスは実用に耐えうるプロセスとなっている。 

かかる状況下、日系自動車メーカーが高張力鋼を、欧米系が熱間プレス鋼材

をそれぞれデファクト的に用いるのは、日本と欧米のバリューチェーン構造の

違いが大きいと考えられる。 

日本の自動車業界ではいわゆる系列取引が主流であるため、どの素材をどう

用いるかは基本的に完成車メーカーの意向次第となる。従って、鉄鋼メーカ

ーとしては、鋼材自体の付加価値を完成車メーカーに訴求することがポイント

になるため、いわゆる「摺り合わせ」を含めて、鉄鋼メーカーと完成車メーカー

の直接的なコミュニケーションの結果として素材選択が行われる部分が多くな

る。すなわち、鋼板採用のプロセスを単純化すれば、まず第一に「車体軽量

【図表１２】 高張力鋼と熱間プレスの比較 

（出所）大楠（2014）、新日鐵住金 HP よりみずほ銀行産業調査部作成 
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炭素、ニッケル、シリコン、マンガン等の元素を0.0001%単位
で添加し、組織の制御等を行って強度を強化させた鋼材。ナノ
レベルの成分制御と安定生産を行える技術力を背景に、日系
鉄鋼メーカーが得意としており、自動車メーカーもそれに対応
する設備投資を行ってきた結果、日本車向け鋼材の6割がハ
イテン化するなどデファクト化。980MPa超のウルトラハイテン
がピラーやルーフレール等に実用化されつつある

概要

500MPa級の鋼板を約900℃に加熱して柔らかくした状態でプ
レス加工し、同時に金型との接触に伴う冷却効果で焼き入れす
ることにより、1500MPa超という非常に強度の高い超高張力鋼
を得るもの。欧米自動車メーカーが骨格部材等に積極的に活
用している

冷間でプレスするため高強度
化するほど成形後のスプリン
グバックが大きくなり、計画通
りの形状を得るのが難しくなる

他、複雑な形状への成形性も
低い

形状凍結性と
成形性

熱間でプレス加工するため
スプリングバックの問題は
大きくなく、ハイテン材最大の
課題である形状凍結性の

低下を解決することが可能
な他、複雑な成形も可能



 
 

第Ⅱ部 欧州グローバルトップ企業の競争戦略 

 

みずほ銀行 産業調査部 

59

化のための素材選択を行いたい」という完成車メーカーのニーズがあり、次に

鉄鋼メーカーの技術提案や完成車メーカーと摺り合わせの結果として高張力

鋼の採用が決まり、最後に自動車部品メーカーやプレス加工メーカーが高張

力鋼の使用を前提とした設備投資や生産の最適化を行う、という順序である。 

他方、欧米における自動車バリューチェーンにおいては、部品メーカーと完

成車メーカーの間に日本的な系列関係が存在するケースは多くない。Bosch、
Continental、ZF といった総合部品メーカー、或いは Gestampや Benteler とい
ったプレス加工中心のメーカーは、取引の濃淡はあっても複数の完成車メー

カーと幅広く取引を行っており、特定の完成車メーカーの「下請け」的な色彩

は薄い。 

このようなバリューチェーン構造においては、完成車メーカーは素材メーカー

に「軽量な素材を作って欲しい」と要請する立場ではなく、部品メーカーに「軽

量な部品を作って欲しい」と要請する立場となる。そして、素材メーカーの主た

るコミュニケーションの相手は部品メーカーやプレス加工メーカーになる。この

とき、「素材そのものに付加価値があって加工の難しい高張力鋼」と「加工が

容易、且つ加工段階で付加価値が上がる熱間プレス用鋼材」のいずれが部

品加工メーカーに選択されやすいかは述べるまでもないだろう。 

素材選択プロセスの違いの結果、日本の自動車バリューチェーンは高張力鋼

を冷間プレスすることを前提とした設備構造、欧米のそれは熱間プレスを前提

とした設備構造が構築される。欧米においては熱間プレスを前提に生産プロ

セスの最適化や操業技術の蓄積も同時に行われるため、如何に日系メーカ

ーの高張力鋼が素材特性として優れていようとも、それを冷間プレスする設備

や技術が部品加工メーカー側になければ使いようがなく、そのような状況が経

年的に固定化されることで、欧米系自動車メーカーによる熱間プレス鋼材の

利用がデファクト化していくといえる。 

上述した産学官連携によるイノベーションを含めて述べると、欧米の自動車バ

リューチェーンは、産学官連携を一つの素地として生み出された USIBOR®を
チェーン内での課題克服によって使いこなすことに成功し、量産設備が導入

されてデファクト化する、という共鳴的な動きになっている。 

（４）クロスボーダーバリューチェーン 

欧州の鉄鋼メーカーが欧米系自動車用の鋼板供給において支配的地位に

あるのは、彼らが開発してきた熱間プレス用鋼材がデファクト化しているという

理由だけではない。グローバルに事業展開する自動車メーカーに対する鋼材

の安定供給力という点でも、欧州鉄鋼メーカーは日系を圧倒している。 

【図表 13】は欧米系完成車メーカーの生産台数を地域別に捉えたものである。
欧州系はマザーマーケットである欧州（西欧＋中東欧）での生産が全体の 6
割程度を占め、米州と中国における生産が夫々20%弱でそれに続いている。
また、米系完成車メーカーも同様で、母国市場の米州で全体の 6割弱を生産
し、中国が 20%程度、欧州が 10%強となっている。欧州系と米州系の合算で
は、欧米での生産が 7割を超えている他、約 2割を生産する中国が新興国の
代表として拠点化していることも注目される。 
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このような自動車の生産立地に対して、欧州鉄鋼メーカーがどのような生産拠

点展開を行っているかを示したのが【図表 14】である。鉄源の確保と自動車用
鋼板（冷延鋼板ベース）の生産能力において、ArcelorMittal を中心とする欧
州鉄鋼メーカーが欧州のみならず米州でも充実した生産拠点を保有し、自動

車用鋼板の安定供給体制を整えていることがわかる。 

後述するように、欧州鉄鋼メーカーは、欧米 OEM の新興生産拠点である中

国での投資を活発化させているが、構図としては、欧米OEMのマザー市場を
しっかり押さえ、それをテコに新興国も抑えていこうという動きであるといえる。

これに対し、日系メーカーは欧州において鋼板の生産拠点を保有しておらず、

米州においても新日鐵住金や JFE ホールティングスが JV 形態にて百万トン
単位の設備を保有しているに留まり、千万トン単位の欧州系は文字通り「桁違

い」である。下表は 2013 年現在の能力を示しており、その後、ThyssenKrupp
の北米圧延工場を新日鐵住金と ArcelorMittal が共同買収するなど日系メー
カーも拠点網の充実を進めてはいるものの、依然として彼我の差は大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鋼材の供給能力というボリューム面の議論とは別に、日系鉄鋼メーカーの保

有設備が熱間プレス用鋼材の生産という視点で最適化されていないという問

題もある。日系各社は、鋼材が冷間プレスされることを前提に合金化溶融亜

鉛めっき鋼板（GA）の設備投資を進めてきた。新日鐵住金や JFE ホールディ
ングスの海外における自動車用鋼板の生産ラインは、基本的に熱延、酸洗、

冷延、焼鈍、亜鉛めっき、という工程のパッケージになっている。欧米系の自

動車部品メーカーやプレス加工メーカーが熱間プレス用の鋼材への志向を強

める場合、熱間プレスに足る物性を有した鋼材の安定供給が求められるわけ

だが、一般に亜鉛は融点が 400℃程度と低く、900℃程度のマルテンサイト域
でのプレスには対応しがたいことから、亜鉛めっきラインの投資に注力してい

る日系鉄鋼メーカーとしては、熱間プレス向けのアルミめっき鋼板を安定供給

するには相応の設備投資を行う必要がある。技術の有無や生産拠点の有無

欧米系合計

台数 シェア 台数 シェア 台数 シェア

西欧 10.9 26.9 9.2 41.7 1.7 9.3

中東欧 4.4 10.8 3.6 16.3 0.8 4.3

北米 10.2 25.1 1.3 5.7 8.9 48.3

南米 4.1 10.0 2.7 12.1 1.4 7.5

アフリカ・中近東 0.8 1.9 0.6 2.9 0.2 0.8

アジア・太洋州 10.2 25.2 4.7 21.3 5.5 29.9

うち中国 8.0 19.8 4.1 18.8 3.9 21.0

世界計 40.5 100.0 22.0 100.0 18.5 100.0

欧州系計 米州系計（百万台、%）

90,375 70,660 11,170 8,545 40,825 25,059 11,847 3,919

965 965 0 0 940 940 0 0

48,708 48,708 0 0 16,269 13,519 2,750 0

20,390 15,090 5,300 0 2,050 2,050 0 0

8,304 8,304 0 0 1,585 1,585 0 0

0 0 0 0 1,600 1,600 0 0

0 0 0 0 1,250 1,000 250 0

17,600 17,600 0 0 2,150 2,150 0 0

7,950 7,950 0 0 3,602 3,310 292 0

0 0 0 0 0 0 0 0

CIS

中国

アジア（中国除く）

半製品計（単位：千トン）

他欧州

NAFTA

南アメリカ

アフリカ

MIDDLE EAST(中東）

インド

EU27

冷延

鋼板計
VAVATK TKAM AM

【図表１３】 欧米系の地域別自動車生産台

（出所）各国統計よりみずほ銀行産業調査部

作成 

【図表１４】 欧州鉄鋼メーカーの地域別生産能力 

（出所）Metal Bulletin Research よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注 1）2013年現在。 
（注 2）AM: ArcelorMittal、TK:ThyssenKrupp、VA:voestalpine 
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とは別の観点として、欧米系向けの自動車鋼板供給に向けて、装置産業なら

ではの課題が存在しているといえ、別の言い方をすれば、欧州勢によるデファ

クト化が、日系プレーヤーにとって大きな参入障壁になっているのである。 

欧州鉄鋼メーカーにおける近年のグローバルバリューチェーン構築の動きの

特徴として、自動車用鋼材分野における中国市場への本格参入がある。上述

の通り、中国は欧米系自動車メーカーの生産拠点として欧州、米州に続く生

産台数を占めるなど重要度を増しているが、これまで欧州鉄鋼メーカーのこの

分野での中国展開は ThyssenKrupp 程度に留まり、その分、新日鐵住金や
JFEホールディングスが地場大手との JV事業で大きなシェアを獲得してきた。 

しかしながら、2014年には ArcelorMittalが湖南省の華菱鋼鉄との JVで年産
150万トン規模の自動車用鋼板工場を稼働させたほか、同年には voestalpine
も寧夏回族自治区にて現地資本と共に自動車向けの工具鋼や鍛造品を製造

する特殊鋼工場を建設することを発表するなど、中国の自動車用鋼材需要を

獲得しようとする欧州鉄鋼メーカーの動きが活発化している。 

このような動きは、アジアと欧州で大きな意味での「住み分け」が為されてきた

鉄鋼市場の垣根を崩し、アジアの高級鋼市場における日系鉄鋼メーカーの

地位を脅かしかねないものである。元々、中国の自動車市場においては、欧

米系 OEM と中資系の JV が大きなシェアを獲得しており、日系 OEMは苦戦
を強いられている。また、自動車部品のレイヤーでも欧米系が中心になってい

る。このような構造は欧米の自動車バリューチェーンと類似しており、結果とし

て中国においても熱間プレスのデファクト化が進む可能性が高そうだ。従って、

このまま日系 OEM に対する欧米系 OEM の優位性が維持されていけば、日
系鉄鋼メーカーが厳しい戦いを強いられる展開も否定できない。 

（５）ブランド戦略 

鉄鋼業は多様なアプリケーション産業を持つ BtoB ビジネスであり、コモディテ
ィ性が高いため、コーポレートブランディングやプロダクトブランディングは相

対的には難しい産業といえる。それでも、例えば「シームレスパイプの住金」、

「線材の神戸鋼」といったブランドイメージが従来から定着している分野もあり、

コモディティで品質差が見出しがたいような場合は、存外そのようなブランドイ

メージがユーザーの鋼材選択に影響を及ぼす側面もあるものと思料される。 

この点、欧州鉄鋼メーカーは自動車用鋼材のブランディングにかなり力を入

れている。アプローチとしては、素材そのもののブランディングと工法を含めた

パッケージ型のブランディングを同時に推進しているのが特徴的だ。 

まず、素材としてのブランディングは、自社の代表的自動車用鋼材に技術的

なパテントと共に商標登録した名称を付し、その鋼材を前面に押し出したプロ

モーションを展開している。それは、ArcelorMittal であれば上述した
“USIBOR®”、ThessenKrupp であれば樹脂を鋼材でサンドイッチしたコンポジ
ット材“LITECOR®”、voestalpine であれば“phs-ultraform®”、である。業界関
係者向けのシンポジウムにおけるプレゼンテーション資料や投資家向けの IR
資料等々、各種のメディアツールの中にこれらの鋼材を頻繁に登場させること

で「熱間プレス用鋼材＝“USIBOR®”」というような素材としてのイメージ・プロ
モーションを展開している。 

欧州鉄鋼メーカ

ーの中国進出 

素材＋工法によ

るブランディング 

素材のブランディ

ング 
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欧州鉄鋼メーカーに特徴的な点として、自社生産素材のブランディングに加

えて、自動車メーカーの様々なニーズに対する工法を含めたパッケージ提案

ツールを大々的に打ち出していることが挙げられる。例えば、ArcelorMittal は
“S-in motion”というネーミングで、①各種自動車パーツ向けの多様な鋼材供
給が可能であることを示す、②モジュール毎にどのような素材がどのような工

法において利用されうるかを提案する、③提案を採用することで期待される車

体軽量化効果を提示する、というパッケージ提案を行っている。 

このようなアプローチのコンセプトは ThyssenKrupp も同様だ。同社の場合、自
社で部品加工部門を有していることから ArcelorMittalに比べて部品レベルの
商材提案の割合が多くなっているのが特徴的だが、“InCar Plus”というネーミ
ングで、軽量化、コスト削減、環境対応、パフォーマンス向上、の 4 つのソリュ
ーション軸を設定した上で、ボディ、パワートレイン、足回り、の 3 つの部品分
野についての自社製品活用効果をパッケージ提案する活動を行っている。 

わが国の場合、素材メーカーが各自動車メーカーに対して「摺り合わせ」を含

むOne-to-Oneのマーケティングを行うのが通常のアプローチであるから、わざ
わざ自社製品や工法提案に仰々しいネーミングを行って広く一般にプロモー

ションを行う必要性は乏しく、従って欧州鉄鋼メーカーのこのようなアプローチ

の意義は一見分かりにくい。 

だが、鉄鋼メーカーの顧客が顔の見える完成車メーカーではなく、独立性の

高い多数のプレス加工・部品メーカーであるという先に述べた欧米の自動車

バリューチェーン構造を前提にすると、マス・マーケティングを行う必要性がそ

の分高まることから、自社の素材やソリューションをブランド化することに一定

の意義が見出されてくる。また、欧州系完成車メーカーが進めるモジュール化

戦略も、ある部材や工法が様々な車種に共通に利用されるケースが増えるこ

とから、マス・マーケティングのためのブランディングを促す一つの要因になっ

ているものと考えられる。 

（６）事業ポートフォリオ戦略 

5 つめの共通分析軸として、欧州鉄鋼各社の事業ポートフォリオ戦略につい
て述べたい。欧州鉄鋼業が全体として厳しい環境下にある中、近年各社とも

事業ポートフォリオの見直しや再編成を積極的に進めてきているが、

ArcelorMittal、ThyssenKrupp、voestalpine の動きには「高付加価値化」と「川
下強化」という共通項を確認することができる。 

ThyssenKrupp は、加工系事業が毎期 15 億ユーロ前後の営業利益を安定的
に創出する一方、素材系事業は経済危機前に意思決定した米州での大型投

資が裏目に出る中で収益の落ち込みが激しい（【図表 15】）。斯かる状況下、
素材系事業は投資・資産の大幅な圧縮を余儀なくされており、【図表 16】に示
すような大型の売却案件も発生している。ThyssenKrupp の事業ポートフォリオ
戦略は、低収益でボラティリティの高い素材系事業へのアロケーションを縮小

し、安定して高収益を稼ぐ加工系事業中心の事業体への転換を図る方向性

が明確だ。自動車のバリューチェーンに関しては、北米鋼板事業からの撤退

によって素材のグローバルサプライヤーとなる途を軌道修正し、欧州中心に

鋼材を自消しながら自動車部品を生産することで付加価値を獲得していく戦

略に転換しつつあり、それを支えるツールが素材＋工法のパッケージ提案

“InCar Plus”という整理になるだろう。 

工法のパッケー

ジ提案 

マス・マーケティ

ングの意味があ

る市場構造 

ThyssenKrupp 
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voestalpine は、高級鋼分野とその川下であるモビリティとエネルギーを中心と
した部品加工業への展開によって付加価値率の向上と顧客囲い込みを進め

る戦略を明確に打ち出している（【図表 17】）。近年は川下展開戦略に沿って
自動車部品や成型加工、鉄道関連の企業買収を積極的に行うなど戦略の実

現に向けて歩を進めており、結果として voestalpine の顧客産業別売上構成
は、モビリティ及びエネルギー向けが全体の 6 割超のウエイトを占めるまでに
なっている（【図表 18】）。彼らの目下の課題はビジネスのグローバル展開であ
り、2007年に世界最大の特殊鋼メーカーである Bohler-Uddeholm を買収して
同社の保有する販売ネットワーク（50カ国以上に 500カ所超の販売・サービス
拠点）活用を企図しているほか、上述の中国における生産拠点構築もその戦

略の一環といえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、ArcelorMittal は、“Franchise Focus”と呼ぶ事業ポートフォリオ戦略を
採用している。“Franchise Focus”とは、汎用品まで含めたグローバルな鋼材サ
プライヤーとしての立ち位置から、自動車を中心に技術面や営業面での強み

を発揮できる（≒フランチャイズバリューのある）分野に投資をフォーカスして

いくことを指しており、一連の買収に伴う PMI の一環でもある。ThyssenKrupp

【図表１５】 ThyssenKrupp の部門別営業利

（出所）ThyssenKrupp IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表１６】 ThyssenKrupp の近年の大型売却案件 

（出所）公開情報よりみずほ銀行産業調査部作成 

Outokumpu ArcelorMittal
新日鐵住金

Thyssen
Krupp

イタリアを除くステンレス事業
を1,431百万ドルで売却
（2012～2013年）

北米の鋼板一貫工場を
1,550百万ドルで売却
（2013年）

【図表１７】 voestalpine の 2020 年中期計画（抜粋）

（出所）voestalpine IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表１８】 voestalpine の顧客産業別売上構成比 

（出所）voestalpine IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

 下工程の成長強化：高技術・高品質・グローバル化

 技術的に最もニーズの高い市場・分野における、付加価

値戦略の継続

 加工処理過程の更なる拡大

 交通・エネルギーセクターの成長

 市場・品質・技術・収益性の更なる強化

 ヨーロッパ外での売上を現在の24％から40％に引き上げ
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同様に ArcelorMittal も全体としてはリストラモードが続いている状況であるが、
“Non-franchise”の事業・子会社を売却する一方、“Franchise Business”と位置
付ける事業については投資を積極的に行うことでポートフォリオの入れ替えを

図っていこうとしている。その一例が、北米の熱延コイル製造会社である

Gallatin の持分を Nucor に売却する一方、自動車向け鋼板中心に製造を行
っていた ThyssenKruppの Calvert工場を新日鐵住金と共同買収するというオ
ペレーションである。 

「高付加価値化」や「川下展開」の強化という共通項が確認されるこのような動

きは、欧州における鋼材需給の大幅緩和による製鉄事業の収益性悪化という

環境要因への対応という側面は否定できないが、自動車サプライチェーンに

おいて素材メーカーと完成車メーカーの中間に位置する部品・加工メーカー

の存在感が大きく、熱間プレスに代表されるように付加価値が素材段階では

なく加工段階に落ちやすいといった構造的要因への対処という文脈で捉える

こともできるだろう。そして、このようなポートフォリオ戦略が進めば進むほど、

日系鉄鋼メーカーの志向する「自動車を中心とする高級鋼のグローバル展

開」に似通った事業モデルになってくることが想定されるため、その分、日系メ

ーカーにとっては競争の激化要因になってくるだろう。 

 

 

３．まとめ 

ここまで、欧州の鉄鋼市場を概観した後、5 つの共通軸に沿って欧州鉄鋼メ
ーカーの自動車用鋼板供給戦略やバリューチェーン構造を捉えてきた。最後

に議論を整理した上で、日系メーカーへのインプリケーションを考えたい。 

自動車メーカーは、日系であれ欧米系であれ、車体軽量化に向けた素材選

択を真剣に行っているが、欧米の自動車バリューチェーンは日本のそれとは

構造が異なっており、鉄鋼メーカーの立場では、完成車メーカーに直接「素材

として軽量で強靭であること」を提案するのではなく、加工・部品メーカーへの

「加工のしやすさ（或いは加工による付加価値向上）」提案が訴求ポイントにな

りやすい。よって欧米の自動車用鋼材市場では冷間プレスを前提とする高張

力鋼ではなく熱間プレス材が選好されやすく、加えて、バリューチェーン上の

付加価値が素材ではなく部材・加工に偏りやすい構造にある。 

このような環境を踏まえ、欧州鉄鋼メーカーは高付加価値鋼材として熱間プレ

ス材に注力すると共に、バリューチェーン内でより付加価値を確保すべく自ら

加工など川下分野に進出する戦略を採っている。この点、日系メーカーの志

向する「素材メーカーとして、鉄という素材を磨き上げ、その可能性を極限まで

追求する」戦略とは違いが拡大しているようにみえる。 

自動車産業におけるグローバルな覇権争いで日系 OEM が勝利すれば、結

果としてハイテン鋼の需要が拡大して日本の鉄鋼メーカーも安泰かも知れな

いが、OEM 同士の勝負に下駄を預けるようなことは避けるべきであるし、自動

車生産・需要の中心となっていく中国をはじめとする新興国において欧米系

OEM が優位にあることを踏まえると、日系鉄鋼メーカーとしても、欧米系への

食い込みを真剣に検討しなければなるまい。 

「高付加価値化」

と「川下展開」 

軽量化に対する

アプローチの違

い 

バリューチェーン

構造の違いが戦

略の違いに 

「OEM の勝負≒

素材の勝負」とし

ない 
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生産拠点の充実度が圧倒的に不足している、亜鉛めっき前提の生産ライン展

開が熱間プレス材の大量供給に対応しにくい、技術面やブランディングを含

めて熱間プレス材の供給力という意味では欧州勢に見劣りしている、といった

現状を踏まえた日系鉄鋼メーカーに対するインプリケーションを考えると、まず、

欧州・米州への食い込みを進める「攻め」の戦略として、AM/NS Calvertのよう
に欧米系自動車メーカーへの鋼材供給向けに最適化された製造ラインを商

圏と共に買収するというアプローチが好ましいと考えられる。或いは、バリュー

チェーン上の付加価値を確保していく上で、部材・加工分野を含めた事業展

開も検討すべきだろう。voestalpineの戦略は成功事例として参考になりうる。 

他方、「守り」としては、欧州勢の中国進出など「庭先を荒らされる」リスクを十

分に認識する必要があろう。“Franchise Focus”を掲げる ArcelorMittal など欧
州勢は今後も自動車用鋼材などの高級鋼分野を中心に投資を進めていくと

考えられるが、自動車生産・需要の中心が先進国からアジア新興国にシフト

する中で、欧州勢のアジア圏への投資はおのずと増加していかざるを得ず、

いつまでも「住み分け」が出来るとは考えにくい。アジアでの高級鋼を巡る競

争激化、取り分け欧米系自動車メーカーに対する日系自動車メーカーの競争

力が低下するシナリオを意識した対応が求められよう。 

更には、自動車メーカーの軽量化ニーズが一層強まる過程で、980MPa 超の
引っ張り強度が必要な分野において、素材特性として熱間プレス材が高張力

鋼に対して優位となり日系自動車メーカーまでもが熱間プレス材の採用を増

加させるといった需要構造の変化が生じる可能性もあり、アルミや CFRP の採
用拡大も合わせて考えると、高張力鋼が技術的に「ガラパゴス化」してしまうこ

とも非現実的とはいえない。 

鉄という素材を磨き上げることに拘るのか、或いは、新しい需要の捕捉や需要

家のニーズの高度化を踏まえてより多面的な事業展開を行うのか、日系鉄鋼

メーカーにとっても考えるべきテーマといえるだろう。 

 

 
（素材チーム 兼 総括・海外チーム  草場 洋方） 
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Ⅱ－1－4． 医薬品 －グローバル医薬品市場で生き残るために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

2014年 4月、売上高世界一位の欧州製薬企業 Novartis と同七位の GSKが
事業ポートフォリオを交換することを公表した。この一件は、グローバルに医薬

品産業を取り巻く環境が変化する中、最大手製薬企業といえども、外部環境

に適応するために、大胆に事業構造を変革しなければ生き残れないという厳

しい現実を再認識させると共に、斯かる状況における欧州製薬企業の意思決

定のダイナミズムとスピード感を示すものであった。 

本章では、欧州医薬品産業を代表する Novartis（スイス）、Sanofi（フランス）、
GSK（イギリス）、Bayer（ドイツ）の 4 社を例に挙げ、その競争力の源泉を分析
し、日本の医薬品産業及び製薬企業へのインプリケーションを導きたい。分析

に当たっては、イノベーション、クロスボーダーバリューチェーン、ブランド戦略、

事業ポートフォリオ戦略という4つの観点から欧州製薬企業の競争力を考察し、
加えて、標準化・デジュール化という観点から彼らの母国市場である EU の医
薬品承認制度についても言及したい。 

【図表 1】は、世界の製薬企業を売上高順に示したものである。上位 20 社のう
ち、欧州製薬企業は 9 社ランクインしており、グローバル市場における欧州製
薬企業の存在感の大きさが見て取れる。【図表 2】は、本章の分析対象企業４
社の地域別売上高割合を示したものである。各社の欧州での売上高割合は

20%～30%台に過ぎず、販売面でグローバル展開が進んでいることが窺え
る。 

欧州製薬企業のグローバル展開が進んだ背景には、欧州各国の市場規模が

さほど大きくないことがある。【図表3】は医薬品の市場規模順に上位20ヶ国を
示したものである。欧州最大のドイツでさえ、その市場規模は$45,675mil と日
本の$78,909milの6割弱に過ぎない。欧州製薬企業は、新薬開発に投じた莫
大な研究開発費を回収するために、規模の小さい母国市場に留まることが許

されず、早くから国外市場に進出する必要性に迫られていたと考えられる。 

グローバルに医

薬品産業を取り

巻く環境が変化 

【要約】  

 グローバルに医薬品産業を取り巻く環境が変化する中、欧州製薬企業は外部環境に適
応するために大胆に事業構造を変革している。本章では、欧州医薬品産業を代表する

Novartis（スイス）、Sanofi（フランス）、GSK（イギリス）、Bayer（ドイツ）の 4 社を例に挙げ、
その競争力の源泉を分析する。 

 欧州製薬企業大手各社は、新薬に対するニーズがバイオ医薬や治療満足度の低い疾
病領域等にシフトすると、産学官連携を通じてアカデミアや官民パートナーシップを積

極的に活用して新薬の開発シーズを取込み、市場の重心が新興国に移ると、R&D や
製造拠点のバリューチェーンをクロスボーダーで最適化している。 

 稼ぐ市場と製品を明確化し、自らに欠けた事業領域をいち早く手中に収めるため、果敢
にM&Aを進め、不断に事業ポートフォリオを見直している。 

 日本の製薬企業は、今後も激変が続くグローバル医薬品市場において、何を武器とし
て生き残りを図るのか、外部環境変化に応じた迅速な決断が求められている。 

欧州各国の市場

規模は大きくない 

欧州各社は国外

で稼ぐ体制を構

築 
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単位：百万米ドル

順位 国 市場規模 順位 国 市場規模

1 USA 376,282 11 Russia 15,984

2 Japan 78,909 12 India 13,086

3 China 70,954 13 South Korea 12,573

4 Germany 45,675 14 Australia 12,161

5 France 38,113 15 Venezuela 9,158

6 Italy 28,514 16 Mexico 7,473

7 UK 25,151 17 Turkey 7,439

8 Brazil 23,821 18 Poland 7,158

9 Spain 20,992 19 Belgium 5,983

10 Canada 20,850 20 Switzerland 5,569

【Novartis】

【Sanofi】

【GSK】

【Bayer】

Western 
Europe

30%

United States
24%

Emerging 
Economies

33%

Others
13%Western 

Europe
23%

United States
34%

Emerging 
Marlets

34%

RoW
9%

Europe
28%

United States
32%

Emerging 
Marlets

27%

Japan
7%

Others
6%

Europe
37%

United States
32%

Asia/Africa/
Australia

21%

Canada and 
Latin America

10%

単位：百万米ドル

順位 メーカー名 国名 2014年 順位 メーカー名 国名 2014年

1 Novartis スイス 47,101 11 Abbvie 米 19,960

2 Pfizer 米 45,708 12 Teva イスラエル 18,374

3 Roche スイス 42,636 13 Eli Lilly 米 17,269

4 Sanofi 仏 38,095 14 Bayer 独 16,729

5 Merck 米 36,042 15 Bristol-Myers Squibb 米 15,879

6 Johnson&Johnson 米 32,313 16 Novo Nordisk デンマーク 15,834

7 GlaxoSmithKline 英 29,480 17 武田薬品工業 日 14,930

8 AstraZeneca 英 26,095 18 Boehringer Ingelheim 独 13,451

9 Gilead Sciences 米 24,890 19 アステラス製薬 日 11,567

10 Amgen 米 20,063 20 Actavis アイルランド 11,379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所）IMS Analytics Link よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）Copyright2015 IMS Health、無断転載禁止 

【図表２】 各社地域別売上高割合（2014 年度） 

（出所）各社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

（出所）セジデム・ストラテジックデータ㈱「ファルマ・ヒューチャー2015年 1月号」等よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表３】 世界の医薬品市場（2014 年） 

【図表１】 医薬品企業ランキング（2014 年） 
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企業 大学・研究機関 国 内容 企業 大学・研究機関 国 内容

Novart is University of Pennsylvania 米国 癌領域で提携。同大構内に「先進細胞治療センター」設立 Yale University 米国 疾患由来の蛋白質を標的とした新規薬剤の開発

Stanford University 米国 創薬アーリーステージの研究 Vanderbilt University 米国 肥満治療薬開発で提携

UCSF 米国 癌領域で提携
Genome Insttitute of
Singapore

シンガポール 肺がん研究で提携

Amunich University ドイツ 戦略提携（３年間） UCSF 米国 Ｒ＆Ｄパートナーシップ（10年間）を締結

複数のバイオベンチャーや
研究所

韓国
共同研究プロジェクトを実施、15件の新薬候補物質の検
証研究を開始

National Cancer Centre
Singapore

シンガポール 癌領域の新薬開発で提携

キュリー研究所 フランス 卵巣がん治療薬の開発に向けた標的探索研究 北京大学 中国
新薬の研究開発、研究成果の転化等の分野で、戦略的提携

協定を締結。北京大学内に研究センターを設立

中国医薬工業研究総院 中国 希少疾患に関する共同研究 京都大学 日本
バイエルの研究注力疾患分野において提携（循環器、腫
瘍、血液、婦人科、眼科）

東京大学 日本 炎症性疾患およびがん領域における共同研究開発

Sanofi

GSK

Bayer

欧州製薬企業は、1990年から 2000年初頭にかけて、日米等の先進国に加え
て新興国にも進出地域を広げ、市場の成長を取り込みつつ着実に事業規模

を拡大させていった。そして豊かになった財務基盤を背景に研究開発を拡充、

創薬力を高め、更に売上高を伸ばす成長のスパイラルを実現し、メガファーマ

へと変貌した。 

その後も欧州製薬企業は、新薬に対するニーズがバイオ医薬やオーファンド

ラッグ、治療満足度の低い疾病領域等にシフトすると、産学官連携を通じてア

カデミアや官民パートナーシップを積極的に活用して新薬の開発シーズを取

り込み、市場の重心が保険財政の逼迫に苦しむ先進国から医療ニーズが高

い新興国に移ると、R&D や製造拠点等のバリューチェーンをクロスボーダー
で最適化するという素早い対応を見せている。 

また近年では、外部環境が大きく変化する中で、稼ぐべき市場と製品を明確

化し、自らに欠けた事業領域をいち早く手中に収めるため、果敢にM&Aを進
め、不断に事業ポートフォリオを見直している。この結果欧州製薬企業は、先

進国と新興国双方において新薬やジェネリック医薬品、ブランド力のある OTC
医薬品等、最適な製品ポートフォリオを組み上げることが可能となり、市場に

深く浸透している。 

以下本章では、イノベーション、標準化・デジュール化、クロスボーダーバリュ

ーチェーン、ブランド戦略、事業ポートフォリオ戦略という 5つの観点について
具体的に詳述していく。 

２．イノベーション事例とそれを生み出す産官学連携 ～新薬創出企業の輩出に向けて～ 

医薬品産業においては、新薬開発に向けた研究開発が恒常的に必要であり、

また国外展開には進出国の規制への対応が求められることから、活発に産官

学連携が行われている。この項では、欧州医薬品産業における産官学連携を

「産学」、「産官」、「産官学」の三面から考察していく。 

【図表 4】に示すとおり、欧州製薬企業は、創薬力を高めることを企図し、大
学・研究機関との「産学」連携に積極的に取り組んでいる。その提携相手も、

欧州製薬企業がグローバルに事業展開していること、地域毎に新薬に対する

ニーズが異なることから、欧米に限らず中国、韓国、シンガポール等のアジア

諸国の大学・研究機関にまで拡大している。 

 

 

 

【図表４】 産学連携の事例  

欧州製薬企業は

買収・合併等を経

てメガファーマ化 

医薬品産業は産

官学連携が恒常

的に必要 

「産と学」 
アーリーステージ

が中心、アジアと

の連携も増加 

（出所）各社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
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【図表５】 世界の大型医薬品ランキング（2014 年） 
単位：百万米ドル

製品名 一般名 主な薬効 メーカー（創製企業に下線） 創製企業の国籍 売上高

1 ヒュミラ アダリムマブ 関節リウマチ/クローン病 アッヴィ（knoll AG）/エーザイ ドイツ 12,891

2 ソバルディ/ハーボニ ソフォスブビル 慢性Ｃ型肝炎 ギリアド・サイエンシズ 米国 12,410

3 レミケード インフリキシマブ 関節リウマチ/クローン病
J&J(Centocor Ortho Biotech)/
メルク/田辺三菱

米国 9,940

4 エンブレル エタネルセプト 関節リウマチ/クローン病 アムジェン/ファイザー/武田 米国 8,943

5 リツキサン リツキシマブ 非ホジキンリンパ腫 ロシュ/バイオジェン・アイデック 米国 8,744

6 ランタス
インスリングラルギ

ン
糖尿/インスリンアナログ サノフィ フランス 8,432

7 アバスチン ベバシズマブ 転移性結腸がん ロシュ（Genentech)/中外製薬 米国 7,021

8 ハーセプチン トラスツズマブ HER2乳がん ロシュ（Genentech)/中外製薬 米国 6,865

9 アドエア/セレタイド
サルメテロール/フ
ルチカゾン

抗喘息/COPD GSK/アルミラル イギリス 6,620

10 クレストール ロスバスタチン 高脂血症/スタチン 塩野義/アストラゼネカ 日本 6,410

次に「産官」連携の事例として、「革新的製薬イニシアティブ（IMI: Innovative 
Medicine Initiative）」を取り上げたい。IMIは、医療アクセスの向上、革新的新
薬の開発、アンメットメディカルニーズへの対応等を図るため、医療機関や製

薬会社に対して、研究開発資金を交付することを目的として設立された半官

半民の開発助成機関である。EU と欧州製薬団体連合会（EFPIA）が折半して
研究開発資金を負担し、産業界が提示したテーマの研究開発を、EFPIA 会
員企業等を中心に公募する仕組みとなっている。選定された会員企業には、

研究員や研究材料等の現物拠出が義務付けられる。 

IMIは、2007年に欧州成長戦略 FP7（EU’s seventh Framework Programme 
for research）の一環として設立され、2014年以降はFP7の後継プログラムであ
るHorizon2020に継承され、2024年までの長期間に亘る活動が予定されてい
る。設立の背景には、米国発の創薬ベンチャーの強さに対する危機感がある

と言われている。欧州委員会委員は、「2004 年、我々は医薬品研究における
ボトルネックを解消し、欧州を生物医学研究の第一線に押し上げることを決意

した。これこそが、IMI の果たすべき役割なのだ」としている。現に、グローバ
ル上位医薬品の 10品目中 6品目が米国企業であり（【図表 5】）、欧州の存在
感は薄れつつある。 

 

 

 

 
 

 

 

 

2008年から 2013年までの IMIでは、中枢神経領域や糖尿病、呼吸器領域、
癌領域、感染症領域、結核、肥満等のアンメットメディカルニーズの高い分野

で、50超のプロジェクトが実施された。その中でも、感染症領域への予算配分
が多かったことは注目に値する。欧州は地理的に中東・アフリカ地域と近いこ

と、移民数も相応に多いことから、感染症分野における新薬開発ニーズの高

さが背景にあると推察される。2014年に開始した IMI2では、予算規模も32.76
億ユーロと IMI（2008 年～2013 年）から約 10 億ユーロ増加している。研究開
発分野は、次世代ワクチンや新しい抗体医薬品等となっており、今後プロジェ

クトの進捗に注目が集まる（【図表 6】）。 

国・企業の枠を越えて注力するターゲット領域を明確化し、莫大な研究開発

費を投じる仕組みは、小国が隣接する欧州ならではのアイデアである。 

「産と官」 

官民パートナー

シップ IMI は欧州

連合と製薬団体

で構成 

（出所）セジデム・ストラテジックデータ㈱「ファルマ・ヒューチャー2015年 1月号」よりみずほ銀行産業調査部作成
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IMI IMI2

期間 2008年～2013年 2014年～2024年

人材

予算
20億ユーロ
EU(FP7) 10億ユーロ
EFPIA    10億ユーロ

32.76億ユーロ
EU　　　　　16.38億ユーロ
（Horizon2020)
EFPIA      14.25億ユーロ
その他　　　2.13億ユーロ

研究分野

Infection diseases 39%
Drug discovery     11%
Brain disorders     10%
Metabolic disorders  6%
Drug Safety           6%
Stem cells             4%
Others                24%

次世代ワクチン
個別化医療
新抗体医薬品　等

6,000人超の研究者
（650の研究機関・研究チーム、409の企業、120のベンチャー企業、

25の患者団体、17の規制団体のよるチーム）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後に、「産官学」連携として産業クラスターの取組みについて取り上げる。今

回調査の対象としているスイス、フランス、イギリス、ドイツにはいずれも医薬品

関連の産業クラスターとしてバイオクラスターが存在する（【図表 7】）。各クラス
ターの成り立ちは国によっても異なるが、クラスター内の企業は国内企業のみ

ならず、国外企業も存在している。クラスター内には、大学や研究機関、各種

インキュベーションセンター等も整備されており、そこで育成された企業は上

場ないしは国内外の製薬企業等によって買収されている。各国は自国の企業

だけにとどまらず、バイオクラスター活用のメリットを国内外で PRすることにより、
産業の集積に貢献している。 

イギリスには、バイオクラスターが複数存在するが、最も大きいのはロンドンと

ケンブリッジからなる One nucluesである。One nucleusは 2010年にロンドンと
ケンブリッジのバイオクラスターを統合して設立された。ケンブリッジはケンブリ

ッジ大学から派生したクラスターであり、ここから生まれたバイオベンチャー企

業は欧州企業をはじめ米国や日系企業に買収されている。 

フランスにはバイオに特化したサイエンスパークである Genopoleが存在する。
Genopoleは 1998年にフランス政府がバイオ産業振興のため国立研究機関と
最先端のバイオ企業を結集した産官学連合体の総称を指す。国が強く関与

したクラスターであり、法規制の緩和も積極的に行われている。例えば、国家

公務員の研究者による民間企業プロジェクトへの参画を緩和する「イノベーシ

ョンと研究に関する法」を整備する等、産官学連携を円滑にする改革が推進さ

れている。Genopoleで育った企業は国内外企業に買収されているが、相手先
として日本企業が目立っている。堀場製作所（2009 年）、参天製薬（2011 年）、
テルモ（2014年）がそれぞれ Genopoleのバイオベンチャー企業を買収してい
る。 

ドイツの特徴として、バイオクラスター間の競争環境が挙げられる。ドイツには

州毎に複数のバイオクラスターが存在するが、毎年開かれるバイオレギオコン

ペでは、州毎のバイオクラスターがクラスターの優位性を競い合っている。中

【図表６】 IMI（Innovative Medicine Initiative）について 

（出所）IMI公式ホームページよりみずほ銀行産業調査部作成 

「産官学」 
各国にバイオクラ

スターが存在。国

内外の企業が注

目 

大学から派生し

たクラスター 

国の強い関与 

州毎にバイオク

ラスターが存在 
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年 被買収企業 買収企業

One nuclues ロンドン、ケンブリッジ 2004 Merdica Pfizer

Obn オックスフォード 2005 Arakis そーせい

2006
Cambridge Antibody

Technology
AstraZeneka

2007 Domantis GSK

2007 Pradigm Therapeutic 武田薬品

2008 Acambis Sanofi Pasteur

2009 Genoptics 堀場製作所

2011 Novagali Pharma 参天製薬

2014
Arterial Remodeling

Technologies
テルモ

2014 Imaging Group Compu Group Medical

BioTop ベルリン 2008 U3 pharma 第一三共

BioM ミュンヘン 2010 Curacyte The Medicine Company

Biotech Cluster Rhine

Necker
ラインネッカー郡 2012 Micromet Amgen

BioAlps ジュネーブ等5州 2011 Spring Pharma Galderma Pharma

BioValley 仏独瑞 2012 Kenta Biotech Aridis Pharmaceuticals

Zurich チューリッヒ 2013 Okairos GSK

2013 Neocutis MerzPharmaGroup

2014 Covagen Cilag GmbH (J&J)

スイス 国を超えた連携

Ｍ＆Ａ事例
地域 特徴主要なバイオクラスター

国の強い関与

州毎の競争ドイツ

フランス Genopole パリ全土

大学から派生イギリス

でも注目されている取組みとしてミュンヘン地域のBioMがある。BioMは所属
するバイオ企業をコーディネートする中核的なアプローチセンターとして設立

されており、企業ネットワーキングやプロモーション活動をサポートするだけで

はなく、ファイナンス機関としての機能も保有している。 

スイスにはバイオクラスターが 4つ存在する。中でも Biovalleyはスイスのバー
ゼル市を中心にフランス、ドイツと 3 カ国にまたがっており、国を超えた産官学
連携が展開されている。Novartis や Sanofi、Roche といった欧州大手製薬企
業もクラスター内に研究所を保有し、オープンイノベーションや各種提携の機

会を窺っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のように、欧州においては、大学や政府との連携、ビジネスプロモーショ

ン等、設立趣旨が異なる多様なクラスターが存在する。翻って、日本を見ると、

産官学連携は積極的に取り組まれているが、日本の大学や研究機関と日系

製薬企業による国内連携というパターンが中心である。 

先述したバイオクラスターは、欧州企業だけに閉ざされたものではなく、日系

製薬企業も活用可能な仕組みとなっている。この点に着目し、日系製薬企業

には、欧州のバイオクラスターを目的に応じて最大限活用し、海外の大学や

政府、研究機関と連携を進め、研究開発能力を高めることが求められている。

欧州のように国・企業が横断的に資金・人材を拠出して新薬開発を推し進め

る姿勢は、日本の政策当局や医薬品産業界にとって学ぶべきことも多い。 

 

 

 

 

【図表７】 各国のバイオクラスターについて 

（出所）各クラスターHP、各社 IR資料等よりみずほ銀行産業調査部作成 

国境を越えたクラ

スター 

欧州には様々な
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はどうか 
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製薬企業が「欧州で申請・販売したい」と思わせる仕組みづくり

市場の魅力 インセンティブ付与
レギュレーター

としての先見性

医薬品産業がグローバル化する中で（R&D、治験、製造）

欧州：約5億人の人口
EMAで許認可取得でき
ればEU全土で展開可能

中小企業育成の観点
アンメットメディカル
ニーズの高い分野の
治療薬開発

バイオ医薬品、再生医
療等の最先端の医療
技術への取組み

欧州医薬品産業を規制の側面から活性化させるために

３．デジュール化 ～欧州で申請・販売したいと思わせる制度構築～ 

欧州医薬品庁（EMA: European medicines Agency）は EUの専門機関の一つ
で、「EU 単一市場の実現」及び「ヨーロッパに本拠を置く研究開発型医薬品
産業の発展の促進」を目的として、1995 年に設立された。EMA は、医薬品市
場としての欧州の魅力を引き上げると共に、製薬企業へのインセンティブ付与

を通じて、アンメットメディカルニーズが高い、もしくは、先進的な領域での新

薬開発を促進し、欧州製薬産業を活性化することを政策課題としている（【図

表 8】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
欧州の魅力を引き上げる取り組みとしては、新薬の販売承認における EMA
による中央承認審査方式の採用が挙げられる。欧州では医薬品の種類に応

じて販売承認の審査方式が異なっている。アンメットメディカルニーズの高い

分野等の新薬開発は、EMA が審査を管轄し、ひとたび承認が得られると、製
薬企業は全ての EU 加盟国において同時に新薬を販売することが可能となる。
欧州各国の医薬品市場の規模は小さいが、EU 全体では約 5 億人の人口を
抱えており、世界最大の米国市場に匹敵する規模となる。 

次に EMA による製薬企業へのインセンティブ付与について述べる。EMA は
アンメットメディカルニーズの高い新薬開発を促進するために、中小製薬企業

に対して、申請手続のサポート、各種手数料の免除・減免・支払の繰り延べを

認めている。また、患者数の少ないオーファンドラッグの開発を促進するため

に、EU域内における 10年間の排他的販売権を認めるオーファン指定制度を
導入している他、研究開発費の補助制度も設けている。 

更に、先進的な領域での新薬開発を促進した事例として、EMA が世界に先
駆けてバイオシミラーの販売を承認した事例が挙げられる。EMAがバイオシミ
ラーを先行承認した意図は二点あると思われる。一点目は、医療費削減の観

点である。欧州経済危機を受けて EU加盟各国の財政が逼迫する中、医療費

削減は EU 全域の課題となっており、特に単価の高いバイオ医薬品に対する
薬剤支出を抑制する上で、バイオシミラーには大きな期待が寄せられていた。

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

【図表８】 欧州医薬品庁の特徴 
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欧州 米国 日本

Genotropin somatoropin somatoropin 2006 - 2009

Eprex/Erypo epoitin alfa epoitin alfa 2007 - 2010

Neupogen filgrastim filgrastim 2008 - 2012

Remicade infliximab infliximab 2013 - 2014

バイオシミラー

承認年
製品名 一般名称 一般名称

先行バイオ医薬品

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2007 2008 2009 2010 2011

Mircera

Aranesp

Short Acting 
Biosimilar EPO

Short Acting 
Originator EPO

事実、ノバルティスの子会社サンドが 2006年に上市したソマトロピンによって、
ドイツのバイオ医薬品の薬剤支出は 2007年から 2011年にかけて 551百万ユ
ーロ削減されたと言われている（【図表 9】）。2 点目は、欧州製薬企業の競争
力強化の観点である。米国製薬企業がバイオ医薬品の分野で先行する中、

EMA が欧州製薬企業に対して米国に先駆けてバイオシミラーの販売承認を
与え、米国優位の構図が固定化することを回避したものと考えられる（図表

10）。これらの意図を実現する上で、EMA がバイオシミラーのような新分野の
審査にスピーディに対応できる 4,500 名を超える専門家を擁していたことも重
要である。 

 

 

 
 

 

翻って、日本について考えてみると、仕組みや制度という面では必ずしも欧州

対比劣っているわけではない。足元では、他国に先駆けた日本での製品上

市にインセンティブを付与する制度が整備されつつある。特に 2014 年 10 月
施行の「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」（再生医療新法）のよう

に有効性が推定された段階で仮承認を与えるような制度は、有望な分野の製

品を世界に先駆けて申請・販売する仕組みとして有意義であると考える。日本

には、他国と対比して上市している再生医療製品が少なく、ある意味、世界市

場の中で劣勢に立っていた再生医療分野で柔軟にルールメイクをしたことで

巻き返しが図られようとしている。ただ、現状は新たなルールを作るに留まって

おり、実際に取組みの成果がでるかどうかが、日本で革新的な製品を生み出

す「場」としての価値を高める上での試金石となりうるだろう。 

今後、こうした取組みを他のアンメットメディカルニーズの高い分野に拡大する

ことは考えられないだろうか。創薬難易度が上昇する中でも、治療満足度が

低いアンメットメディカルニーズの高い疾患は多く存在しており、これらは製薬

企業に残された新薬開発ターゲットとなっている。一方でこの領域は、患者数

が少ないケースも多く、市場規模が限られているため、企業に新薬開発インセ

ンティブが沸きにくく、社内リソースを投じにくいといった現状がある。こうした

状況下、承認機関が安全性を担保しつつ柔軟にルールメイクをすることで、

国籍を問わず様々な企業が世界に先駆けて新薬を日本で申請・販売すること

に繋がり、医薬品産業を育成に寄与するのではないだろうか。加えて、先述し

た産官学連携も加えることで、研究開発の「場」として日本が選ばれるような仕

組みを構築できるのではないかと考える。 

（出所）Sandoz IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

再生医療分野で

は、柔軟なルー

ルメイクで承認・

申請の場として

日本の魅力度を

向上 

【図表１０】 主要なバイオシミラーの承認年 【図表９】 ドイツのバイオ医薬品の薬剤支出 

（出所）Sandoz IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
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自社製品の特許切れ

継続的なR&Dの必要性

薬剤費抑制の動き

新興国市場の成長

新興国での研究開発
キャパシティの拡充

製薬企業

【稼ぐMarketの変化】 【稼ぐProductの変化】

コア事業・ノンコア事業
の選別

高コストなR&D施設、工場を閉鎖

グローバルで最適化を目指す動き
グローバリゼーションの中でバリューチェーンは分解

年 国 項目 内容

2006年 中国 R&D
上海張江高科技園に研究施設を設立（感染症によって発症したがん疾

患等について研究）

2008年 日本 R&D 筑波研究所を閉鎖

スイス 製造
スイス西部のOTC製造工場の閉鎖、国内1,100人整理を発表←非難集

中したことにより計画撤廃

スイス R&D 本社にある神経科学研究所の閉鎖を発表

2012年 スイス 製造 スイス中部に新工場建設を発表（既存工場の老朽化の為）

シンガポール 製造 シンガポール西部にアジア初となるバイオ医薬品製造工場建設を発表

イギリス
R&D
製造

イギリス各地の拠点閉鎖や縮小に向け、440人超を整理する方針を発表

シンガポール 製造 子会社アルコンがシンガポール西部に目薬工場を開設

グローバル
R&D
製造

コスト削減計画の一環として、最大4,000人を削減又は配置転換する方

針を発表。うち大部分はインドに新設する拠点に異動

2011年

2013年

2014年

４．クロスボーダーバリューチェーン ～グローバルで R&D体制・生産体制を最適化～ 

本節では、欧州製薬企業がバリューチェーンをクロスボーダーで最適化する

動きについて、特に R&D と生産体制に着目し考察していく。製薬企業にとっ
て R&D と生産体制の構え方は、新薬の開発とその生産販売を進める上で極
めて戦略的に重要な意味を持つ。これまで欧州製薬企業は日欧米等の先進

国に R&D と生産拠点を設置してきたが、これらの地域では国家財政が逼迫

する中、薬剤費抑制の動きが強まり、金額的には市場の大きな成長を期待す

ることが難しい。また、既存製品の特許期限が到来し、収益的にも厳しくなるこ

とが予想される。斯かる状況を受け欧州製薬企業には、先進国における高コ

ストなR&Dや生産拠点を閉鎖し、成長市場である新興国へと再配置する動き
がみられる（【図表 11】）。以下、4 社による R&D と生産拠点のクロスボーダー
での最適化の動きを紹介し、その背景にある戦略的な狙いについて考察し、

日本の製薬企業に対する示唆を導出したい。 

 

 

 

 

 

 

 

Novartisは、本社機能のあるスイスにベースをおきつつ、ローコストオペレーシ
ョンが期待できるアジアへリソース配分をシフトしている（【図表 12】）。R&D 拠
点については、日本（2008年）、スイス（2011年）、イギリス（2013年）を閉鎖し、
中国（2006 年）、インド（新設）に移行した。製造拠点についてもスイス（2011
年）、イギリス（2013年）の拠点を閉鎖・縮小し、シンガポール（2014年）、インド
（新設）へ移行している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出所）Novartis IR資料等よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表１１】 グローバルで R&D と生産を最適化 

【図表１２】 Novartis 直近の R&D 拠点、製造設備動向 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

欧州大手製薬企

業は高コストな

R&D 施設、向上
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Novartis はスイス

にベースを置き

つつ中国・シンガ

ポールにシフト 
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年 国 項目 内容

2011年 米国 R&D 米国の研究開発センターを閉鎖

イギリス 製造 英国北部の工場閉鎖を発表

フランス R&D
フランス南部の研究開発拠点閉鎖を発表←2014年フランス政府による

雇用改善要請により、本拠点は向こう5年間は維持することを発表

フランス R&D
南東部リヨンと北東部ストラスブールのR&D活動を再編、南部モンペリエ

の拠点をサノフィグループの戦略的開発センターとする計画

インド 製造
再利用可のインスリン注射器生産開始。独フランクフルト以外に再利用

式のペン型インスリン注射器の生産拠点を置くのは初めて。東南アジア

や中南米、アフリカ諸国への輸出も視野に。

中国 R&D
サノフィ上海の研究開発センターは、中国医薬工業研究総院と希少疾患

に関する共同研究を行うことを発表

中国 製造
中国深センでインフルエンザワクチン生産開始（中国国内だけではなく、

海外にも供給予定）

ベトナム 製造
ホーチミンに新工場起工（3工場目。製品の8割は国内向け、2割はアジ

アに輸出）

2014年 中国 R&D
上海に研究開発本部を設立。アジア太平洋地域（中国、日本、東南アジ

ア等12カ国）の研究開発機能とりまとめ

2015年 インド 製造
インド南部にインスリン新工場新設を発表。糖尿病治療薬での工場建設

は独フランクフルトに続き2ヵ所目

2012年

2013年

年 国 項目 内容

日本 R&D 筑波研究所を閉鎖

中国 R&D
上海に研究開発センターを設立（アルツハイマー病、パーキンソン病、多

発性硬化症の分野を中心に研究開発）

2012年 イギリス 製造
バイオ医薬品向け工場新設を含め、イギリスでの生産能力増強に総額5
億ポンド位以上の投資を発表。イギリス政府による国内生産に関する法

人税の減免措置を背景にしたもの

インド 製造 インド国内市場向け医薬品新工場の建設を発表

イギリス 製造 スコットランドの製造拠点拡張を発表

インド R&D
インドのワクチン大手バイオロジカル・イーと折半出資による合弁会社を

設立。GSKのポリオワクチンとイー社の5種混合ワクチンを組み合わせた
6種混合ワクチンの研究開発に取り組む

オーストラリア 製造
メルボルン東部ボロニア工場で120人削減を発表（豪ドル高と賃金上昇を

背景に）。これまでボロニア工場で行っていた包装・梱包業務をスペイン
とポーランドに移管。本件に伴い従業員の1/3が解雇

グローバル －
向こう3年で10億ポンドのコスト削減計画を発表（米国市場での業績不振

を背景に）

アメリカ R&D
米国最大の研究拠点を中心に研究者450人削減を発表。対象人員は

CROのパレクセルインターナショナルへ移籍

インド 製造 インド南部に健康補助飲料の製造工場建設を計画

2014年

2013年

2007年

Sanofi はフランス本国に R&D や生産拠点の多くを配しているが、近年はフラ
ンス以外の欧州拠点を閉鎖し、生産拠点を中心に中国、インド、ベトナム等の

アジア新興国にシフトする動きがある（【図表 13】）。R&D 拠点についても、
2014 年に上海に中国・日本・東南アジアを含む太平洋地域の研究開発本部
（R&Dハブ）を設立している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GSKは、現在 36 ヶ国に R&D拠点と生産拠点を有している。GSKは 2007年
に日本の R&D 施設を閉鎖し、上海に研究開発センターを設立した（【図表
14】）。オーストラリアやアメリカ等で大規模なリストラを進める一方、インドに
R&D と生産拠点を新設する。また、イギリス本国では政府から国内生産に関
する法人税の減免措置を受け、総額 5 億ポンド以上を投資することを発表し
ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表１３】 Sanofi 直近の R&D 拠点、製造設備動向 

（出所）Sanofi IR資料等よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表１４】 GSK 直近の R&D拠点、製造設備動向 

（出所）GSK IR資料等よりみずほ銀行産業調査部作成 
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年 国 項目 内容

2007年 日本 R&D 神戸リサーチセンターを閉鎖

2009年 中国 R&D 北京市に国際研究開発センターを設立

2011年 中国 R&D ジェネリック医薬品の世界本部を北京へ移転

2012年 ドイツ R&D ベルリンにある製薬R&D拠点で最大300人の人員整理を発表

2013年 インドネシア 製造
西ジャワ州の工場を3割拡張（国内外で当社OTC薬に対する需要が高

まった為）

2014年 ドイツ 製造
本拠を置くレーバークーゼン及びブッパータールの拠点に5億ユーロを投

じて血友病治療薬の生産拡大。世界的な需要増に備えるもの

Bayer はドイツ本国をベースとしつつ、新興国への投資を拡大させている。直
近では特に中国とインドネシアに集中投資している模様（【図表 15】）であり、
2011年ジェネリックの世界本部を北京へ移転させている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

かねてより、欧州大手製薬企業は、成長市場・規制対応という意味において、

R&D や製造機能の現地化に積極的に取組んでいた。最近は、それに加えて
中国やシンガポールに見られるような高付加価値産業の自国誘致を企図した

政策的なインセンティブを抜け目なく活用し、最適立地に向けて拠点配置を

再構築している。 

翻って日本企業は、大手製薬企業を中心に国内外で生産最適化を推し進め

ているが、中堅製薬企業についてはその大半が国内で製造を行っている。

R&D については大手・中堅ともに国内が中心である。大手製薬企業は、真に
必要な R&D施設、製造工場を残し、必要に応じてコアとなる拠点を成長市場
にシフトするといったようなローコストオペレーションで最大のパフォーマンスを

得られる体制をグローバルで構築していくべきと考える。中堅製薬企業は、海

外に成長の活路を求めるのであれば、バリューチェーンの機能を海外にシフ

トすることを含めた戦略の検討・実践が必要であろう。 

５．ブランド戦略 ～地域・疾病領域において最適なブランド構築～ 

医薬品は処方箋の要否によって医療用医薬品と一般用医薬品に大別される。

医療用医薬品は医療機関や調剤薬局向け、一般用医薬品は一般消費者向

けの製品で、それぞれ BtoB と BtoC のビジネスと整理することができる。医療
用医薬品のユーザーである医療機関や調剤薬局は、製品の効能や副作用

等を熟知した上で患者への適合性を十分に検討して処方することから、その

購買判断に個別製品のブランドが影響する度合いは小さいと考えられる。し

かしながら、製薬企業が特定の疾病領域に焦点を絞って製品展開している場

合、顧客たる医療機関や調剤薬局に当該領域における自社のプレゼンスを

訴求する目的で、コーポレートブランドをPRすることはあり得よう。他方一般消
費者を対象とする一般用医薬品では、プロダクトブランドの確立と消費者への

浸透が販売を拡大させる上で重要なポイントとなる。以下、医療用医薬品に

おけるコーポレートブランド戦略、一般用医薬品におけるプロダクトブランド戦

略について、欧州製薬企業の取り組み事例を紹介したい。 

 

【図表１５】 Bayer 直近の R&D 拠点、製造設備動向 

（出所）Bayer IR資料等よりみずほ銀行産業調査部作成 

Bayer はドイツを

ベースとしつつ中

国、インドネシア

にシフト 

真に必要な R&D

施設、製造工場

を残すべきでは

ないか 

コーポレートブラ

ンドとプロダクトブ

ランドが存在 

従来から R&D、

製造機能の現地

化に積極的 



 
 

第Ⅱ部 欧州グローバルトップ企業の競争戦略 

 

みずほ銀行 産業調査部 

77

Novartisは医療用医薬品と眼科事業、ジェネリック医薬品事業に注力している
が、眼科事業はAlcon、ジェネリック医薬品事業は Sandoz、といったようにそれ
ぞれの社名で展開している。Novartisは各事業でグローバルNo.1を目指して
いるが、Alconは眼科領域、Sandozはジェネリック医薬品事業でトップブランド
であることから、Novartis は合併・買収後も企業名を変えずに両事業を展開し
ている。同様の事例は Sanofi にも当てはまる。Sanofi は、医療用医薬品事業
については新薬・GE・OTC全て Sanofi ブランドで展開しているが、2011 年に
米Genzymeを買収しバイオ医薬品事業を強化している。バイオ医薬品事業に
ついては Genzymeの企業名を残した形で展開している。 

商品ブランドについて、Sanofi、GSK、Bayer の事例を採り上げる。各社事業
戦略上、注力領域・地域を補完するための戦略を採っている。2012 年 Sanofi
はアレグラのスイッチ OTC を日本で展開するにあたり、久光製薬と JV を組成
した。Sanofiが製品供給し、日本国内では久光製薬が久光ブランドとして展開
している。日本で OTC 医薬品の販売実績が無い Sanofi は、アレグラという
Sanofiが持つ強い商品ブランドを、久光製薬という強い企業ブランドで補完す
ることで市場浸透を図った事例と位置付けられる。GSK はグローバルで OTC
薬事業を注力事業と位置付け、2014年 4月にはNovartisとOTC薬事業を統
合することを発表、この統合により OTC 薬市場世界 1 位を手にしている。
Bayer も 2014年 5月に米 Merck より OTC薬事業を買収しており、米 Merck
事業を買収したことで製品ブランドを獲得し、これまで進出していなかった疾

病領域及び地域へのアプローチが可能となった。GSKの場合もBayerの場合
も同様に統合・買収したブランドはそのままの企業名・商品名で展開してい

る。 

日系製薬企業が海外展開をする際（ライセンス取引を除く）、自社の企業ブラ

ンド、製品ブランドを展開したい、とする企業が多い。自社ブランドをグローバ

ルで浸透させていくことは当然ながら重要であるが、自社の企業ブランドが浸

透していない地域においては、地場企業の買収や JV により地場企業の企業
ブランド・商品ブランドを受け入れるだけの海外における事業戦略の柔軟性が

求められる。 

６．事業ポートフォリオ戦略 ～外部環境変化に対応したポートフォリオ見直し～ 

最後に 4社の事例をもとに欧州製薬企業の事業ポートフォリオ戦略を概観し、
近年のM&Aを通じたダイナミックな事業ポートフォリオ入れ替えに込められた
狙いについて考察し、日本の製薬企業に対する示唆を導出したい。 

【図表 16】では、医薬品産業トレンドと企業動向について示している。医薬品
産業は 2 つの世界大戦を経て活性化した。やがて各社は海外展開を模索、
新薬開発の為の研究開発資金を確保するため、1990 年～2000 年初頭にか
けて規模の拡大・事業の多角化を目的とした大型合併へ動いた。 

2010年から 2018年にかけては各社の大型医薬品が特許切れを迎える。この
ような中で創薬トレンドは低分子医薬品からバイオ医薬品へシフトし、創薬難

易度は上昇している。また、先進国市場が保険財政の逼迫により、薬価政策

がより厳しいものになる一方で、新興国市場が拡大する等、医薬品業界を取り

巻く外部環境が変化する中で、フォーカスする疾病領域・地域を明確化すべ

く、2014年前後で大型再編が起こった。 
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Novartisは 1996年に Ciba-Geigy（スイス）と Sandoz（スイス）の合併により誕生
した。2011年には眼科のスペシャリティファーマであるAlcon（米国）を合併し、
医療用医薬品、眼科事業、ジェネリック薬、コンシューマーヘルス、ワクチンを

コア事業として展開してきた。 

直近の象徴的な動きとして、2014年 4月の GSK との事業部交換取引が挙げ
られる。Novartis はグローバルトップを目指せる医療用医薬品事業、アルコン
事業、サンド事業を残し、ワクチン事業は GSKへ売却、コンシューマーヘルス
事業については GSK と JV を組成して世界ナンバー1 の地位を築いた。
Novartisはこれまでにも過去10年で見てもポートフォリオ入れ替えを活発に行
ってきた。例えば、医療用栄養食品事業は 2004年に米 Bristol-Myers Squibb
から買収し、2006年には Nestleに売却している。 

他にもインフルエンザワクチンや動物薬も買収してから数年以内に売却を実

施しており、一度決めた事業戦略も、外部環境変化に応じて見直す柔軟性を

持っていることが窺える。（【図表 17】） 

Sanofiは 2004年にSanofi-Synthelabo（フランス）がAventis（ドイツ）を買収する
ことにより誕生した。現在、Sanofi は事業領域として糖尿病・ワクチン・オーファ
ンドラッグ領域に最注力しつつ、癌・自己免疫疾患領域等にも注力している。

注力地域としては、中国やインド、南米、ロシア等の新興国を掲げており、そ

の事業ポートフォリオ獲得のため、2009 年には新興国でのジェネリック事業本
格展開を目指した買収を複数実施している。いずれも地場企業ごと買収する

ことにより自社進出によるコスト負担を軽減させている。2011 年にはバイオ事
業強化に向けてアメリカの Genzymeを買収した（【図表 18】）。 

 

 

 

 

 

【図表１６】 医薬品産業トレンドと企業動向 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成
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内容 事業 相手 国

2004年 売却 抗血栓薬 ＧＳＫ イギリス

買収 インドのワクチン事業
Shanta

Biotechnics
インド

買収 ジェネリック事業 Zentiva チェコ

買収 ジェネリック事業 Medley ブラジル

買収 ジェネリック事業 Kendrick メキシコ

買収 OTC事業 Chattem アメリカ

2010年 ＪＶ 動物薬事業 Merck アメリカ

2011年 売却 皮膚科事業（Dermik)
Valeant

Phramaceuticals
カナダ

2011年 買収 バイオ事業 Genzyme アメリカ

2011年 買収 栄養補給食品部門
Universal

Medicare
インド

2009年

内容 事業 相手 国

売却 血漿分画製剤事業
NPS
Biotherapeutics

アメリカ

買収 コンシューマー事業 Roche スイス

2006年 買収 婦人科領域 Schering ドイツ

買収
血友病関連の開発資産及

び技術
Maxygen アメリカ

買収 癌領域のプロジェクト Nycomed スイス

買収 動物薬 Teva イスラエル

買収 ハーブ薬 Steigerwald ドイツ

買収 避妊器具 Conceptus アメリカ

買収 中国伝統薬
Dihon

Pharmaceutical
中国

買収 コンシューマー事業 Merck アメリカ

売却 医療機器事業 Boston Scientific アメリカ

2015年 売却？ 糖尿病関連機器事業 未定 未定

2014年

2013年

2008年

2004年

内容 事業 相手 国

2001年 買収 オーラルケア Block Drug アメリカ

買収 抗血栓薬 Sanofi フランス

売却 スキンケア「OXY」ブランド ロート製薬 日本

2005年 買収 ワクチン事業 Wyeth(Pfizer) アメリカ

買収
新興国ジェネリック事業（企
業買収）

Aspen 南アフリカ

買収 エジプト事業 BMS アメリカ

買収 パキスタン事業 BMS アメリカ

買収 皮膚科領域 Stiefel アメリカ

買収 新興国事業 UCB アメリカ

2013年 売却 清涼飲料水 サントリー 日本

売却 オンコロジー事業 Novartis スイス

ＪＶ コンシューマーヘルスケア事業 Novartis スイス

2008年

2014年

2004年

2009年

内容 事業 相手 国

2004年 買収 医療用栄養食品 BMS アメリカ

買収 インフルエンザワクチン等 Chiron アメリカ

買収 ジェネリック事業 Hexal ドイツ

買収 ジェネリック事業 Eon Labs アメリカ

2006年 売却 医療用栄養食品 Nestle スイス

2007年 買収 動物薬
ライフテックアニマ

ルヘルス（旧三共）
日本

2013年 売却 診断薬 Grifols スペイン

売却 インフルエンザワクチン CSL オーストラリア

売却 ワクチン（インフルエンザワク

チン除く）
GSK イギリス

売却 動物薬 Eli Lilly アメリカ

ＪＶ コンシューマーヘルスケア事業 GSK イギリス

買収 オンコロジー事業 GSK イギリス

2014年

2005年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GSKは英 Glaxo Wellcome と英 SmithKlineBeechamが 2000年に合併して誕
生した。GSK は近年新興国展開に注力しており、2008 年、2009 年では新興
国のポートフォリオを中心に事業買収を実施している。注力領域は呼吸器・

HIV 領域・コンシューマー事業・ワクチンの 4 領域としている。こちらも、
Novartis と同様にグローバルチャンピョンになれる事業を残した格好である。
2014年 4月のNovartisとの事業部交換取引ではオンコロジー事業をNovartis
に売却、コンシューマーヘルスケア事業については Novartis と合弁会社を設
立しグローバルの OTC薬市場で 1位となった（【図表 19】）。 

Bayer はもともと総合化学メーカーとして創業し、化学から派生する形で医薬
品事業を展開してきた。2014 年 9 月に素材科学事業の分離・独立を発表し、
ヘルスケアと農薬事業に事業領域を特化していくことを公表。ヘルスケア事業

の中でも特に医薬品事業に注力する方針であり、直近では医療機器事業売

却を実施している（【図表 20】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表１８】 Sanofi ポートフォリオ変遷 

（出所）Novartis IR資料等よりみずほ銀行産業調査部作成 （出所）Sanofi IR資料等よりみずほ銀行産業調査部作成 

（出所）GSK IR資料等よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表２０】 Bayer ポートフォリオ変遷 

（出所）Bayer IR資料等よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表１９】 GSK ポートフォリオ変遷 

【図表１７】 Novartis ポートフォリオ変遷 
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注力領域（医薬品分野） 注力地域 直近のアクション

Novartis
①新薬事業（特に癌領域）

②眼科事業

③ジェネリック薬事業

新興国

（中国、ブラジル、トルコ　他）

・ＧＳＫと事業部間交換（ワクチン事業

を売却）

・コンシューマー事業でGSKとJV設立

・動物薬事業をEli Lillyに売却

GSK

①呼吸器領域

②HIV領域

③ワクチン事業

④コンシューマー事業

新興国

（中国、インド、ブラジル、ロシ

ア、バングラデシュ、インドネシ

ア他）

・清涼飲料水事業を売却

・Novartisと事業部間交換（抗がん剤

事業を売却）

・コンシューマー事業でNovartisとJV

設立

Sanofi

①糖尿病領域

②オーファンドラッグ領域

③ワクチン事業

④癌・自己免疫疾患領域

新興国

（中国、インド、南米、ロシア）
・新興国での事業買収に積極的（イン

ド、南米他）

Bayer
①循環器領域②腫瘍領域

③血液領域④婦人科領域

⑤コンシューマー事業　他

新興国

（中国、ブラジル、ロシア　他）

・米Merckのコンシューマー事業買収

・インターベンション事業を売却

このように欧州製薬企業は、国内外で自社を取り巻く環境が大きく変化する中、

注力疾病領域、地域を選別し、積極的に注力事業を買収、注力外事業を売

却し、また他社から買収した事業であっても事業環境の変化と共に戦略的意

義が薄ければ、迷いなく事業売却に踏み切るように、柔軟に経営方針の軌道

修正を行っている（【図表 21】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本でも大手製薬企業を中心に注力事業を明確化しているが、総じて目標

に対する M&A アクションが不十分であったり、注力外事業の切り離し等が進
んでいないケースが散見される。また、創業時の事業にこだわる日本企業も

多く、生産性の低い事業を切り離せないでいる企業もある。グローバルで生き

抜くためには環境変化に対応したポートフォリオ見直しが今一度必要ではな

いだろうか。その際、欧州企業がカーブアウトした事業を買収して事業を補完

していくことも有力な戦略オプションになりうると考える。 

７．まとめ 

欧州製薬企業の強さについて欧州大手製薬企業 4 社を例にとって 5 軸で分
析をしてきた。最後にここまでの分析を踏まえ、政策・制度、企業戦略の観点

から大きく 2点をまとめとして取り上げたい。 

1 つ目は、欧州は創薬地として魅力度を増すための取組みが国の枠組みを
超えてなされていることである。特に創薬のバリューチェーンにおいて、研究

開発・承認・申請の部分で特徴を出している。 

研究開発の部分では、IMI やクラスターに代表されるように、国・企業の枠を
超えた産官学連携を通じて創薬研究に欧州地域として注力している事、承

認・申請の部分では、欧州を一つの市場として捉え、新薬開発ニーズの高い

アンメットメディカルニーズの高い分野の開発する企業へインセンティブを与

え、世界発の革新的な医薬品の承認を生み出すため柔軟なルールメイクがな

されている事が挙げられる。 

日本は、世界トップクラスの創薬国としての地位を維持するために、日本企業

による創薬にこだわることなく、世界に先駆けて革新的な新薬が承認され、販

【図表２１】 欧州各社の注力領域と注力地域 

（出所）各社 IR資料等よりみずほ銀行産業調査部作成

環境変化に対応

したポートフォリ

オ見直しが必要 
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売される「場」として日本が選ばれるような仕組みへと一段の脱皮が必要なの

ではないだろうか。その為には、国籍・企業の枠組みにとらわれることなく産官

学連携を推し進めていく必要があろう。また、世界初新薬の上市国として日本

が選ばれるため、安全性を担保した上での柔軟なルールメイクをより加速度

的に行っていく必要があると考える。 

まとめの2つ目は、欧州製薬企業は、グローバル展開力や外部環境変化に備
えた適応力に長けていることである。 

欧州企業は、自国の市場が必ずしも大きくない中で、早くからグローバル展開

に注力してきた。一方で、メガファーマでさえグローバルで R&D や製造体制
の最適化を図り、事業ポートフォリオを取り巻く外部環境の変化に応じてスピ

ーディに入れ替え等注力領域や注力地域を定め、リソースの再配分を押し進

めている。 

日本の製薬企業は、国内医薬品市場が、世界第 2 位の市場ということもあり、
日本市場さえ押さえていれば、将来的な成長が見えていた。しかしながら、現

状は、新薬創出の難易度が上昇し、医療費抑制を背景として国内市場にお

ける薬価は下がり続け、長期収載品からジェネリック医薬品への置き換えが進

み、国内市場だけでは中長期的な成長は見込みづらい環境になりつつある。

そのような中において、グローバル展開は日本企業に残された数少ない成長

機会の一つであり、取組み可否を含めてジャッジが迫られていると考える。 

日本の製薬企業は一部企業を除いてグローバルなオペレーションに不慣れ

である。経営リソース、人材、経験、海外研究機関とのネットワークは容易に獲

得できるものではない。メガファーマに比し相対的に規模が劣後する日本企

業こそ、グローバルで勝負すべき分野を絞り込む必要があるのではないか。

失敗はあるかもしれないが、恐れていては次の成長は見えてこない。固定概

念にこだわらず、ぜひ積極的にトライする気概を持った事業戦略の構築を期

待したい。 

今後も激変が続くであろうグローバル医薬品市場において、何を武器に生き

残りを図るのか、外部環境変化に応じた迅速な決断が求められている。 
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Ⅱ－1－5． 食品 －「標準化」と「現地化」の組み合わせとパートナーシップ戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

世界の加工食品メーカーの売上高ランキングを見ると、主に欧米系メーカー

が上位を占めている（【図表 1】）。今回、調査対象としたネスレ、ユニリーバは

グローバル 1 位、3 位の売上規模を誇り、欧州のみならず世界を代表する食

品企業と言える1。以下では、ネスレ、ユニリーバを中心とする欧州企業の戦略

を分析し、日本企業のグローバル展開における示唆を導きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                        
1 ただし、ユニリーバはヘアケア用品や石鹸等、食品以外の売上も半分以上あり、食品も含む消費財メーカーと言える。 

グローバル食品

企業としてのネス

レとユニリーバ 

【要約】  

 欧州のグローバル食品企業は、オープンイノベーションに積極的であり、大学や研究機
関だけでなく異業種やサプライヤー企業等と R&D分野含めて幅広く連携している。 

 食品安全マネジメント規格では、日本も強みが発揮できる独自の規格を制定し、世界の
食品安全に関する議論に日本固有の考え方を反映させていく必要がある。 

 ネスレやユニリーバは、事業環境に応じて柔軟にパートナー企業と連携しており、R&D

及び製造分野は自前主義が多い日本企業も、パートナーの活用を検討すべきである。 

 ブランド戦略については、日本企業はコーポレートブランドを重視する傾向にあるが、グ
ローバル展開や収益管理面ではカテゴリーブランド単位での戦略が有効となりうる。 

 日本企業は製品群が限定的なこともあり、特定製品でアジア中心の海外展開を行って
いるが、ネスレやユニリーバは豊富な製品ポートフォリオを背景に、各国の市場特性を

踏まえた最適な参入戦略を立案し、先進国と新興国にバランス良く進出している。 

 以上より、欧州食品企業の強みは、規格制定やブランド管理といった「標準化」と、市場
特性を踏まえた参入戦略立案に見られる「現地化」の巧みな組み合わせ、そして、柔軟

な「パートナーシップ戦略」にあると言える。日系企業には、グローバル企業の取り組み

から学ぶべき点を学び、スピーディーに海外展開を進めていくことが求められよう。 

【図表１】 世界の加工食品メーカー（売上高上位 50社、上場企業） 

（出所）ロイター社データよりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）2015年 5月時点、本社所在地基準（ただし、本社がケイマン諸島である場合は事業母体国とした） 
 

順位 会社名 国
売上高

(USD,ml)

1 Nestle SA Switzerland 92,197
2 PepsiCo Inc USA 66,683
3 Unilever Netherlands, UK 58,610
4 Anheuser-Busch Inbev SA Belgium 47,063
5 The Coca-Cola Co USA 45,998
6 JBS SA Brazil 45,320
7 Tyson Foods Inc USA 37,580
8 Mondelez International Inc USA 34,244
9 Danone SA France 25,585

10 Heineken NV Netherlands 23,302
11 SABMILLER PLC United Kingdom 22,311
12 WH Group Ltd Cayman Islands 22,243
13 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC United Kingdom 21,005
14 Fonterra Co-Operative Group Ltd New Zealand 18,906
15 Kirin Holdings Co Ltd Japan 18,314
16 Kraft Foods Group Inc USA 18,205
17 General Mills Inc USA 17,910
18 Fomento Economico Mexicano SAB de CV Mexico 17,873
19 ConAgra Foods Inc USA 17,709
20 DIAGEO PLC United Kingdom 17,540
21 Asahi Group Holdings Ltd Japan 14,892
22 Kellogg Co USA 14,580
23 Ambev SA Brazil 14,325
24 Uni-President Enterprises Corp Taiwan 13,454
25 Charoen Pokphand Foods PCL Thailand 12,950

順位 会社名 国
売上高

(USD,ml)

26 Grupo Bimbo SAB de CV Mexico 12,690
27 Meiji Holdings Co Ltd Japan 11,148
28 BRF SA Brazil 10,912
29 NH Foods Ltd Japan 10,896
30 Pernod Ricard SA France 10,878
31 CJ Cheiljedang Corp S. Korea 10,646
32 Suntory Beverage & Food Ltd Japan 10,487
33 Carlsberg A/S Denmark 10,482
34 Tingyi Cayman Islands Holding Corp Cayman Islands 10,238
35 Coca-Cola Femsa SAB De CV Mexico 9,993
36 Ajinomoto Co Inc Japan 9,626
37 Dean Foods Co USA 9,503
38 Hormel Foods Corp USA 9,316
39 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd China 8,774
40 Pilgrims Pride Corp USA 8,583
43 Saputo Inc Canada 8,365
44 Yamazaki Baking Co Ltd Japan 8,299
45 Campbell Soup Co USA 8,268
46 Coca-Cola Enterprises Inc USA 8,264
47 China Mengniu Dairy Co Ltd Cayman Islands 8,067
48 Coca Cola HBC AG Switzerland 7,878
49 Suedzucker AG Germany 7,627
50 Hershey Co USA 7,422
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２．イノベーション事例とそれを生み出す産官学連携 

近年、オープンイノベーションという考え方が欧米諸国中心に急速に拡大して

いる。背景には、研究開発に携わる人材が増加し、世界中に分散する傾向に

あるため、最適な技術を探し出すためには世界中をカバーしなければならな

いことがある。また、アメリカのシリコンバレーに見られるように、世界各地で技

術を有する有望なベンチャー企業が設立されており、こうした会社を仲介する

仕組みが発展してきていることもある。 

ネスレは、スイスのローザンヌに食品と栄養の研究機関「ネスレリサーチセンタ

ー」を有するほか、世界各国にR&Dセンターを保有し、研究開発部門に従事

するスタッフは約 5,200人にのぼる。日本においても、2009年 6月に東京大学

内に「ネスレリサーチ東京」を設立し、高齢化やメタボリックシンドロームなど健

康と栄養に関するさまざまなテーマで研究に取り組んでいる。 

また、当社は 2006 年には、「Innovation Partnerships Approach」を開始し、大

学や研究機関をはじめベンチャー企業やグローバルで展開するサプライヤー

企業等にまで連携を拡大している。例えば、穀物大手カーギルは 2007 年に

ネスレの R&D 経営会議に外部パートナーとしては初めて参加し、ブラジルに

おいてトランス脂肪酸や粉ミルクの栄養素、乾燥野菜等に関する研究開発を

共同で実施している。また、近年では 2014 年にシンガポール科学技術研究

庁と食品科学・技術分野における共同研究で提携し、栄養素や包装技術、食

品加工、発酵食品等の分野で研究開発を実施している。さらに、日本におい

ても 2010 年より千葉大学、東京藝術大学、多摩美術大学と「ネスレアートスク

ールプロジェクト」を開始し、主にパッケージング分野でデザイン開発を実施し

ている。 

ユニリーバは、2010 年に「ユニリーバ・サステナブル・リビングプラン」を策定し、

その中でオープンイノベーションの取り組みを強化している。当社は、環境へ

の負荷を削減しながら、同時に事業規模を 2 倍にするという野心的な目標達

成のために、積極的にオープンイノベーションを活用している。当社の特徴的

な取り組みとして、自社が抱えている課題とパートナー企業に求める要件を

WEB 上に一般公開していることが挙げられる。例えば、１リットル１セントで安

全な水を製造するLow Technology、多目的に使え軽量で低コストな包装技術、

食品を新鮮な状態に保持できる抗菌性のある植物エキスや成分等、現在 12

の分野で課題等を公開している。 

ユニリーバのオープンイノベーションの取り組みが商品化にまで至った事例と

して、デオドラントスプレー「AXE」が挙げられる2。当社の市場調査で 10 代の

少年のポケットの中に、女性に会う前に身だしなみを整えるため、高い確率で

リップクリームスティックが入っていることが分かった。そこで、リップクリームス

ティックの代替として「AXE」を小型化するため、小型の噴霧技術を社外に求

めた結果、インクジェットプリンターに使用されている技術を採用したというエ

ピソードがある。また、他にもインドで展開する小型浄水器「Pureit」の開発など

もオープンイノベーションの成果の一つと言われている。 

一方、オープンイノベーションに積極的に取り組んでいる日本企業としては、

味の素が挙げられる。当社は、中期経営計画の中でも、研究開発推進力を強

                                                        
2 星野 達也「オープンイノベーションの教科書」（2015）ダイヤモンド社 

欧米諸国中心に

オープンイノベー

ションが拡大 

世界各国に R&D

拠点を有するネ

スレ 

外部企業とも積

極的に連携 

ユ ニ リ ー バ は

WEB 上に自社の

課題とニーズを

公開 

オープンイノベー

ションによる開発
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化するためオープンイノベーションに取り組むと言及しており、社長自らオー

プンイノベーションの重要性を外部に発信している3。 

また、当社は血液中のアミノ酸濃度を測定することで、健康状態や病気の診

断を行う「アミノインデックス事業」を 2011年より展開しているが、この事業化に

おいては、様々な機関や企業と連携を行っている（【図表 2】）。リスク解析にお

けるエビデンスやデータ構築では複数の医療機関、アミノ酸濃度を測定する

分析装置の開発は島津製作所、分析時間短縮化のための新試薬開発では

和光純薬工業、そして検体の回収や診断結果の説明、検査料の請求や回収

等のオペレーションでは受託臨床検査機関であるエスアールエスと連携する

ことで、構想からわずか 9年という短い期間で事業化を実現している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、日本企業の中にもオープンイノベーションを積極的に活用する動

きが出てきているが、欧米企業と比較すると一部企業の限定的な取り組みに

とどまる。これには、日本企業に、技術流出やコスト増加といったオープンイノ

ベーションの負の側面ばかりを大きく捉えてしまう傾向があることも指摘されて

いる。しかしながら、オープンイノベーションは新しいアイデアや技術を吸収す

る取り組みでもある。コストについても、必要な技術を外部導入することで、自

社でゼロから研究開発するのに比べてコストパフォーマンスを上げることにも

つながる。競争環境が激化して研究開発にもかつてないスピードが求められ

る中、日本企業も自前主義だけの研究開発から脱却する必要があるだろう。

オープンイノベーション実現にあたっては、味の素のようにトップ自らが社内外

に強くメッセージを発信することが重要になると思われる。 

３．標準化 

EUでは、1990年代後半のBSE問題等による食品安全に関する意識の高まり

を受け、2000 年に「食の安全性に関する白書」（以下、「食品安全白書」）が公

表され、2002 年には「食品法の一般的な原則と要件及び食品安全に関する

諸手続きを定めるとともに欧州食品安全機関を設置する規則」（以下、「一般

食品法規則」）が制定された4。これらは、世界の食品安全行政に大きな影響

                                                        
3 「日本経済新聞」（2012年 7月 23日朝刊）でも、東レとの植物原料からナイロンを作る共同研究や、花王との健康診断による生

活習慣業予防、ブリヂストンとも植物由来の合成ゴムの共同開発等について紹介している。 
4 樋口 修「EU食品安全政策の展開と動向－中・東欧諸国等への EU拡大の影響を中心に」『レファレンス』（2006年 9月） 

味の素

神奈川県立
がんセンター等

和光純薬工業

島津製作所

エスアールエス

エビテンスの構築・
データ蓄積

分析装置の共同開発

新しい試薬の開発

アミノ酸の測定・
オペレーション

【医療機関】 【分析機器メーカー】

【試薬メーカー】 【受託臨床検査機関】

リスク解析

【図表２】 味の素の「アミノインデックス事業」 

（出所）清水 洋「一橋ビジネスレビュー」（2014年冬号）東洋経済よりみずほ銀行産業調査部作成 

日本企業も自前

主義から脱却し、

オープンイノベー

ションを積極的に

推進すべき 

EU における食品

安全行政 

味の素の「アミノ

インデックス事

業」 
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を与えており、日本が 2003年に食品安全制度改革の中で制定した、「食品安

全基本法」の参考になったと言われている。その狙いは、「農場から食卓まで」

というスローガンの下、食品生産のバリューチェーン全てをカバーして食品安

全を確保していくこと、「食品安全白書」に謳われているとおり、EU が国際的

な食品安全行政において役割を果たすことにより、EU 産食品の国際競争力

を高めることにある。また、「一般食品法規制」では、2002 年に設立された欧

州食品安全機関（EFSA）5の任務や課題、組織機構等を規定している。 

一方、欧米の民間企業主導の標準化に関わる取り組みとしては、各国で異な

る食品安全マネジメント規格の収斂を目指す GFSI（Global Food Safety 

Initiative）6がある。食品安全に関する規格・認証の重要性が増す一方で、各

国で独自の食品安全マネジメント規格が乱立し、企業にとっても複数の規格

に対応するコスト負担が大きな問題となっていた。そこで、GFSIが既存の規格

を審査・認定し、承認された認証スキーム間に互換性を持たせることで、重複

監査等の無駄なコストを省くことを目指している。 

GFSI 理事会メンバーは、グローバルに展開する食品・小売関連企業 16 社で

構成され、地域別には日本 1社、欧州 5社、米国 8社、中国 2社となっている。

ちなみに、日本企業はイオンが参加しており、2014 年からはアジア初の議長

となっている。また、GFSI 本部は欧州にあるが、2012 年に日本、2013 年に中

国、北米、メキシコにそれぞれローカルグループが設立され、各地で普及活

動に取り組んでいる。 

GFSI は、現在世界で 9 つの認証スキームを承認しているが、これらは全て欧

米発の基準となっており、アジアでは中国が認証スキーム（CHINA HACCP）

を申請し、審査中となっている（【図表 3】）。一方、日本においては、自治体や

業界団体等が推進する HACCP などの食品安全マネジメント規格があるが、

現状では国際的に認められ通用する日本発のスキームは存在しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 正式名称は、European Food Safety Authority。EU域内の食品・飼料の安全性に影響を及ぼす全ての事項に関して、専門家に

よる評価を行い科学的根拠を提供する機関。欧州委員会など EUの機関からは独立して運営されている。 
6 2000年に世界 70カ国、400社以上の小売・製造業が参加する会議「CIES（The International Committee of Food Retail Chains）」

の傘下として設立された組織。 

【図表３】 GFSIの概要 

（出所）GFSIのWEBサイトよりみずほ銀行産業調査部作成 

GFSI は欧州を拠

点に、各地にロー

カルグループを

設立 

GFSI は食品安全

マネジメント規格

の収斂を目指す 

GFSI に承認され

た日本独自の規

格はなし 

・GFSIが承認するスキームの中でどれか一つを取得すれば、他のスキームにつ
いても同等の基準を満たしている（互換性）ものとされる

・複数存在する食品安全基準を収斂していくことで、サプライチェーン全体の重
複監査の低減を目指す

BRC Global Standard
（英国）

Primus GFS
（米国）

SQF
（米国）

CANADA GAP
（カナダ）

Global Aquaculture Alliance
（カナダ）

Global Red Meat Standard
（デンマーク）

International Featured Standard
（ドイツ）

Global GAP
（ドイツ）

FSSC22000
（オランダ）

承認・認定
【GFSI承認スキーム一覧（9スキーム）】

現状は、日本独自の規格基準なし（全て欧米発、一方で中国がCHINA HACCPを申請中）

GFSI
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このような中、2014 年には、農林水産省や食品関連企業が集まり「食料産業

における国際標準化戦略検討会」が開催され、同年 8 月には報告書が取りま

とめられた。その中でも、日本が国際的に認められた認証スキームを有してい

ないため、海外の認証スキームを活用するにあたり、「①規格策定の背景が異

なる等のため理解が難しかったり、スキーム改定時に翻訳のタイムラグが生じ

たり、海外から審査員を招聘することもあるなど、中小食品事業者にとって認

証のハードルが高い」、「②自ら規格・認証スキームを有していないため、日本

の強みが評価されず、国際的な標準化の過程に十分参画できない」等の課

題があることが指摘されている。 

日本企業のグローバル展開においては、特に 2点目の課題が大きな足かせと

なる恐れがある。なぜなら、海外の認証スキームは生食や発酵食に見られる

日本の食文化に適応した評価方法となっていないからである。これでは、食

品のグローバル展開を進める際に日本固有の強みを十分発揮することができ

ない上、食品安全規格の国際標準化の過程に日本が参画できないことで、そ

の状況が固定化する懸念もある。 

さらに、GFSI は将来的には企業の食品安全マネジメント分野だけでなく、検

疫基準や添加物規制等、各国の法規制にまで影響力を及ぼす可能性もある。

実際に、GFSI のワーキンググループの中では、グローバル法規制問題につ

いても議論されており、WTO や FAO、国際的な食品の衛生基準や添加物基

準等の指標となるCODEX等にも積極的に関与する姿勢が見られる7。現状で

も、日系食品メーカーの海外展開や輸出に際して、各国で異なる検疫基準や

添加物基準への対応が課題となっており、日本もこれらグローバル法規制に

積極的に関与する術を確保しておくことが重要と考えられる。 

国内では、2015 年 1 月に食品事業者および農林水産省による「食品安全マ

ネジメント等推進に向けた準備委員会」が立ち上げられ、今後は 3つのワーキ

ンググループ（「規格・認証スキーム WG」、「人材育成 WG」、「情報発信戦略

WG」）を中心に検討が進められる予定である。グローバルな食品安全規制の

標準化に遅れをとらないためにも、官民が連携し、早期にこれらの取り組みを

推進することが重要であり、食品メーカーにも主体的な関与が求められよう。 

４．クロスボーダーVC、SC 

日本企業は、海外進出において、調達、物流、販売面では現地企業と連携

するケースが比較的多いが、R&D や製造面では自社単独で取り組むケース

が多い。また、現地企業等と提携して海外市場に参入する場合も、マイノリテ

ィ出資やライセンスビジネス等には消極的な企業も多く見られる。一方、欧米

のグローバル企業はオープンイノベーションの項で見た通り、R&D において

も他社と積極的に連携する姿勢が見られるほか、製造面でも柔軟な対応をと

っている。 

例えば、グローバル企業の日本市場への参入事例を見ると、ネスレのように全

て自前で手掛けるケースもあるが、商慣習が特殊で収益率が低い日本市場

の特性に鑑み、ライセンス契約で参入するケースが多い。アメリカのクラフトフ

ーズは、ナビスコブランドで展開する菓子の生産販売のライセンスを山崎製パ

                                                        
7 GFSI News（2014年 9月）によると、「戦略的に重要なWTOの会議に GFSIが出席する道を探る」、「戦略的に重要な食糧農業

機関（FAO）の会議、たとえば、Codex、IPPC（International Plant Protection Convention：国際植物防疫条約）、IOE（Independent 

Office of Evaluation：評価のための独立オフィス）などに GFSIが出席する道を探る。」となっている。 
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ンに供与しており、他にも、ペプシコはサントリー（飲料）、デルモンテはキッコ

ーマン（ケチャップ）に自社製品の生産販売のライセンスを供与している。また、

欧州メーカーについても、ユニリーバはリプトンブランドで展開する紅茶飲料

の販売について、サントリーや森永乳業にライセンス供与している。 

欧州企業の製造分野における提携事例として、日本市場への参入以外でも、

ネスレとユニリーバの米国における RTD-Tea 飲料8事業の展開が挙げられる。

RTD-Tea 飲料は、新興国中心に市場拡大が見込まれるカテゴリーであり、巨

大な中国市場を押さえる中資系企業の存在感が大きいものの、グローバルに

展開しているブランドは、ユニリーバのリプトンとネスレのネスティーとなってい

る（【図表4、5】）。ネスレとユニリーバの北米展開を見ると、それぞれコカコーラ、

ペプシコと合弁会社を設立して製造・販売を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米国での両社のプレゼンスを比較すると、近年、ネスレがシェアを下げる一方、

ユニリーバはシェア上位を維持している。これを受け、ネスレはコカコーラとの

米国合弁事業を解消し、逆にユニリーバはペプシコとの合弁の対象エリアを

拡大している。ただし、ネスレも、カナダ、ロシア、フランス等、事業が好調な地

域では引き続きコカコーラとの提携関係を継続している。このように、ネスレ、

ユニリーバともに特定のパートナーと固定的な協業関係を構築するのではなく、

マーケット毎に業績の良否に応じて、パートナーとの関係を柔軟に見直してい

ることが分かる（【図表 6】）。 

 

 

 

 

 

                                                        
8 Ready To Drink Teaの略で、缶やペットボトルなど開封後そのまま飲めるお茶飲料のことで、リーフ茶等と区別するための用語。 

（出所）Euromonitor よりみずほ銀行産業調査部作成 

(注)先進国 36カ国、新興国 49カ国を対象 

【図表４】  
飲料カテゴリー別の構成推移（新興国 49 カ国） 

【図表５】  
RTD-Teaブランドシェア（2014年、数量ベース） 
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（出所）Euromonitor よりみずほ銀行産業調査部作成 
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また、ネスレは、乳製品分野では、自らが世界第 3 位のメーカーであるにも拘

わらず、2003年に南米市場を対象として同 4位のニュージーランドのフォンテ

ラ社と合弁会社を設立したり（2014年に対象エリアや事業を再整理）、2005年

に欧州市場を対象として同 2 位のラクタリスとネスレマイノリティの合弁会社を

設立している。このような当社の積極的なパートナーシップ構築の背景には、

「当社は大企業であるが、全てを自社でやれるほどの大企業ではない」9という

考え方がある。ネスレがグローバルトップの食品メーカーであることに鑑みると、

この言葉の重みは大きい。 

日系食品メーカーの中には、ヤクルトのように他社が真似できないオンリーワ

ン技術を持つ企業も存在するが、多くはグローバルベースで見ると外国メーカ

ーとの厳しい競合に晒されている。食品産業は、地域毎に特性のある嗜好や

食文化への対応が非常に重要な産業であり、現地の消費者から支持を受け

たブランドを後から覆すことは容易ではない。このため、グローバル展開にあ

たっては他社よりも早く市場参入しマーケットシェアを確保することが極めて重

要となる。グローバル企業と比較して、海外展開の経験が限られる日系食品メ

ーカーがスピード感を持って海外市場に進出するためには、バリューチェーン

に聖域を設けず現地企業との連携を検討することが必要となろう。 

５．ブランド戦略 

欧州企業のブランド戦略には、所得階層に応じて異なる商品ブランドを展開

する「オールプライス戦略」という特徴がみられる。最近こそ日本企業の中にも、

ボリューム層獲得のため低価格セグメントに参入するケースが見られるように

なったが、日本企業のブランド戦略は、現地企業との差別化を重視した品質・

価値訴求型商品による高所得者層をターゲットとした高級戦略という傾向があ

る（【図表 7】）。 

 

 

                                                        
9 Nestle, Nestle the year in review 2013（http://storage.nestle.com/YR_2013/files/assets/basic-html/page40.html） 

【図表６】 RTD-Teaにおけるネスレとユニリーバの北米展開 

（出所）各種資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
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ネスレは、「ネスレ」というコーポレートブランド、コーヒーの「ネスカフェ」や調味

料の「マギー」というカテゴリーブランド、個別商品であるプロダクトブランドとい

う3つのブランドを使い分けている（【図表8】）。このうち、ネスレのブランド戦略

の中心となるのはカテゴリーブランドであり、マーケティングにおいてはコーポ

レートブランドよりもカテゴリーブランドを積極的にアピールしている。ネスレ、

ユニリーバは消費者の所得階層別に異なるカテゴリーブランドやプロダクトブ

ランドを展開することで、ブランドのアイデンティティを明確化し、ブランドの価

値極大化を目指している。 

ブランド管理面では、ネスレ本社のグローバルチームが各カテゴリーブランド

のガイドライン10を策定しているが、具体的なマーケティング戦略は各市場に

配置されたブランドマネジャーが、ガイドラインに従いつつ裁量を持って策定

実行している。また、収益管理は、カテゴリーブランド毎に厳格に行われてお

り、各カテゴリーブランドに賦課できない営業コストはアイテム数を配賦基準と

して配賦することで、カテゴリーブランドに対して収益貢献していないアイテム

を削減するインセンティブを持たせている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 例えば、レイン・ライケンス「実例多国籍企業のヨーロッパ広告戦略」（1993）電通によると、レーベルのデザインに関する要素

（活字タイプやカラー等）を定める「レーベル基準」、パッケージに関する素材や形態に関する「パッケージ・デザイン・マニュアル」、

ブランドに関するバックグラウンドと主要属性（ブランドの特性、望ましいイメージ等）に関する「ブランディング戦略」がある。 

【図表７】 米国、欧州、日本、アジア企業の所得階層別戦略 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

コーポレートブランド 「ネスレ」
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「ネスカフェエクセラ」

「ネスカフェプレジデント」
「マギーブイヨン」

「マギージューシーチキン」 売れているブランドに経営資源を集中することで、ブラ
ンド価値の極大化と高い利益率を達成
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カテゴリーブランド単位で各国毎にブランドマネジャーを配置

グローバル
チームが戦略
策定

ネスカフェ

マギー

ピュリナ

【図表８】 ネスレのブランド戦略 

（出所）高岡 浩三「ゲームのルールを変えろ」（2013）ダイヤモンド社よりみずほ銀行産業調査部作成 
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欧州企業と比較すると日本企業はコーポレートブランドの浸透に傾注する傾

向が強い。その背景には、文化的に同質で所得格差が比較的小さい日本市

場は単一ブランドによるマーケティングが適していたこと、組織への帰属意識

の高い日本人にとってカテゴリーや商品名よりも企業（コーポレート）名の方が

浸透力が高かったこと等があるのかもしれない。 

地域によっては、日本企業のコーポレートブランドが消費者に対する商品の

安全性訴求という点で意味を持つケースもあろう。しかしながら、単一のコーポ

レートブランドのみでは、グローバル展開に際して、文化、嗜好、所得階層等

の多様性に対応しにくいこと、カテゴリーやプロダクト毎の収益管理が曖昧に

なりやすいというデメリットがあろう。日本企業では、江崎グリコが数年前よりブ

ランドと収益管理体制を、チョコレート、ビスケット、アイスクリーム等、商品カテ

ゴリー単位に変更している。このことは、他の日本企業にも参考になるものとし

て注目される。 

６．ポートフォリオ戦略 

（１）製品ポートフォリオ 

ネスレ、ユニリーバは、巨大な人口を有する中国とインドの 2 大市場に多様な

製品カテゴリーで参入している（【図表 9】）。ネスレの国・カテゴリー別の販売

シェアを見ると、国によって様々なプロダクトで参入しているのが分かる（【図表

10】）。ネスレとユニリーバは、永年に亘り繰り返してきた買収を通じて、多様な

製品ポートフォリオを構築しており、参入対象となるマーケットの特性に応じて

最適な製品を選択して、進出戦略を立案することが可能となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、ネスレとユニリーバは、M&A を通じたポートフォリオの入替も積極的に

進めている（【図表 11～14】）。ネスレは、主力事業だから売却しないという考

え方はせず、事業の価値を見極めて、同じカテゴリーでも買収と売却を同時

に進めている。ユニリーバは、新興国への投資を加速させるため、2000 年以

中国 インド インドネシア タイ シンガポール トルコ ナイジェリア UAE UK ドイツ フランス 米国 ブラジル

加工食品 5位（2.5%） 2位（4.5%） 2位（5.3%） 1位（7.1%） 1位（6%） 14位（0.8%） 2位（7.1%） 1位（7.5%） 6位（2.4%） 1位（4.5%） 2位（3.5%） 3位（4%） 1位（8.9%）

コーヒー 1位（74%） 1位（38%） 1位（27%） 1位（61%） 1位（40%） 1位（50%） 1位（86%） 1位（28%） 1位（36%） 3位（9.5%） 1位（35%） 5位（3.4%） 3位（11%）

ベビーフード 1位（12%） 1位（75%） 2位（27%） 1位（38%） 2位（16%） 6位（1.6%） 1位（54%） 1位（46%） 2位（11%） 2位（25%） 2位（25%） 3位（21%） 1位（81%）

チョコレート菓子 3位（11%） 2位（21%） 6位（2.6%） 1位（23%） 4位（12%） 3位（10%） 2位（22%） 2位（16%） 3位（16%） 6位（5.7%） 4位（11%） 4位（4.6%） 1位（44%）

砂糖菓子 1位（7.7%） 5位（8.8%） 5位（8.6%） 13位（1%） 10位（2.1%） 12位（1.2%） － 1位（18%） 3位（12%） － － 6位（2.9%） 18位（0.1%）

乳製品 11位（1.3%） 13位（1.9%） 2位（19%） 3位（11%） 1位（17%） 9位（1.3%） 3位（13%） 2位（13%） 16位（0.7%） 15位（1.4%） 8位（1.2%） 7位（2.9%） 1位（16%）

即席麺 － 1位（60%） － － 2位（9.2%） － － 2位（24%） － 1位（27%） 4位（8%） － 3位（13%）

アイスクリーム 4位（3.7%） － － 2位（17%） 3位（12%） 5位（0.2%） － － 2位（5.1%） 2位（14%） 2位（19%） 1位（30%） 2位（10%）

冷凍食品 － － － － － － － － － 3位（7.6%） 4位（3.7%） 1位（15%） －

調味料 3位（4.7%） 7位（4%） 10位（1.5%） 9位（2.9%） 3位（7.6%） 14位（1.4%） 2位（15%） 4位（6.5%） － 1位（13%） 4位（6.8%） － 8位（3.5%）

【図表９】 ネスレ・ユニリーバの中国・インド事業（カテゴリー別販売シェア、2013年） 

（出所）【図表 9、10】とも、Euromonitor よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表１０】 ネスレの国・カテゴリー別の販売シェア（2013年） 
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降は特に先進国で調味料事業の売却を積極的に進めている。日本のミツカ

ンがユニリーバから北米で高いシェアを誇るパスタブランド「ラグー」と「ベルト

ーリ」を買収したことは記憶に新しい。 
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（出所）【図表 11～14】全て、Merger Market、ネスレ・ユニリーバ「Annual Report」よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表１１】 ネスレの事業カテゴリー別買収・売却件数（2000年以降） 

【図表１２】 ネスレの事業ポートフォリオの変化（2001-2014） 

【図表１３】 ユニリーバの事業カテゴリー別買収・売却件数（2000年以降） 

【図表１４】 ユニリーバの事業ポートフォリオの変化（2000-2014） 
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多くの日本企業は製品ポートフォリオが限られるため、海外市場参入に際して

取り得る選択肢が少ない。グローバル展開で先行し、複数の製品ポートフォリ

オを持つ味の素ですら、従来は基礎調味料「味の素」の自社販路を独資で開

拓した後に、風味調味料、加工食品等に商品カテゴリーを拡大する戦略を採

っていた。しかしながら、近年は、インドやナイジェリアで東洋水産と即席麺事

業の合弁を手掛けたり、米国の冷凍食品会社を買収する等、参入対象となる

マーケットの特性に応じて戦略を柔軟に選択している。また、利益率や資本効

率を改善するため、安定した業績をあげていたカルピスを売却する等、事業

の新陳代謝にも積極的に取り組んでいる。国内即席麺最大手の日清食品も、

2012 年にスナック菓子メーカーのフレンテへ 20%出資（その後 2014 年には

33.4%まで引き上げ）し、共同で海外事業を進めているほか、2014 年には米

菓メーカーのぼんちにも 30%出資するなど、菓子事業の強化を進めている。 

（２）地域ポートフォリオ 

地域ポートフォリオの観点では、日米の食品メーカーが母国及びその周辺市

場への依存割合が高いのに対して、欧州メーカーであるネスレとユニリーバは

加工食品市場の地域別シェアに類似したポートフォリオとなっている（【図表

15】）。日系メーカーが母国市場に近接し、成長が期待できるアジア市場開拓

に注力することは妥当な戦略と言えるが、ネスレやユニリーバが欧州やアジア

のみならず北米も含む米州市場にも注力していることは一考に値しよう。グロ

ーバル展開とは、先進国と新興国のバランスを取って、世界市場全体におけ

るプレゼンス向上を図ることである、という両社の考え方を窺うことができよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日系食品メーカーは、成長が期待されるアジアの新興国市場開拓に注力して

いるが、ユーロモニター社の予測によれば、アジアと並び中南米も新規需要

の約3割を生み出す有望市場と言える（【図表16】）。また、移民の受け入れ等

により市場拡大が安定的に続く米国市場は、先進国市場の中では高い成長

が期待できる有望市場である。日系食品メーカーにとっては、アジアに加えて、

これらの地域を如何に攻略していくかが重要な課題であると言えよう。 

日本企業も一部

で製品ポートフォ

リオの拡大や事

業の新陳代謝に

取り組む動き 

 

（出所）IMF, Economic Outolook 2014、UN, World Population Prospects: The 2012 Revision、Euromonitor、 

     ロイター社データ、各社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注 1）GDPは PPPベース、 

（注 2）加工食品総市場規模とは加工食品、清涼飲料、ホット飲料、アルコール飲料の合計 

（注 3）味の素は 2014年 3月期、その他は 2014年 12月期 

【図表１５】 グローバル食品メーカーの地域別売上高比率（2014年） 
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７．まとめ 

これまで見てきた通り、欧州食品産業およびネスレやユニリーバに代表される

欧州食品企業の強みをまとめると、「標準化」と「現地化」を巧みに組み合わせ

た事業展開、ならびに、事業環境に応じた「パートナーシップ戦略」の 2 点に

まとめられる。 

「標準化」については、欧米勢の GFSI に見られる食品安全マネジメント規格

のグローバル化と、ネスレのブランド戦略で見たグローバルでのブランドガイド

ラインをベースとする戦略が挙げられる。また、「現地化」については、ネスレ

のコカコーラ、ユニリーバのペプシコとの連携に見られる商品・地域に応じた

展開、ブランド戦略で見たネスレのローカライズ戦略、ネスレとユニリーバのマ

ーケットに応じた参入商品の選択、等が当てはまる（【図表 17】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「パートナーシップ戦略」については、ネスレ、ユニリーバ共に、日本企業が単

独で取り組む傾向にある R&D・製品開発や製造分野についても、オープンイ

ノベーションや RTD-Tea 飲料でのコカコーラ、ペプシコとの合弁事例のように、

【図表１６】 世界の加工食品市場規模（2013年）と地域別市場拡大予測 

（出所）Euromonitor よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表１７】 「標準化」と「現地化」を巧みに組み合わせるネスレとユニリーバ 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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積極的かつ柔軟にパートナー企業と連携すると同時に、事業環境に応じた見

直しも随時実施している（【図表 18】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネスレやユニリーバのようなグローバルで展開する欧州食品企業と比べて、日

系食品企業のグローバル展開は依然遅れている。しかしながら、近年は成長

するアジア新興国中心に積極的に事業展開を図る動きに加えて、一部企業

は欧米企業の買収にも取り組み始めている。一方、グローバル人材の不足に

より、日本企業単独のグローバル展開には限界があることも事実である。日本

企業がグローバル企業に追いつくためには、「標準化」と「現地化」を巧みに

組み合わせ、自社リソースのみに依存することなく、バリューチェーン全てに

おいて現地企業との連携を検討し、スピーディーにグローバル展開を行って

いくことが求められよう。 

 

（流通・食品チーム  松永 智之／穂苅 由紀／大沼 洋平） 

tomoyuki.matsunaga@mizuho-bk.co.jp 

yuki.hokari@mizuho-bk.co.jp 

youhei.oonuma@mizuho-bk.co.jp 

【図表１８】 積極的かつ柔軟にパートナー企業との連携を推進するネスレとユニリーバ 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

日本企業も戦略

の組み合わせと

柔軟なパートナ

ーシップでスピー

ディーな展開を 

オープンイノベーションにより
積極的に外部パートナーと連携

事業環境に応じて柔軟な提携戦略
（RTD-Teaでのコカコーラ、ペプシコと

の提携）

ネスレ ユニリーバ ネスレ ユニリーバ

債権
回収

販売

マーケ
ティング

物流製造調達
製品
開発

R&D
日本企業：パートナー企業と協働を模索する傾向

日本企業：自社単独での取り組みにこだわる傾向
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金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率
売上高 97,603 - 39,830 - 27,507 - 148,589 -
事業別 発電 - - 11,925 43% 27,564 19%

Oil&Gas - - - - 18,676 13%
再生可能エネルギー 7,808 8% - - 2,482 9% 6,340 4%
送配電 14,640 15% 25,622 64% 5,126 19% 5,237 4%
オートメーション 25,376 26% 17,353 44% - - 7,319 5%
鉄道システム 9,760 10% - - 7,974 29% 5,650 4%
ヘルスケア 15,616 16% - - - - 18,299 12%
その他・セグメント間調整額 6,834 7% ▲ 3,145 -8% - - 59,504 40%

地域別 本社所在国 14,640 15% n.a. - 2,741 10% 70,600 48%
欧州 13,674 34% 9,176 33% 25,300 17%
中東・アフリカ 3,800 10% 4,432 16% 15,600 10%
米州 25,377 26% 11,482 29% 5,348 19% 13,100 9%
アジア 19,521 20% 10,874 27% 5,810 21% 24,000 16%

5,564 6% 1,499 4% 995 4% 5,300 4%
7,328 8% 4,178 10% 1,933 7% 26,711 18%

(金額単位：百万USD)

営業利益

39%

18%

38,065

17,569

ABB Alstom General Electric

研究開発費

Siemens

Ⅱ－1－6． 重電 －バリューチェーンの現地化とM&Aの活用 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

１．はじめに 

これまで欧州の重電メーカーは欧州域内で再編を進めるとともに、自社の事

業ポートフォリオを入れ替えることでグローバル企業へと成長してきた。欧州の

重電産業を見る上で、重電事業として長い歴史を持つ複合企業を分析するこ

とに意義があると考え、本章では欧州重電系コングロマリット企業として、上記

の要件を満たすドイツ Siemensを中心に、スイスABB、及びフランスAlstomを
採り上げる。3 社の事業ポートフォリオはそれぞれ異なっており、発電システム
や送配電システムといったエネルギー関連事業の他、Siemens と ABBはオー
トメーション事業、SiemensとAlstomは鉄道システム事業を展開している。尚、
Siemensはヘルスケア事業も手掛けている（【図表 1】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siemens ・ ABB ・

Alstom の概要と

沿革 

【要約】  

 Siemens に代表される欧州重電系コングロマリット企業は、一早い海外展開による研究
開発・マーケティング・リクルーティングの現地化と M&A の活用によって、欧州における
リージョナルリーダーからグローバルリーダーへと成長してきた。 

 立地的制約からリージョナルリーダー化というプロセスを経ることが困難な日系企業がグ
ローバルリーダーを目指すのであれば、欧州企業が採用するバリューチェーンの現地

化及びM&Aの活用については、必須の戦略としてこの実効性を高めることに危機感を
持って欧州企業以上に取り組まなければならない。 

 欧州市場を抱える欧州企業、巨大な母国市場を抱える米国企業、台頭する新興国企業
がひしめくグローバル市場において、日系企業には先進国市場では M&A、新興国市
場では現地に根差した研究開発とリクルーティング等を活用して、両市場を深堀してい

くことが求められよう。 

【図表１】 Siemens・ABB・Alstom・General Electric 会社概要 

（出所）各社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注 1）Alstom以外は 2014年度の数値、Alstomは 2013年度の数値、比率は売上高対比の数値を示す 
（注 2）本社所在国以外の地域の売上高は、各社の本社所在国売上高を控除した数値を示す 
    （Siemens・ドイツ、ABB・スイス、Alstom・フランス、General Electric・米国） 
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：ナショナルチャンピオンへの動き ：リージョナルリーダーへの動き ：グローバルリーダーへの動き

1847 Siemens & Halske 設立
1883 ASEA設立
1891 BBC設立 1898 CGE設立

1928 Alsthom設立（Thomson Houston資本）

1920年代
イタリア、ドイツ、ノルウェー、オーストリアに工場設
立

1969
SiemensとAEGはタービン発電機と変圧器事業の
共同子会社であるKWUとTUを設立

1969 CGEがAlsthomを買収（Dellと統合）

1973 SiemensとAEGの原子力発電事業をKWUに統合 1970年代
フランス政府はタービン発電機をAlsthomに、原子
力発電設備をFramatomeにそれぞれ集中

1976
Siemensは経営が悪化したAEGからKWUを買収し
100%出資子会社とし、西ドイツで唯一の発電所
ターンキー供給企業に

1978
カナダ企業との提携でカナダに製造子会社を、米
国にガスタービン製造子会社を設立

1987 子会社KWUをSiemensのグループに再編 1987 BBCとASEAが合併

1988
AEGの蒸気タービン事業を買収、イタリアのFranco
Tosiを買収、ベルギーのACECの小型タービン事業
を買収

1988
AlsthomがACECの事業の一部を買収、Alsthomが
西ドイツのボイラーメーカーのEVTを買収

1989
イタリアのFinmeccanica / Ansaldoと発電機、ボイ
ラ、タービン、変圧器の4事業でJV設立（後にター
ビン、変圧器のJV買収）

1989
GEC-Alsthom誕生（GECとフランスCGEの重電・鉄
道事業統合）

1989
米国のWestinghouseとT&DでJV（ABB45%）設立
（1988）⇒買収

1990
米国のCombustion Engineering（火力・原子力）買
収

1995 MANの蒸気タービン事業を買収

1996
GECとAlcatelはGEC-Alsthom株式を売却し、同社
はAlstomとして上場

1998 Westinghouseの重電事業を買収

1999 Alstomとタービン事業のJVを設立 1999
ABBとタービン事業のJVを設立、GEにガスタービ
ン事業の一部を売却

2000
Voithと水力発電事業JVを設立（Siemens35%出
資）

2000
Alstomとのタービン事業のJV持分を同社に売却、
BNFLに原子力事業を売却（Westinghouseに統合）

2000 AlstomがABBとのJV買収

2001 フランスのFramatomeと原子炉共同子会社を設立
2003 Alstomの産業用ガスタービン事業を買収 2003 Siemensに産業用ガスタービン事業を売却

2004
風力発電関連企業のBonusを買収、VA Techの送
配電事業を買収

2004
フランス政府がAlstomにマイノリティー出資、送配
電事業をArevaに売却

2006
BouygueがAlstomの政府保有株式を買取、Power
Conversion事業を売却

2007 スペインの風車メーカーであるEcotecniaを買収

2008
米国の変圧器メーカーであるKuhlman Electricを
買収

2008 フランス政府がAlstomの株式を売却

2009 Arevaの持分を売却
2010 Arevaの送配電事業を買い戻し

2014
Rolls-Royceのガスタービン事業を買収、
DresserRandの買収を発表

Siemens ABB Alstom

同様のプレイヤーとして、米国企業では General Electric（以下 GE）が代表的
であり、Siemens と GEはそれぞれ欧州と米国を代表する重電系コングロマリッ
ト企業であると言えるが、両社の売上高構成を比較した際に、自国売上高が

大きく異なる点が 1 つの特徴として挙げられる。Siemens のドイツ国内売上高
比率が 15%程度に留まるのに対し、GEの米国内売上高比率は 48%に上る。
巨大母国市場を抱えるGEと比べると、欧州企業にとってグローバル展開は企
業戦略そのものであると言える。 

ここで欧州重電系コングロマリット企業の原点である重電メーカーとしての歴

史について振り返ってみたい（【図表 2】）。戦後から石油ショックまでの間は、
重電メーカー各社が所在地国においてナショナルチャンピオンを目指してい

た時代と言える。この時代、欧州主要国内では、安定的な電力供給体制を構

築するとの目的のもと、重電メーカーが国営・公営電力会社に対して独占的

に重電機器を供給していた。また、輸出に関しては、主に旧宗主国から旧植

民地国に対して、政府開発援助・技術援助等との抱き合わせにより行われる

ことが多く、重電メーカー各社の所在地国政府の外交政策が受注獲得に有

利に作用していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 年代は、欧州域内における市場統合の動きが進展し、米国・日本企業
へ対抗するための企業競争力強化の機運が高まった時代であった。重電産

業においても、1987年のスウェーデンASEA とスイス BBCの統合によるABB
誕生を皮切りに、欧州域内で一気に再編が加速する。欧州域内でリージョナ

ルリーダーを目指す動きである。 

GE と双璧をなす

Siemens 

欧州企業にとっ

てグローバル展

開は企業戦略そ

のもの 

1980 年代はリー

ジョナルリーダー

を目指す時代 

ABB の誕生 

戦後から石油ショ

ックまではナショ

ナルチャンピオン

を目指す時代 

【図表２】 重電産業における Siemens・ABB・Alstom のグローバルリーダーへの取り組みの系譜 

（出所）各社 HP よりみずほ銀行産業調査部作成 
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そして 1990年以降、欧州重電メーカー各社は更なるグローバル展開を進め、
ガスタービンでGEに次ぐ世界 2位の Siemensや送配電システムで世界トップ
クラスのシェアを有する ABB は、ともにグローバルリーダーとなったと言えよう。
本章では、両社がグローバルリーダーに至るまでの企業戦略を、Siemensを中
心に 5つの共通分析軸（①研究開発戦略：イノベーションとそれを生み出す産
官学連携、②標準化戦略、③クロスボーダー戦略、④ブランド戦略、⑤ポート

フォリオ戦略）に従って整理し、日系重電メーカー各社が今後グローバル企業

として勝ち残っていくための示唆を得たい。 

また、2014年に GEによる Alstomのエネルギー事業買収が発表されたことで、
いまだ重電産業においてグローバル再編が継続していることが確認された。

エネルギー事業売却後、Alstom は鉄道システム企業として歩んでいく予定で
あるが、本章では Alstom が重電産業においてグローバルリーダーとなり得な
かった要因を考察してみたい。 

２．Siemensを軸とした欧州重電系コングロマリット企業の事業戦略分析 

まず、研究開発戦略について考察する。Siemens は応用研究のうちクローズ
化すべきコア技術研究については、自社の技術研究センターで手掛けている

が、それ以外の応用研究については、Fraunhofer1との共同研究を通して効率

化を図っている。また、応用研究の中でも、需要地のニーズに対応した技術

開発が求められる分野については、研究開発の現地化を積極的に実施して

おり、その手段として、海外研究機関との共同研究を活用している。一方、応

用研究を進める中で必要となる基礎研究については、Siemens 自身では実施
せずに、研究委託を通じて世界中の大学・研究機関の研究成果を活用して

いる。特に全世界で 8つの大学を CKI （Centre of Knowledge Interchange）と
称して戦略的に提携し、各大学内に Siemens専属のコーディネートオフィスを
設置するなど、密な連携を行っていることが特徴として挙げられる。このような

提携を通して、委託研究プロジェクトのマネジメントを効率化している。 

グローバル企業にとって、研究開発部門を現地化することには幾つかの意義

が認められる。Siemensのように応用研究の一部を現地化することにより、機能、
価格、デザイン等について現地ニーズに即した製品を開発し、新たな市場の

開拓（マーケティング）に結び付けることが可能となる。Siemensは 2009年から
「 SMART （ Simple, Maintenance Friendly, Affordable, Reliable, Time to 
Market）戦略」として、成長が見込まれ、かつ、コスト要求が厳しい地域向けに
機能を絞り込んだ製品をあえて開発する戦略を進めている。また、Siemens の
ように、基礎研究において各地域の大学と密に連携することで、優秀な学生

を囲い込むというリクルーティングの側面も挙げられる。研究開発を現地化し

ていくためには、地域毎に研究開発拠点を設置し、各地域で相応規模の研

究者やエンジニアの数を確保することが課題となるが、Siemensは地元の大学
機関との密な連携を行うことで、現地人材の確保に繋げている（【図表 3】）。 

 

 

 

                                                        
1 Fraunhoferはドイツにおける半官半民の応用研究機関 

①研究開発戦略 

研究開発に関わ

るオープン&クロ

ーズ戦略 

Siemens の狙い

は研究開発を通

したマーケティン

グとリクルーティ

ング 

再編せざるを得

なかった Alstom 

1990 年以降はグ

ローバルリーダ

ーを目指す時代 
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事業関連大学
約1,000大学

アンバサダー大学
36大学

・基礎研究で戦略的に提携、日常的に
情報交換
・ベルリン工科大、ミュンヘン工科大、
アーヘン工科大、コペンハーゲン工科
大、マサチューセッツ工科大、UCバー
クレー、清華大、同済大

≪基礎研究≫
・基礎研究は、基本的には自社で行わず大学や研究機関の研究成果を活用す
る方針のもと、毎年約1,000の新規研究提携事業を開始

CKI
（Centre of Knowledge 

Interchange）

8大学

下記2点を主目的に、大学内に
Siemens専属のコーディネートオフィス
を設置

①各個別プロジェクトのコーディネートや
マネジメントの効率化 （従来は特定部署
と特定教授とが個別に契約）

②リクルーティング強化

外部
ネットワーク

大学
研究機関

ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ
顧客企業

中小企業
VC

経済団体
標準化団体

社内
ネットワークコーポレート技術部門

・知財管理

・大学連携の管理とガバ
ナンス
・長期技術ビジョン策定

・事業部門との技術ロード
マップ調整

技術研究センター
・13の重要研究部門

事業
部門

長期戦略

研究成果

研究協力

開発協力

シーズ紹介

サービスの
活用

≪応用研究≫
・応用研究は、コーポレート部門の中の技術研究センターが担当

 

 

 

 

 

 

 

 

ABB は 2005 年以降、2,000 人規模のコーポレートリサーチセンターを世界 7
箇所に設置し、Siemens と同様に地域に根差したテーマでの研究開発を進め
る戦略を実施している。例えば、成長が見込まれる中国において、清華大学

をはじめとする複数の中国の大学との共同研究や、学生に研究開発を競わ

せるコンテスト「University Innovation Contest」を主催するなど、マーケティン
グと人材の囲い込みを同時に進めている。 

また、Siemens と ABB に共通する動きとして、傘下のベンチャーキャピタルを
通じたベンチャー企業への投資が挙げられる。Siemens はエネルギー、インダ
ストリー、ヘルスケアといった自社事業領域を中心に、ABB はエネルギー関
連を中心に、欧州域内のみならず各地域のベンチャー企業に投資を行って

いる。最先端の技術を早い段階から取り込む動きであることに加え、上述の大

学との連携と同様、効率的な研究開発とリクルーティングの側面もあると考え

られる。 

次に、標準化戦略について考察する。欧州では EU 加盟国が、「世界的に影
響力を有する欧州企業にとって利益となることは EU 全体の利益に結び付く」
という発想のもと、「Europe2020（2010年）」としてイノベーションの戦略、目的、
方向性を共有している。このような背景もあり、Siemens のような欧州で影響力
の大きい企業の技術や製品が欧州域内での標準規格になりやすい土壌が既

に存在していると言える。 

例えば、鉄道システムの領域では国毎に異なっていた鉄道規格を欧州域内

で統一した際に、Siemensをはじめとする鉄道システムBig3と言われる各社が
実務を担う各種団体に自社職員を派遣することで、自社の技術・製品が欧州

規格となるよう働きかけることに成功したとされる。また、オートメーションの領

域では、Siemens、ABB、Bosch 等が共同で開発したネットワークシステムの規
格である Profibus が、1989 年にドイツ工業会規格を取得したのに次いで、
1996年には欧州規格を取得している。 

 

 

 

 

②標準化戦略 
デジュール化戦

略 

【図表３】 Siemens における研究開発体制 

（出所）経済産業省資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

ABB における研

究開発戦略 

ベンチャーキャピ

タルの活用 
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よりグローバルな視点で見れば、欧州における規格が国際標準を目指す場合

に、EUで足並みが揃っていることにより、標準化機関における検討の際にEU
加盟国の意見や方向性が一致する可能性が高い。例えば、ISO（国際標準化
機構）や IEC（国際電気標準会議）の規格決定プロセスにおいて、利害を共に
する 28 ヶ国という EU加盟国の数は有利に働く。このように、他の国や地域に
比べて EU が主導して国際標準化機関と密接に連携することで、国際標準化
を優位に進めている。アジア新興国市場においても国際標準製品が求められ

る中では、より有利に自社製品をグローバル市場に展開することができる状況

にあると言える。先に挙げた Profibus は、1999 年に国際標準規格を取得し、
現在では世界シェア 4割を占めるに至るなど、デジュール化により海外展開を
優位に進めることで、圧倒的な地位を目指そうとする姿勢が窺える。 

このような特性を有する欧州において、域内のリージョナルリーダーが先導す

る形でデジュール化を積極的に進め、地域としての産業競争力強化に活かし

ていく動きは極めて合理的な戦略であり、欧州企業のグローバルリーダー化

を後押しすることに繋がったものと推察される。翻って、世界市場における日

本のポジションが相対的に低下する状況にある中、近隣のアジア地域におい

てですら、日系企業が各国の利害を調整しながら標準化戦略を主導していく

ことは難儀とみられ、欧州企業とは異なる競争戦略の在り方が問われることと

なろう。 

第三に、クロスボーダー戦略について考察する。欧州企業のクロスボーダー

戦略については、先進国市場と新興国市場で展開する戦略にそれぞれ特徴

がみられる。 

まずは先進国市場の社会インフラ関連事業について考察したい。先進国市

場の社会インフラ関連事業は、既に制度やニーズが確立され、それに対応し

た高い技術や市場プレゼンスを有する企業が存在している。このような市場に

参入するには、M&Aが有効と考えられる。例えば、Siemensは 1998年に米国
の重電メーカーである Westinghouse の火力発電事業を買収したが、これによ
り、2000年初頭から急拡大した米国のガスタービン需要を取り込むことに成功
し、ガスタービンのグローバル市場において GE に次ぐプレイヤーとしてのポ
ジションを確固たるものとした。更に、Siemens はこの買収を通じて米国・エネ
ルギー省による先進的ガスタービンプロジェクトにも参加し、ガスタービンの蒸

気冷却技術も獲得している。ABB も同様に、1989 年に Westinghouse の送配
電事業、2008年に米国の変圧器メーカーKuhlman Electricを買収し、北米に
おける送配電領域で GEを上回る生産能力を備えるなど、先進国市場の社会
インフラ関連事業への参入にはM&Aが有効であることが示唆される。 

次に、成長が期待される新興国市場である。新興国市場においては、M&A
は実施されているが、先進国市場よりも段階を踏みながら参入する傾向が見

て取れる。Siemens、ABB何れも、代理店経由の自社製品販売から参入し、ロ
ーカル製造、ローカルデザイン設計、研究開発の現地化と、バリューチェーン

を遡る形で徐々に現地化を図っている（【図表 4、5】）。 

 

 

 

③クロスボーダー

戦略 

先進国・ノンオー

ガニック戦略 

新興国・マルチ戦
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販売
サービス

製造ソーシングR&Dプロダクトマネジメント

製品への信頼性向上
• ローカルR&Dでローカル
の要求とコンポーネントに
対応した新製品を設計

• エントリーレベルの要素を
追加

ローカルデザイン
• ローカルR&Dでコストダウンに
フォーカスした製品を設計

• ローカルソーシングの深化

ローカル製造
• ローカル製造拠点設置
• ローカルサプライヤーを
通じたコストダウン

• 先進国拠点からグローバ
ル顧向け輸出

エントリーレベル新製品の開発 ローカルでエントリーレベルに適応さ
せた製品の展開

ミドルエンド製品をローカル
で製造

グローバルハイエンド製品

20-40% 10-20% 5-10%

1234

コストダウン効果（Siemens想定） コストダウン効果（Siemens想定） コストダウン効果（Siemens想定）

輸出販売 組立工程 ﾛｰｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ﾛｰｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

ローカル販売拠点 グローバルR&D

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｿｰｼﾝｸﾞ

組立工程

ローカル販売拠点

組立工程

グローバルR&D

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｿｰｼﾝｸﾞ

組立工程

ローカル販売拠点

組立工程

ローカルR&D

プロマネ、SI

製品マネジメント

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4

輸出事業者

ローカル事業者

輸出販売 現地製品・サービス

ローコスト化

ローカル化

現地市場への
浸透度

時間軸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新興国における事業展開に際しては、政府とのコネクションや現地サプライヤ

ーとの人脈等が重要となる場合があり、その際には現地企業との JVが有効な
参入形態であると考えられる。しかし、現地企業と JV を組む場合、技術流出
の防遏が課題となる。Siemensは中国において上海電気と JVを設立して蒸気
タービンとガスタービンの製造、販売を行っているが、コモディティ化が進んで

いる蒸気タービンやガスタービンのコールドパーツ2は上海電気 60%出資の
JVで手掛ける一方、技術的守秘性の高いガスタービンのホットパーツ3製造は

Siemens65%出資の JV で手掛けている。また、蒸気タービンについても輸出
は Siemens65%出資の JV が行っており、バリューチェーンの中で重要な部分
は Siemens が押さえる工夫が講じられている（【図表 6】）。このような資本提携
を取り纏めることができる前提として、Siemens 社内で技術の協調領域と競争
領域を綿密に整理されていることが考えられる。その結果、JV化にあたって譲
れない部分の線引きが明確になされ、断固たる姿勢で交渉に臨むことが出来

ているとみられる。他方、ABBについては、一旦中国企業と JVを組んで市場
参入を果たした後、現地法人を設立して守るべき技術の流出を防止する使い

分けを行っている。 

 
                                                        
2 蒸気タービンやガスタービンの構成部品のうち、低温域で使用される部品 
3 蒸気タービンやガスタービンの構成部品のうち、高温域で使用される部品 

【図表４】 Siemens における新興国進出のステップ 

（出所）Siemens IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表５】 ABB における新興国進出のステップ 

（出所）ABB IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

中 国 に お け る

Siemens の重電

事業 JV 
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蒸気タービン

【JV】Shanghai  Electric Power 
Generation Equipment

【JV】Siemens Power 
Equipment Packages 上海電気

輸出市場 中国市場 輸出なし

【JV】Siemens Gas 
Turbine Parts

•蒸気タービン
•発電機
•補機

•ガスタービンコールド
パーツ

•ガスタービンホット
パーツ

Siemens 
65%

Siemens 
40% Siemens 

65%

2005-

2007-

ガスタービン

上海電気

製造

販売

市場
中国市場

 

 

 

 

 

 

 

 

第四に、ブランド戦略について考察する。Siemens は、「各製品に商品ブラン
ドではなく型番やモデル名を付すことが基本」であり、「Siemens ブランドに
『Top Products／Only Products』という積極的なイメージを持たせるべく、高品
質製品の開発・創出に集中」している、と述べている。つまり、製品毎に異なる

プロダクトブランドを用いるのではなく、Siemens というコーポレートブランドに
高品質というブランドイメージを持たせることに注力している。大半が産業分野

向けの製品であることも一因と言えようが、Siemens というコーポレートブランド
にブランド価値を付加することが最重要視されていると推察される。 

一般論として、新興国市場では、しばしば品質とコストのバランスが課題となる。

現地のコスト要求に従うと品質の低下を招き、その結果、コーポレートブランド

を毀損する懸念が生じる。他方、自社ブランドを付す以上、高い品質を維持し

なければならないとの考え方に囚われると、現地ニーズに合致しないスペック

や価格の製品を展開することになり、市場開拓に失敗する可能性がある。 

Siemensは新興国では、機能を絞り込みながらも現地ニーズは的確に押さえ、
価格競争力もある製品（SMART 製品）を展開している。SMART 製品は機能
こそ限定されているものの、Siemens のコーポレートブランドを付与して高品質
であることを謳うことで、顧客からの信頼を獲得することに成功している。 

このようなことが可能となったのは、研究開発を含めたバリューチェーンを徹底

的に現地化したことが大きい。例えば、インドのヘルスケア事業において、

Siemensは現在 GEに次ぐポジションにあるが、その背景には、早期に研究開
発からアフターサービスまでのバリューチェーンをインドに構築したことが大き

く貢献したと言えよう（【図表 7】）。先進国向けの CT4や MRI5は非常に高価で、

インドの医療機関がそのまま導入することは困難であった。このため、Siemens
は将来的な普及を見据え、インドに研究開発拠点を設置、現地医療機関のニ

ーズを踏まえて機能を絞り込む一方、品質については Siemensの基準を維持
し、競争力のある価格で製品を市場投入した。これにより、販売シェアも高まり、

医師や技師等のユーザーに Siemens 製品が浸透してブランドが構築されると
いう好循環に繋がっていった。 

 

                                                        
4 CT：Computed Tomography（コンピュータ断層撮影検査装置） 
5 MRI：Magnetic Resonance Imaging（磁気共鳴画像検査装置） 

④ブランド戦略 
コーポレートブラ

ンドのグローバル

展開 

【図表６】 Siemens の中国における上海電気との提携 

（出所）Siemens IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

インドにおける

Siemens のヘル

スケア事業の現

地化製品 
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早期から現地進出
更なる投資が可能

現地シェア向上

現地フィードバックに柔軟
に対応でき、現地ニーズ
に即した機器提供が可能

Siemensブランド向上

現地R&D／製造部門へ
の適切なフィードバックが

可能

現地ニーズの吸い上げが
可能

代理店販売の場合、
フィードバックが適切に行
われないケースも

先進国拠点では、現地
ニーズに合わせたスペッ
クの製品開発は後回し

現地病院から見ると、日
系企業の対応はスローに

見える

現地売上が上がらない中、
投資の優先順位は低位

に留まる

現地ニーズの吸い上げは
限られた代理店経由に留

まる

高品質であっても、オー
バースペックの日系機器
は受け入れられず

電力
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売却
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Siemensの部門別売上高・税前利益率推移 主なポートフォリオ入れ替え事例

1998年 2007年2002年 2012年

不採算事業からの
撤退・建て直し

主要3セグメント
への選択と集中

主要セグメントへの投資と
インフラ事業の確立

買収 売却

2000 医療IT Shared Medical
($2,378M) 2000 半導体

（Infineon）
IPO(29%)
($5780M)

2002 自動車関連
Mannesmann
($3,191M) 2001 樹脂製造

Apax Partners
($1673M)

2004 水処理
US Filter
($993M) 2001 原子力発電（合弁解

消）
Areva

2004 水処理、水力
発電、T&D等

VA Technoligie
($990M) 2002 ネットワークデザイン

他
Demang Holding
($1697M)

2006 診断機器
DPC
($1,627M) 2005 携帯電話

Ben Q
($323M)

2006 診断薬
Bayer
($5,318M) 2006 通信インフラ機器(JV

設立）
Nokia

2007 設計・生産ソフト
UGS
($3,500M) 2007 自動車関連

Continental
($15640M)

2007 診断薬、診断
機器

Dade Behring
($6,718M) 2008 コンピューター

（合弁解消）
富士通
($584M)

2012 鉄道システム
Invensys Rail
($1,789M) 2010 ITソフトウェア Atos Origin

($815M)

2012 モーションプランニ
ングソフトウェア

Kineo CAM(NA) 2012 照明
Osram(80.5%)
($2,617M)

2013 産業用ソフトウェア TESIS PLMware 2013 携帯電話 Nokia(50%)($2,217M)

2014 ガスタービンコンプ
レッサ事業

Rolls-Royce($1,333M) 2013 水処理
AEA Investors
($865M)

2014 油田装置（掘削）
Dresser-Rand Group 
($7,403M) 2014 家電

Bosch
($3,854M)

2014 MES（製造実行シス
テム）

Camstar Systems 
($160M) 2014 補聴器

EQT Partners
($2,681M)

2014年

 

 

 

 

 

 

 

 

最適なポートフォリオの構築は、コングロマリット企業にとって大きな経営課題

である。Siemens も過去 20 年の間に事業ポートフォリオを大きく入れ替えてき
た。半導体（USD5,780M）、自動車部品（USD15,640M）、IT ソリューション
（USD815M）、携帯電話（USD2,217M）、家電（USD3,854M）等、USD1,000M
を超える大型事業の売却を実施し、事業を絞り込んでいる。1989 年の東西ド
イツ統一以来の価格下落、ハイテク事業における米系・アジア系企業との競

合等、Siemensは長く苦悩の歴史を辿ってきたが、近年は GE をベンチマーク
しながら、大胆に事業ポートフォリオを入れ替えることで、売上高は横這いを

維持しつつも、収益性は大幅に改善している（【図表 8】）。このような戦略を
Siemens が採用した背景として、当時のドイツにおけるコーポレートガバナンス
改革の影響が挙げられ、Siemens は同改革に基づいて収益性を意識した経
営指標を導入し、ポートフォリオの運営を行ってきた（詳細はⅢ－5．「ドイツに
おけるコーポレートガバナンスの変革」参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ポートフォリオ

戦略 

Siemens による収

益性を第一義とし

たポートフォリオ

の組替え 

【図表８】 Siemens の業績推移とポートフォリオ入れ替えの関係 

（出所）Siemens IR資料、Merger Market よりみずほ銀行産業調査部作成 

（出所）Siemens IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表７】 インドにおける Siemens の事業展開の循環イメージ 
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形態 年 内容

買収 1998 Westinghouse火力発電部門買収

JV 2000 水力発電事業をVoithとJV化（35%マイノリティ出資）
水力事業統合

JV 2001 Framatomeと原子炉JV化（34%マイノリティ出資）
原子力事業統合

買収 2004 風力発電Bonus買収
風力発電参入

買収 2009 太陽熱発電Solel Solar買収
太陽熱事業参入

売却 2009 Arevaの持ち分売却
原子力事業撤退

撤退 2012 太陽熱事業撤退

買収 2014 Rolls-Royceガスタービン事業買収

買収 2014 DresserRand買収発表

事業毎にみると、エネルギー領域は選択と集中を進め、ガスタービンと洋上風

力という世界で 1～2位になれる事業に注力する姿勢が明確になっている。具
体的には、2004 年に Bonus を買収して風力発電事業に参入する一方、事業
拡大の目途が立たない原子力発電や太陽熱発電からは撤退している。2014
年には Rolls-Royce のガスタービン事業（USD1,333M）と Dresser-Rand
（USD7,403M）の買収を発表しており、分散電源やOil & Gas市場を狙った小
型ガスタービン事業の強化が目指されている。エネルギー事業は政策に左右

されることが多いため、母国市場であるドイツやグローバルなエネルギー政策

のトレンドを踏まえつつ、勝てる事業を集中的に強化する方向である（【図表

9】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、鉄道システム事業等、システム化が重要な事業においては、ドイツの信

号保安装置メーカーである Invensys rail（USD1,789M）の取り込みにみられる
ように、付加価値の高い領域を対象とした M&A が実施されている。へルスケ
ア事業では、DPC （USD1,627M ）、Bayer （USD5,318M ）、Dade Behring
（USD6,718M）を相次いで買収して体外診断領域を取り込み、診断に関する
ワークフローを一貫で提供できる体制を構築している。 

また、Siemens はオートメーション領域において、既存製品であるモーターや
インバータ、PLC6等に加えて、買収によって獲得したPLM7やMES8等のソフト

ウェアをパッケージ化した垂直統合的なビジネスモデルを構築している。近年

の製造業における潮流として、顧客ニーズの多様化が挙げられ、企業の生産

活動では販売部門や素材調達部門との連携によるサプライチェーンの最適

化や、製品の設計段階から販売、廃棄までを見据えてプロセスを最適化する

PLMの重要性が増している。 

 

 

 

                                                        
6 PLC：Programmable Logic Controller（リレー回路の代替装置として開発された制御装置） 
7 PLM：Product Lifecycle Management（製品ライフサイクル管理） 
8 MES：Manufacturing Execution System（製造実行システム） 

【図表９】 Siemens による世界で 1～2位になれる事業への注力 

（出所）Siemens IR資料、Merger Market よりみずほ銀行産業調査部作成 
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買収年月 買収相手 セクター
金額

(百万USD)
売却年月 売却会社 セクター

金額
(百万USD)

2000/04 ENTEX Information Services Inc ソフトウェア 80 2004/06 Siemens AG (wafer inspection business) ソフトウェア 8

2000/02 Moore Products Co オートメーション 189 2008/09 Siemens Machine Vision Business ソフトウェア 12

2003/08 Cycos AG ソフトウェア 18 20

2005/10 Siemens Machine Vision Business オートメーション 23

2005/01 RAG Informatik GmbH ソフトウェア 33

2006/03 Siemens Business Services GmbH & Co OHG ソフトウェア 308

2007/07 iMetrex Technologies Ltd. (76.98% Stake) オートメーション 51

2007/05 UGS Corporation ソフトウェア 3,500

2008/02 Apertio Limited ソフトウェア 206

2009/06 Siemens Information Systems Ltd ソフトウェア 58

2012/04 IBS AG (51.37% Stake) ソフトウェア 21

2012/04 IBS AG (40.76% Stake) ソフトウェア 23

2013/01 LMS International NV ソフトウェア 866

2014/10 Camstar Systems, Inc. ソフトウェア 160

5,536

≪売却≫≪買収≫

元々、Siemensはオートメーション領域における世界的な FA機器メーカーとし
てハードを中心に事業を展開してきたが、上記のような潮流を一早く捉え、

UGS Corporation（USD3,500M）や Camstar Systems（USD160M）といった
PLM と MES において世界トップクラスの IT ベンダーを買収するなど、ソフト
面の強化を図った（【図表 10】）。両社買収の結果、Siemens はオートメーショ
ンの領域においてハードとソフトの両面で高い世界シェアを占めるとともに、顧

客のニーズにワンストップで対応可能な体制を築くに至った。垂直統合的な

生産設備・サービスの提供は顧客のエンジニアリングコスト削減や機器・シス

テムの管理負担削減にも寄与しており、部分最適なサービスの提供のみに留

まる他社との差別化に繋がっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このようなソフトウェア・ITソリューションビジネスにおける動きは、Siemensの全
社的な方向性とも合致する。2014 年に発表した新中期経営計画において、
Electrification、Automation、Digitalizationの 3つを各事業に共通するメガトレ
ンドとして掲げ、現在は特にDigitalizationによる新たなビジネス展開に力点を
置いている。具体的には、エネルギーマネジメントにおける既存 E&A
（Electrification & Automation）の高度化やタービンの遠隔監視・分析による
効率化の他、デジタルファクトリーやヘルスケアの分野ではソフトウェア自体で

の商業化も強化していく方向にある。機器の販売に留まらず、サービスで稼ぐ

ビジネスモデルを拡大していく戦略であると言える。 

一般論として、機器メーカーにとって IT やソフトウェアを活用したサービス事
業を手掛けて、ハードからソフト中心のビジネスモデルに転換することは、技

術及びビジネスモデル構築の両面から容易なことではない。Siemens が
Digitalization を進められる理由は、自社内に 17,500人ものエンジニアを抱え、
Atos や IBM、Accenture 等の IT 企業との提携も上手に活用していることや、
前述した傘下のベンチャーキャピタルを通じて常に最先端の情報にアクセス

できることが考えられる。 

 

 

【図表１０】 Siemens のオートメーション事業における M&A 戦略 

（出所）Siemens IR資料、Merger Market よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）金額が判明している案件を記載 

但し、Camstar Systemsの買収年月欄については公表年月を記載 

Siemensにおける

全社的な方向性

とソフトウェア&IT

ソリューリョンビジ

ネスとの関係 
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売却

売却

ABBの部門別売上高・税前利益率推移 主なポートフォリオ入れ替え事例

買収 売却

2008
産業用オートメー
ション（石油ガス分
野）

Ber-Mac Electrical 
and Instrumentation 1999 鉄道（Adtranz） Daimlerに持株分を売却

($471M)

2008 変圧器
Kuhlman Electric 
($513M) 2000 原子力

British Nuclear 
Fuels($485M)

2010 ネットワーク管理事
業

Ventyx($1,000M) 2000 発電
Alstomに出資分を売却
($1,190m)

2010 UPS Chloride 
Group($1,296M) 2002 金融 GE($2,300M)

2010 産業用モーター
Baldor Electric 
($4,079M) 2003 ビルシステム YIT($233M)

2011 パルプ・製紙業向け
機器

Lorentzen & Wettre
($119M) 2004 オイル・ガス・石化事

業（上流工程）
Vetco International 
($975M)

2011 太陽光発電 Novatec Solar(35%) 2007
ルーマスグローバル
（プロピレン製造技
術）

CB&I($950M)

2012 鉄道車両補助電源
事業

RGM ($14M) 2014 フルサービス事業 Nordic Capital Fund

2013 太陽光発電用イン
バーター

Power-One($14M)

コア事業への集中に向けて
ノンコア事業売却（5事業）

2000年 2004年2002年 2006年 2009年 2014年 【提携】
14.04 商業ビルの自動化（Philips）
14.09 蓄電分野（BYD）コア事業強化

更に、Siemens の機器のグローバルなインストールベースの存在も大きい。
Siemens はガスタービンで約 2 割、PLC で 2～3 割の世界シェアを誇り、世界
中の工場で Siemens の機器が稼働している。Siemens の Digitalization は、こ
のインストールベースにサービスを付加する形で進められている。また、

Siemens は、クラウド、データ分析、サイバーセキュリティ等の汎用的な技術を
共通基盤として、様々な事業領域におけるソリューション提供のために活用し

てコストを削減している。 

ABB については、2000 年代初頭にアスベスト訴訟に伴う損害賠償の支払で
経営危機9に陥ったが、事業の選択と集中を能動的に実施したことで危機から

這い上がり、現在では高収益体質の企業に変容している。ABBは送配電とオ
ートメーションを中核事業と位置付け、周辺企業の買収によって事業の拡大を

進める一方、非中核事業についてはリストラクチャリングを進めた。尚、前者に

ついては前掲の Kuhlman Electric買収や、後者については金融事業・Oil & 
Gas事業の売却が代表的な事例として挙げられる（【図表 11】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siemens と同様に ABB も 2014年に発表された中期経営計画の中で、新たな
グリッドソリューションやサービスの高度化といった、ソリューション領域に注力

する方針を示している（【図表 12】）。本方針の中で特筆すべきは、現状強み
を持っている各種機器とソフトウェアを組み合わせることで、複雑化する顧客

のニーズに対応していくという点である。ABBはソフトウェアを機器と並ぶ不可
欠な要素として認識し、今後コンサルティング、サービス、ソフトウェアをキーワ

ードとして、顧客のバリューチェーン全域に亘り、高付加価値のサービスを提

供することを志向している。Siemens が UGS Corporation を買収して取り込ん
だような大きな事業モデルの変革には至っていないものの、グローバルインス

トールベースを活かしてサービスの売上を高めていく方向性は一致している。 

 

 

                                                        
9 アスベストを使用した製品を米国の子会社が販売し、健康被害を受けた個人から 10万件を超す損害賠償請求がなされ、2003
年に ABBが約 USD1,200Mを支払うことで和解 

（出所）ABB IR資料、Merger Market よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表１１】 ABB の業績推移とポートフォリオ入れ替えの関係 
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３．Alstomの重電事業がグローバルリーダーとして継続しえなかった要因 

Alstom はフランスを代表する重電メーカーであり、1980 年代にはベルギー、
西ドイツ、英国のプレイヤーを取り込んで拡大し、欧州におけるリージョナルリ

ーダーの一角を占めていた。Alstomの運命を大きく左右したのが、1999年に
ABB から買収した発電システム事業における躓きである。Alstom は ABB の
同事業買収により米国におけるシェアを一気に高め、グローバルリーダーとな

ったが、ABB のガスタービンの技術的不具合が訴訟問題に発展し、翌 2000
年には 40 億ユーロもの損失を計上するに至った。また時を同じくし、造船事
業における販売先の破綻により6.8億ユーロの貸し倒れが発生、鉄道システム
事業における鉄道車両の仕様変更により 1.4 億ユーロの追加コストが発生す
るなど損失が相次ぎ、2003 年度は営業損益▲11 億ユーロを計上し、2003 年
度末には自己資本 97 百万ユーロ、DE レシオ 195 倍と一気に過小資本に陥
った。 

2004年、フランス政府による 1億ユーロを上限とする資本注入を含む Alstom
救済策のもと、事業リストラが実施される。具体的には、Siemensへの産業用ガ
スタービン事業売却、Arevaへの送配電事業売却、Aker Yardsへの造船事業
売却等である。これらの処理により、2006 年にはフランス政府持分株式が建
設会社 Bouygues に売却され、Alstom の再建は終了する（【図表 13】）。政府
主導によるリストラの結果、Alstom の業績は急回復を遂げていることから、
2000 年代初頭における経営悪化からそのまま GE へのエネルギー事業売却
判断に至った訳ではないが、Alstom の重電事業の継続を妨げたトリガーは
2000年代初頭における経営危機にあったと考えられる。 

GEへのエネルギー事業売却が決定された要因として、2010年以降の欧州債
務危機の中、受注減少により資金繰りが悪化したことが挙げられる。つまり、

Alstom の事業競争力そのものが他社に比べ劣後したことが考えられる。1990
年から 2000年代にかけて、Alstomの競合であるGEや Siemensは、世界シェ
ア 2 位以内に入る事業に集中して注力する方針を掲げ、選択と集中による事
業競争力の強化を推進していた。Alstom はフランス政府主導の再建策の中
で、表面的には事業の選択と集中を進めてきたものの、GE や Siemens のよう
に明確な判断に基づいた事業ポートフォリオの入れ替えが行えていなかった

可能性がある。加えて、集中して資本投下し事業競争力を高める「攻め」の戦

略も、経営再建の中で競合に対して後手に回り、イノベーションを起こし続け

ることができなかったと考えられる（【図表 14】）。 

【図表１２】 ABB のサービスへのシフト 

（出所）ABB IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
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GE Alstom Siemens

③
仏政府の介入

①
Alstomに対して重電事業の買収を提案

Trigger

・Jack Welch CEO(1981～2001)
「選択と集中によるポートフォリオ組替」
シェア1～2位の事業に集中
その他事業は収益を上げていても売却
・Jeff Immelt CEO(2001～)
「Jach Welchの方針を踏襲」
エネルギー・航空機エンジン・医療機器
に経営資源を集中投下

・Heinrich Von Pierer CEO(1992～2005)
「ベンチマークするGEの戦略を模倣」
シェア1～2位の事業に集中
・Klaus Kleinfeld CEO(2005～2007)

2006年に発覚した贈賄事件で引責辞任
・Peter Loescher CEO (2007～2013)
「社外からのCEO招聘による経営刷新」
リーマンショックから欧州債務危機に至
る業績不振の責任により解任

・Joe Kaeser CEO(2013～)
「社内における大型事業再編の実施」

・Pierre Bilger CEO(1998～2003)
仏政府出身者
経営危機の責任により解任
・Patrick Kron CEO(2003～)
仏政府出身者
2010年以降の欧州債務危機の影響で
重電の受注が減少し、資金繰りが急速
に悪化

CEOの変遷と
経営改革

②
GEによるAlstomの重電事業買収提案を
受けて、対案をAlstomに提案

選択と集中により強固な経営基盤を構築 仏政府の救済を当てにしたモラルハザード GEのベンチマーキングと経営刷新

Alstom
買収合戦

(2014)
○

GEの提案を基に、Alstomと仏政府に有利
な形になるよう、複数の事業でGE-Alstom
のJVとすることで決着

△
当初案から譲歩した形で妥結

×
Alstom買収ならず

2015年内にクロージングの予定 Complete

Alstom 仏政府 欧州委員会(EC)

ECは以下3点を条件に仏政府がAlstomに最大
31.5%出資する救済案を承認
①Alstomの売上高のうち15億ユーロに相当する
事業を売却すること
②経営安定のために4年以内に主要な活動分野
で他社と提携すること

③フランス政府は2008年7月までに所有する株式
を手放すこと

ECは仏政府のAlstom救済案はEU条約が
禁じている特定企業に対する国家助成金に
該当するとして撤回を要求

2000

2001

2003 2003

2004

ABBから買収したガスタービン事業の技術的な
不具合に関する訴訟問題で、40億ユーロの損失
を計上

販売先である客船会社の破綻により、
造船事業で6.8億ユーロの貸倒が発生

仏政府によるAlstomへの救済を実施
①短期貸付1億ユーロ
②長期貸付3億ユーロ
③10億ユーロ以内の増資
④12.5億の社債の保証
⑤Alstom破綻時のGDF・SNCFへの補償

＜経営危機＞

Alstom救済のため、資本参加と引き換えに
主要取引銀行が緊急融資を通じた資金繰りと
銀行保証を行う救済案を決定

2004

＜サルコノミクス＞

Too big to fail

(雇用維持・産業維持・国益)＜リストラクチャリング＞

Trigger

仏・PEに産業用ボイラ事業の一部を売却
Vossiohに機関車事業の一部を売却

瑞・保険会社に瑞・保険事業を売却
Siemensに産業用タービン事業を売却
Arevaに送配電事業を売却
Schilling RoboticsにROV事業を売却
Gruppo Falckに伊・プラント事業を売却

2003

2004

AE&E Inovaに瑞・廃棄物処理事業を売却
Aker Yardsに造船事業を売却
AESに墨・石油コークス精製プラント事業を売却
Railcareに英・鉄道修理事業を売却

2005
住友商事に土・水力発電事業の一部を売却
Logstorにパイプ事業を売却
UGLに豪&新・インフラサービス事業を売却
英・PEに発電機事業を売却
AE&Eに産業用ボイラ事業を売却
2006

仏政府がBouyguesにAlstom株の21%を売却
（Alstom再建完了）

2006

Complete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギー事業の売却により、一部はマイノリティ出資 JV として残るものの、
Alstom は鉄道システム企業として再出発することとなる。鉄道システム事業は
GEからの買収提案がなされる前には手放すことが検討されていた事業でもあ
り、戦略的な選択であったとは言い難く、このように Alstom が首尾一貫した施
策を展開できなかったのは、フランス政府の救済により戦略の自由度を失った

点も否めない。但し、エネルギー事業の売却に関しては、フランス政府の意向

というよりはAlstomの意志で行われたものと想像される。エネルギー事業売却
にあたり、Alstom の経営から従業員に向けて、「長期的な視野で検討した結
果、売却を判断した」とのメッセージが出されたという。それでも、売上の 7割を
占めるエネルギー事業を手放す判断は容易になされるものではないだろう。 

 

【図表１４】 GE・Alstom・Siemens の経営改革 

【図表１３】 2000 年代初頭における Alstom の経営危機 

（出所）Alstom HP、Merger Market等よりみずほ銀行産業調査部作成 

（出所）各社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

Alstom の方向性 Alstom の方向性 
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４．おわりに 

最後に、これまで述べてきた欧州重電系コングロマリット企業のグローバル戦

略について纏める。 

第一に、バリューチェーンの徹底した現地化が挙げられる。研究開発からアフ

ターサービスに至るまでのバリューチェーンをトータルで現地化することにより、

現地ニーズを直接的に反映した製品の開発と現地コストでの製造、市場への

浸透、コーポレートブランド力の向上、優秀な現地人材の囲い込みによる現

地体制の更なる強化、という好循環を生み出すことが可能となる。欧州企業が

このようなバリューチェーンの思い切った現地化を進められている背景として、

現地プレイヤーとの協業関係を構築するためにオープン化すべき技術と、技

術流出を防ぐためにクローズドに留めるべき技術を明確に区別していることが

想定される。オープン&クローズが曖昧であるが故に守るべき技術の流出を招
いたり、技術流出を過度に恐れて現地化が進められなかったりという事態が防

がれていると考えられる。 

また、バリューチェーンの現地化は、拠点配置や現地企業との密な関係構築

や人脈づくり等、資本や時間を要する地道さが求められる側面が多分にあり、

注力する地域に対して長期に亘ってコミットしていくことが前提となる戦略と言

える。欧州企業が長い年月をかけて全世界的にバリューチェーンの現地化を

進めてきた一方、後発であり経営資源も限られる日系企業には、欧州企業と

競争する製品や地域を特定し、重点的に経営資源を投入することが求められ

る。 

次に、M&A の活用である。かつての欧州域内における再編の歴史に始まり、
GE による Alstom買収に至るまで、M&A はグローバル展開を目指す企業が
事業拡大を図る上で、重要性が極めて高い。特に、既に産業が成熟し、プレ

ゼンスを有する企業が存在している先進国市場に対しては、M&Aを通じて顧
客基盤を一気に獲得することが有効であると考えられる。 

また、近年は事業ポートフォリオの大胆な入れ替えや製品ラインアップの拡充

にも、積極的にM&Aが活用されている。事業ポートフォリオの構築はコングロ
マリット企業にとって課題の 1つであると言えるが、欧州企業はM&Aを通じて
柔軟に事業ポートフォリオの見直しを実施し、収益性の向上に繋げてきた。ま

た、足許では既存事業におけるサービスの高度化を戦略として掲げているが、

そこで重要な役割を果たすソフトウェア領域については、M&A により強化を
図っている。このように、欧州企業にとって、グローバル展開を目指す地域戦

略、収益最大化を目指すポートフォリオ戦略、既存事業の高付加価値化戦略

と、あらゆる事業戦略の遂行において M&A は基本的な戦術として活用され
ていると言える。 

最後に、欧州企業はグローバルリーダーである前にリージョナルリーダーであ

るという事実である。「強い欧州企業の利益が欧州全体の利益となる」という、

欧州地域における欧州企業の位置付けは、残念ながらアジア地域における

日系企業の位置付けには置き換えることができない。「国内予選」が厳しい日

系企業は、政策的サポートを全面的に受けることも難しい状況にあると言える

し、中国、インドといった大国と ASEAN 経済圏を抱えるアジア地域全体で利
害を一致させることは難儀である。 

欧州重電系コン

グロマリット企業

におけるグロー

バル戦略の特徴

①バリューチェー

ンの現地化 

欧州重電系コン

グロマリット企業

におけるグロー

バル戦略の特徴

②M&Aの活用 

欧州重電系コン

グロマリット企業

におけるグロー

バル戦略の特徴

③リージョナルリ

ーダーである点 
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本章で列挙した欧州企業の戦略のうち、リージョナルリーダーであるが故に可

能な戦略については、例えば規格のデジュール化戦略などをそのまま模倣す

ることが日系企業にとって有効とは言えない。欧州企業はリージョナルリーダ

ーとしてのプロセスを経ることで、米国企業は巨大な母国市場を背景にグロー

バル競争に向けた基礎体力を身につける涵養のプロセスを経ることで、それ

ぞれ国際競争力を向上させてきた。このような素地が無く、立地的制約のある

日系企業は、欧州企業が採用するリージョナルリーダーであるが故に可能な

戦略に代わる戦略を採りたいところであるが、有効な策を見出せていないのが

現状である。但し、欧州企業が採用するバリューチェーンの現地化及びM&A
の活用については、日系企業は国際競争上、欠くことの出来ない共通項との

認識で、危機感を持って欧州企業以上に取り組まなければならない。 

日系企業は、リージョナルリーダーとして巨大な欧州市場を押さえた欧州プレ

イヤー、巨大な母国市場を抱える米国プレイヤー、そして台頭する新興国プ

レイヤーがひしめくグローバル市場において、一気にグローバルリーダーを目

指す動きをしていかなければならない。欧州におけるリージョナルリーダー化

が、域外企業に対する競争力強化を目指して進展したという歴史に鑑みれば、

日系企業もグローバル大手との競合を念頭に置き、国際競争力の強化に向

けた策を講じていく必要がある。斯かる中、日系企業には先進国市場で大型

のM&Aを実施し、顧客基盤を一気に獲得する戦略を展開するとともに、新興
国市場では長期に亘るバリューチェーンの現地化に向けた取り組みをコミット

し、現地の大学や研究機関との協業を実施するなど、両市場を同時並行的に

深堀していくことが求められよう。 

 

（欧州駐在  大野 真紀子）

Makiko.Ohno@mhcb.co.uk

（電機・IT・通信チーム  折田 夏樹／篠原 弘俊）
natsuki.orita@mizuho-bk.co.jp

hirotoshi.shinohara@mizuho-bk.co.jp

（自動車・機械チーム  久保田 信太朗／仲谷 能一／鈴木 裕介）

shintarou.kubota@mizuho-bk.co.jp
yoshikazu.nakaya@mizuho-bk.co.jp
yuusuke.d.suzuki@mizuho-bk.co.jp

日系企業へのイ

ンプリケーション 
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Ⅱ－1－7． 航空機 －民間航空機産業の成功要因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

１．はじめに 

民間航空機産業の大層を占める座席数 100 席以上の機体の市場は、現在、
米国 Boeing と欧州連合 Airbusが二分する寡占市場である。 

寡占状態の要因として、製品である航空機の特性に起因する参入障壁の高さ

が挙げられる。 

開発・製造面では、安全性の要請に起因する技術力の蓄積のみならず、各国

航空当局からの認証取得のハードル、巨額の開発費と超長期の製品ライフサ

イクルに起因する投資負担が存在する。 

販売面では、買い手兼使用者であるエアラインからの信頼獲得に加え、セカ

ンダリー市場における流通性確保をも視野に入れた販売戦略が求められる。 

このように、航空機産業には容易ならざる障壁が多数存在する。 

Airbusは1970年に設立された欧州企業連合である。市場シェアゼロから出発
し、1990年代後半には単年度受注機数で米国Boeingと市場を二分するに至
り、現在もその地位を維持している。 

本章では、Airbus が参入障壁を突破し市場を二分するまでの歴史を振り返る
とともに、民間航空機産業の特性とその成功要因について考察する。また、現

在も続くAirbusの事業戦略と柔軟なビジネスモデル変化についての考察を通
じ、わが国航空機産業に求められる要素についても検討する。 

 

 

 

民間航空機産業

は寡占市場 

【要約】  

 Airbusは、フランスに本社を置く欧州連合の企業体である。高い参入障壁が存在する 
民間航空機産業において、新規参入後 30 年間で米国 Boeing と市場を二分するに至
り、現在もその地位を維持している。 

 Airbusの成功要因として、①資源の結集（単独では困難な市場参入にあたり、欧州連合
の形態をとったこと）、②競争状態の創出（Boeing 機の寡占市場に代替物を提供したこ
と）、③柔軟なビジネスモデル変化（有望市場への製造拠点設置、製造機能提供から統

合・サービス機能提供への変化の方向性と、その前提としての航空機の構成要素全体

に対する知見）、が挙げられる。 

 民間航空機産業は、成長産業であるが同時に寡占状態でもある。わが国航空機産業に
は、これまで培ってきた高い設計・加工・製造技術を存分に発揮するためにも、自らビジ

ネスモデルを決定するために不足する要素を見出したうえで、内外における事業提携

やM&A等の手段も視野に入れ、それらを積極的に獲得していくことが求められよう。 

要因は高い参入

障壁 

ゼロから出発し

市場を二分する

に至った Airbus

から示唆を得る 
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２．民間航空機産業の特徴 

Airbusの事業戦略検討に先立ち、民間航空機産業の特徴を整理する。 

製品種類は極めて少ない。Airbusが 2015年までに上市したジェット輸送機は
10 機種である（各機種の派生形は除く）。なお、Boeing（旧マクダネル・ダグラ
ス除く）は 9機種であり、組立加工業に分類される製造業の中では、製品種類
のバリエーションは極めて少ない。 

ビジネス形態は、エアラインまたはリース会社との BtoB である。エアラインは、
安全性を第一とし、信頼性、コストや運航効率、納入リスクヘッジ等の総合判

断で購入機材を選択する。リース会社は、エアラインの視点に加え、中古機市

場における当該機種の流通性もより重視するとされる。 

開発期間は長い。新機種の開発には通常 6 年程度を要するとされる。しかし
ながら、近時は航空機の開発設計に求められる水準の高度化から、開発期間

の延長がみられ、10 年程度に至る場合もある。Airbus の最新機種である
A380 の場合は、1996 年に開発検討開始、2000 年に開発を正式決定、2006
年に欧州と米国の当局から型式証明取得、2007 年に納入開始というスケジュ
ールであり、開発検討開始から納入までは 11年を要している。 

開発費は高額である。Airbus と Boeing が寡占している座席数 100 席以上の
機体を新規開発する場合、8,000億円～1兆円程度を要するとされる。 

設計・製造・統合に求められる水準は高い。設計には、高度な安全性と、燃費

等の運航効率性はもとより、騒音や振動等、旅客の快適性も考慮が求められ、

素材とその加工手法も含めた高度な知見が求められる。製造には、安全性の

要請にもとづく高度な精密性・堅確性に加え、加工難度の高い新素材や、設

計の成果である複雑形状への対応も必要になる。統合には、部品レベルまで

遡れば 300 万点を超えるとされる「モノとモノ」の統合に加え、飛行システムな
ど「モノとソフトウエア」との統合も含まれる。 

認証取得は容易ではない。航空機を運航する条件として、航空当局からの各

種認証（型式証明、運航証明）が存在する。米国および欧州で運航する場合、

すなわち国際線に用いる機体であれば事実上、米国 FAAおよび欧州 EASA
の認証取得が必須となる。安全性の要請から、認証取得には、膨大な書類等

の形式面、機体の実質面の双方に高い水準が求められる。 

機体販売時のディスカウント慣行が存在する。企業間競争により、カタログ価

格からのディスカウントが事実上定着しているとされる。元来、航空機産業は

初期の多額の投資を販売とアフターメンテナンスで緩やかに回収するビジネ

スモデルであるが、開発費の高額化とディスカウントの慣行により、投資回収

期間はさらに長期化する圧力にさらされている。 

納入開始後、サポート体制は最低でも数十年にわたる。航空機の製品寿命は、

20 年程度から、ときには 40 年程度におよぶ場合もある。したがって、1 機でも
納入すれば、当該機体が廃棄されるまで修理や部品交換等のサポート体制

を継続しなければならない。 

次節以降では、これらの特徴が重層的に生み出す参入障壁をふまえながら、

Airbusの歴史と事業戦略について概観する。 

少ない製品種類 

各国当局からの

認証のハードル 

長い開発期間 

高度な設計・製

造・統合機能 

販売慣行と長い

投資回収期間 

高額な開発費 

長期にわたるサ

ポート体制 

完全な BtoB ビジ

ネス 
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３．Airbusの歴史 

Airbus 設立前の 1960 年代、世界の民間航空機産業は米国企業である
BoeingおよびDouglas Aircraft（1967年に経営不振からMcDonnell aircraft と
統合しMcDonnell Douglas、さらに 1997年にBoeingと統合）が寡占していた。
1960年代半ばの、米国企業の単年度の受注機体数における世界市場シェア
は、95%を超えるに至った。 

Airbus 設立の動機は、米国の寡占状態に対する欧州勢の危機感と言われる。
実際に 1960年代当時、イギリスの De Havilland、Hawker Siddley社やフラン
ス Sud Aviation社がそれぞれ座席数 100席程度の民間旅客機を販売してい
たものの、世界市場での存在感は低下していた。 

さらに、1960 年代当時の航空旅客需要は増加が予想され、とりわけ座席数を
大幅に増やした短・中距離向け旅客機の需要が想定された。この新しい大型

旅客機の開発の必要性が、Airbus発足の直接の契機となった。 

航空機の新規開発には多額の投資が必要であり、当時の欧州航空機産業の

世界シェアをも考慮すれば、自社もしくは自国のみでの開発には二の足を踏

まざるを得なかった。これが、多国籍連携に踏み切った理由と考えられる。 

1967年、フランス、ドイツ、イギリスの3カ国政府間で航空機および航空機エン
ジンの協同研究に関する予備協定が締結され、各国それぞれ 1 社ずつの機
体・エンジンメーカーの計 6 社（【図表 1】）が選定され、大型旅客機の開発計
画が始まった。この計画は Airbus-A300 計画と命名され、座席数 300 席の機
体開発を意味している。 

 

 

 

 

 

 

ところが、1968 年の仕様発表においては、座席数は 250 席に変更された。エ
ンジンは、当時イギリスの Rolls-Royce社が他のエンジン開発に集中する方針
をとったこともあり、米国 GE 社製が搭載されることになった。これらを背景に、
当初の予備協定から僅か 2年後の 1969年には、イギリス政府は Airbus計画
から脱退し、フランス・ドイツ間で再度協定が締結された。 

1970 年、Airbus Industrie 社が発足した。イギリス政府が負担するはずであっ
た出資分および開発費（それぞれ全体の 20%）は、フランス、ドイツに加え、新
たに参画したスペインとオランダが分担した（【図表 2】）。なお、既に重要構造
部位である主翼の開発に着手していたイギリスのHawker Siddeley社は、単独
企業としての立場から Airbus 計画に協力（契約受注）することとなり、ドイツ政
府から、開発費の一部の支援を受けている。 

【図表１】 1967 年時点の参画国と参画企業 

（出所）日本航空宇宙工業会「世界の航空宇宙工業」よりみずほ銀行産業調査部作成

1960 年代の米国

企業寡占状態 

欧州勢の存在感

低下 

大型旅客機開発

必要性が Airbus

発足の契機に 

1967 年、仏独英

3 カ国で発足 

相次ぐ計画変更 

（注）Deutche AirbusはMesserschmitt と VFW-Fokkerの合弁 

機体メーカー エンジンメーカー

フランス Sud Aviation Snecma

イギリス Hawker Siddeley Rolls-Royce

ドイツ Deutche Airbus(*) MTU
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このように、Airbusの発足に至るプロセスは決して平坦なものではなかった。と
りわけ、Rolls-Royce とイギリス政府の脱退は、エンジン開発の頓挫に加え、機
体開発にも大変な打撃だったことは想像に難くない。 

 

そして、Airbus の発足後、製品販売も決して最初から順調ではなかった（【図
表 3】）。初号機を納入した 1974 年の時点の受注残は僅かに 14 機であり、
1977年まで、Airbusの単年度受注ベースの世界シェアが 10%を超えることは
なかった。 

1978 年、Airbus は製品ラインナップの充実を目的に、A300 の航続距離を延
長する A310の開発に着手した。Airbusの単年度受注ベースの世界シェアが
初めて20%を超えたのは、1979年、A310が初受注を受けた年である。その後、
1983年から Boeingの B737の代替を狙った A320の受注を開始する。 

1984 年以降、Airbus の単年度受注ベースの世界シェアが 10%を下回った年
はない。早い段階での製品ラインナップの充実は、Airbus の成長にとって成
功だったと評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表２】 Airbus Industrie 設立時の開発費の分担割合 

【図表３】 Airbus・Boeing の民間航空機の販売機数推移 

（出所）各種資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
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（出所）日本航空機開発協会 HP よりみずほ銀行産業調査部作成 
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Airbus は、確かに参入に必要な設計・製造・統合機能といった技術力は十分
に備えていた。しかしながら、長い開発期間と高額な開発費に対し、当初想定

外のイギリスの脱退に直面しながらも、ドイツ・フランス両政府が必要な資金支

援を続けなければ、Airbusは存在しなかったであろう。 

また就航当初の販売不振は、計画対比、投資回収期間の長期化をもたらして

いたはずだ。これに対して、撤退による損切りではなく、さらに新機種の開発

を決断したことが買い手であるエアラインの選択肢を増やし、Boeing との実質
的な競争を可能にしたことで、Airbusの成長の礎となった。 

Airbus 発足から一定のシェアを安定的に獲得するに至るまでの、1970‐1980
年代までの歴史が示すのは、航空機産業の特性としての大きなリスクや難しさ

だけではない。そこから読み取れるのは、事業が想定外の下振れに直面した

際の、半ば「力技」ともいえる大きな推進・突破力と、その前提となる、航空機

産業へ資源を結集するという、政府および企業の強固な意思である。 

 

４．Airbusの事業戦略 

本節では、前節に述べた発足当初よりも後、すなわち主に 1980 年代半ば以
降から現在に至るまでの Airbusの事業戦略につき論じる。 

最初に、Airbus 発足当初の時期との比較における、1980 年代半ば以降から
現在に至るまでの航空機産業の外部環境変化について考察する。 

外部環境の変化は、概ね 3 つに整理できる。①販売先の多様化、②強い
Tier1の出現、③航空機そのものでの差別化余地の減少、である。 

販売先の多様化とは、航空自由化を端緒とする LCC の増加に伴い、①航空
機自体を保有せず変動費化するニーズが増加したことから、リース会社が有

力な買い手となったこと、②MRO（メンテナンス）事業のノウハウを自社保有せ
ず、メンテナンスサービスへのニーズが高まったことを指す。 

強い Tier1 には二つの類型がある。一つはサプライヤーの統合により、米国
UTC をはじめとする、企業規模が大きく、かつ複数のモジュールを取りまとめ
ることが可能な、巨大な Tier1である。もう一つは、航空機制御の電子化・電動
化に伴い航空機に用いるソフトウエアの一部を、いわばブラックボックス化して

いる Tier1である。後者の例は、米国 Rockwell Collinsが挙げられる。 

航空機そのものでの差別化余地の減少とは、Airbusと Boeingの機体ラインナ
ップが類似し、概ね相互代替性を持ったことに起因するディスカウントの常態

化を指す。LCC以外のエアラインでは、航空機の開発遅延が半ば常態化した
ことによる機材調達リスクヘッジの必要性から複数社購買が当然となり、常に

両社は競合している。さらに、航空機に対してエアラインが求めるポイントは、

安全性、燃費やメンテナンス等のコスト、貨物・旅客搭載量などの運航効率性、

快適な機内環境など、ほぼ同一であるため、競争軸が類似することもあり、持

続的に収益を生み出すレベルの差別化は、現在のテクノロジーを前提とする

限り、困難と考えられる。 
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のリスクと、それ

ゆえの資源結集・
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これらの環境変化を念頭に、Airbusの事業戦略を 5つの観点から論じる。 

まず、イノベーション事例とそれを生み出す産官学連携の観点につき考察す

る。航空機産業は、遠く歴史を遡れば、軍事・防衛技術面の要請から産官学

一体となった先進的な研究開発が行われ、民間航空機にはそれらの成果を

転用していたという構造が強く存在していた。したがって、古くから航空機産業

と産官学連携とは「切っても切れない」関係にある。 

Airbus の特徴は、一般に完成機メーカーが担う機体製造面についての研究
開発のみならず、飛行システムなど「装備品」に分類される研究開発や、素材

レベルの研究にも関与し、プロダクトイノベーションにつなげている点にある。 

Airbus の代表的なプロダクトイノベーションとして、民間旅客機で初めて Fly 
by wire（電子信号で航空機を操作するシステム）を採用したことが挙げられる。
これは、Airbusが1983年に受注開始し1987年に初飛行したA320において、
機体の軽量化を通じた燃費改善に大いに貢献した。 

現在も、Airbusは Project Scarlettとして、Fly by wireの後継にあたる新たな飛
行システムの開発に取り組んでいる。このプロジェクトには、欧州 16カ国 39機
関が産学連携のコンソーシアム形式で参画している。 

他のプロダクトイノベーションとして、軽量化に資する炭素繊維強化プラスチッ

ク（CFRP）を最も早く民間航空機に採用した（1979年初受注のA310において、
機体の一部に用いた）ことも挙げられる。これはドイツを中心とする産官学の複

合材料の研究開発の成果であった。Airbus は、ハンブルク近郊の炭素繊維
複合材料にかかる産業クラスターであり、100 を超える企業・機関が参画する
CFK Valley Stadeの形成を主導した。CFRPが航空機の機体に広く用いられ
るようになった現在も、Airbus は自ら複数のプロジェクトに参画し、活発な応用
研究を続けている。 

これらの取組みの効果は、完成機メーカーとしての統合機能の強化や、プロ

ダクトイノベーションの創出のみにとどまらないと考えられる。 

完成機メーカーが、装備品やソフトウエアメーカーとの共同研究を通じて、装

備品 Tier1 の領域に対する一定の知見を維持することは、航空機の複雑化・
電動化に伴う装備品メーカーの「ブラックボックス化・地位の強化」に対する牽

制機能をも持ち得、完成機メーカーとしての支配力の維持に資する。Airbus
の産官学連携スタイルからは、強い Tier1 の出現という環境変化に対し、航空
機の構成要素についての広汎な知見を意識的に維持する姿が読み取れる。 

二番目に、標準化、および航空機産業に関連するルールメイクについて考察

する。航空機産業に関する標準化の対象範囲は広く、航空機そのものと、航

空機を構成する部品・材料に加え、地上施設やその構成部品も含まれてい

る。 

航空機産業の国際標準化におけるワーキング・グループの幹事や主査は、米

国および欧州（フランス、ドイツ、イギリス）が大半を占めており、完成機産業に

おいてAirbusとBoeingがシェアを二分している姿に近い。Airbusが欧州連合
であるのと同様に、欧州内での標準化活動は、ASD-SSG（欧州航空宇宙防
衛工業会戦略標準化グループ）などを通じ統一的に行われている。 

5つの観点から考

察 
１．イノベーション

と産官学連携 

機体以外の応用

研究にも積極的

に関与 

Fly by wire はそ

の成果 

現在も続く飛行シ

ステムの開発 

炭素繊維複合材

料の産業クラスタ

ー形成を主導 

イノベーションに

加え、ビジネスモ
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の効果も 

２．標準化とルー

ルメイク 

デジュール化は

欧州連合対米国

の構造 
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航空機産業における国際標準化（デジュール化）の議論では、欧州と米国の

対立構造が顕著であった。例えば ISO における国際規格制定の議論におい
て、欧州は、欧州の地域標準化機関である PrEN、米国は米国 SAEの規格の
採用を求めることがその典型である。 

航空機産業に関連し、かつインパクトが強いルールとして、航空監督官庁（米

国 FAA、欧州 EASA）が定める航空運用・安全規制が存在する。 

航空運用・安全規制の変更は、ときに航空機の競争力そのものに多大な影響

を及ぼす。典型例として、長距離洋上飛行に関する規制変更が、Airbus の 4
発エンジン機 A340の優位性を低下させたことが挙げられる。 

かつて航空機エンジンの信頼性が低かった時代、長距離洋上飛行を行う航

空機は、エンジンを 4 つ搭載しなければならなかった。ところが、1988 年に米
国 FAAは、エンジンの性能向上を主な理由として、双発エンジン機（エンジン
を 2つ搭載する機体）に、ETOPS180（着陸可能な空港から 180分の距離まで
離れて飛行することを許可。効果は、双発エンジン機で大西洋横断が可能と

なること）を認める通達を発行した。そして、1990 年に受注を開始した Boeing
の B777が、初めて ETOPS180を認められた機種となった。 

エンジンの搭載数が少ないほど機体総重量は軽量となり、エンジンのメンテナ

ンスは容易になる。したがって、他の条件が同様であればエアラインは双発エ

ンジン機を選択する。実際に 1990年を境に、A340の受注機数は、B777対比
で低迷した（【図表 4】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在は航空機産業の標準化においても、また航空運用・安全規制においても、

欧州と米国のルールは統合の方向に向かいつつある。その背景としては、完

成機メーカーのみならずエンジンや装備品メーカーの寡占化が進行し、それ

ぞれが欧州・米国の顧客に対して納入を行うにあたっての実務的利益を重視

したものと考えられる。換言すれば、民間航空機という製品については、ルー

ルメイクを主導することから得られるメリットよりも、主導する手数や主導できな

かった際のデメリットを回避し統一化することによる実利のほうが上回る状態へ

と、徐々に変化してきたともいえる。 

 

【図表４】 A340、B777 単年度受注機数推移 
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（出所）日本航空機開発協会 HP よりみずほ銀行産業調査部作成 
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航空機産業において、標準化のうちデファクト化については、その効用を測る

ことは難しい。Airbusがデファクト化したといえるもの、すなわち後に Boeing も
採用したものとしては、先の Fly by Wire や、操縦環境のコモナリティ（異なる
種類の機体間で、計器の配置や操縦方法を基本的に統一すること。エアライ

ンにとって、運航乗務員の訓練期間の短縮やヒューマンエラーの低減に資す

る）が存在する。 

しかしながら、このようなモジュール単位のデファクト化は、完成機企業そのも

のに持続的な競争優位をもたらしているとは評価しがたい。その理由は、寡占

市場であることに求められる。Airbus・Boeing いずれが先行しても、長期的観
点では、相互に模倣・追随が可能な総合的な企業体力を有していること、また、

寡占であるがゆえに買い手であるエアラインが複数社購買を選好することが、

その理由と考えられる。 

三番目に、クロスボーダーバリューチェーンについて考察する。航空機産業

は、世界的寡占状態であるため、必然的にクロスボーダーバリューチェーンの

形態をとっている。 

ここでは、Boeing との比較における Airbus の特徴につき、生産面と販売面の
双方から論じる。 

生産面においては、最終組立工場を母体国以外の大需要地（中国、米国）に

置いていることが特徴である。航空機産業には、生産分担の決定にあたり、各

国の完成機の購買額が大いに考慮される慣行が存在するが、Boeing が米国
内のみに最終組立工場を設置していることに対し、Airbus は最終組立も分散
させている（【図表 5】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その最大の背景と考えられるのが販売面である。Boeing との比較において、
Airbus は相対的に母体国以外への販売が多く、とりわけアジアは、欧州と並
ぶ大市場となっている（【図表 6】）。 

 

 

【図表５】 Airbus、Boeing の完成機最終組立工場所在地 
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（出所）AirbusHP、BoeingHP よりみずほ銀行産業調査部作成 
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B767 : 1.5
B777 : 8.3

レントン ワシントン州 B737 B737 : 42

ノースチャールストン
サウス

カロライナ州
B787 B787 : 10

Airbus 所在地 シリーズ 月産機数

トゥールーズ フランス
A320/A330/

A380/A350 XWB

A320 : 15
A330 : 10
A380 : 2.5

A350 XWB : 10
（2018年までに）

ハンブルグ ドイツ
A318/A319/
A320/A321 A320シリーズ : 24

天津 中国 A319/A320 A320シリーズ : 4

モービル

（工場を建設中）

米国
アラバマ州

A319/A320/A321
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（2017年までに）
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中国の天津に所在する Airbus の最終組立工場は、Airbus51%、中国側 49%
の出資比率であり、中国側にとっては、完成機の製造について一定のノウハ

ウ蓄積が可能と考えられる。また、最終組立工場を設置するか否かは明らか

ではないが、Airbus はインドにおける生産増加をコメントしている。このように、
有望市場との関係強化のために、生産分担をより柔軟に用いているのが

Airbusの特徴である。 

一方、母体国相互の機体部品生産分担は概ね固定化している。主翼は、歴

史の節で触れた Hawker Siddleyの時代からイギリス、機首と胴体中央部はフ
ランス、胴体前後部はドイツ、その他をスペインが担当している。 

Airbus のクロスボーダーバリューチェーンからは、母体国相互間の無用な競
合やノウハウの散逸を防ぎつつ、生産分担を、有望市場へのアクセスに最大

限活用する姿が見えてくる。 

四番目に、ブランド戦略について考察する。航空機産業は BtoBビジネスであ
り、参入企業も製品種類も極めて限られ、かつ、買い手が重視するポイントは

概ね共通している。その結果、Airbus、Boeing ともに、製品名は、企業名を冠
したコード（A320、B787 等）であり、世界の買い手にとって、そのコードは必要
十分な情報を与えている。 

買い手であるエアラインにとって、「どんな（座席数や運航コストの）機材を買う

か」は、他社との差別化あるいはコスト優位を図るにあたって大変重要である。

一方、航空機の複数社購買とディスカウントの定着は、「Airbus と Boeing どち
らの機材を買うか」が、エアラインにとって本質的な差異ではないことを示唆し

ている。 

その背景には、航空機に求められる根本的なニーズは「安全性」であること、

そして大手 2 社の提供する民間航空機は、いずれも高度に安全かつ信頼が
おけるプロダクトとして認知された、いわば成熟したことが挙げられる。 

このような構造にあって、航空機産業がコーポレートブランドと独立したプロダ

クトブランドを採用するメリットは想定し難く、今後もコーポレートブランドが維

持されると考えられる。 

【図表６】 Airbus、Boeing の地域別売上割合 
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（出所）Airbus HP、Boeing HP よりみずほ銀行産業調査部作成 
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最後に、ポートフォリオ戦略について考察する。ポートフォリオ戦略は、機種の

観点からのポートフォリオと、ビジネスモデル上の重点領域という意味合いで

のポートフォリオの双方について考察する。 

現在の機種ポートフォリオは、Airbus・Boeing とも、超大型機（A380）を除いて
概ね似通っている（【図表 7】）。Airbus 発足当初は、座席数とエンジン数の組
合せでの差別化が競争のポイントであったが、1990年代以降は、比較的類似
したスペックの機種を揃えている。 

その要因は、航空機の開発費が大変高額であること、市場が寡占状態である

こと、航空機産業の技術が高いレベルで成熟したことに求められる。斬新なス

ペックの、あるいはかつて実績のない技術を採用した機体を開発し、失敗した

場合の打撃は大変大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジネスモデル上の重点領域という意味合いでは、Airbusは、かつての「部品
製造および統合」から、「統合およびエアラインへのアフターサービス」に軸足

を移しつつあると考えられる。部品製造と統合においては、部品製造から最終

統合前のモジュールの取りまとめまでを Tier1以下の分担とし、同時に開発費
と収益も Tier1 と分担する。Airbus 自身は最終統合に近い機能を担う方向に
ある。アフターサービスにおいては、定額制のメンテナンスプログラムの提供

など、プログラムを充実させている。 

その要因は、きわめて複合的と考えられる。部品製造のウェイトを軽くし機能を

統合に寄せつつある理由は、前述のとおり航空機そのものの製造販売のみで

は、収益を伴う持続的な差別化が行い難くなったことと、高額な航空機開発費

負担を分散する必要とに基づくと考えられる。 

 

【図表７】 Airbus、Boeing の機種と座席数 
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さらに、その形態がとれる背景として、Airbus が蓄積してきた航空機全体に対
する知見の存在があるだろう。自社にノウハウを残さないモジュール分担は、

完成機側のビジネスモデル支配力の低下につながり得る。ノウハウの蓄積あ

ってこそ、製造から統合への軸足シフトが可能と考えられる。 

アフターサービスを強化している理由は、メンテナンス機能を持たないLCCの
増加によるエアライン側のニーズ増加と、航空機に搭載するセンサーやデー

タ解析等の技術的進化により、メンテナンスプログラム開発のための情報蓄積

が可能となったことが背景と考えられる。 

Airbus は各地の MRO（航空機のメンテナンス）事業者をネットワーク化し、物
理的なサービス体制の充実をも図っている。アフターサービスを収益化するビ

ジネスモデルが構築しやすくなったからこそのビジネスモデル変化であろう。 

Airbusは、航空機産業の競争要因の変化に伴う価値のありかの変遷に対して、
軸足を置く事業領域とビジネスモデルを柔軟に変化させている。 

 

５．おわりに 

民間航空機産業は成長が期待されるが、同時に世界的な寡占産業でもある。

そして、これまで見てきた民間航空機産業の特徴と Airbusの成立経緯および
現在の事業戦略の方向性からは、欧州の巨大なリソースを背景に、長年蓄積

した技術的ノウハウとサプライヤーに対する支配力を巧みに維持しながら、外

部環境の変化に合わせビジネスモデルを柔軟に変化させてきた姿が読み取

れる。もちろん競合の Boeingにおいても、米国のリソースを背景に自ら有利な
ビジネスモデルを構築してきたことに変わりはない。 

民間航空機産業の大層を占め、かつ今後の成長が最も期待されるのは、

Airbus と Boeingが大きく先行し寡占する座席数 100席以上の機種である。こ
の領域には中国とロシアの完成機メーカーが参入を表明しているが、商業的

に成功するためのハードルは、これまで見てきたとおり極めて高い。 

現在、わが国航空機産業は、機体については、座席数 100 席以上の機種の
Tier1と、リージョナルジェット（座席数 100席未満の機種で、Airbus・Boeing直
接競合しない）の完成機メーカーとの 2つの側面がある。 

わが国航空機産業がこれまで Tier1として培ってきた高い加工・製造技術を最
大限に活用するためには、航空機産業の価値のありかの変遷をも考慮すれ

ば、製造機能の提供に軸足を置いた現在のビジネスモデルからの変化が求

められる。高い加工・製造技術を活かしつつ、設計やモジュールの取りまとめ、

アフターサービスをも視野に入れ、自ら価格やビジネスモデルを決定可能な

単位・領域を増やしていくことが必要ではないだろうか。 

Airbus成立直前の欧州諸国の航空機産業と、現在のわが国航空機産業が置
かれた環境とはあまりにも異なり、Airbus の戦略の全てが示唆となるわけでは
ない。例えばデジュール化において日本独自の完成機規格で世界を主導す

る構想や、座席数 100 席以上の航空機において、機体・エンジン・装備品等
の全てを国産化して開発・販売するなどは、もはや現実的でない。 
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一方、寡占市場に果敢に参入したAirbusから、外部環境の違いを超えて得ら
れる示唆も存在する。例えば現在、Tier1 自体も、かつての完成機のごとく寡
占化しているし、航空機産業で自らに有利なビジネスモデルを構築するには、

開発費のリスクシェアとともに、長い投資回収期間に耐えることが求められる。 

1967年に発足したAirbus機開発計画でDirectorを務めたRoger Beteilleは、
「我々の最大の敵は、（国家間の）エゴイズムである」と述べた。 

わが国航空機産業が Airbus から真に得られる示唆は、「市場を広く見渡し、
自らが主体的に持続的なビジネスモデルを構築しうる分野を選定すること」

「不足するリソースは、自助努力に拘泥せず、国内外双方のパートナーシップ

や、場合によっては M&A をも活用すること」に加えて、「結集可能な資源は
（個別の事業部門や企業の枠組みを超えて）結集すること」「短期的な成果で

産業振興の是非を問わないこと」に帰結するだろう。 

航空機産業は、その成長期待から、世界的に新規参入の気運が高まってい

る。その中で、完成機を単一国内で開発するロシアと中国に共通するのは、

1960年代の欧州や米国を想起させる巨大な需要地と国策支援である。 

背景を異にする日本において、少なくともビジネスモデルが資源に制約される

条件下では、自らの強みを大いに発揮して成長の果実を取り込むことは難し

い。日本企業の強みを真に発揮でき、かつ持続可能なビジネスモデルを見出

したうえでの政策支援とリソースの有効活用が求められる。 

 

 

（自動車・機械チーム  藤田 公子） 
kimiko.fujita@mizuho-bk.co.jp 
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Ⅱ－1－8． 自動車 －IoTの進展によるモノづくりビジネスの変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１．はじめに 

パソコンや携帯電話のような通信機器のみならず、あらゆるモノに通信機能を

持たせ、インターネットを介してネットワーク化される IoT（Internet of Things：モ
ノのインターネット）の動きが様々な産業で広がりを見せている。例えば、建設

機械の分野では、機械の稼働状況や故障の有無等のデータがインターネット

を経由して伝送され、クラウド上のコンピュータがデータを分析し、メンテナン

スサービスや製品の需要動向予測等に活用している。また、社会インフラの

分野では、橋を支えるワイヤーや床面にセンサーを取り付け、振動やひずみ

等のデータを収集し、補修コストの低減につなげようとする取り組みも見られる。

自動車産業においても、クルマをネットワークにつなげるコネクテッドカー（「つ

ながるクルマ」）や自動運転車の開発が進められている。 

このような IoTの産業横断的な動きを、世界トップクラスの自動車部品メーカー
である Bosch は、モノづくりビジネスの世界が根本から変わるパラダイムシフト
と捉えている。Bosch はモノづくりビジネスが、モノを作って売ることで価値を提
供するビジネスから、モノをネットワーク化してインターネットベースのサービス

を付加することで価値を提供するビジネスへ変わっていくと考えている。 

Bosch はこのモノづくりビジネスのパラダイムシフトに備えて、様々な取り組み
を進め、新たな領域でのビジネス機会を模索している。本稿では、Bosch の自
動車分野を中心とした IoT への取り組みや、戦略の変化への考察を通じて、

モノづくり企業が IoT にどう向き合っていくのか、そしてそれがもたらす産業の
パラダイムシフトにどう対峙していくのかについて、インプリケーションの導出を

試みる。 

 

様々な産業に広

がるモノのネット

ワーク化 

【要約】  

 IoT（Internet of Things：モノのインターネット）と呼ばれる、モノが通信機能を持ち、インタ
ーネットを介してネットワーク化されていく動きが様々な産業で拡がりを見せている。自動

車産業におけるコネクテッドカー（「つながるクルマ」）や自動運転車もその一例である。 

 欧州系自動車部品メーカーである Boschは、こうした IoTの動きがビジネスのパラダイム
シフトを惹き起こすとの危機感を抱き、交通情報のプラットフォームや、電気自動車の充

電サービスのネットワークの提供など、新たな事業領域に踏み出している。 

 こうした取り組みは、IoTの進展により、モノづくりビジネスが、モノを作るだけではなく、そ
れらモノをネットワーク化すると同時に補完的なサービスを提供するビジネスへと変わっ

ていくという考えに基づいている。そしてBoschは、モノを起点としつつ、ネットワーク化を
通じ、従来の事業分野の垣根を越えた新しい領域でのビジネス機会を模索しているもの

と思われる。 

 こうした Bosch の取り組みは、モノづくり企業が IoT にどう向き合っていくのか、そしてそ
れがもたらす産業のパラダイムシフトにどう対峙していくのか、一つの指針となるかもしれ

ない。 

IoT の動きをモノ

づくりビジネスの

パラダイムシフト

と捉える Bosch 
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２．変化する Bosch  －これまでの取り組みと、足許の取り組み 

1886年創業の Boschは、自動車、産業機器、Energy & Building、消費財（家
電・電動工具等）の 4つの事業部門を持ち、売上 461億ユーロ（2013年度）を
誇るドイツの歴史あるモノづくり企業である。 

なかでも、同社売上の約 3分の 2を占める自動車事業は世界トップクラスの規
模（2013 年度売上：306 億ユーロ）を有し、エンジンなどの電子制御分野で高
いシェアを持つ。マグネトー式エンジン点火装置を皮切りに自動車分野で地

歩を築いた Bosch であるが、特に、自動車の環境規制が強化される中、1990
年代後半から 2000 年代にかけて、強みであるエンジン部品に電子制御を組
み合わせて、高効率なエンジンシステムとして完成車メーカーに提供すること

により成長した。さらに 2000 年代後半は、自動車産業が急成長した中国市場
において、欧州系完成車メーカーのみならず中国地場完成車メーカーにエン

ジンシステム等を提供することによりシェアを拡大し、現在の地位を築いた。 

一方、Bosch は事業分野の多角化にも積極的であった。1930 年代には電動
工具、家電、ガス器具分野に、1960 年代には産業機器分野に参入しており、
これらは現在の 4つの事業部門の礎となっている。 

このように、Bosch は自動車事業に留まらず、様々な事業分野をカバーし、
「Invented for life」をコーポレートスローガンに掲げている。ここでいう「life」と
は「人々の生活」と、永続的・持続的な「ライフ（生き物の命、生涯）」を意味し、

Bosch は「先進的な製品と技術」によって、「人々の生活の質を向上させる」こ
とを企業活動の目的とし、その結果として、循環型の持続的環境・社会を創出

することに寄与していくとしている。 

しかしながら、Boschの多角化の歴史は必ずしも成功ばかりではない。1980年
代に参入した通信事業は 1990 年代後半に撤退、2000 年代に参入した太陽
光発電事業も 2013 年に撤退を表明している。近時、売上の半分を非自動車
事業とすることを目指しているが、Bosch の昨今の取り組みは、過去の「事業
の多角化」とは異なるものであると筆者は考える。 

近年、Bosch はモノをネットワーク化（IoT）し、インターネットベースのサービス
（Services＝“S”）を付加する形で顧客に価値を提供する、“IoTS（Internet of 
Things and Services）”と自らが呼ぶ取り組みを強力に推し進めている。 

こうした Boschのスタンスの変化は、同社関係者の発言において読み取れる。
2010年頃までの Annual Press Conferenceでは、自動車事業は「パワートレイ
ン分野の強化」「アジア強化」、非自動車事業は「再生可能エネルギー」といっ

た製品戦略や地域戦略を中心に据えていた。しかしながら、2010 年を境に、
IoTS を戦略の中心に据える発言が見られる（【図表 1】）。自動車事業につい
ても、「モビリティソリューションアプローチ」といった言葉を用いており、自らを

単なる自動車部品サプライヤーではなく、モビリティサービスを提供する企業

とする発言が散見される。 

関係者の発言からは、Bosch は IoT のトレンドがビジネスの世界を根本から変
える、いわゆるパラダイムシフトを惹き起こすと考え、こうした破壊的な変化に

強い危機感を抱く一方で、機会と捉えて新たなビジネスモデルの構築に取り

組んでいる様が窺える。 

IoTS と呼ぶ取り

組 み を 進 め る

Bosch 

Bosch は自動車

事業で成功を収

める一方、多角

化にも積極的に

取り組んできた 

IoTS に関する発

言の増加 
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また、M&A戦略の変化からもBoschのスタンスが読み取れる。2008年以降の
同社 M&A 件数は 24 件にのぼるが、近年は特にソフトウェア／サービス領域
の M&A が目立つ（【図表 2】）。これら買収対象となったソフトウェア関連企業
は、住宅設備や家電のオープンソフトウェアプラットフォーム、空調・換気シス

テム制御、エネルギー制御、ビルディングオートメーション、セキュリティなど、

既存事業・製品分野とシナジーの高い領域が中心となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウェア領域

の M&Aの増加 

【図表２】 Boschの M&A履歴（2008年以降） 

（出所）Bosch HP よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）E&B：Energy & Building事業 

【図表１】 Bosch関係者の発言録 

年 相手先企業
事業分野

自動車 産業機器 E＆B 消費財 他

2008年 Eppensteiner 買収

Ersol 出資

Weicon 買収

Stanley Works 買収

Mahle JV

Samsung SDI JV ⇒2012年解消

Eausun 買収

Hugglunds 買収

Paal 買収

Software Innovations 【現・BSI社】 買収

Sia 買収

2009年 Freud 買収

Auto Crew 買収

2011年 Daimler JV

2012年 エーザイ 買収

SPX Service Solutions 買収

2013年 Bauer 買収

2014年 ABB、Cisco JV

Klenzaids JV

2015年 BSH Bosch und Siemens Hausgerate 子会社化

ZF Lenksysteme 子会社化

Climatec 買収

Osgood 買収

Prosyst 買収

ハードウェア
ソフトウェア
／サービス

（出所）Bosch HP よりみずほ銀行産業調査部作成 

2011年4月 フェーレンバッハ（Bosch取締役会会長）

「テクノロジー事業のグローバル展開と並行して、ボッシュはサービスのポートフォリオ拡充を進めます。装置とシステム、サービスを互いに結びつ

けることで大きな可能性が生まれると考えています。目指すのは「モノとサービスの相互の接続化」です。

2012年3月 フォルクマル・デナー（Bosch取締役 研究開発・先端エンジニアリング、技術調整、プロダクト・プランニング＆テクノロジー担当）

「モノとサービスのインターネット化において、ボッシュが積極的に事業展開し収益を伸ばしていくことが可能な3つの主要分野があると考えていま
す。それは、テクノロジー、アプリケーション、そしてこれらのアプリケーションをベースにしたビジネスモデルです。」

「ボッシュは現在、主に『モノ』を作っています。」「私たちはまず、ハードウェア製品をウェブに対応できるようにしていかなくてはなりません」

2012年4月 フォルクマル・デナー

「インターネット上のネットワーク化は最も勢いのある世界的な傾向の1つですが、多くの企業が未だに過小評価していることの1つでもあります。
私たちは皆、自分たちがパラダイムシフトに直面しており、モノとサービスのインターネットがビジネスの世界を根本から変えようとしている事実を

受け入れなくてはなりません。」「私たちは、仮想世界と現実世界をつなげたいと考えています。具体的に言えば、モノのみを作り出すのではなく、

それらのモノをインターネット上でネットワーク化し、インターネットベースのサービスを補うかたちで、お客様にさらなる付加価値を提供していくと

いうものです。」
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とりわけ、2008 年に買収した Software Innovations 社（現・Bosch Software 
Innovations社、以下 BSI社）は、現在 Boschの IoTSの中核を担っている。 

BSI 社は、1997 年にドイツで設立され、金融・保険業界向けに、業務ルール
管理システムなど、ソフトウェアによるソリューションビジネスを手掛けていた。

現在は、Bosch の子会社として、各事業部門と連携して様々なプロジェクトを
進めている。特に重視しているのは、モビリティ、Energy & Building、製造およ
び金融サービスの各分野であり、それ以外にも小売&物流、テレコミュニケー
ションなどの分野にも取り組みを拡げている。Bosch は BSI 社の買収によって、
ネットワークシステムと、サービス関連ソフトウェアの領域において競争力を高

めることが出来たと語っている。 

以上の通り、Bosch の昨今の取り組みは、従来の「事業の多角化」ではなく、
自社の事業分野を起点とするネットワークとサービスへの「領域の拡大」を図

っているものと考えられる。 

それでは、ここからBoschの具体的な取り組みについて紹介し、今次テーマ研
究の視座である、①イノベーションの創出と産学官連携の活用、②標準化戦

略、③クロスボーダーバリューチェーン、④ブランド戦略、⑤事業ポートフォリ

オ戦略に基づいて考察する。 

 

３．Boschの取り組み①  －ビジネスモデルのイノベーション創出のための実験への参画 

まず、イノベーションを産み出す産・官の連携事例として、ドイツ本国で行われ

ている実証実験での Boschの取り組みを紹介する。 

ドイツ政府は、イノベーションの創出を目的として、2010 年より「ハイテク戦略
2020」を推進しており、「モビリティ」を重点 5 分野の一つに位置付けている。
斯かる中、ドイツ政府は Electric Mobility の大規模な官民連携プロジェクトを
立ち上げ、電気自動車や電動自転車、鉄道等の複数の交通機関を連携させ

るマルチモーダル交通システムや、電気自動車の車両運用など、効率的なモ

ビリティ社会を実現するための実証実験に資金提供している。 

例えば、ドイツのシュトゥットガルト市で行われている「Stuttgart Services」と呼ば
れるプロジェクトは、一枚のカードで、市内のバス、鉄道、レンタサイクルやカ

ーシェアリングなど複数の交通モードが利用可能となる、マルチモーダル交通

の実証実験である。Boschはこのプロジェクトに参画し、鉄道やカーシェアなど
複数の交通モードをネットワークでつなげるプラットフォームを提供している。

このプラットフォームは、利用者に対し、各交通モードを連携させた情報や、

予約サービスを提供している。Bosch はこうしたプラットフォームを提供すること
で、ヒトやモノ（車両等）の動き、カネの流れを把握することが可能となり、そこ

から新しいビジネスの機会を探っているものと思われる。 

また、同様にシュトゥットガルト市で行われている「Get eReady」と呼ばれるプロ
ジェクトは、同市における電気自動車の潜在需要を探ることを目的とした実証

実験である（【図表 3】）。商業用で電気自動車を利用する事業者を中心にプ
ロジェクトへの参加を募り、一方、プロジェクトメンバーからは充電器の設置や、

参加者の車両や充電インフラの利用履歴を還元するなど、電気自動車の利

用をサポートするものである。特に、10 台超の電気自動車を保有する参加者

本国ドイツでの官

民連携による実

証実験 

買収した BSI 社

が Bosch の IoTS

の中核を担う 
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に対しては、GPSドライブログを活用し無償で車両稼働履歴をフィードバックし
たり、新しい電気自動車購入の補助金を供与したりすることで、参加を促す仕

組みとなっている。Bosch はプロジェクトリーダーを務め、充電ネットワークの構
築や充電料金の請求を担当している。こうして、モノやヒトがつながるネットワ

ークのプラットフォームを提供することで、電気自動車の稼働状況、充電イン

フラの利用状況、利用者の属性等の情報が把握できるポジションを確保して

おり、例えば、他の地域で電気自動車を使ったモビリティサービスを展開する

際に活用できる有益なデータの収集が可能となる。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

何れの実証実験においても、Bosch は車両や機器の提供ではなく、ネットワー
クのプラットフォームを提供している点が特徴的である。一般的にモノづくり企

業が実証実験に参画する場合、機器などモノの提供に留まることが多い。しか

しながら Boschは、ネットワーク化されたモノやヒト、カネの流れがわかるポジシ
ョンを確保することで、マルチモーダル交通システムにおける自動車の役割の

把握や、航続距離が普及の妨げとなっている電気自動車の都市における効

率的な運用方法など、自動車事業における IoTS の新しいビジネス領域を模
索していると思われる。同時に、ネットワークの構成要素としてのモノである製

品の開発にもその情報を活用しているものと考えられる。 

こうして、Bosch は産官連携プロジェクトにおいて、新たな事業領域に踏み出
すことを通じて、製品のみならず、ビジネスモデルのイノベーションの創出を試

みている。 

 

４．Boschの取り組み②  －オープンなプラットフォームによる標準化への取り組み 

次に、ドイツ他企業と連合した取り組みから、Boschの標準化戦略を考察する 

Bosch は、オープンな通信プラットフォームを活用して、欧州コンソーシアムを
形成する取り組みを進めている。ドイツ系完成車メーカーやエネルギー企業

等との合弁会社「Hubject」がそれに当たる。同社は、電気自動車等の充電イ
ンフラ事業者や、レンタカー、カーリース等モビリティサービス事業者をネットワ

ークでつなぐための、オープンな通信プラットフォーム（「Hubject プラットフォ
ーム」）を開発した。Hubject プラットフォームをオープンプロトコルがサポート

IoTS の取り組み

による新しいビジ

ネス領域の模索 

オープンなプラッ

トフォームを活用

した標準化戦略 

【図表３】 「Get eReady」プロジェクト概要 

 （出所）Bosch HP、Schaufenster-Elektromobilitaet HP よりみずほ銀行産業調査部作成 

Heldele社
・充電インフラの設置・メンテナンス

Athlon Car Lease社
・電気自動車の調達サポート

参加希望者（車両運用者）
＜要件＞
電気自動車を1台以上持つ事業者等

＜その他＞
10台超をプロジェクトに投入する事業者
には、稼働状況の無償フィードバックや
電気自動車購入補助金の制度あり

Bosch社（プロジェクトリーダー）
・充電サービスネットワーク提供
・料金請求

Boschが入手可能
と思われるデータ例

電気自動車
運用効率
（稼働状況）

充電インフラ
利用状況

利用者の
属性

車両
移動データ

主要プロジェクトメンバー

参加希望者を
サポート

参加希望者（車両運用者）
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することで、異なる通信プロトコルを持つ各充電インフラ事業者やモビリティサ

ービス事業者が相互につながる充電ネットワークを構築することを可能として

いる（【図表 4】）。 

 

 

 

 

このオープンな通信プラットフォームを通じて、様々な事業者がつながり、利

用者の利便性を高めることで、さらなる事業者や利用者を呼び込み、Hubject
プラットフォームがデファクト標準となることを目指しているものと思われる。さら

に、Hubject はドイツ国内に留まらず、欧州内他国・他地域で進む同様のプロ
ジェクトとの相互接続も進めており、将来的には欧州コンソーシアムを通じて、

Hubject プラットフォームをグローバルなデファクト標準とすることを狙っている
ものと考えられる。自社のプラットフォームをデファクト化することにより、そこで

生まれる新しいビジネスの開発において、他社に先行することが可能となる。 

 

５．Boschの取り組み③  －巨大市場アジアでの展開を見据えた実証実験と、開発拠点 

また、Bosch はアジアでも様々な取り組みを進めている。これらは厳密な意味
でのクロスボーダーバリューチェーンではないものの、巨大な有望市場である

アジアでの展開を見据えて、シンガポールでの実証実験や、インドでの通信

技術の開発拠点設立を通じて、長い時間軸でのマーケティングを実施してい

るとも解釈できる。 

まずはシンガポールでの実証実験について取り上げる。シンガポールは人口

密度が高く、最も都市化が進んだ地域の一つである。従って、過密都市にお

過密都市シンガ

ポールでの実証

実験 

Gireve（仏）
Enel（伊）
MOBI.E （ポルトガル）
e-clearing.net （独・蘭・ベルギー）

6社の合弁として設立

BMW
Daimler

RWE
EnBW

Siemens
Bosch

Hubject

相互接続

独

欧州他国

【図表４】 「Hubject」仕組み概要（左図）、海外同業との相互接続の取り組み（右図） 

 （出所）Bosch HP、Hubject HP よりみずほ銀行産業調査部作成 

モビリティ
サービスA社

利用者

顧客管理
システム

充電ポイント
設置X社

充電ポイント
管理システム

ローミング
契約

契約
Hubject

プラットフォーム

充電ポイント
設置Y社

充電ポイント
管理システム

利用者自身やA社で
契約がない充電スポットも利用可能

例）レンタカー
リース 等

Hubject
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Energy Market Authority
（エネルギー監督庁）

Land Transport Authority
（陸上交通局）

Economic Development Board
（経済開発局）

Bosch社
システム運営

ポータルサイト

充電スポットの検索／予約

決済処理

コールセンター運営

連携

利用者

充電ステーションの設置

Boschが入手可能
と思われるデータ例

充電インフラ
利用状況

利用者の
利用履歴
（課金履歴）

都市部での
電気自動車利用に
おける課題

いて自動車の増加が引き起こす問題が既に顕現化している地域でもある1。 

そうした中、シンガポール政府は2011年から2013年にかけて、電気自動車や
充電インフラに関する実証実験を行った。Bosch は充電システム運営者として
同実験に参加し、充電機器等を提供するに留まらず、決済処理やコールセン

ター運営などのサービスも提供した。このように、充電インフラの利用履歴等

のデータを収集できるポジションを取ることで、過密都市における充電システ

ム構築・運用のノウハウを身に付けたものと思われる（【図表 5】）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

また、近年、Boschはインドにおいて相次いで各事業の製造工場を設立・増強
している。さらに、2014 年には IoTS のための通信技術開発拠点をインド国内
に設立しており、同市場にて投資を進めている。 

自動車事業では中国市場の成長を受けて成功を収めてきたが、中国は通信

関連の規制が強く自由度が低いため、IoTS ビジネスにおいてはインドを有望
市場と見て、布石を打っているものと思われる。 

加えて、インドは IT 産業を振興しており、豊富な IT 人材と国の支援姿勢も

Bosch がインドを通信技術開発拠点に選んだ理由であろう。前述のシンガポ
ールでの実証実験とあわせたアジア地域におけるこれらの取り組みは、今後

都市化が進む有望な巨大市場において、将来のビジネスの橋頭堡を築くた

めのマーケティング戦略の一環であると解釈される。 

 

 

 

 

 

                                                        
1 シンガポール政府は、自動車保有台数の増加を抑制する目的で、1990年から自動車所有権証書（「COE」）を導入して、COE
の発行をコントロールしている。2013年のシンガポールの千人当たり自動車保有台数は約 150台。一人当たり GDP（2013年：約
36,000 ドル）が同水準の国の保有台数は千人当たり 500～600台であることから、COEは車の保有ならびに販売に影響を与えて
いることがわかる。 

将来、都市化が

進展するアジア

への接近 

【図表５】 シンガポールにおける Boschの実証実験 

 （出所）Bosch HP 等よりみずほ銀行産業調査部作成 

インド国内への投

資 を 進 め る

Bosch 
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６．ネットワーク化された世界を語る Bosch －「Bosch」ブランドの位置付けの戦略的転換 

次に、2015年 1月に米国で開催された CES（Consumer Electronics Show）で
の記者会見を通じて見えてくる、Boschのブランド戦略について考察する。 

記者会見の冒頭、Boschの取締役会メンバーの一人である、Werner Struth氏
はネットワーク化された世界を語ることから始めた（【図表 6】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ネットワーク化された世界を語った Struth氏の意図はどこにあるのだろうか。 

筆者は、Bosch が、「Bosch」ブランドの位置付けを戦略的に転換しようとしてい
るのではないか、と推察する。同じ会見の中で Struth 氏は、Bosch の（自動車
部品事業以外の）事業ポートフォリオの全容が人々にあまり知られておらず、

CESを通じてBoschを理解してもらうことも参加理由の一つである、と述べてい
る。 

Bosch は各事業分野において、買収した企業のブランドを活用するなど、
様々なカテゴリブランドを有している。他方、「Bosch」ブランドは、企業名による
コーポレートブランドであるものの、自動車事業の大きな成功の結果、「自動

車部品メーカーとしての Bosch」を想起させ、一種のカテゴリブランドとして認
知されている。 

次節で詳細に触れるが、近年、IoTSの取り組みを推し進める Boschは、ネット
ワーク化された世界において、事業の垣根を越えたサービスやプラットフォー

ムの提供を志向している。Bosch はこの取り組みを進めていく中で、自社が自
動車事業に留まらない価値提供を顧客へ行う企業として認知されるために、

「Bosch」ブランドを分野横断的なコーポレートブランドとして改めてブランディ
ングしようとしているものと推察する。上述の CES においてネットワーク化され
た世界を語った姿はその一端ではなかろうか。ネットワーク化された世界にお

いて実現できることを具体的な製品名を表に出さずに語ることで、Bosch も自
社製品がネットワーク化していく中において、自動車事業の製品に留まらず、

人々の生活に価値を提供できることを暗に示そうとしたのではないか。それに

より、戦略的に「Bosch」ブランドを分野横断的なコーポレートブランドに位置付
け直そうとしているのではないかと推察する。 

2015 年 1 月の

CES の記者会見

にて 

【図表６】 2015年 CESでの記者会見 

 （出所）Bosch HP よりみずほ銀行産業調査部作成 

皆さまと同じように、私の今日という一日はこのようにして始まりました。

・ Eメールをチェックすると、 娘からのメールを受信していました
パパ、調子はどう？土曜日に友達とスキーに行きたいの。
でも、お小遣いが足りないのよね。少し支援してくれない？必ず返すって約束するわ！

・オンラインバンキングで少し用立ててやることにしました

・マイカーのうち1台をアップデートしました
・ニュースの見出しをスキャンしました

・施錠や空調など自宅の状況をチェックしました

私はこれらの作業を、手元のスマートフォンを何回かクリックするだけで行うことができました。

「Bosch」ブランド

の位置付けの戦

略的転換 

現状の「Bosch 」

は自動車事業の

カテゴリブランドと

して認知 

「 Bosch 」を分野

横断的なコーポ

レートブランドとし

て改めてブランデ

ィング 
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一旦自動車事業で築かれたカテゴリブランドを、コーポレートブランドへ昇華

することは容易ではないが、今後も分野横断的な IoTS の取り組みを推し進め
ていく Boschにとっては、時間をかけても取り組むべき課題であろう。 

 

７．Boschの事業ポートフォリオ戦略 －IoTSへの取り組み 

最後に、Boschの取り組みを、事業ポートフォリオ戦略の観点から考察する。 

第 2節で触れた通り、Boschは 4事業分野で積極的に買収や出資比率の引き
上げを行う一方で、太陽光発電事業については撤退を表明し、事業分野のポ

ートフォリオの入替えを行なっている。また、近年はソフトウェア／サービスの

領域の買収等を積極化しており、各事業分野のハードウェア領域と、分野を

跨いだソフトウェア／サービス領域を組み合わせることで、IoTSと呼んでいる、
事業分野の垣根を越えた新たな事業領域に踏み出している。 

例えば、産業機器分野では、自社既存事業の油圧機器・空圧機器等に、買

収した企業が有していたソフトウェアを組み合わせて、産業機器のネットワーク

化を進めて「つながる工場」を展望している。 
自動車分野では、様々な実証実験において、ポータルやネットワークなどの

プラットフォームの提供を通じ、「つながるクルマ」によるビジネス機会を探って

いる他、整備工場と繋げて保守・整備サービスを高度化する構想がある。 
また、Energy & Building 分野では、空調・換気システム制御、エネルギー管
理などのソフトウェアに強みを持つ企業を買収した。消費財分野では、ハード

ウェア領域で Siemens との家電の合弁会社を子会社化し、ソフトウェア領域で
はABB、Ciscoと家電製品等をつなぐスマートホーム用ソフトウェアプラットフォ
ームを構築するための合弁会社を設立した。このプラットフォームは家電製品

だけではなく、住宅のセキュリティ管理やエネルギー管理ともつながるサービ

スを提供することを目指しており、Energy & Building事業とのシナジーも見込
まれる（【図表 7】）。 

以上の通り、Bosch の IoTS は、モノ（＝ハードウェア）が帰属する事業分野の
ポートフォリオ戦略ではなく、ソフトウェア／サービスを媒介として事業分野を

横断し、新たな事業領域を見出そうとするものである。 
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８． Boschが IoTSへの取り組みを進める背景 

なぜ Boschはこのような取り組みを進めているのであろうか。 

ICTの進展に伴い、自動車産業ではコネクティッドカーや自動運転といった新
しい概念が数多く提案されている。そしてこれらの提案には、都市空間で自動

車を極力効率的に運用することにより社会全体で必要となる自動車の台数増

加を抑制していくという考え方が見受けられる。自動車部品の製造を主力事

業とする Boschにとって、このような発想は決して都合の良いものではない。し
かしながら、省資源化、交通事故抑制、環境汚染対策、渋滞解消といった今

日の自動車社会が抱える課題を解決し、持続的環境・社会を実現する観点か

ら、自動車の台数増加を抑制することには一定の合理性が存することも事実

である。Bosch が IoTS に取り組む背景には、目先の収益に囚われることなく、
持続的環境・社会の実現といった社会善のために何をするべきかという根本

的な問いを自らに投げ掛けることができる企業文化が影響しているのであろう。

そして、このことは Bosch が短期的な収益の最大化を求める資本市場から距
離を置き、創業以来現在に至るまで非公開企業として運営されてきたこととも

関係していると思われる。 

普通の企業であれば、要素技術や必要な人材、ビジネス慣行等が大きく異な

る新しい事業に進出することに躊躇いを感じるものである。新しい事業の潜在

的な成長性を理解していても、リスクテイクを回避して成功している既存事業

に閉じ籠る企業が大多数であろう。しかしながら、Boschは、一度手掛けるべき
事業領域と判断すれば、自らに欠けた経営資源を手中に収めるために他社

を買収する等、積極的にリスクを取って新しい事業に果敢に挑戦してきた。第

2 節で触れた通り、Bosch は過去から様々な新規事業に取り組んでおり、その
経験が IoTS という領域に事業を拡大していく上でも大きな糧となっているもの
と考えられる。 

【図表７】 Boschの事業ポートフォリオ 

 （出所）Bosch HP 等よりみずほ銀行産業調査部作成 

背景に、社会善

のために自らに

何ができるか問

いかけることが

できる企業文化 
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空調・換気制御
エネルギー管理
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９．Boschの取り組みを通じて見える、モノ作り企業の戦略変化 

最後に Bosch の事例を踏まえ、モノづくり企業が IoT 領域に進出する際の戦
略的な意図を 3つのカテゴリーに分けて整理したい（【図表 8】）。 

1つ目は、IoTを活用して、自社製品に組み込まれたソフトウェアのアップデー
トや不具合の修正を行うことで、モノの付加価値を引き上げることである。これ

は、IoT をモノの差別化を図る手段として活用する考え方であり、あくまでもモ

ノづくり（製品）を中心に据えた戦略と言える。 

2 つ目は、IoT をモノの差別化を図る手段として活用するのみならず、例えば

稼働データの還元を通じた効率的運用方法のアドバイスや、故障の予兆管理

を通じたメンテナンス計画の提案等、そのモノに関わるサービスを提供する手

段としても活用する考え方である。 

3つ目は、IoTに加えて、モノが接続するプラットフォームを握ることで、自社製
品のみならず、プラットフォームの利用者や接続する他社製品等からも各種

データを多面的に収集し、解析を加えることで、自社の提供するモノやサービ

スの価値を高める戦略である。データ収集を排他的に行うことができれば、新

しい付加価値を創出すると共に、他社が容易に参入できない仕組みを構築

することもできよう。 

これらのうち、Bosch が目指しているのは 3 つ目のカテゴリーであると思われる。
Bosch は自らが手掛ける各事業領域で IoTS の活用を進めているが、特に最
近では、マルチモーダル交通や、それにゴミ収集まで一体化させた都市イン

フラ運営の実証実験に積極的に参画している。Bosch はそこでコンピューター
システムを構築し、実証実験に参画する各主体からデータを包括的に収集し

て解析まで手掛けることにより、実用化に向けた課題把握を進め、ビジネス化

の機会を探っている。 

これらのBoschによる取り組みは、競合するContinentalと比較すると、よりサー
ビス、IoT プラットフォームの領域に踏み込んでいる。例えば、Continental も天
候や道路状態等の様々なデータの収集を行っているが、その解析は提携先

の IBMに委ねている。このことからも、Boschがモノづくりから IoTSへと事業領
域を拡大させようとしていることが分かる。 

それでは、Boschはどこまで IoTSの事業領域を拡大させるのであろうか。この
点について、筆者は Bosch が無制限に IoTS の事業領域を拡大させ、ICT 企
業と正面から競合する戦略を採ることはないと考えている。Google に代表され
る ICT 企業は、検索サービスやポータルサイト運営を通じて膨大な情報トラフ
ィックを囲い込み、それを背景に広告を中心とした収益化手段を確立している。

そして、その資金力と ICTでの競争力を武器に IoTSにおいても様々なビジネ
スプランを実践しつつある。このような ICT 企業と無闇に競合するのではなく、
Bosch はモノ（自社製品）と関わり合いが深い領域を注意深く選定して、IoTS
の事業化を進めていくものと思われる。 

これら Bosch、Continental、Google の IoT を活用した事業分野をイメージ化し
たものが【図表 9】である。 
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【図表８】 IoTによって変わるモノ作り企業の戦略（弊行仮説） 

【図表９】 Bosch、Continental、Googleの事業分野イメージ 

 （出所）みずほ銀行産業調査部作成 

 （出所）各社 HP等よりみずほ銀行産業調査部作成 

戦略① IoTを活用して、モノの付加価値を高める

・IoTをモノの差別化を図る手段として活用
・モノ作りを中心に据えた戦略

戦略② モノに加えて、付随するサービスで価値を提供する

・IoTをモノの差別化を図る手段として活用するのみならず、製品から収集した情報を活用し、サービスを提供

戦略③ プラットフォームを握り、収集した情報を活用してモノやサービスの価値を高めて提供する

・プラットフォームを握り、利用者や他社の機器等から収集した情報も活用し、モノやサービスの価値をより高めて提供する

モノ作り企業

ICT企業
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１０．おわりに －モノづくり企業が IoTに向き合うために 

これまで見てきたように、Bosch は様々な IoTSの取り組みを推し進めてきてい
るが、全てを自ら手掛けているわけではない。「Get eReady」などの産官連携
プロジェクトでは地方自治体や研究機関などと、「Hubject」の取り組みではエ
ネルギー企業など他業種の企業と連携している。重要なのは、従来のモノ作り

ビジネスに留まらず、ネットワーク化されたモノやサービスがもたらすビジネス

機会を模索するため、必要な情報を得られるポジションを確保し、他者を巻き

込みながらも能動的に取り組んでいる点にあると考える。また、短期的な収益

に囚われることなく、必要と判断すれば積極的にリスクテイクを行っている点も、

日系企業が学ぶべき点であろう。 

自社の強みを発揮できる「モノ」を起点として、サービスや IoT プラットフォーム
の領域までビジネスの可能性を探る Bosch の取り組みは、モノ作り企業が、
IoT にどう向き合っていくのか、そして、既存のビジネスに起こるかもしれない

パラダイムシフトにどう対峙していくのか、一つの指針となるかもしれない。 
 

（自動車・機械チーム  古賀 裕一郎／斉藤 智美） 
yuichiro.koga@mizuho-bk.co.jp 

tomomi.a.saitou@mizuho-bk.co.jp 

Bosch の取り組

みは、モノ作り企

業にとって、一つ

の指針となるの

ではないか 
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【Focus】 フィリップスのポートフォリオ戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．フィリップスの概要 

フィリップスは、1891 年にオランダで設立された、欧州が誇るエレクトロニクス
企業である。カーボン・フィラメント電球の製造で起業をした後、小型で安価な

ラジオの製品化により一般家庭でのラジオ普及に貢献するなど、高い技術で

世の中の家庭生活環境を一変させるような大きな変革を起こしてきた歴史を

有する。こうした大きな変革だけでなく、照明用発電機とラジオ部材から電気

シェーバーを開発するなど、培った技術、エレクトロニクスのテクノロジーを組

み合わせることで身近な個人のニーズを実現し、人々の幸せを実現すること

によってブランド力を築き上げてきた。母国オランダを中心としたヨーロッパ現

地での高い評価は勿論のこと、「2025 年までに年間 30 億人の生活を向上さ
せる」ビジョンを掲げてグローバルベースで事業を営むフィリップスは、グロー

バルブランドランキングでも第 40位にランクされるなど1、世界有数のエレクトロ

ニクス企業として認知されている（【図表 1】）。 

 

 

 

 

 

                   （出所）フィリップス社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

                                                        
1 インターブランドが実施するグローバルブランドランキング（2013年） 

【要約】  

 フィリップスは欧州最大のエレクトロニクス企業である。多くの革新的な製品を世に送り出
すことで、広く世界から高い評価を受けているものの、同社の長い歴史は、決して順風

満帆なものではなく、幾度となく経営危機を迎え、そして苦悶をしながら経営を立て直し

てきた。 

 フィリップスは経営を立て直すために、大胆な『事業ポートフォリオの見直し』を行ってき
た。同社事業ポートフォリオ見直しは、技術偏重の社風から脱却し、徹底した利益とキャ

ッシュフロー重視の経営やブランドを重視する経営へと転換を進める中で進められた。 

 フィリップスがポートフォリオ入れ替えを実現できたのは、平時から他社との連携関係を
築き、効果的に外部の力を活用してきたことと、最初の一手を打つのが早かったことが

大きかった。 

 日系企業にとっても、ポートフォリオ戦略のブラッシュアップと果断な実行は不可欠であ
るが、過度な自前主義への拘りは変化への対応力を低下させかねない。外部との連携

を効果的に行い、ポートフォリオ見直しを実現したフィリップスから得られる示唆もあると

言えよう。 

 

フィリップスはテ

クノロジーで人々

の幸せを実現す

る欧州の誇る企

業 

【図表１】 フィリップスの会社概要 

フィリップスはテ

クノロジーで人々

の幸せを実現す

る欧州の誇る企

業 

企業名

設立時期

資本金

売上高

営業利益

時価総額

従業員数

23,473百万ユーロ（2015/5/25）

92,508人 ( 2014/12期 連結 )

Koninklijke Philips NV

1891年

10,968百万ユーロ（2014/12期）

21,391百万ユーロ( 2014/12期 連結)

486百万ユーロ( 2014/12期 連結)
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ヘルスケア

43%

コンシューマー

ライフスタイル

23%

ライティング

33%

イノベーション・

グループ＆サー

ビス

3%

フィリップスの事業は、大きくヘルスケア、コンシューマーライフスタイル、ライテ

ィングの三分野で構成される（【図表 2】）。主力事業であるヘルスケア事業に
ついては、売上高 92 億ユーロに達し（2014 年）、全社売上高の 43%を占め、
約 37,000人の従業員を有している。現在、多くの企業が医療分野を成長市場
と見据えて、事業強化に取組んでいるが、フィリップスの医療分野への取組み

は早かった。フィリップスが医療向け X 線管を発表した 1918 年は、ヨーロッパ
を主戦場とした第一次世界大戦終戦の年であり、松下電器器具製作所（現パ

ナソニック）が創立された年でもある。また、同社へルスケア事業は、幅広い商

品を有していることが特色で、病院における高度な医療に関わる超音波診断

装置や画像診断装置などの機器だけでなく、遠隔医療や在宅ケアを対象とし

た患者監視機器、睡眠治療機器、在宅用人工呼吸器なども取扱い、医療に

関わる領域に広く製品を提供している。更に、足許ではヘルスケアとテクノロ

ジーを融合させた Health Tech の強化を掲げる等、フィリップスの事業の柱と
位置付けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
（注）フィリップス社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

 

コンシューマーライフスタイル事業は、シェービング&ビューティーと、小物家
電、オーラルヘルスケア、ヘルス&ウェルネスの四つの部門で構成されており、
60 ヶ国以上の地域で様々な健康ニーズに合わせた製品を提供している。売
上高は 47億ユーロであり（2014年）、売上構成比では 23%となっている。オラ
ンダ、オーストリア、ポーランド、アメリカ、ブラジル、中国、シンガポールに生

産拠点を有しており、従業員数は全世界で約 16,600人を有している。 

コンシューマーライフスタイル事業の代表的な製品としては電気シェーバーが

有名であるが、近年のヒット製品としては、2010 年に発売された「ノンフライヤ
ー」が挙げられる。世界 100ヶ国で 150万台以上を出荷した記録も然る事なが
ら、フィリップスが会社を挙げて長年取組んできたオープンイノベーションが成

果に繋がった点においても、評価できる製品である。一般的に、高い技術を

有する企業は独自開発に拘り、特に先端分野での他社技術の導入は消極的

な企業が多く、フィリップスについても過去は自社技術に拘る体質であった。

しかしながら、フィリップスは変化への対応力強化を目的に、独自開発に拘ら

ない NIH（Not Invented here）という方針を掲げ、その後は積極的に外部を活
用するPFE（Proudly Found Elsewhere）方針を進めていくこととした。2010年以

【図表２】 フィリップスの売上構成 

フィリップスは早く

から医療分野に

取組み、幅広い

製品を展開 

コンシューマーラ

イフスタイル事業

は世界中の様々

な健康ニーズに

応えるグローバ

ル事業 

コンシューマーラ

イフスタイル事業

はオープンイノベ

ーションも特色 
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降は、「50%の製品について、差別化のカギとなる技術を、これまで繋がりのな
かった社外組織から取り込む」ことを R&D 活動指針として明示し、本社に担

当役員も設置して、オープンイノベーションを推進してきた。コンシューマーラ

イフスタイル事業は、外部にも目を向け、外部リソースを自社の成長にも繋げ

ることを目指すフィリップスを象徴する事業であるとも言えよう。 

ライティング事業は、フィリップスの創業事業であり、世界シェアトップの事業で

ある。従業員は約 37,800人、売上高は 68億ユーロに達し（2014年）、売上構
成比では 33%となっている。世界 25 ヶ国に製造拠点をおき、部品からシステ
ムまで一貫生産する体制を整えており、開発力、製造力、先端的なサービス

など、いずれにおいても優れた技術を有している。販売面についても、60 ヶ国
以上で、家庭、オフィス、映画館、商店、病院、競技場など様々な領域へ照明

器具を提供しており、グローバルベースでマーケットリーダーとしての地位を

確立している。 

124 年の歴史を有するライティング事業は、フィリップスのグローバル化と変革
への取組みを象徴している事業と言えよう。カーボン・フィラメントの電球を大

量生産することによって、フィリップス製の電球は、瞬く間に世界に広がること

になるが、その過程において、同社は国土の狭いオランダから、新たなマーケ

ットを目指して海外進出を加速させ、グローバル企業に駆け上がっていくこと

になる。ライティング事業の成長期におけるカーボン・フィラメントから 3倍の明
るさを得られるタングステン・フィラメントへの品質改良や、産官学連携での

LED 照明を活用した野菜工場の開発といった技術面の改善に加え、ライティ

ング事業が伝統的産業となった現在においてもなお、「Philips hue」に代表さ
れるような用途拡大や事業の可能性を広げる取組みが行われている。

「Philips hue」については、無線技術を取り入れることで、Wi-Fiやインターネッ
ト経由で、照明の点消灯や色調操作を行えるようにすることで、照明器具に新

たな付加価値を付加した製品と言えよう。現在、フィリップスは他社との連携も

見据えたライティング事業の戦略見直しを行っているが、このことは創業事業

であっても、広く外部の力を借りながら変革に取り組んでいくフィリップスを象

徴している取り組みとも言えよう。 

フィリップスは個人からの高い認知度を得ているだけでなく、市場からも評価

を受けている企業と言えるであろう。1990年代に入ると、フィリップスは会社存
亡の危機に立たされることになるが、経営体制変革やリストラの実施を進める

ことで危機を脱した。現時点で日系エレクトロニクスメーカーの時価総額は

1990 年当時を下回る企業が大半であるのに対して、フィリップスの時価総額
は当時の 3倍以上に増加している（1990年 1月 1日と 2015年 1月 1日の時
価総額の比較、【図表 3】）。 

 

 

 

 

 

 

市場からも高い

評価を受けてい
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創業事業のライ
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事業の選択と集中

1996年～2000年

コーネリウス・

ブーンストラ社長

1996年～

ジェラルド・クライステルレ社長

2001年～

照明

脱力

業績低迷

脱連邦経営

リストラ実施

ヤン・ティマー社長

1991年～

フランス・ファン・

ホーテン社長

2011年～現在

IT バブル崩壊

赤字再転落
ヘルスケア、ライフスタイル、ライティングに注力

SONY

パナソニック
フィリップス

日立

東芝

三菱電機

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）ロイター社データよりみずほ銀行産業調査部作成 

エレクトロニクス産業は変化の速い産業であり、フィリップスは市場の変化に対

応するため、1990 年の危機以降、不採算事業から撤退し、経営資源を成長
領域へ振り向け、大胆に事業の選択と集中を行い、事業のポートフォリオの入

れ替えを進めてきた（【図表 4、5】）。こうした大胆なポートフォリオの見直し戦
略が奏功し、市場から評価を得ることに繋がったと言え、ポートフォリオ戦略は、

同社の特徴の一つであり、強みとも言えるであろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）ロイター社データよりみずほ銀行産業調査部作成           （出所）ロイター社データよりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）民生は、テレビ、半導体、ディスプレイ、携帯電話、光学機器事業等 

一方、日系メーカーの不採算事業への対応を見てみると、段階的な損益の改

善に留まり、長期にわたって課題事業となっている事業や、雇用確保のため

の自社内配置転換等によって、抜本的な処理が進まないケースも見受けられ

る。日系メーカーのポートフォリオ見直しが進まない理由としては、ポートフォリ

オ見直しの必要性を認識できたとしても、全社ベースでの方針と事業部の意

向が合致しないことや雇用の維持など、内部から様々な障害や抵抗勢力が現

われ、スピード感を持って進めることが難しいなどの内部要因や、事業の受け

入れ先との交渉などの外部要因が挙げられる。それではなぜ、フィリップスは

【図表４】 フィリップス事業ポートフォリオの変化 

【図表３】 時価総額推移 

【図表５】 フィリップス事業別売上高推移 
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大胆にポートフォリオの見直しを進め、成長 3 分野に事業を絞り込むことがで
きたのであろうか。第 2 節において、同社の歴史を振り返ることで、打ち出され
てきた経営方針の推移とその背景となった経営環境を分析し、また、それらが

同社のポートフォリオ戦略にいかに反映されてきたかを把握する。更に第 3節
において、実際の事業撤退事例を追うことにより、フィリップスポートフォリオ戦

略のより深い理解、日系企業に対して参考となる事象の抽出に向け分析を試

みることとする。 

２．ポートフォリオ入れ替えを推し進めたフィリップスの経営指針 

フィリップスは 1891年の創業以来、他のグローバル企業と比較しても、早期か
ら海外展開を行っていた。創業時からの事業である電球や真空管では、大量

生産が必要なことや関税の問題があり、1920年代には巨大な需要地であった
アメリカに進出するなど、海外での事業展開・現地生産を積極的に進めてい

た。インド市場でも 1930 年にカルカッタにおいて輸入ランプの事業を行う
Philips Electronics Co.（India） Private Ltd.を設立し、1938年にはランプ工場
を開設、樹脂生産やラジオ生産等に業容を拡大、1957 年にはムンバイ証券
取引所に上場するなど、早くから現地化を推し進めていった（【図表 6】）。その
後、それぞれの事業が海外市場での拡大を目指すのに伴い、各地域に権限

が移譲され、各地域で開発、製造、販売機能を持つようになり、更に地域毎の

独自の事業展開を強めていった。例えば、ある地域では家具や楽器事業を

行うなど、地域毎に独自に多様な事業を展開するに至っていた。 

 

 

 

 
                    （出所）フィリップス社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

オランダの本社では、地域ごとの自主性を重んじ、連邦経営を行っていたが、

1970 年代から 1980 年代に入ると、日系企業等の台頭により競争環境が激化
する中、連邦経営の弊害が見られるようになってきた。会社全体で統一した戦

略を取ることができず、効率的な事業展開ができないだけでなく、 例えば、社
内主導権争いが増し、自社製品であっても、他の事業部の部品は採用しない

といった弊害が目立つようになり、フィリップスの業績は低迷することとなった。

そのため、1981年から 1982年には、親会社のフィリップスからオランダでの事
業活動を切り離し、社外取締役や監査役会が「世界的な見地」から経営に取

り組む体制に組織を変更した。更には 1984 年に社長、取締役、スタッフに加
え、各地域責任者、各事業部門代表によって構成される、Corporate Council
を設置することで、フィリップスとして統一的なグループの経営方針を検討す

るための体制を構築した。こうした取組みの成果も現われ、同社は長く続いた

低迷期を脱し、当時の社長であるアイントホーベン社長が自社を「1988 年は
前に踏み出した年」と評価するまでに、会社の建て直しが進むことになった。 

しかし、その後フィリップスは、1990 年に 42 億 4,000 万ギルダー2の損失を出

すと、大胆なリストラ策に舵を切ることとなった。米消費財メーカーSara Lee 出
                                                        
2 約 25億米ドル（1990年 12月の平均為替レートは、NLG/USD=0.5917） 

【図表６】 フィリップスの海外展開（インドの例） 

 

1980 年代は、連

邦経営の弊害に

対応すべく、『世

界的見地からの

経営』にシフト 

1990 年代は大胆

なリストラとアメリ

カ的経営の導入 

1970 年代までは

海 外 進 出 と 、 地

域毎の自主性を

重んじる連邦経

営 

1930年
カルカッタにPhilips Electrical Co. (India)Private Ltd
を設立、輸入ランプの事業を開始

1938年
カルカッタにランプ工場を開設、国内向けラジオ樹脂
に生産を開始

1948年 ラジオ生産開始

1957年 上場し、社名をPhilips India Ltdに変更

1959年 プネ近郊で2番目のラジオ生産工場を設置
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身のコーネリウス・ブーンストラ氏が 1994年に入社すると、2年後の 1996年に
は外部招聘者として初の社長に就任することとなった。ブーンストラ社長は、

同社の経営を利益とキャッシュフロー重視に徹底的に転換し、また例えば事

業部長の賞与も、利益とキャッシュフローに連動する仕組みに変更するなど、

徹底した個人単位の成績評価を導入した。そして、就任直後に「close, fix or 
sell」という厳しい号令をかけ、各事業部に高い収益目標を課す一方で、徹底
したリストラ策を実行した。こうしたリストラ策の一環として、事業ポートフォリオ

の大幅なスリム化に踏み切り、業績不振に陥った子会社を次々に売却したほ

か、1998 年には音楽レーベル PolyGram の持分を売却するなど、ノンコア事

業を整理し（【図表 7】）、更に世界 220 ヶ所あった生産拠点の約 4分の 1を閉
鎖する計画を打ち出した。また、本社についても、過去のフィリップスとの決別

の意味やブランド宣伝効果への期待等を込め、創業の地であるアイントホー

フェンから首都アムステルダムへと移転を打ち出した。その結果、同社の業績

は回復し、2000年には過去最高益を生み出すまでになった（【図表 8】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 （出所）フィリップス社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成  （出所）フィリップス社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

 

ブーンストラ社長は、徹底したリストラクチャリングを実行すると同時に、“Let’s 
Make Things Better”のコーポレートスローガンのもと、同社として初めて、全社
を挙げて世界規模のマーケティングキャンペーンを打ち出し、グローバルカン

パニーとしての統一したブランドイメージの構築にも注力した。 

しかし、1990 年代の大胆なリストラ策によって、業績は回復し、2000 年には過
去最高益をたたき出したものの、世界的な経済環境の悪化や IT バブルの崩
壊等もあり、2001 年には再度赤字に転落することとなった。そのため、フィリッ
プスは 2001 年にはジェラルド・クライステルレ氏を社長として据え、再度戦略
の舵を大きく切ることとなった。同社は、例えばコンパクトカセットや CD等の特
許を保有するなど、極めて技術を重視し、技術偏重気味とも言える企業体質

であったが、親子 2代フィリップスという生え抜きのクライステルレ社長は、同社
が高い技術に拘るあまり、市場（＝顧客）の声を軽視しているのではないかと

の疑問を持ち、事業部対立からの変革や、テクノロジー重視からの脱却を図

って、企業文化の変革を実現し、Corporate value を設定、2004 年には、コー
ポレートスローガンを一新、“Sense and Simplicity”とし、「真に顧客に求められ
ているもの、誰が手にしても価値が伝わるもの」、「人々にとって価値のあるも

の、革新的で高品質なものを提供する企業」という明確なブランドイメージを追

【図表８】 フィリップスの営業利益推移 

2001 年以降は企

業文化の変革 

2000 年以降はブ

ランド重視の経営

への転換 

【図表７】 フィリップスのポートフォリオ入れ替え 
1996年 2000年

1 Sound & Vision

2 Car Systems

3 Business Electronics

4 Components 1 Consumer Electronics

5 Semiconductors 2 Components

6 Industrial Electronics 3 Semiconductors

7 Lighting 4 Lighting

8 Domestic Appliances 5 Domestic Appliances

9 Medical Systems 6 Medical Systems

10 Polygram（音楽レーベル）

11 Media

12 Origin（ITサービス）

13 Grundig（エレクトロニクスブランド）

4,281 

-2,000 

-1,000 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

（単位：百万ユーロ）
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求した（【図表 9】）。フィリップスのブランドイメージ形成に貢献するものという観
点を強く明確にすることで、マーケット・顧客志向の企業への転換を果たし、そ

れを軸に事業の選択と集中を更に推し進めることとなった。こうした方針が、グ

ローバルな社会課題に向き合い、人々の身近な幸せや課題解決に資する事

業をポートフォリオに組み込んでいこうとするその後の同社の動きに顕れてい

る。 

 

  

 

 

 

 

 

 

  （出所）フィリップス社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

1つの例が、インドでのBOP（bottom of pyramid）ビジネスである（【図表 10】）。
同社の早期からのインド市場展開は前述の通りであるが、BOP 市場に向けて
5 ドルの手回し式ラジオや薪ストーブ等の製造・販売も手掛けている。BOP ビ
ジネスでは、現地と一体となった製品開発や製造を行い、現地の生活の質向

上に繋がる新事業を開拓し、来るべき市場形成期に向けての種まきを行って

いると言え、フィリップスの先見性を表していると言えよう。 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）フィリップス社 IR資料、JETRO等よりみずほ銀行産業調査部作成 

また、ヘルスケア事業においては、2000 年代以降、いち早く在宅医療分野へ
の注力を進めた。2006年には在宅高齢者との通信システムを手掛ける Health 
Watch Holdings, Inc社を、2007年には家庭での心拍モニタリングシステム運
営の Raytel Cardiac System社、そして 2008年には在宅医療機器メーカーの
Respironics 社を約 51 億ドルで買収するなど、大胆な投資を行った（【図表
11】）。CT や MRI 等の画像診断機器で世界 3 位のポジションにある同社にと

いち早く在宅医療

分野へ注力 

【図表９】 フィリップスの経営指針の変遷 

【図表１０】 フィリップスのインドでの BOP ビジネス事例 

BOP ビジネスへ

の取り組み 

High volume
Electronics

Towards One
Philips

Healthcare, Lifestyle,
Technology

1996-2000 2001 -2003 2004-
• Restructuring
• Regain financial credibility

• Portfolio transformation
• Shared services
• Show financial discipline

• Market/customer centricity
• Brand
• Finalize portfolio transformation
• Cross company synergies
• Keep financial discipline

Portfolio Corporate Valueの設定

“One Philips”
事業部門間の情報交換、人的交流が少ない

⇒常に最新のマーケット情報を共有できているか

⇒従業員の意識低下、視野が狭くなっていないか

Philipsブランドイメージの確立

⇒技術は十分。誰にでもわかりやすく、価値を

感じてもらえる製品をつくる

⇒ブランド認知の向上は社員のモチベーションに
もつながり、良い製品を作るサイクルを生む

Restructuring Growth

Volatility Predictable

Let’s make things better ブランドスローガンの設定

“Sense and Simplicity”

技術重視、過度なセクショナリズム

Research and analysis Co-design Co-development

Contextual

study

Appropriate

technology

Co-design

workshop

Design

Refinement
Prototyping

Testing and

feedback

共同開発
プーネにデザインチーム
農村地域適正テクノロジー研究所（ARTI）
社会経済開発トラスト、女性の自立支援グループ
等のNGOと連携

製造販売
プロトタイプ：ARTI
実地テスト
商品競争力
販売体制：地域分散型
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って、自社の強みでもある家庭でのブランド、認知を活用することにより GE や
Siemens といった競合に対する差別化を目指す本施策は、競争戦略上も有効
であった。結果として、現在では同分野が拡大し、在宅医療の属する事業

（Patient Care & Monitoring Solutions）は、ヘルスケア事業の約 30%を占める
までに事業規模が拡大しており、足許では一層の家庭領域との連携を打ち出

し、Health Tech と訴求しながら、フィリップスの主力事業として位置づけられる
までになった（【図表 12】）。 

 

 

 

 

 

 

  

（出所）フィリップス社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成   （出所）フィリップス社 IR資料より抜粋みずほ銀行産業調査部作成 

一方で、2000 年代半ば以降、半導体、テレビといったそれまでの主力事業か
らの撤退を断行している（次節で詳述）。在宅医療分野に意義と活路を見いだ

し、当該市場へリソースを集中するという方針があったからこそ、これら従来の

主力事業の切り出しを決断し、実行してきた構図が浮かび上がる。ブーンスト

ラ社長によってもたらされた徹底した効率化、利益主義と、クライステルレ社長

以降の、顧客重視、フィリップスブランドへの貢献といった企業指針とが相まっ

て、新たに注力する分野を定め、かつ果断にリソースを投入する一方、主力

事業撤退方針の意思決定を明確化する方向に作用したと考えられる。 

３．ポートフォリオ戦略の個別事例分析 

以上、フィリップスの年代ごとの経営方針とその背景となる経営環境を見てき

たが、①リストラを含め主に財務上の必要性から不採算部門整理のためのポ

ートフォリオ見直しを進めてきた 1990 年代に対し、②2000 年代以降は顧客・
マーケット志向のブランドイメージ確立をめざしつつ、ポートフォリオの転換自

体を経営指針に掲げ、それを進めてきた。マーケットインの事業戦略の色彩

が強まったことで 2000 年前後を境に同社ポートフォリオ戦略に質的転換が起
こったと言えよう。フィリップスが 2000年以降に撤退を行った事業は多くあるが
（【図表 13】）、本節では、代表的な撤退案件といえる半導体事業とテレビ事業
を事例として採り上げることで、どのような事業環境で、また、どのような経営指

針の下で、撤退判断がなされ、これをいかに断行してきたかを見ていくことと

する。 

 

 

 

個別事業の撤退

分析 

【図表１１】 レスピロニクス買収による領域拡大例 

次なる注力分野

へ の 果 断 な リ ソ

ース投入もポート

フォリオ見直しを

後押し 

【図表１２】 Health Tech への取組み 

ホームケア プレ・ホスピタルケア

在宅治療 病院前救護 画像診断装置 外科治療 救命救急

ホスピタルケア

生体情報モニタ 生体情報モニタ生体情報モニタ生体情報モニタ

AED

X線

CT

MRI

医療ITシステム

人工呼吸機器

睡眠治療機器

酸素療法機器

人工呼吸機器 人工呼吸機器

既存領域

Respironics買収によって領域拡大

生活 予防 診断 治療 回復 在宅医療

環境認識
一般消費者の

健康意識の向上

Population Health

への関心の高まり

医療の質と

コストへのフォーカス
医療コストの低減、

在宅医療の進展

サービス

提供領域

個人の健康維持から高品質な医療機器・サービスまで、より統合的なソリューションの提供方針
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（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
 

最初に、半導体事業の事例を見てみたい。半導体はエレクトロニクス製品の

性能を大きく左右することから、高い技術が求められる先端的な部材の一つ

である。PC については、データ処理の機能を担うプロセッサによって製品の

機能が左右され、また、現在のエレクトロニクス製品の中心であるスマートフォ

ンについても、通信やアプリケーションを駆動させる半導体が製品の機能を大

きく左右している。フィリップスについても、電球から電気シェーバー、更には

テレビや録画機と、エレクトロニクスの技術を高めて多くの製品を開発する中、

半導体についても研究を重ね、1965 年に集積回路の開発に成功している。
世界で初めて半導体の事業化で成功を収めた企業は Intel であるが、Intelの
半導体製品の発表が 1969 年であったことを考えると、フィリップスが最先端の
技術を追い求める企業であったことが伺える。 

「技術で人々に幸せを提供する」理念を掲げる 1990 年代のフィリップスにとっ
て、半導体は製品差別化のための不可欠な技術とされ、長きに亘り、中核事

業であるコンシューマー製品を支える事業として位置付けられていた。また、

技術面での重要性だけではなく、2000 年までは財務面からも会社を支える構
図となっており、例えば、売上高では全社の約 10%の事業（1998 年）ながらも、
営業利益を見れば、構造改革を進める他事業の赤字全てを吸収する程の利

益を生み出しており、同社にとっては無くてはならない事業となっていた。

（【図表 14】）。 

 

 

 

 

 

 

 
（出所）フィリップス社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）1998年 12月中平均為替レートは NLG/USD=0.5316 

 

【図表１３】 フィリップスの撤退事業（2000 年以降） 

フィリップスは技

術を追求する会

社であった 

【図表１４】 フィリップス部門別営業利益 （1998 年） 
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2000 年以前は、

半導体事業がフ

ィリップスの理念

と会社を支えてい

た 

【テレビ事業】

・時間をかけて撤退

・ブランド貸しビジネスへ

・シェアトップでも撤退

【携帯電話事業】

・コンシューマー向け代表的
ブランド製品から撤退

・JV解消・事業強化から一転
して、短期間で撤退へ

【照明事業】

・創業事業も分社化を検討中

【半導体事業】

・短期間での完全売却（IPO）

・投資効率の低下や社内での
位置づけの変化

【ディスプレイ事業】

・JVで次世代技術への投資
を行い、約10年後には撤退

・合弁先へ全株売却

【その他】

・ 光ディスク

・ 地図情報サービス

・ コンポーネント 等
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半導体事業は 2000年に ITバブル崩壊の影響等を受け、赤字に転落すること
になる。しかしながら、技術による差別化を戦略に掲げていた当時のフィリップ

スにとって、半導体技術はそうした理念に合致した事業であった。また、同社

コンシューマー事業についても、通信技術との融合による新しい世界観を描

いており、半導体事業は会社全体の戦略としても必要とされる事業であった。

そのため、フィリップスは半導体事業の再建に邁進していくこととなり、中国携

帯電話市場向け 3G チップ等のビジネスを強化するなど、自社製品の差別化

だけでなく、市場の大きい社外にも目を向け、売上拡大を進めていった。また、

45 ヶ所あった製造拠点や開発拠点を 27 ヶ所まで削減するなど徹底的な合理
化も同時に進めていった。その結果、2004 年後半には営業利益率が 10%を
超えるまでに事業は回復し、一旦は経営目標を達成することになった（【図表

15】）。 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）フィリップス社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

2000 年以降の半導体事業は、投資負担も拡大を続けており、キャッシュフロ
ー重視の経営を進める中、全社ベースで 20%程度の売上ながらも、投資に占
める割合は 30%を超えるまでに拡大し（【図表 16】）、投資効率の面で課題も
指摘される事業となっていた。そもそも半導体産業は、投資規模が競争力に

直結する産業であるが、ブーンストラ社長以降、高い収益目標と投資効率の

両立を求める経営が根付いてきたフィリップスにおいては、次第に同事業に

対する風当たりが強まっていった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

          （出所）フィリップス社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成   

外部売上の拡大

と徹底的なコスト

削減によって、半

導体事業は高い

経営目標を達成

するまでに回復 

【図表１５】 半導体事業部門業績推移 

収益と投資効率

が求められる環

境の下、半導体

事業は投資負担

の大きい赤字事

業へ 

【図表１６】 部門別投下資本 
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また、半導体事業立て直しが完了し、経営目標を達成した当時、フィリップス

の経営戦略には変化が顕れていた。2004 年は、前述のクライステルレ氏が社
長に就任し、“Sense and Simplicity”のブランドスローガンを掲げた年であり、
技術よりもブランドが重視され、ヘルスケアとライフスタイルを中核事業に据え

ていくことになっていた時期であり、典型的な BtoB 事業である半導体事業は

徐々に位置づけが不明確になりつつあったと考えられる。 

フィリップスの戦略面の変化だけでなく、半導体事業を取巻く環境にも変化が

生まれていた。ヘルスケア事業が投資段階から成長ステージへ移りつつあっ

たことから（【図表 17】）、同社は半導体事業を切り離しても、新たな事業の柱
を期待できる環境にあったと言える。一方で、半導体事業に目を向けてみても、

2004 年以降に広くコンシューマー製品に搭載することができる汎用型製品
「Nexperia」の強化に取組み、同事業の外部向け売上が 90%近くまで高まるな
ど、半導体事業は構造改革を経て、外部で競争できる自立した事業となって

いた。ライティングやヘルスケア等の主力事業は、半導体事業に競争力を依

存しない構造となっており、これも撤退判断を後押しした要因となったと想定さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 
      （出所）フィリップス社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

そして、2006年にフィリップスは半導体事業からの撤退を発表することになる。
当時のフィリップスの経営状況や環境に照らしてみると、半導体事業は、①一

旦は黒字化したものの、環境によっては大幅赤字の恐れがあり、今後も一定

の投資負担が生ずる事業であったことから、財務面からもポートフォリオ戦略

上、常に議論の対象であったこと、②ブランド志向や顧客に分かり易いものを

提供するといった新たな企業指針の下では、注力すべき事業としての優先順

位が下がっていたこと、③会社存続を支える事業としてヘルスケア事業が成

長していたこと、④半導体事業リストラ実施後、一旦、黒字転換した段階で、

事業売却などによって成長分野へ振り向ける資金を得る機会と捉えることがで

きたこと、⑤半導体事業も自社から切り出した方が、事業強化に繋がると考え

られるなど、財務面・事業面からの課題認識と会社を取巻く環境を踏まえた中、

極めて合理的な経営判断として本事業撤退が決断されたと考えられる。 

半導体事業の切り出しは、フィリップス自身も引き続き 20%程度の出資を残し
つつも、80%の株式を投資ファンドへ売却する形で実行された。新会社の
NXP セミコンダクターズ（以下、NXP）では、シェアトップクラスの製品以外から

フィリップスの戦

略の変化と共に、

半導体事業の位

置づけは徐々に

不明確に 

ヘルスケア事業

の成長と半導体

の自立が撤退判

断を後押し 

財務、事業、環境

面を踏まえて半

導体事業からの

撤退を判断 

【図表１７】 ヘルスケア部門の EBIT 推移 
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撤退するリストラが断行され、撤退発表当時に 70 億ドルあった売上は 44 億ド
ルに減少し、約 37,000人の従業員は、2010年までに 28,000人に削減された。
そして、投資ファンドでのリストラが完了した約 4 年後の 2010 年 8 月に NXP
は上場を果たし、この段階でフィリップは残る NXP株式全てを売却し、半導体
事業からの撤退を完了させた。この間、フィリップスは、半導体事業に関わる

資産として保有していた製造委託先 TSMC株式を 2008年までに段階的に売
却し、56億ユーロの資金を得ている。 

フィリップス半導体事業からの撤退は、不断の外部連携がその実効性を高め

たと見ることができるであろう。NXP については、投資ファンドを活用すること
で、撤退発表から約 4年で終了しているが、特筆すべきは TSMC株式の売却
である。現在の半導体産業は、設計と製造の分業化が進み、特に高機能、大

量生産型の半導体は、ファウンドリと言われる製造に特化した会社に半導体

製造を委託することが主流となっているが、こうした事業モデルの先鞭をつけ

たのがフィリップスであった。現在世界最大のファウンドリである TSMC に対し、
フィリップスが微細化製造技術を供与したのが 1987年であり、その後、出資に
及んでいる。ファウンドリという業態の誕生と育成を促してきたことは、自社の

事業範囲・規模の適正化へ向けての動きであり、結果的に円滑な半導体事業

撤退につながった可能性がある。主力事業の位置づけにある段階から自前

主義を絶対視せず、適切な外部リソース活用をはかっていくことは、ポートフォ

リオ戦略上の選択肢を広げる効果があると言える。 

次に、フィリップスのテレビ事業からの撤退についての分析を行う。テレビはコ

ンシューマー製品の中でも、ブランドに与える影響が大きい製品であると言え

る。様々な製品を市場に送り出し、またポートフォリオ見直しの中で数々の事

業撤退も行ってきたフィリップスではあるが、テレビ事業については、事業環

境が厳しくなる中でも、如何にして残すかを模索し続けた。結果、規模は徐々

に縮小させつつも、他社へのブランド貸与により、フィリップスブランドを維持し

ている。 

フィリップスは、かつてコンシューマー製品を中核事業に掲げ、その代表的製

品であるテレビについては世界シェアトップの地位まで登りつめた。一方、日

系メーカー、韓国メーカーを中心とするアジアメーカーとの競合激化を主因に

収益性が悪化する中、2005 年からアセットライトに向けた取組みに着手した
（【図表 18】）。 

 

 

 

 

 
（出所）フィリップス社 IR資料などよりみずほ銀行産業調査部作成 

 

収益性悪化に対して、まずは、ブラウン管を始めとしたエントリーモデルを削

減し、ハイエンドでの生き残りを模索した。事業の一部を約 1,700 名の従業員
と共に台湾メーカーTPV へ売却すると共に、自社テレビ工場については、か

テレビ事業は長

期 間 生 き 残 り を

模索 

シェアトップでも

収益性は重視 

製品構成とアセッ

ト見直しによる損

益改善から着手 

【図表１８】 フィリップス テレビ事業からの撤退手法 

半導体事業から

の撤退実行は外

部活用により短

期間で完了 

2005年 2008年 2010年 2012年 2014年

戦略 ハイエンド集中
アセットライト

北米撤退 中国、インド等新興国撤退 残る全ての販売をブランドラ
イセンスへ切り替え

JVへの出資売却

売却先等
ライセンス貸与先

TPV（エントリーTV事業）
Jabil（欧州ブラウン管工場）

船井電機（北米販売）
Elcoteq（メキシコ工場）

TPV（中国販売）
Videocon（インド販売）

TPV（テレビ販売） TPV

売却額 約2.9億ユーロ 約0.3億ユーロ - - （非公表）

移転従業員数 1,700名 740名 - 3,600名 3,500名

その他 TPVへ出資 - TPVとJV設立、貸出（1.5億
ユーロ）
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つてコンポーネント事業を撤退した際にも工場の受け入れ先となった米国

EMS3企業に売却をおこなった。 

その後、中国メーカーのプレゼンス拡大も加わり更に競争が激化する中、ハイ

エンドを含めて全テレビ事業のポートフォリオを縮小していくこととなる。2008
年には、テレビ最大の市場である北米事業からの撤退に着手し、テレビ事業

で取引があった欧州 EMS メーカーへ工場を売却し、販売については船井電
機へブランド貸与を行った。2010 年以降は、テレビ事業の全てをブランドライ
センスに切り替える動きを加速させ、2010 年に中国、インドといった新興国事
業を、2012 年に残る全ての地域での販売を TPV へのブランドライセンスへ切
り替えた。TPV に対しては、JV 設立だけでなく、1.5 億ユーロに及ぶ貸出金を
実行して、TPVの事業構築も支援した形跡が伺える。その後 2014年に JVに
対する持株全てを売却し、ブランド手数料のみを受け取るビジネスモデルに

変更することになった。2005 年にアセットライトから着手したテレビ事業は、そ
の後 10 年の歳月を経て、ようやく事業からの撤退を完結させることができたと
言えよう。 

撤退完了までに費やした 10 年という期間については様々な評価ができよう。
そもそもテレビ事業の全面撤退という絵は初めから描いていたものではなく、

また世界シェアトップのメーカーとして、各地域の流通網維持や消費者に細

心の注意を払いながら脱力を進めていく必要があった等、10年を要したという
ことにはやむを得ない面もあったであろう。一方で、当社が脱力方針を打ち出

した 2005 年はフィリップスが薄型テレビ販売台数シェアトップに立った年でも
あり、最初の一手は早かった。また、その後もグローバル市場は順調に伸び

続けた環境下（【図表 19】）、2008年には最大市場北米からの撤退を開始する
等、取組着手の早さは際立っていると言えよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            （出所）各種資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

                                                        
3 電子機器の受託生産を行う企業で、electronics manufacturing service の略 

10 年の歳月を経

て、テレビ事業か

ら撤退 

撤退に時間を費

やしたが、撤退に

向けた取組みは

早かった 

【図表１９】 薄型テレビ出荷台数推移 
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半導体事業と同様、テレビ事業からの撤退プロセスにおいても、従来からの外

部との連携関係が活きた。フィリップスは以前から協力関係のある企業への事

業売却やライセンス供与を通じ、テレビ事業からの脱力を進めていった。ポー

ランドのブラウン管テレビ工場を売却した Jabil は、かつてフィリップスがコンポ
ーネント事業から撤退した際に工場を売却した相手であり、メキシコ工場を売

却した Elcoteqは、テレビ事業で 12年の取引があった相手である。また、TPV
に対しては、エントリーテレビ事業を売却し、その後、ブランドライセンスを貸与

することになるが、JV 設立や貸出支援など、事業構築までも手助けすることで、
TPVは多くの従業員の受け入れ先になっている。 

自社ブランドを有していない外部企業を育て、信頼関係を築くことで、ブランド

貸与をビジネスとし、フィリップスブランドの強化を可能とする等、外部リソース

活用とそこへ向けてのお膳立てとも言える動きがここでも有効に作用したと言

えよう。一方で、市場がまだ力強い成長ステージにあったことも、事業売却等

をスムーズならしめた大きな要因の一つであり、テレビについては早い段階で

の着手がものをいったことを見逃してはならない。足許収益が出ている事業は

脱力対象ではないという発想や、流通網や消費者に対する過度な配慮のあま

り、必要な手当てを先延ばしすればするほど、打ち手は狭まり、結果的に課題

をより大きく困難なものにしてしまうと言えよう。自社経営課題に正面から向き

合い、如何に早く最初の一手を打つかが、ポートフォリオ戦略の成否を決める

重要な要素であることをテレビ事業撤退事例は示している。 

４．日系企業へのインプリケーション 

フィリップスはかつての経営危機を経験する中で、ブランドや収益を重視する

経営へと大きく舵を切り、成長分野へ取組むことで、戦略的にポートフォリオを

見直す土壌を築き上げた。そして、実際にポートフォリオの入れ替えを断行す

ることができたのは、平時から他社との連携関係を築き、効果的に外部の力を

活用してきたことと、最初の一手を打つのが早かったことが大きかったと言える

であろう（【図表 20】）。 

 

 

 

 

 

 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

日系エレクトロニクスメーカーについては、複数の事業を有する企業が多いが、

グローバル競争を勝ち抜いていくには、保有事業それぞれが固有の競争力

を持つ必要があり、経営資源制約の下でこれを実現するには、保有事業の強

さの見極めと、絞り込みを行った上で集中的なリソース投入を行う実効性のあ

るポートフォリオ戦略の実践が求められる。一般的に日系メーカーは自前主

義への拘りが強いとされるが、昨今のグローバル競争環境下、その弊害が指

事業ポートフォリ

オ見直しを進める

強い意識と外部

活用によりテレビ

事業からの撤退

が実現 

フィリップスのポ

ートフォリオ見直

しは最初の一手

が早く、外部を活

用して実現 

フィリップスの外

部を活用 し たポ

ートフォリオ見直

し方法に学ぶ面

もあるのではない

か 

【図表２０】 ポートフォリオ見直しを実現する要素と手段 

課題に対する着

手の早さがポート

フォリオ戦略の成

否を決める 

ビジョン
ブランド重視

経営目標
収益重視

半導体事業 強化する事業の優先順位決め 投資効率の低さを認識

テレビ事業 ブランドを残す事業モデルを構築 アセットライト化への早期着手

１．ポートフォリオ見直しを促す経営指針 ２．見直しを実現できる環境

成長分野への早期取組み

ヘルスケア事業は育成期から成長
段階へ

ヘルスケア等3事業を中心とした体
制が構築されていた

外部活用

投資ファンドへ売却
製造委託先活用

工場・雇用受け入れ先、ブランド貸
しを行う先として外部を活用

３．見直しを実行する方法
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摘されることも多くなってきているように見受けられる。事業環境変化の激しい

エレクトロニクス業界にあってはなおさらで、平時の事業の運営にあたっても

必ずしも自前に拘らずに、他社連携によりリソースを補完し経営のスピードを

上げる方が、効果が大きいケースもあると思われる。こうした取組は万一の撤

退戦においても、既に築いた他社とのネットワークを有効に活用できる可能性

があり、自社単独での段階的な事業縮小の結果、抜本的な課題解決が困難

になるといった事態を回避しやすくなるだけでなく、他社との分業を通じて業

務のアンバンドリングがはかれていることから、M&A実行にあたっての手法や
相手方等の選択肢が広がりやすいものと思われる。更に社外とのコンタクトを

通じて対象事業に係わる客観的なマーケット情報に触れる機会が増すことに

なり、的確な情勢判断や迅速な意思決定につながる可能性もあると考える。 

然るに自前主義への過度な拘りは、結果的に現状変更を伴う施策を否定する

様々な理由を産み出し、適切なポートフォリオ戦略の策定と実践を妨げる方

向に作用しているように思われる。今黒字だからという理由で成長余地の乏し

い事業の存続を当然視したり、何らかの事由で特定の事業を聖域化したりと

いったことは、本来他に振り向けるべき経営資源を比較劣位の事業に固定化

させ、あるいは撤退戦において後手を踏むといったことを通じ、企業価値の低

下を招いている可能性がある。 

グローバルな競争環境に身を置く日系企業にとって、経営資源有効活用の観

点からポートフォリオ戦略のブラッシュアップと果断な実行は不可欠である。い

ざ実行するとなれば雇用問題や各種法務・税務等難しい実務上の課題を伴う

のも事実であるが、そうした課題に対する対応を普段から検討しておくことによ

りポートフォリオ戦略の実効性を高める努力も必要であろう。自前主義からの

脱却を積極的に進め、ポートフォリオ戦略の有効活用を通じた日系企業の競

争力向上に期待したい。 

 

 
（電機・IT・通信チーム  鈴木 和己／篠原 弘俊／呉 曉君／高野 結衣／李 静芳） 

kazumi.suzuki@mizuho-bk.co.jp 
hirotoshi.shinohara@mizuho-bk.co.jp 

gyoukun.go@mizuho-bk.co.jp 
yui.takano@mizuho-bk.co.jp 
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Ⅱ－2．欧州非製造業の戦略から学ぶ 

Ⅱ－2－1． はじめに 

戦後の日本経済の発展を牽引してきた製造業の競争力強化は我が国にとっ

て引続き重要な課題である。一方、諸外国と同様、経済のサービス化が進展

する中、日本の GDP および雇用の 7 割近くを占める非製造業の成長が経済
全体に与える影響は一層高まっており、日本経済の発展には非製造業の成

長が不可欠である。 

生産年齢人口の減少幅が拡大するとともに総人口も減少局面に入り、本邦非

製造企業はマザーマーケットである国内消費市場の縮小という問題に直面し

ている。斯かる状況下、持続的成長を実現するには、競争激化が必然的な国

内マーケットでの生き残りと共に、海外展開において国際競争を勝ち抜くこと

が求められている。 

欧州の非製造業を見渡してみると、様々な産業で世界トップクラスの企業があ

る。世界マーケットを相手に歴史的に自由競争の中で鍛えられてきた産業、

各国や欧州地域において規制を受ける中で発展してきた産業、経済統合を

契機とする規制の緩和・撤廃を追い風に世界的企業が生まれた産業等々、そ

れぞれの産業を取り巻く環境は様々であるが、概して自国及び欧州のマザー

マーケットで確固たる基盤を構築しつつ、海外展開することで世界トップクラス

に成長していった。 

本章では、欧州の非製造業の中から複数の産業を採り上げ、その産業を取り

巻く環境や当該産業における世界的企業の戦略を考察することで、日本の非

製造業が更なる発展を遂げ、ひいては日本経済の成長に繋がるヒントを探っ

ていく。 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギーについては、欧州において拡大している再生可能エネルギーと分

散型電源の普及がもたらしている様々な課題と、それに対する各国政府や事

業者の対応を分析し、我が国におけるエネルギー新時代の政策の在り方と、

新たなビジネスの潮流を考察することとする。 

通信については、欧州において通信事業自体が縮退に向かいつつあり、新

たな分野への取組みが重要な課題となっている。これは、遠からず本邦企業

も直面するであろう課題であることに鑑み、欧州企業の取組みにフォーカスを

当て、本邦企業へのインプリケーションを導出する。 

非製造業の成長

は日本経済の発

展に不可欠 

【図表１】 分析対象とした産業及び企業 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成

欧州非製造業の

戦略から学ぶ 

産業 企業

エネルギー E.ON, RWE, Centrica, GDF Suez

通信 Vodafone

物流 Deutsche Post DHL

海運 A.P.Moller-Maersk

アパレル Inditex, H&M
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物流・海運・アパレルについては、各産業を代表する世界的企業の戦略を考

察し、本邦企業へのインプリケーションを導出する。各企業の戦略は様々であ

るが、本邦企業が参考とすべきいくつかの共通項がある。一つはポートフォリ

オ戦略であり、事業ポートフォリオやブランドポートフォリオにおける戦略に各

社特徴がある。もう一つは、グローバル展開手法であり、この 2 軸を中心に考
察する。 

繰り返しになるが、非製造業の成長は日本経済の発展に不可欠である。以降

各章の考察が、我が国非製造業の成長に繋がるヒントになれば幸いである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（社会インフラチーム  川手 康司） 
koji.kawate@mizuho-bk.co.jp 

 

【図表２】 各産業における着眼点 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

産業 着眼点
ポートフォ

リオ戦略

グローバ

ル展開

エネルギー エネルギー新時代の政策と欧州企業の戦略を考察

通信 成長の為の新たな分野への取組から学ぶ

物流 勝ち組企業から学ぶ ● ●

海運 同上 ●

アパレル 同上 ● ●
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Ⅱ－2－2． エネルギー －欧州発エネルギー転換の現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

欧州で再生可能エネルギーの導入が拡大している。欧州国民の強い環境志

向、EU主導の野心的な環境政策、豊富な自然エネルギーを擁する地理的優
位性等、要因は様々だが、欧州はこの分野において早くから自主的に取り組

んでおり、再生可能エネルギーの導入規模のみならず、昨今の国連気候変

動枠組み構築に向けた議論においても世界をリードする。地球環境の文脈に

おいて、欧州は再生可能エネルギー先進国であり、「光」の側面がフォーカス

されがちである。他方で、再生可能エネルギーの拡大が欧州の電力供給シス

テムに「歪み」をもたらしていること、エネルギー転換という産業のパラダイムシ

フトに直面し苦悩する事業者の実態等、再生可能エネルギーの大量導入に

伴う「影」の側面についても、最近では指摘がなされている。 

本稿では、先ず欧州において再生可能エネルギーや分散型エネルギーの普

及が電力システムにもたらしている様々な課題や事業者が直面する経営問題

を明らかにする。その上で、そうした課題に対して、各国政府や事業者が如何

にして対応しているかを政策面と企業戦略面から分析し、我が国においても

今後エネルギー転換が進展することを見据え、エネルギー新時代の政策の在

り方、新たなビジネスの潮流について考察を加えている。 

尚、本稿では「エネルギー転換」を化石燃料から再生可能エネルギーへの一

次エネルギーの変化と定義する。また、本稿における「再生可能エネルギー」

とは、大規模水力等の在来型エネルギーを除く、非在来型エネルギーのみを

指す。 

 

 

再生可能エネル

ギ ー先進国 の

「光」と「影」 

【要約】  

 再生可能エネルギーと分散電源の普及は、導入コストの賦課金を含めた小売電気料金
の上昇に留まらず、欧州の電力システムに構造的な問題をもたらしている。 

 エネルギー転換が進行する中で、大手ユーティリティは大規模設備と高度な発電技術
を駆使し、系統システムを通じて需要家に電気を届けるという従来のビジネスモデルか

ら、再生可能エネルギーやエネルギー小売事業への大胆な戦略の転換や Prosumer
（需給家）化する顧客との新たな関係の構築等、未知の領域へ大きく舵を切ろうとしてい

る。 

 エネルギー転換は需要家とエネルギー事業者との間にイノベーションを促し、新たな事
業モデルと新鋭ベンチャーを生み出す原動力にもなっている。 

 自由化された競争環境下でエネルギーベストミックスを実現するためには、外部経済性
が存在するエネルギー源について国民負担を最大限抑制しつつ確保するための政策

が求められる。 

 我が国のエネルギー産業がこのエネルギー転換という産業の構造変化を見据え、新た
な分野におけるイノベーションを通じ、持続的な成長を遂げていくことに期待したい。 
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２．欧州のエネルギー転換の現状と課題 

欧州では、1980 年代前半から 3E（Energy Security、Environment、Economic 
Efficiency）に優れる原子力が化石燃料に代わる次世代エネルギーとして期
待されたが、1986 年のチェルノブイリ原発事故以降、新規開発は低迷し、そ
れに代わるように、近年では再生可能エネルギーが急速に拡大している。再

生可能エネルギーの主な用途は電力であることからこの傾向は電源構成の変

化という形で表れている（【図表 1、2】）。 

IEA によると、欧州の再生可能エネルギーへの投資は今後も増加を続け、
2014年から 2040年の累積投資額は 1.4兆ドルに上り、2040年には欧州の発
電電力量の 1/3 を再生可能エネルギーが賄うといった見通しが示されている
（【図表 3、4】）。 

 

 

 

 

 

 
 
（出所）【図表 1、2】とも、IEA資料等よりみずほ銀行産業調査部作成 
 

 

 

 

 

 

 
 
（出所）【図表 3、4】とも、IEA資料等よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）見通しは「新政策シナリオ」の数値を試用 
 
 

再生可能エネルギーは現在の技術において、発電コストの高い電源である。

従って、普及させるためには何らかの政策的な補助が必要であり、日本を含

め FIT1導入国では、再生可能エネルギー導入に係るコストを賦課金として電

気料金に上乗せして徴収している。近年、この賦課金の影響もあり欧州主要

国の電気料金は上昇傾向にある（【図表 5】）。特に、2050 年迄に発電電力に

占める再生可能エネルギー比率 80%を目指すドイツでは、政府が電力多消
                                                        
1 Feed-in Tariffの略。再生可能エネルギーの固定価格買取制度 

【図表１】 欧州（OECD）一次エネルギー構成比の推移 

欧州におけるエ

ネルギー転換の

現状 

再生可能エネル

ギーの導入に伴

い、上昇する小

売電気料金 

【図表４】 EU の燃料種別発電電力量の見通し 【図表３】 再生可能エネルギー累積投資額の地域別見通し 

【図表２】 欧州（OECD）発電電力量の燃料構成比の推移 

（cy） （cy） 

（cy）
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費産業の国際競争力に配慮し、賦課金負担を家庭用需要家に寄せているこ

ともあって、家庭用電気料金の上昇が顕著である（【図表 6】）。 

 

 

 

 

 

 

 

    （出所）IEA資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
        

 

 

 

 

 

                  
 （出所）BDEW資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

 

他方、卸電力価格は再生可能エネルギーの導入拡大に伴い低下傾向にある

（【図表 7】）。欧州では、再生可能エネルギーを最大限利用するため、他の電
源よりも優先して給電される。これまで、主にガス火力が担ってきたミドル・ピー

クロードの高価格帯の需要が再生可能エネルギーに置き換わっていく中で、

卸電力価格の低下に寄与していることが推察できる。【図表 8】は、ドイツにお
ける Spark Spread2と Dark Spread3の推移を示したものであるが、Spark Spread
は 2010年からマイナスで推移、即ち逆鞘の状態が続いている。石炭について

は、北米シェール革命を背景に安価な石炭が流入していること、褐炭という国

内天然資源が豊富に賦存することから、辛うじてではあるがプラスを保ってい

る。かくして相対的にコスト競争力が増した石炭火力は、足許では高稼働が続

いており、このことが 2010年以降、ドイツにおける CO2排出量を増加させる一
因になっている。尚、欧州における CO2排出権価格（EU-ETS）が近年低位で
推移している点も、石炭火力の稼働率上昇の一因として指摘されている。 

 

 

 
                                                        
2 電力先物価格とガス先物価格の価格差。ガス火力発電の採算性を示す指標として使用される。 
3 電力先物価格と石炭先物価格の価格差。石炭火力発電の採算性を示す指標として使用される。 

【図表６】 ドイツ家庭用電気料金の内訳 

【図表５】 欧州主要国の電気料金の推移 

他方、卸電力価

格は低迷 
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 （出所）【図表 7、8】とも、EEXデータよりみずほ銀行産業調査部作成 
        

優先給電される再生可能エネルギー由来の電力が市場に大量に流入すると、

発電施設を限界費用順（費用の低い順）に並べたメリットオーダーにおいて、

ガス火力は需要曲線の右側に押し出される（【図表 9】）。再生可能エネルギー
は出力が大きく変動するため、火力発電はその変動を吸収するバックアップと

しての役割を果たすのだが、事業者にしてみれば、普段稼働しない火力発電

所を、維持コストを掛けて保有し続ける意義は薄れる。ドイツでは、火力発電

を中心に休止・閉鎖の計画が相次いでおり、2014 年～2018 年の 4 年間で
5.4GW（純増減）の発電設備容量が失われる見通しだ。 

英国では、火力発電所の休止・閉鎖に加え、原発の老朽化もかなり進行して

いる。現存する原発施設の 9割が 2023年迄に運転ライセンスが終了するなど、

供給力不足が深刻化している。OFGEM（英国電力・ガス規制機関）の試算に
よれば、2015 年～2016 年にかけて、供給予備率が 2%を下回るシナリオも存
在する4（【図表 10】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成                       （出所）OFGEM資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
  
 
 
 

                                                        
4 電力の安定供給に必要な予備率は一般に 3%と言われている。 

【図表７】 卸電力市場（EEX）価格の推移 【図表８】 ドイツにおけるSpark SpreadとDark Spreadの推移

市場から退出す

るガス火力等の

負荷調整電源 

【図表９】 メリットオーダーの変化イメージ 【図表１０】 英国 供給予備率の見通し 

英国では供給力

不足の懸念が深

刻化 
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ドイツでは系統ネットワークの課題も顕在化している。大規模な風力発電に適

したエリアは北海の沿岸や沖合に多く分布するが、電力多消費型の産業の多

くは南西部に集積しているため、再生可能エネルギーを自国で消費するため

には南北をつなぐ高圧送電網の整備が必要となる。ドイツは、2009 年に送電
網拡張法「EnLAG法」、2012年には Federal Requirement Actを発効、総長距
離 3,800kmの特別高圧電線の建設計画が決定したが、以下を理由に建設は
大幅に遅延している。 

第一に、巨額の投資負担が挙げられる。好風況地の多くは北海沖合 50km近
辺に分布しており、発電設備の設置や送電線の敷設工事が複雑かつ大規模

になる。第二に、送電線建設予定地の住民による反対運動である。建設用地

確保のための森林破壊、電磁波による健康への悪影響、景観悪化による地

価下落などを理由に建設計画地の住民の多くが反対している。所謂 NIMBY
（Not In My Back Yard）問題である。第三に、州政府による合意プロセスが容
易でない点である。地方分権が進むドイツでは、建設に際して送電線が通る

各州の首相から承認を得る必要がある。過去に一旦合意したものの、建設段

階で合意の無効を訴え計画が中断する事例もあり、建設が遅々として進まな

いのが実態のようである。 

かくして、国民負担により導入した再生可能エネルギーは、自国内で消費しき

れず、急激な出力変動による電圧上昇や停電を防ぐため、国際連系線を通じ

て、揚水発電等の吸収力を有する周辺諸国に安価で輸出されている。風力

発電量と輸出電力量の強い相関関係からもその傾向を確認できる（【図表

12】）。また、風力発電量の急激な増加等により、市場価格がマイナスになる
（対価を払って電力を引き取ってもらう）局面もあり、余剰電力を地中に放電し

たり、売買が成立しないまま系統に流すケース（計画外潮流）も見られ、周辺

国の系統を不安定にする要因にもなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出所）BMWi資料よりみずほ銀行産業調査部作成       （出所）ENTSO-E資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
 

こうした問題に政府も手を拱いている訳ではない。欧州主要国では、再生可

能エネルギーの拡大により必要となる調整電源や、長期的な供給力を確保す

る目的で、容量メカニズムの導入（又は導入に向けた検討）が進む（【図表

13】）。英国は、2014年 12月に系統運用者の National Gridが第一回の容量
オークションを実施した。フランスでは、分散型容量市場の導入が決まってい

送電系統建設計

画の遅延と計画

外潮流 

【図表１１】 ドイツの系統ネットワーク 【図表１２】 ドイツの風力発電量と輸出発電量の推移 

主要国では容量
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が検討される 
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英国 フランス ドイツ

類型 容量市場（集中型） 容量市場（分散型）
戦略予備力
⇒容量市場（分散型）

特徴

政府が策定した中長期の供給計画に基
づき、系統運用者（National Grid）が
オークションを実施、発電事業者が応札。

そこで定まった容量価格に応じた支払
いを系統運用者が発電事業者に行い、
それに要する費用を小売事業者に負担
させる方式

一定の要件を満たす容量を公的主体が認

証し、その確保を小売事業者に対して義務
付けた上で、認証を受けた容量を発電事業

者や小売事業者の間で取引する方式。容
量義務量に達していない事業者には、「容
量インバランス」としてペナルティが課され
る。ディマンドレスポンスもカウント可能

戦略予備力：緊急時に不足すると見込

まれる量の電源を、系統運用者が戦
略的予備力としてあらかじめ確保して
おく方式

分散型容量市場：同左

検討
状況

2014年12月に第一回オークション実施。

＜第一回（2018年運用）入札結果＞
• 決済価格£19.4/kW
• 合計49GWの容量（2018年運用分）が
落札

• 内訳：既存31GW、更新15GW、新規
3GW、デマンドレスポンス0.2GW

2016~17年の制度導入予定。2013年9~10
月、RTE（系統運用者）が容量メカニズムに
関するルールのコンサルテーションを実施。
RTEはその結果を踏まえたルール案をエ
ネルギー省およびCRE（エネルギー規制機
関）に提出

検討中。連邦環境省およびBDEW（電
気事業者等の団体）は分散型容量市
場を支持しているが、連邦経済技術省
は容量メカニズムの導入に消極的

CO2排出量価格の下限値
（CPF）の設定FIT-CfDの導入

新設火力に対する
CO2排出基準(EPS)

の設定
容量メカニズム（CM）の創設

排出権価格の下限を設定（EU-
ETS価格が基準価格を下回る場
合に、差額分を気候変動税また
は燃料税として支払）

再生可能エネルギーのほか、原
子力やCCS付火力なども対象。
変動する卸電力価格のリスクを
ヘッジするための金融派生商品
の位置付け。

将来の容量に対して一定の対
価を支払う仕組み。稼働する・し
ないに関わらず、一定の報酬が
保証される。 2014年12月から運
用開始。

発電所ごとにCO2排出量の上限
を設定（450g/kWh）
⇒新設石炭火力に対するCCS設
置を実質的に義務付け

る。他方、ドイツでは電力業界と政府との間で見解の隔たり5が大きく容量メカ

ニズムの導入は決まっていない。 

さらに英国では、低炭素社会実現に向けた課題も包括的に解決するため、電

力市場改革（Electricity Market Reform、以下 EMR）を盛り込んだ「Energy Act 
2013」を国会で可決した。EMR は、①容量市場の創設、②FIT-CfD の導入、
③新設火力発電に対する CO2 排出基準の設定（ EPS ： Emissions 
Performance Standard）、④CO2排出価格の下限値設定の 4本柱で構成され
ている（【図表 14】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所）各種公開資料よりみずほ銀行産業調査部作成  
 

 

 

 

 

 

（出所）各種公開資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
 

このように再生可能エネルギーの導入拡大は、電気料金の上昇を通じた国民

負担の増加に留まらず、経済性が悪化したガス火力の市場退出、供給力不

足懸念、石炭発電量の増加を通じた CO2排出量の増加、周辺国への計画外
潮流といった広範かつ構造的な問題をもたらしている（【図表 15】）。こうした問
題に対処するため政策が打たれているが、何れも更なる国民負担に繋がりか

ねず、その影響が懸念されている。 

 

 

                                                        
5 独政府は、国内供給力が需要を大きく上回る状況にある中で、容量メカニズムの導入は国民負担の増加に繋がりかねないとし
て慎重な模様。電力業界は、再生可能エネルギーの導入拡大には調整電力として火力電源は必要、エネルギー市場における

kWh価値のみで火力発電を維持するのは困難であり、容量市場の導入は避けられないと主張している。 

【図表１４】 英国電力市場改革（EMR）の概要 

【図表１３】 欧州主要国の容量メカニズムの検討状況 

再生可能エネル

ギーの普及によ

り欧州の電力供

給システムに生じ

た「歪み」 



 
 

第Ⅱ部 欧州グローバルトップ企業の競争戦略 

 

みずほ銀行 産業調査部 

158

再エネ導入拡大

ガス火力発電の
稼働率低下

卸電力価格の
下落

ガス火力の
採算悪化

ガス火力の閉鎖・
新設計画の中止

将来の電力供給力不足

容量市場
（Capacity Market）

電源支援制度
（英FIT-CfD等）

再エネ賦課金の
増加

電気料金の上昇

送電系統の増強

制度対応 制度対応

石炭火力発電量
の増加

CO2排出量増加

北米シェール
革命

欧州ガス価格
高騰

更なる需要家の懸念

電力安定供給に懸念

制度対応しない場合

排出量削減目標未達

制度対応しない場合

石炭火力の
コスト競争力向上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

 

３．欧州の再生可能エネルギー政策について 

（１）欧州の再生可能エネルギー導入の背景 

欧州諸国が再生可能エネルギーを積極的に導入しようとする背景にあるのは、

地球温暖化問題への対応だ。欧州諸国は 1970 年代に「全ての政策は、まず
環境への配慮から」との基本理念を確立し、エネルギー政策も気候変動対策

と緊密にリンクさせて考えてきた。EUの気候変動対策のベースとなっているの
が、2009 年に制定された「再生可能エネルギー利用促進指令（20-20‐20（トリ
プル 20））」である。同指令は 2020 年に向けて温室効果ガス（GHG/Green 
House Gas）排出量1990年対比20%削減、消費エネルギー20%削減、一次消
費に占める再生可能エネルギー比率 20%達成を目指している。そして EU の
目標を達成するために各国別にブレイクダウンし、法的拘束力を持たせる形

で最終エネルギー消費に占める比率目標を各国別に課し、進捗状況の報告

を求めている（【図表 16】）。 

また EU は 2020 年以降についても、2030 年目標として欧州全体で GHG を
90年対比 40%削減、最終エネルギー消費に占める再エネの割合を 27%以上
に引き上げることを目標に掲げているほか、2050年に GHGを 1990年対比で
80～90%削減させることを掲げた「エネルギーロードマップ 2050」を制定して
いる。このように、EU は中期・長期にわたり将来的な指標を掲げ、その目標を
達成のために各国別に目標を課して進捗状況を管理する形で、気候変動対

策に向けた着実な対応を図っている（【図表 17】）。 

 

 

【図表１５】 再生可能エネルギーの導入拡大が欧州電力システムに与える影響（まとめ） 

欧州全体での地

球環境問題への

対応意識 

2050 年に向けて

欧州全体で中長

期的な目標を共

有 



 
 

第Ⅱ部 欧州グローバルトップ企業の競争戦略 

 

みずほ銀行 産業調査部 

159

 

（出所）【図表 16、17】とも、Eurostat資料よりみずほ銀行産業査部作成 

 

（２）欧州各国の再生可能エネルギー政策 

各国は、まずは当面の課題である 2020年のトリプル 20の自国の目標達成の
ため、再生可能エネルギーの導入を促す FIT などの導入促進制度を積極的
に導入してきた。その結果、太陽光や風力発電など一部の電源については市

場拡大に伴う量産効果で太陽光パネルや風力発電機の価格低減につながり

発電コストが大幅に低下、グリッドパリティ6の実現という FIT の目標が一定程
度達成されている。 

一方で、前述のとおり再生可能エネルギー導入支援が需要家に多額の負担

を強いることとなり、再エネ導入支援コストの削減が求められている。また FIT
の仕組みは電力市場の自由化の本来の機能を歪める、との批判も出てきた。 

こうした状況に対応するため、例えばドイツでは年間導入目標量とその時の導

入実績に応じて新規の買取価格を調整することをあらかじめ定めたスライディ

ング・スケール方式や、FIP7などが採用されている。また英国でも、市場取引

を意識した動きとしてデリバティブの概念を導入した差額決済制度である

FIT-CfDが導入されている（【図表 18】）。 

このように欧州では、再生可能エネルギーの導入を支援しながらコントロール

する政策や、一定の政策支援をしながらも市場価格をベースとする政策など、

ポスト FITに向けた動きが出始めている。こうした動きは、政策支援により拡大
した再生可能エネルギーが、将来、他の電源と競争可能な自立型の電源とな

ることを目指した過渡的な措置と位置付けられている。 

                                                        
6 再生可能エネルギーなどの発電コストが既存の系統電力の発電コストと同等になること。ドイツでは、産業用電力価格 15.37セ
ント/kWh（2014年平均価格）に対し、陸上風力の買取価格 4.9～8.9セント/kWh、太陽光の買取価格 9.2～13.2セント/kWh と、風
力と太陽光ではグリッドパリティを達成（BDEW資料）。 
7 Feed-in Premiumの略。再エネ電気を卸電力市場に直接販売し、卸電力価格に割増金（プレミアム）を上乗せする方式。プレミ
アムの単価が固定されるケースや販売価格に上限や下限を固定させる方法などもあり、近年では FIPの仕組みも多様化してきて
いる。 

【図表１６】 最終エネルギー消費量に占める再生可能エネルギー比率目標とその進捗 
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2012 TARGET

進捗率
28%

進捗率
58% 進捗率

69%
進捗率
71%

2020年
「再エネ利用促進指令（トリプル20）」

• 温室効果ガスを1990年比で20%削減
• エネルギー消費に占める再エネ割合
を20%まで拡大

• エネルギー効率を20%改善
（20％の省エネ）

2050年
「エネルギーロードマップ2050」

• 各国の低炭素戦略、長期的な投資に
ついての方向性を提示

• GHGを1990年比で80～90%削減

2030年
「気候変動・エネルギー政策枠組み」

• 温室効果ガスを1990年比で40%削減
• エネルギー消費に占める再エネ割合
を27%まで拡大

• エネルギー効率を27%改善（2020年ま
でに見直し）

【図表１７】 ＥＵの環境政策 

欧州での FIT 導

入は再生可能エ

ネルギー拡大と

コスト低減に寄与

する一方、課題も

顕在化 

ポスト FIT に向け

ては、将来の自

立電源化を見据

えた制度設計が

為され始めてい

る 

（2020）
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ドイツ ●2000年にＦＩＴ制度の根拠法となるEEG法（Erneuerbare-Energien-Gesetz）を制定しＦＩＴを開始（EEG法はその後4度改
正）

●2012年よりプレミアム料金制（ＦＩＰ)を選択制で導入
●2014年のＥＥＧ法改正により、至近の導入実績に応じて新規の買取価格を調整するスライディング・スケール方式を
導入。また市場取引への移行を見据え、一定規模（100kW)以上の再エネ設備については段階的にFITを廃止し市場
での直接販売を義務付けること、②遅くとも2017年までに競争入札とする方針を明示

スペイン ●1994年にＦＩＴを開始。太陽光の買取価格が高額だったことから再エネの導入が他国より加速
●経済危機のため国策で再エネ賦課金を需要家に十分に転嫁せず、電力会社の赤字が増大
●2004年、ＦＩＴとＦＩＰの選択制を導入
●2012年、固定価格での買取を凍結（2014年に太陽光・風力以外の一部の電源で再開）
●CECRE(Control Center for Renewable Energy）による再エネ専門の監視・制御機関が系統を管理

イギリス ●2002年RPS制度開始、2008年FIT開始
●2014年、5ＭＷ超の大規模の低炭素電源について、デリバティブの概念を導入した差額決済制度FIT-CfDを適用
●FIT制度と併用されてきた再生可能エネルギー利用義務(RO制度）は、2017年3月末で新規受付終了予定

フランス ●2000年にＦＩＴを開始
●発電設備の規模別にFITと入札制度を併用

上流開発 火力発電 原子力発電 再生可能エネ エネルギー小売 その他

独E.ON 海外事業に注力

独RWE Exit Exit予定 規制事業
（配電）に注力

英Centrica ガス事業に回帰

仏EDF ― 海外事業に注力

仏GDF Suez 海外事業に注力

スピンオフ（実質Exit）

川上 川下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）各種資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

 

４．欧州ユーティリティの企業戦略の変化 

火力発電や原子力発電のような大規模な設備を必要としない再生可能エネ

ルギーの拡大は、地産地消の分散電源の普及を加速させる。こうした流れを

受けて、大規模な設備と高度な発電技術を駆使し、系統システムを通じて需

要家に電気を届けるというユーティリティ事業者のビジネスモデルが大きく変

わろうとしている。欧州のユーティリティ事業者の多くは、経済性が大きく低下

した火力発電事業のスクラップを含め、事業ポートフォリオの大胆な組み替え

に取り組んでいる。【図表 19】は公開資料やヒアリング等から確認できた大手
各社の事業毎の方向性を示したものであるが、上流開発や原子力など、国と

してのエネルギー安全保障に直結する分野は別として、火力発電を縮小し、

成長する再生可能エネルギーや安定収入が見込まれる配電やエネルギー小

売に経営資源をシフトする動きは概ね共通している。 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
 

再生可能エネルギーは、風況や日照条件などの地理的条件だけでなく、各

国の政策・制度に大きく依存するため、早くから導入補助制度が整備されてき

た欧米先進国を中心に展開が見られる。また、再生可能エネルギーは現時点

戦略の転換を迫

られる大手ユー

ティリティ 

【図表１９】 大手ユーティリティの各事業領域における戦略方向性 

大手ユーティリテ

ィの再生可能エ

ネルギー事業 

【図表１８】 欧州主要国の再生可能エネルギー政策 
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Generation
31%

Germany 
Downstream

20%

UK 
Downstream

2%

International 
Downstream

8%

Renewables
24%

E&P
15%

RWE Capex

Renewables
39%

Nuclear
33%

Others
28%

EDF Capex

（域外発電・小売・
ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ）

Generation
11%

Germany 
Downstream

13% UK 
Downstream

1%

International 
55%

Renewables
13%

E&P
5%

Trading
2%

E.ON Capex

※海外再エネ電源を含む

スマートホーム
デバイス

ＥＶインフラ

Nest
(Google)

DAIMLER

提携先

SAMSUNG

LEG
（独ﾊｳｽﾒｰｶｰ）

• 行動パターンの学習機能を具備したサー
モスタットにより、室内温度を最適管理
（高い節電効果を実現）

• 長期契約の需要家に無料配布（オランダ
ではNestから独占販売権を取得）

事業概要

• Samsungのホームセキュリティシステム
を自社のHEMSと連携させてスマート
ホームの差別化を図る

• LEGが保有する物件（オンサイト）に、
RWEが省エネコンサルの上、高効率コ
ジェネを設置（”Tenant’s Electricity”）

• テナント側で高い節電効果を実現

• DaimlerとのEV共同事業
• 当社は欧州20カ国にEVチャージャー計

2000台設置（EV電力需要を囲い込み）
• V2Gによる系統安定化にも活用

上流開発

新エネ

在来型
発電

グリッド
（送電）

ｿﾘｭｰｼｮﾝ

エネルギー
小売

グリッド
（配電）

機器・
ｻｰﾋﾞｽ

エネルギー供給事業から、
インフラ事業に領域拡大

需
要
家

従来の
事業領域

新しい
事業領域

では政策的な補助によって初めて成立する事業であり、一般に収益性が高く

ないことから、E.ON や EDF は建設した発電資産をインフラファンド等の投資
家に売却し8、その資金で次の開発を手掛けるといった資産回転型の事業を

展開している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）各社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
 

RWEは再生可能エネルギーを中心とした分散電源が普及することで、エネル
ギーの Consumer（需要家）が Prosumer（需給家）化している実態を踏まえ、
Energy Provider（エネルギーの供給）から Energy Application（エネルギーの
応用）の領域に踏み出している。ここでは、エネルギーの「販売」に加え、機器

販売やソリューションの提供を含めたエネルギーの「インフラ」事業として展開

することで、Prosumer 化する顧客との新たな関係を築き、囲い込む戦略がとら
れている（【図表 21、22】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）【図表 21、22】とも、RWE IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

機器販売やソリューションの提供は、何れも顧客の省エネ行動を促すもので

あり、短期的にはエネルギー収入面でマイナスである。またユーティリティの提

供を本業とする RWE が機器販売を行うことで大きな収益を得ることは想定し
難い。こうした動きは、自社のブランド価値を高めるとともに、エネルギーに関

                                                        
8 資産売却後も、Operation & Managementを提供する等、引き続き関与することも多い。 

【図表２０】 大手 3 社の設備投資額の内訳（2013 年） 

RWE のエネルギ

ーインフラ事業へ

の転換 

【図表２１】 RWE の事業領域の変化 【図表２２】 RWE のエネルギーインフラ事業の一例 
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現E.ON
（上場）

原子力発電

火力発電再エネ 上流開発

ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ配電

ｴﾈﾙｷﾞｰ小売

新E.ON
（上場）

New Company
（上場）

新設分割

水力発電

• 顧客オリエンテッド
• ローカル展開
• 小型分散
• クリーンテクノロジー

• システムオリエンテッド
• グローバル展開（主に新興国）
• 大型集中
• 在来型テクノロジー

連するインフラに自社のエコシステムを構築し、顧客のスイッチングコストを高

めることで、エネルギー需要を独占的に獲得することを狙った動きとみることが

できる。 

再生可能エネルギーやエネルギー小売事業に大胆に舵を切った例が、2014
年 11 月に在来型発電事業のスピンオフを発表した E.ON である。E.ON は
2016 年にスピンオフする新会社に、在来型発電事業（火力、原子力、水力）、
上流開発、トレーディングの各事業を移転し、自らは再生可能エネルギー、エ

ネルギー小売、配電に特化した新しい事業体に生まれ変わる。エネルギー転

換が進行し、事業環境が大きく変化する中で、事業特性が異なる在来型発電

と再生可能エネルギーを同じ経営者の下で運営するのは企業価値最大化の

観点から望ましくないとの判断が背景にあったものと推察できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（出所）E.ON IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

大手ユーティリティが次々に大胆な事業モデルの転換を図る背景を考察して

みると、エネルギー転換の進行によって「買い手の交渉力」と「代替品の脅威」

が急激に増幅している実態が浮かび上がる9（【図表 24】）。主力商品が突如と
して売れなくなり、これまで手掛けていなかった新たな商品が市場を席巻する。

同時に需要家のニーズは多様化し、高度化する一方、需要家自らが新商品

の生産者になる。こうした脅威は、大手ユーティリティの従来の事業モデルを

崩壊させるだけの力を持っており、ここで事業モデルの変革が遅れれば、企

業としての存続も危ぶまれる。 

特に 2050 年迄に発電電力量に占める再生可能エネルギー比率 80%を目指
すドイツを母国市場とする事業者にとっては、再生可能エネルギーを中心と

する電源ミックスへの転換は避けて通れない。また、需要家のニーズが多様

化・高度化しながら、需給家（＝Prosumer）化する環境下では、エネルギー供
給事業から、電力の買取や、機器販売、省エネコンサルなどのサービス提供

等を含めた広義のエネルギーインフラ事業へ領域を拡大していく必要性があ

ろう。E.ON や RWE の大胆な経営戦略の転換には、こうした産業構造の変化
が色濃く映し出されている。 

また、Consumerの Prosumer化の流れは、主にエネルギーの川下領域におい
て、異業種との連携やイノベーションを促し、新たな事業モデルや新鋭ベンチ

                                                        
9 競争環境の分析に際しては、マイケル・E・ポーターの 5 Forces Analysisを使用 

在来型発電事業

のスピンオフを発

表した E.ON 

【図表２３】 E.ON のスピンオフ計画 

欧州ユーティリテ

ィを取り巻く外部

環境の変化 
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0%

20%

40%

60%

80%
石炭

原子力

石油ガス

再エネ

E.ON

RWE

ドイツ2013

ドイツ2050

エネルギーインフラ事業

エネルギー供給事業

顧客⇒”Prosumer”化

系統
電力

ガス

機器・
ｲﾝﾌﾗ

電力・
ﾈｶﾞﾜｯﾄ

最適化ｿﾘｭｰｼｮﾝ・
ソフトウェア

電源ミックスの変化

在来型
電源

これまでは、ドイツ（国）と事業者の電源ミックスはある程度整合

今後は、国として再エネ中心の電源ミックスを目指す中、
事業者としても再エネへの投資に舵を切らざるを得ない

需要家ビジネスの転換

これまでは、顧客は常に「買い手」

今後は、顧客が常に「買い手」とは限らない

顧客ニーズ多様化を充足しつつ、エネルギーインフラの観点から
Prosumer化する顧客と新たな関係を構築する必要

予備力

ベンチャー・
新規ビジネスが勃興

DR
Virtual Power 

Plant

地産地消・
分散電源

省エネ
コンサル

• ロシア・ウクライナ等、エネ
ルギー安全保障上の問題
脅威の度合：中

売り手の交渉力

• 寡占市場

脅威の度合：小

既存他社との競争

• 消費者のニーズ多様化・高
度化

• 消費者のProsumer化
脅威の度合：大

買い手の交渉力

• 再エネ・分散電源の普及
• 省エネ・DRの普及
• 在来型電源（火力・原子
力）の衰退
脅威の度合：大

代替品の脅威

• 電力自由化から10年を経
て、電力・ガスへの新規参
入は鈍化
脅威の度合：小

新規参入の脅威

エネルギー転換によって
「脅威」が増大

・多様化するニーズへの対応
・Prosumer化する顧客との
新たな関係構築の必要性

大胆な電源ミックスの転換の必要性

ャーを生み出す原動力になっている。次節では、具体的なビジネスモデルと

して VPP とデマンドレスポンスを採り上げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
（注）DRは Demand Responseの略 

 

 

 

【図表２４】 欧州ユーティリティの外部環境の変化（5 Forces 分析） 

【図表２５】 「代替品の脅威」・「買い手の交渉力」への対応 
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風力

太陽光

バイオマス

コジェネ
（バイオ燃料）

デマンド
レスポンス

変動電力 調整電力

バランシング電力
をトレーディング

卸電力市場

再エネの電源特性を活かし、VPP全体として出力を平準化

出力予測モデルの
高度化

予備力市場

スポット市場

発電設備
オーナー

Next 
Kraftwerke

代行契約

スポット電力

調整電力（含む容量）

利益シェア

調整電力（含む容量）

小売電気
事業者

小売電気
事業者

TSO

スポット電力

発電設備
オーナー

代行契約

スポット電力

調整電力（含む容量）

利益シェア

売電対価（kWh）

スポット電力

売電対価（kWh）

予備力対価（kW・kWh）

「Next Box」を通じた統合制御
TSOから受信する給電指令を発電設備毎に分割して発信

５．欧州における Virtual Power Plant と Demand Response 

ドイツの Next Kraftwerke社は 2009年に設立された Virtual Power Plant10（以

下、VPP）事業者である。「Next Box」と呼ばれる通信機能付コントローラーを
計 2,400カ所の分散電源に設置し、各分散電源をオンラインで接続することで、
1,000MWの容量を確保している。 

同社は、電力需給家（Prosumer）との間で電力販売に関する委託契約を締結
し、スポット市場での電力販売や、系統運用者が行う予備力オークションにお

いて、セカンダリー・リザーブ（5分以内に応答）やターシャリ・リザーブ（需給変
化に応じて手動で応答）の提供を行うことでマネタイズする。獲得した収入は、

委託契約に基づき、分散電源保有者とシェアする仕組みだ。 

同社が目指す理想の事業モデルは、再生可能エネルギーの出力変動を、再

生可能エネルギーで調整することによる、再生可能エネルギーを主体とする

VPP である。予測が難しい風力や太陽光等の自然変動電力に対して、バイオ
燃料やコジェネ等を用いて負荷追従を行う。またマーケットの状況に応じて、

VPP 内で調整した後の余剰電力を卸電力市場で売電し、収益の最大化を図
る。同社は 2013年に電力スポット市場を通じて再生可能エネルギー由来の電
力を 24億 kWh販売した。 

 

 

 

 

 

 

 
 
（出所）Next Kraftwerke ウェブサイトよりみずほ銀行産業調査部作成 

仏 Energy Pool社は、2008年にデマンドレスポンス・アグリゲーターとして設立
されたベンチャーで、2010年に仏 Schneider Electric（エネルギーマネジメント
大手）グループに傘下入りした。同社の特徴は産業用設備のデマンドレスポ

ンス（以下、DR）に特化している点である。約 80 の大口需要家を同社のネット
ワーク・オペレーションセンター（Network Operation Center、以下 NOC）と接
続することで、1,500MWの DR容量を確保している。 

同社の運用は全て自動化されている。先ず、NOC が系統運用者から DR 指
令を受信すると、NOC が需要家毎の応答量を解析し、各需要家に分割して
DR指令を発信、各需要家は信号を受信後、数分単位で、電力消費量を自動
制御する。同社の強みは、産業需要家が創出できるネガワットの量や時間帯

の幅をきめ細かく分析し、不測の事態にも柔軟に対応できる多種多様なポー

トフォリオを組む技術にある。 

                                                        
10 複数の分散電源や需要抑制を通信ネットワークで統合し、あたかも一つの発電所のように制御・運営すること。 

Next Kraftwerke

の VPP 事業モデ

ル 

【図表２６】 Next Kraftwerke の VPP 事業モデル 

Energy Pool の

Demand Response

事業モデル 
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【基準１】
消費者の

市場アクセス

基準 DRアグリゲーションの法的根拠、BRP※1とBSP※2の契約関係

5 DR・アグリゲーションが複数の市場で可能

3 BRPとBSPの契約関係は不明瞭だが法的根拠のある市場は存在

1 BRPとBSPの関係は不明瞭で法的根拠も明確でない（商業的に成立しない）

0 DR・アグリゲーションの法的根拠が存在しない又は資源として認識出来ない

【基準２】
プログラム

要件

基準 プログラム要件の適正性

5 広範囲のDR資源が複数の市場に参加可能となるよう要件設計されている

3 デマンドサイドの市場参加要件に軽度の障壁があるが、市場参加は可能

1 デマンドサイドの市場参加要件が厳しすぎるため、競争環境に問題がある

0 プログラム要件がデマンドサイドの参加を事実上ブロックしている

【基準３】
測定方法と

評価方法

基準 測定方法（ベースラインの設定等）と評価方法

5 全ての要件が詳細に定義されており、消費者がDRに参加可能

3 全ての要件は定義しきれていないが、DRの重大な障害にはなっていない

1 重要な要件が定義されておらず障害となっている

0 要件が存在しない

【基準４】
ファイナンス

とリスク

基準 ファイナンス・リスク管理

5 対価の支払と罰則は公正かつ適切

3 公平性に問題あり。また、罰則規定上リスクが存在するが、参加自体は可能

1 支払条件が不適切と思われる、また罰則規定に重大なリスクが内在

0 支払条件が不適切。罰則規定が致命的な障壁になっている

2014

Consumer
access Programs Verifications Finance

/Risk Overall

Austria 3 3 3 3 12

Belgium 5 5 3 5 18

Denmark 1 0 3 3 7

Finland 5 3 3 3 14

France 5 5 3 5 18

GB 5 3 3 3 14

Germany 1 3 1 3 8

Ireland 3 3 5 5 16

Italy 1 1 0 1 3

Netherlands 3 3 3 1 10

Norway 1 3 3 5 12

Poland 1 3 3 0 7

Spain 0 1 0 1 2

Sweden 1 3 5 3 12

Switzerland 5 3 5 5 18

Overall Score 40 42 43 46 171

Max. Score 75 75 75 75 300

① 系統側で電力不足・余剰が発生
② 当社NOC（Network Operation Center）が、発電事業者/系統運用者からDR要請を受信
③ 当社統合システムが、DR参加設備毎の出力制御量を解析し、DR信号を発信
④ DR参加設備は、信号を受信後、分単位で、出力を自動制御（応答速度は数分単位）

双日

Schneider/
Energy 
Pool

東京電力

• 「平成25年度次世代エネルギー・社会システム実証事業費補助金の第三次
公募」案件

•産業用需要家に特化したDR実証実験
•実証期間：2013年12月~2015年3月
•事業規模：5万kW
•参加企業：仏Energy Pool、仏Schneider Electric、双日、東京電力

• PJ幹事
• 産業需要家の
選定・交渉

工場

工場

工場

工場

• DRの活用・
評価

• アグリゲータ
• NOC運用

大量の電力を消費する設備を有し、工

程をずらしても製品の品質に影響が出
ない（少ない）企業を中心に選定

DR要請

ﾈｶﾞﾜｯﾄ
ﾈｶﾞﾜｯﾄ

DR要請
!

1

1

2

3

4

4

4

2013年には、経済産業省と新エネルギー導入促進協議会が主導する次世代
エネルギー・社会システム実証事業の第三次公募案件に、双日等とともに参

加するなど、近年、海外展開にも積極的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）【図表 27、28】とも、Energy Pool ウェブサイトよりみずほ銀行産業調査部作成 

再生可能エネルギーの出力変動への瞬動的な調整力として期待されている

DR であるが、まだ欧州の多くの国では DR が普及するための環境やルール
の整備が追い付いていないのが現状のようだ。 

欧州における DRの普及を推進する業界団体 SEDC（Smart Energy Demand 
Coalition）によれば、DR が成立する要件として、①需要家（又は DR アグリゲ
ーター）が市場にアクセス可能であること、②プログラム要件が厳しすぎないこ

と（参入障壁が高くないこと）、③DR の測定・評価の方法が確立していること、
④対価の精算方法や罰則規定が明確化されていること、の 4 点を挙げている。
この観点から、DRの市場整備状況を評価したものが【図表 29】である。DRの
環境が整備されている国は未だ多くないことが分かる。その中でも、市場環境

が整いつつあるフランスや英国では、上述の Energy Poolのようにベンチャー
を中心に DRプレイヤーの台頭が見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）SEDC資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注 1）Balancing Responsible Party：バランシンググループ  
（注 2）Balancing Service Provider：アグリゲーター  

【図表２９】 欧州におけるデマンドレスポンスの環境整備状況 

【図表２７】 Energy Pool の DR 事業モデル 

欧州の DR の市

場整備状況 

【図表２８】 Energy Pool の日本における DR実証 
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６．インプリケーション ―エネルギー新時代の政策と戦略の一考察 

欧州では、環境志向の強い国民性を素地に、EU主導の野心的な環境目標と
それに沿った各国の再生可能エネルギー支援制度やエネルギー安全保障

への問題意識等が、エネルギー転換への大きな原動力となった。 

我が国においても、今後、再生可能エネルギーは拡大する見通しである。確

かに 3E+S の基本理念に照らせば、環境性（Environment）、エネルギー安全
保障（Energy Security）および安全性（Safety）に優れる再生可能エネルギー
は、我が国にとって有望なエネルギー源であり、その導入は精力的に進めら

れるべきである。 

但し、急激かつ一定量以上の再生可能エネルギーの導入は電力供給システ

ムに様々な弊害をもたらす。欧州の事例では、再生可能エネルギー導入に伴

う賦課金（国民負担）の増加、卸電力価格の低迷と火力発電の稼働率低下に

伴うユーティリティ事業者の財務悪化、火力発電所の閉鎖加速と供給力・調

整力不足の懸念、石炭火力の高稼働に伴うCO2排出量の増加、送電網建設
計画の遅れからくる再生可能エネルギー由来電力の国外流出や計画外潮流

等の様々な社会問題が露呈した。また、そういった課題に対して、事後的に

政策が打たれているものの、いずれも更なる国民負担に繋がりかねない。重

要なことは、「起こるであろう問題」に対して、フォワードルッキングな視点で、

政策パッケージを打ち出していくことである。現時点で再生可能エネルギーは

発電コストが高く、政策支援なくして普及させることが困難な電源である。従っ

て、政策パッケージを打ち出す際には、調整電源の維持費用等、再生可能エ

ネルギーの拡大により必要となる周辺のコストを含めたトータルのコストを示し

たうえで、国民の合意を得るプロセスが必要であろう。 

再生可能エネルギーの導入拡大に際しては、エネルギー・電力における我が

国の立ち位置も今一度踏まえておく必要がある。日本は、「世界第五位のエ

ネルギー消費大国」であり「少資源国」であるため、純国産である再生可能エ

ネルギーの導入を拡大する意義は大きい。一方、欧州と異なり、島国である日

本は国際連系線を通じた電力の輸入が出来ないこと、送電ネットワークの形

状から広域的な運用に物理的・技術的な難しさが存在することから、安定供

給や調整電力の確保には一層神経を尖らせる必要がある。その意味では、ガ

ス火力発電のように、常に発電量をコントロールできる柔軟な電源の必要性は

高まる。即ち、バランスの取れたエネルギーミックスの実現こそが、我が国にと

って死活的に重要な課題ということになる。 

自由化された競争環境下でエネルギーベストミックスを実現するためには何

が必要であろうか。欧州の事例で見てきたように、社会全体として必要であっ

ても競争市場メカニズムの下では評価されず、市場から退出を余儀なくされる

エネルギー、所謂、外部経済性を有するエネルギーが存在する。代表的なも

のとしては、再生可能エネルギー、調整電力、原子力といった電源である。従

って、求められることは、国民の追加負担を抑制しつつ、そういった電源を確

保していくための政策ということになる。 

 

 

エネルギー転換

は「対岸の火事」

か？ 

再生可能エネル

ギ ー の 拡 大 に

は、調整電源の

維持コストを含む

トータルコストを

踏まえた目標設

定が必要 

エネルギーを取り

巻く日本の国情 

競争環境下でエ

ネルギーミックス

を実現するため

の政策の在り方 
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自由化・
規制緩和

社会としての最適化
行動（社会的価値）

事業者としての最適化
行動（市場価値）

規制・管理された市場

ベストミックスの実現

3E+S

市場経済性

・競争電源へ経営資源シフト
・事業者単位の電源ポート最適化

外部経済性を補正するための仕組みが必要

•エネルギー安全保障（安定供給）の価値
•環境価値

＜代表的な外部経済性＞

外部経済性が強く、社会的価値が高い電源

原子力
調整電力

（ガス火力・DR等）再生可能エネルギー

エネルギー自給率向
上、低炭素化社会に
必要だが、発電コスト
は高い

再エネ導入拡大に伴
い負荷調整力として
必要性は高まる一
方、電源の経済性は
低下

3Eに優れるベース電
源として社会的価値は
高いが、事故リスク、
規制変更リスク、バッ
クエンド等、競争環境
下では民間事業として
の予見性は低下

政府の関与を最大限抑制（国民負担を最小化）した上で、これらの電源
の経済性を補正する枠組みが必要

自律的拡大

自律的拡大

導入フェーズ 成長フェーズ 成熟フェーズ

再エネ比率

政策依存的
拡大

コスト
ダウン補助金

高コスト

技術的
課題

グリッド
パリティ

エネルギー転換

ドイツ

スペイン

日本

・各種支援の終了

政策依存的拡大期 自律的拡大期

• 「導入拡大型」の政策
 FIT

• 「市場誘導型」の政策
FIP、RPS、
オークション等

政策的視点

10％

30％

自立的拡大

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

 

ここで再生可能エネルギー政策について、代表的な導入施策である FIT や
FIPが、再生可能エネルギーの各普及フェーズにおいて、どのように位置づけ
られるか考察したい。FIT などの支援政策は、他の電源に比べ、コスト競争力
が低い再生可能エネルギーに対して、補助金等を通じて市場を創出し、大量

生産と技術革新によりコスト低減を実現することで、将来の自立的拡大を目指

すものである。再生可能エネルギーの普及フェーズは【図表 31】のように大別
される。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

導入フェーズは、政策支援による市場の創出・拡大期である。再生可能エネ

ルギーに市場競争力がない段階では、FIT等により政策的に再生可能エネル
ギーを拡大する必要がある。成長フェーズは、市場が拡大した結果、大量生

【図表３０】 自由化された競争市場におけるエネルギー政策の在り方 

【図表３１】 再エネ導入促進策のフェーズ類型 

再生可能エネル

ギーは、普及フェ

ーズに応じた政

策対応が必要 
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卸電力市場

市場性高い

国の関与強い

短期的な
供給力調達

長期的な
供給力調達

容量市場
（集中型）

容量市場
（分散型）

電源入札

FIT、FIP、FIT-CfD

集中型 分散型
発電事業者が容量市場

に電源を入札。そこで決

まった容量価格（統一価

格）に応じた支払いを系

統運用者が発電事業者

に行い、それに要する費

用を小売事業者に負担

させる方式

一定の要件を満たす容

量を公的主体が認証し、

その確保を小売事業者

に対して義務付けた上

で、認証を受けた容量を

発電事業者や小売事業

者間で取引する方式

緊急時に不足すると見

込まれる量の電源を、系

統運用者が戦略的予備

力として確保しておく方

式

特定の電源に対して、予

め定めた固定買取価格

での買取を実質的に保

証するもの

対象電源 全電源（含むDR） 全電源（含むDR） 特定電源 特定電源

国の関与度合い 高い 低い 高い 高い

市場ﾒｶﾆｽﾞﾑ 働きやすい 働きやすい 働きにくい 働きにくい

事業者の効率化ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ 働きやすい 働きやすい 働きにくい 働きにくい

取引の透明性 高い 低い 低い 低い～高い

制度設計の複雑性 複雑 複雑 簡素 簡素～複雑

米国（PJM等）

英国

フランス

ドイツ（検討中）
スウェーデン 多数

特

徴

海外事例

容量市場
電源入札 FIT、FIP、FIT-CfD

概要

産によるスケールメリットと技術進歩で再生可能エネルギーの低コスト化が進

展するフェーズである。この段階では政策支援は未だ必要であるが、将来の

自立電源化を見据え、再生可能エネルギー電力を卸電力市場へ直接販売す

るなど、市場価格をベースにした政策（FIP等）が有効と考える。最後に成熟フ
ェーズは、低コスト化の更なる進展により、グリッドパリティが達成され、再生可

能エネルギーが競争力ある電源として自立的に拡大するフェーズである。こ

の段階では導入支援政策は不要となる。 

我が国においては、目標とする再生可能エネルギー導入量には未だ遠く及

ばないこと、欧州と異なり卸電力市場が未成熟であることから、現時点では導

入フェーズにあるといえ、従ってドイツのような FIP 制度に移行するには時期
尚早と考えられる。斯かる中で、国民負担を抑制する手法として参考になるの

が、2011 年にドイツで導入されたスライディング・スケール方式である。同方式
は、予め電源毎の年間導入目標を設定し、目標を上回る設備の導入が進ん

だ場合には、以降の導入分について補助の比率を自動的に引き下げていく

方式である。買取価格の低減に予見性を保ちながら、導入量をコントロール

することが可能な手法として我が国も参考とすべきである。 

次に、調整電源を確保するための政策について考えてみたい。一般に、長期

的な供給力を確保するための措置としては、容量市場、電源入札、FIT（FIP、
FIT-CfD）等が考えられる（【図表 32】）。この中で、国民負担を極力抑制すると
いう観点では、市場メカニズムが働きやすく、事業者の効率化努力を誘引す

る容量市場が有力な政策オプションと考えられる。他方、通常の容量市場は、

「1kW・1 価」の市場であるため、例えば調整電源のような発電コストの高い電
源には不向きであるし、エネルギーベストミックス実現に必要な外部経済性を

補正する手段としても不十分と言える。そこで、電源特性毎に異なる kW 価値
を評価する仕組みや、特定の電源のみが参加できる容量市場のような枠組み

が有効ではないかと考える。こういった仕組みが用意されることで、今後調整

力として期待されている DR や分散電源の市場参加を通じたマネタイズの機
会を創出し、新たなビジネスの育成にもつながるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
 
 

【図表３２】 長期的な供給力を確保する政策オプション 

調整電源を確保

するための措置 

我が国が市場価

格ベース取引に

移行するには時

期尚早である一

方、価格や導入

量に予見性を確

保する制度設計

が必要 
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付加価値

燃料調達・発電 小売

現在

将来

競争力の源泉

コスト
競争力

商品・サービス

ビジネスモデル

ブランド力

供給 需要

発電事業の
下流シフト 新たな

付加価値
創出 エネルギー

供給
エネルギー
供給

機器・サービス

ソリューション

付加価値

インフラを提供する
ビジネスモデルへ

自由化前・
エネルギー転換前

自由化後・
エネルギー転換後

小型化
分散化
省エネ

• 電力・ガス販売
• 保安

• スマート機器
• エネマネ機器
蓄電池、HP、ｺｼﾞｪﾈ、PV、ＥＶ

• 設計・施工・ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ

＜プロダクト・サービス＞

• 省エネ・最適化コンサル
• DR、分散電源アグリゲート
• VPP

相互
連携

相互
連携

欧州の事例で見てきたように、エネルギー転換は、E.ON や RWE といった大
手ユーティリティの事業モデルを根本から変革させるほどの環境変化をもたら

した。程度の差こそあれ、日本においても、今後、エネルギー事業者にとって

「代替品の脅威」・「買い手の交渉力」は増幅するであろう。このような環境に

おいては、これまで競争力の源泉であった大規模集中型の発電ノウハウの優

位性は薄れる一方、川下分野では、様々な事業機会が生まれる（【図表 33、
34】）。RWEのように、エネルギー供給を主体とするビジネスモデルから転換し、
機器販売（ハード）や省エネコンサル（ソフト）を含めた広義のエネルギーイン

フラの提供を主体とする事業者も出現するであろう。再生可能エネルギー、分

散電源、DR、スマートメーターの普及がそういった動きを加速させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
（出所）【図表 33、34】とも、みずほ銀行産業調査部作成 

ここでは、新たなビジネスモデルの一例として VPP を取り上げる。前節でも触
れたように、欧州では分散電源の普及とともにベンチャーが中心となり VPP等
の事業モデルが誕生している。VPPがビジネスとして成立するためには、①需
要家側のピークシフトニーズ、②再生可能エネルギーの拡大に伴う送配電事

業者の系統安定化ニーズ、③制御の「自動化」に関する技術革新、④VPP や
DR の経済価値を実現する市場の存在が必要と考える。我が国においては、
ピークシフトニーズや系統安定化ニーズは既に存在していることから、今後、

技術革新や市場の整備によって VPP が普及する可能性は大きい（【図表
35】）。VPP は複数の分散電源がお互いの電源特性を補完し合い、それ自体
が高いフレキシビリティを有する一つの発電所として機能することで、地産地

消のエネルギーコミュニティ形成や災害時のレジリエンス等、地域社会におい

ても重要な役割を果たす。また、自らが需要家・発電設備単位の制御を請け

負うことにより、系統への負担を和らげることから、再生可能エネルギーの導入

拡大にも大きく寄与する。ドイツの Next Kraftwerkeの例で見たように、出力が
不安定な再生可能エネルギーも、その組み合わせにより VPP 単位では安定
した電源になりえる。 

エネルギー転換は、我が国にとって大いなるチャレンジである。再生可能エネ

ルギーの急速な普及は電力システムに構造的な問題をもたらし、エネルギー

ベストミックスの実現を困難なものにする可能性がある。また、従来の大規模

集中・系統システムを事業基盤としてきたエネルギー事業者の在り方を根底

から変えるだけの大きな力を持った波である。 

【図表３３】 バリューチェーンにおける価値の移転 

エネルギー新時

代の企業戦略の

方向性 

【図表３４】 川下分野で創出される付加価値のイメージ 

VPP はエネルギ

ー新時代におい

て有望な事業領

域になりえる 
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高度に統合されたVPPモデルの出現

• DER、DR、蓄エネの組み合わせにより、エ
ネルギーの最適運用を実現するアグリゲー
ターの台頭

• 地域資源を最大限活用することにより、災害
等のレジリエンスやエネルギー自治の文脈
においても意義大

VPP・DRの経済的価値を実現する
市場・環境の整備

再エネ拡大に伴う系統安定化ニーズ

ピークシフトによる節電ニーズ

制御の「自動化」に関する技術革新

現在 未来

Network Operation Centerを通じ自動制御

容量市場

リアルタイム市場

スポット市場

Prosumer

アグリ
ゲーター

委託契約

DER
DR

利益シェア

調整電力（含む容量）

小売電気
事業者

系統運用者

スポット電力（kWh）

Prosumer

委託契約

利益シェア

売電対価（kWh）

容量（kW）

容量対価

予備力対価（kW・kWh）

畜エネ

DER
DR

畜エネ

ピークシフト
による節電
ニーズ

再エネ拡大に
伴う系統安定
化ニーズ

DRの経済的
価値を実現す
る市場の整備

制御の自動
化に関する
技術革新

他方で、大いなるチャンスでもある。欧州の事例で見てきたように、川下分野

におけるイノベーションが様々な事業機会を生み出す。事業者は新たな付加

価値を生み出し、ビジネスモデルとして取り込むことによって、エネルギー新

時代を勝ち抜く競争優位性を手にすることが出来るだろう。我が国のエネルギ

ー産業が、このエネルギー転換という産業の構造変化を見据え、新たな分野

におけるイノベーションを通じて、持続的な成長を遂げていくことに期待した

い。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

 

 

 

 

 

【図表３５】 VPP・DR の普及シナリオ 

【図表３６】 高度に統合された VPP モデルのイメージ 

我が国のエネル

ギー産業が、新

たな分野におけ

るイノベーション

を通じ、持続的な

成長を遂げていく

ことに期待 
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Balancing
（需給調整）

Generation
（低廉な電力）

Capacity
（容量確保）

Networks
（系統設備の代替）

具体的なメリット

Environment
（環境負荷低減）

Other Social Benef it
（その他社会的便益）

• 柔軟かつ低廉な需給調整
• 再エネ導入量の拡大

• 安定供給に必要な供給力の確保 • 容量販売

• ゼロエミッション

• 発電コストの高いピーク電源の稼
働を抑制（負荷率の平準化）、平
均発電コストを削減

• 送電ロスの回避
• 系統設備投資の抑制
⇒託送料金の抑制

• エネルギー自給率改善
• イノベーション・雇用創出を通じた
産業競争力向上

• 容量販売
• リアルタイム市場を通
じた調整電力販売

• 排出権取引

• 卸電力市場や相対取
引を通じた電力販売

（補助金）

DR市場参加者

需要家・国民

マネタイゼーション 直接的な受益者

• 容量市場の存在

• リアルタイム市場の
存在

• 容量市場の存在

• 排出権市場の存在

• 卸電力市場の存在
• 電力会社のﾋﾟｰｸｶｯﾄ

/ｼﾌﾄﾆｰｽﾞ

（補助政策）

マネタイゼーション
の前提条件

市場的
価値

社会的
価値

想定されるDR市場参加者

※下線は環境整備が必要な項目
制度設計に依存するところが多い

• 需要家
• アグリゲータ
• エネルギー事業者
• ディベロッパー
• 住宅メーカー
• 家電メーカー
• 自動車
• IT・ソフトウェア

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）SEDC資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

 

 
（資源・エネルギーチーム  篠田 篤／永井 洋之） 

atsushi.shinoda@mizuho-bk.co.jp 
hiroyuki.a.nagai@mizuho-bk.co.jp 

【図表３７】 デマンドレスポンスの意義とマネタイゼーションの条件 



 
 

第Ⅱ部 欧州グローバルトップ企業の競争戦略 

 

みずほ銀行 産業調査部 

172

【コラム】 欧州ユーティリティ企業の上流開発戦略 

１．欧州ユーティリティ企業の上流開発事業への取り組み 

本章では、欧州ユーティリティ企業の中でも特長ある上流開発事業を展開して

きた独・E.ON、独・RWE、英・Centrica、仏・GDF Suez について言及する。各社の
上流開発戦略には各国の事情が反映されているものと考えられることから、

ドイツ・英国・フランスのエネルギー調達環境も踏まえて、わが国のエネルギー

調達戦略について考察する。 

上記 4 社はいずれも、オペレーターとしての経験を有する等、上流開発事業に
積極的に参画してきた実績がある。特に、4社が上流開発事業を推進した 2000
年代は、欧州における電力・ガスの市場統合・自由化のタイミングとも重なり、

上流開発事業は、各社にとり既存のユーティリティ事業から事業領域を拡大する

選択肢の一つであったと考えられる。また、欧州では伝統的に電力、及びガス

事業を兼業するケースが多く、4 社は石油開発用よりも天然ガス開発に重点を
置いていた点でも共通している。 

他方、近年では Centricaが欧州域外での探鉱・開発活動を拡大し、GDF Suezが
LNG ポートフォリオの構築に注力する一方で、RWE が上流開発子会社を売却し、
E.ON は上流開発部門のスピンオフを公表する等、各社の上流開発戦略には
方向性の差異が見受けられる。市場統合やエネルギー転換の進展に伴い、

各社の上流開発事業の位置付けが変化している可能性がある。 

２．独・E.ONの上流開発戦略 

E.ONは 2003年に買収した Ruhrgasの事業を母体として上流開発事業に参入・
拡大した1。2003 年以降、E.ON は事業戦略として、垂直統合に関する事項を第一に
掲げており、ノルウェー・Njord ガス田権益取得（2003 年）、英国・探鉱開発企業
Caledonia買収（2005年）、ロシア・Yuzhno Russkoyeガス田の権益取得（2008年）等を
通じた上流事業強化と、パイプライン、及び LNG 基地への出資等、中流事業
への参画により、垂直統合を進展させた（【図表 1】）。 

当初の E.ON の上流開発は北海が中心であったが、2008 年にロシア・Yuzhno 
Russkoye ガス田の権益を取得したことにより、生産量が大幅に増加した（【図表
2】）。また、パイプライン事業や LNG 基地への参画により、北海以外に、
ロシア方面、カスピ海方面、北アフリカ方面からの天然ガス調達も選択肢となり、

調達多様化を実現している。 

斯かる中、 2014年 11月に E.ONは上流開発事業、トレーディング事業（パイプ
ライン事業・LNG事業を含む）、及び在来型発電事業のスピンオフを公表した。
新・E.ON は再生可能エネルギー事業、配電事業、エネルギー小売事業に特化
する方針であり、従来の垂直統合戦略が大きく転換されたといえよう。この背景

として、域内生産やパイプライン等により調達の安定性が確保されていることに

加え、エネルギー転換が進展する中で付加価値が下流事業に相対的にシフト

しつつあることが考えられる。 

 

                                                        
1 過去、E.ONの前身である VEBAが上流開発事業を行っていたが、Ruhrgasの買収以前に売却されている。 
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３．独・RWEの上流開発戦略 

RWEは、1988年に石油企業 Deutsche Texaco AGを合併したことにより石油・

天然ガス開発事業に参入し、子会社 RWE Dea が独領北海を中心に開発を推進

してきた。近年では、RWE グループの国際化戦略の一部に位置付けられ、

北アフリカや南米、中央アジアにも探鉱・開発地域を拡大してきた（【図表 3】）。 

しかしながら、2014年 3月、RWEは上流開発子会社 RWE Dea をロシア企業

LetterOneに 51億ユーロで売却することを公表した。RWEは、欧州では天然

ガス調達ソースが十分にあることを売却の理由としており、欧州において天然ガス

市場やインフラの整備が進展した結果、自社での石油・天然ガス上流開発

の必然性が低下した可能性が指摘できる。 

一方、RWE はライン川流域・ケルン近郊に褐炭鉱区、及び褐炭火力発電所を

所有しており（【図表 4】）、褐炭資源の開発・利用を継続する方針を示している。

前述の通り、欧州では再生可能エネルギーの導入拡大により、石炭（褐炭）火力

発電の稼働が高水準で推移していることから、ドイツ国内に豊富に賦存し、コスト

競争力にも優れる褐炭資源が改めて重要視されているものと思料される。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

従来、独領北海を

中心に上流開発

事業を推進 

上流開発子会社

をロシア企業に

売却 

自社開発の褐炭

は電源として継続

して活用 

【図表２】 E.ONの石油・天然ガスの生産量の推移 

（出所）E.ON IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表３】 RWEの主要石油・ガス上流権益 【図表４】 RWEの褐炭鉱区・火力発電所 

（出所）RWE IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 （出所）RWE IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
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（出所）E.ON IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
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４．英・Centricaの上流開発戦略 

Centricaは、2006年に子会社・Centrica Energy を設立し、上流開発事業に
参画した。英領北海がCentricaの開発・生産活動の中心となっており、英国は
当社の石油・天然ガス生産量の約 3分の 1を構成している（【図表 5】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

但し、近年では Centrica は海外権益や非在来型資源の開発、LNG による調達
等により北海以外の調達ソース多様化を図っている。英国の石油・天然ガス

生産が減少している（【図表 6】）ことがその背景のひとつとして考えられる。
欧州域外での上流開発として 2007年以降、トリニダード・トバゴに進出しており、
非在来型資源開発の観点では、2013 年に英国のシェールガス権益を取得し
ている。また、Centrica は、2013 年にカタール、及び米国との間で LNG 輸入
契約を締結している。 

Centrica は、上流開発ポートフォリオの多様化、及びトレーディング事業を
含めた中流事業の拡大によりガスバリューチェーンの統合を進める戦略である。

調達ポートフォリオの多様化を図る中で、今後は英国における天然ガス生産に

加えて、欧州域外での開発や LNGによる調達が増加する可能性が高い。 

５．仏・GDF Suezの上流開発戦略 

GDF Suezは、子会社GDF Suez E&P（GDF Suez 70%、中国・CIC 30%出資）を
通じて石油・天然ガス開発を行っている。現状の GDF Suezの石油・天然ガス
生産は欧州が大部分を占めている（【図表 7】）が、欧州、アフリカ、米州、アジア
大洋州の 18 ヶ国に権益を保有し、確認埋蔵量の約 30%を欧州域外に確保
している（【図表 8】）ことから、今後欧州域外での生産量が増加する可能性が
高い。但し、GDF Suez のガス販売量、及び使用量に対し、自社生産は 5%
程度であり、長期契約によって調達の安定性が確保されている（【図表 9】）。 

長期契約のうち約 3割は LNGによる調達であり、LNGはGDF Suezの天然ガス
調達において重要な役割を有している。アルジェリアやイエメン、トリニダード・

トバゴ等との長期契約に加えて、ノルウェー、エジプトの LNGプロジェクトへの
出資により、LNG調達の安定化を図っている。 

北海における自国

資源の開発を推進 

欧州域外にも権益

を保有し、生産量

増加のポテンシ

ャルは大きい 

【図表５】 Centrica の 

石油・天然ガス生産量の構成 
【図表６】 英国の石油・天然ガス生産量の推移 

（出所）Centrica IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 （出所）英国・Department of Energy& Climate Change, Digest of 
UK energy statisticsよりみずほ銀行産業調査部作成 
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GDF Suez は、上流開発によるガスバリューチェーンの統合と、LNG トレー
ディング拡大による海外展開を推進する戦略である。特に、GDF Suez が
LNG を調達ソースとしてのみならず、成長事業として位置付けている点に注目
したい。GDF Suezは、自社が調達したLNGを他社に転売すること等によりLNGの
トレーディングを行っている。トレーディングを通じて、欧州、米国向けに調達

した LNG を今後需要増加が見込まれるアジアや南米の市場に販売し、海外
展開を進める方針である。尚、GDF Suezが LNGをトレーディングに活用できる
背景としては、自社の LNG権益を活用できることに加え、フランスや米国を中心
に再輸出が可能な LNG受入基地の利用権を有することも特筆される。LNGの
取引では契約で仕向地が限定されているケースがあるが、再輸出が許容され

ている場合、一度自社の LNG 基地で受け入れることにより、最終的な仕向地を
変更することが可能となり、販売先の選択肢が拡大する。LNG ポートフォリオが
調達ソース、及びインフラの点で多角化されていることが、GDF Suezの LNGを
利用した成長戦略を可能にしていると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．欧州各国のエネルギー調達環境と、わが国のエネルギー調達戦略の方向性 

各社の上流開発戦略は、欧州各国のエネルギー調達環境と密接に関係してい

るものと考えられる。ドイツでは、北海等欧州域内での生産や国際パイプライン

を通じた域外からの輸入により天然ガスを調達することが可能であり、このこと

がE.ONの上流部門スピンオフやRWEの上流開発子会社売却を可能にしたと
言える。また、再生可能エネルギーの導入拡大により、コスト競争力の高い褐炭

火力発電へのニーズが高まっていることは、RWE が褐炭資源開発に注力して
いる背景となっている。英国では自国内の石油・天然ガス埋蔵量が豊富にあり、

自国資源の活用として上流開発事業に参画する意義が認められたが、近年

国内の石油・天然ガス生産量が減少傾向にあることを踏まえて、Centrica は北海
以外の調達ソース多様化を進めている。フランスは、自国内に化石燃料資源が

乏しいことから、エネルギーの安定調達の観点から上流開発事業への取組

意義が認められる。また、フランスでは 1970年代から LNG の受入体制を構築
しており、近年では再輸出の許容など運用の弾力化を進めていたことが、GDF 
Suezの LNG トレーディングを通じた成長戦略を可能にしていると言える。 
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【図表７】GDF Suezの 

石油・天然ガス生産量の構成 

（出所）【図表 7～9】全て、GDF Suez IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）2P埋蔵量：確認埋蔵量＋推定埋蔵量 

【図表８】 GDF Suezの 

石油・天然ガス埋蔵量の構成 

【図表９】 GDF Suez の 

天然ガス調達・販売の構成 
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欧州各国とわが国は、自国内の化石燃料資源の埋蔵量や、国際パイプライン

との接続の有無等の事業環境に差異があるため、欧州ユーティリティ企業の

上流戦略を単純にわが国の企業戦略に当て嵌めることは必ずしも適切では

ない。然しながら、GDF Suez は、少資源国としてのバックグラウンドがあることや、
LNGによる調達を重視してきたことから、わが国ユーティリティ企業と共通点が
あり、GDF Suez の上流開発戦略は、わが国ユーティリティ企業にとって参考と
なる部分があるものと思料される。 

まず、GDF Suezによる調達源の多様化が挙げられる。GDF Suezは前述の通り、
国際パイプラインによる調達に加えて、自社権益の開発、及び LNG による
調達源の多様化を図っている。わが国は一次エネルギー自給率が約 6%と低く、
且つ、国際パイプラインとの接続がないことから、わが国ユーティリティ企業にとり、

安定調達の観点より、その調達ソースを多角化することが必須である。斯かる中、

自主権益の拡充や、LNGプロジェクトへの出資等は、調達源多様化に向けた
取組みとして、非常に重要である。加えて、わが国のユーティリティ企業による

上流開発事業の拡充は、企業単位の燃料調達の多様化に繋がると同時に、

わが国としての安定的な燃料調達にも資する点でも意義が認められる。 

さらに、GDF Suez が LNG 事業を含めた上流事業を、新たな収益機会となり
得る成長戦略として捉えている点にも着目したい。GDF Suezは多様化された
LNG 調達ポートフォリオや、再輸出等の弾力的な運用が可能なインフラを
LNG のトレーディングに活用し、南米やアジアへの販売を拡大している。わが
国のユーティリティ企業は、インフラ運用の弾力性の点では差異があるものの、

今後需要増加が見込まれるアジア市場において、LNG トレーディングを通じた
成長の余地は大きい。今後、わが国のユーティリティ企業には、アジアにおける

LNG マーケット創生の動きの中で、需給に応じて自社の調達ポートフォリオ
をアジアの成長市場に振り向けること等による、収益機会拡大の可能性が

ある。但し、LNG トレーディングにはLNG取引の流動性向上が必要となること
から、わが国は官民を挙げて契約形態の多様化やインフラ運用の弾力化に

向けた施策を継続することが重要である。 

上流開発事業はリスクを伴うため、対象地域やプロジェクトの慎重な選定は

必要であるものの、わが国ユーティリティ企業が、パートナー戦略やリスクマネー

供給に関する政策サポートを効果的に活用して、上流開発事業を成長戦略の

一つとして取り込む可能性に期待したい。 

 

 

（資源・エネルギーチーム  藤江 瑞彦） 
mizuhiko.fujie@mizuho-bk.co.jp 
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Ⅱ－2－3． 通信 －欧州通信産業における転換戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

欧州には全世界的にモバイル事業を展開するイギリスの Vodafone や、ラテン
アメリカ諸国に確固たる基盤を築いているスペインの Telefonica、欧州最大の
通信市場であるドイツ市場で支配的な地位にある Deutsche Telekomなど、通
信業界を代表する事業者が数多く存在しており、日系通信事業者にとっても

欧州及び欧州通信事業者は、標準化動向や国際展開戦略等において常に

注目すべき対象である。しかし現在、その欧州通信事業者はマザーマーケッ

トである欧州市場の成熟化に直面しており、この間携帯電話、即ち「ヒトの通

信」に替わる成長戦略の柱を模索する動きを続けている。本稿では欧州の通

信事業者の現状と、新たな成長戦略、とりわけ近年注目が高まっている

「M2M」分野にスポットを当てることにより、やがて日系通信事業者にも必要と
なるであろう次なる成長戦略の方向性を探っていきたい。 

２．欧州通信市場の概況及び事業者の動向 

まず、通信事業にとって重要な KPI である「普及率」と「ARPU1」の動向を見て

みると、普及率については東欧・西欧を問わず概ね 100%を超える高い水準

                                                        
1 ARPU（Average Revenue Per User/Unit）: 1契約あたりの月間平均収入 

【要約】  

 欧州通信事業者は各国において激しい競争を繰り広げ、重要なKPIである量（加入者）
が伸び悩む中、単価（ARPU）の低下傾向が鮮明となっており、通信事業自体が縮退に
向かいつつある 

 制度・政策面においても EU と加盟各国政府、及び事業者間で思惑が噛み合っておら
ず、欧州通信市場の現状を打開し、次なる成長へと繋がる施策を打ち出せていない 

 斯かる中、「ヒトの通信」を柱とした成長戦略は限界を迎えつつある一方、「モノの通信
（M2M）」については今後非常に高い成長性が期待できる分野であり、また通信事業者
にとってはコアビジネスである「通信」の延長線上でもあることから期待が高まっている 

 欧州を代表する通信事業者である英 Vodafone も欧州市場の縮小に直面しており、これ
まで成長エンジンであった新興国も頭打ちとなる中、M2M を次なる成長戦略の柱として
位置付け、通信事業者の中で最も先行した取り組みを行っている 

 但し、通信ネットワーク提供のみでは収益性に限界があることから、通信サービスに付随
する領域をパッケージとして提供することと、特定の産業分野については自らがサービ

ス提供主体となることの 2つのアプローチでサービスの高付加価値化を企図している 

 日系企業が今後 M2M 分野において事業を拡大していくためには、①特定の産業・業

種への注力と協業、②アライアンス深化（通信事業者）、③直営サービス発掘に向けた

取り組み継続が必要と考える 

 M2M 関連分野への取り組みがまさにそうであるように、本業の成長鈍化が見込まれる

中、成否の不鮮明な新規事業への取り組みを試行錯誤しながらも進めようとしている

Vodafoneの姿勢には日系通信事業者も学ぶべきところがあろう 

欧州通信事業者

が直面する課題 

普及率は 100%超

で頭打ち 
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にある（【図表 1】）。これは欧州においてはプリペイドの比率が高いことや、
SIM フリーの端末が一般的であることから、個人が複数枚の SIM カードを保

有しているケースが多いためである。一方で、加入者数の前年比成長率で見

るとリーマンショックの起こった 2008年以降減速傾向が続いており、2013年に
はマイナス成長に転じるなど、普及率の頭打ち、即ち数量面での成長限界が

鮮明となっている（【図表 2】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
 

（出所）【図表 1、2】とも、Ovum World Cellular Information Service（WCIS）（©Ovum 2014. All rights reserved）より
みずほ銀行産業調査部作成 

ARPUについてもネガティブな市場環境が続いている。2013年の欧州全体で
の平均 ARPU は 21 ドル、地域別では東欧諸国の 11 ドルに対して西欧諸国
は 24 ドルと平均よりもやや高い水準にあるが、それでも米国の 48 ドルや日本
の 40 ドルに比較すると二倍程度の開きがある（【図表 3】）。また、時系列で見
ると長期低減傾向が続いており、欧州平均では 2004 年の 35 ドルをピークに
2013年には21ドルと10年間でおよそ三分の二まで低下している（【図表4】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）【図表 3、4】とも、Ovum World Cellular Information Service（WCIS）（©Ovum 2014. All rights reserved）より
みずほ銀行産業調査部作成 

【図表１】 国別移動体通信の普及率（2014 年 12 月） 【図表２】 欧州の移動体通信加入者数の 

    成長率（前年比）の推移 

ARPU は長期低

減傾向が続く 

【図表３】 国別移動体通信の ARPU（2013 年 12 月） 【図表４】 欧州の移動体通信 ARPU の推移 
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 但し、下落傾向にあるのは東西を問わず同じ
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一般的に通信事業者間での競争が進行すると、相互にサービス内容の模倣

が起こり、結果として料金競争に陥り ARPUに下押し圧力がかかりやすいとい
う傾向がある。無論、通信事業者は他社との差別化を図るべく、ネットワークの

強化や映像サービスへの取り組みなど様々な付加価値創出のための工夫を

行っているが、いずれ他社追随により競争優位が失われるケースが大半であ

り、結局利用者から見て最大の差別化ポイントは料金となりやすいのがいず

れの市場にも共通する実情である。 

通信事業者にとって、競争進展に伴うARPUの低下は半ば宿命的なものであ
る一方、ARPU を引き上げるための重要な契機として、次世代通信規格の導
入がある。日本においても NTT ドコモが 2010年 12月に LTE（第四世代移動
通信システム、いわゆる 4G）の商用サービスを開始したのを皮切りに、KDDI
及びソフトバンクもこれに追随したが、各社ともこのタイミングで料金プランの

変更・値上げに踏み切っている。欧州の通信事業者の中にも ARPU の底上
げと競合他社に対する差別化を狙いとして LTEへの取り組み強化を掲げる事
業者は多い。 

しかし、欧州における LTEの普及は進んでいないのが実情である。2014年時
点における日本の LTE 普及率が 56%、米国が 49%であるのに対し、ドイツ
12%、フランス 19%など欧州主要国においても出遅れが著しく、東欧諸国に
ついては西欧諸国から更に出遅れている（【図表 5】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所）Ovum World Cellular Information Service（WCIS）（©Ovum 2014. All rights reserved）より 
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出遅れの原因としては、欧州各国において実施されている周波数オークショ

ンの落札価格の高騰が通信事業者の財政を圧迫し、ネットワーク整備のため

の設備投資が遅れたことなどが挙げられる。この状況に対して各事業者はネ

ットワーク増強に引き続き注力するとしている一方、欧州委員会では、次世代

規格（第五世代移動通信システム、いわゆる 5G）での巻き返しを企図しており、
同委員会の研究開発振興プログラムである「Horizon2020」においては 2020

ARPU 引き上げ

の契機となる次

世代通信規格の

導入も進まず 

【図表５】 日・米・欧の LTE 普及率比較 

4G では日米に大

きく出遅れ、欧州

委員会は5Gによ

る巻き返しを企図 
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年までの 5G研究開発助成費用として 7億ユーロの予算を計上しているほか、
官民の共同研究パートナーシップ協定である「5G Infrastructure PPP」を立ち
上げ産業界との連携を深めるなど、5G におけるイニシアティブを獲得すべく
積極的な活動を行っている。将来的に欧州勢が 5Gで巻き返す可能性も否定
されるものではないが、現況について言えばユーザーを順調に 4G へ移行さ
せている日米に対して、大きく水をあけられていると言わざるを得ない。 

これまで見てきたように、マザーマーケットの低迷する KPI を反映して欧州通
信事業者の業績も伸び悩みが続いている。特に米国市場の堅調な成長に支

えられる米国二大キャリア AT&T及び Verizon と比較すると、足許その業績格
差が鮮明となっている（【図表 6、7】）。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 （出所）【図表 6、7】とも、各社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成  

また、通信事業者ごとのマザーマーケットにおける KPI（加入者数、ARPU）と
業績推移（売上高、EBITDA）を詳細に見ていくと、各 KPIのトレンドの差異が
業績推移に差をもたらしていることが見て取れる。例えば、加入者を伸ばす一

方で ARPU は低下トレンドにある Vodafone では売上・利益共に横ばい推移
を維持しているのに対し、ARPU の低下トレンドに加えて加入者も増加から減
少に転じた Orangeでは売上・利益共に縮退に向かっている（【図表 8】）。 

日系の通信事業者が ARPUの低下を加入者の増加で打ち返し、緩やかな成
長トレンドを描く成熟期を迎えているのと同様、欧州の多くの通信事業者も成

熟期にあるものと思われるが、中には Orange のように、主力市場における
MVNO2を含む他の事業者との激しい競争の中でARPUのみならず加入者数
を減らし、通信事業自体が縮退するケース、即ち成熟期を過ぎて衰退期に差

しかかる事業者も今後増えるものと思われる（【図表 9】）。 

                                                        
2 MVNO（Mobile Virtual Network Operator）：無線通信基盤を他の通信事業者から借り、自社ブランドとして通信サービスを行う
事業者 

成熟期から衰退

期に向かう欧州

通信事業者 

【図表６】 日米欧主要キャリアの売上高推移 【図表７】 日米欧主要キャリアの利益（EBITDA）推移 
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（出所）各社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 （出所）みずほ銀行産業調査部作成 

 
３．欧州における通信関連政策動向 

この状況に対して、行政はどのようなビジョンを持ち、また施策を打ってきたの

か、EUのこれまでの通信政策を概観してみる。 

2010年、欧州理事会は今後 10年間の成長戦略にあたる「Europe 2020」を採
択した。同戦略において計画実現のための方策として掲げられた7項目の「フ
ラグシップ・イニシアティブ」のうち、「Digital agenda for Europe」 が 2010年か
らの EU 全体の包括的な ICT 成長戦略に相当する。「Digital agenda for 
Europe」における 7つの行動計画分野の中には「欧州のデジタル単一市場の
創出」という、欧州「積年の課題」が掲げられている（【図表 10】）。 

【図表８】 主要キャリアの KPI と業績推移 

【図表９】 各成長ステージと該当キャリアの例 

「単一市場」を目

指す EU 

成長期1

成熟期2

衰退期
（Ⅰ）3

衰退期
（Ⅱ）

４
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キャリア（通信）事業
縮退
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NTTDocomo（日）

DT（独）

Vodafone（英）

Orange（仏）
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2014年 4月には新たな改革法案パッケージである「欧州大陸の接続：電気通
信の単一市場の構築 “Connected Continent：Building A Telecoms Single 
Market”」が可決され、「デジタル単一市場の創出」を具体化するための施策と
して EU 域内のローミング料金の撤廃や域内単一認可制度の導入など、新た
な政策的取り組みが打ち出された（【図表 11】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU が目指す「単一市場の創出」とは、EU 域内をあたかも一国の ICT 市場で
あるかのように捉え、クロスボーダーで通信ネットワークを構築してサービスを

提供する汎ヨーロッパ的な通信事業者を創り出すことであると思われる。そこ

には、米国という巨大な単一マーケットの存在を背景に AT&Tや Verizonがこ
れまで堅実な成長を遂げてきたこととは対照的に、欧州においては各国に分

断された比較的小規模なマーケットの中で通信事業者同士が熾烈な競争を

繰り広げ、結果として市場全体が長きに亘って伸び悩んできたことに対する

EU としての問題意識があり、米国等に匹敵する巨大 ICT市場を創出すること
を目指しているものと思われる。 

 

【図表１１】 「欧州大陸の接続：電気通信の単一市場の構築」の施策概要 

米国等に匹敵す

る巨大マーケット

の創出を目指す 

（出所）各種報道発表資料等よりみずほ銀行産業調査部作成 

（出所）各種報道発表資料等よりみずほ銀行産業調査部作成 

Europe 2020

（2010年6月採択）

 今後10年間の経済政策を策定した欧州の
成長戦略

目的・概要

成長のための

優先事項

 「smart growth」（スマートな成長）

 知識及びイノベーションに立脚する経済発展

 「sustainable growth」（持続可能な成長）

 資源を効果的かつ環境に配慮して利用する、
競争力のある経済の実現

 「inclusive growth」（包括的な成長）

 社会的・地域的な結束を高める高水準の雇用
のある経済の実現

成長戦略全般
（通信に限らず）

 上記の３つの優先事項を実現するための7項
目の“Flagship initiatives” を設定

フラグシップ・

イニシアティブ

7項目のフラグシップ・イニシアティブ

 “Digital agenda for Europe” （欧州のためのデジタル・
アジェンダ）

⇒「超高速インターネットと相互運用可能なアプリケーションをベー
スとする単一市場を実現し、持続可能な経済及び社会的便益を
もたらす」ことを目標とする

 “Innovation Union”

 “Youth on the move”

スマートな

成長

 “Resource-efficient Europe”

 “An industrial policy for the globalization era”

 “Agenda for new skills and job”

 “European platform against poverty”

持続可能な

成長

包括的な

成長

【
７
項
目
の
行
動
計
画
分
野
】

 デジタル単一市場の創出

 欧州域内のICT関連基準の統一と相互運用

 インターネットの信頼性と安全性の向上

 高速・超高速インターネット接続の拡大

 ＩＣＴ技術開発への投資促進とイノベーションの推進

 欧州市民のデジタルリテラシーとスキル、社会的包
摂の促進

 気候変動や高齢化社会、省エネなどの社会的課題
に対するICTの活用

2010年からの
EUのICT戦略

項目（一部） 概要

欧州内の単一許認可制度
 通信事業者に対する許認可を一元的に取り扱う仕組みを構築

⇒通信事業者がEU内で国境横断的に進出、サービス展開を行う際の手続きを簡略化する

周波数割り当ての際の

各国間の協調

 周波数の割当時期や条件等を各国間で協調し統一

⇒通信事業者が欧州横断的な事業展開・モバイルネットワークを構築することを促進

EU 域内のローミング料金の
撤廃

 2014 年7 月より音声着信ローミング料金を撤廃
⇒2015年3月、欧州連合理事会がローミング撤廃の期限を少なくとも2018年まで延期することを発表

欧州域内の国際通話の

割増料金の撤廃

 固定電話の国際通話料金について、国内の長距離通話を超える料金を課すことを禁止。また携帯電話の通話について
は1 分あたり0.19 ユーロをプライスキャップとして設定

オープン・インターネット

（ネット中立性）の保護

 事業者によるインターネットのトラフィックの差別的な取り扱い（コンテンツをブロックしたり、帯域を制限すること）を禁止

⇒各国政府及び事業者からは反対の意見も挙がる中、2015年3月に欧州連合理事会はルールの一部変更で合意

【図表１０】 欧州における通信分野の成長戦略 
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しかし、こうした EUの意図とは裏腹に、EU加盟各国政府（各国の通信産業を
所管する規制機関）及び通信事業者の思惑は必ずしもこれと一致せず、それ

ぞれの間に利害の対立が生じている。例えば、EU 内の単一許認可制度の導
入などは各国政府の許認可権限の制限（放棄）に繋がる典型的な施策であり、

EU と加盟各国政府間の利害対立を伴うものである。また、各国政府と事業者
の間には、寡占化による「競争不活性化」を嫌う政府側と、現状を「過当競争」

と捉え、統合・集約の方向に向かおうとする事業者側とのせめぎ合いが存在

する。なお、これまで欧州各国では 4社以上の通信事業者（MNO）によるサー
ビス提供が一般的であったが、近年オーストリアやイギリスなど一部の国にお

いては競合事業者間の買収を当局が認め、4社から 3社へ集約する動きも散
見されている3（【図表 12】）。一方、EU と事業者の関係についても、単一市場
実現の施策としてローミング撤廃などを推進する EU と、収入減に繋がるため
これに反発する事業者の間に対立が存在しており、利用者の利便性確保と、

通信事業者の競争力（設備投資余力）維持のバランスをいかに取るかが焦点

となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで見てきたように、欧州単一市場の実現を掲げる EU と、自らの権限を
確保しつつ寡占化による競争不活性化を回避したい EU 加盟各国、統合・集
約を進めたい事業者の三者の間でそれぞれ利害の衝突が発生しており、結

果として欧州通信市場を再度成長軌道に乗せるための有効な政策的打ち手

が打てないまま停滞から抜け出せない、まさに「三竦み」の状態にあるものと思

われる（【図表 13】）。 

欧州企業にとって、欧州市場は本来、国際競争力強化の足がかりとなる場で

ある。通信以外の業種に目を向けると、例えば独 Siemens 等のグローバル企
業は国内で事業基盤を築いた後、M&A などを活用し欧州域内におけるリー
ジョナルリーダーとなることでグローバル展開のための基礎体力を身につけ、

国際競争力の強化につなげたが4、これとは対照的に通信産業においてはそ

の産業特性が産み出した「三竦み」の状況のため、欧州市場の存在を国際競

争力に結び付けることができずにいると言える。 

                                                        
3 買収の認可にあたっては、周波数の返上やネットワークのMVNOへの一部開放義務など、市場寡占化を緩和するための条件
が課されている 
4 詳細は「Ⅱ－1－6. 重電 －バリューチェーンの現地化とM&Aの活用」参照 

【図表１２】 各国の再編事例 

EU、加盟各国政

府、事業者が「三

竦み」で現状打

開できず 

（出所）各種報道発表資料等よりみずほ銀行産業調査部作成 

各国の再編事例

時期

（承認年）
国名 買収金額

買収事業者

（親会社）

被買収事業者

（親会社）

買収による
事業者数変動

当局の反応（合併の条件）

2012年 オーストリア
13億

ユーロ

ハチソン３Ｇオースト
リア （香港ハチソン・
ワンポア）

オレンジ・オースト
リア（オレンジ）

4社⇒3社

【以下の条件で承認】

 新会社が保有する周波数帯域の最大30％をMVNOに提供
 新規事業者参入支援のパッケージ提示（周波数譲渡、ネット
ワーク共用など）

2014年 アイルランド
8億

ユーロ
スリー(香港ハチソン・
ワンポア)

O2アイルランド（テ
レフォニカ）

4社⇒3社

【以下の条件で承認】

 新会社が保有する周波数帯域の最大30％をMVNOに売却
 エアコム・グループとの通信網共有の条件を改善

2014年 ドイツ
86億

ユーロ
O２（テレフォニカ）

イープラス（オラン
ダＫＰＮ）

4社⇒3社

【以下の条件で承認】

 新会社が保有する周波数帯域の最大30％をMVNOに提供
 周波数及び関連資産の提供を通じてMNO及びMVNOの新規
参入や事業拡大を支援する

 提携先MVNO及びサービスプロバイダーへ提供している2G・
3Gの卸売条件を他社にも提供し、4Gの卸売りも行う

2015年 イギリス
102.5億

ポンド
スリー(香港ハチソン・
ワンポア)

O2（テレフォニカ） 4社⇒3社
【今後審査予定】

（新会社が保有することになる周波数の一部を他社に譲渡するな
どの条件が付される可能性あり）
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EU加盟各国（監督機関）

欧州（欧州委員会）

通信事業者

【欧州委員会と通信事業者】

 単一市場実現の方策としてローミング撤廃などを推進す
る欧州と、これに反発する事業者の構図

⇒利用者利便性の観点と通信事業者の競争力維持（設

備投資の維持拡大は欧州としても望むところ）のバランス
が焦点

 他方、欧州も各国の国内合併要件等については深入りせ

ず（キャリアは欧州による各国への緩和働きかけを期
待？）

【欧州委員会とEU加盟各国（監督機関）】
 欧州内の単一許認可制度や周波数割り当ての際の協調

等は欧州が目指す単一市場実現のための方策である一
方、EU加盟国各国（監督官庁）の権限を制限することに
も繋がるため、各国はこれを歓迎せず

 さらに各国にとって周波数オークションは貴重な財源（国
庫収入）としての側面もあることから、価格を抑制する仕
組みの導入等については後ろ向き

【EU加盟各国（監督機関）と通信事業者】
 現在の市場環境を「過当競争」と訴え、合併等の許認可を求める
事業者と「寡占化」を嫌う各国のせめぎ合い

⇒合併が認められないケースや、厳しい条件を課されるケースも

 一方、インターネット中立性などについては事業者と各国が協調
して欧州側に対して修正を求める

欧州単一市場の実現

競争不活性化の回避
統合による過当競争回避

Telefonica

Deutsche Telekom

Vodafone

Orange

…

クラウド

DC
NI

ネットワーク（移動体通信事業）

プラットフォーム

アプリ

コンテンツ

端末・機器

法人向け個人向け

（それぞれの国情を
踏まえた上で進出
レイヤーを決定）

海外市場
国内市場（マザーマーケット）

ネットワーク

主業

×
単価

（ARPU）
回線数

（シェア） ＝ 極大化

1

2

4

3

モノの通信関連市場

 M2M（通信）5

ヒトの通信 モノの通信

次
な
る

成
長
戦
略
の
必
要
性

事
業
レ
イ
ヤ
ー

 M2M周辺領域
（セキュリティなど）

 M2M新産業
（スマートシティ、
ヘルスケアなど）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．欧州通信事業者の掲げる成長戦略 

斯かる事業環境の下、欧州の通信事業者はどのような成長戦略を描こうとして

いるのであろうか。Vodafoneや Deutsche Telekomなど、欧州通信事業者の掲
げる成長戦略の方向性を概観すると、①コア事業であるコンシューマー向け

通信事業の強化（回線数×単価の向上）、②コンシューマー向け上位レイヤ

ーの開拓（プラットフォームやアプリ、映像サービス等）、③法人向け市場の開

拓、④海外展開、そして⑤M2M（モノの通信）の 5 つに分類することができる
（【図表 14】）。例えば、Deutsche Telekom の成長戦略にあたる「LEADING 
EUROPEAN TELECOMMUNICATION PROVIDER 」 に お い て は 、
「INTEGRATED IP NETWORKS」や「BEST CUSTOMER EXPERIENCE」な
ど、4 つのコンセプトを戦略の柱として示しているが、具体的な施策の内容に
ついては上述の①～⑤のいずれかに分類することが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表１３】 EU、加盟各国政府、事業者間の関係 

ヒトからモノへ、

M2M に期待が集

まる 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

【図表１４】 通信キャリアの事業領域の概観 
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これら①～⑤の方向性は、いずれも通信事業者の取り組みとして欠かすこと

のできないものであるが、①のネットワーク事業の頭打ちに直面した通信事業

者にとって、②、③の事業領域拡大戦略や④の海外市場戦略はこれまでも

様々な形で取り組んできた分野であることからすると、成長戦略加速のために

は更に新たな取り組みが望まれるところである。①～④がいずれも大括りに言

えば「ヒトの通信」の領域内であるのに対し、⑤の M2M（モノの通信）について
は後述のとおり今後非常に高い成長性が期待できる未開拓分野であり、また

コアビジネスである「通信」の延長線上でもあることから、当該分野に対する通

信事業者の期待度はきわめて高く、その期待は時間の経過と共に益々高まる

ものと思われる。 

M2M市場の市場規模は 2010年以降急速に拡大しており、2013年度は 1兆
4,580億円（前年度比+18.8%）となる見込みであり、2020年度には 3兆 8,100
億円と、更なる市場拡大が予測されている（【図表 15】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2M のサービス分野は自動車、エネルギー・ユーティリティ、セキュリティ、家

電、医療・ヘルスケア、運輸・物流、産業用・製造、小売、公共サービス、金融

サービス等があり、広範な産業・業種に広がっている。また、M2M 関連事業と
しては通信事業者にとっての「本業」である通信・ネットワーク（M2M）レイヤー
以外に、通信モジュールやモノの物理状態を把握するための各種センサーな

どのデバイス（ハードウェア）、デバイスの接続管理やデータ収集処理、アプリ

ケーションとの連携等を行うプラットフォーム、各産業・用途に応じた必要機能

を提供するアプリケーション（サービス）等のレイヤーがある。 

一方、レイヤー別の世界市場規模を見ると、市場の実に過半を占めるのはア

プリケーションレイヤーであり、通信・ネットワークのシェアは全体の 23%（3,353
億円）と市場規模としては限定的である（【図表 16】）。通信事業者としてM2M
への最もオーソドックスな関与は①M2Mサービス提供者に対する通信サービ
スの卸売事業であるが、上記レイヤー別市場見通しからもこれでは収益ビジ

ネスとしての拡大余地が限られる。そうしたことからも、②低速・低容量である

かわりに低価格・低消費電力な通信ネットワークを提供する等により M2M の

裾野を広げ回線数の飛躍的な拡大を狙う、あるいは③垂直統合的な展開に

より自らがエンドユーザーに向けての M2M サービス提供者になる等の取り組
みが模索されているが（【図表 17】）、いずれにせよ通信事業者が M2M 分野

900 1,010 1,170 1,350 1,520 1,710 1,880 2,060 2,220 2,370 2,500

8,120 9,470 11,100 13,230
16,210

19,520
22,920

25,950
29,270

32,480
35,600
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10,480

12,270
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21,230
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28,010
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34,850
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0
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40,000
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2010 2011 2012 2013
（見込）

2014
（予測）

2015
（予測）

2016
（予測）

2017
（予測）

2018
（予測）

2019
（予測）

2020
（予測）

海外M2M市場規模(除く日本) 国内M2M市場規模
（単位：億円）

（年度）

 世界のM2M市場
は、今後も拡大

する見込み 

【図表１５】 M2M世界市場規模推移（累計金額ベース） 

（出所）株式会社矢野経済研究所「2014 M2M市場～IoT時代に飛躍する X2Mビジネスの研究」より
みずほ銀行産業調査部作成 

（注）2013年度は見込値、2014年度以降は予測値（2014年 2月時点） 

通信事業者以外

にも様々なプレイ

ヤーがM2Mの分

野に非常に高い

関心がある 

通信事業者は通

信サービスに加

え、他のレイヤー

の領域を取り込

みパッケージとし

て提供する戦略 
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（付加価値）

通信回線のみ提供

（卸売）

B to B B to C

低速・低価格な通信ネットワークを提供

（つながるモノの数で稼ぐ）

サービス含めて提供

（通信以外も含め、自らが

サービス提供の主体となる）

1

2

3

通信・
ネットワーク

アプリ
ケーション

デバイス

プラット
フォーム

本業

 提携を基本としつつ一部自
ら手掛ける分野も

⇒買収による取り込み

 機器ベンダの代行販売

通信事業者
（通信・ネットワーク）

 機器とサービスの一体提供
の可能性を模索

⇒ハードウェアと不可分なア
プリケーションの提供

本業

 周辺事業領域として自ら
手がける

⇒ハードウェアを競争力の源
泉とする

通信機器ベンダ

（デバイス）

本業

 自らのアプリケーションを提
供するプラットフォームとし
て一部機能を提供

アプリ提供事業者
（アプリケーション）

販売代理

上位開拓

システム提供事業者
（プラットフォーム）

上位開拓 隣接開拓

各レイヤーを統合、
運用・保守メンテ

 周辺事業領域として自ら
手がける/若しくは事業者間
連携

⇒保守メンテ・グローバル提
供を強みとする

本業
 ハードウェア・通信・機器を
統合、運用・保守メンテを
実施

を今後の成長戦略の柱としていくためには、通信・ネットワークレイヤーを起点

に各レイヤーへの事業領域拡大をいかに図っていくか、その戦略の巧拙が重

要なポイントとなる（【図表 18】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．Vodafoneの事業戦略 

ここからは欧州を代表する通信事業者であり、M2M の分野においてもグロー

バルリーダーとして位置づけられる Vadafoneの事業戦略を見ていきたい。 

Vodafone は、1985 年に創業した、イギリスに本社を置く世界最大手の多国籍
携帯通信事業者である。27 カ国で自社のモバイル通信ネットワークを展開す
るほか、48 カ国以上で提携パートナーを介したモバイルネットワークサービス
を提供しており、その規模は世界最大である。2014 年 3 月期における携帯加
入者数は 434百万人（前年比+30百万人）、売上高は 436億ポンド（前年比▲

世界最大手の多

国籍携帯通信事

業者であり、世界

最大のモバイル

ネットワークサー

ビスを提供 

（出所）株式会社矢野経済研究所「2014 M2M市場～IoT時代に飛躍する X2Mビジネスの
研究」よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）M2M 世界市場規模は M2M を実現するためのデバイスやモジュール、プラットフォー

ム、システム構築やアプリケーション開発、データ解析・制御などのソリューション、運

用・保守サービス等を対象とし、当該年度までの累計金額ベースで算出。見込み値は

2014年 2月現在 

【図表１６】  
M2M 世界市場規模（2013 年度見込み） 

M2Mソリューショ
ン/

アプリケーション

開発

58%

M2M回線/
ネットワーク

23%

M2Mプラット
フォーム

11%

M2Mモジュール/
デバイス

7%

その他

1%

【図表１８】 レイヤー・業種別M2M関連事業領域 

 （出所）みずほ銀行産業調査部作成 

【図表１７】  
通信事業者による M2M分野へのアプローチの方向性 

 （出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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1.9%、海外売上高比率約 85%）であり、主要市場は、イギリス、ドイツ、イタリア、
スペイン、インド、南アフリカ周辺諸国5となっている（【図表 19、20】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

売上高は 2012 年以降減少傾向にある。地域別売上高を見ると、欧州地域は
契約者数の横這い、ARPUの低下により減少傾向にあり、2010年の欧州危機
以降の経済不況で、特にイタリア、スペイン、ポルトガル、ギリシャでの売上高

減少が顕著となっている。 一方で、新興国を中心とする AMAP 地域は携帯
加入者数の増加により、特にインド、南アフリカ周辺国での売上増加が堅調で

あったが、ARPU が低下傾向にあり足元の売上高は横ばいとなっている（【図
表 21、22】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 南アフリカにある Vodafone子会社の Vodacomが事業展開している南アフリカ・タンザニア・レソト・モザンビーク・コンゴ 

【図表１９】 Vodafone の携帯加入者数の推移 【図表２０】 Vodafone の売上高の推移 

  （出所）【図表 19、20】とも、当社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）AMAPは Africa, Middle East and Asia Pacific（アフリカ・中東・アジア太平洋地域）の略 

 （出所）当社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

売上高全体は減

少傾向にあり、欧

州分の減少を新

興国地域の増加

分で打ち返せな

い状況 
 

【図表２１】 Vodafone の欧州地域の売上高推移 【図表２２】 Vodafone の AMAP地域の売上高推移 

 （出所）当社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
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2014 年 3 月期における営業利益は 79 億ポンド（前年比▲37.4%）であり、米
Verizon Wirelessの売却を主因として大幅に減少している。地域別営業利益を
見ると、欧州地域は 2009年以降減少傾向にある一方で、新興国を中心とする
AMAP 地域は増加傾向にあるが、地域別売上高と同様に欧州地域における
減少分を AMAP 地域の増加分では打ち返せていない状況が継続している
（【図表 23】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodafoneは、1990年代後半から「グローバル戦略」を強化し、買収戦略により
欧州地域を中心とした地域拡大を図ってきたが、北・中央の欧州市場の需要

が飽和するに従い、東欧を始め、アフリカ・中東・アジア太平洋地域等携帯市

場の成長が著しい新興国への地域拡大を図ってきた。2000 年代前半以降は、
これまでの買収戦略ではなく、パートナーとのネットワーク構築に比重を移し

た出資を伴わないパートナーシップ戦略による地域拡大を図り、世界最大の

グローバルモバイルネットワークサービスの提供が可能となった。 

既存の事業展開地域の中でもターゲット国やターゲット地域を定め、「Project 
Spring」という 3 カ年インフラ投資計画によって携帯加入者数増加を図ってい
る。その一方で、携帯加入者数の成長がいずれの地域においても飽和しつ

つある状況下、近年では特に固定通信事業者・ケーブルテレビ事業者・インタ

ーネットサービス事業者等を積極的に買収し、サービスのバンドル化によって

他社との差別化を図ろうとしている。また、Vodafone は、1,700 以上の多国籍
企業の法人顧客を保有していることから戦略的成長分野への取り組みとして、

法人向けサービスの強化を図っており、特に今後非常に高い成長性が期待

できる M2M 分野において、世界最大のグローバルネットワークを有する強み
を活かした積極的な事業展開を図っている（【図表 24】）。 

Vodafone のグロ

ーバル戦略によ

る地域拡大 

 

インフラ強化とサ

ービスのバンドル

化に加え、法人

向けサービス（特

に M2M 分野）を

強化 

地域別営業利益

についても、欧州

地域の減少分を

新興国地域の増

加分で打ち返せ

ない状況 

【図表２３】 Vodafone の営業利益推移 

（出所）当社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）Otherは Common Functions and Non-Controlled Interests 
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６．VodafoneのM2M事業戦略 

当社は 20年以上にわたって M2M事業に取り組んできたが、2008年に戦略
的成長分野の一つと位置付け、2010 年には M2M 専任組織を立ち上げた。
M2M に関連する組織や製品、サービスに加え、人材やスキルにも積極的に

投資を行っており、現在全世界で 350～400名のM2M専属部隊を有している。
通信事業が成熟化しつつある状況下、M2M 事業は Vodafone の事業の中で
も特に成長性の期待される分野であることから、今後の戦略的ビジネスの支

柱を形成するサービスとして位置付けられており、実際に 2014年 3月期にお
ける M2M 事業の売上高は、243 百万ポンド、前年比+21%と大幅な伸びを見
せている。また、斯かる精力的な取り組みと実績を踏まえ、当社を M2M 市場

におけるグローバルリーダーとして位置づける評価も多く見られる6。 

Vodafone は自らの M2M 戦略について「ネットワークサービス以上のもの、即
ち、顧客がビジネスをより円滑に進めていくためのエンド・トゥ・エンドのソリュー

ションを提供していく」と語っているように、方向性としては通信の卸売型からよ

り高付加価値の期待できるエンドユーザーへのサービス提供モデルへのシフ

トを目指しており、デバイス事業者・プラットフォーム事業者・アプリケーション

事業者との積極的な「パートナー提携戦略」を通じて各サービス・レイヤーを

統合し、重点産業分野におけるM2M ソリューションパッケージを Vodafoneブ
ランドとして提供することによって事業拡大を図っている（【図表 25】）。 

                                                        
6 Gartner、Analysys Mason、Machina Research、Strategy Analytics等調査会社による評価（出所：Vodafoneの IR資料） 

【図表２４】 Vodafone の戦略的成長分野への取り組み 

M2M 事業は今後

の戦略的ビジネ

スの支柱を形成

するサービスとし

ての位置付け 

 （出所）当社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

 データ通信サービスの強化（急拡大しているデータ通信需要の取込）

 サービスのバンドル化（ユニファイド・コミュニケーション強化）～放送と通信を一体化する事業モデルである「モ
バイル/固定/ISP/ケーブルテレビ（CATV）」のクアッドプレイ（Quadruple-play packages ）戦略への一層の強化

 2012年4月、英国内で固定通信網を展開するC&W Worldwideを買収

 2013年6月、ドイツ最大のケーブルテレビ事業者Kabel Deutschlandを買収

 2014年3月、スペインの大手ケーブル事業者Onoを買収

 2014年8月、ギリシャのインターネットサービス事業者Hellas Onlineを買収

個人

Consumer

新興国
Emerging 
Markets

 「Vodafone Global Enterprise」 ⇒ 1,700以上の多国籍企業向けサービスの強化

 「Vodafone Carrier Services」 ⇒ 国際音声サービスの強化

 「Machine-to-machine (M2M)」 ⇒ 成長著しいM2M事業分野の強化

 「Hosting and Cloud Service」 ⇒ クラウド・ホスティングサービスの強化

 モバイル送金サービス「M-PESA（エムペサ）」

 2007年の発足以降、登録者数は1,850万人（2014年9月末）
 ケニア・タンザニア・南アフリカ・アフガニスタン・カタール・フィジー・コンゴ・インド等で事業展開

法人

Enterprise

欧州

Europe

 欧州の主要5市場（ドイツ、英国、イタリア、スペイン、オランダ）における4Gネットワークカバー率を2016年
3月末までに90%以上にする

 インドのターゲット都市部において3Gネットワークカバー率を2016年3月末までに95%以上とする

 欧州やターゲットとする新興国の都市部における次世代固定網の拡充

 法人向けサービスの向上：M2M事業の75カ国展開、クラウドビジネスの更なる国際展開

 カスタマーエクスペリエンスの向上：携帯販売小売店8,000店舗の改良

【Project Spring】

（インフラ投資計画）

2013年に発表された70億
ポンドの3カ年ンフラ投資
計画 （既存の設備投資
を含め計190億ポンド）

強まる輸出頼み

の構図 

Vodafone は高付

加価値のエンド

ユーザー向けサ

ービス提供領域

を志向 
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（付加価値）

通信回線のみ提供

（卸売）

B to B B to C

低速・低価格な通信ネットワークを提供

（つながるモノの数で稼ぐ）

サービス含めて提供

（通信以外も含め、自らが

サービス提供の主体となる）

1

2

3
 端末の販売やマネージドサービスなど通信サービスに付随
する領域を取り込み、パッケージとして提供

 特定の産業分野については自らがサービス提供主体となり、
垂直統合的にサービスを提供

Vodafoneの取り組みの方向性

 （現状、目立った取り組みなし）

様々なサービスを
「実験」

 

 

 

 

 

 

具体的な当社の取り組みを見てみると、2013年 7月、端末のリモート監視・管
理を目的としたオールインワン型の M2M ソリューション（RMCS： Remote 
Monitoring & Control Service）の提供を開始、通信サービスのみならず、アプ
リケーションまで含めて端末のリモート監視・管理に必要なソリューションをワン

パッケージで提供している。また、注力分野の一つである自動車分野につい

ては、2008年 1月にギリシャの車両管理会社「Zelitron」を買収、2014年 6月
にはイタ リアのテレマテ ィ クス専門会社である 「 Cobra Automotive 
Technologies」を 145百万ユーロで買収することで、自らサービス提供主体とな
るなど、当社が掲げる戦略を裏付けるものとなっている。 

上記のとおり、Vodafone は端末の販売やマネージドサービスなど通信サービ
スに付随する領域を取り込み、パッケージとして提供することと、特定の産業

分野については自らがサービス提供主体となり、垂直統合的にサービスを提

供することの 2 つのアプローチで M2M サービスの高付加価値化を目指して
いるものと考えられる（【図表 26】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       （出所）みずほ銀行産業調査部作成 

但し、これらの戦略には課題もある。まず前者のパッケージ提供については競

合も多く、例えば「端末のリモート監視・管理」については、端末ベンダー等も

同様のサービスパッケージを提供しているため、いかに競合他社と差別化を

図るかが課題となる。この点について、VodafoneはM2M市場における自らの
強みとしてグローバルネットワーク等を挙げており、例えばグローバルベース

• 自動車
• 家電
• エネルギー・ユーティリティ
• 製造
• ヘルスケア
• 運輸・物流
• 小売
• セキュリティー
• 公共サービス
• 金融サービス

• 設備遠隔モニター（エレベータ）
• ヘルスケア
• 保険
• テレマティックス
• 電気自動車（ＥＶ）
• 資産追跡
• デジタル・サイネージ
• スマートメーター
• プラットフォーム統合
• 端末開発

重点産業分野 パートナーシップを締結している分野

【図表２５】 Vodafone が M2M事業においてパートナーシップを締結している重点産業分野 

【図表２６】 Vodafone の M2M 分野へのアプローチの方向性 

特定の産業分野

に係る通信事業

者としての強み 

（出所）当社 IR資料等よりみずほ銀行産業調査部作成 
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産業分野

自動車
エネ/

ユーティリティ セキュリティ
コンシューマ
エレクトロニクス ヘルスケア

アセット
トラッキング 産業用/製造 小売 公共 金融サービス その他

2011年

2012年

～2010年

2013年

2014年

2015年

フリート
マネジメント

駐車管理/課金

PoSシステム

セキュリティ/フリート
マネジメント

カーナビ アセット トラッキング

（盗難追跡）
エネルギー
マネジメント

メータリング アセット （車両）
トラッキング

スマートメータ
患者報告

アウトカム（実証）
遠隔監視

遠隔（物件）
管理

テレマティック エネルギー
マネジメント

フリート
マネジメント

見守り
（服用データ）

トラッキング/ 遠隔
（酪農）管理

フリート
マネジメント

スマートシティ
（ＩＣＴ化）

遠隔（冷蔵庫）
管理

遠隔（ケーブル）
管理

トラッキング/遠隔
（重機等）管理

スマートメーター

スマートメーター
（EDM）

遠隔（ガス供給）
管理

eモビリティ

トラッキング/遠隔
（産業機械）管理

ごみ収集

タクシーWiFi遠隔監視 ごみ収集

Connected
Car

フリート
マネジメント(バス)

燃料（灯油）
モニタリング

見守り（高齢者）

遠隔（エレベーター等）
管理

アセット（コンテナ
貨物）トラッキング

ペイメントスマートメーター

SOBE
ソリューション充電スポット SIM管理

プラットフォーム

広告配信遠隔監視
（子供向け）

遠隔 （ゴルフカート）
管理

AED管理

ホーム
セキュリティ

カーシェアリング
（2011年～）

アルコール検知
見守り

（糖尿病患者）

スマートパーキング
遠隔（バイク）
管理

見守り
（高齢者）

遠隔（ナノタグ利用）
管理

スマート
ソーラー

空港/鉄道向け
ソリューション

二大関心分野

業種ごと都度対応？

M2Mの新たな可能性、

「爆発的に普及拡大」するサービスのSeeds探しか

でのサービス提供が必要とされる「コンテナ貨物のトラッキング」のように、特定

の産業分野によっては Vodafone（通信事業者）ならではの強みが差別化要素
として強力に機能するものと思われる。 

また後者については、成長性など今後の見通しを踏まえた上で、どこの分野

を 「買収等による直営サービス分野」として選択するかが課題となる。具体的
にVodafoneが注力している分野について、【図表 27】は同社が過去 5年間に
手掛けてきた産業分野別のM2M事例をまとめたものであるが、同社の取り組
みは先述の自動車分野及びエネルギー／ユーティリティー分野に集中してお

り、両分野が二大注力分野となっていることが分かる。 

また、このほかアセットトラッキングの領域で、エレベーターからゴルフカートに

至るまで、実に様々な産業・分野についての事例を積み重ねてきている。現

状どのようなモノ（アセット）に通信タグを付けることが飛躍的な付加価値向上

をもたらすのか、今後爆発的に普及拡大するサービスのシーズを探っている

ものと見られるが、通信事業者の強みを勘案すれば、国境を跨ぐ広範なアセ

ットの移動を伴うロジスティクス分野などが競合他社に対する差別化を図りや

すい分野であると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで見てきたとおり、Vodafone は現状、様々なサービス提供事例を蓄積し
つつ、単純に通信サービスのみを提供する卸売型の事業モデルから脱却し、

自らのサービス領域を拡大するための道を、通信付随領域への拡大と直営サ

ービスの開拓の二つの方向性から模索しているものと思われる。後者の直営

サービスついては現状、目立った投資は Cobra 社の事例にとどまるが、自動
車におけるアセットトラッキングとも言えるフリートマネジメントの領域など、今後

成長が期待できる領域について追加の投資機会を静かに窺っていると思わ

れる。 

【図表２７】 Vodafone の産業分野別のM2M事例 

自動車とエネル

ギーに注力、アセ

ットトラッキングは

シーズを探る 

（出所）当社ＩＲ資料等よりみずほ銀行産業調査部作成 
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【通信機器】

通信
モジュール

製造 販売 ユーザー企業

機器ベンダ

キャリア

機器ベンダ、専門商社等

通信モジュール
ベンダ

M2M導入事例の共有
機器の共同開発等

キャリア

カスタマイズ型

通信機器

汎用型

通信機器

 機器に関する高度な運用・保守メンテ
を必要とする顧客向けに販売、通信
サービスもパッケージの一部として提
供する

 キャリアが必要なサービスをパッケー
ジ提供、通信機器の販売（代理）も行う

⇒単価は高くないが、機器に関する高度
な運用等を必要とせず、回線数が多い
顧客の獲得

 更に巨大な顧客基盤とこれまでの蓄積
を活かし、M2Mの新規需要を開拓

新規顧客

機器ベンダ
の領域

キャリアの
領域

相互に送客

カスタマイズ型
高度な運用等が必要

パッケージ型
高度な運用等は不要

７．日系企業へのインプリケーション 

通信事業者を取り巻く事業環境の先行きに鑑みると、欧州と時間差はあれど

も、いずれは日系通信事業者も「ヒトの通信」に代替する成長エンジンとして

「モノの通信（M2M）」に注力していくことは不可避の流れであると思われる。
今後、M2M 分野に対し日系企業はどのように取り組むべきか、Vodafone（通
信事業者）の取り組みを切り口としつつ、通信事業者のみならず他産業への

インプリケーションも含めて、以下に考察したい。 

①特定の産業・業種への注力と協業の必要性 

今後の M2M サービスの方向性としては、広範な産業・業種に横串で提供さ

れる汎用的なものから、サービスの要求水準の高度化に伴って産業や業種グ

ループごとに特化したサービスパッケージが提供され、パッケージの分散化が

進むものと思われる。したがって、Vodafone が自らの強みとしてグローバルネ
ットワークをキーワードとし、アセットトラッキング等を強みとしているように、各

プレイヤーは自らの強みが活かせる分野について磨きをかける必要がある。 

同時に、プレイヤー間での棲み分けと協業の可能性を都度検討することも必

要である。例えば通信事業者と通信機器ベンダーの関係であれば、高度なオ

ペレーション等を必要としない機器を使った M2M サービスについてはキャリ

アが直接エンドユーザー企業にサービスを提供し、機器ベンダーは裏方とし

てキャリアに機器を納入するといった協業形態が考えられる。一方で、高度な

運用・保守メンテナンスを必要とする機器を使った M2M サービスについては、
ノウハウのある機器ベンダーが直接エンドユーザー企業にサービスを提供し、

キャリアは裏方として通信サービスを機器ベンダーに提供するといった先程と

は逆の形態も考えられる。上記のようにサービスの特性（顧客ニーズ）に応じ

て攻め先を棲み分けることができれば、事例の共有や機器の共同開発といっ

た協業余地も拡がり、双方の M2M 事業拡大に資するのではないだろうか

（【図表 28】）。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表２８】 通信事業者と通信機器ベンダーの棲み分け・協業形態の例 

棲み分けと協業

により事業拡大

の可能性 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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②アライアンス深化の必要性（通信事業者） 

通信事業者の M2M 事業における差別化のポイントは、グローバルネットワー
クでサービスが利用できること、具体的にはグローバルベースで利用できる

SIM（通信サービス）が提供できることや、サービス品質（SLA）がグローバル
で統一されていること、またワンストップでサポートサービス等を利用できること

等にあると考えられる。Vodafone の強みはまさにこれらを体現したものである
が、これは自社ネットワークやローカル拠点等、グローバルにリソースを持つ

当社ならではの強みとも言える。 

裏を返せば、日系の通信事業者のように単独でグローバルベースでのリソー

スを保有していない事業者は、NTT ドコモが参画する「M2M World Alliance」
やソフトバンクが参画する「Global M2M Association」など、アライアンスを通じ
てこれを実現していく必要がある。例えば SLA の統一であれば、キャリア間に
おける通信規格の相違のような技術的課題のみならず、サービス内容の目線

の擦り合わせも必要であるため実現は容易なことではない。しかし、通信事業

者間の競合において各社が積極的なアライアンス戦略を検討する必要がある

のは勿論のこと、他の業界のプレイヤーとの競合において通信事業者ならで

はの訴求力を発揮していくためにも、一層のアライアンスの深化を推し進める

ことが急務である。そのためには、まずはアライアンスの中でも少数のコアメン

バーで枠組みを作り、スモールスタートで始めるなどの工夫も必要となるだろ

う。 

③直営サービス発掘に向けた取り組み継続の必要性 

M2M のターゲット市場について、自動車とエネルギー分野については二大

M2M市場として他の領域とは一線を画す存在である一方、その他の産業・分
野については突出した領域は無く、少なくとも現時点において明確な優勝劣

敗はつけ難い。Vodafone の取り組み事例も様々な産業・分野に及んでおり、
「来るもの拒まず」の姿勢で様々な事例を蓄積しているものと思われる。日系

企業についても、今後爆発的に普及拡大するサービスのシーズを探すための

「浅く広く」の取り組みは、当面の間は継続すべきであると考える。また、システ

ムオペレーションやトラブルシューティングなど、M2M 分野の経験値を今のう

ちから積み上げておくことが、本格的な普及期において競合他社に対する強

みともなろう。 

これまで述べてきたように、Vodafoneと雖も通信事業の縮退傾向を補い、次代
の柱となり得る事業への道筋が明確に描けている訳ではなく、様々な可能性

を探りながら検討を続けている様子が見て取れる。事業環境変化のスピード

が速く、様々な分野からの事業者が入り乱れて収益機会を虎視眈々と狙う

ICT分野においてビジネス展開の出遅れは致命傷となりかねない。そうであれ
ばこそ、世界の大きな潮流に向き合い、現時点で事業化のイメージが鮮明化

できない事案であっても、フロントランナーとしてビッグビジネス化の可能性を

追求しようとしているのが今の Vodafone の動きと考えられる。M2M 分野への
取り組みもその一環と理解できるもので、世界最大規模の業容を誇る当社で

すら、先行きの厳しい事業環境に対する客観的な認識の下、成否の不鮮明な

新規事業への取り組みを試行錯誤しながら進めようとしていることの意味を

我々は汲み取るべきである。 

 

通信事業者とし

ての強みの発揮

にはアライアンス

の深化が前提 

当面は可能性を

探るための取り

組みが必要 

Vodafone の取り

組みから見る日

系企業へのイン

プリケーション 
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翻って、本業の力強い成長が見込み難い点においては日系通信事業者も同

様であり、主たる収益源である家計における通信費が既に高水準に貼りつい

ている現状に鑑みると、通信規格の高度化に合わせて ARPUの向上を図ると
いうこれまでのビジネスモデルの持続性には疑問の余地が残る。Vodafone の
動きは本業の成長鈍化が鮮明となりつつある日系通信事業者に対して、財務

余力のある現状においてこそ一定の失敗が生ずることを前提とした“Take a 
Chance”の重要性を示唆するものであると言える。日系事業者の果敢な取り組
みによる競争力強化に期待したい。 

 

 
（電機・IT・通信チーム  中村 伊佐夫／小川 政彦） 

isao.a.nakamura@mizuho-bk.co.jp 
masahiko.ogawa@mizuho-bk.co.jp 
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Ⅱ－2－4． 物流 －欧州統合下におけるドイツポスト DHLの成長戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

近年、アジアにおいて経済統合に向けた議論が大きく進展しており、近い将

来には、広域且つ多品目に渡る枠組みが複数合意されると想定されている

（【図表 1】）。 

その中でも特に大きな動きとしては、2004 年 APEC ビジネス諮問委員会が提
唱した「アジア太平洋自由貿易圏構想（FTAAP）」があげられる（【図表 2】）。こ
の枠組みにおける最終的な目標は、北米・南米まで含めたグローバルな合意

形成である。その FTAAP は、2010 年の日本 APEC において、「ASEAN+3、
ASEAN+6、TPP 協定といった現在進行している地域的な取り組みを基礎とし
てさらに発展させることにより、包括的な自由貿易協定として追及されるべきで

ある」ことが確認され、2012年のウラジオストク APEC においても、「FTAAP が
APEC 地域経済統合を推進するための主要な手段であることを認識し、最終
的な FTAAP 合意に向けたプロセスにおいて築かれた様々な地域的な取り組
みに留意しつつ、その実現に向け前進することを模索する」とされた。更に、

2014 年の北京 APEC では、首脳宣言の付属文書である「FTAAP 実現に向
けた APECの貢献のための北京ロードマップ」が採択・承認されるとと
もに「FTAAP実現に関連する課題にかかる共同の戦略的研究」の立ち上
げが合意された。加えて、2015 年末には ASEAN においてアセアン経済統
合体（AEC1）が発足し、域内の関税が撤廃される等、FTAAP 実現に向けた動
きは着実に進展しているとみられる。 

 

                                                        
1 ASEAN Economic Community：ASEAN10カ国において発足が予定されている自由貿易協定。本枠組みでは、関税撤廃のみ
ならず、非関税障壁撤廃やサービス分野への投資自由化までを対象としており、域内単一市場としての魅力向上が見込まれる 

アジアにおいて

進展が想定され

る経済統合 

【要約】  

 アジアでの経済統合が進展する中、荷主企業にとって物流企業の重要性は高まること
が想定される。そのような環境下、過去の欧州統合において欧州物流企業が直面した

業界変化および、その中で勝ち組となったドイツポスト DHL の成長戦略を考察すること
は、今後の日系物流企業が取るべき戦略について大きな示唆があるものと考え得る。 

 欧州物流企業各社は、統合後の各種規制緩和を発端とした競争環境激化への対処
や、生き残りをかけた「フォワーダー+3PL」への進化を目的に再編を進展させた。この欧
州物流産業再編は、結果として世界的にみても強靭な物流企業を育成したともいえる。 

 ドイツポスト DHL の物流事業本格参入は後発であった。同社が大きく成長する過程に
おいては、赤字であったポスタル事業の立て直し、大規模グローバル M&A の実行、買
収後の統合（PMI）等が大きな役割を果たした。また、世界最大手となった現在も新たな
付加価値を創造するための各種先進的取り組みを行っている。これらの革新的な存在

で在り続けるという姿勢が、強さの源泉のひとつでもあると考えられる。 

 アジア統合下において、日系物流企業は従来型の海外展開のみならず、大規模買収も
具体的な戦略オプションとして検討していくべきであろう。加えて、付加価値創出への取

組みも積極的に展開し、イノベーションを起こしていくことが重要である。 
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このようにアジアにおける経済統合は今後一層進展し、合意域内における「ヒ

ト・モノ・カネ」に掛る各種規制が段階的に撤廃されることとなる。これにより、製

造業者は、従来、生産・販売が自社で行えなかった地域へ進出可能となると

いうビジネスチャンスを得る一方で、自由競争の名のもとに競争環境は激化

するとみられる。製造各社は、この環境に即した最適な生産・販売体制を再構

築する動きが加速するであろう。これに伴い、製造業者のサプライチェーンは

より一層、広域化・複雑化することが想定され、グローバルベースのサプライチ

ェーンマネジメント能力が他社競争力の源泉として重要性を増すと考えられ

る。 

このような状況下において、ロジスティクスノウハウとグローバルネットワークを

有する物流企業は、製造業者にとってサプライチェーン戦略を策定するため

に必要不可欠な存在（≒パートナー）と成り得る可能性がある。 

但し、経済統合によって緩和される規制は、物流企業にとっても必ずしも歓迎

されるものばかりではない。参入規制の緩和により競合環境が激化する中、サ

ービス内容・品質における差別化が図られなければ、淘汰・再編により市場退

場を余儀なくされることも考えられ得る。 

本稿では、欧州統合が物流業界に与えた影響を考察するとともに、その環境

下において大きく成長実現したドイツポストDHLの成長軌跡を分析する。また、
分析を通じ得たインプリケーションから、今後アジアで進展する経済統合下に

おいて、日系物流企業が取り得る戦略の方向性についても言及する。 

２．欧州統合が物流業界に与えた影響 

欧州統合によって誕生した EUは、世界的にみても経済的な結合度合が高い
統合である（【図表 3】）。経済統合の発展段階をどのように分類するかについ
ては複数の学説があるが、1961 年に発表された B. Balassa, The Theory of 
Economic Integrationでは、その結合の度合いにより 5つのステータスに分類
されている（【図表 3】）。この分類に当て嵌めると、EU は人や資本など生産要
素の移動制限を撤廃する「共同市場」若しくは経済政策をも調整する「経済同

盟」といった極めて高いステータスにあるものとみられる。 

【図表１】 各マルチ協定の枠組み 

ASEAN

RCEP

日中韓

TPP

2015年域内関税撤廃

2013年5月～交渉開始

2013年3月～交渉開始

2010年3月～交渉開始

F

T

A

A

P

現在 / 個別に合意形成を模索
今後/ 

包括的な協定

【図表２】 アジア太平洋自由貿易圏（FTAAP）構想 

 （出所）経済産業省 HP よりみずほ銀行産業調査部作成 

EU は世界的にみ

ても経済結合の

度合いが高い経

済統合 

（出所）内閣官房「TPP協定交渉について」より       
みずほ銀行産業調査部作成 
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    （出所）B. Balassa, The Theory of Economic Integration（1961）、 

国立国会図書館「東アジア経済統合を巡る論点」（2005.7.28）よりみずほ銀行産業調査部作成  

EU は、域外に対する共通関税を設定する「関税同盟」であった EC からの発
展により、1993年に誕生している。前身のEC時代においては、関税分野を中
心に各種の経済的な繋がりを深化させていたが、物流分野については各国

の産業防衛の観点もあり、統合に向けた動きは大きくなかった。EC 終期の
1990 年に開始されたトラック運賃自由化などはあったが、物流事業者の属性
を自国民とするカボタージュ規制や域内通関等が引き続き存続していたため、

物流分野の統合に繋がるほどの効果はなかったとみられる。 

この物流分野の統合は、EU 誕生とともに行われた各種規制緩和によって急
速に進展することとなる。具体的には、1993 年には国境通関の廃止（通関統
合）が行われている。また、1998年には許可制として部分的に緩和されていた
他国内の輸送業務が全面的に自由化（カボタージュ規制の廃止）されており、

EU域内における物流分野の統合は大部分において実現したとされる。 

これらの規制緩和による物流分野の統合は、域内という従来よりも広範囲での

競争をもたらし、EU 統合の目的のひとつでもあった荷主・消費者に低廉で高
品質なサービス提供を実現するという点において、イノベーションを誘引したと

いえる。即ち、荷主・消費者にとってみれば、域内輸送コストは大幅に低減さ

れ、輸送時間は短縮化され、物流企業から新たな付加価値サービスが提供さ

れるようになったのである。 

然しながら、これらのイノベーション創造過程において、物流各社は厳しい事

業環境を迫られ、大きな痛手を被りながら「変貌」を遂げた、若しくは遂げざる

を得なかったといえるだろう。 

前述の 3 つの規制自由化・緩和により、物流企業は、①運賃自由化による運
賃単価の下落、②通関統合による域内通関業務の廃止、③カボタージュ規

制廃止による域内全域における競争の発生、等が同時並行的に進行すること

となり、競争環境は急速に激化することとなったのである（【図表 4】）。 

【図表３】 経済統合のステータス 
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その中でも、特に影響が大きかったの

は「②通関統合による域内通関業務

の廃止」であっただろう。欧州はEU誕
生以前から、経済が密接に絡みあっ

ており、国を跨いだモノの往来が激し

い地域である一方、物流分野におけ

る規制は EU 誕生まで残存していた。
そういった背景もあり、欧州において

は輸出入に伴う通関等の複雑な事務

処理を含んだ輸送を得意とするフォワ

ーダーが大きな勢力を誇っていたの

である。通関統合はこのフォワーダー

の域内輸送に伴う通関業務収益を、

文字通り「消失」させたのである。加え

て、荷主企業は域内輸送における通

関コストが無くなったことで、オランダ 
のロッテルダム等の利便性の高い港湾や空港を積極的に活用し始めたため、

モノの流れが収斂した。この収斂した貨物を獲得するための単価競争もまた、

フォワーダーを含めた物流各社にとってマイナスに作用したものと考えられる

（【図表 5、6】）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

物流各社はこれらの事業環境の変化に対応するため、規模の追求によるコス

ト競争力強化等を目指す動きを積極化させた。これが、欧州物流産業におけ

る再編進展のひとつの要因になったとみられる。 

物流企業おける
競争環境激化の

ループ

運賃自由化による
単価競争の激化

運賃単価の下落

通関統合による
域内通関業務の廃止

売上・利益の「消失」

カボタージュ規制廃止
による域内競争加速

広範囲での競争発生

欧州物流企業間における競争環境は激化

【図表４】 欧州における競争激化ループ 

【図表５】 通関統合がフォワーダーに与えた影響 【図表６】 代表的フォワーダーのダンザス社業績推移 

 （出所）みずほ銀行産業調査部作成 
 （出所）European Commission, The Single Market 

Review よりみずほ銀行産業調査部作成
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また、競争環境激化との対峙を、業態を変化させ新たな付加価値を創出する

ことによって対応しようとする動きもみられた。 

従来、欧州における主要業態であったフォワーダーと倉庫・輸送等を担うロジ

スティクス企業は、業務内容によって棲み分けがされてきた。具体的には、フ

ォワーダーは国を跨ぐ国際貨物を中心に多数の荷主企業から元請けとして案

件を受注し、各国におけるロジスティクスについては、適宜適切なロジスティク

ス企業にアウトソースするといった関係性である。また、ロジスティクス企業は

特定荷主に対し、個別にカスタマイズした付加価値の高い物流サービスを提

供しており、荷主企業から 3PL2としての役割も期待されつつあった。 

この従来棲み分けがされてきたフォワーダーとロジスティクス企業は、欧州統

合以降の競争環境に対応するため、アライアンスによる相互補完によって「フ

ォワーダー+3PL」という新たな業態に進化し、成長することを目指したものと考
えられる（【図表 7】）。この新たな業態においては、フォワーダーの有する多数
の荷主やグローバルなネットワークと、ロジスティクス企業の有する特定顧客の

ニーズを満たす付加価値の高い物流サービスを構築できるロジスティクスノウ

ハウが提供可能となったのである（【図表 8】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらに加え、EU誕生と同時期に進行した郵政民営化の動きも、欧州物流産
業の再編ドライバーとなったといえる。従前郵便および宅配といったポスタル

事業を営んでいたポストカンパニー各社は、郵政民営化を見据え、潤沢な資

金を活かした買収戦略の実行によって物流事業強化を積極化させていった。 

その最初の代表事例は、1996 年のオランダ郵政公社（オランダ国営郵便とテ
レコム事業を統合した TPG グループ）によるエクスプレス大手 TNT（豪、買収
金額 12 億ユーロ）の買収であろう。これ以降、オランダ郵政公社およびドイツ
ポストを中心とした、ポストカンパニーによる物流企業買収が急増することとな

る。 
                                                        
2 Third-party logistics（3PL）：荷主が物流機能の全体もしくは一部を物流事業者に包括的に委託する物流業務形態 

【図表７】 欧州にて進展したアライアンス 【図表８】 フォワーダーの事業領域拡大イメージ 
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 （出所）【図表 7、8】とも、みずほ銀行産業調査部作成 



 
 

第Ⅱ部 欧州グローバルトップ企業の競争戦略 

みずほ銀行 産業調査部 

200

物流各社は、突如現れた新たな競合相手が買収により急成長し、大きな脅威

となりつつあることについて、強い「危機感」を持ったと想定される。物流各社と

しても、この新たな競合への対処および競争環境激化に対応するための「規

模の追求」や「フォワーダー+3PL への業態変化」を実現するため、買収に向
けたアプローチを加速させたものとみられる。 

このように、欧州物流産業は EU誕生を契機に①競争環境激化に対応するた
めの規模の追求、②「フォワーディング+3PL」への業態変化の実現、③ポスト
カンパニーの急成長とそれに対する物流企業の危機感、などを背景とし産業

再編が大きく進展したと考えられる（【図表 9】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （出所）みずほ銀行産業調査部作成  

世界のロジスティクス企業売上ランキング（【図表 10】）をみると上位の 3PL 企
業は欧州のドイツポスト DHL（独）、DB Schenker（独）、Kuhne+Nagel（瑞）の 3
社でトップ 3 位を独占している。ここまでみてきた欧州統合を契機とした物流
産業再編は、結果として世界的にみても強靭な物流企業を育成したともいえ

るのではないだろうか（【図表 11】）。 

次節からは、世界最大の物流企業であるドイツポスト DHLが欧州統合以降に
おいてどのような成長戦略を実行し、如何にして現在の地位を確立したかに

ついて分析を行う。 

 

 

 

 

 

 

【生き残り戦略】
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【図表９】 欧州物流産業再編の背景 
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（出所）各社 Annual Report、HP等よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）売上は Fy2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）各社 Annual Report、HP等よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）業績は Fy2013 
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【図表１０】 世界のロジスティクス企業 TOP50 

会社名 Deutsche Post DHL K+N DB SHENKER （ご参考）日本通運

設立

（本社所在）

1995年
（ドイツ）

1880年
（スイス）

1972年
（ドイツ）

1937年
（日本）

主要事業 総合物流業

郵便事業
フォワーダー ロジスティクス 総合物流業

主要株主 KfW(政府系金融機関) 
21%
⇒一部政府出資/民営

Kuehne Holding
53%
⇒オーナー会社

DB BAHN 100%
⇒国営企業

－

上場区分
上場 上場 非上場 上場

売上
731億ドル 183億ドル

148億ユーロ
（169億ドル）

175億ドル

営業利益

（率）

38億ドル
（5.2%）

8億ドル
（4.4%）

3億ユーロ（4億ドル）
（2.0%）

3億ドル
（1.7%）

展開エリア
世界220カ国以上

世界100カ国以上
（1,000拠点以上）

世界130カ国以上
（2,000拠点）

世界40カ国
（480拠点）

保有リソース 従業員43万人
航空機260機
車両台数3万台

従業員6万人
従業員10万人
倉庫6,200千㎡

従業員3万人
トラック2.2万台
倉庫2,601千㎡

トップ企業の分析

【図表１１】 欧州主要物流企業の概要 
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３．ドイツポスト DHLの戦略分析 

ドイツポスト DHL（正式名称は Deutsche Post AG）は、現在ではその圧倒的な
事業規模および物流領域の広さから、世界的に名高い No.1 グローバルロジ
スティクスプロバイダーとして確固たる地位を確立している。然しながら、同社

が物流事業に本格的に参入を開始したのは、1990 年代の後半であり、物流
事業者としての歴史は非常に浅い企業でもある。短期間での急激な成長にお

いては、前章でも触れたような郵政民営化を背景とした物流企業に対する積

極的な買収実行等、迅速且つダイナミックな経営戦略の実行があったといえ

よう。 

本章では、ドイツポストDHLの物流企業としての成長ステータスを、（1）着眼、
（2）発展、（3）地位確立に分割し、分析を行う。 

  （1）物流企業としての成長ステータス －着眼－ 

ドイツにおける郵政民営化の議論は、1980 年代以降に大きく進展した。1989
年までは、連邦郵便が郵便・郵貯・通信の 3 事業を国営事業として独占的に
展開してきたが、1989 年の第一次郵便改革において事業ごとに公社化され、
1995 年の第二次郵便改革において株式会社化、1998 年の第三次郵便改革
により郵便における独占分野の相当部分が自由化されることとなった（【図表

12】）。また、この郵便分野における規制緩和の過程において 1997年には EU
加盟国は原則として 2010年末までに郵便分野における独占分野を自由化す
るという「EU指令」が発令されている。ドイツはこの指令による期限を 2年前倒
しする 2008年に郵便における独占分野を廃止している。 

この「EU 指令」の翌年である 1998 年のドイツポストの売上シェアは、その殆ど
全てがドイツ国内におけるポスタル事業であった。それ故に、独占分野の撤

廃は、ドイツポストの経営環境悪化に直結する状況にあったといえる（【図表

13】）。 
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【図表１２】 ドイツの郵政民営化の変遷 【図表１３】 ドイツポストのセグメント売上（Fy1998） 

（出所）総務省資料よりみずほ銀行産業調査部作成  （出所）当社 Annual Report よりみずほ銀行産業調査部作成
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ドイツポストの物流事業参入のきっかけは、自らの成長実現を目指したプロア

クティブな戦略実行というよりは、近い将来、確実に訪れる経営環境の悪化に

対処するための苦肉の戦略であったという見方もできよう。また、前述のとおり

ライバルと目されていたオランダ郵政が 1996 年に TNT を買収し物流事業に
本格参入したことも、ドイツポストの物流事業参入を促したとみられる。 

ドイツポストの民営化および民営化後のドイツポスト DHL 躍進のキーマンは、
世界的な経営コンサルティング会社マッキンゼー出身のクラウス・ツムヴィンケ

ル（Klaus Zumwinkel）氏であった。同氏は 1974年にマッキンゼーに入社した
後、1985年にドイツの通販会社クヴェレ・グループ（Quelle group）の会長に就
任した。これらキャリアにおける経営手腕を評価され、1989年の第一次郵便改
革の翌年である 1990年にドイツ・ブンデスポスト・ポストディーンスト（郵便事業
公社）の最高経営責任者として迎え入れられたのである。 

ツムヴィンケル氏の就任はその後の郵政民営化を見据えた人事であり、政府

による強い意向によって実現したということは想像に難くない。同氏就任当時

の郵便事業は、公社化前の国営事業時代を引きずる慢性的な赤字事業であ

った。その担い手である職員も国家公務員であり（後に身分維持希望者以外

は民間シフト）、民間企業的な採算という観念を持ち合わせていなかったとさ

れる。政府の意向としては、このような事態を民間の知恵を用いて改善させ、

不採算な巨大組織を短期間に「稼げる」民間企業へと転身させるということで

あり、そのために経営戦略のプロフェッショナルである同氏を登用したというこ

とであろう3。 

ツムヴィンケル氏はその後、郵便事業の黒字化を果たすとともに、大型グロー

バル M&A を多数実行するなどしてドイツポスト DHL を大きく成長させ、2008
年の脱税事件によって辞任するまでの 18 年間に渡り、経営を担うこととなる。
現最高経営責任者は、2008 年よりフランク・アペル（Frank Appel）氏が担って
いるが、同氏もまたマッキンゼーに所属した経歴のある民間出身経営者であ

る。 

余談ではあるが、1990 年代に大きく成長した欧州ロジスティクス企業には、コ
ンサルティング会社出身や MBA 取得者等のプロフェッショナルが経営を担う
ケースが多い印象である。これは、ロジスティクス企業には顧客のサプライチェ

ーンを効率的且つ低コストにマネジメントし、またそれを改善するための分析・

提案能力が求められるため、高いインテリジェンスが必要な業務であると認識

されている為であろう。 

ツムヴィンケル氏による郵便事業改善における象徴的な戦略は、郵便局革命

であろう。今日、各国のポストカンパニーには、万人が公平に郵便サービスを

享受するための体制を整えるユニバーサルサービス提供義務が課されている。

その体制の構成要素として、一定の郵便局数を維持することによる消費者利

便性確保等があげられる。然しながら、当時のドイツにおいては、その郵便局

数の適正な数については明確な規定がなかったことに加え、全てを直営郵便

局として運営することも規定されていたわけではなかった。 

 
                                                        
3 ツムヴィンケル氏の就任直後の 1990年 10月には東西ドイツが統一され、東ドイツの郵便事業もドイツポストに統合されることと
なった。これにより、東ドイツ分の職員・郵便局等も含んだ郵便事業リソースの合理化・効率化という新たな懸案事項への対処を行

う必要も発生し、同氏への期待は一層高まったといえる 

民間出身の経営

トップが改革を推

進 

郵便局革命によ

って郵便事業を

黒字転換 
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これに着目したツムヴィンケル氏は、郵便事業の採算改善を目的とした経営

改善策として、①郵便局数の削減、②直営局の委託局シフトの二つの施策を

スピーディーに実行していったのである（【図表 14】）。また、これらと並行し、
東西ドイツ統一によって膨れ上がった職員を、郵便局削減やオペレーション

の機械化による合理化を進めることによって大きく削減し、1990年代半ばには
郵便事業を黒字転換させることに成功したのである。 

郵便局数削減については、その急激な減少を問題視した政府が 1998 年に
「郵便ユニバーサルサービス令4」を施行し、12,000 局の固定郵便局の維持等
を明確化することによって一旦は落ち着いたものの、2008 年に郵便独占分野
が撤廃され、同令の適用対象外となってからは改めて進展されることとなる

（直営店の多くはポストバンク等に売却され委託局となった）。2011年末には、
直営局はポストタワーと連邦議会内の 2局のみとなり、現在に至っている。 

これらの合理化策を実行した結果、郵便事業はドイツポストにおける主要且つ

最も採算性の高い事業へと生まれ変わり、1990 年代後半以降のドイツポスト
DHL としての買収戦略を支える事業となったと考えられる（【図表 15】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （出所）【図表 14、15】とも、当社 Annual Report、HP よりみずほ銀行産業調査部作成 

  （2）物流企業としての成長ステータス －発展－ 

ドイツポストがドイツポスト DHL として大きく発展する緒についたのは、1997年
に採り入れた「拡大戦略」が最初の一歩であったとされる。その戦略では、①

国際化戦略としての企業買収によるネットワーク拡大、②エクスプレス・メール、

ロジスティクスにおけるサービス領域拡大、③付加価値サービスを開発し顧客

の求めるワンストップサービスの実現、等により世界一のグローバルロジスティ

クスプロバイダーの地位を確保することを目標とする方針が謳われた。 

この「拡大戦略」を背景に、ドイツポストDHLが本格的に買収戦略を実行に移
したのは、1998 年の国際エクスプレス大手でありインテグレーター5としても著

名であった DHL International（以下 DHL）への資本参加であっただろう。  

                                                        
4 ドイツポストの郵便局数の減少に歯止めをかける為、①最低維持郵便局数、②最低維持「直営」郵便局数、③人口比率に応じ
た郵便局設置、等を明文化したもの 
5 幹線輸送用の航空貨物機を有し、末端の集配作業までを一貫して行うことが出来る物流企業 

【図表１４】 ドイツポストの郵便局数の推移 【図表１５】 ドイツポストの郵便事業の業績推移 
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また、時を置かずして 1999年には世界第 3位のフォワーダーであったDanzas
（瑞）の買収、2002年には DHLの完全子会社化、2003年には米国第 3位の
エクスプレス会社であった Airborne Expressを買収、2005年には世界最大の
ロジスティクス企業であった EXCELを 56億ユーロで買収するなど、大規模買
収を実行していったのである（【図表 16】）。これらの買収は、2005年までの 10
年間で 120 件、200 億ユーロ超ともいわれ、他に類をみないダイナミック且つ
迅速な戦略実行であったといえる。 

ドイツポスト DHL の買収戦略における特徴としては、被買収企業が其々の地
域におけるトップクラスのプレイヤーである点があげられる。同社は買収を通じ、

ロジスティクスノウハウとグローバルネットワークを一挙に獲得し、急激な成長

を実現したのである。また、この戦略実行による急激な成長は、本来であれば

競合と成り得る物流事業者に対し、相当の牽制効果を与えたと想定される。

即ち、ターゲットにされた企業に、対抗するよりも軍門に下ることを選択させる

効果を発揮し、それが結果として多数の大規模買収を成功させる要因となっ

たのではないだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           （出所）プレスリリース、当社 Annual Report、HP よりみずほ銀行産業調査部作成 

これらの大規模買収により、ドイツポスト DHLのポートフォリオは事業・エリアと
も急速に拡大することとなる（【図表 17】）。同社のポートフォリオに対する戦略
は、2008年をひとつのターニングポイントとして捉えることができるだろう。 

まず、2007年までのポートフォリオの変遷についてであるが、1998年から2001
年に掛けては郵便会社からの脱却を目指し、企業物流への参入を企図した

ポートフォリオ拡大がみられる。2002 年以降はそのスピードが一層早まり、事
業ポートフォリオは分散しながら肥大化していく。また、エリアポートフォリオは

海外売上比率が 60%超にまで到達し、グローバルネットワークの広がりを確認
できる。但し、採算という観点では、営業利益率は 2005 年をピークに減少に
転じ、純資産比率も低下傾向にある。これらの背景に、同社の岩盤収益を稼

ぐドイツ国内における郵便料金の値下げや世界経済の鈍化の影響があったと

はいえ、それらのマイナスを打ち返すほどの買収効果を得られていなかったと

【図表１６】 ドイツポスト DHL の主要買収事例 

事業・エリアにお

けるポートフォリ

オ戦略の変遷 

年 買収企業 国籍 買収金額 業種 備考

1998 DHL International
（株式23%取得）

Ducros

Global Mail

ベル
ギー

フランス

米国

NA

NA

NA

エクスプレス

宅配

国際郵便配送

グローバルネットワークを有する
インテグレーター

初の米国進出

1999

(単年で
51億€
を投資)

MIT

Danzas（売上70億CHF）

ASG（売上14億$）

ITG International

Yellow Stone

Nediloyd ETD

AEI（売上14億€）

イタリア

スイス

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ

ドイツ

米国

オランダ

米国

NA

13億€

4億€

NA

NA

7億€

12億€

宅配

フォワーダー

フォワーダー

ロジスティクス

出版配送

フォワーダー

フォワーダー

世界第3位の物流企業

欧州11位のフォワーダー

米国最大手の航空フォワーダー

2002 DHL International

（完全子会社化）

ベル
ギー

累計

24億€

エクスプレス 当初出資から完全子会社化迄4年

2003 Airborne Express
（売上33億$）

Sinotrans

米国

中国

11億$

NA

エクスプレス

フォワーダー

UPS、FedExに次ぐ米国第3位

5%の出資

2005 EXEL（売上92億$） 英国 56億€ ロジスティクス 当時世界最大の3PL企業
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もいえるだろう。特に、2003年に買収したAirborne Express（米）の業績悪化は
回復の兆しがなく、当社にとって大きな「重し」となっていたとみられる。 

次に、2008 年以降のポートフォリオについてであるが、ドイツポスト DHL は
2008 年に初の赤字に転落したうえ、純資産比率は 3%程度まで落ち込み、 
経営危機といえる状況に追い詰められた。これを打破するため、同社は本格

的なポートフォリオの改善に着手し、その後、大きく採算性を改善させていくの

である。その最初の打ち手は、傘下企業であったポストバンク（Financial 
Services）の売却による資本増強と再建の目途の立たない米国国内輸送事業
からの撤退6であった。 

これ以降において当社は過度な拡大戦略を実行するのではなく、バランスの

とれたポートフォリオ形成とネットワークの有効活用を主眼とした採算性重視の

経営にシフトしており、それが近年の安定成長の実現に繋がっているものとみ

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         （出所）当社 Annual Report、HP よりみずほ銀行産業調査部作成 

  （3）物流企業としての成長ステータス －地位確立－ 

前述のとおり、ドイツポスト DHL は、その成長過程において世界的な企業を
次々と買収していった。然しながら、当初は買収した其々の企業が自社のブ

ランドで独自に事業展開していたため、ドイツポストグループとしての知名度

の向上は限定的であった。また、グループ会社間の連携も、メールはドイツポ

スト、エクスプレスは DHL、企業物流（フォワーディング）は Danzas といった、
核となる企業を中心としたものに留まっており、買収企業との全社的な融合は

限定的であったとみられる。 

                                                        
6 Airborne Express業績は買収後も改善せず、2008年迄に累計 100億ドルもの損失を計上。2008年 11月、ドイツポスト DHLは
米国内エクスプレス事業からの撤退と、これに伴う主要物流拠点（18カ所全て）閉鎖および従業員削減を発表 

【図表１７】 ドイツポスト DHL のポートフォリオの変遷 
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この状況を改善することを目的とした新たなブランディング戦略が 2002 年発
表の中期経営計画「Star Program」において打ち出された。その内容は、メー
ル以外のエクスプレスおよびロジスティクスブランドを DHL に統一するというも
のであった（実施は 2003年 4月）。これにより、ドイツポストグループとしての知
名度を飛躍的に向上させるとともに、グループ連携を強化しシナジーを追求し

ていく方針を明確にしたといえる。DHL が統一ブランドに選定された理由を、
DHLジャパン代表取締役社長スコットプライス氏（当時）は「DHLはインテグレ
ーターとして世界的に有名なブランドであり、市場で成長を継続しており、付

加価値を与えるサービスの追求というドイツポストグループのヴィジョンに最も

かなっているからである。」と記者会見において発言している。 

これ以降も、ドイツポストDHLは2005年のEXCEL買収時点や2007年にもリ・
ブランディングを行っている。この際における主眼は、事業ポートフォリオの小

口分散および偏重を防ぎ、バランスのとれたポートフォリオ形成によるリスクヘ

ッジ体制の維持であったとみられる。2008 年以降の事業ポートフォリオは概ね
等分であり、2013 年度においても売上シェアは、メール・ロジスティクス・フォワ
ーディング・サプライチェーン事業が其々25%程度となっている（【図表 17】）。 

ドイツポストDHLの企業買収では、被買収企業の運営を引き続き従来の経営
陣に委ねるケースが多い点に特徴がある。この点について、前最高経営責任

者であるツムヴィンケル氏は、買収戦略がうまくいっている要因を経営陣の継

続雇用にあるとしたうえで、「以前の経営陣に十分な能力があるのなら、新し

い人材を我々が送り込むよりも従来の組織を残した方が強さを持続できる」と

語っており、被買収企業の強さの一端には、経営層のマネジメント能力がある

と評価しているものと推察される。 

また、上述の「Star Program」において
は、グループ間のシナジー創出に向

けた各種取り組みを本社主導で行う

方針も示されている。その具体的な内

容としては、トラック輸送や倉庫におけ

る重複の解消やデータセンター集約

等の合理化策の実行に加え、グルー

プ内の各種リソースを「事業」と「機能」

に分類したうえで、其々を掛け合わせ

ることによってシナジー創出を実現す

るというものである（【図表 18】）。 

その中でも、IT を駆使した情報のシステム化には特に積極的に取り組んでき
たとみられる。ドイツポスト DHL は急激に拡大するグループ顧客基盤や物流
品質管理を、多額の IT システム投資によって有効活用することを目指したの
である。具体的には、顧客データ一元管理システム（Data Warehouse system
／DWH）を基盤としたカスタマー・リレーションシップ・マネジメント・システム
（CRM）を導入し、グループ全体の販売促進・サービス・輸送・請求等の情報
を一元管理したうえで、オンライン上で多面的な分析処理を行うこととした

（【図表 19】）。これにより、顧客毎の採算性分析による不採算案件からの撤退
やグループ間のクロスセル（関連サービス販売）による新たな収益の確保が可

能となったのである。この内部システムの再構築は、買収企業とのグループシ

ナジー創出においても大きな効果を発揮したとみられる。 

DHL へのブランド

統一により世界

的知名度を獲得 

被買収企業のマ

ネジメント手法 

【図表１８】 シナジー創出に向けたアプローチ 

（出所）当社 Annual Report よりみずほ銀行産業調査部作成 
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               （出所）各種資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

このように、ドイツポスト DHLは買収企業とのシナジー追求のため、ブランディ
ング戦略や保有リソースの統廃合、IT システム投資等、あらゆる手段を尽くし
てきたといえる。これらの能動的且つ戦略的な M&A 後の統合（Post Merger 
Integration／PMI）への取組みが、地位確立における重要なプロセスであった
と考えられる。 

ここまでみてきたとおり、ドイツポスト DHL は既に物流業界において圧倒的な
地位を確立しており、物流事業参入当初の世界一のグローバルロジスティクス

プロバイダーになるという目標は達成したといえるのかもしれない。 

然しながら、ドイツポスト DHL は目標達成によって成長を止めるのではなく、
新たな事業領域への展開、および新たな顧客層へのアプローチを強化し続

けており、更なる成長を志向している。また、その手法は過去実行してきたよう

な物流企業に対する大規模買収ではなく、既存リソースを活用したイノベーシ

ョンによって、より高い（若しくは新しい）付加価値を顧客に提供することを目

指しているように見受けられる。 

物流サービスにおける新たな取組み

と し て は Lead Logistics Provider 
（LLP）サービスがあげられる。近年の
物流業界においては、3PL サービス
が成長分野として位置付けられており、

実際に物流アウトソースの受け皿とし

て大きく成長を実現してきた。その

3PL サービスという概念自体は、エリ
アや機能を限定するものではないが、

実態的には国・地域といった特定範

囲においての、物流分野における部

分最適を目指すという性質が強い。 

一方の LLP サービスは、荷主企業より国・地域・機能といった限定なく物流業
務を一括して受託し、自社または他社を活用しながら包括的な物流サービス

を提供することに加え、荷主企業の企業戦略におけるサプライチェーン戦略

策定までをそのサービス領域とする物流業務形態である（【図表 20】）。 

この LLP サービスという呼称は 2000 年代半ばより使用が始まったものである
が、荷主企業に対して真の意味での LLPサービスを提供可能な事業者は、ド
イツポストDHLを筆頭に世界でも数社程度しか存在していないと推察される。

【図表１９】 ドイツポスト DHL の CRM システム概要 

ポータル

オンライン分析

DWH

販売促進 サービス 輸送 請求 財務

・・・

品質管理 営業管理 生産管理 ・・・

ドイツポスト DHL

は更なる成長を

志向 

【図表２０】 Lead Logistics Provider の概念 

物流企業として

の新たなサービ

ス提供 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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輸送・倉庫

【南米】

3PL

輸送・倉庫

【北米】

3PL

輸送・倉庫

【アジア】

3PL

輸送・倉庫

【EMEA】

3PL

輸送・倉庫

【欧州】

⇒荷主企業における部分最適を目指す（地域・国ごと）

荷主

LLP

事業戦略

サプライチェーン戦略

【荷主企業の企業戦略】

⇒荷主企業における
全体最適を目指す

【荷主】
・自社の一部として捉え
生産・販売に関する
重要情報も開示

【物流企業（LLP）】
・開示された情報を
基にSC戦略策定
物流品質向上と
コスト削減を実現

物流発注
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何故ならば、世界中に分散する貨物を、荷主企業が満足し得るサービス内容

（含む、トレーサビリティ等のシステム面）・品質およびコスト水準を維持しつつ、

安定的に提供し続けるためには、高いロジスティクスノウハウとグローバルネッ

トワークを保有していることが不可欠だからである。 

ドイツポストDHLは日本においては、2013年 3月にコニカミノルタと物流分野
におけるパートナー関係を構築し、コニカミノルタ物流より物流事業を LLP 方
式で承継している（コニカミノルタ物流は事業承継後、解散）。経済のグローバ

ル化とともに複雑化するサプライチェーンを効率的にマネジメントしたいと考え

る荷主企業は一層増加するとみられ、同社の有する LLP サービス提供ノウハ
ウは今後一層、付加価値を高めるものとみられる。 

また、ドイツポスト DHL の有するアナリスティック機能は、その内容の充実度と
品質双方において他社を寄せ付けない。一般的に物流企業は自社の独自ノ

ウハウやトレンド分析等の営業ツールを外部に公表することについて消極的

である。 

然しながら、ドイツポスト DHL は幅広い分野における物流レポートを HP経由
で無償公表しているのである。その内容も、グローバルな貨物輸送量の中長

期見通しや独自調査による国別物流ランキング、EC・医薬といった特定分野
における物流情報等、多岐に渡る。また、各レポートの著者はハーバードビジ

ネススクールの正教授を始めとした著名な研究者によるものも多く、高い品質

を誇っている。 

筆者はこの取り組みを荷主企業の集客手法として、非常にユニーク且つ有効

であると評価したい。大多数の荷主企業は新たな商流および物流の発生時

には、効率的なサプライチェーンを構築する方法について基礎調査を行うとと

もに、それをベースとした具体的な戦略を策定するであろう。現代における情

報の一般的な収集手段はインターネットであるが、荷主企業の物流担当者が

Web 検索を掛けると、世界一の物流企業が高品質レポートを無償で公表して
いるということが直ぐに分かるだろう。圧倒的な品質と情報量のレポートを見た

この物流担当者は、ドイツポスト DHL を物流委託先候補リストに加えるであろ
うことは想像に難くない。 

このように、多大なコストが掛っていると想定されるこれらの高品質レポートは、

物流ニーズを有する潜在顧客からの能動的なアクセスを誘引する集客効果が

あると想定され、結果としては投じたコスト以上の利益を生む高い広告宣伝効

果があるものと考えられる。 

ドイツポスト DHL は、先進的技術の開発・導入にも積極的に取り組んでいる。
その最たる分野は、保有する膨大な物流に関するデータを使用するビックデ

ータ活用やウェアラブルデバイス7と AR技術8を掛け合わせたビジョンピッキン

グによる物流効率化9等の IT 分野である。また、過去から共同で電気自動車
（EV）を開発してきた Street Scooter（ストリート・スクーター）社を買収し、EV開
発・生産にまで乗り出している。加えて、アマゾンやグーグルといった米 IT 企
業が積極的に開発を行っている小型無人飛行機（ドローン）による貨物搬送

                                                        
7 腕や頭部など、身体に装着して利用することが想定された端末（デバイス） 
8 Augmented Reality（AR）：人が知覚する現実環境をコンピュータにより拡張する技術。日本語では拡張現実と訳される 
9 2015年 1月、ドイツポストDHLは倉庫内作業効率が、眼鏡型ウェアラブルを活用したビジョンピッキングの導入により、25%向上
したとする実証実験結果を発表 

他社には見られ

ないアナリスティ

ック機能による集

客 

先進的技術の開

発・導入に取り組

み革新的で在り

続ける 
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実験にも取り組んでおり、物流に関連する幅広い分野において先進的な取り

組みを行っているといえるだろう。 

これまでみてきたとおり、ドイツポストDHLの物流企業としての成長は、郵政民
営化への対処という政治的色合いの強いスタートであったものの、民間出身

経営者による郵便事業立て直しによって投資資金を確保し、大規模且つ迅速

な買収戦略の実行と能動的な PMI により大きく発展し、現在の地位を確立し
たといえる。このドイツポスト DHL の成長過程を考察すれば、物流企業の「発
展」のためには、高度なロジスティクスノウハウとグローバルネットワークという

物流機能の獲得が不可欠であるといえるだろう。また、「地位確立」のために

は、獲得した物流機能を採算性の高い有効な機能へと進化させるとともに、常

に新たな付加価値を創出することによって革新的な存在で在り続ける必要が

あるということではないだろうか。 

４．アジアにおける経済統合進展下における日系物流企業の戦略方向性 

今後アジアにおいて進展することが想定される経済統合は自由貿易協定が

中心であり、前半にみてきた欧州統合とはその経済的な結合度合いに大きな

差がある。そのため、欧州統合が物流業界に与えた影響がそのままアジアに

おいても生ずるかについては、議論の余地があるだろう。然しながら、AEC に
よる域内関税の撤廃や TPP・RCEPによる幅広い品目での関税低減化等が開
始されれば、国境を跨いだ貨物流動性が増加し、荷主企業のサプライチェー

ンマネジメントに対する意識向上が促されることは想定され得る。これにより、

荷主企業による物流効率化を企図したアウトソースの進展や物流企業間の競

争激化が業界再編に発展する可能性も十分にあるのではないだろうか（【図

表 21】）。 

このようなアジア物流業界の「変化」は、日系物流企業にとってみれば保有す

るロジスティクスノウハウとグローバルネットワークを駆使した市場への参入、若

しくは事業の拡大といった観点において、プラスの効果が期待される。但し、

欧米の大手物流企業やローカル物流企業との競合において劣後した場合は、

アジア展開において大きな痛手を負うリスクも強く認識すべきであろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経済統合の
進展度合い

自由貿易協定
（FTA/EPA）

関税同盟

共同市場

経済同盟

完全な
経済統合

高

TPP

RCEP

AEC(2015)

欧州統合が物流業界に与えた影響

SCMに対する意識向上、リソース本業集約
（①域内輸送の自由化、②採算販売拠点集約）

荷主の期待に応えられる高付加価値物流を
提供可能な事業者のみが成長実現

アジア経済統合進展時にも物流業界に
おいて同様の「変化」が生じる可能性
（業界再編、物流アウトソース進展等）

・・・

荷
主

競争激化・再編進展
（①運賃自由化、②域内通関消滅、③参入規制緩和）

物
流

ドイツポスト DHL

の成長戦略に対

する考察 

アジア経済統合

が物流業界に与

える影響 

【図表２１】 アジアにおける経済統合が物流業界に与える影響 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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アジア地域においてプレゼンスを発揮すると想定される物流業態を考察する

うえでは、アジアという経済市場をどのように捉えるかが重要であろう。アジア

経済圏は複数国の集合体であり、その規模は世界最大である。その経済圏を

構成する国家の多くは新興国でもあるが故に、中長期的な成長が期待される

市場とも考えられる。この経済圏が複数国の集合体によって成り立っていると

いう点については、欧州と類似しているといえよう。 

アジア経済圏が欧州と類似している点に加え、今後欧州のように経済的な結

び付きが一層強くなっていくことを勘案すれば、アジアにおいても欧州統合下

において大きく成長した「フォワーダー+3PL」という業態のプレゼンスが高まる
可能性があるのではないだろうか。 

日系物流企業は、日系荷主企業とともに成長を実現してきたという経緯もあり、

荷主の大半は日系荷主である（【図表 22】）。また、海外展開は日系荷主企業
の展開エリアにフォワーディング拠点を設置しているのみというケースも多い。

その日系物流企業の競争力は、日系荷主との深い関係性と提供するサービ

ス品質の高さであろう。特にサービス品質は、日系荷主からの高い要求水準

を安定的に満たすことが可能であるとされる。 

然しながら、日系物流企業は急拡大する日系荷主のグローバルソリューション

ニーズに対応仕切れない状況になりつつある。特定の荷主企業のシェアが高

い物流企業の場合、荷主企業の拠点分散に対応したネットワーク構築や荷主

企業の要求するコスト水準の実現は現実的には難しい。これは、社内リソース

やノウハウといった点に加え、拠点分散による取扱貨物の減少が積載率低下

等に繋がるため、結果として単位コストが上昇するといったことが想定されるた

めである。これに対応するためには、日系荷主企業のみならず欧米系荷主企

業やローカル荷主企業の貨物も獲得することによって、積載効率を高めてい

くことが不可欠である。但し、その戦略を実行するにあたっては、日系物流企

業の競争力における課題がボトルネックとなり兼ねない。それらの各種課題を

如何に乗り越え成長していくかが、日系物流各社は問われているともいえるだ

ろう。  
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•限定的な機能と顧客取込みに留まる、
海外戦略策定・実行のスピード感

現状 課題

Deutsche Post DHL

•ブランド力（海外荷主への訴求力）

•グローバルネットワークが限定的

•物流コストが高い（規模の経済問題）

•低い採算性（利益率が低い）

•物流提案能力が低い（外資評価）

•新たな付加価値機能の創出能力

【図表２２】 ドイツポスト DHL と日系物流企業の比較 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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日系荷主企業が求めるグローバルソリューションニーズに対応し得る体制構

築に向けた戦術としては、良質な海外ネットワークを「着実」に拡大していくと

いう手法があろう。これは、日系物流企業が海外展開を行うにあたり実行して

きた従来型の手法といえる。日系物流企業が日系荷主に評価されている高い

サービス品質を現地においても実現し得る優良なローカルパートナーを選定

したうえで、アライアンス（買収、JV）を愚直に進めるということは、今後も重要
なアプローチ方法のひとつであり続けるだろう。但し、その展開スピードは大き

く加速させる必要があるのではないだろうか。アジアにおいて高度なオペレー

ションが可能な事業者は限られる一方、各地に進出を検討している欧米、ア

ジア諸国の物流企業は多数存在するということを忘れてはならない。日系物

流各社は戦略的な展開エリアについては、調査・発掘・クロージングの各ステ

ップについてタイムスケジュールを意識し、能動的に行動することが重要であ

る。 

また、従来はあまり行われてこなかったグローバルロジスティクスプロバイダー

の買収による、ノウハウとネットワークを一挙に獲得するという新たな手法も具

体的に検討するべきではないだろうか。 

このような大規模買収では、買収企業の経営陣は投資資金調達による財務リ

スクへの対処に加え、買収後の円滑な PMI や想定したシナジー効果の実現
などをステークホルダーに対しコミットメントし、それを達成する責任を負うこと

となる。更に、短期的な目線のみを持つステークホルダーからは、買収価格の

是非や業態転換に対する疑義といったことについて否定的な意見が出ること

も想定され、その意思表示は株価停滞といった形で示されることもあるだろう。

然しながら、ドイツポスト DHL のケーススタディーでも考察してきたように、大
規模買収はそれらネガティブな要素を補って余りある物流企業としての成長

可能性を秘めているうえ、今後アジアでプレゼンスを発揮すると想定される「フ

ォワーダー+3PL」の業態を短期間で実現し得るかもしれない。加えて言えば、
大規模買収の実現は被買収企業のブランド力と既存顧客を取り込めるといっ

た効果もあり、海外展開が遅れている日系物流企業にとっては有効であると

いえる。また、前述のとおり物流企業が発展するためには、高度な物流機能

の獲得が不可欠であり、それらを自ら構築するには膨大な時間と労力が掛るう

え、企業買収を駆使する先行者に追いつき追い越すといったことは容易では

ないという点も勘案すべきであろう。 

ここで敢えて教科書的な発言をすれば、大規模買収を実行するにあたり経営

陣が本当に意識するべき点は短期的収益目線ではなく、中長期、場合によっ

ては超長期における成長戦略であることを再認識すべきであろう。ドイツポスト

DHL はステークホルダーに対し、企業物流参入当初より世界一のグローバル
ロジスティクスプロバイダーを目指すという明確な成長戦略を示し、その実現

に向け複数の大規模買収を行い、現在の地位を確立してきた。日系物流企

業各社も大規模買収を検討するにあたっては、どのような成長戦略を実現す

るため買収を行うのかという点について、明確なヴィジョンを持つことが重要で

ある。また、その案件が成長戦略に沿った個別の戦術の位置付けであるなら

ば、より迅速且つダイナミックに実行していくべきではないだろうか。 

この大規模買収というアプローチの事例として、2015 年に入り日本郵便による
豪州最大手の総合物流企業であるToll社の買収および近鉄エクスプレスによ
るシンガポールの大手ロジスティクス企業 APLL 社買収と注目すべき案件が

日系物流企業の

戦略方向性①着

実且つ迅速なネ

ットワーク拡大 

日系物流企業の

戦略方向性②グ

ローバルロジステ

ィクスプロバイダ

ー買収 
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相次いでいる10。ポストカンパニーの急進とそれに危機感を覚えた大手物流

企業による大型買収合戦は過去の欧州で起こった史実でもあり、大手日系物

流各社の次なる戦略の打ち手に対し注目が集まっている。 

日系物流企業に欠けているとされる競争力のひとつに、新たな付加価値機能

の創出力があげられる。日系物流企業もドイツポストDHLのように荷主企業の
サプライチェーン戦略を支援するような付加価値の高いサービス提供ノウハウ

を蓄積すべきである。また、ビックデータやAR技術といった先進的システムの
導入による物流システムの効率化は、本来であれば日本のお家芸ではなかっ

ただろうか。奇しくも日本は欧米とは異なり、物流子会社が多数残存しており、

その中には競争力や独自ノウハウを持ったエレキ系物流子会社も存在する。   

それらの物流企業とエレキ企業が相互に連携することが出来れば新たな技術

を開発・運用し、物流合理化に向けたイノベーションを起こし得る素地はあるも

のと考えられる。これが実現すれば、欧米・地場物流企業との競合においても

大きな武器となるうえ、昨今問題となっている労働力不足対策としても大きく寄

与することが期待される。 

アジアにおける経済統合は、短期的な将来において大きく進展することが想

定される。その中で、日系物流企業がこれらの戦略を積極的に実行し、成長

実現していくことを期待したい。 

 

 
 

                                                        
10 本件については、2015年2月23日発刊 Mizuho Short Industry Focus Vol.130「日本郵便による豪Toll Holdings Limited買収」
によって分析を実施。（http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/bizinfo/industry/pdf/msif_130.pdf） 

（社会インフラチーム  村岡 伸樹）

 nobuki.muraoka@mizuho-bk.co.jp

日系物流企業の

戦略方向性③新

たな付加価値の

創出 
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Ⅱ－2－5． 海運 －A.P.Moller-Maerskの事業ポートフォリオ戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

現在、世界の物流、特に原料等の大量輸送をグローバルベースで担っている

のは海運である。その海運発展の歴史は、欧州の歴史と重なる。例えば、喜

望峰を発見したバルトロメウ・ディアスはポルトガルの、アメリカ大陸を発見した

コロンブスはスペインの支援を受けていたように、ルネッサンス以降の世界史

をリードしてきた欧州の発展と海運業は密接な関係にあると言える。 

海運の発展には 3 段階の大きな飛躍があった。1 段目は、大航海時代とその

後の重商主義の発展段階において、様々な世界航路が発見され、国際貿易

が盛んとなった時期である。国際輸送を担った海運は、ロンドンを中心として、

体制整備が進み、シップブローカーや取引所、また各種保険等が設立された。

現在も脈々と続く「海事センター：ロンドン」の誕生である。 

2 段目は、18 世紀末以降の産業革命の時期である。蒸気機関や鋼鉄の船殻、

スクリュー・プロペラが開発されるとともに、海底ケーブル網の敷設により通信

技術が飛躍的に発展したことから、海運業は飛躍的に発展した。また、スエズ

運河が開通し、欧州とアジアの輸送日数が大幅に短期化した。 

3 段目は、1950 年代のコンテナ革命である。コンテナ導入により、輸送単位の

規格化、荷役能率の向上、陸・海を通じた一貫輸送が可能となった。コンテナ

輸送は、1950年代にまず米国内陸輸送で発達し、1960年代には海上輸送に

も用いられ、現在に至るコンテナ船の歴史がスタートした。 

この間、欧州は一貫して海運業の中心地としての地位を確保してきた。足許

では、世界各地からアジアの輸送が多く、アジアの存在感は高まっているが、

海運における金融・情報・仲介等のビジネスは未だに欧州、特にロンドンが中

心に位置している。海運は欧州にとって重要な産業である（【図表 1】）。 

 

 

 

海運業は欧州と

ともに発展してき

た 

【要約】  

 大手海運会社はリーマンショック以降の需給悪化、原油価格高騰を主因に苦しい決算
が続いているが、A.P.Moller-Maerskは、早期に黒字化、収益改善を果たしている。 

 Maersk は、主業であるコンテナ船事業で他社に先駆け ULCS を新造発注し、バンカー

コストを中心としたユニットコスト削減に繋げ、収益性を改善している。 

 投資に当たっては、有望な投資分野を見極め、積極的な事業ポートフォリオの組換によ
り投資資金を捻出し、積極投資による収益改善と財務体質の維持を両立させている。 

 大手邦船社は LNG船事業等で積極的に投資している。長期的には安定利益に繋がる

一方、短期的には財務体質悪化が懸念される中、Maerskの取組は参考になろう。 
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近時の海運業は、2000 年代初頭の黄金期から、リーマンショックを境にして、

低迷期へと劇的に変化した。例えば、バルカー市況を代表する BDI
1は、2008

年 5月に史上最高値 11,793をつけた後、7ヶ月後には、663まで急落した。こ

うした市況の乱高下により、海運業界を代表する大手船社は 2009 年度や

2011 年度には軒並み赤字計上を余儀なくされ、現在もその回復途上にある。

また代表的船種であるコンテナ船事業についても、非常にボラタイルな収支

を強いられている（【図表 2、3】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Baltic Dry Indexの略。バルチック海運取引所が毎日発表する不定期船の運賃指数（1985年 1月 4日を 1,000 と規定）。 

【図表１】 海運業発展の歴史 

航路の
発見

産業革命

15世紀末~ 19世紀 1950年代以降

重商主義、三角貿易 帝国主義、植民地支配 自由貿易主義、多様化

・シップブローカー、
取引所、保険等の

誕生、創出

・蒸気船の誕生
・スエズ運河開通
・海底ケーブル 等
⇒定期船、不定期船
事業の誕生

・コンテナの発明
⇒労働集約からの
解放、大量輸送へ

コンテナ革命

【図表２】 主な海運会社の当期利益推移 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

（出所）各社開示資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

海運業の業績は

非常にボラタイル 

（fy） 
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こうした背景には、海運業の大きく 2 点の構造的な問題が挙げられる。1 点目

は、積極的な船舶投資が他社の危機感、投資意欲を煽り、結果的に自ら供給

過剰、運賃市況低迷を誘引し易いという点である。造船技術の進歩により、燃

費効率は日進月歩で改善されている。「船で運ぶ」という輸送サービス自体の

差別化が困難な状況においては、規模拡大によるシェア拡大、もしくはコスト

削減による損益分岐点の引き下げが重要な施策となるが、新造船の整備はそ

のいずれも充足する為、選択され易い。然しながら、仮に、他社が新造船を発

注する中、自社は見送りとなると、自社の相対的なシェア低下、及び燃費効率

悪化を招くことになる。その為、他社が新造発注しないことを期待しつつ自社

は新造発注を行う、という選択を取ることが多い。その結果、大半の船社が新

造発注を行い自ら供給過剰を誘発してしまうという、所謂「囚人のジレンマ」に

陥ることが多い。 

2 点目は自社でコントロールできない外部要因（景気動向、原油価格動向等）

の影響を受けやすい構造という点である。船舶は新造発注してから竣工まで 2

～3 年程度タイムラグがあり、その間に需要が急落した場合には、需給緩和懸

念で市況は悪化する。その結果、船舶が竣工した際には市況は低迷しており、

不採算となる場合がある。また、原油価格の上昇に連動して重油を主体とする

バンカーコストが上昇する為、コスト増加から採算が悪化する。 

リーマンショック以降の海運業は、需要の急落、「2010年問題」と称される大量

の発注残とその竣工に伴う慢性的な供給過剰、及び原油価格高騰が重なり、

各社とも苦しい業績となっている。 

然しながら、海運業界において、収益額、及びその改善スピードが突出してい

る企業がある。デンマークでコンテナ船を中心に多くの船種を有し、また非海

運事業も展開する A.P.Moller-Maersk（以下、Maersk）である。本稿では、

Maerskのポートフォリオ戦略、及びコンテナ船事業戦略、を中心に分析し、我

が国海運業界への提言に繋げていきたい。 

 

 

【図表３】 主なコンテナ船社の営業利益推移 

（出所）各社開示資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
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２．A.P.Moller-Maersk とは 

Maerskは、1904年にデンマークで設立された。定期船（コンテナ船）事業を中

心に業容を拡大する一方、不定期船事業や非海運事業も拡大させ、コングロ

マリットを形成している。特に、1990 年代以降は積極的な M&A により現在、

世界の物流の一翼を担っている。また統治形態としては、事業毎に別法人を

設立・運営し、全体を監理・統括する HD 体制を取っている。現在の事業ポー

トフォリオは、主に①コンテナ船、②ターミナル、③その他海運、④石油・ガス、

⑤その他に大別できる（【図表 4】）。 

 

 

事業ポートフォリオを概観すると、事業別売上高シェアではコンテナ船事業が

トップシェアを占め中核を成しているが、利益面ではボラタイルであり、赤字を

余儀なくされる場面も多くあった。一方で、石油・ガス事業は長らく安定的な利

益を計上し、連結業績を下支えしてきた。足許では、原油価格下落を受け、

石油・ガス事業は赤字を計上しているが、コンテナ船事業は黒字に回復して

いる（【図表 5、6】）。Maersk の事業ポートフォリオは、各セグメント毎に収益を

追求し、かつ損益面で補完関係にあるといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maersk はコンテ

ナ船事業を中心

としたコングロマ

リット 

【図表５】 Maerskの売上高におけるセグメント別シェアの推移 

（出所）当社 Annual report等よりみずほ銀行産業調査部作成 

コンテナ船
及びその関連事業

造船、航空貨物、IT等

オイル＆ガス開発

タンカー、オフショア、
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オイル＆ガス開発
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Maersk Line

その他事業
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Maersk Supply Service
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Damco

Maersk Oil
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SVITZER

Dansk Supermarket Group

Maersk FPSOs and Maersk LNG

Maersk Line

その他事業

Maersk Drilling
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Maersk Supply Service

その他、相殺分

2014年

Damco

Maersk Oil

Maersk Tankers

SVITZER

【図表４】 Maerskの事業ポートフォリオの変遷 

（出所）当社 Annual report等よりみずほ銀行産業調査部作成 
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コンテナ船事業
（Maersk Line）

収益性高 低
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原油価格
（燃油価格）
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（Damco）
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（Maersk Oil）
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高 低原油価格
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グローバル展開により、地域リスクも分散

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これを、事業内容面から考察したい。例えば、コンテナ船事業と物流事業は、

「運賃」においてトレードオフの関係にある。即ち、コンテナ船事業にとって物

流企業は「顧客」であり、交渉相手である。コンテナ運賃が高ければ、コンテナ

船事業は高収益となる一方、物流事業は（Maersk を利用しなくとも）高コストと

なる。またコンテナ船事業と石油・ガス事業は、原油価格においてトレードオフ

の関係にある。原油価格が上昇すれば、海底油田・ガス田を手掛ける石油・

開発部門の収益性は高まる一方、船舶の燃料価格は上昇する。このように、

グループ間でナチュラルヘッジ効果を齎す収益補完関係にあるとも言える

（【図表 7】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表６】 Maerskの当期利益におけるセグメント別シェアの推移 

（出所）当社 Annual report等よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表７】 ナチュラルヘッジ効果 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

ナチュラルヘッジ

効果を齎す事業

ポートフォリオ 

（fy） 



 

 
第Ⅱ部 欧州グローバルトップ企業の競争戦略 

 

みずほ銀行 産業調査部 

219 

買収・投資 売却・再編

コンテナ船

・シーランド買収（1999）
・P&O ネドロイド買収（2005）
・地域毎の域内船社設立
－アジア（2008）、欧州（2011）、米州（2014）

・南アフリカ航路の営業権を売却 →商船三井（2005）
・ノーフォークライン売却 →DFDS（2006）
・米国シャーシリース会社売却（2012）

タンカー等
その他海運

・ホーグ・オートライナーズへ出資（2008）
・ブロストロム＜小型LPG船＞買収（2008）

・フェリー事業売却 →DFDS（2009）
・LNG事業売却 →Teekay、丸紅（2011）
・小型LPG事業売却 → ナビゲーター・ガス（2012）
・小型プロダクト船（欧州）売却 （2012）
・VLGC事業売却 → BWグループ（2013）
・小型プロダクト船（シンガ）売却（2013）
・VLCC事業売却 →Euronav（2014）

Oil&Gas － ・ブラジル2鉱区売却（2014）

小売業 － ・Dansk売却 → ソーリング （2014）

その他事業 －
・造船事業から撤退（2009）
・銀行事業を売却（2015） 等

売却進む

2009年～2014年において、事業売却により11.3bnUSDの資金を捻出

また、Maersk の事業ポートフォリオにおける特徴的な事象として、事業別売上

高のシェアが時代と共に大きく変遷している点が挙げられる（【図表 5】）。足許

ではコンテナ船事業のシェアが高まっており、資源配分（投資）においても

ULCS
2投資に代表されるコンテナ船事業への傾注が窺える。一方で、その他

海運事業等で積極的な事業売却も実施しており、2009 年～2014 年において、

11.3十億米ドルの資金を捻出している（【図表 8】）。Maerskは ROIC
3に基づき

投資判断を行っている旨を表明しており、こうした柔軟な事業ポートフォリオの

組換により、次世代への投資資金を捻出し、その時々の儲かる事業へ投資し

ていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maersk の事業ポートフォリオ戦略とは、事業間のナチュラルヘッジ効果を維

持しつつ、時代に即して投資分野を見極め、柔軟に事業ポートフォリオを組

換え投資資金を捻出し、儲かる事業に集中投資する戦略と考えられる。確か

に、冒頭述べた通り、Maersk のコンテナ船事業の近時利益水準は圧倒的で

ある。では、何故、Maerskのコンテナ船事業はこんなにも好業績なのか。次節

では ULCS 投資を中心に、Maersk のコンテナ船事業戦略について考察した

い。 

 

３．A.P.Moller-Maerskのコンテナ船事業戦略 

Maersk のコンテナ船事業は、主に Maersk Line が中心となって担っている。

Maersk Lineは、Asia‐Europe航路等の基幹航路において大型船を中心に運

航している。また、欧州域内、アジア域内、北米域内では各々事業会社を有

しており、小型船中心に木目細かい航路網を形成。2014 年度の航路別シェ

アでは、Asia-Europe、Africa、Oceania 航路でトップシェアを占めると共に、そ

の他の航路でも概ね上位のシェアを有している（【図表 9】）。 

                                                        
2 Ultra Large Container Shipsの略。本稿では 12,000TEU以上の大型コンテナ船と定義。 
3 Return On Invested Capitalの略。投下資本利益率と訳し、ROIC＝NOPAT÷投下資本で算出。 

Maersk はコンテ

ナ船業界でトップ

シェア 

【図表８】 Maerskの主な M&A 実績 

（出所）当社 Annual report等よりみずほ銀行産業調査部作成 

柔軟に事業ポー

トフォリオを組換 
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・2011年に、18,000TEU型コンテナ船
20隻（含むオプション）を発注
・自社船中心
・投資総額は約3.6bnUSD
・2013年より順次竣工中

・2015年も新たな投資を検討中

求められる資金調達・財務体力

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年末時点での船隊規模は、619隻/2.9百万 TEU
4であるが、2011年に世

界に先駆けてULCS（18,000TEU型）20隻（含むオプション）を自社船として新

造発注し、一気に船隊規模を拡大させている（【図表 10】）。この ULCS は

「Triple E」と命名されており、「the Economy of scale（規模の経済性）」、「the 

Energy efficiency（燃費効率）」、「the Environmental improvement（環境性能

改善）」に優れた船として積極的にアピールしている。この ULCS は、2013 年

以降順次竣工しているが、その効果について検証したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4 Twenty Foot Equivalent Unitの略。20 フィートコンテナ 1個相当を意味する。また、FFE=2TEUで換算される。 

（出所）当社 Annual report等よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表９】 Maerskの航路別シェア（2014 年） 

（出所）当社 Annual report等よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表１０】 Maerskのコンテナ船隊規模推移 

先駆的に ULCS

を新造発注 

（fy） 
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まず、ULCS 投入の狙いは、大きく 3 点挙げられる。1 点目はユニットコスト5の

削減である。コンテナ船運航においては、コンテナの輸送量に連動するコスト

（変動費）以外に、多数の固定費・共通コストが存在する。例えば、船費につ

いて考えてみれば、ULCS はそれまでの 8,000TEU 型と比較して、船価自体

は勿論高いが、輸送能力（TEU）当たりに換算すれば低下する。ULCS 導入

は、単位当たり固定費・共通費を削減し、コスト競争力を強化するコスト・リー

ダーシップ戦略を具現化する施策と言えよう。 

2 点目は燃費効率の改善である。最新のエンジンを積載することでバンカー

使用量の抑制が期待される。また、こうしたバンカー使用量削減は CO2 削減

にも繋がり、企業として率先して環境対応を果たしているという CSR の面での

効果と、実際に足許規制が強化されつつあるNOx、SOx規制への対応にも繋

がる効果が期待される。 

3 点目は、他社差別化と寡占化である。後述するが、ULCS の課題として多額

の投資負担がある。自己資金、外部調達含め相応の財務体力を有する船社

しか発注できない。その結果、ULCS 導入船社はユニットコスト削減に伴い収

益性が高まり、運賃引き下げ等の営業施策を取り得ることができる。一方で、

ULCS への投資ができない中小船社は、相対的に高コスト体質となり、価格競

争力を喪失し、市場撤退に追い込まれる可能性がある6。 

次に、ULCS投資の実際の効果について大きく 2点について検証したい。 

1 点目は、ユニットコストの低減、特にユニット当たりバンカーコストの低減につ

いてである。ユニットコストが試算可能な 2010 年以降の実績で比較すると、ユ

ニットコスト全体では 2011 年をピークに低減基調で推移している（【図表 11】）。

その内訳に着目すると、変動費的なユニット当たりターミナルコストは殆ど変化

していないのに対し、2014 年のバンカーコストは 2011 年対比で▲37%低減し

ている。この間、2011 年対比で 2014 年のバンカー価格は▲9.4%の水準に留

まっている。一方で、ユニット当たりのバンカー消費量は年々減少している。

つまり、ULCS による大型化、及び燃費効率の改善がユニット当たりバンカー

コストに繋がったと考えられる（【図表 12】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 コンテナ 1本当たりのコストで、本稿（Maersk）では 1FFE当たりと定義している。 
6 例えば、マレーシア船社のMISC は 2011年にコンテナ船事業から撤退した。 

（出所）【図表 11、12】とも、Annual report等よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表１１】  
ユニットコスト推移 

 

【図表１２】  
単位当たりバンカー消費量、価格推移 

ULCSの狙い① 

ユニットコスト削

減 

ULCSの狙い② 

環境対応 

ULCSの狙い③ 

差別化と寡占化 

ULCSの効果① 

バンカーコスト削

減に大きく寄与 

（fy） （fy） 
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2 点目は、採算性の向上である。ユニットコストの低減に伴い、損益分岐点が

低減したと考えられる。例えば、2011/4Q～2012/1Q にかけての平均運賃と、

2014/3Q～4Qにかけてのそれとでは後者の方が低いにも関わらず、損益は黒

字かつ 2011年以降の四半期実績で最高水準となっている（【図表 13】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

但し、誤算もあった。それは、コンテナ船事業の上位船社は略全て ULCS を

発注、または用船したこと7である。足許では、Maersk は先行者メリットを享受

できているが、今後のコンテナ船市場、特に ULCS が投入される基幹航路で

の供給過剰感と市況軟調懸念に対しては、トップ船社として更なる対応が求

められよう。 

次に、ULCS 投資に伴うリスク・課題として、大きく 4 点挙げられる。1 点目は、

投資負担である。コンテナ船事業は、定期配船確保の観点から、同船型を複

数隻確保し、運航する必要がある。この為、大型化による船価上昇に加え、新

造発注に当たっては複数隻のロット発注が必要となることから、一度に多額の

投資負担が発生する。また、現時点では ULCS の中古船市場は存在せず、

かつ ULCS は汎用性に乏しい船型であることから、将来の中古船市場での売

船による資金回収の難度が高いという懸念もある。 

2 点目は、自社保有リスクである。ULCS は高船価の為、船主からの用船が難

しい船型である。その為、自社保有で調達するケースが多く、バランスシート

肥大化、信用力低下の懸念が高まるリスクがある。 

3点目は、集荷リスクである。キャパシティ拡大に伴い、船社はそれに見合った

荷物を集荷する必要が生じる。勿論、船社自身で営業強化を図るが、一方で

フォワーダーへの依存度が高まり、価格面で譲歩を強いられ、収益性が低下

する懸念がある。 

 

                                                        
7 例えば、2011年に日本郵船は OOCLから、商船三井は NOLから期間 3年で ULCSを用船し、その後、新造発注・用船を 

実施している。 

（出所）Annual report等よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表１３】 平均運賃と収支の関係 

ULCSの効果② 

損益分岐点の低

減 

競合船社も概ね

ULCS を発注・用

船したことは誤算 

ULCSの課題① 

投資負担 

ULCSの課題② 

信用力低下懸念 

ULCSの課題③ 

集荷リスク 
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2015年2月時点　個別船社シェア 2015年2月時点　アライアンス再編後 2009年4月時点

ﾗﾝｸ 社名 国名 ｱﾗｲｱﾝｽ 千TEU ｼｪｱ ﾗﾝｸ 社名 ｱﾗｲｱﾝｽ 千TEU ｼｪｱ

1 APM-Maersk ﾃﾞﾝﾏｰｸ 2M 2,963 16.1% 1 2M 2M 5,513 30.0%

2 MSC ｽｲｽ 2M 2,550 13.9% 2 G6 G6 3,543 19.3%

3 CMA-CGM ﾌﾗﾝｽ O3 1,695 9.2% 3 CKYHE CKYHE 3,225 17.5%

4 Hapag-Lloyd ﾄﾞｲﾂ G6 983 5.3% 4 O3 O3 2,818 15.3%

5 Evergreen 台湾 CKYHE 960 5.2% 5 Hambrug Sud 単独 534 2.9%

6 COSCO 中国 CKYHE 819 4.5% 6 PIL 単独 360 2.0%

7 CSCL 中国 O3 743 4.0% 7 Zim 単独 334 1.8%

8 Hanjin 韓国 CKYHE 620 3.4% 8 Wan Hai 単独 205 1.1%

9 MOL 日本 G6 593 3.2%

10 NOL-APL ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ G6 556 3.0%

11 Hambrug Sud ﾄﾞｲﾂ 単独 534 2.9%

12 OOCL 香港 G6 533 2.9%

13 NYK 日本 G6 495 2.7%

14 Yang Ming 台湾 CKYHE 431 2.3%

15 K Line 日本 CKYHE 395 2.1%

16 Hyundai 韓国 G6 383 2.1%

17 UASC 中東 O3 380 2.1%

18 PIL ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 単独 360 2.0%

19 Zim ｲｽﾗｴﾙ 単独 334 1.8%

20 Wan Hai 台湾 単独 205 1.1%

欧州トップ船社での提携が図られ、
4ｸﾞﾙｰﾌﾟに集約

4点目は、自ら供給過剰を創出する点である。ULCS導入に伴うカスケード8に

より各航路で船型大型化が進み、それが需給悪化を誘引し、運賃を低迷させ

るリスクとなる。実際、南北航路では 2014 年に大幅に市況が低下しており、

ULCS投入による負の影響が出たと考えられる。 

これまでULCS投資の効果・課題について述べてきた。MaerskはULCSへの

先行投資により足許では圧倒的な収益性を有しているが、一方で ULCS投資

の課題を克服する上で、様々な戦略を実施している。ここでは、3 つの施策に

ついて各々簡単に付言したい。 

まずは、アライアンスの結成によるサービス多様化への取組が挙げられる。コ

ンテナ船業界ではコンテナ船の整備以外にもコンテナ、ターミナル、システム

等の整備に多額の投資を要し、単独船社で対応するには限界がある。それで

も Maersk は長らく M&A により自社船隊を拡張させ、単独船社として規模の

拡張を図ってきた。然しながら、2013 年以降、アライアンス組成に舵を切り、シ

ェア第 2 位の MSC と「2M」を結成するに至った（【図表 14】）。アライアンスの

効果は、上記設備の共同利用による整備コストの削減、単独運航時と比較し

て寄港地の増加による荷主利便性の向上、等が挙げられる。現在、2M含め 4

大アライアンス体制に集約しており、今後は各アライアンス毎に特徴ある配船、

航路運営が期待されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

次に減速航海の取組が挙げられる。減速に伴うエンジンへの負荷増大という

デメリットはあるが、Maersk は 2007 年より先駆的に取り組んでいる。その効果

は大きく 3点、即ち①バンカー消費量の削減、②CO2排出削減、③航海日数

長期化により投入隻数が増加することに伴う需給改善効果、である。荷主にと

っては輸送日数を余計に要する為、サービス悪化を招く施策ではあるものの、

Maersk は業界のリーダーとして率先して取り組むことで環境に配慮する企業

としてのブランドを確保しつつ、コスト削減、需給改善にも繋げている。その後

に他船社も追随し、現在では減速航海は業界スタンダードとして広く浸透して

いることからも、その効果は大きいと考えられる。 

                                                        
8 船型大型化に伴い従前運航していたコンテナ船が他航路に転配となることで、段階的に各航路で船舶が変化すること。 

【図表１４】 コンテナ船社のマーケットシェア 

（出所）Alphaliner社データよりみずほ銀行産業調査部作成 

ULCSの課題④ 

供給過剰の創出 

アライアンス結成

により、サービス

多様化 

減速航海により、

コスト削減と需給

改善に先鞭 
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Shareholders

Board of Directors

Executive Board

（Manegement）

・約40%を創業家が保有し、安定株主を形成・・・

・取締役12名（過半数は社外）でグループ全体の事業戦略を監督、資源配分を決定
・創業家2名が在籍

・・・

・日々の執行を管理（本体のCEO、CFOと主要事業会社CEO4名の計6名で構成）
・年次の投資計画をBoard of Directorsに提出

・・・

創業家の関与

Maersk

Line

Maersk

Oil
・・・

Maersk

Shipping
Services

Maersk

Drilling

APM

Terminals

付加価値向上策としては、「Daily Maersk」と「No Show Fee」の取組が挙げら

れる。「Daily Maersk」とは、荷主に対して確実な船積みを保証し、遅延発生

時には Maersk が荷主に対し金銭的補償を行う新サービスである。Maersk の

圧倒的な規模を活かした施策であり、船社起因による配達遅延に対し一定の

補償を行うことで差別化を図る戦略である。一方、「No Show Fee」は、荷主起

因による船積み遅延等に対しペナルティーを課す戦略で、コンテナ船の定時

性や消席率の向上、収支安定化に繋がる戦略である。これら戦略は、共に

2011 年に打ち出された施策であり、現時点で実際の効果は定量的には把握

できないが9、少なくとも業界秩序を変革・改善していくという点でのアナウンス

効果はあったと考えられる。 

最後に、Maersk の投資判断における意思決定構造についても言及したい。

Maerskは HD体制を採用し、HD会社の下に事業会社が連なる体制となって

いる。日々の経営は Executive Boardで判断・執行されるが、投資決定及び資

源配分については社外取締役（欧州を代表する企業の元・現職 CEO や、金

融機関の役員等）を中心とした Board of Directorsで決定しており、両会議体

における重任は無い。また、Board of DirectorsにはMaerskの大株主でもある

創業家も参加しており、経営の安定化に一定の役割を果たしている。こうした

経営と執行の分離、企業経営に関し経験豊富な社外取締役及び安定した経

営基盤の存在が、Maerskの柔軟かつ大胆な事業ポートフォリオの組換を可能

にしていると考えられる（【図表 15】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maersk はボラタイルなコンテナ船事業において、ブランド強化・コスト削減・収

支安定化を実現する為に、様々な戦略を打ち出した。特にULCSはユニットコ

スト削減に大きく貢献し、コンテナ船事業の収益改善に大きな効果を出してい

る。また、経営と執行の分離等を背景に柔軟な事業ポートフォリオ組換により

投資資金を捻出し、投資戦略を下支えしたと考えられる。 

 

                                                        
9 両施策とも荷主の強い抵抗によって定着せず、Daily Maerskが 2015年 3月に正式に廃止が表明された。 

【図表１５】 Maerskの意思決定構造 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

2つの新施策によ

り 付 加 価 値 向

上、収支安定化

を企図 

経営と執行の分

離で柔軟な投資

判断を実現 
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日本郵船 商船三井 川崎汽船

ｽﾛｰｶﾞﾝ
More Than Shipping 2018

－Stage2 きらり技術力－

STEER FOR 2020

－変革を通じた確かな成長－
Value for our Next Century

期間 2014～2018年度 2014～2019年度 2015～2019年度

主な戦略

①事業ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの見直し、資産効率化
－LNG・海洋への重点投資
－ｺﾝﾃﾅ船、ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾙｶｰのﾗｲﾄｱｾｯﾄ化

②技術力による差別化（LNG・海洋）
－自動車物流・ﾀｰﾐﾅﾙの強化

③総資産の増加抑制、DEﾊﾞﾗﾝｽの考慮
－DER1.0倍を目安、BBB格以上

④安定配当、ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ重視
－配当性向25%以上

①事業ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの変革
－長期安定利益を獲得できるﾋﾞｼﾞﾈｽ
に経営資源を早く厚く投入

②事業ﾓﾃﾞﾙの変革
－付加価値を提供するﾋﾞｼﾞﾈｽに注力
－市況耐性の高い船隊への転換

③事業領域の変革
－海上輸送の垂直方向への事業領域
の拡大によるﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝの創造

①財務体質の強化による「安定性」確保
－2017FYでの自己資本比率40%超
－上記に加え、ﾌﾘｰCF黒字、DER80%

②「安定性」を基盤とした「成長性」強化
－ﾘｽｸ低減した事業ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの実現
－安定収益体制の拡充
－戦略的投資で、成長分野での事業拡大

③ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰとの対話と協働
－CSR重視、安定配当方針

（最終年度・億円）

売上高

経常利益

自己資本比率

DER

25,000

1,600

38%
1.0倍

21,000

1,400

35～40%
1.0倍

15,000

850

40%
0.8倍

重点投資分野

LNG船・海洋事業（5,300億円）

定航・物流（800億円）
不定期船（1,300億円）

その他（500億円）

LNG船（5,200億円）

海洋事業（1,800億円）

その他（3,000億円）

船隊入替・代替（1,700億円<net>）
－ULCS、大型自動車船、省ｴﾈﾊﾞﾙｶｰ等

戦略的投資（1,200億円）
－ｶﾞｽ船、海洋事業、Capesize、物流

その他（400億円） －環境対応投資等

財
務
目
標

４．邦船社を取り巻く環境を踏まえたインプリケーション 

既に述べたように、海運業は投資決定後、収益化（資金回収）開始まで一定

のタイムラグが生じる構造にある。投資案件が重なる場合は、短期的には先

行投資が嵩み、財務指標悪化、信用力低下の懸念が惹起される場合がある。

足許、正に邦船社はこの状況にあると言える。即ち、LNG 船や海洋事業の案

件が多数ある中、積極的な案件獲得、投資決定を進めている。こうした案件は

長期契約が太宗であり、安定収益の確保、事業ボラティリティの抑制に繋がる

案件であるが、稼働は概ね 2017 年以降であり、当面は先行投資が嵩むと想

定されている。このような状況下、格付機関は資本負債構成やキャッシュフロ

ーと債務のバランス、短期的なレバレッジ低減努力に注視する旨を表明して

いる。以上から、邦船社は長期的なコスト削減や安定収益基盤拡充と、短期

的な財務バランスへの配慮の両立を求められていると言えよう。 

係る状況下、2014年～2015年にかけて、邦船大手 3社の中期経営計画が相

次いで発表された（【図表 16】）。各社とも概ね安定性を重視した事業戦略で

あり、その中核を為すのは LNG船・海洋開発事業への取組強化である。中で

も、日本郵船と商船三井は、その投資規模が明示され、今後も大型投資が続

くことが想定されており、実際に 2014 年以降も積極的な投資決定が行われて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他方、Maersk のリーマンショック後の戦略と結果を現時点で総括すれば、「有

望投資分野を見極め、事業ポートフォリオの積極的な組換に取り組み、収益

改善・拡大に繋げた」、と筆者は考えている。Maersk は、ボラタイルなコンテナ

船業界を勝ち抜く為に、ULCSの投資を先駆的に進め、コスト競争力を強化し、

収益改善に繋げた。その過程で、事業の積極的なスクラップ＆ビルドを進め、

投資資金を捻出する取組、即ち事業ポートフォリオの組換を決定・実施した。

この投資決定を円滑に判断する上で、従前より経営と執行を分離し、創業家

が大株主、且つ取締役会メンバーとして積極的に参画していることが、経営の

安定化、大胆な投資判断に繋がっていると考える。 

邦船社は、安定

収益拡充と財務

への配慮の両立

を求められている 

（出所）各社開示資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表１６】 邦船大手 3社の中期経営計画 

邦船大手の中計

は積極投資を打

ち出している 
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こうした背景を踏まえ、Maersk の戦略から得られる邦船社向けのインプリケー

ションを考えていきたい。邦船社と Maersk の事業戦略の共通点・相違点を考

えると、まず、前段の「有望投資分野の見極め」については、邦船各社はLNG

船・海洋開発事業を、Maersk はコンテナ船事業を有望分野としており、いず

れもターゲットを明確にしている点で共通していると言える。一方で、後段の

「事業ポートフォリオの組換」については、Maersk が積極的な組換を実施して

いるのに対し、邦船社のこの分野における歩みは遅い10。ここに、差異がある

のではないだろうか。 

勿論、邦船社の強みである「事業ポートフォリオ分散」・「長期契約主体の安定

収益基盤構築」は、筆者としても優れた事業戦略と認識している。然しながら、

敢えて提言したい。邦船社も事業ポートフォリオの積極的な組換に挑んでは

どうだろうか。例えば、余剰資産、投資効率の悪い事業を売却し、有望投資分

野への投資資金の一助とするのも一考であろう。また、長期的には大胆な投

資判断をし得る意思決定体制を構築する為に、経営と執行の分離を実施して

はどうであろうか。既に邦船各社は、コンテナ船事業の本部機能や、不定期

船事業の一部を海外移転させている。また、各社の開示資料においてもそれ

ぞれの事業部門が恰も一事業会社のように説明されている。これを深化させ

ると共に、管理部門の強化を図ることで、長期的なコスト削減や安定収益基盤

拡充と、短期的な財務バランスへの配慮の両立、という市場の要望・期待に応

えることが出来るのではないだろうか。今後の邦船社の取組に注目していきた

い。 

 

 

（社会インフラチーム  大野 輝義／川手 康司） 

koji.kawate@mizuho-bk.co.jp 

 

 

                                                        
10 日本郵船が 2014年以降ターミナルや冷凍船子会社、客船事業の一部を売却する等、邦船社でもポートフォリオ組換の動きが

胎動している。 

Maersk の「事業

ポートフォリオ組

換」は参考になる 

余剰資産の売却

や、経営と執行

の分離は検討に

値する 
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Ⅱ－2－6. アパレル －Inditexおよび H&Mの戦略を踏まえた日系アパレル企業の成長方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
１．日系アパレル企業を取り巻く環境 

日系アパレル企業はこれまで、国内市場を専らターゲットとして発展してきた

が、結果として①低収益性、②中小規模に留まる多数のブランド群、③限定

的な海外展開、が特徴や課題となっている。人口動態の変化に伴う国内市場

の縮小や海外企業の参入による競争環境のボーダレス化といった今後想定

される環境変化に鑑みれば、これらの課題を克服し、国内外での競争力を高

めていくことが成長の上で重要となることは論をまたない。 

世界に目を転じれば、自社ブランドを展開するアパレル企業として世界No.1、
No.2 の地位を占める Inditex、H&M は、いずれも欧州を出自とするグローバ
ル企業であり（【図表 1】）、①高い収益性、②競争力の高いコアブランド、③高
い海外売上高比率を実現している。ファストファッションと言われる 2 社のビジ
ネスモデルと日系企業のそれとは、コンセプトや成立経緯が全く異なるが、そ

れでもなお、業界環境が変化し、競争環境が一層厳しくなりつつある今、改め

て斯業界における成功企業を研究する意義は大きいだろう。高収益性を実現

しているこれらトップ企業の①ビジネスモデル、②ブランドポートフォリオ戦略、

③海外戦略に着目し、日系アパレル企業が今後目指すべき方向性を考察し

てみたい。 

 

 

 

 

 
 

日系アパレル企

業は低収益性、

多数のブランド

群、限定的な海

外展開が特徴 

【要約】  

 日本のアパレル企業においては、収益性の向上や海外事業の不振が課題となっている
ケースが多く、また多くのブランドを展開している点も特徴的である。 

 一方、グローバルトップ企業たる Inditex と H&M は、高い収益性を誇り、海外売上高比
率が極めて高く、そうした売上や収益をわずかなブランド数で稼ぎ出している。 

 Inditex、H&M は、競争環境が変化する中、垂直統合型ビジネスモデルを構築すると共

に ITや物流へ投資することで、値下げロスの少ない高収益性を実現してきた。この垂直
統合型ビジネスモデルのもたらす柔軟性は、海外展開でも有利に働いている他、自社

競合やブランド希薄化を招かないブランドポートフォリオも競争力の源泉となっている。 

 国内市場の中長期的な縮小やグローバル企業の参入など厳しさを増す競争環境に鑑
みれば、日系アパレル企業にとっても、今後は過剰なブランドポートフォリオの集約を図

り、余剰リソースにより企画・生産・物流・販売への関与を深めることで、差別化された商

品の開発と値下げロス率の抑制を通じた収益性の向上を目指すことが一層重要となっ

てくるだろう。また、こうした垂直統合型ビジネスモデルの形成は、海外展開上の競争力

強化にもつながるものと考えられる。 

環境が変化しつ

つある今、改めて

世界のトップ企業

Inditex、H&Mから

学ぶ意義は大き

い 

（出所）Deloitte, Global Power of Retailing 2015及び各社決算資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）網掛けは欧州企業。オフプライスストアとラグジュアリーブランドを除く。 

【図表１】 世界のアパレル企業ランキング 

rank
(apparel)

rank
(retailing)

Name of company Country of origin
2013 net retail
revenue(US$m)

2013 operating
margin(%)

2008-2013 retail
revenue CAGR(%)

countries of
operation 2013

業態

1 44 Inditex, S.A. Spain 22,265 18.6 10.0 89 SPA（ファストファッション）
2 49 H&M Hennes&Mauritz AB Sweden 19,729 17.2 7.7 54 SPA型（ファストファッション）
3 61 The Gap, Inc. U.S. 16,148 13.3 2.1 54 SPA（ベーシック）
4 76 Fast Retailing Co., Ltd. Japan 12,639 11.6 14.3 30 SPA（ベーシック）
5 93 L Brands, Inc. U.S. 10,773 16.2 3.6 58 SPA（インナー）
6 109 C&A Europe Belgium/Germany 9,733 N/A 3.0 21 SPA（ベーシック）
7 144 Primark(Associated British Foods plc) U.K. 6,673 12.0 17.2 8 ＳＰＡ（ファストファッション）
8 163 Next plc U.K. 5,843 20.6 3.8 74 SPA（ベーシック）
9 170 Nike, Inc. U.S. 5,304 N/A 19.5 49 スポーツ
10 180 Shimamura Co., Ltd. Japan 5,044 8.3 4.1 3 バイイング型ファストファッション
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２．アパレルビジネスの特徴  

本論に入る前に、アパレルビジネスの特徴を確認しておきたい。アパレルビジ

ネスは、少品種大量生産向きの資本集約的な川上と、多品種少量供給が適

する川下により構成されることから両者の中間調整機能を要し、従前は卸や

問屋がその役割を担ってきた。また、ファッショントレンドは移ろいやすく、天候

にも左右されやすい一方で、商品企画や生産計画自体は販売のおよそ一年

～半年前にスタートする見込み生産型の事業であることから、リスクの高いビ

ジネスといえ、このリスクをメーカー、卸、小売が分散して負担する多段階の流

通構造を特徴として発展してきた（【図表 2】）。日本のアパレル企業の場合は、
商品企画・パターン化・縫製／検品・物流／検品において、商社への依存度

が高いことも特徴である。すなわち、もともと多段階構造と親和性が高い業界

であることに加え、日本のアパレル業界は、商社が加わることでより多くのプレ

ーヤーによって構成されていると言える。こうした水平分業体制は、日本の生

産拠点が中国にシフトする中で、商社が中小アパレル企業に代わり海外生産

拠点の開拓を担ってきたことや、メーカーや小売が一部垂直統合を図る過程

で賄いきれない機能を商社に依存してきたことにより構築されたものであり、

品質への要求度が高い日本の消費者が求める商品を効率よく供給する体制

としては優れているといえよう。しかしながら、こうした機能のアウトソースが、一

部で商品の同質化や過当競争を招いていることもまた事実である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アパレルビジネス

は、リスクが高く、

リスクヘッジの観

点より多段階構

造を特徴とする

産業 

【図表２】 アパレルビジネスの特徴と日本のアパレル業界構造 

 （出所）みずほ銀行産業調査部作成 

調整機能
が必要

＝問屋の必要性

原料の
調達

製糸
生地の
製造

染色
整理

商品
企画

パターン
化

縫製
/検品

物流
/検品

販売糸加工
糸の販
売・提案

生地の販
売・提案

企画～販売までのみでも約1年かかる

繊維素材（川上） テキスタイル（川中） 二次製品（川中）
小売
（川下）

糸からの調達には約2年かかる

問
屋
機
能
の

必
要
性

原料卸

商社

紡績企業

化合繊
メーカー

糸商

生地
メーカー

染色整理
業者

生地商

アパレル
メーカー

アパレル
小売

アパレル
卸

縫製
工場

★ ★

★

★

★

★

★

★

★

★

★ ★ (★)

★

★ ★ ★*★*

★

★

★ (★)

(★) (★)

(★*)
【凡例】
→商流
★既存領域
(★)一部企業で実施
★*関与するが専門事業者に委託

(★)

(★*) (★*)

各工程においてリスクに見合うマージンが上乗せされる

商品の差別化に繋がる企画～生産工程（の一部）を商社に依存

規模の経済が働く資本集約型産業
→少品種大量生産
／長い製造期間

消費者の多様な嗜好や
変化しやすいファッショントレンドに
合わせる必要があるマーケット

多品種少量販売
／短い販売期間

生産の間にファッショントレンドが変容することにより、販売時点で過剰在庫・在庫不足に陥るリスク大
＝多段階流通構造による在庫調整機能・リスク分散機能の必要性

ア
パ
レ
ル
ビ

ジ
ネ
ス
の
特

徴

日
本
の
ア
パ

レ
ル
業
界
構

造

多
段
階
構
造

の
必
要
性



 
 

第Ⅱ部 欧州グローバルトップ企業の競争戦略 

 

みずほ銀行 産業調査部 

229

３．Indidtex、H&Mの競争力分析 ―ビジネスモデル、ブランドポートフォリオ、海外展開 
３－１．ビジネスモデル 

それでは、Inditex、H&M が台頭してきた背景とそのビジネスモデルについて

考察してみたい。 

欧州のアパレルマーケットは、EU という単一市場を背景としており、1ヶ国あた
りのマーケット規模は日米中に比べ限定的であるが、「欧州」という括りで見れ

ば世界最大のマーケットを形成している。自国マーケットの規模が限定的であ

る一方、単一市場の中で近隣諸国への出店のハードルは相対的に低いこと

は、グローバル志向を促す素地となっているものと推察される（【図表 3】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また縫製工場出自である Inditex を生み出したスペインは、従前より欧州諸国
の中では相対的に人件費が安く、繊維産業への従事者数も多い、繊維産業

が盛んな国であった。一方で、小売企業出自の H&M を生み出したスウェー

デンは、相対的に賃金水準が高く、自国での生産背景は限定的であった

（【図表 4、5】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表３】 アパレル市場規模比較(2013 年) 

 （出所）Euromonitor よりみずほ銀行産業調査部作成 
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【図表４】 時間当たり労働コスト比較（1996 年） 【図表５】 EU の繊維生産・雇用状況（1994 年） 
（単位：円 元資料はマルク、1DM＝70円で換算）

賃金 付加分 計

旧西ドイツ 1,817 1,492 3,309 
スイス 2,004 1,052 3,056 
ノルウェー 1,862 913 2,775 
ベルギー 1,429 1,307 2,736 

デンマーク 2,172 541 2,713 
オーストリア 1,344 1,329 2,673 
スウェーデン 1,531 1,084 2,615 
フィンランド 1,434 1,180 2,614 
オランダ 1,409 1,091 2,500 
ルクセンブルグ 1,665 749 2,414 

日本 1,343 937 2,280 
旧東ドイツ 1,259 972 2,231 
フランス 1,119 1,038 2,157 
イタリア 967 987 1,954 
アメリカ 1,345 517 1,862 
カナダ 1,289 495 1,784 
スペイン 922 761 1,683 

イギリス 1,133 454 1,587 
アイルランド 1,123 446 1,569 
ギリシャ 592 396 988 
ポルトガル 387 302 689 

 （出所）【図表 4、5】とも、日本紡績協会「日本紡績月報 
1998年 2月号」よりみずほ銀行産業調査部作成 

Inditex 、H&M 台

頭の背景には、

欧州アパレルマ

ーケットの特徴及

び母国マーケット

を取り巻く環境が

影響 

国
生産額（100万ECU） 雇用者数（人）

紡織 衣料 紡織 衣料

ベルギー 5,213 2,076 45,326 21,772 

デンマーク 1,041 478 12,549 8,854 

ドイツ 16,042 8,295 175,585 111,307 

ギリシャ 1,749 694 43,594 28,015 

スペイン 7,739 3,091 148,368 133,483 

フランス 14,435 7,425 140,905 139,035 

アイルランド 718 212 10,113 8,326 

イタリア 32,507 17,338 364,324 222,751 

オランダ 2,106 549 18,200 7,183 

ポルトガル 4,068 1,831 162,405 121,143 

英国 10,549 5,805 201,957 168,757 

（スウェーデン） N/A N/A 9,200 N/A
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両社が台頭してきた時代（1950 年代以降）は、繊維関連の輸入規制の変化と
共に、発展途上国からの安価な繊維製品の流入が増加していった時代であ

った。戦後の復興期（1950 年～1970 年）に、発展途上国の繊維製品が欧米
市場へ流入し、この動きへの対抗策として、1961 年に短期繊維取極（通称
STA）が、1962 年に長期繊維取極（LTA）が、1974 年には MFA（クオータ制
度）が締結され、繊維製品の輸入が制限されたが、その後、1995 年に WTO
繊維協定が締結され、2005年には輸入数量制限が完全撤廃された、という時
代背景がある。 

こうした時代背景を踏まえ、Inditex の創業経緯を確認したい。Inditex の前身
である下着製造企業 Goa は、1963 年に設立後、順調に業容を拡大したが、
大手下着メーカーからの突然の大量キャンセルにより経営危機に直面したこ

とを契機として、1975年に卸・小売を担う Zaraを設立し、川下分野へ進出した。
そして、1977 年には、中品質・低価格の婦人服の企画・製造・販売を開始し、
ZARA ブランドが誕生。1985 年には縫製工場を集約し、Inditex が誕生する。
その後、地元の大学教授、ホセ・マリア・カステラーノ氏を IT部長に登用したり、
トヨタ出身の技術者を「ジャストインタイム」のコンサルタントとして招聘したりし

たことも特徴的である。1987 年には卸事業を中止し、自社ブランドを自社で企
画・製造・販売する、現在の様な SPA企業となった Inditexは、2001年のマドリ
ード証券取引所への上場で得た資金より、約 1億ユーロを投じて 2002年に最
新式の物流センター構築に着手、2003 年に完成させ稼働を開始している。そ
の後も出店拡大に伴い、継続的に物流及び ITへの投資を行っている（【図表
6】）。 
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【図表６】 外部環境の変化と Inditex の創業経緯 

 （出所）張磊「SPAにおける俊敏かつ適応的な垂直統合型 SCM」、東伸一「ファッション専門店小売企業の
国際化における歴史的文脈の考察」、Enrique Badia, Zara and her sisters : The Story of the World's 
Largest Clothing Retailer、その他資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
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スペインにおけるアパレル市場の変容と Inditex の対応を重ね合わせてみると、
Inditex は、1977年の ZARA ブランド誕生以降、低価格・中品質を強みとして
成長してきたが、同時期は海外から安価な製品が流入し始めた時代でもあっ

た（【図表 7】）。また Inditexが上場したのは、ちょうどWTO繊維協定の発効に
伴い段階的に輸入数量制限が撤廃され、海外からの輸入が急増していた時

期でもあった。縫製工場出自であり、すでに複数の自社工場をスペイン国内

に保有していた Inditexは、この自社工場群の強みを活かしながら競争力を維
持・拡大する必要があったものと推察される。同社が、早い時期から IBM のコ
ンピューターに精通した地元の大学教授を招聘したり、ジャストインタイムのコ

ンサルタントを活用したりすることで効率化を図り、またその後継続的に物流

や ITへ投資を行ってきたことは、相対的に高コストである先進国での生産とい
う特徴を価格競争力の低下という弱みに転落させることなく、むしろ柔軟な生

産体制を実現する強みとして活かしながら高いコスト競争力を維持することに

つながったと言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inditexのビジネスモデルの最大の特徴は、企画から販売までのリードタイムを
短縮することで、アパレルビジネス特有のリスク、すなわち売れ残りリスクを最

小化している点である。一般的なアパレル企業のリードタイムは 6 カ月～1 年
であるのに対し、同社は季初に企画生産する 25%を除き、約 1カ月で「作って
売る」体制を構築している。これを可能としているのは、高度に垂直統合化さ

れた企画・生産・物流・販売体制である。具体的には、販売エリア毎の市場特

性や店頭情報を踏まえ、商品構成を策定するマーケター、年間約 4万モデル
のデザインを生み出す自社デザイナー、適切な価格での生産調達を担うバイ

ヤーが連携して商品企画を行い、商品の過半はスペイン国内もしくは近隣諸

国で生産、物流大手 DHL と組みスペインの物流倉庫をハブとして各国店舗
へ 3 日以内に直接輸送する物流体制を実現している。店舗の販売情報は日
次で本社の企画部門へフィードバックされ、ブレの少ない商品企画へ活かさ

れるのである。物流拠点をスペイン国内に集約し在庫を分散させないのも、商

品を最も売れ行きの良い店舗へ迅速に供給することで値下げ販売を回避す

るためである（【図表 8】）。 

【図表７】 スペインアパレル市場の変容と Inditex の対応 

 （出所）WTOデータ及び Euromonitor よりみずほ銀行産業調査部作成 
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Inditex の収益構造を見ると、欧州での生産を主体とすることや、サプライヤー
への支払いサイトも業界平均より長期であることから、製造コストは相対的に高

くなるものの、値下げロスを抑制することで粗利率の低下を防ぎ、結果として

安定的に高い利益率を実現している。アパレルビジネスに付き物の売れ残りリ

スクとそれに伴う値下げロスを回避するために企画から販売までの組織構成

を最適化し、物流や ITへの投資を惜しまないことが、Inditexの競争力の源泉
になっていると言えよう。 

それではH&Mの場合はどうであろうか。H&Mの歴史は、アメリカで見た小売
店舗に刺激を受けた創業者が、1947 年に自国スウェーデンで低価格の婦人
服専門店「Hennes」を開業したのが始まりである。低価格を強みとしてきた当
社は、創業当初は国内から商品を調達していたものの、より安価な生産地を

求め、1960 年代には自国以外の北欧諸国と英国への生産シフトを開始、
1960 年代後半にはイタリア、ポルトガル等の南欧に、1970 年代初頭にはハン
ガリー、ポーランド、旧ユーゴスラビアに生産地を求め、1978 年には香港に生
産管理事務所を立ち上げて東アジア生産の開始に至った。しかしながら、

1980 年代になると、「低価格」のイメージ払拭に注力し、デザインや品質も重
視するようになる。1987年にはデザインディレクターを登用、2004年以降は著
名デザイナーとの協業も開始しており、現在では低価格と共にファッション性

を魅力とするブランドとして認知されている（【図表 9】）。 

 

 

 
 

【図表８】 Inditex のビジネスモデルの特徴 

 （出所）大村邦年「ファストファッションにおける競争優位のメカニズム」、その他資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
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スウェーデンにおけるアパレル市場の変容と H&M の対応を重ね合わせて見
たい。スウェーデンは、従前より人件費が高く、自国の繊維産業の規模も限定

的であったことから、比較的早期（1980 年代頃）から海外製品が流入していた
（【図表 10】）。当初、低価格を唯一かつ最大の強みとして成長してきた H&M
にとって、安価な製品の流入は脅威であり、このような環境下、1980 年代にデ
ザインや質も重視する方向へ転換を図ることで価格競争から脱却し、差別化

を図る方向へ舵を切ったものと推測される。同時に、低価格という優位性を維

持するために、より安価な生産地を求めて世界を開拓すると共に、物流体制

についても、海運主体のローコストな体制を構築している。元々、低価格のみ

を強みとしていた H&M は、環境の変化に伴い、価格競争力に加えデザイン

性や品質という付加価値を付加することで、自社の優位性を再構築したとい

える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表１０】 スウェーデンアパレル市場の変容と H&Mの対応 

 （出所）WTOデータ及び Euromonitorデータよりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表９】 外部環境変化と H&Mの創業経緯 

 （出所）東伸一「垂直統合型衣料品専門店チェーン小売商をめぐる認識と実在」、その他資料よりみずほ銀行産業調査部作成
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H&M のビジネスモデルは、Inditex と同じく、企画・生産・物流・販売が高度に
垂直統合化されているが、Inditex とは大きく異なる点もある。すなわち、従前
の強みである価格競争力の維持と引き換えにリードタイムが長くなっている点

である。当社は、生産の約 8 割をアジアで大量ロットにて前倒し生産し、海運
主体で主要マーケットである欧州へ輸送することで、低価格を実現している

（【図表 11】）。しかし、低価格と引き換えに長くなるリードタイムは、アパレルビ
ジネス特有の売れ残りリスクを高める要因につながる。これに対しH&Mは、商
品を特性毎に分類すると共に、エリア毎の売れ筋や天候情報等の詳細なデ

ータ分析を行い、死に筋は素早く排除することで予想の的中度を高める取組

を行っており、結果として、50 万点とも言われる大量の商品数にも関わらず、
値下げ率を業界平均よりも低い水準に抑制し、高い利益率を実現している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inditex と H&Mに共通していることは、価格競争力という強みが失われる危機
に晒された際に、デザイン・品質強化による差別化を図ると同時に、垂直統合

化を強化することで柔軟なサプライチェーンを構築し、値下げ率を抑制する仕

組みを構築したことであるといえよう。これが高収益性の源泉となっている。 

 

 

 

 

 

【図表１１】 H&M のビジネスモデルの特徴 

H&M はリードタイ

ムの長さにより販

売予測を誤るリス

クを IT活用により

カバー、値下げ

率の抑制に成功 

Inditex と H&M は

垂直統合型ビジ

ネスモデルの構

築を通じ競争力

を強化 

 （出所）東伸一「垂直統合型衣料品専門店チェーン小売商をめぐる認識と実在」その他資料をもとにみずほ銀行産業調査部作成 
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３－２．ブランドポートフォリオ 

次に、ブランドポートフォリオ戦略について考察したい。 

Inditexは、傘下に ZARA、Pull&Bear、Massimo、Dutti、Bershka、Stradivarius、
OYSHO、ZARA HOME、Uterque の 8つのブランドを保有している。2014年
度決算ベースで売上の 64.0%を占める ZARAがコアブランドではあるものの、
その他のブランドも数%～10%近くの売上シェアを占め、成長を続けているこ
とから、バランスよく売上を構成しており、比較的分散されたポートフォリオと言

える（【図表 12】）。 

 

 

 

 

 

 

 

ポートフォリオは、価格帯・ターゲット層（対象年齢・性別）・取扱商材が異なる

ブランドで構成されており、自社競合は発生しづらいものと推察される。また 1
つのブランド内にサブブランドを設定することで、ブランド数を増やすことなく

様々なテイストを提案する仕組みとなっており、ブランドの細分化を回避して

いることも特徴である。ブランド別平均店舗面積の推移を見ても、主要ブランド

で店舗が大型化している理由には、こうした事情が背景にあるものと推察され

る（【図表 13】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表１２】 Inditex のブランド別売上シェア 

 （出所）Inditex社 2014Full Year Results よりみずほ銀行産業調査部作成 

ブランドコンセプト

ブランド名 開始時期 特徴
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ト、1992年からウィメンズを、2003年
から子供服を開始

高
◎
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45歳)

○
(25～
45歳)

○

ZARA 1975年

・働く女性向けブランドから発祥
・「ZARA ＷＯＭＡＮ」、「ZARA 
BASIC」、「ZARA TRF(TRAFALUC)」、
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ンを展開

中 ○
◎
（30～
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○
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1994年
（1999年に
買収）
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・バッグ等の雑貨が豊富な点も特徴

低
◎
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PULL&BEAR 1991年 ・トレンド感のあるカジュアルウェア 低
○
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28歳）

○
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・低価格でトレンド性の高いティーン
ズブランド
・「ベルシュカ」（トレンドアイテム、
ルームウェア、デニム）、「BSK」(アイ
ドルやミュージシャン等をテーマとした
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低 ○

◎
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半）

雑
貨
等
ブ
ラ
ン
ド
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- ◎

Zara Home 2003年

・インテリア業態
・テキスタイル類（寝具類、ベッドリネ
ン類、テーブルウェア、バスリネン）の
他、食器類、カトラリー、グラス類、イ
ンテリア用品を取扱う

- - - -

Uterqüe 2008年 ・服飾雑貨(バッグ等)ブランド - ◎

【図表１３】 Inditex のブランドポートフォリオの特徴 

 （出所）Inditex社 Annual report よりみずほ銀行産業調査部作成 
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一方、H&Mは、売上シェアは非公表であるものの、店舗数ベースでは全体の
92.9%が H&M ブランドで構成されており、ほぼ単一ブランドで売上を構成し

ていると言える（【図表 14】）。ただし、H&M というブランドの中に、LADIES、
MEN 、 KIDS 、  DIVIDED 、 UNDERWEAR 、 &DENIM 、 COSMETICS 、
ACCESSORIES、 H&M HOME といった多くのラインを展開しており、同社も
ブランド数を増やすことなく商品ラインナップを拡大する戦略を採っている

（【図表 15】）。また、2007年に開始された COS、2013年にスタートした& other 
stories といった他ブランドも、より高価格帯で展開しており、主力ブランドとは
明確に差別化されたポートフォリオとなっていると言えるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表１４】 H&M のブランド別店舗数シェア 

 （出所）H&M社 Annual report よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表１５】 H&M のブランドポートフォリオの特徴 

 （出所）H&M社 Annual report よりみずほ銀行産業調査部作成 
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ちなみに、ブランドマーケティング戦略の権威であるデービット・A･アーカー教
授1は、多過ぎるブランドがもたらす弊害（選択肢が多過ぎることで消費者の混

乱や不満を招き購買の意思決定を遅らせる）と、選択肢の単純化による効用

（前述の弊害を解消すると共に企業にとっても長期的により効果的なブランド

構築につながる）を指摘している。Inditex と H&Mの 2社が、ブランドポートフ
ォリオを過度に細分化せず経営資源を集中させていることは、重要な成功要

因の一つとなっていると見られる。 

 
３－３．海外戦略 

海外戦略についてはどうであろうか。 

Inditexは、1988年にポルトガルに出店したことで海外展開を開始したが、この
背景には、1986 年にスペインが EC へ加盟したことで、進出しやすい環境が
整ったことが挙げられる（【図表 16】）。同様に、H&M も、EFTA が発効した
1960 年以降となる 1964 年にノルウェーへ海外初出店し、スウェーデンが EU
に加盟した 1995年以降に、出店国数を増やしている（【図表 17】）。このことか
ら、2 社は経済圏の拡大を海外展開のチャンスと捉え、成長のバネにしたと言
える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

両社の出店国を比較すると、H&M の方が早くに海外展開を始めたにも関わ

らず、Inditex の方がより広範な地域と国に出店を行っている（【図表 18】）。か
つて「太陽の沈まないスペイン帝国」を築いた国を母国とする Inditexは、柔軟
な物流体制を活かし、1992 年に進出し 300 近い店舗を展開しているメキシコ
をはじめ、早期からスペイン語圏をはじめとする多くの国へスピーディに出店

する戦略を採っている。一方 H&M は、欧州中心に展開しているが、1 ヶ国あ
たりの店舗数が Inditex を上回る国も多数ある。同社は、ある程度の出店数に
なると消費地近辺に物流拠点を設けることから、近隣諸国や市場規模の大き

な国へ集中的に出店する戦略を採っている。出店方法に正解はないが、海

外市場への出店は物流戦略と大きく関係することには留意が必要である。 
                                                        
1 カルフォルニア大学バークレー校ハース経営大学院名誉教授（マーケティング戦略論）。ブランド論の第一人者。 

【図表１６】 Inditex の出店国数推移 【図表１７】 H&M の出店国数推移 

Inditex、H&M にと

っては、経済圏の

拡大も海外展開

の拡大上重要な

要素だった 

海外展開は物流

戦略にも左右さ

れる 

 （出所）Inditex社 Annual report よりみずほ銀行産業調査部作成 

2 10 11 12 12 14 14 14 18 20 22 22 25 26 27 29 32 36 40 42

2
4

7 8
9

11
12

13 13

0

10

20

30

40

50

60

19
64

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

FCでの進出国
直営での進出国

(FY)

(ヶ国）

ノルウェーへ
海外初出店

スウェーデン
がEUに加盟
（1995年）

EFTA発効
（1960年）

1 2
8 9 10

14
21

3033
39

44
48

56
6264

68
737477

82
868788

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

19
87

19
88

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

(ヶ国)

(FY)

ポルトガルへ
海外初出店

スペインが
ECに加盟
（1986年）

 （出所）H&M社 Annual report よりみずほ銀行産業調査部作成 
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また、ファッションの嗜好はもともと文化や気候、所得水準や人口動態等に大

きく左右され、アパレル業界は各国にあわせ最適な形で発展してきたことから、

もともとドメスティックな産業としての色合いが強い。好まれる色、サイズ、テイス

ト、デザイン、価格等、あらゆるものが異なる市場へ進出し、地場企業と競合し

ながら成功を収めることのハードルは高い。その中で、Inditex と H&M が（マ

ーケット毎のバラつきはあるにせよ）概して成功を収めているのは、各ローカル

マーケットの趣味嗜好のエッセンスを商品企画に反映させる商品企画体制と、

各ローカルマーケットにあわせて柔軟に最適な商品を供給する流通体制を有

しているからである。すなわち、完成度の高い垂直統合化されたビジネスモデ

ルであることが、海外展開にあたっても有利に働いているのである。 

以上をまとめると、Inditex と H&M は、価格競争力やメーカー・小売としてのノ
ウハウといった従前の強みを活かしながら、繊維関連輸入規制の変化や経済

圏の拡大という環境変化へ対応し、高い収益性を生み出す垂直統合型ビジ

ネスモデルを構築すると同時に、バランスのとれたブランドポートフォリオの形

成に努め、そうしたコアブランドを関税障壁のない海外市場や自国と同じ文化

圏あるいは大規模マーケットへスピーディに展開していくことで、グローバル企

業としての競争力を勝ち得てきたと言えよう。 

 

 

 

 

【図表１８】 Inditex と H&Mの海外出店状況（2014 年度決算における上位 30 位の比較） 

 （出所）Inditex社、H&M社 Annual report よりみずほ銀行産業調査部作成 
 （注）網掛けは欧州以外の国 

国名 地域 店舗数 国名 地域 店舗数

1 Spain(自国） Europe 1,858 1 Germany Europe 440

2 China Asia 457 2 USA North America 356

3 RUSSIA Europe 386 3 UK Europe 291

4 Italy Europe 335 4 China Asia 253

5 Portugal Europe 316 5 France Europe 205

6 Mexico South America 272 6 Sweden（自国） Europe 176

7 France Europe 267 7 Spain Europe 159

8 Poland Europe 242 8 Netherlands Europe 140

9 Turkey Europe 167 9 Poland Europe 135

10 Greece Europe 167 10 Italy Europe 132

11 Saudi Arabia Middle East 152 11 Norway Europe 130

12 Japan Asia 140 12 Franchise Middle East & Asia 118

13 Germany Europe 106 13 Denmark Europe 99

14 U.K. Europe 104 14 Switzerland Europe 93

15 Romania Europe 99 15 Belgium Europe 78

16 Belgium Europe 98 16 Austria Europe 73

17 United Arab Emirates Middle East 77 17 Canada North America 72

18 South Korea Asia 60 18 Finland Europe 71

19 Brazil South America 59 19 Russia Europe 60

20 Netherlands Europe 55 20 Japan Asia 51

21 Israel Middle East 52 21 Czech Republic Europe 43

22 USA North America 52 22 Hungary Europe 38

23 Ukraine Europe 50 23 Romania Europe 35

24 Indonesia Asia 47 24 Portugal Europe 30

25 Hungary Europe 42 25 Greece Europe 30

26 Lebanon Middle East 40 26 Turkey Europe 30

27 Colombia South America 40 27 Ireland Europe 22

28 Cyprus South America 37 28 South Korea Asia 20

29 Canada North America 33 29 Slovakia Europe 18

30 Bulgaria Europe 32 30 Croatia Europe 16

Inditex H&M
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４．グローバルトップ企業の強みを踏まえた日系アパレル企業の成長方向性 

こうした世界トップクラスのアパレル企業の戦略を踏まえ、日系アパレル企業

が得られる示唆とはどのようなものだろうか。 

まず、ビジネスモデルからみてみたい。収益構造は薄利多売型とその逆が想

定されるが、日系アパレル企業は棚卸資産回転率の多寡（すなわち「多売」で

あるかどうか）によらず、概して営業利益率が低い水準にあるといえる（【図表

19】）。一方で Inditex と H&M は低価格帯の商品を取扱いながらも薄利多売
型ビジネスに陥ることなく、高価格帯ブランド並みの高い営業利益率を確保し

ている。これは、いわゆる SPA 型ビジネスモデルによりリスクに見合った収益
性を得ているためであるが、それだけでなく、両社がアパレルビジネス特有の

「値引きロス」の抑制に努め、効果を得ていることが大きな要因と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、日系アパレル企業の場合はどうだろうか。 

これまで日系アパレル企業は、「値下げをすること」、もしくは「（サプライチェー

ンのより上流工程に）返品すること」を前提とし、「値引きロス」を予め考慮した

価格設定と期末セールでの値下げが常態化していた。しかし、「値引きロス」

に対し非常にシビアなグローバル企業の市場参入や消費の成熟は、「付加価

値」を見る消費者の目を鍛え、従来の方法が通用しない環境となりつつある。

ここにきて、「定価販売」への取組みが広がっている所以である。 

しかし、値下げを回避する、すなわち、適時適切に最適な商品を供給するた

めには、最終的には、顧客ニーズを迅速に商品開発に反映する体制や、柔

軟な在庫調整を可能とするサプライチェーンの構築が求められる。 

 

【図表１９】 棚卸資産回転率と営業利益率 

日本のアパレル

業界においては、

これまで最終的

な値下げが前提

となっていた 

 （出所）各社決算資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 

14.0 

16.0 

-5.0 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 

棚卸資産回転率

営業利益率

しまむら

Inditex

Ralph Lauren

H&M

三陽商会

ファーストリテイリング

Michael Kors

Prada SpA

NEXT

アダストリアHD

レナウン

TSI HD
Gap

Burberry Group plc

ユナイテッドアローズ

ライトオン

ワールド

パル

Esprit
ハニーズ

オンワードHD

(％)

(回)

薄利多売型
（強み：価格競争力）

高付加価値型
（強み：ブランド力・
デザイン・素材等）

中間型

折衷型



 
 

第Ⅱ部 欧州グローバルトップ企業の競争戦略 

 

みずほ銀行 産業調査部 

240

現状、日系アパレル小売企業は、消費者による品質への要求度の高さ、海外

生産における品質管理の難しさや物流ノウハウの不足等の理由から、企画・

生産分野において商社へ依存するケースも多い。またアパレルメーカーの場

合は依然として卸に近い形態で百貨店や専門店を主販路として事業展開し

ているケースも多いことから、小売企業と遜色のないレベルで顧客ニーズを吸

い上げる機能を有しているといえる企業は限定的である。 

この通り、日系アパレル企業においては、メーカー機能と小売機能の両方を

自社で兼ね備え、またそれらを垂直統合させて柔軟なサプライチェーンを構

築している企業はごく限られる状況である。企画、生産、物流、販売のあらゆ

る機能を一足飛びに自社で全て賄おうとすることは現実的ではないにせよ、

今後は、こうした各工程への関与を深めていくことがより重要になるだろう。高

収益性の源泉となる、差別化された商品開発や価格に見合った適切な付加

価値の提供、そして「値下げロス」を抑制するサプライチェーンコントロールの

ためには、各工程への関与が欠かせないからである。 

また、ブランドポートフォリオ戦略に目を転じると、日系アパレル企業は、1社で
数十のブランドを展開しているケースが多い（【図表 20】）。こうした多ブランド
化の背景としては、国内の多様かつ移ろいやすい消費者ニーズに対し、トレ

ンドを反映した新規ブランドや流通チャネルに応じたサブブランドを開発する

ことが、売上高伸長要因となってきたことが挙げられる。しかし、実態としては

ターゲット層やコンセプト、商品自体が互いに似通っており、自社競合や過当

競争の遠因となっているケースも少なくない。また、多数のブランド展開は、結

果として管理コストの増加や 1 ブランドあたりの経営資源投入量の減少にもつ
ながる。国内市場が飽和し、中長期的に縮小していく見通しの中で、既にブラ

ンドの数ではなく 1つ 1つのブランドの競争力が問われる時代にシフトしつつ
ある。1 ブランドあたりの経営資源の投入量を増やし、競争力ある自社ブランド
を確立するためにも、ブランドの集約・改廃を通じて、より少ないブランドでより

高収益を稼ぐ体制の構築が重要であろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表２０】 日系アパレル企業のブランドポートフォリオ 
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 （出所）各社決算資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
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最後に、海外展開についてはどうすべきであろうか。Inditex、H&M の場合は、

EU という単一市場の形成や、スペイン語圏という同一文化圏への展開
（Inditex の場合）が、海外展開の上で影響していることを確認した。世界の自
由貿易協定の動向を見極めながら海外進出を検討すべきであろう。また同一

文化圏と呼べる市場は無いに等しいが、親日国であるかどうかは進出の成否

を左右する重要な要素である。 

ただし、海外展開においてより重要なことは、グローバルな競争環境で競争力

のあるビジネスモデルを構築することである。ここで言う競争力とは、ローカル

マーケットの特性に応じて嗜好を商品企画に反映したり在庫を調整したりでき

るサプライチェーンの柔軟性と、海外展開時の初期投資コストを吸収できる高

収益性である。というのも、海外市場においては最初から成功することは難し

く、「トライ&エラー」の期間を経て収益改善できることが重要であるが、そのた
めにはこの 2 つの要素が必要となるからだ。そしてこの 2 つの要素は、これま
で見てきたように、企画・生産・物流・販売が有機的に連動した垂直統合型ビ

ジネスモデルと親和性が高いことから、海外展開における成功という観点から

も、垂直統合化を進める意義は大きいと言える。 

一方で、品質やサービスに対する日本の消費者の要求度の高さはグローバ

ル企業も口を揃えて指摘するほどであり、そのような消費者から構成されるマ

ーケットにあわせ最適な形で発展してきた日系アパレル企業にとって、海外展

開はたやすいことではない、ということもまた事実であろう。高品質な商品や商

社を含む水平分業型ビジネスモデルは、日本市場での成功要因となっても海

外展開時には必ずしもそのまま強みとなるわけではない。元々洋服の歴史が

浅いことに加え、世界でもとりわけ demanding な日本の消費者の要求に応え
ながら、それを所得水準も文化的背景も異なる世界のマスマーケット層に受け

入れられるように加工することは、難易度が高く、事実苦戦している企業が多

い。その意味で、アパレルビジネスの海外展開においては、階層社会を背景

にラグジュアリーブランドから低価格ブランドに至るまで選り抜きの強豪が存在

する欧州系企業に一日の長があることは否めない。日本のアパレル市場は、

いまなお世界で 3位の規模と成熟した消費者を抱える優良マーケットであるが、
その特異性ゆえに海外企業の成功もさほど容易ではない。日系アパレル企業

の多くにとって、短期的には、自社ブランドの競争力を高め日本の市場で勝

ち残ることと、海外成長市場取込みの観点から欧米系を中心とする有力ブラ

ンドを買収・展開することが現実的な成長戦略となるだろう。 

ここまで高収益性を生み出すビジネスモデル、ブランドポートフォリオ戦略、海

外戦略の観点から、日系アパレル企業が今後目指すべき方向性について考

察してきた。垂直統合化による収益性の向上、ブランドの集約・改廃によるブ

ランド力の強化、および強いビジネスモデルを伴っての海外進出が重要であ

ると述べたが、順序としては、まずはブランドポートフォリオを見直し、余剰リソ

ースで企画・生産・物流・販売体制への関与を強化することで、海外展開にも

耐えうる垂直統合型・高収益型ビジネスモデルを構築することが目指すべき

方向性と考える。 
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５．結びにかえて 

アパレルビジネスは、いつの時代もその国の人口動態や世相の影響を大きく

受ける産業である。その意味で、日本社会が人口減少局面を迎えると共に一

層の消費の成熟が進み、転換点を迎える中、日系アパレル企業もまた変化を

求められていると言えるだろう。最後に、グローバルアパレル企業の言葉を紹

介しておきたい。「日本のアパレルマーケットの競争は厳しい。しかし、どの国

のアパレルマーケットの競争環境も同様に厳しいものである。ファッションは常

に変化するものであり、その変化に柔軟に対応することが重要である。我々は、

最初から成功することではなく、“KAIZEN”し、発展させ、適応していくことを
重視している。」 

日系アパレル企業による“KAIZEN”の成果を心待ちにしたい。 

 

 

（流通・食品チーム  利穂 えみり） 
emiri.riho@mizuho-bk.co.jp 

アパレルビジネス

の中長期的な成
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Ⅲ－1. ドイツの競争力の源泉 －「地力」を生かす政策の在り方－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

ドイツは 2000 年代に入り趨勢的な成長トレンドがやや上向いており、近年の
相次ぐ金融危機を経てもその傾向に大きな変化は見られない（【図表 1】）。ま
た、直近 10年間の一人当り実質 GDP成長率で見ると、ドイツは米国を上回り、
主要先進国の中で最も高い。ドイツは海外需要を取り込み、外需からの稼ぎ

を賃上げにより国内に還元して内外需バランスの取れた高成長を遂げており、

加えて、財政収支の均衡も達成している（【図表 2】）。こうした好循環を達成で
きている主要先進国はドイツ以外には見当たらず、ドイツの言わば「国として

の稼ぐ力」の高さを端的に示すものと言える。 

ドイツ経済の強さの源泉としてしばしば指摘されるのが、EU 単一市場の存在
や共通通貨ユーロによる恩恵である。しかしながら、これらはドイツの好循環を

支える一因と思われるものの、競争力の源泉とは言いづらい。競争条件が同

じフランス等の他の EU加盟国が EU単一市場やユーロの恩恵を十分に享受
できているとは言えないからである。現在のドイツが EUの最大の受益者となり
得ているのはドイツが他の EU 諸国よりも高い競争力を有しているからであり、
そうした競争力をどのように形成したのか、或いは高い競争力を支えているの

は何かと言った点に着目すべきであろう。 

一方、そのドイツも 1990年代から 2000年代前半にかけて、「欧州の病人」と揶
揄されるほどの長期低迷に陥っていた。タイミングとしては日本が「失われた

20 年」に突入した時期と一致している。その後、ドイツは停滞を脱して好循環
を達成できるほどに復活したが、翻って日本は今まさに好循環の実現に向け

て喘いでいる状態にある。このドイツと日本の差はどこに起因するのか。ドイツ

の競争力の源泉を探ることで、日本経済の持続的な成長実現に向けたインプ

リケーションを導き出すことが本章の目的である。 

 

好循環を達成す

るドイツの「稼ぐ

力」 

【要約】  

 ドイツは金融危機を経ても高めの成長率を達成している。ドイツは外需を取り込み、その
稼ぎを賃上げによって国内に還元することで、内外需バランスの取れた成長を遂げてお

り、近年、財政収支も均衡するという好循環を達成している。 

 ドイツの競争力の源泉としては、輸出の重要な担い手となっている強い中小企業の存在
があり、ドイツ経済のボトムアップの強さを形成している。 

 シュレーダー／メルケル政権における構造改革もドイツの競争力強化に大きく貢献し
た。労働市場やコーポレートガバナンス、医療制度、税制など幅広い分野について、数

年に渡って取組みが継続された。 

 ドイツは、「ドイツらしさ」を生かし、改革の必要性についてコンセンサスを形成し、数年に
渡って構造改革に取組んできた。既に人口減少社会に突入している日本も、国の強い

リーダーシップの下、日本の強みを生かし、民間活力を引き出すため、成長戦略に盛り

込まれている施策を着実に粘り強く実現していくことが求められる。 

「欧州の病人」と

呼ばれたドイツは

どのように競争力

を取り戻したのか 

ドイツは他の EU

諸国よりも競争
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に、EU の恩恵を
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  （出所）IMF、欧州委員会、内閣府「国民経済計算」、総務省「人口推計」よりみずほ銀行産業調査部作成 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
  

２．好循環を達成するドイツ経済の強さの源泉 

（１）日独の貿易構造・産業構造の概観と変遷 

近年、日本とドイツの経常収支黒字の差は大きく拡大した。経常収支の変遷

をリーマン・ショック前後で比較するにあたり、まず、主要国・地域別収支を見

ると、ドイツでは高水準の経常収支黒字が続いたが、その内訳は大きく変化し

ている（【図表 3】）。金融危機以前のドイツは EU 諸国向けが黒字の太宗を占
めており、南欧等の不動産バブルに沸いていた諸国の旺盛な需要を取り込ん

でいた。足元では、欧州債務危機の影響で EU 向け黒字が大きく減少し、ア
ジア等新興国や資源国向けの経常収支黒字が増加している。つまり、ドイツ

は EU 単一市場のみに依存しているわけではなく、グローバルに需要が伸び
ている地域の需要を着実に捕捉していると言える。一方、日本を見ると、欧米

やアジア向けの経常収支黒字が減少していることに加えて、中東向けの赤字

が拡大しており、主要地域に対する収支が総じて悪化している。資源価格の

高騰の影響だけではなく、欧米先進国やアジア新興国に対する相対的な輸

出競争力の低下がうかがえる。 

ドイツはグローバ

ルに需要が伸び

ている地域の需

要を捕捉 
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【図表１】 日米欧の実質GDP成長率 

【図表２】 日米欧の経常収支・賃金・財政収支 

（出所）IMF、INSEE、欧州委員会、米国労働省、英国統計局、ドイツ連邦銀行、総務省「消費者物価指数」、厚生労働省 
「毎月勤労統計調査」よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）実質賃金は消費者物価により実質化、2014年の日本は消費増税の影響を除くベースで算出。 
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次に、貿易収支の品目別に見たものが【図表 4】である。ドイツは鉱物性燃料
の収支悪化幅が突出しているが、それ以外の品目では新興国が比較優位を

持つ通信機器やアパレル等で小幅に収支が悪化するに留まっている。他方、

自動車や医薬品、航空機等（その他大型輸送機器）では収支改善幅が大き

い。一方、日本を見ると、鉱物性燃料のみならず、自動車や電気機器関連

（通信機、音響・映像機器）の収支悪化幅が大きく、収支が改善している品目

は限定的である。日本の貿易収支悪化は、資源価格の影響のみならず、これ

まで日本が得意としてきた電気機器関連財の貿易収支が悪化するという構造

的な要因が大きく影響していることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所）ドイツ連邦銀行、日本銀行「経常収支統計」よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）ドイツの資源国はロシア、中東、アフリカ、中南米の合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）Eurostat、財務省「貿易統計」よりみずほ銀行産業調査部作成 
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【図表３】 日独の地域別経常収支の変化 

【図表４】 日独の品目別貿易収支の変化（2007 年→2013 年） 
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世界貿易に占めるシェア（輸出ベース）を見たものが【図表 5】である。近年、
製造拠点として中国等新興国が台頭し、日本やドイツを含む先進国の世界貿

易に占める存在感は低下しつつあるが、ドイツのシェア低下幅は日本より小さ

い。日本のシェアは 1990年代初頭の 10%近辺から足元4%割れまで低下して
いるが、ドイツでは 2013 年で約 8%と、日本の倍近いシェアを維持できている。
中国等の輸出シェアが大きく上昇しているにもかかわらず、ドイツは輸出拠点

として一定のプレゼンスを堅持できていると言える。なお、同じ EU加盟国であ
るフランス、英国の世界輸出シェアは 3%台へと趨勢的な低下傾向が続いて
いる。EU 単一市場という巨大市場を抱えていても、ドイツとは異なり、輸出拠
点としての地位を失いつつある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           （出所）欧州委員会よりみずほ銀行産業調査部作成 

続いて日本とドイツの産業構造を比較する。第Ⅰ部で言及したように、日本と

ドイツは名目総付加価値に占める製造業のシェアが大きいという類似した産

業構造を持つ。【図表 6】は製造業の業種分類毎のシェアを示したものである。
日本とドイツは上位 5業種が製造業全体の 7割を占めており、輸送機械や一
般機械、電機などのウェイトが大きい点でも類似性が高い。但し、日本は食品

のウェイトが最大だが、ドイツでは同業のシェアが7%程度に過ぎず、また、ドイ
ツでは化学・医薬品が日本よりも大きいという差異が見られる。 

時系列に見ると、ドイツでは 1990 年代以降、製造業シェアがほぼ横ばいで推
移しているが、日本では趨勢的な低下傾向を辿っている。日本は、輸送機械

と食品を除き、総じてシェアが低下している（【図表 7】）。特に、電子・電気機
械のシェアは、1995 年対比▲1.6Pt と大きな低下幅となっている。家電や AV
機器などの製造拠点が新興国へと移ったことによる立地競争力の低下を映じ

た動きと言える。一方、ドイツを見ると、繊維・アパレル、紙パ・木製品など、低

賃金の新興国での製造が主流となっている労働集約的産業においてシェア

が低下傾向となっているものの、輸送機械と一般機械はシェアが大きく上昇し

ており、ドイツ製造業をけん引する主力産業となっている。 

製造業シェアの推移から示唆されるように、日本とドイツの格差は鉱工業生産

にも現れている。直近 10 年間の鉱工業生産指数の伸び率を見ると、日本は
ほとんどの業種においてマイナスとなっている（【図表 8】）。輸送機械が僅かな

日本では多くの

業種で生産水準

が縮小 

一方、日本は製

造業のシェアが

趨勢的に低下 

ドイツと日本の製

造業は機械関連

業種が中心 

【図表５】 日米欧の世界貿易に占めるシェア（輸出ベース） 
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プラスとなっているが、一般機械や電機など、日本においてシェアの大きい業

種でさえ 10 年前の生産水準を回復していない。主力産業を中心に多くの業
種で生産が拡大しているドイツとの差は一目瞭然である。 

ドイツと日本における製造業生産の趨勢はリーマン・ショック以降において顕

著に広がった。日本では 2015年に入っても製造業生産が金融危機前のピー
クを約 15%下回る水準に留まっている一方、ドイツでは既往ピーク付近まで生
産水準が回復している（【図表 9】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所）【図表 3、4】とも、Eurostat、内閣府「国民経済計算」よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注 1）両国の産業分類は比較可能なベースに調整したが、完全には一致しないことに留意が必要。 
（注 2）【図表 6】は 2012年時点。 
（注 3）【図表 7】の直近はドイツが 2012年、日本が 2013年。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 （出所）Eurostat、経済産業省「鉱工業指数」よりみずほ銀行産業調査部作成 
 （注）日本とドイツの産業分類は完全には一致しないことに留意が必要。 

 

 

 

【図表７】 日独の製造業シェアの変化 【図表６】 日独の製造業業種シェア 
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【図表８】 日独の業種別鉱工業生産指数 

リーマン・ショック

以降の生産回復

ペースに明確な

差 

17.8 14.7 

16.0 
14.4 

13.5 
14.2 

12.9 
13.4 

10.8 
11.4 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

ドイツ 日本

輸送機械

その他

化学・医薬

電子・電気機器

鉄鋼・金属製品

一般機械

その他

食品

電機・精密機器

鉄鋼・金属製品

一般機械

輸送機械

製造業総付加価値に占める業種別シェア（％）

▲ 2.5

▲ 2.0

▲ 1.5

▲ 1.0

▲ 0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

95年→05年 95年→直近

ドイツ

（名目総付加価値比変化幅、％Pt)

輸送機械
一般機械

紙パ・木製品

食品

その他

▲ 5.0

▲ 4.0

▲ 3.0

▲ 2.0

▲ 1.0

0.0

1.0

95年→05年 95年→直近

日本

輸送機械

電子・

電機

食品

その他



 
 

第Ⅲ部 ドイツのマクロ経済 

 

みずほ銀行 産業調査部 

248

 

 

 

 

 

 

 
  （出所）Eurostat、経済産業省「鉱工業指数」よりみずほ銀行産業調査部作成 

日本の世界輸出シェアが低下し、国内生産が縮小してきたことは、多くの企業

が海外移転し、国内空洞化が進んだことが大きな要因である。日本の対外直

接投資残高（名目 GDP比）は 2005年の約 9%から 2013年には 25%近い水
準まで拡大し、その内約半分を製造業が占めている（【図表 10】）。その間、日
本国内では企業部門の純固定資本形成（名目 GDP 比）が年平均 0.6%に留
まり、資本ストックの蓄積はほとんど進んでいない（【図表 11】）。一方、ドイツを
見ると、日本以上に企業の国際展開が活発だが、同時に対内直接投資も拡

大し、また、国内投資も相応の水準を維持している。輸出拠点としてドイツ国

内の投資・生産の拡大が続いてきたことから、ドイツでは日本に比べて空洞化

があまり進んでいないと言える。 

日本企業の国外移転が進んだ背景にはリーマン・ショック後の急激な円高も

影響したと推察され、為替の観点では、共通通貨ユーロを用いていることで為

替変動が抑制されているドイツとは構造的に異なる点である。とは言え、新興

国との価格競争に晒されてきた点はドイツ企業も同じであり、実際、第Ⅱ部で

も見てきた通り、他の欧州主要国と同様にドイツのグローバルトップ企業は現

地化を進めてきた。以下では、ドイツの輸出を下支えする中小企業の存在と、

立地競争力の改善に大きな影響を与えたと言われるシュレーダー政権下で

進められた構造改革（シュレーダー改革）に着目したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表９】 日独の製造業生産指数の長期推移 
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【図表１０】 日独の対外・対内直接投資残高 【図表１１】 日独企業部門の純固定資本形成 

（出所）【図表 10、11】とも、Eurostat、ドイツ連邦銀行、内閣府「国民経済計算確報」、財務省「本邦対外資産負債残高」より 
みずほ銀行産業調査部作成 

（注）【図表 11】は非金融事業法人と金融法人の合計、純固定資本形成は総固定資本形成から固定資本減耗を控除。 
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（２）ドイツを支える強い中小企業・地域経済 

ドイツも日本も企業数の 9割超が中小企業だが、売上高や輸出に占める中小
企業の存在感は両国で大きく異なっている1。ドイツ・中小企業研究所（IfM）
によれば、ドイツには輸出を行う中小企業が約35万社あり、中小企業による輸
出は輸出総額の約 18%、中小企業の売上高の約 10%を輸出が占めている
（【図表 12】）。日本においては、中小企業による輸出は輸出総額の約 10%、
中小企業の輸出売上高比率では 4%程度、製造業に限っても 6%程度に過ぎ
ない。また、中小企業の輸出額を見ると、ドイツが 2,000 億ユーロ規模（約 26
兆円）に対して、日本では約 8兆円に留まっている（【図表 13】）。ドイツは隣国
と地続きの大陸国家であるとは言え、GDP 規模では日本の約 7 割であり、日
本に比べてドイツ中小企業の輸出は極めて活発と言えよう。ドイツの中小企業

は、同国の輸出競争力の一翼を担う重要な存在なのである。 

輸出競争力を有する「強い中小企業」が多数存在するドイツでは、産業基盤

が地域的に広く分散している。東京一極集中の弊害が指摘される日本とは反

対に、ドイツでは人口、GDPが各地域に分散しており、製造業の立地（各地域
の付加価値シェア）を見ても、ドイツは日本よりも地域毎の偏在が小さい（【図

表 14】）。また、ドイツでは各地域がそれぞれ成長に貢献しているが、日本で
は近年、地方の成長率の低さが目立っている（【図表 15】）。 

ドイツは各州がかつて国家（王国）であったという成り立ちから、州の権限が強

い上に、州毎の独自性もある。このことがドイツ全土に産業基盤が分散する背

景となっているが、ポイントの一つとして、各州・地域が主体となって地域経済

の中核である中小企業の競争力を支援する産学官連携体制が構築されてい

る点を挙げられる。Ⅲ－2．「ドイツの地域政策」にて詳述しているが、地域に
根差した中小企業の競争力を強化・支援する枠組みは、国内空洞化を回避

し、ドイツの立地競争力を高めている重要な要素と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 本章における中小企業の定義は、ドイツでは中小企業研究所（IfM）の定義に従って「従業員数 500人以下、売上高 50百万ユ
ーロ以下」とし、日本では経済産業省の「企業活動基本調査」に基づき「従業員数 500人未満」としている。 
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（注 1）中小企業の定義は脚注 1の通り。「企業活動基本調査」の対象企業は従業員 50人以上かつ資本金 3,000万円以上。 
（注 2）【図表 13】は 1ユーロ＝130円として換算。 
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（３）シュレーダー改革による「欧州の病人」からの脱却 

地域分散した産業基盤を抱えるドイツだが、1990 年代から 2000 年代前半に
かけては、「欧州の病人」と揶揄されるような長期低迷に直面していた。長期

低迷に陥った要因は大別すると二点ある。まず、1990 年の東西ドイツ統合で
ある。東ドイツは西ドイツよりも経済発展がはるかに遅れており、労働生産性で

は 4 倍近い格差があったと言われている。にもかかわらず、政治的判断として、
東西ドイツの通貨統合比率は等価（1:1）での交換とされた。このことは、東ドイ
ツにとって実力に見合わないほどの大幅な通貨切り上げを意味する。統合当

初は、東ドイツでは大幅な実質購買力の上昇による消費ブームが生じ、東ドイ

ツの旺盛な消費需要が西ドイツ企業を潤し、東西統合ブームと言われるほど

の景気過熱をもたらした。しかし、東ドイツにとって大幅な通貨切り上げとなっ

たことで、競争力を持たない東ドイツ企業の倒産が相次いだ。東ドイツでは失

業者が急増し、西ドイツでも失業を吸収しきれなかった。統合ブームは 2 年と
もたず、統合不況と呼ばれる景気後退に転じた。 

ドイツ経済が長期低迷に陥ったもう一つの要因として、1980 年代からの課題
であった「ライン型経済モデル」と呼ばれたドイツの経済システムが制度疲労

を起こしていたことを挙げられる。金融機関による株式保有に代表されるガバ

ナンス体制や各種規制、硬直的な労働市場などであり、このため、ドイツ企業

は日米やアジア等新興国との競争激化に対応しきれなくなっていた。1990 年
代に入ると、東西統合というショックを経て、ドイツは経常収支赤字が定着し、

1980年代から抱えていた高失業率が更に悪化した（【図表 16、17】）。 

ドイツ経済の行き詰まりに対して、シュレーダー政権（1998～2005 年）は様々
な構造改革に着手した（【図表 18】）。その中で大きな効果を上げたのがハル
ツ改革と呼ばれる労働市場改革である（コラムをご参照）。ハルツ改革のポイ

ントとしては、①失業者への手厚い保護から自助努力・就労促進の支援へと

政策方針を転換したこと、②派遣労働や有期契約雇用の規制緩和等を通じ

て雇用形態の多様化を促し、労働市場を活性化させたことが挙げられる。 

【図表１４】 日独の地域別製造業シェア（2011 年） 【図表１５】 実質GDP成長率の地域寄与度
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 （出所）【図表 14、15】とも、ドイツ連邦統計庁、内閣府「県民経済計算」よりみずほ銀行産業調査部作成 
 （注 1）【図表 14】は 2011年時点。 
 （注 2）【図表 15】の各地域横のカッコ内は GDPシェア。 
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 （出所）【図表 16、17】とも、欧州委員会よりみずほ銀行産業調査部作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
    （出所）各種資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

ハルツ改革の効果として、まず、労働市場のミスマッチが緩和したことが挙げ

られる。これは就労促進政策によって労働市場の参入障壁が低下したことの

効果である。労働市場のミスマッチの度合いを測る UV 曲線分析を用いると、
ドイツでは東西ドイツが統合した1990年以降、ミスマッチが大きく拡大し、2006
年頃から再びミスマッチが解消に向かったことがうかがえる（【図表 19】）2。 

ミスマッチが低下したことは、ドイツの労働力率・就業率の改善にも大きく寄与

した（【図表 20】）。高齢化が進展するドイツにおいて労働力率が改善したこと
は日本との比較では注目される。一般的に、高齢化が進む主要先進国では

労働力率に低下バイアスがかかり易いと言われる。高齢層では非労働力率が

高いため、性別・年齢構成別の労働力率が変わらないとすれば、高齢化の進

展は労働力率への押し下げ要因となるからである。このため、日本では労働

力率の趨勢的な低下傾向が続いており、ドイツの動きとは対照的となっている。

また、ドイツにおける労働力率の改善は高齢者や女性で目立っており、これは 

                                                        
2 横軸の欠員率（労働需要）と縦軸の失業率（労働供給）は逆相関の関係にあり、原点に対して凸型の曲線（UV曲線）を描く。こ
の曲線が原点から離れることは、欠員（需要）が大きいにもかかわらず失業（供給）も大きいことになり、需給のミスマッチが拡大し

ていることを意味する。 

【図表１６】 ドイツの経常収支（東西統合前後） 【図表１７】 ドイツの失業率（東西統合前後） 
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【図表１８】 シュレーダー／メルケル政権における構造改革 
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（→ グローバル化・ＥＵ創設等の環境変化、「ライン型経済モデル」の制度疲労 ）

○ 労働供給力の低下（高い失業率の定着、労働市場のミスマッチ、少子化・高齢化）

○ 財政悪化（東ドイツへの支援負担、経済の長期低迷）

○ハルツⅠ～Ⅳ法（2003～06年）

○労働市場改革法（04年）

○法人税率引き下げ（01、08年）

○ドイツ版コーポレートガバナンス規準（02年）

○ハイテク戦略（06年）、ハイテク戦略2020(10年）（「Industrie4.0」)

○医療制度改革（1993年、07年）

○年金支給年齢引き上げ（07年）

○高齢者の就労促進策（03年ハルツⅠ法、06年「イニシアチブ50プラス」）

○付加価値税率引き上げ（07年）、法人向け課税ベース拡大（08年、法人税率引き下げと見合い）

○債務ブレーキ法（09年）
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 （出所）ドイツ連邦銀行等よりみずほ銀行産業調査部作成   （出所）OECD よりみずほ銀行産業調査部作成 

ハルツ改革だけではなく、女性や高齢者の労働市場への参入を促す取組み

の効果も合わさった結果と言える。生産年齢人口がピークアウトしていく中、女

性・高齢者など、労働供給力を高めるドイツの取組みについてはⅢ－3．「ドイ
ツの経済成長を支える労働力」にて詳述している。 

また、EU 主要国に対するドイツのコスト競争力が改善した。これは労働市場
改革に加えて、労使協調の取組みも貢献した。企業がドイツ国内に工場・拠

点を維持する代わりに、労働者側は労働時間延長や実質的な賃下げを容認

すること等の取組みである。こうした取組みの結果、ドイツでは労働生産性上

昇率に見合わないような過度な賃金上昇が抑制され、相対的なコスト競争力

が向上した。2000年以降、ドイツを除く EU主要国では単位労働コスト（ULC）
は年平均 2%程度のペースで上昇していたが、ドイツでは 2007 年にかけて低
下しており、この差の分、ドイツのコスト耐性は高まったことになる（【図表 21】）。
共通通貨ユーロによって周辺国との為替相場が固定化された中、コスト耐性

の高まりはそのままドイツの価格競争力につながったと言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表１９】 ドイツのＵＶ曲線 

【図表２２】 日独の潜在成長率の推移 

【図表２０】 労働力率の推移 
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【図表２１】 EU 主要国の単位労働コスト 

（出所）Eurostat よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）単位労働コスト＝雇用者報酬／実質 GDP 

＝賃金/労働生産性 

（出所）内閣府、ドイツ連邦統計庁資料等より 
みずほ銀行産業調査部作成 

（注）コブ・ダグラス型生産関数により推計。 
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こうした改革を経て、ドイツ経済の実力＝潜在成長率は労働投入面から押し

上げられたと考えられる。ドイツの潜在成長率を推計すると、2000年代半ば頃
から、潜在労働投入の改善によって低下トレンドに歯止めがかかったとみられ

る（【図表 22】）。少子化・高齢化という同じ課題を抱える日本とドイツの比較に
おいて、両国の足元における潜在成長率の格差はこの潜在労働投入に因る

ところが大きい。労働市場改革を通じた労働力率や失業率（NAIRU3）の改善

は、生産年齢人口がピークアウトしつつあったドイツにおいて、労働供給面の

ボトルネックを解消して経済成長への下方圧力を緩和したと評価できる。潜在

労働投入の変化の内、人口動態以外の要因を改革の効果と見なした簡易的

な試算では、2000年以降の潜在成長率を年平均+0.2%Pt相当、2013年時点
の潜在 GDP水準をおよそ 2.5%（約 8.8兆円）押し上げたとみられる。 

（４）シュレーダー改革後の新たな取組み 

シュレーダー改革を経てドイツ経済は長期停滞を脱したと言えるが、ドイツ国

内で先行きを楽観視する見方は少ない。少子化と高齢化進展によって将来

的に働き手の不足が起こり、また、中国等の新興国の追い上げや米国を中心

とするテクノロジー企業の躍進によってドイツの競争力が損なわれるとの懸念

が出ていたからである。こうした認識の下、シュレーダー政権の後を継いだメ

ルケル政権（2005年～）も改革路線を継承した（前掲【図表 18】）。まず、ドイツ
が伝統的に重視する財政健全化であり、医療制度改革や年金制度改革、税

制改革に取組んだ。ドイツの近年の医療制度改革についてはⅢ－4．「ドイツ・
イギリスの医療費抑制の背景を探る」にて詳述する。 

次に、イノベーション創出力を強化して労働生産性を向上させる成長戦略へ

の取組みが本格的に開始された（【図表 23】）。2006 年に打ち出されたハイテ
ク戦略では、ドイツにおいて初となる省庁横断の体制で取組み、イノベーショ

ン創出を強化するために研究開発投資（R&D）比率を GDP比 3%に高めるこ
と等の数値目標が設定された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Non-Accelerating Inflation Rate of Unemploymentの略。自然失業率、構造的失業率とも言う。インフレを加速も減速もさせない
失業率の水準を意味する。 

改革により労働

投入のボトルネッ

クが緩和、ドイツ

の潜在成長率の

押し上げに貢献 

ドイツの競争力の

維持・強化に向け

た改革はメルケ

ル政権でも継続 

【図表２３】 日独の業種別労働生産性水準の比較 

（出所）ドイツ連邦統計庁、内閣府「国民経済計算確報」よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注1） 労働生産性＝実質 GDP／労働投入量 
（注2） 2012年実績、2012年平均ユーロ円相場にて円換算。 
（注3） 業種分類は比較可能なベースに調整したが、両国で完全には一致しないことに留意が必要。 
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2010年の「ハイテク戦略 2020」では、少子化・高齢化と新興国との競争激化と
いうドイツが直面する課題を念頭に置き、重点分野におけるイノベーション創

出を推進することが掲げられた。具体的な推進分野として、2011年に「10の将
来プロジェクト」が示され、その中には「Industrie4.0」と呼ばれる IoTを活用した
製造業の生産性改善に向けた取組みが盛り込まれた。詳細はⅢ－6．「もの
づくりの潮流変化「Industrie4.0」」にて採り上げている。構造改革をやり遂げた
ドイツは、既に次なる課題に向けた取組みに着手しているのである。 

３．ドイツ構造改革の評価～日本が「稼ぐ力」を高めるために 

以上、ドイツの国としての競争力を、日本との比較で概観すると共に、その源

泉を見てきた。最後に、これまで見てきた諸点を含め、ドイツが如何にして「稼

ぐ力」を取り戻すに至ったのか、そのポイントとして次の三点を指摘したい。す

なわち、①従来型制度の弊害を是正しつつ、「ドイツらしさ」を生かすこと、②

中期的視点を念頭に置いて数年がかりで改革を実現したこと、③ドイツの競

争力向上には改革が必要という方向性について、国民的なコンセンサスを形

成したことである。 

第一のポイントである「ドイツらしさ」を生かすことについていくつかの事例を挙

げる。まず、シュレーダー政権下で取組まれたコーポレートガバナンス改革で

は、ドイツの抱えていた問題点や当時世界的な潮流であったガバナンス改革

を意識しつつ、制度を根本的に修正するような改革とはなっていない。Ⅲ－5．
「ドイツにおけるコーポレートガバナンスの変革」で詳述しているが、「物言う株

主」からのプレッシャーが企業の構造改革を促しつつ、過度な短期志向に陥

ることなく、ステークホルダー間のバランスを重視して中長期的な成長を重視

するというドイツ的価値観に基づいた経営体制は維持された。 

次に労働市場改革では、失業者への手厚い給付というそれまでの政策方針

を抜本的に転換した点は画期的であった。一方で、失業者の就労促進を図る

ために実施された派遣労働等の規制緩和は、企業内での職業訓練を重視す

るというドイツ的な取組みであったと整理できる。ドイツには徒弟制度に由来す

る「デュアルシステム」と呼ばれる職業訓練制度が普及しており、教育段階に

おいて企業ニーズにマッチする人材育成が行われてきた。職業訓練制度に

ついてはⅢ－3．「ドイツの経済成長を支える労働力」で詳述しているが、企業
内での実務経験を積ませることで就労促進を図るという改革の方向性は、ドイ

ツの伝統的人材育成方針に沿った政策と言える。 

他方、ハルツ改革においても、ドイツで重視される雇用維持の社会的価値観

を鑑み、アングロサクソン型の解雇規制緩和にはほとんど踏み込まなかった。

この点に関しては経済学者やビジネス界の一部からは改革が不十分との声が

上がった。しかし、ドイツには操業短縮制度や労働時間貯蓄制度といった労

働時間を調整することで不況期における労働投入の需給調整を図ることが可

能な制度がある。この制度は、リーマン・ショック後の急激な景気悪化局面に

おいて極めて有効に機能した。当時、ドイツでは政策的支援を行いながら同

制度を活用したことで、雇用悪化がほとんど生じなかった。これは深刻な失業

増大に見舞われた他の主要先進国とは全く異なっており、ドイツにおける「雇

用の奇跡」と称賛されたほどである。景気後退局面における雇用の保蔵は、

失業の回避という労働者側のメリットのみならず、企業にとっても、熟練労働者

のつなぎとめによって競争力を維持し、景気回復局面における機動的な事業

ドイツは如何にし

て競争力を取り

戻したのか、そこ

に通底する視点 

①従来型モデル

の問題点にメス

を入れつつ、「ド

イツらしさ」を生か

す視点 
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展開が可能になるというメリットがある。 

税制改革においても注目すべき点がある。2008 年の法人税率引き下げを見
ると、当時 EU各国における法人税率引き下げ競争とも言うべき状況に対して、
ドイツの立地競争力を維持する上で必要不可欠との判断があった。同時に、

ドイツ政府は財政健全化にも強く拘り、法人税率の引き下げと課税ベース拡

大をセットで講じ、財政負担の拡大を回避した。日本や米国を含めた多くの先

進国では、将来的には高齢化による財政負担の増大が経済への重石になる

ことが懸念されている。こうした中、既に財政収支の均衡を達成したドイツの財

政ポジションは、中長期的な強みになると見込まれる。 

以上のような「ドイツ流」にこだわる姿勢は、一連の構造改革において随所に

見受けられる特徴と言える。 

第二のポイントとして、数年に及ぶ粘り強い取組み姿勢を見ていく。シュレー

ダー改革の目玉とも言うべき労働市場改革は、その概要（ハルツ委員会によ

る報告書）が 2002 年に示されてから、一連の改革案が全て施行されたのは
2006年である。その間、ドイツ景気の低迷が続いていたことから失業率が戦後
最悪の水準まで悪化するなど、シュレーダー政権にとっては大きな逆風が吹

き続けた時期である。当時、想定していたような失業率改善の効果がなかなか

現れないことに対しては政権批判も噴出した。そうした中でも、ハルツ委員会

の報告書に盛り込まれた改革の重要な要素はほぼ全て実現したと評されてい

る。そもそも、労働市場改革のようなサプライサイド政策は効果が顕現化する

迄に数年を要する。シュレーダー改革が成功した要諦は、中長期的な政策効

果を見据えて、地道かつ着実に改革を遂行したことにあると評価できよう。 

第三のポイントとして、構造改革に取組む必要性に対するコンセンサス形成を

採り上げる。ドイツの構造改革は、中道左派のシュレーダー政権から中道右

派のメルケル政権へと交代しても、基本的コンセプトが維持され、継続して取

組まれた。第一次メルケル政権が中道左派との大連立であったことから改革

路線を継承し易かったということもあろうが、「欧州の病人」と揶揄されるほどに

ドイツの競争力が低下していたことに対する強い問題意識は、政党の左右を

問わず共通認識であったと言える。数年に及ぶ構造改革を遂行できた重要な

要因は、政治が強いリーダーシップを発揮して改革が必要であることに対する

国民的なコンセンサスを形成できたことと考えられる。 

以上を簡潔にまとめれば、ドイツの構造改革に通底する特徴は、「強みと弱み

の整理（ドイツらしさを生かす）」、「実行力（数年に及ぶ取組み）」、「リーダー

シップ（コンセンサスの形成）」と表現できるだろう。翻って我が国においては、

いよいよ人口減少社会に突入した中、持続的な成長の達成に向けた改革に

取組むことがもはや待ったなしの状況と言える。ドイツで取組まれた改革の多

くは、既に日本においても課題認識され、施策も俎上に上っている。日本の強

みを生かし、民間活力を引き出すことで国としての「稼ぐ力」を高めるには、成

長戦略に盛り込まれた施策を一歩一歩着実に粘り強く実行していく必要があ

る。強いリーダーシップの下、困難な課題を突破していくことが期待される。 

 

②数年に及ぶ粘

り強い取組み姿

勢 

③改革の必要性

に対するコンセン

サスの形成 

日本も成長戦略

の着実な実現に

よって「稼ぐ力」を

高めることが求め

られる 

（総括・海外チーム  中村 正嗣）

masashi.nakamura@mizuho-bk.co.jp
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【コラム】 シュレーダー政権の労働市場改革と最近の動き 

ドイツでは、伝統的に雇用者保護を重視し、失業者に対しては半永久的な受

給が可能と言われたほどの手厚い失業給付によって支援するという労働政策

が採られてきた。失業率が 1%台とほぼ完全雇用を実現できていた 1970年代
前半までは問題が生じなかったが、二度のオイルショックとグローバル化によ

る国際的な競争環境の変化により、徐々に問題が顕在化していった。オイル

ショックによる景気後退を経てドイツの失業率は上昇したが、その後景気が回

復しても高止まりし続けた。手厚い保護で守られていた失業者の新規就労意

欲は低く、そのため、1990 年代に入っても失業率の高止まりと低い労働参加
率・就業率という状況が継続した。 

労働市場の活力を取り戻してドイツ経済の競争力を高めるため、シュレーダー

政権は抜本的な労働市場改革に着手した。フォルクスワーゲンの元労務担当

役員であるハルツ氏を首班とする委員会を立ち上げ、同委員会が提出した報

告書（2002年 8月）をベースとして、2003年以降、順次「ハルツⅠ～Ⅳ法」（通
称）、「労働市場改革法」などが立法化されていった（【図表】）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 （出所）独立行政法人労働政策研究・研修機構（2006年）等よりみずほ銀行産業調査部作成 

労働市場改革の目的は、①失業保険給付制度の改革、②労働市場の柔軟

性向上による労働供給力の強化に大別することができる。 

まず、一点目の失業保険給付制度の改革は、失業者を手厚い給付によって

保護するという伝統的な労働政策を、就労促進・自助努力を支援する方針へ

と抜本的な転換を意図したものである。具体的には、失業届け出期間の短縮

など、受給のための請求要件を厳格化し、給付期間も大幅に短縮した。また、

重複需給が問題視されていた社会扶助（生活保護に相当）の一部と統合した

新たな失業保険制度を創設した。これは社会扶助給付の主体であった地方

自治体の財政負担を軽減することも考慮した改革であり、社会扶助受給者の

内、就労可能者に失業登録義務を課すことで労働市場への参入を促した。ま

た、政府機関を改編して職業紹介機能の強化したほか、失業者の起業を促

す新たな自営業形態の導入も図られた。 

ドイツの手厚い失

業給付制度は、

就労意欲の低下

と言う弊害を内在 

改革の目的①：

失業者への給付

による保護から、

就労促進・自助

努力支援へ 

ハルツ委員会報

告に基づく労働

市場改革 

・ 公共職業安定所の改編、職業紹介機能の強化

・ 失業の届け出基準の厳格化

・ 政府機関仲介による派遣労働の機会拡大、派遣可能期間の

上限撤廃

・ 高齢者の低賃就労への賃金補償制度

・ 失業者の起業に対する補助金支給

・ 公益分野での低賃金就労制度（ミニジョブ）の創設

・ 連邦雇用庁と雇用局の抜本的な組織改編

・ 失業給付、職業紹介等の政府機関の業務改革

ハルツ第Ⅳ法
・ 失業給付と社会扶助（生活保護に相当）の一部統合（失業給付
Ⅱ制度の創設等）による就労促進

・ 解雇制限法の適用除外となる範囲（従業員規模）の拡大（5人

以下→10人以下）

・ 解雇要件の明確化と新たな補償金解決制度の導入

・ 失業給付受給期間の大幅な短縮（最長32カ月→12～18カ月）

ハルツ第Ⅰ法

ハルツ第Ⅱ法

ハルツ第Ⅲ法

労働市場改革法

【図表】 シュレーダー政権の労働市場改革の概要 
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二点目の労働市場の柔軟性向上に向けては、雇用形態の多様化や就労機

会を拡大させるための規制緩和等が行われた。具体的には、政府による職業

紹介の機能を高めるために派遣労働に関する派遣可能期間の上限撤廃や

就労機会を拡大させるための公益分野における低賃金就労制度（ミニジョブ）

の創設などである。また、解雇制限法を改正し、規制対象外となる事業所規

模を 5 人以下から 10 人以下へと範囲を広げたほか、新しい解雇補償金制度
が導入された1。 

労働市場改革の効果はⅢ－1．で述べた通りであるが、改革が開始されてか
ら 10 年が経過し、問題点・課題も指摘されている。それは、低賃金の派遣労
働やパートタイム就労の割合が上昇した結果、所得格差が拡大したとの批判

である。この要因として、シュレーダー改革が失業者への就労機会の提供を

重視し、就労の質を問わなかったことにあると言われている。 

所得格差是正策の一環として、2013年 12月に発足した第三次メルケル政権
は全国一律の最低賃金制度（時給 8.5 ユーロ）の導入を決定した。ドイツでは、
賃金は労使が決定すべきとの伝統から、これまで全国一律での最低賃金制

度は導入してこなかった。数百万人と言われる低賃金就労者に恩恵が及ぶと

言われている一方、批判的な意見もある。例えば、旧東ドイツなどの一部地

域・産業では平均時給が新制度で規定されている時給 8.5 ユーロを下回って
おり、最低賃金制度の導入によってコストが上昇すれば、かえって雇用の減

少を招きかねないといった批判である。同制度は 2015年 1月から運用が開始
されたが、当初 2 年間は経過措置期間とされており、全産業への一律の導入
は 2018年からとなっている。 

また、派遣労働の規制を再び強化しようとする動きも出ているという。シュレー

ダー改革によって無制限となった派遣可能期間に、18 カ月の上限を設けると
の案である。大半が適用対象外になる可能性もあると言われているが、新たな

規制案の詳細は未確定である。 

シュレーダー改革から 10年が経ち、改革による効果の定量的な検証が進み、
様々な評価がなされている。その中には、上述した所得格差の拡大など、改

革に伴う弊害を指摘する意見もある。第三次メルケル政権の最低賃金制度導

入などはシュレーダー改革に対する「揺り戻し」という側面があるとみられ、メル

ケル政権の今後の政策の方向性への注目度は高い。しかしながら、所得格

差の拡大はドイツに限らず多くの国が抱える問題であり、世界的に見れば、ド

イツの所得格差が特に大きいとは言えない。世界の経済・産業構造が絶えず

変化している中、ドイツが競争力を取り戻すことができた重要なターニングポイ

ントがシュレーダー改革であり、そうした評価は共通認識と思われる。 

                                                        
1 但し、新たな解雇補償金制度の利用は限定的と言われており、解雇規制の緩和につながったとの意見もほとんど聞かれない。 

シュレーダー改

革に対する様々

な見方があるも、

ドイツの競争力強

化にとって重要で

あったとの評価

は変わらない 

改革の目的②：

雇用形態の多様

化、就労機会の

拡大による労働

供給力の強化 

労働市場改革に

よって所得格差

が拡大したとの

批判 

格差是正に向け

て最低賃金制度

を導入、但し問題

を指摘する声も 

再び規制強化の

動きも 

（総括・海外チーム  中村 正嗣）

masashi.nakamura@mizuho-bk.co.jp
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都市形成
（まちづくり）

地域住民が高い満足度で
生活できる持続的な都市形成

人材形成
（ひとづくり）

地域経済・産業を支える
質の高い人材形成

地域別人口

産業形成
（しごとづくり）

地域経済の持続的成長
を体現しうる産業形成

地域別GDP

産業形成により
地域経済が活性化し
都市形成の基盤に

質の高い都市
の形成により、
人材が集積

質の高い人材の
集積が産業
形成の基盤に

域外からの
産業・企業参入

域外からの
人口流入

Ⅲ－2． ドイツの地域政策 

Ⅲ－2－1． 総論 

 

 

 

 

 

 

 

本章では、ドイツの地域政策、特に地域を軸とした産業政策や都市政策に焦

点をあて分析を行い、日本へのインプリケーションの導出を試みた。ドイツは

中近世の王国・都市を出自とする連邦国家であることや、1990 年代まで東西
ドイツが分断されていたこと等の歴史的経緯もあり、ドイツの取組から日本に

直截的な示唆を得ることは難しい。但し、ドイツにおいて昨今実施されてきた

地域政策の背景を正しく認識し、日本の置かれた現況を振り返ることによって、

日本にも適用しうる政策的示唆もあるのではないか、というのが本章の意図す

るところである。そこで以下では、論点整理と問題意識、次章以降の概観につ

いて触れていく。 

地域政策というのは非常に包含的な概念であるため、まず地域政策の主要素

を整理すると、大きく 3つに分類されると考えられる（【図表 1】）。1点目は地域
経済の持続的成長を体現しうる産業形成であり、2 点目は地域住民が高い満
足度で生活できる都市形成、3 点目は地域経済、産業を支える質の高い人材
形成である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域政策の主要

素は、産業形成、

都市形成、人材

形成の 3点 

【図表１】 地域政策に関する主要素の整理 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

【要約】  

 ドイツは日本に比して、産業形成、都市形成の双方において相対的に地域分散が図ら
れている。 

 ドイツの地域政策の特徴は、①地域の産業形成・都市形成の評価とそれに基づくインセ
ンティブ設計、②企業や自治体の連携・分担を促す仕組み、③地域の主体性を促す仕

組みの 3点である。 

 社会的背景が異なる日本への直截的な制度の導入は難しいが、上述のような考え方を
既存の制度・政策に組みいれていくという観点で、検討を進めることが期待される。 
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12.0 

14.0 

16.0 

18.0 

20.0 
ドイツ：38行政管区別

日本：47都道府県別

（GDPの各地域シェア、％）

14.4倍

52.3倍

東京都

オーバー

バイエルン県

0.0 

2.0 

4.0 

6.0 

8.0 

10.0 

12.0 
ドイツ：38行政管区別

日本：47都道府県別

（総人口比率、％）

10.1倍

22.5倍

東京都

デュッセル

ドルフ県

日
本

ド
イ
ツ

（注）１位＝100

北 海 道 100 新 潟 県 100 愛 知 県 100 東 京 都 100 東 京 都 100 東 京 都 100 東 京 都 100

茨 城 県 34 鹿 児 島 県 37 東 京 都 74 愛 知 県 36 大 阪 府 90 大 阪 府 33 大 阪 府 20

千 葉 県 32 東 京 都 35 神 奈 川 県 60 大 阪 府 34 神 奈 川 県 68 愛 知 県 23 神 奈 川 県 13

卸売・小売業農林水産業 鉱業 製造業 建設業 電気・ガス・水道業 金融・保険業

東 京 都 100 東 京 都 100 東 京 都 100 東 京 都 100 東 京 都 100 東 京 都 100

神 奈 川 県 51 大 阪 府 51 大 阪 府 24 大 阪 府 43 北 海 道 40 大 阪 府 46

大 阪 府 42 愛 知 県 47 神 奈 川 県 17 神 奈 川 県 32 大 阪 府 36 神 奈 川 県 45

対家計民間 非営利

サービス生産者
不動産業 運輸業 情報通信業 サービス業

政府サービス生産

者

ヴェザー=エム
ス

100
シュトゥットガル
ト

100
シュトゥットガル
ト

100
オーバーバイエ
ルン

100
オーバーバイエ
ルン

100
オーバーバイエ
ルン

100
デュッセルドル
フ

100

ザクセン=アン
ハルト州

62
オーバーバイエ
ルン

86
オーバーバイエ
ルン

86
シュトゥットガル
ト

92
デュッセルドル
フ

99
ダルムシュタッ
ト

98 ケルン 97

メクレンブルク=フォ

アポンメルン州
60
デュッセルドル
フ

78
デュッセルドル
フ

64
デュッセルドル
フ

85
ダルムシュタッ
ト

88
デュッセルドル
フ

85
オーバーバイエ
ルン

96

公共サービス農林水産業 鉱工業 製造業 建設業 商業
金融・不動産・ビジ
ネスサービス

また、産業形成により地域経済が活性化し都市形成の基盤になること、質の

高い都市形成により人材が集積すること、質の高い人材集積が産業形成の基

盤になるという点では、各々は独立しているのではなく、循環的側面が強い。 

加えて、地域政策の目的は非常に多岐にわたるものの、大きくは地域の持続

的・自律的な経済成長を支える供給サイドとしての産業形成と、地域住民の

満足度を高める需要サイドとしての都市形成と考えられる。その意味では人材

形成については、地域政策の目的というよりも、地域の産業形成を支える基盤

としての手段と捉えるべきであろう。 

では地域政策の目的たる産業形成、都市形成の観点で、日独の概況を比較

してみよう。各々の概況を示す指標としては、地域別 GDP、地域別人口が考
えられる。同指標について日独の比較を行うと GDP、人口共に、日本はドイツ
に比して東京への集中度が極めて強い（【図表 2、3】）。見方を変えればドイツ
は相対的に地域分散が図られていると捉える事ができる。 

また産業形成のもう一つの指標として、産業別・地域別 GDP 規模を比較して
も、日本は東京に産業が集中している（【図表 4】）。一方でドイツは製造業、民
間サービス業、公共サービス業の中心エリアが異なり、2 位以下のエリアとの
差も相対的に小さい。このことからも、ドイツは相対的に産業毎の地域分散が

図られ、かつ各地域において相応の規模を有する産業が形成されていると想

定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表２】 日独の地域別GDP水準 

（出所） 【図表 2、3】とも、内閣府、ドイツ連邦統計庁 Homepage等よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表３】 日独の地域別人口分布 

日本は東京一極

集中、ドイツは相

対的に地域分散 

【図表４】 産業別・地域別GDP規模（産業別の上位３地域、１位＝１００） 

（出所）内閣府、ドイツ連邦統計庁 Homepage等よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）日本：都道府県別、ドイツ：行政管区別 
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ドイツ

市町村 州 連邦

教育（学校施設・青少年）
文化（劇場・博物館）

スポーツ
交通（道路）

社会扶助
公共施設（市場、廃棄物処理）

エネルギー供給
その他

文化（大学、教職員人件費）
法的保護
社会扶助
警察

産業振興
高速道路
その他

社会保険
国防

研究開発・教育
航空・鉄道交通

経済促進
その他

共同事務
（高等教育、大学病院、地域経済構造改革 等）

日本

市町村 都道府県 国

市町村道
公営住宅・下水道
小中学校・幼稚園
生活保護（市内）

児童福祉
国民健康保険・介護保険
上水道・ごみ・し尿処理
戸籍・住民基本台帳・消防

都市計画

国道・都道府県道
公営住宅

市街化区域・調整区域
小中教員給与・高校・県立大学

生活保護（町村）
児童福祉・保健所
警察・職業訓練
その他

高速自動車道・国道
大学

社会保険・医療・医薬品
防衛・外交・通貨

その他

上述のように、ドイツが日本に比して地域分散が図られている背景は何であろ

うか。まず思いつくのが連邦制と州の権限である。 

ドイツの連邦制自体は 1949年に制定されたドイツ連邦共和国基本法 20条で
定められており、また同基本法 30条では、『国家の権能の行使及び国家の任
務の遂行は、基本法に特に規定していない限りにおいて、州の任務である』と

している。つまりドイツでは、州が有する権限の一部を連邦に割譲する形態で

ある。このことは、国が有する権限の一部を自治体に委任する日本との大きな

違いであることは間違いない。 

では実際の行政事務区分はどうなっているのであろうか。【図表 5】は日独の
行政事務区分の具体例であるが、定義上の違いもあり一概に比較することは

難しいものの、ドイツの特徴を挙げるとすれば、産業振興が州の権限であるこ

とが明記されている点にあり、少なくとも行政面からは、州が主体となって産業

形成に取り組んでいることを示唆していると考えられる。 

では財源についてはどうか。税収区分も日独に制度上の違いがあり、直截的

な比較は難しいものの、ドイツの州政府の税収は全体の 4割強を占めており、
日本の都道府県に比して、相対的に大きな財源を有していると考えられる

（【図表 6】）。 
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57%

うち地方交

付税等調整

分

25%

都道府県

17%

市町村

26%

日本

地方交付税の配分

・都道府県 52%
・市町村 48%

【図表５】 日独の主な行政事務区分 

【図表６】 日独の税収内訳 

（出所）財団法人自治体国際化協会「ドイツの地方自治」、森下昌浩「ドイツにおける国と地方の役割分担」、

小西砂千夫「地方財政のヒミツ」等よりみずほ銀行産業調査部作成 

（出所）総務省、ドイツ連邦統計庁 Homepage等よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）2011年度決算 
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都市形成
（まちづくり）

産業形成
（しごとづくり）

 人口減少社会に対応しうる制度的な枠組
⇒「中心地」システム ／ 都市計画制度

 衰退都市における公共サービス低下を防ぐ枠組
⇒小規模市町村連携推進

都市政策の枠組

 人口減少局面に対応した、市街地再生の取組
⇒ライネフェルデ市（旧東ドイツ）の事例

 中心市街地活性化の取組
⇒ダルムシュタット市の事例

 市町村連携による効率的公共サービス提供の取組
⇒エルスターヴェルダ地域の事例

市町村単位の取組事例

都市形成の枠組・取組がもたらしたものは何か？
日本がドイツから学ぶべき点は何か？

 産業形成のコアとなる強い中小企業の存在
⇒Hidden Champion ／中小企業の稼ぐ力

強い中小企業の存在

産業形成のキーファクターは何か？
日本がドイツから学ぶべき点は何か？

 中小企業のﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・製品開発を支援する存在
⇒ Fraunhofer／ Steinbeis

研究機関の存在

 連邦・州政府による産業形成を促す仕組
⇒ IVAM／ VDI/VDE-IT ／ MAI Carbon

⇒ Bio Regio／産業クラスター評価・公表制度

連邦・州政府の取組

Ⅲ－2－2.ドイツにおける中小企業・地域産業政策 Ⅲ－2－3.人口減少社会下の都市政策 - ドイツに学ぶ -

但し、行政事務区分や税収配分等にみられる州政府の権限・財源の大きさは、

州の主体性を促し、また州間の競争を誘発する効果はあったとしても、それ自

体が直接的に地域の産業形成や都市形成に繋がっているわけではない。む

しろこうした権限分担を前提とする中で、ドイツの連邦、州、自治体が産業形

成や都市形成に向けて、具体的にどのような仕組みを構築しているのかがポ

イントになると考えられる。 

そこで次章以降では、ドイツの地域産業形成、都市形成について、同国の特

徴的な側面に各々焦点をあて、分析を行った（【図表 7】）。 

Ⅲ－2－2．「ドイツにおける中小企業・地域産業政策」では、ドイツの各地域に
存在する、Hidden Champion と呼ばれるグローバルに競争力のある企業をは
じめとした“強い中小企業”に着目し、競争力の要因を整理した。併せて、同

企業が競争力を持ち得た背景の一つと考えられる、企業をサポートする研究

機関の存在について評価した。更に、同企業を中心とする地域産業形成を促

すための、連邦・州政府の地域産業政策について分析を行った上で、日本へ

のインプリケーション導出を試みた。 

続くⅢ－2－3．「人口減少社会下の都市政策」では、ドイツが日本に先んじて
1970年代に既に一度人口減少期を迎えていた点に着目し、人口減少社会に
対応しうる、ドイツの都市政策に関する制度的枠組を概観・評価し、併せてド

イツの個別市町村の取組について事例分析を行った。同評価・分析を踏まえ、

今後本格的な人口減少社会を迎える日本に対するインプリケーション導出を

実施した。 

各分析の詳細は次章以降に譲るとして、ドイツの地域政策（産業形成・都市形

成）に共通する特徴的な要素を挙げるとすれば大きく 3点ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表７】 次章以降の概観 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成

次章以降では、

地域産業形成、

都市形成の特徴

的側面に焦点を

あてて評価 
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1 点目は地域の産業形成・都市形成に対する“評価”と、評価に基づく“インセ
ンティブ（又はディスインセンティブ）”が政策にビルトインされている点である。 

例えば、ドイツでは産業形成を促す仕組みの一つに「多段階育成コンテスト

方式（詳細はⅢ－2－2参照）」がある。同制度は、産業形成支援を行う地域の
決定にあたり、初期段階での一次選定を行った後、一定期間後に再度評価を

行い二次選定する仕組みであり、より実現性の高い候補地の絞り込みや、候

補地間の競争を促すインセンティブ付けがなされている。 

またドイツには VDI/VDE-IT1に代表されるイノベーション政策専門の民間サ

ービサーが存在し、同社は産業クラスターの発展・成長度合を評価する仕組

み（ラベリング制度）の構築等を行っている（詳細はⅢ－2－2．参照）。こうした
評価基準の明確化が、クラスター間に競争原理が働くインセンティブになって

いると想定される。 

また都市形成の観点でも、「中心地システム（詳細はⅢ－2－3 参照）」と呼ば
れる制度において、州が各都市（中心地）を認定・評価し、評価に基づき整備

すべき社会資本の水準を定める仕組みがある。こうした評価とインセンティブ

の枠組が、各都市間の競争を促しているとみられる。 

2点目は企業や自治体の“連携（又は分担）”を促す仕組みである。 

産業形成の観点では、例えば企業の応用研究を支援するフラウンホーファー

研究機構への助成金の決定方法が特徴的である（詳細はⅢ－2－2．参照）。
同機構は産業界からの資金獲得額が多いほど、基盤助成が多く得られる仕

組みとなっており、産業界との連携を促すインセンティブ付けがされている。 

都市形成の側面においても、上述の「中心地システム」では、小体の都市が

担えない機能を、近隣の複数都市が連携・分担して担う枠組みになっており、

それによって住民の一定の生活水準維持を整備・維持していくことを企図して

いる。 

3点目はやや主観的な評価になるが、地域の“主体性”を促す仕組みである。 

ドイツの産業形成に大きな役割を果たしているとみられる“強い中小企業”は、

自らの主体的な事業展開によって競争力を強化している側面は大きいものの、

同企業の自律性を支援する仕組みとして、上述のフラウンホーファーを始めと

する研究機関の存在が大きいと考えられる。 

都市形成の観点でも、ドイツは都市計画制度上、全ての市町村に土地利用

計画の策定を義務付けており、一部法的拘束力も有するなど同計画に対する

権限を付与することにより、結果として市町村の都市計画に対する主体性を

醸成する一要素になっていると考えられる。 

こうしたドイツの 3 つの特徴は、制度そのものを単純に導入することについて
は難しい側面はあるものの、日本の地域政策の在り方を考える上で、その概

念、考え方から学ぶところは大きいと思われる。 

 

                                                        
1 正式名称はVDI/VDE Innovation+ Technik GmbH。1978年設立のVDI（ドイツエンジニアリング協会）、VDE（ドイツ電機電子情
報技術協会）の合弁会社。2013年売上高は約 30million EUR、スタッフは 300人強 

ドイツの地域政策

の特徴は、①評

価とインセンティ

ブ、②連携・分担

を促す仕組み、

③地域の主体性

を促す仕組みの
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地域の産業形成・都市形成の“評価“と評価に基づく”インセンティブ”設計

企業や自治体の“連携（又は分担）”を促す仕組み

地域の“主体性”を促す仕組み

特に 1 点目の“評価とインセンティブ”については、地域間の競争原理導入と
いう視点のみならず、限られた財源を効果的に重点配分するという点で、財政

的な制約が懸念される日本において、非常に意義が大きい政策と考えられよ

う。 

 

 

 

 
 

 

併せて、地域政策を考える上で中長期的な目線において重要なのが、手段と

しての人材形成である。 

こうした観点でドイツにおける人材形成を促す制度の一つとして、職業訓練制

度である「デュアルシステム」がある。同制度の概観はⅢ－3. 「ドイツの経済成
長を支える人材力」に譲るが、同制度は座学とともに、各地域企業で職業訓

練を受ける仕組みになっており、結果として人材形成と共に、地域企業にとっ

ても、求める技能を有する人材を確保する機会があるという点で機能している

と考えられる。 

同制度の特徴的な要素を抽出するとすれば、地域の自律的な人材育成と、

人材活用の仕組みにあろう。 

日本では未だ企業によるOJTが人材育成の中心となっており、結果大企業が
多く立地する東京に人材が集中することに繋がっている側面がある。こうした

状況の是正に向けて、地域企業が必要とする人材を育て、活用するための制

度的な枠組みの検討は勿論必要であるが、それ以上に重要なのは地域企業

が一定のリソースを投入し、人材育成に対して主体的に取組むことであろう。 

今後本格的な人口減少社会を迎える我が国が、効果的な地域政策を考える

上で、ドイツの “評価とインセンティブ”、“連携”、“主体性”を促す仕組みや、
その背景にある考え方に学ぶところは大きい。こうした考え方を既存の制度・

政策に組み入れていくことは、国という単位に限らず、地方自治体においても、

十分検討が可能である。 

可能ではあるが、“評価しインセンティブ”をつけるということは、言い換えれば

“評価されずディスインティブ”を被る対象が当然ながらでてくるということでも

ある。こうしたネガティブな側面を考慮しつつも、主体的に取り組む自治体が

各地域から出現することを期待するとともに、それこそを評価しインセンティブ

付けする制度設計を政府には期待したい。 

【図表８】 ドイツの地域政策に特徴的な 3つの要素（学ぶべき考え方） 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

ドイツの地域政策

が背景にある背

景にある考え方

から学ぶべき 

（総括・海外チーム  有田 賢太郎）

（自動車・機械チーム  久保田 信太朗／鈴木 裕介）

shintarou.kubota@mizuho-bk.co.jp
yuusuke.d.suzuki@mizuho-bk.co.jp
（社会インフラチーム  藤井 洋平）

youhei.fujii@mizuho-bk.co.jp
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Ⅲ－2－2． ドイツにおける中小企業・地域産業政策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．ドイツの産業基盤 

日本では「地方創生」が現安倍内閣における重要課題として認識されている

が、その背景には「人口減少」と「東京一極集中」という 2つの問題が存在して
おり、両問題に対し各地域の活性化という共通解による解決が目指されてい

る。【図表 1】の日独の地域別 GDP 構成からも、日本は東京に一極集中する
構図となっている一方、ドイツでは局所的な集中はなされておらず、日本に比

して地域分散されていることが見て取れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドイツは各地に産

業が分散 

【要約】  

 ドイツでは各地域に厚みのある産業基盤が形成されている。こうした産業集積が実現し
た背景には、大別すると①強い中小企業の存在、②中小企業の不足するリソースを補う

公的研究機関の存在、③州・連邦政府による政策の 3要素があると想定される。 

 公的研究機関の中でも、フラウンホーファー研究機構は特に中小企業の競争力強化に
関わりが大きく、研究開発・マーケティングを支援している。また同機構は企業や研究機

関を結び付ける機能を有し、結果として人材流動のハブ機能も担っているとみられる。 

 州政府は、地域の産業集積を促進するために、産学官連携を促すネットワーク形成機
関の設立や、クラスターの運営を行うクラスターマネジメント会社等の民間組織活用に取

り組んでいる。また連邦政府は、州政府の取組を促す仕組み作りとして、クラスター評

価・公表制度の導入や、段階的に産業クラスター推進エリアの絞り込みを行う制度（多

段階育成コンテスト方式）等の導入を行っている。 

 ドイツの産業クラスターの評価・公表制度や、主体的取組を促すインセンティブ設計等
の発想は、日本の地域産業政策にも取り入れるべき重要な示唆であり、こうした取組が

中小企業の競争力強化、ひいては地域経済の自律的発展に繋がると考えられよう。 

（出所）内閣府「県民経済計算」、ドイツ連邦統計庁より 
みずほ銀行産業調査部作成 

【図表１】 日独の地域別GDP水準 
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ドイツが、産業の地域分散を実現可能たらしめている背景には、様々な要因

が考えられるが、特に着目すべき要素として大きく以下 3点があると考える。 

第一に、産業の担い手たる企業の存在、とりわけドイツに幅広く存在する「強

い中小企業」である。例えば、ドイツの経済学者である Herman Simon氏が提
唱する「Hidden Champion1」についてみてみよう。【図表 2】はドイツに存在する
「Hidden Champion」の本社所在地を地図上に示したものであるが、幅広い地
域に所在していることが見て取れる。ニッチ分野で世界的に高いシェアを有

する「Hidden Champion」をはじめ、高い競争力を有する中小企業が各地域産
業の基礎を形成しているとみられる。 

第二に、イノベーション創出や産業クラスターにおいて不可欠な人材や知の

担い手の存在である。ドイツではフラウンホーファー研究機構をはじめとする

公的研究機関や、特定の領域に強みを持つ大学などが各地に分散して存在

している（【図表 3】）。応用研究を担うフラウンホーファー研究機構は企業から
の委託研究や独自の研究のスピンオフ、特許のライセンス供与などを通じ、企

業への技術移転を実施している。また基礎科学研究を担うマックス・プランク

研究所はノーベル賞受賞者を多数輩出するなど高度な研究を行っているが、

研究成果を社会にアクセス可能な形で提供している。加えて、大学について

も工科大学が基礎研究分野、専門大学が産業に目線を置いた実務的な研究

を行っている。 

第三に、産業振興をサポートする官の役割である。州政府、連邦政府による

産業振興政策が効果的に行われていると考えられる。例えば、Ⅲ－2－1．「ド
イツの地域政策・総論」でも述べた通り、ドイツ連邦共和国基本法によって産

業振興が州の権限であることが明記されており、行政面からは、州が主体とな

って産業形成に取り組んでいると想定される。その結果と捉えられるのが【図

表 4】であり、人口や産業が特定の地域に極端に偏在することなく比較的分散
された構造となっていると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Hidden Championの提唱者である Herman Simon氏の定義する基準は、①世界市場で 3位以内、もしくは大陸内で 1位、②売
上高 40億 US$以下、③ユーザー等、市場関係者以外からの認知度が低い、の 3点。 
（出所）Herman Simon, Hidden Champions of the 21st Century 

地域分散を支え

る要素①「強い中

小企業」 

【図表２】 「Hidden Champion」所在地分布 【図表３】 FhG 研究所所在地分布 

（出所）経済産業省「通商白書 2013」より転載 

（出所）ドイツ教育研究省 HP よりみずほ銀行 
産業調査部作成 

地域分散を支え

る要素②「公的研

究機関」 

地域分散を支え

る要素③「州・連

邦政府の政策」 
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以上に挙げた、産業集積が相対的に地域分散されている背景として着目す

べき 3つの要素が、どのようにドイツの厚みのある産業基盤の集積に寄与して
いるのか、以下で考察していきたい。 

 

 

 

 

２．ドイツの中小企業 

本節では中小企業の日独比較を行い、ドイツの中小企業の強みを考察する。 

前述の通り、ドイツには Hidden Champion と呼ばれる、大企業ではないながら
もグローバル展開を行い、特定分野で世界的に高いシェアを有する企業が各

地域に存在し、競争力を発揮している。ではドイツの中小企業全体でみても、

相対的に高い競争力を有しているのであろうか。競争力を測る一つの指標と

して、収益性を比較してみよう。 

【図表 6】は、日独の製造業企業を売上高の基準で 4 段階に区分し、各階層
の営業利益率の中央値を比較したものである。同図表から伺えるのは、日本

は大企業の営業利益率が高く、売上規模が小さくなるにつれて営業利益率が

低位となる構造となっている一方、ドイツは売上規模と営業利益率は比例して

おらず、中小企業も大企業に劣らない営業利益率を誇っていることである。 

また【図表 7】は営業利益率の水準ごとの企業数の構成比を示したものである
が、中堅企業以下ではすべての階層で 5%以上の利益率を有する企業の比
率が高いことがみてとれる。 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

各地に存在する
強い中小企業

各地に存在する
公的研究機関

州・連邦政府
による政策

各地の厚みのある
産業集積

× ×

【①ハンブルク及び北独地域】

欧州の商業・貿易の中心地として運輸・
海運関係の他にも航空、消費財関係の
企業も多い

【②ベルリン及び東独地域】

政治、メディアの中心地。旧東独地域に
は充実した助成金制度を活用した新産
業クラスターが形成。

【⑤BW州】
ドイツ自動車産業の中心地。機械、IT関連
企業も多数ビジネスを展開。

【⑥バイエルン州】
ハイテク産業の中心地。

電機、自動車、機械関係の企業が集中。
R&D環境も充実。

【③NRW州】

ドイツ産業の中心。鉄鋼、化学、エネル
ギー関係の大手企業が集中。

【④ヘッセン州】
世界有数の国際金融都市フランクフルト
を有する。金融関連企業の他にも、化学・
製薬関連の大手企業も多く存在。

【図表４】 ドイツの産業集積の概観 

（出所）ドイツ貿易・投資振興機関 HP掲載資料より 
みずほ銀行産業調査部作成 

【図表５】 ドイツ各地の厚みのある産業集積の構成要素（仮説） 

日本企業は企業

規模と利益率が

比例 
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ではこうした日独の製造業・中小企業の収益性の差はどこから生まれたので

あろうか。 

まず、日本における企業規模間の収益性の差について考察する。業種によっ

て異なるが、日本の産業構造は、系列取引を中心とした垂直統合的な構造が

多く、自動車産業がその代表例として挙げられる（【図表 8】）。こうした産業で
は、主に大企業がマーケティング、製品の設計開発、最終組立、販売、アフタ

ーサービスを行う役割を担う一方、多くの中小企業は大企業からの発注を受

け、部品の加工組立を主として行うという分業体制により、日本経済の発展に

寄与してきた。一方でその結果として、設計開発やアフターサービス領域等を

主事業としていない中小企業も多く、こうした企業は新製品開発や顧客囲い

込み等による差別化は難しい。このことが収益性の面で大企業対比劣後する

背景の一つになっているのではないかと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）経済産業省「イノベーション創出に資する我が国企業の中長期的な研究開発

に関する実態調査」（2012年 2月）よりみずほ銀行産業調査部作成 

日本では、組立

加工工程のみを

手掛ける中小企

業の収益性が低

位 

（出所）【図表 6、7】とも、Burearu Van Dijk よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注 1） 大企業：売上高 10億€以上、中堅企業：1億€以上、10億€未満、中企業：1,000万€以上、1億€未満、 
 小企業：100万€以上、1,000万€未満 
（注 2）対象企業は、上記データベースより決算データが取得でき、且つ、必要な決算項目に欠損のない企業 
（注 3）対象決算期は、2010年以降、決算データの取得できる直近の決算期 

0.0%
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3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

日本 ドイツ

大企業 中堅企業 中企業 小企業

【図表６】 日独の製造業企業・売上規模別 
売上高営業利益率（中央値） 

【図表７】 日独の製造業企業・売上規模別 
売上高営業利益率（企業数・構成比） 

【図表８】 日本企業の事業における外部連携比率 
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では日本と異なり、ドイツの中小企業が大企業並みの収益性を確保できてい

るのはなぜだろうか。 

ドイツ企業は、日本ほど垂直統合的な産業構造ではなく中小企業の多くは大

企業と比較的対等な取引関係を維持し、複数企業を顧客として抱え、自社で

独自技術開発を行う志向が高いと言われている2。 

例えば前述の Hidden Champion は差別化された製品と、世界各地に設置さ
れた販売網を背景に世界的に高いシェアを有し、概して市場における平均価

格に 10～15%を上乗せした価格で販売し、高い利益率を実現している3。 

然しながら、このようなビジネスモデルを展開するには、設計開発、販売網の

構築が出来る人材やノウハウ、或いは設備が必要となる。経営資源が限られ

る中小企業では全てを備えるのは難しいと考えるのが一般的であり、ドイツの

中小企業は、不足するリソースを何かしらの手段で補っていると考えられる。 

例えば、中小企業が人材を確保出来ている理由の一つとして、デュアルシス

テムの存在が考えられる。デュアルシステムとは、義務教育を修了した若者を

対象として地域企業で職業訓練を行う教育制度であり、結果として専門人材

が育成され、企業に一定の技能を有する人材を確保する機会を与える制度と

して機能している。 

ドイツにおいても日本同様少子高齢化が進む中、技術者の確保は重要な課

題となっているが、訓練生が修了後に自社人材となる可能性が高いことは受

入れ側となる中小企業にとっても大きなメリットとなっている。 

ドイツではデュアルシステムのような制度が、各地域における中小企業の継続

的な人材確保の円滑化に寄与すると共に各地域の産業形成にも貢献してい

ると考えられる（なお、デュアルシステムをはじめとする人材育成・雇用確保の

仕組みについては、Ⅲ－3.「ドイツの経済成長を支える労働力」で触れてい
る）。 

但し、こうした仕組みが中小企業の技術・専門人材の確保に寄与しているとし

ても、研究開発やマーケティング等については中小企業単独では難しい側面

があると考えられる。こうした観点では、ドイツではフラウンホーファー研究機

構（以下、FhG）をはじめとする公的研究機関等が、サポート機関として存在す
るとみられる。そこで次節では中小企業の競争力をサポートする機能としての

研究機関について考察を行う。 

 

３．ドイツの公的研究機関・技術移転機関 

ドイツには、大学のほか、数多くの公的研究機関が存在しているが（【図表 9】）、
その中でも中小企業の競争力強化に関わりの強い機関が FhGである。 

 

 

                                                        
2 中小企業庁「平成 22年度 下請中小企業振興政策のあり方に関する調査」（2011年 2月） 
3 Herman Simon, Hidden Champions of the 21st Century より 

ドイツの中小企業

は自社で設計開

発から販売まで

を手掛けると推

察 

デュアルシステム

は中小企業が人

材確保を行い易

い仕組みとして機
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ドイツ 日本

フラウンホーファー研究
機構

マックス・プランク
協会

ヘルムホルツ
協会

ライプニッツ
学術連合

シュタインバイス
財団

産業技術総合
研究所

主な役割 応用研究
コンサルティング

基礎科学研究 大型研究施設を使用し
た研究

社会・人文科学を含む
広範な分野をカバー

コンサルティング

受託開発、国際技術移
転、研修、技術・市場評
価

産業技術に関わる研究

研究分野 健康、安全、コミュニ
ケーション、運輸交通、
エネルギー、環境

自然科学
生命科学
人文科学
社会科学

エネルギー、地球環境、
健康、キーテクノロジー、
材料構造、運輸・宇宙
開発

人文科学、社会科学、
経済学、空間科学、生
命科学、数学、自然科
学、工学、環境学など

－ エネルギー・環境、生命
工学、情報・人間工学、
材料・化学、エレクトロニ
クス・製造、地質調査、
計量標準

研究所数 67カ所 83カ所 18カ所 86カ所 1,006カ所（※拠点数） 10カ所

スタッフ数 約23,000人
（うち科学者・技術者・事務
員：約16,000人、
学生：約6,400人）

約17,000人
（うち研究者約5,500人、
技術・ＩＴｽﾀｯﾌ：約3,800人、
事務：約4,300人、
博士課程：約1,300人、
学生・助手：約1,500人）

約37,000人
（うち研究者：約15,000人、
博士課程：約7,000人、
事務：約10,000人）

約17,500人 約6,200人 約2,900人
（うち研究者：約2,300人）

予算総額 約20億€ 約16億€ 約40億€ 約15億€ 約1.4億€（※収入） 940億円

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）FhGについて 

FhGは1949年に設立された公的研究機関であり、ドイツ全土に67の研究所、
約 2万 3千人の職員を擁し（2013年時点）、主に応用研究を担っている。FhG
は、Mission Statement において自組織のミッションを、「民間企業、公共企業
の利益のために応用研究を実施すること」、「技術革新と新規のシステムソリュ

ーションの開発により、地域経済の競争力強化に資すること」と掲げており、企

業との応用研究での連携を通じ、地域経済への貢献を志向している。 

FhGは、研究機能だけでなく、組織内にマーケティング機能を有し、専門人材
を配置しているほか、各研究者も広範なネットワークを活用してマーケティング

活動に積極的に従事（全体時間の 1/4～1/5程度の時間を充当）し、産業界の
ニーズを把握している。こうしたマーケティング活動を基に、市場動向を捉え

た研究開発機能を中小企業に提供することが可能となっており、高い競争力

を有する中小企業の育成に貢献している。 

FhGの特徴①ユニークな予算配分・評価制度 

FhG は予算配分や研究者の評価制度面でユニークな仕組みを有する。FhG
では民間企業からの受託研究額を予算配分や評価の基準として重視してい

る。中でも最も象徴的な仕組みが、基礎収入金額の算出方法である。 

FhG の基礎収入金額の算出方法は【図表 10】の通り、4 つの基準により予算
が決定される。当該基準の一つに産業界からの資金獲得があり、産業界から

の資金獲得額に応じて予算が配分され、基本的には産業界からの資金獲得

が多いほど、政府からの基盤助成が多く配分される仕組みとなっている。加え

て、民間企業からの受託研究が本部による組織評価や人事評価に連動して

いる。研究資金の獲得や組織・人事評価向上をインセンティブとして、民間企

業からの積極的な案件獲得を後押しする仕組みが採用されている。 

 

FhG は、マーケテ

ィング、応用研究

により中小企業

の製品開発をサ

ポート 

FhG は、企業の

サポートを通じ地

域経済に貢献す

ることがミッション 

ミッションを達成

するために、産業

界からの案件獲

得にインセンティ

ブを付与 

（出所）各機関公表資料等よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）ドイツの機関は 2013年（マックス・プランク、シュタインバイスは 2014年）、産業技術総合研究所は 2013年

【図表９】 ドイツの公的研究機関・技術移転機関概要 
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FhGの特徴②コーディネート機能と人材ハブ機能 

FhG は民間企業と公的研究機関、若しくは民間企業同士を繋ぐいわゆる「コ
ーディネート機能」を強化してきた。コーディネート機能とは、企業から技術的

な課題についての相談が持ち込まれた際、当該課題を解決可能な企業や研

究者に紹介することができる機能のことである。コーディネート機能を有する機

関が連携の仲立ちをすることで、企業に新たな技術開発、事業化を促すこと

が可能になると考えられる。 

また、FhG では、研究所長をはじめ研究者の多くが近隣の大学の教授を兼任
しており、FhG 内のみならず大学の技術シーズも幅広く把握している。また、
FhGは博士課程学生や博士研究員（ポスドク）を研究スタッフとして受入れ（博
士課程以下の学生は 2013年時点で約 6,400名）、企業との共同研究開発プ
ロジェクトに従事させた後に産業界へと輩出している（年間 8%程度の研究員
が産業界へと転出）。 

こうした仕組みによって、大学に在籍する若手研究者は、研究開発ノウハウだ

けでなく、技術シーズの所在についての知見、若しくは技術シーズを把握して

いる研究者とのネットワークを構築することが可能となっている。こうした人材

が産業界に広く転出したあと、各企業に存在する技術シーズを事業化すべく、

FhG をはじめ適切な大学、研究機関との連携が図られる仕組みとなっており、
FhG が人材流動のハブとなることで、結果としてコーディネート機能を発揮で
きる人材が各組織に広く存在する要素になっているとみられる（【図表 11】）。 

 

 

 

 

 

 

 

FhG はコーディネ

ート機能の発揮

も重要な役割 

FhG を中心とする

人材交流により、

コーディネート機

能が蓄積、発揮

される 

（出所）FhG HP等よりみずほ銀行産業調査部作成 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

【図表１１】 人材流動のハブとしての FhG 

民間企業

フラウンホーファー
研究機構

大学

輩出
研究者
受け入れ

知見等
共有 ⇒

育成 産業界の
ニーズ

産業界のニーズ

【図表１０】 FhG における基盤助成の配分方法 

Basic1=固定金額（60万€）

Basic2=前年度予算の12%

Basic4=EU資金に
応じて追加

基盤収入

金額

Basic3=産業界からの
資金の割合に

応じて追加

＜Basic1＞
固定費が各研究所に均等に

60万ユーロ配分

＜Basic2＞
前年度実績予算額の12%が
追加

＜Basic3＞
前年度企業資金獲得額の

総実績予算額に占める

割合に応じた配分率の

マッチングファンドが追加

＜Basic4＞
前年度のEUプロジェクトの
獲得額の15%が追加

全体事業規模に占める

産業界（またはEU）との契約額の割合
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【図表１２】 ドイツ各地の厚みのある産業集積の構成要素（仮説） 

（２）シュタインバイス財団（StW）について 

シュタインバイス財団（StW）は、現在では民間からの収入のみで運営される
技術移転機関であるが、もともと中小企業への技術コンサルティングを目的と

してバーデン＝ヴュルテンベルク州（以下、BW 州）によって設立された組織

である。StW は主として中小企業を顧客とし、企業間の技術マッチングや企業
ニーズに応じた技術移転等を業としている。 

StWは企業の課題相談を起点とし、課題を整理した上で、世界各地の大学等
に設けられた約 1,000 ヶ所の技術移転センター内から最適任者によるチーム
を組成し、当該チームで問題解決に寄与しうる具体的な研究成果を提供して

いる。 

StW は 1 万社以上の顧客を持ち、年間 2 万件以上のプロジェクトを受託し企
業の求める解決策を提供しているが、殆どが中小企業を顧客とする案件で、1
件あたりの平均は 7,000 ユーロ相当（約 100万円）と言われている。こうした観
点に鑑みると、StW は中小企業の課題解決、ひいては競争力向上において

重要な役割を果たしているとみられる。 

上述の取組等により、中小企業が自力では達成困難なグローバルベースで

の情報収集や、当該情報に基づく技術・製品の開発などを支援することで、

StWは中小企業の製品差別化力を支えていると考えられる。  

以上を踏まえると、ドイツの FhGや StWは中小企業を直接的に支援するだけ
でなく、技術面での仲介等を通じ企業同士を結び付けており、各企業の連携

を促すネットワーク形成の役割も果たしていると言える（【図表 12】）。 
 

 

 

 

 

４．ドイツの州政府・連邦政府による政策 

（１）州政府による政策 

①中小企業のネットワーク形成 

州政府は、産学連携や企業間連携の促進等の政策により、新しい技術・製品

の研究、設計、開発が効率的に行われる体制構築をサポートしている。前節

でも触れたが、StWは中小企業への技術コンサルティングを目的としてBW州
によって設立された。StW の例に代表されるように、州政府は産学連携の活

性化を通じ、ネットワークの形成を促してきた面があろう。また、近年では産学

連携の推進だけでなく、企業間連携を推進する活動に注力する動きが見られ

る。 

それでは、州政府はどのような手段によって、地域のネットワーク形成を図っ

ているのだろうか。その手段の一つがネットワーク形成推進機関の設立だ。例

顧客ニーズを起

点にソリューショ

ンを提供するStW 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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えば、ノルトライン＝ヴェストファーレン州（NRW 州）は地場に存在する中小企

業間のネットワーク形成が必要という課題意識から、IVAM4というネットワーク

形成を促進する組織を設立した。IVAM はマイクロテクノロジー分野の仲介組

織の役割を担う機関として企業間ネットワーク形成に寄与した成功モデルとさ

れている。IVAM は 1993 年にドイツ企業 12 社により発足したが、魅力ある組
織運営が奏功し、2002年には 8カ国 79社にまで拡大した。 

設立から発展を遂げた経緯をみていくと、発展に必要な要素が盛り込まれて

いることが分かる。設立時は少ない参加企業であったが、創設者の中に高い

技術知見や技術活用に向けたアイディアを持つ人材がいたこと、州の強力な

資金面でのバックアップ（初年度は 200 万ユーロのサポート）が前提となって
いる一方で、理事会運営の議決権は民間企業に委ねたこと、同組織の近隣

にはドルトムント大学や FhG等があり、産学連携がし易い立地環境にあったこ
と等が主な要素として挙げられる。つまり、設立時には人材と資金と産学官連

携が出来る素地が整っていたと言えるだろう。 

また、運営面においても、参加企業のニーズに合致するよう、運営目的を技

術仲介だけでなく、企業の情報発信や市場のマーケティング等を付加するな

ど、柔軟に設定変更してきたことも重要なポイントになっている。 

参加企業は、企業規模に応じて年会費（約 200～2,000 ユーロ）を支払う事に
なるが、課題解決の手段として活用出来るほか、州がバックアップしている

IVAM の会員となることは、企業がビジネスパートナーを開拓する際や資金調
達を行う際の信頼の証となり、企業が参加するインセンティブになっている側

面もあるようだ。 

結果、中小企業が IVAM を通じて様々なプロジェクトで交流することで幅広い
ネットワークを構築し、そこで得られた新たなアイディアを製品開発等に活用し

ビジネスを拡大させていったことからも、IVAMが地域におけるマイクロテクノロ
ジー関連産業の振興に大きく寄与したとみられる。 

IVAM の設立当初、予算の 80%は州政府の助成金により成り立っていたが、
助成金を基に企業が求めるサービスを提供できる体制を整え、実際に提供し

ていくことで、会員企業やワークショップなどへの参加企業の数を増やし、自

己収入の比率を引き上げていった。設立後 10年で運営資金の約 50%を自己
収入で賄うまでに至っており、順調に運営の自立化が進んだ事例と言える。 

次に、ネットワーク形成が進んだ産業集積を基に、州政府が産業クラスターの

形成促進を目指した事例について考察したい。 

②州政府による産業クラスター形成への取組 

「産業クラスター」とは、1990年代にハーバード大学のマイケル・ポーター教授
が提唱した概念であり、「特定分野における関連企業、専門性の高い供給業

者、サービス提供者、関連業界に属する企業、関連機関（大学、規格団体、

業界団体など）が地理的に集中し、競争しつつ同時に協力している状態」とし

て定義されている。 

 

                                                        
4 IVAM: Interessengemeinschaft zur Verbreitung von Anwendungen der Mikrostrukturtechnik NRW e.V. の略。 

「産業クラスター」
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【図表１３】 産業クラスターの主な構成要素 

産業クラスターの主な構成要素は、特定分野における①厚みのある企業集積、

②企業と研究機関等の協力、或いは企業同士の競争、協力が行われるネット

ワークの 2点と考えられる（【図表 13】）。州政府は地域の産業集積を基に、前
述のような各主体を繋ぐネットワークを形成し、企業間連携、産学連携を活性

化させることで産業クラスターの形成を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

更にドイツではこうした産業クラスター形成を促進する為に、民間組織の活用

を行っている点が特徴である。具体的には、プロジェクトエージェンシーと呼

ばれる組織が存在し、連邦政府や州政府の委託を受け、科学技術政策に対

するアドバイス・政策策定を行っており、産業クラスターの評価体系の構築等

も担っている（【図表 14】）。 

また産業クラスターの運営にあたっては、クラスターマネジメント会社が各地域

に存在し、クラスター参加企業へのアドバイスやネットワーク形成をサポートし

ている。以下では、こうしたプロジェクトエージェンシーやクラスターマネジメン

ト会社の具体的事例について考察する。 

ドイツの代表的なプロジェクトエージェンシーの一つには、1978年にVDI（ドイ
ツエンジニアリング協会）と VDE（ドイツ電機電子情報技術協会）の民間 2 社
の JV として設立された VDI/VDE-IT5がある。主要クライアントはドイツ連邦政

府、州政府のほか、海外政府、クラスター運営機関等であり、ドイツや海外政

府のイノベーション政策の策定や、産業クラスターの発展・成長度合を図る評

価体系の構築（ラベリング制度6）やアドバイザリーサービス等を行っている。特

に、同社による評価基準の明確化は、クラスター間に競争原理が働くインセン

ティブになっていると想定される。 

 

 

 

 

                                                        
5 正式名称はVDI/VDE Innovation+ Technik GmbH。2013年売上高は約 30million EUR、スタッフは 300人強（エンジニアやテク
ニカルバックグラウンドを有する科学者、経済、法律、政策、社会学等の専門家によって構成）。 
6 European Cluster Excellence Initiativeによるクラスター評価制度（Cluster Labelling）、中立的専門家による数十のKPI項目評価
により、Gold, Silber, Bronzeの 3段階で評価。 

産業クラスターが

効果的に機能す

るための仕組み

作りが重要 

産業クラスターの

形成要素は、産

業集積とネットワ

ーク形成 

（出所）経済産業省資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

企業の集積 ネットワーク形成 産業クラスター× ＝

：研究機関 ：企業 ：大学 ：ネットワーク形成推進機関（凡例）
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【図表１４】 ドイツ産業クラスター形成におけるプロジェクトエージェンシー・ 
クラスターマネジメント会社の主な役割（概観） 

連邦政府、州政府

プロジェクトエージェンシー

クラスターマネジメント会社

クラスター参加企業

政策策定、
アドバイス

委託

評価/アドバイス

アドバイス
サービス

相談
要望

【事例】
VDI/VDE-IT

【事例】
MAI Carbon Cluster 
Management Company

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

またクラスターマネジメントの例としては、ドイツの CFRP クラスターである MAI 
Carbon の事例がある。同クラスターは CFRP 開発を主目的としており、政府と
産業界が同額を拠出し各種 Project を推進している。同クラスターの運営は
MAI Carbon Cluster Management GmbH というクラスターマネジメント会社が
担い、クラスター経営の戦略策定や企業間のマッチング等を通じたネットワー

ク形成の促進などを行っている。MAI Carbon は前述のラベリング制度でも最
上位の評価（Gold Label Status）を取得している。 

こうしたクラスター運営の意義としては、政府だけでなく民間企業から幅広く出

資を仰ぐことにより、民間企業の出資者が主体性に形成促進を図るインセンテ

ィブになること、また幅広い企業に出資を仰ぐことで、特定企業のメリットでは

なく、中立的な立場での運営が醸成されやすいことなどが考えられる（尚、化

学産業の視点からの同クラスターマネジメント会社の意義については、Ⅱ－1
－2．「化学」ご参照）。 

上述のように、産業クラスターの政策策定や運営を担う民間組織体が、ドイツ

のクラスター形成において有効に機能していると考えられる。 

（２）ドイツ連邦政府による産業クラスター政策 

上述の通り、ドイツの州単位での産業クラスター形成に向けた取組をみてきた

が、以降は連邦政府の取組について考察する。ドイツのクラスター政策はあく

まで州政府を中心に取組がなされているとみられるが、連邦政府はこうした州

政府の取組を促すような仕組み作りを実施しており、以下では具体的事例を

みていく。 

①多段階育成コンテスト形式 

連邦政府が実施する産業クラスター政策において特徴的な枠組みが、多段

階育成コンテスト形式である。 

 

（出所）ヒアリング等よりみずほ銀行産業調査部作成 
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当該形式では、まず、第一次選考により選ばれた候補地域が、政府から時間

と資金の支援を受けて計画を練り、試行的に研究を実施する。更に、最終的

な採択地域を選定するまでに一定期間を置くことにより、候補地同士で競わ

せる制度設計になっている。この競争の過程で、クラスター形成の候補地とし

て有力であることをアピールするために、各地で州政府の主導によるネットワ

ーク形成活動が促進される。 

こうした制度は連邦政府が主導的に地域を指定しネットワーク形成を推進する

よりも少ない労力で、かつ、広範な地域でネットワーク形成を後押しする効果

が得られる側面があると考えられる。加えて、応募された候補地域の中から、

特に良質なクラスター候補地域に重点的に資金を供給することにより、特定産

業で世界有数の競争力を持つクラスターへと成長することが期待しやすく、合

理的な仕組みと言えよう。 

②産業クラスター評価・公表制度 

ドイツをはじめ、欧州における産業クラスター政策では、産業育成のパフォー

マンス向上等を目的として産業クラスターの評価制度を導入している。例えば

ドイツの先端クラスターコンペティションでは、中間評価によって助成の継続が

審査され、成果が乏しい産業クラスターに対しては助成金を停止するような仕

組みも存在しており、パフォーマンス向上を促す仕組みとして機能している。 

また、産業クラスターの評価・公表によるメリットも大きいと考えられる。産業クラ

スターの評価基準を明確化し公表することで、各クラスターの産業の集積度

合い等を定量的に把握することが可能になる。結果として、他クラスターとの

比較や課題点も明確になり、同課題解決に向けた取組を行うことで、クラスタ

ーの効果的な形成が可能になると考えられる。また、高い評価を得た産業クラ

スターには資金面だけではなく、企業、人材が流入するといった副次的効果

も想定され、加速度的に産業集積の高度化が促進されると考えられ、このこと

も産業クラスター形成のインセンティブとなり得ると想定される。 

以上を総括すると、【図表 15】のように纏めることができる。ドイツでは公的研
究機関に加え、州政府が民間組織をうまく活用しながら、ネットワーク形成やク

ラスター形成を推進している。また、連邦政府も州政府の産業クラスター形成

を促進するような、多段階育成コンテスト方式や、評価・公表制度の活用によ

り、産業クラスター形成を後押ししている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

多段階育成コン

テスト形式により

幅広い地域での

ネッ トワーク形

成、良質な候補

地の重点的な支

援が可能 

クラスター評価制

度はパフォーマン

ス向上に資する 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

【図表１５】 ドイツ各地の厚みのある産業集積の構成要素 
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５．日本へのインプリケーション 

以上、ドイツの産業集積の構成要素に係る考察をまとめ、日本の現状と対比

すると、【図表 16】の通りであり、日本は各項目において相対的に劣後してい
ると考えられる。日本の各地域で厚みのある産業集積を構築していくには、こ

の掛け算の意図する部分を的確に理解すること、すなわち、分散された産業

集積は単独要件だけでは成立せず、各要因が相互に絡みあっていることを改

めて認識する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで以下では、（1）強い中小企業が生まれる土壌の醸成、（2）中小企業を
サポートする機関に求められる機能、（3）効果的な産業振興政策、の 3 つの
観点から、我が国における地域の厚みのある産業集積実現に向けた道筋に

ついて考察をしていきたい。 

（１）強い中小企業が生まれる土壌の醸成 

ドイツの事例に鑑みると、日本の各地域の中小企業は垂直統合型の系列取

引への依存度を薄め、幅広いバリューチェーンをカバーするビジネスモデル

への転換を目指し、特定企業非依存型の収益構造の構築を図っていくことが

必要と考える。 

この場合、中小企業は経営リソースに制約がある事から、幅広いバリューチェ

ーンを単独でカバーする事は難しい。従って、ドイツの FhG のような研究機関
によるサポートが求められよう。具体的には、日本には、産業技術研究を主業

務とする産業技術総合研究所（以下、産総研。前述【図表 9】参照）等の公的
研究機関が存在し、こうした機関の強化が必要と考えられる。既に、2015 年 2
月には中小企業支援を主目的として、産総研と公設試験研究機関（以下、公

設試）の連携が発表されるなど、中小企業へのサポートを強化する方針を明

確にしているが、今後の具体的な支援策の実効性について、注意深く見守る

必要があろう（【図表 17】）。 

 

 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

【図表１６】 産業集積の構成要素についての日独比較 
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産業集積やネットワーク形成
力が弱く、当初狙っているイ
ノベーション創出が実現出来
てない可能性

ネットワーク
形成機能

◎

△

州毎に厚みのある産業集積
を形成

中小企業の収益性は総じて
低い

中小企業は系列
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らの自立を 
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補完する機能が
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また、FhG は各地に研究所を有しており、これが地域の中小企業との連携を可
能とする一要素となっている。一方、日本の産総研の研究所の立地は全国をカ

バーするには至っておらず、連携相手の公設試も単独で FhG のように高度な
研究開発サポートが可能かといえば現実的には容易ではない。公設試では解

決が困難な課題については産総研へと寄せられることとなり、結局は産総研の

人的リソースがボトルネックとなってしまうことが想定される。こうした事態を避け

るべく、産総研は陣容の拡大、公設試は自組織の課題解決能力の向上を図っ

ていくことが求められよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）中小企業をサポートする機関に求められる機能 

①サポート機関が自律的に機能する仕組み作り 

FhG で特筆すべきは、中小企業のサポート機能が充実しているだけでなく、
研究者が主体的に民間企業の課題解決に当たっていくための仕組みが構築

されている点である。具体的には、FhG においては、民間からの資金獲得が
研究所の研究資金や組織・人事評価と連動する制度となっており、これが民

間企業からの案件獲得を積極的に行うことに対するインセンティブとなってい

る。日本においても、公的研究機関を中心とした支援体制の構築、陣容・機

能の強化に加え、当該機関が継続的に中小企業をサポートしていくような運

営制度の高度化を同時並行的に取組んでいくべきと考える。 

また、ビジネス化を見据えたアドバイス等を補完する観点では、上述のような

公的研究機関がコンサルティングファームや金融機関等と連携していくことも、

その機能をより充実させていく上で有効な手段ではないだろうか。 

②人材流動のハブ機能としての役割 

また、FhG は直接的な研究開発サポートだけでなく、企業間を結びつける上
で重要なコーディネート機能を発揮しネットワーク形成に寄与している。主に

応用研究を行う FhG は、基礎研究を行う大学や、ビジネス化を図る企業との
人材交流を通じ、大学、企業を繋ぐ人材や知見等のハブ機能を果たしている。

【図表１７】 日本の中小企業のビジネスモデル転換イメージ 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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現状の日本において、単純に模倣することは難しいと考えられるが、今後日

本でも産総研などの公的研究機関が産・学から人材を受け入れる体制を整え

人材交流を更に活性化させていくことが求められよう。 

（３）効果的な産業振興政策 

日本では、産業クラスターの素地となる競争力ある中小企業群の集積が未熟

である地域が多く、ネットワーク形成を含めた産業クラスター政策が効果的に

推進されていたかといえば、必ずしもそうとは言い切れない面もあると考えられ

る。こうした現状を踏まえ、以下では、ドイツの産業クラスター政策の事例に鑑

み、日本の産業クラスター形成促進に向けた 3つの方向性を示したい。 

①多段階育成コンテスト形式の採用 

日本におけるクラスター政策では、クラスターに指定された地域が多く、予算

が分散されてしまっている側面がある。日本の産業クラスター計画では行政主

導で 19地域を指定、旧知的クラスター創生事業の採択率は 60%（採択 18件
／応募 30 件）であり、結果として浅く広くの予算配賦となっている可能性は否
めない。 

一方ドイツでは、例えば 2008 年開始のクラスター政策である、
Spitzencluster-Wettbewerb（Cutting-Edge Cluster Competition）の採択率は
17.6%（採択 15件／応募 85件）となっている。こうした背景には多段階育成コ
ンテスト形式の活用により、良質な産業クラスター形成のポテンシャルを有す

るエリアへの選択と集中をしていることが背景にあると考えられる。日本におい

ても、多段階育成コンテスト方式の採用等により、クラスター形成の支援地域

を少数に絞ることで競争を促進していくことなどが、政策的に求められよう。 

②産業クラスター評価・公表制度の導入 

次に、産業クラスターの評価・公表制度の導入が考えられよう。各クラスターの

評価基準を明確化することで、各クラスターの課題を明確にし、課題解決に向

けた取組を促す効果が期待されよう。合わせて高い評価を受けたクラスターに

資金・企業・人材が流入するといった副次的効果により、加速度的な産業集

積の促進も起きうると考えられる。 

また、評価に伴うインセンティブ、或いはディスインセンティブ設計も重要であ

ろう。パフォーマンス評価による支援額の増減や、場合によっては指定剥奪の

仕組みを整備することで、各産業クラスターの競争を促す効果が期待されよ

う。 

③主体性・自律性を促すインセンティブ設計 

3 点目に、産業クラスター政策を効果的に運営していく観点から、各主体が積
極的に参画していくインセンティブとなる仕組みの構築が必要であろう。これま

で述べてきたとおり、ドイツの制度設計には、取組主体となる組織体或いは組

織体に所属する人材へのインセンティブ設計が様々なケースで取り入れられ

ている。 

その観点においてドイツの取組から示唆されるのは、一つにはプロジェクトエ

ージェンシーやクラスターマネジメント会社のような、民間組織の活用である。
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入 
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スト形式の採用 
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同組織活用に当たっては役割権限や責務を明確化することで、民間組織がク

ラスター形成促進に主体的に取り組む枠組みを構築すること、また IVAM の

事例にみられるように、ネットワーク形成には参加企業の少ない設立初期段

階では国が資金面のサポートを行いつつも、運営を民間にまかせる体制を構

築することなどがポイントとして考えられよう。 

またMAI Carbon、IVAMの事例にみられる様に、政府だけでなく民間企業か
ら幅広く出資等を仰ぐことにより、クラスターマネジメント会社やネットワーク形

成機関への出資者が積極的に活動に参画する為の動機づけになることなど

も、主体的なインセンティブ設計と考えられよう。 

日本の産業クラスター形成においても、上述のような取組等により主体性・自

律性を促すインセンティブ設計を検討していくことが求められよう。 

 

（4）まとめ 

以上、ドイツの事例に鑑みると、各地の厚みのある産業集積は主に、①強い

中小企業の育成、②中小企業をサポートする仕組みの構築、③効果的な産

業振興政策により構成されており、各地域の産業形成のベースとなっている。

日独では行政の体制などに差異があるものの、当該構成要素が相互に連関

している構造自体には大きな違いはないと考える。 

そのためドイツの政策をそのまま導入することができるわけではないものの、こ

れまで述べてきた通り、ドイツの政策的視座から学ぶ面は多いと考える。特に

産業クラスター形成を主体的・自律的に促すための各種インセンティブ設計

や、評価・公表制度導入による競争原理の導入等の発想は、日本の地域産

業政策に取り入れるべき重要な示唆ではないだろうか。 

こうした取組が地域活性化の中心となるべき中小企業の競争力強化を促し、

ひいては産業クラスターの形成、地域経済の自律的発展に繋がっていくこと

を期待したい。 
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Ⅲ－2－3． 人口減少社会下の都市政策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．我が国の都市の現状と都市政策上の課題 ～問題認識の整理～ 

我が国の近代都市計画は明治維新以降の局地的な都市改造の動きにはじま

る。制度化されたのは 1888 年の東京市区改正条例で、1918 年には横浜市・

名古屋市・京都市・大阪市・神戸市に準用された。第一次世界大戦以降は、

産業の発展と都市部への急激な人口集中により住宅不足・衛生状態の悪化

が問題化し、無秩序な市街地化が進行。総合的な都市計画や計画的な事業

が必要となり、1919年に東京市区改正条例の精神を引き継ぐ形で、国主導に

よる都市施設整備を目指した都市計画法・市街地建築物法が制定された。関

東大震災後の 1923 年に制定された震災復興特別都市計画法では、計画的

な都市づくりに向けて、土地区画整理制度が強化された。 

第二次世界大戦後には、戦災復興特別都市計画法が制定され、戦災により

荒廃した都市の復興に向けて、復興区画整理事業等による「質より量」を重視

した市街地整備が進み、公庫・公営・公団を中心とする住宅政策が強化され

た。高度成長期以降は、土地区画整理や新住宅市街地整備等により、都市

部に流入する人口の受け皿として、郊外を中心とする住宅市街地が形成され

るようになり、その後もモータリゼーションと団塊世代を中心とする旺盛な住宅

需要の顕在化から、市街地は急速に郊外へ拡大した。主要駅などの周辺で

は中核拠点となる地区形成に向けた都市機能の更新や基盤施設の整備も行

われたが、モータリゼーションの本格的な進展を背景に、ロードサイドショップ

等の新規立地や公共施設の郊外移転による郊外居住スタイルが確立し、そ

の後も市街地は拡大した。急速に郊外へ拡がった市街地は無秩序な開発とも

言われるが、その結果として中心市街地が衰退・空洞化し、人口減少社会に

転じるなか、中心市街地における低利用地が増加、郊外部でも人口密度の低

下がすすんでおり、都市問題となっている（【図表 1】）。 

 

我が国の近代都

市計画のはじま

り 

【要約】  

 戦後の日本は建設促進的な都市政策のもと、急速な都市化を実現した結果、市街地は
広域化。人口減少社会に入った近年は、集約型の都市構築に向け、「コンパクト+ネット

ワーク」型のまちづくりが提唱されている。 

 ドイツは日本に先んじて人口減少期を経験し、とりわけ旧東ドイツ地域では人口減少社
会における都市政策・事例があり、ドイツにおけるコンパクトシティ化実現には「ボトムアッ

プ・全体調和を重視した住民参加型の都市計画制度」が有効に機能したと推察。 

 ドイツの事例によれば、小規模市町村連携も人口減少社会における都市サービスの維
持に有効な施策である。また、連携推進にあたって生じる様々なハードルには、「アメ」と

「ムチ」を用いたトップダウンとボトムアップ両面からの取組が有効であったと推察される。 

 我が国で昨年整備されたコンパクトシティ関連 3法における立地適正化計画や集落ネッ

トワーク圏等による市町村連携について、国民全員が自らの問題として捉え、積極的に

検討し、取り組んでいくことが、これからの日本の活力維持・向上に必要と思われる。 

戦 後 の 「 質 よ り

量」を重視した住

宅政策と市街地

の郊外への拡が
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は郊外へ拡大 



 

 
第Ⅲ部 ドイツのマクロ経済 

 

みずほ銀行 産業調査部 

281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域毎に温度差はあるものの、今後も更なる高齢化・人口減少が見込まれる

なか、人口動態を踏まえた都市政策の策定・実行が喫緊の課題となっている。

国交省公表資料によれば、地方都市では、1970～2010 年にかけて人口が約

2割増加している一方で、市街地面積は約 2倍に拡がっているが、これからの

人口減少社会を踏まえれば、更なる人口密度の低下は不可避であり、有効な

施策を講じなければ、拡大した市街地に高齢者をはじめとする住民が疎らに

居住する状況になりかねない。生活機能・地域経済・地域活性化余力の衰退

によって都市利便性の低下を余儀なくされることが現実的なものとなっている

（【図表 2】）。 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者が増加する社会では自動車利用者数の減少も重要な視点であり、「健

康・快適なライフスタイルを送ることができるまち」「人口や年齢構成の変化に

対応した経済活動が営まれるまち」「財政面を含め持続可能な都市経営が可

能なまち」といったこれからのまちづくりの目標を実現するには、市街地の「人

口密度を維持」しつつ「中心市街地を活性化」し、「都市サービスを維持」する

集約型の都市構造が有効と言われている（【図表 3】）。2014 年に国土交通省

が公表した、国土づくりの理念や考え方を示す「国土のグランドデザイン 2050」

でも、「コンパクト+ネットワーク」型のまちづくりが提唱されている。 

【図表２】 これからの都市政策の視点 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

これからの高齢

化・人口減少など

を踏まえた地域

毎の都市政策の

策定が喫緊の課

題 

【 これまでの都市政策（人口増加社会対応型） 】
・開発（建設）の促進による急速な都市化の実現
・都市過密の解消、居住環境の整備
・広域に亘る都市機能（施設）整備
＋モータリゼーションの進展 ⇒ 市街地は拡大（郊外化）

【 これからの都市政策（人口減少社会対応型） 】
・縮小する地域にあった都市の整備（効率化）
・老朽施設や住居の維持・更新
・公共交通施設（ネットワーク）の整備（高齢者対応）
⇒職・住・商・遊・育・医等の近接（コンパクト化）

抜本的な見直しが必要

近年は集約型の

都市構造を目指

すことが有効と言

われる 

【 これまでの都市政策（人口増加社会対応型） 】
・開発（建設）の促進による急速な都市化の実現
・都市過密の解消、居住環境の整備
・広域に亘る都市機能（施設）整備
＋モータリゼーションの進展 ⇒ 市街地は拡大（郊外化）

【 これからの都市政策（人口減少社会対応型） 】
・縮小する地域にあった都市の整備（効率化）
・老朽施設や住居の維持・更新
・公共交通施設（ネットワーク）の整備（高齢者対応）
⇒職・住・商・遊・育・医等の近接（コンパクト化）

抜本的な見直しが必要

【図表１】 我が国における都市・都市政策の変遷 

・戦災都市における復興区画整理事業等により市街地整備推進
・住宅政策強化（公庫・公営・公団）

・都市部への人口流入による市街地のスプロール化（モータリゼーション黎明期）
・郊外を中心とした土地区画整理・新住宅市街地整備等による住宅市街地整備

←新都市計画法による無秩序な市街地拡大抑制（線引・開発制度の導入）

戦後復興期
（1945~55）

高度経済成長期
（1955~73）

安定成長期
（1973~86）

バブル景気
（1986~91）

バブル崩壊後
（1991~2008）

人口減少社会
（2009~）

・主要駅周辺等で、土地区画整理・市街地再開発（都市機能更新・基盤施設整備）
・団塊世代の旺盛な住宅需要
⇒ 郊外部での高水準な住宅供給（区画整理、ニュータウン開発）

・郊外居住スタイルの確立（モータリゼーション本格化）
⇒ ロードサイドショップ等の新規立地、公共施設の郊外移転など

・産業構造転換や国鉄民営化により都市部で大規模遊休地発生
⇒ 区画整理・市街地再開発による高次都市機能集積⇒ 東京一極集中加速

・大量の住宅地需要による郊外大規模住宅市街地整備

・地価下落による既成市街地でのマンション建設（人口の一部都心回帰）
・大型商業施設・公共施設の郊外化

←中心市街地活性化施策の整備（中枢市等への人口・都市機能集積）

・中心市街地における低未利用地の増加
・郊外部で老朽化したニュータウン・住宅団地の計画的なリニューアル

「質より量」

「都市部に流入する
人口の受け皿整備」

「拠点的な地区の形成」
「市街地の郊外化進展」

（中心市街地人口・来訪者の減少）

「都市の核となる地区の形成」
「都心部地価高騰」

⇒郊外居住（地域格差拡大）

「都心型マンションの増加」
「中心市街地の衰退・空洞化」

「都市の縮小と活性化」
「コンパクト+ネットワーク」

（出所）国交省資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
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ドイツは 1970 年代に日本に先んじて人口減少期を経験し、その後一旦増加

に転じるも現在は再度人口減少期に突入するなど、日本と同様、既に人口減

少・少子高齢化社会を迎えている（【図表 4】）。また、1990年の東西ドイツ統一

後は、旧西ドイツ地域への人口流入による旧東ドイツ地域都市の衰退など、

市町村単位ではより急速な人口減少を余儀なくされた都市もある。かかる環

境下、ドイツ特有の制度や都市政策により人口減少社会下で集約型の都市

構造を実現した事例がある。本稿では、我が国の今後の都市政策に示唆を

得るべく、ドイツの都市と都市政策を紐解き、これからの我が国の都市と都市

政策の在り方について考察することとしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ドイツの都市・都市政策 

（１）国土の概要 

ドイツは、中近世に乱立していた領邦国家・自由都市が発展・連合し形成され

た連邦国家である。この歴史的背景から各自治体が一定の自治権を有して

おり、人口・GDP は比較的各地に分散している。一方で我が国は、明治維新

以降の中央集権の下、国家・都市が形成され、近年は人口・GDPが首都圏に

集中しており、ドイツと日本は対照的な様相となっている（【図表 5】）。 

【 これまでの都市政策（人口増加社会対応型） 】
・開発（建設）の促進による急速な都市化の実現
・都市過密の解消、居住環境の整備
・広域に亘る都市機能（施設）整備
＋モータリゼーションの進展 ⇒ 市街地は拡大（郊外化）

【 これからの都市政策（人口減少社会対応型） 】
・縮小する地域にあった都市の整備（効率化）
・老朽施設や住居の維持・更新
・公共交通施設（ネットワーク）の整備（高齢者対応）
⇒職・住・商・遊・育・医等の近接（コンパクト化）

抜本的な見直しが必要

【生活機能の衰退】 【地域経済の衰退】 【地域活性化余力の衰退】

一定の人口密度（利用圏人口）
に支えられた各種生活機能（医
療・福祉・商業・公共交通等）が
成立しなくなり、全ての市街地に
おいて生活そのものが困難に

生活に不便なまちにおいては雇
用確保が困難となるため、企業
撤退・新規立地抑制の要因に

社会保障費や公共施設・インフ
ラの維持更新費用の増大、住
民税収や固定資産税収の減少
により、地方自治体財政が圧迫

○ 健康・快適なライフスタイルを送ることができるまち
○ 人口や年齢構成の変化に対応した経済活動が営まれるまち
○ 財政面を含め持続可能な都市経営が可能なまち

集約型の都市構造が有効？
・人口密度の維持
・中心市街地活性化
・都市サービスの維持

【まちづくりの目標】

そのため・・・

【懸念される将来像】 都市利便性（買い物・介護等）の低下

【図表３】 地方都市におけるまちづくりの目標 

（出所）国交省資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

・・・・・ 

ドイツの都市・都

市政策を紐解き、

我が国へのイン

プリケーションに

ついて 考察 した

い 

【図表４】 ドイツ・日本の人口推移と見込 

ドイツは我が国に

比べ人口・GDP と

も分散 

（出所）UN, World Population Prospects よりみずほ銀行産業調査部作成 
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（２）都市・都市政策の変遷 

都市・都市政策の変遷は歴史的背景に依る部分が大きく、ドイツでは 1990 年

の東西統一までは、旧西と東によって都市の歩みが異なる（【図表 6】）。旧西

ドイツでは、戦後の復興から高度成長期に至る 1970年頃まで、供給を優先す

る高度成長型都市開発が進んだ。具体的には、専門家主導による成長型の

都市計画により、高密で不衛生な大都市既成市街地の解体・整理を行い、郊

外に職住が分離された低密度で緑豊かな衛生的住宅地を開発する手法、所

謂「分節化された開放的な都市」の開発が多く行われた。 

しかしながら、この過程で、都市の歴史的市街地や都市伝統文化が破壊され、

都市が郊外に広がり、中心市街地の衰退が起こるなど、1970 年代に入ると、

それまでの成長型都市開発の在り方が問題視されるようになる。1970 年代以

降は、都市の個性・歴史・景観を重視する姿勢や市民の環境意識の高まりとと

もに、中心既成市街地のバリューアップを目指す都市開発へ移行し、1976 年

に連邦建設法大改正が行われると、それまでの専門家主導の都市計画に替

わって住民参加型の、エコロジーに配慮した都市計画が行われるようになっ

た。更に 1980 年代に入ると、郊外開発よりも既成市街地の再整備・生態系に

配慮した都市計画が優先されるようになり、本格的に街の質向上に向けた都

市の再開発が行われるようになる。 

一方、旧東ドイツでは、戦後から東西ドイツ統合までの間、社会主義政権の下、

社会主義型の低廉なプレハブ賃貸住宅の新規供給のみしか行われず、また

これらの住宅に対してはメンテナンスコストを下回る安価な賃料が設定された

ため、既存住宅施設の維持更新投資が十分になされず、中心市街地の老朽

化、衰退を招いた。 

その後、1990 年に東西ドイツ統一を迎えると、ドイツの都市政策は東西格差

是正と持続可能な都市・地域開発に重点が置かれるようになる。統一直後は、

旧東ドイツ地域ではモータリゼーションを前提とする郊外開発が進んだ一方

で、旧西ドイツでも東からの人口流入により再び郊外住宅開発が進展した。し

かしながら、その後、連邦政府が多様な都市計画補助プログラム等の政策を

整備し、再び既存市街地のバリューアップによる住環境の維持・向上へ向け

た取組みが行われるようになる（【図表 7】）。 

 

【図表５】 ドイツ・日本の地域別人口と地域別 GDP 

（出所）Eurostat等よりみずほ銀行産業調査部作成 

旧西ドイツでは戦

後 1970 年頃まで

ボ リ ュ ー ム 重 視

の高度成長型都

市開発が進んだ 

1970 年代以降は

街の質向上に向

けた住民参加型

の再開発・環境

重視の都市開発

に移行 

旧東ドイツでは社

会主義型の住宅

政策により中心

市 街 地 の 老 朽

化・衰退を招いた 

東西ドイツ統一後

の重点施策は、

東西格差是正と

持 続 可 能 な 都

市・地域開発 

バイエルン

バーデン=

ヴュルテンブルク

ヘッセン

ラインラント=

プファルツ

ザールラント

ノルトライン=

ヴェストファーレン

ブランデンブルクザクセン=

アンハルト

ザクセン
チューリンゲン

ハンブルク

シュレースヴィヒ=

ホルシュタイン
メクレンブルク=

フォアポンメルン

ベルリン

ブレーメン

ニーダー

ザクセン

2011年 （百万人/億ﾕｰﾛ）

【ドイツ連邦】

ノルトラインヴェストファーレン 17.8 22% 5,761 22%
バイエルン 12.5 15% 4,593 18%
バーデンヴュルテンベルク 10.8 13% 3,854 15%
ニーダーザクセン 7.9 10% 2,258 9%
ヘッセン 6.1 7% 2,277 9%
ザクセン 4.1 5% 960 4%
ラインラントプファルツ 4.0 5% 1,157 4%
ベルリン（都市州）【首都】 3.5 4% 1,018 4%
シュレースヴィヒホルシュタイン 2.8 3% 759 3%
ブランデンブルク 2.5 3% 569 2%
ザクセン＝アンハルト 2.3 3% 518 2%
チューリンゲン 2.2 3% 489 2%
ハンブルク（都市州） 1.8 2% 941 4%
メクレンブルク＝フォアボンメル 1.6 2% 357 1%
ザールラント 1.0 1% 317 1%
ブレーメン（都市州） 0.7 1% 271 1%
ドイツ連邦 81.8 100% 26,099 100%

人口 GDP
2011年 （百万人/億円）

北海道 5.5 4% 182,631 4%
東北 11.6 9% 384,755 8%
関東 45.6 36% 1,999,934 40%

東京都 13.2 10% 923,878 19%

神奈川県 9.1 7% 304,222 6%

埼玉県 7.2 6% 203,700 4%

千葉県 6.2 5% 187,995 4%

中部 18.1 14% 735,512 15%
近畿 20.9 16% 775,518 16%
中国 7.5 6% 280,887 6%
四国 4.0 3% 138,594 3%
九州 14.6 11% 476,280 10%
日本 127.8 100% 4,974,111 100%

GDP【日本】 人口
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1999年に導入された社会都市プログラムでは、複合的な問題を抱える衰退市

街地の再生プログラムとして、社会問題地区における生活条件の改善など、

物的環境整備に留まらず、ソフト面の環境改善等も実施されており、2011年ま

でに約 30億ユーロの財政が投入された。また、2001年に導入された旧東ドイ

ツの都市改造プログラムでは、旧東ドイツにある 100 万戸以上の未使用空家

のうち、約 35万戸の解体・減築に補助金を出して住宅密度を下げ、市街区域

の価値（生活の質）を向上させる取組がなされた。同様に、2004年に導入され

た旧西ドイツ地域の都市改造プログラムでは、経済的構造転換によって都市

構造上の問題・悪影響が出ている都市、1960～1970 年代の住宅地（団地）で

住宅市場・需要の変化により選別的な居住者の喪失・偏りが見られる都市を

対象に、「地区の顔づくり」「産業の新たな土地利用創出」「空家状況の改善」

など、旧東ドイツで顕在化しているような住宅の荒廃が起こる前の予防的施策

が実施された。更に 2008年に導入された中心市街地活性化プログラムでは、

公的空間の魅力向上、都市の顔をつくる建物の補修・改善、空家などの更新、

シティマネジメントなどを対象に補助が行われ、公的助成 50%・民間投資ファ

ンド 50%出資の中心市街地活性化ファンドの創設など新たな手法による助成

も試みられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な都市計画

補 助 プロ グラ ム

により住環境の

維持・向上が図ら

れた 

【図表６】 ドイツにおける都市政策の変遷 

（出所）参考文献よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表７】 ドイツにおける都市・地域再生に関わる多様な政策（都市改造・再生） 

（出所）参考文献よりみずほ銀行産業調査部作成 

旧西独

旧東独

高度成長型都市開発
（ボリューム重視）

歴史的市街地や中心市街地が衰退

東西ドイツ統一

街の質向上に向けた再開発
環境重視の都市更新
⇒住民参加型へ

東からの流入
（人口増加）

⇒住宅建設増加

戸建開発積極化
郊外大型商業施設

(西側資本流入）

広域的な計画態勢や仕組が不十分なまま
格差是正に向けた都市開発を推進

社会主義的住宅供給
（低廉・賃貸）

多様な都市計画補助プログラム
による都市改造・再生へ

－ コミュニティ再生
－ 住環境整備
－ 歴史環境再生
－ 都市文化魅力向上 など

（CY）

（西独）専門家主導の成長型都市開発

（東独）社会主義型都市開発
都市問題の増加

事例：
ライネフェルデ（市街地人口密度の維持）

事例：
エルスターヴェルダ
（小規模市町村連携）

事例：
ダルムシュタット（中心市街地活性化）

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

 統一後10年経っても残る東の構造的問題

 大都市中心部の商業機能衰退、大型住宅団地問題、軍用地・産業跡地の土地利用転換、雇用問題

 都市問題に対する複数の都市改造（再生）プログラム（都市計画補助）

 社会都市プログラム（1991年～）

 旧東ドイツ地域の都市改造プログラム（2001年～）

 旧西ドイツ地域の都市改造プログラム（2004年～）

 中心市街地活性化プログラム（2008～2015年）

 歴史的市街地再生プログラム（都市計画的記念物保全）（東：1991年～、西：2009年～）

 国の都市発展政策（2007年～）

 上記都市改造プログラムのほか、以下のテーマに取組

• 小規模市町村連携による中心機能強化

• 都市再開発・新開発施策

• 社会インフラのエネルギー施設改善

• 気候変動とグローバルな責任

• 建築文化の継承・発展

• 広域都市の強化

近年の都市・地域再生に関わる多様な政策（都市改造・再生）
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（３）自治体間連携 

ドイツでは、各州が独自の基準に基づき認定し、都市整備・活性化を図る「中

心地システム」と呼ばれる仕組みが存在する（【図表 8】）。具体的には、各州

が国土整備政策基本方針にて示される「中心地で備えるべき都市機能」と「各

中心地への到達時間」に基づき州単位で中心地を認定し、計画を策定するも

ので（【図表 9】）、中心地間の交通網もこれに基づき整備される。中心地レベ

ルに応じて整備される社会資本が異なるため、各都市において、上位認定を

目指すことがインセンティブとなっている。 

人口減少社会では、中心地レベルの格下げや指定中心地数の減少も想定さ

れるため、複数の中心地が連携し、一つの中心地では維持できない機能や

施設を整備・維持しようとする取組が行われている。この自治体間連携で圏域

内の都市サービスのダウンサイジング化を防ぐことにより、住民の一定の生活

の質を維持することが図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、自治体間の垂直連携の枠組として上位中心地を核とする「メトロポール

レギオン」と呼ばれる都市圏連携も存在する。このメトロポールレギオンは、上

位中心地を核として近隣都市間が連携、及び連携に基づいたパートナーシッ

プを確立し、経済的・社会的・文化的発展を目指すものである。ドイツでは州

を跨ぐものを含め、全部で11のメトロポールレギオンが存在する（【図表10】）。 

 

 

都市整備・活性

化を図る「中心地

システム」 

中心地の連携に

より都市サービス

を維持 

中心地
システム

中心地の
人口

整備される社会資本

上位中心地
10万人
以上

大学・スタ ジアム・（中央／総合）病院・大百貨店・銀行・
保険会社・高級官庁等

中位中心地
約2～
10万人

職業専門学校・小規模スポーツ施設・一般病院・
高級品買物施設・下級官庁等

下位中心地
約0.6～
2万人

基幹学校・スポーツ施設・（家庭／専門）病院・
日用品サービス

小中心地
約0.1～
0.6万人

地域サービス施設（郵便局／金融機関／集会場等）

【図表８】 中心地の一般的な認定基準 

（出所）公益社団法人土木学会「バイエルン州における広域圏と総合交通体系」よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表９】 国土整備政策基本方針が示す目標到達時間 

自治体間の垂直

連携「メトロポー

ルレギオン」 

（出所）公益社団法人土木学会「バイエルン州における広域圏と総合交通体系」よりみずほ銀行産業調査部作成 

上位中心地

中位中心地

下位中心地

120分

45分 45分

25分 25分25分

任意の居住地

30分

20分

60分
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（４）都市計画制度 

ドイツの都市計画に関する公法は、都市計画法（建設法典と同法典に基づく

建築利用令などの法規命令）と建築秩序法から構成される。前者は都市計画

の内容と計画実施の手続を規定するもので、立法権は連邦と州にある。後者

は実際に建築を行う際に個々の建築物を規制・誘導するもので、州に立法権

があり、全 16州が各々制定している。 

かかる法体系のもと、国土計画から地区建設詳細計画に至るまで、各行政単

位がそれぞれ都市計画を策定しており、個別建築は同計画に沿った建築許

可（書）を取得する形で行われる。これらの計画は連邦・州・市町村が並列に

連携し、「下位計画は上位計画に整合」し、「上位計画は下位計画に配慮」し

て策定されるており、全体が一貫した都市計画体系となっている（「対流の原

則」）。このため、ドイツの都市計画は「将来の全都市を計画する」と言われる

（【図表 11】）。 

ドイツの都市計画において特徴的なのは、F プランと B プランと呼ばれる計画

である。いずれも市町村に策定義務があるが、F プランとは各都市の管理区

域全体を対象とし、長期的視点から土地利用の種類を示し、都市施設等の建

築を誘導する計画である。また、B プランとは街区などの一定区域を対象とし、

短中期的視点から建築物の用途・範囲・構造・交通スペースの位置などを規

定した計画で、法的拘束力を持ち、定期的に見直しが行われている。 

B プランを策定している地域では同プランが建築許可基準となるが、策定して

いない地域においても、既成市街地との調和や公共利益・都市施設整備の

確実性、環境保全などが審査のポイントになるなど、既成市街地整備を重視

した制度となっている（【図表 12】）。 

 

 

 

都市計画法と建

築秩序法からな

る法体系 

連邦・州・市町村

が並列に連携し、

一貫した都市計

画を策定 

都市管理区域を

対象とする F プラ

ンと一定区域に

おいて法的拘束

力を持つ B プラン 

既成市街地整備

を重視 

【図表１０】 メトロポールレギオン一覧（11 都市圏） 

（出所）一般財団法人自治体国際化協会「ドイツにおける大都市制度改革の現状と課題」等よりみずほ銀行産業調査部作成 

メトロポールレギオン名 中核都市 人口
（2011年/百万人）

設立

ライン・ルール
ケルン、ドルトムント、エッセン、デュッセルドルフ、デュイスブルク、ボッフム、

ヴッパータール、ボン、ゲルゼンキルヘン、メンヘングランッドバッハ 11.64 1995年

ベルリン・ブランデンブルグ ベルリン、ポツダム 5.96 1995年

フランクフルト・ライン・マイン フランクフルト、ヴィースバーデン、マインツ、ダムシュタット、オッフェンバッハ 5.54 1995年

シュトゥットガルト シュトゥットガルト、ロイトリンゲン、エスリンゲン・アム・ネッカー、ハイルブロン 5.28 1995年

ハンブルク ハンブルク 5.08 1995年

ミュンヘン ミュンヘン 5.52 1995年

中部ドイツ ライプツィヒ、ドレスデン、ケムニッツ、ハレ、ツヴィッカウ 6.82 1997年

ハノーファー・ブラウン
シュバイク・ゲッティンゲン

ハノーファー、ブラウンシュバイク、ゲッティンゲン・アム・ネッカー、ハイルブロン 3.85 2005年

ニュルンベルク ニュルンベルク、フェルト、エアランゲン 3.45 2005年

ブレーメン・オルデンベルク ブレーメン、オルデンブルク、ブレーマーハーフェン 2.72 2005年

ライン・ネッカー マインハイム、ルードヴィヒスハーフェン、ハイデルベルク、ヴォルムス 2.36 2005年
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日本が戦後、都市のスプロール抑制を意識しながらも、民間主導によって急

速な都市化と郊外での居住環境整備を進められたのは、緩やかな開発コント

ロールによる建設促進的な都市計画制度であったからと言われる。一方でドイ

ツの都市計画制度は、日本の法体系・都市計画制度と比して「建設の自由が

ない」「都市計画・都市施設がないところに建設はない」と言われる。日本の都

市計画制度はドイツから採り入れたこともあり、日独ともに都市計画制度は土

地利用コントロールを手段とするものであるが、ドイツの方が土地利用（計画）

の用途区分が細かく、詳細計画が法的拘束力を持つなど、都市政策におい

て都市計画が持つ力が強い。また計画策定に行政が民意を最大限採り入れ

るとともに、都市の状況にあわせて随時修正が行われるなど、住民の意思が

通りやすい運営がなされている。都市問題を先回りして、荒廃が進む前に都

市計画的政策が志向され、解決方法の是非を住民に問いながら計画を推進

するなど、地域住民に最も近い行政組織が責任を持って、良好で住みよい街

づくりを実現している。規制力が強い都市計画であるが故に住民参加と行政

の責任感醸成に成功している可能性も推察され、我が国のまちづくりにも参

考になる視点ではないだろうか。 

【図表１１】 ドイツの都市計画の仕組 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

【図表１２】 F プランと B プラン 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

規制力が強い都

市計画制度であ

るが故に住民参

加と行政の責任

感醸成に成功し

ている可能性 

自治体域（F-Plan）

B-Plan策定区域

外部区域

連坦市街地

計画レベル 対象エリア 内容
策定
主体

根拠法
目標
期間

国土計画 州
集中居住地と、環境・経済・定住・ｲﾝﾌﾗ分野に関す
る、州全体の空間的な秩序や発展に向けた国土総合
計画（空間計画）や原理・目標

州
総合地域開発計画法、

各州国土計画法
長期

地域計画
（Regional Plan）

計画地域 州（計画地域）の一部地域における国土計画
州

市町村
地域開発計画法、
各州国土計画法

長期

土地利用計画
（F-Plan）

各都市の
管理区域全体

土地利用の種類を示し、公共施設・廃棄物処理施設・
道路・鉄道・建設予定路線等を定める建築誘導計画。
市町村に策定義務があるが、法的効力はない。

長期

都市建築基本計画
（ﾗｰﾒﾝﾌﾟﾗﾝ）

都市内の
一定区域

計画手法・計画・計画変更とともに都市内の一定区間
を制限するBプランのための草案の基礎。計画の姿勢
や心構え、建築物の高さ・方位・オープンスペース・駐
車場・土地利用等を示す（策定義務はない）

中期

地区建設詳細計画
（B-Plan）

街区を前提とした
一定区域

（市町村が定める）

建築物の用途・範囲・構造・交通スペースの位置など
を規定。法的拘束力がある。

建設法典、建築利用令、
区画整理法、規定

短中期

建築許可（書） 建築を行う敷地
個別建築にかかる許可。配置図・平面図・立面図・断
面図を用いて申請。

建設法典、建築利用基準、
各州建築基準、区画整理法、

規定、指針
短期

市町村

建設法典、
区画整理法、
規定、指針

広域

個別
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３．ドイツの都市政策事例研究 

この章では、前章のドイツの都市・都市政策制度を踏まえ、第一章で問題提

起した近年の我が国の都市政策上の課題（「人口密度の維持」「中心市街地

活性化」「都市サービスの維持」）について、ドイツの事例から成功のポイントを

考察することにしたい。 

（１）市街地人口密度の維持（事例：ライネフェルデ） 

ライネフェルデ市は旧西ドイツとの境にある旧東ドイツ・チューリンゲン州に位

置する中小都市である（【図表 13】）。1960年代初頭は人口 2,600人程度の小

さな村であったが、東ドイツ政府が社会主義経済の下で進めたセメント生産、

紡績工場の建設に伴い、急速に発展した。1989年には人口が 16,000人に達

し、最大で 25,000 人までの人口増を想定した大規模開発が行われ、ライネフ

ェルデ団地が誕生した。 

しかしながらその後、1990年の東西ドイツ統一の影響により約 4,000人が転出

し、団地の約 26%が空き家となった。これを受けて、1994 年に市の最重要政

策として、団地再生開発プロジェクトが開始された。同プロジェクトでは自治体

が一方的にプロジェクトを計画・遂行するのではなく、住民が団地再生プロセ

スに参画して意見を述べることができる「オープンビルディング方式」によって

地域住民の意見を尊重したマスタープランが作成された。マスタープランでは、

①団地の中心地区を重点的に整備することで都市構造が明確化され、②公

共的利用と私的利用を区分のうえ各々オープンスペースが整備されており、

③周辺の構造調整地域では今後の人口動態に合わせて柔軟かつ多様な住

居供給を継続的に実施できるものとされた。本プロジェクトにより「労働」「居住」

「自然」と各々の調和をテーマとしつつ、人口規模に見合った市街地の縮小と

団地全体の居住環境向上によって、街の賑わいを取り戻すことに成功した。 

市街地縮小に具体的に用いられた手法は、既存住棟の減築をはじめ（【図表

14】）、団地周辺地域の景観面に配慮した交通網整備など、団地との一体化

を目指した面的開発による街づくりが行われた。この事例のポイントは、「市街

地縮小による地域活性化」という難しい取組について、自治体主導の都市計

画を遂行するだけではなく、住民参加のプロセスを経ることによって、市街地

の全体調和に向けた都市計画策定に住民と自治体が一体となって取り組ん

だ点にあろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口増に伴い、

大規模な団地開

発が行われた 

手法 概要

減築 住棟全部もしくは不要な住戸の取り壊し

転換
不要となる従来住宅に使用されていた空間を都市環境
整備に使用

連結・増床
隣接する住棟を新規のパーツでつなぎ街並みを創生す
る、上下の住居を階段で連結する等

ノーマライゼーション化 高齢化対応（エレベータ、スロープの設置等）

温熱性向上 外壁への断熱材取付、断熱サッシへの交換等

新機能の付加
リサイクル資源を使用したオープンスペースの整備、散歩
道とサイクリング専用道路の整備

【図表１４】市街地縮小に用いられた手法 

（出所）ランドスケープ研究「ドイツにおける団地再生の取組」より 

みずほ銀行産業調査部作成 

東西ドイツ統一の

影響により人口

が減少し、空き家

が増加したが、住

民参加型の都市

計画によって市

街地を縮小し、街

の賑わいを取り

戻した 

住民参加型の全

体調和に向けた

都市計画策定の

取組 

【図表１３】ライネフェルデ市地図 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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（２）中心市街地活性化（事例：ダルムシュタット） 

ドイツでは 1970年代以降、郊外を中心とする大型ショッピングセンター等の建

設が急速に進んだことをきっかけに、中心市街地は空洞化の危機に直面した。

これを回避すべく、土地利用制限等により大型小売店舗の開発を抑制すると

ともに、中心市街地の活性化を進め、あわせて公共交通機関を整備すること

で、空洞化に歯止めをかけようとした。なかでもドイツ中西部ヘッセン州にある

人口 14 万人の地方都市ダルムシュタット市（【図表 15】）では、長期に亘って

官民が連携し、商業を中心とする民間企業を中心市街地に誘致することで、

市街地の空洞化を防ぎ、中心市街地活性化に向けた取組を行っている。 

ダルムシュタット市は過去に 3 度の大きな転換を迎えている。1 度目は 1970

年代はじめ、郊外で大型ショッピングセンター（以下 SC）の進出計画が浮上し

た時のことである。同市都市計画局および同市議会は進出しようとした同 SC

を街の中心であるルイーゼン広場に誘致することで、空洞化の回避を狙った。

元来、同エリアは交通量の多い幹線道路が交差しており、さらに多数の路線

バスやLRT
1の発着も相俟って道路渋滞が従前から問題視されていた。そこで、

大型 SC の市中心部への誘致を契機に幹線道路を地下に通し、地上部は路

線バス・LRT のみの走行とし、一般車両を完全にシャットアウトしてトランジット

モールとした。また、地下に 860 台が駐車可能な大規模駐車場を整備するこ

とで、自動車利用者にも配慮された都市空間を形成。1977 年には第一次整

備として、この SCの誘致をきっかけとした都市整備が完成した。 

その後、活況を取り戻した広場の近隣地区においても再開発の計画が進行し

た。歴史的建物を保存・修復しつつ、コンサートホールや食料品モールを整

備するとともに、建物の間にはイベント用の（冬季はスケートリンクとして活用で

きる）広場を設置し、地下駐車場を 860 台から 350 台増築することで、更なる

賑わいを見せる街へと変貌した。この第二次整備が完成したのは第一次整備

終了から 20 年経った 1997 年のことである。更に約 10 年後の 2006 年には、

中心街からワンブロック離れた地区で、若者を意識した集客施設としてファッ

ションモールが整備されたほか、中心部との間をつないだ通路が整備され、

店舗の上階には住宅が整備され、周辺にも小売店舗が林立するようになるな

ど、中心市街地活性化に向けた取組が行われ、第三次整備が完成した。 

本事例における中心市街地活性化に

向けた取組のポイントは、①中心市街

地の再開発にあたり公共交通機関の

整備をあわせて行ったこと、②中心市

街地のマネジメントを官民一体で行っ

ていること、③中心市街地への集客を

意識した再開発を 30 年以上に渡り継

続していること、の 3 点と言えよう。大胆

な発想で、官民が一体となり、粘り強く

街づくりに取り組むことは、日本の都市

政策でも重要な要素ではなかろうか。 

 

                                                        
1 LRT（Light Rail Transit）：次世代型路面電車 

ダルムシュタット

市は空洞化を避

けるべく、大型シ

ョッピングセンタ

ーを中心市街地

に誘致 

公共交通機関と

自動車利用者の

双方に配慮され

た第一次整備 

第一次整備以降

も行われた中心

部の活性化は周

辺エリアの活性

化にも寄与 

長期的視野を持

っ た 粘 り 強 い 官

民一体の取組が

重要 
ベルリン

ヘッセン州
ダルムシュタット

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

【図表１５】ダルムシュタット市地図 
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ベルリン

ブランデンブルク州
エルスターヴェルダ地域

（３）小規模市町村連携による都市サービス維持（事例：エルスターヴェルダ） 

中心地システムを活用した小規模自治体間連携

の事例としてブランデンブルク州エルスターヴェル

ダ地域（エルスターヴェルダ市とバード－リーベン

ヴェルダ市の連携）の事例を挙げる。エルスターヴ

ェルダ地域はベルリンの南約 110 キロに位置して

おり（【図表 16】）、両市間の距離は約 14 キロ。エ

ルスターヴェルダ市（人口：約 0.9 万人）は鉄道の

結節点という地理的利点を活かした工業用地を多

く有する産業都市で、バード－リーベンヴェルダ市

（人口：約 1.0万人）は温泉を擁する保養観光都市

である。1995 年の州計画において両市は、連携を

推進することで双方の特性を活かす「機能補完型

中位中心地」に指定された。 

しかしながら、州からは指定以上の特別な働きかけもなく、各々が独自路線に

よる都市の成長を志向したため連携は想定以上に進展しなかった。かかる状

況下、2005 年に出された新たな州計画草案では両市ともにこれまでの「機能

補完型中位中心地」に指定されず、それぞれを「単独で下位中心地」に位置

付けるべきとの意見書が提出された。 

両市は上記意見書を踏まえ、2006 年に連携協定を締結。その協定では、

各々の自治体が共同中心地の発展目標と整合した発展を進めていくことや競

合的なインフラ整備は行わないこと等を取り決めた。エルスターヴェルダ市は

経済・学校都市として産業振興と企業誘致に必要なインフラを、一方のバード

－リーベンヴェルダ市は温泉・健康・保養・観光として必要なインフラを継続的

に整備する方針を固めた。必ずしも機能を分担する項目のみで構成されてい

るのではなく、相互に連携する項目も相応に設定することで、「分担」「連携」

のバランスを重視した計画になっている。機能分担・連携分野は、ほぼ全ての

行政分野に及ぶ幅広いものであったが、詳細事項については州の介入が見

られない分野もあり、個別調整を要する項目もあった（【図表 17】）。 

 

 

 

 

 

人口減少社会における効率的な社会サービスの実現には、このような市町村

連携が有効になる場合が多いが、連携分野毎に難易度が異なり、また利害関

係の対立が避けられない。本ケースでは「アメ」（より上位の中心地指定による

社会資本整備）と「ムチ」（下位中心地指定による都市機能の低下）を用いて

ボトムアップの取組推進に成功しており、市町村連携推進には広域機関によ

る「アメ」と「ムチ」を用いた積極的関与（トップダウンアプローチ）と、連携推進

組織の設立や中立的専門家による利害調整などのボトムアップアプローチの

両面からの取組が必要かつ有効である。 

両市は補完型中

位中心地に指定

されるも、各々独

自路線の発展を

目指す 

連携が進まず、

「単独の下位中

心地に位置付け

るべき」との意見

書が提出される 

連携協定を締結

し、双方の特性を

活かした連携が

図られることに 

近隣市町村連携

の利害調整には

「アメ」と「ムチ」を

用いたトップダウ

ンアプローチとボ

トムアップからの

取組が必要 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

【図表１６】 
エルスターヴェルダ地域地図 

【図表１７】エルスターヴェルダ地域における両市の連携事例 
 

類型 機能分担 連携・協働 個別調整

分野 学校 産業振興 商業施設

担当市 エルスターヴェルダ市 エルスターヴェルダ市 エルスターヴェルダ市

備考

バードリーベンヴェルダ市には小学校
と一般中学校のみしかなく、エルス
ターヴェルダ市の学校に通う生徒も少
なくない

バード－リーベンヴェルダ市職員もエ
ルスターヴェルダ市役所の産業振興
部局に勤務（連携・協働）

バード－リーベンヴェルダ市の大型SC
開発計画で両市が対立（相対で個別
調整）

（出所）社団法人日本都市計画学会「ドイツにおける水平的機能分担型広域連携に関する研究」等より 

みずほ銀行産業調査部作成 
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４． 我が国へのインプリケーション導出に向けた考察 

（１） 我が国の近年の代表的な都市政策 

① コンパクトシティ化 

我が国のコンパクトシティの発想は 1970 年代にはじまる。当時は都市への人

口集中を招くとして批判されていたが、1980 年代に地方中小都市の人口がピ

ークを迎え、高齢化・人口減少社会に転じるなか、徐々に局地的に検討・議

論されるようになった。その取組の好事例として度々採り上げられる富山市で

は、1999 年頃から市街地の集約を模索し、2002 年頃から本格的な取組がは

じまった。近年は日本全体として高齢化・人口減少が見込まれるなか、脚光を

浴びている施策・構想であり、札幌市・稚内市・青森市・仙台市・富山市・豊橋

市・神戸市・北九州市などが公式に政策として採用している。国交省も 2000

年に政策転換をし、2006 年のまちづくり 3 法改正（都市計画法・大規模小売

店舗立地法・中心市街地活性化法）のほか、2014 年にコンパクトシティ関連 3

法（都市再生特別措置法・中心市街地活性化法・地域公共交通活性化法）を

改正するなど、取組促進を本格化させている。 

本稿の視点から注目されるのは、都市再生特別措置法における立地適正化

計画である。これは、都市全体の観点から、都市機能誘導区域と居住誘導区

域を定め、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能立地と公共交通の充

実について市町村が策定する包括的なマスタープランである。国は同計画に

基づき、都市機能誘導区域内において都市機能立地支援事業と都市再構築

戦略事業による支援（民間補助や交付金・税制措置・金融支援など）を行い、

民間による中心部への都市施設整備と中心部での計画的な社会資本整備を

促進する。同様に居住誘導区域内では、区域内の居住環境向上に向けた整

備が推進される。また同計画誘導区域外での都市機能立地・住宅開発は届

出制であるなど、緩やかなコントロールが図られているほか、居住調整地域や

跡地管理区域の設定が可能であるなど、市町村が様々なインセンティブを活

用してコンパクト化を進めることができる枠組になっている。 

② 小規模市町村連携 

コンパクトシティ化への取組とあわせて近年、市町村連携に向けた取組も活

発化している。総務省は 2014 年、新しい広域連携の推進として「連携中枢都

市圏」「定住自立圏」「集落ネットワーク圏」の形成促進を掲げた。前 2 者は一

定規模以上の都市を中核に据えて近隣市町村を巻き込むことにより、高次な

都市機能と生活関連機能サービスの維持・強化を図るものであり、後者は高

齢化・人口減少が顕著な集落単位で、基幹集落へ生活関連施設を集中して

整備するとともに、近隣集落をネットワークで結ぶことによって、地域産業振興

と日常生活機能の確保を実現し、定住環境を整備する取組（支援制度）であ

る。地方の財源は限定的であり、とりわけ中山間地域において高齢化・人口減

少が急速に進んでいることを踏まえれば、無理なコンパクトシティ形成のみを

推進することは現実的な施策ではなく、「集落ネットワーク圏」形成による日常

生活支援機能の確保が有効な施策として期待される。 
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（２）ドイツから学ぶもの 

先に見たドイツの都市政策においては、人口減少社会下のコンパクトシティ化

実現に「ボトムアップ・全体調和を重視した住民参加型の都市計画制度」が有

効に機能したと推察される。然しながら国民の都市計画に対する姿勢2や各国

の都市計画制度は歴史的背景や法体系制度の違いによるところが大きく、そ

のまま我が国に示唆を得ることは難しい。かかる点を踏まえつつ我が国への

示唆を考察するならば、「計画なきところに開発なし（都市計画の重要性）」

「対流の原則（国全体としての都市計画の一貫性）」といったドイツの都市計画

上の特徴と、「住民参加型の全体調和（地域密着型街づくり）」を実現している

という運用面の現実を、日本の制度と照らし合わせて考えることが有用である

と思われる（【図表 18】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンパクトシティ関連 3 法の改正により、立地適正化計画・地域公共交通網形

成計画・中心市街地活性化基本計画の策定と、これに基づく支援制度が整

備され、積極的な活用が推奨されているが、ドイツの都市計画上の特徴であ

る「計画なきところに開発なし」「対流の原則」のキーワードからコンパクトシティ

化の成功について考察するならば、まち・ひと・しごと創生総合戦略で定めら

れたKPIである 150市町村（全市町村の約 1割程度）での立地適正化計画策

定目標では不足感を否めず、全ての市町村が悉皆で計画策定に取り組む必

要があるのではなかろうか。悉皆での策定を求めることにより、都市計画への

ボトムアップの取組やそれに対する意識が強化されよう。また同時に、立地適

正化計画で求められている市町村都市計画マスタープランや都道府県が作

成する都市計画区域マスタープランとの平仄を踏まえれば、土地利用計画と

の一体性も担保され、「対流の原則」も実現されると思われる。ドイツのコンパ

クトシティ化実現の成功要因・視点を採り入れることで、結果として、将来の日

本の全都市を計画することになり、全体調和型のコンパクトシティ化が実現さ

れるのではなかろうか（【図表 19】）。 

                                                        
2 日本の都市が権力者によって形成された城下町を出発点にしているのに対し、ドイツの都市は自治権を獲得した集落が基盤と

なっており、城壁に囲まれた共同体を外敵から防衛するなどの公共の利益を優先することが最善の都市政策という共通理念が住

民に浸透している。 

「ボトムアップ・全

体調和を重視し

た住民参加型の

都市計画制 度」

が人口減少社会

下のコンパクトシ

ティ化実 現に有

効であった可能

性 

【図表１８】 ドイツにおける都市の活力維持の仕組み（推察される要因） 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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また、我が国では近年、市町村都市再生協議会・公聴会・都市計画審議会等

の都市計画への住民参加の枠組が年々整備されているが、一層の充実を図

るべく、住民への都市計画の露出を増やし、場合によっては策定への参加義

務を付すなどして意識高揚を図ることも有効であろう。年々増加するまちづくり

会社3等の積極的な設立・活用により、地域関係者を都市政策・まちづくりへ

引き込むことも、「住民参加型」の全体調和を実現するのに有用であると思わ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コンパクトシティ化の目的のひとつである「都市サービスの維持」については、

小規模市町村連携も有効な施策であり、ドイツの事例によれば、同連携推進

に「アメ」と「ムチ」を用いたトップダウンと、ボトムアップの両面からの取組が有

効であったと推察する。前段と同様に、これを我が国での連携推進にあては

め、「トップダウン」「ボトムアップ」の観点から考えることが有効であろう。「トップ

ダウン」的取組については、集落ネットワーク圏4形成において、市町村に求め

られている集落ネットワーク圏の設定・計画策定の取組をスピードアップするこ

とが必要と考える。 

2014 年に総務省（過疎問題懇談会）が公表した資料・データによれば、集落

点検による実態把握を行っている市町村・集落活性化プランを作成している

市町村は全体の約 1割程度に留まっており、集落ネットワーク圏を設定してい

る市町村も約 2 割程度に留まっている。地方の集落に居住する住民の生活レ

ベルを維持するには、広域行政組織である市町村が、対象地域の人口の将

来予測を踏まえ、広域的観点から早急に計画策定に取り掛かる必要があろう

（【図表 20】）。 

                                                        
3 施設整備などのハード面とイベント企画などのソフト面から主に中心市街地のまちづくりを推進する主体。任意団体や非認定

NPO、株式会社形態からなり、地域密着型の公益性と企業性を併せ持つ。 
4過疎化がすすむ複数の集落（人口 100～5,000人程度が太宗）について、市町村が設定する地域活性化に向けた取組単位のこ

と（2～20程度の集落グルーピングが太宗）。総務省が推進する施策で、国・都道府県・市町村によるネットワーク圏形成推進と同

一ネットワーク圏に属する集落の地域活性化に向けた計画策定・取組によって、地域住民の生活水準を維持・活性化しようとする

もの。 

【図表１９】 日本でのコンパクトシティ化推進に向けた施策の考察 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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またトップダウンの取組における「アメ」と「ムチ」の視点については、市町村な

どの広域行政機関等による日常生活支援機能の維持と地域産業振興に向け

た取組の実現性向上が「アメ」であり、何も手を打たずに自然と集落が衰退し

ていくことが「ムチ」と考えられる。但し、いずれの手法も地域住民にとって「ア

メ」「ムチ」として認識しづらい。そのため広域行政機関は明確な将来ビジョン

を策定して住民に掲示することや、地域住民との円滑な意思疎通によって集

落によるボトムアッププランの納得性を向上させる「アメ」の周知に向けた取組

はもちろんであるが、対策を講じなければ日常生活支援機能の維持すら難し

く、生活水準が低下していくことについての現実・危機感を、地域住民・集落

に切迫感をもって伝えるという「ムチ」の取組が重要ではなかろうか。 

同様に「ボトムアップ」の観点から集落ネットワーク圏による活性化の推進を考

察するならば、集落住民が集落ネットワーク圏構想について理解を深め、広

域行政機関である市町村と円滑な意思疎通を図り、高い意識をもって地域コ

ミュニティ組織の確立や集落ネットワーク圏活性化プランの策定などに取り組

む必要があると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の高齢化・人口減少による都市の縮小は、相当数が「消滅可能性都市5」

として具体的にリストアップされているとおり、現実的な問題である。将来的に

は都市計画制度や都市政策に現状以上の規制力を持たせることも視野に入

れつつ、国民全員が自らの問題として考え、今できること（立地適正化計画の

策定や集落ネットワーク圏設定・計画策定による都市問題への対応）に積極

的に取り組んでいくことが、これからの日本の活力維持・向上に必要であろう。 

 

（社会インフラチーム  藤井 洋平／松尾 紀史／中村 朋生） 

youhei.fujii@mizuho-bk.co.jp 

norifumi.matsuo@mizuho-bk.co.jp 

                                                        
5 2014年 5月に元総務省の増田寛也氏が座長を務める民間研究機関「日本創生会議」から公表された、2040年までに消滅する

可能性がある市町村。2010年の国勢調査の実績値をもとに、東京などの都市圏への若者流出と若年女性の減少が進めば、2040

年に 896の自治体が消滅する可能性があると試算。 

【図表２０】 日本での更なる市町村連携推進に向けた施策の考察 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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等）による集落ネットワーク圏の形成
国：施策推進方針の掲示、支援策策定、交付金
都道府県：必要な人材の確保・育成
市町村：集落ネットワーク圏の設定・計画策定
（但し現状の取組は全体の1～2割程度に留まる）

・市町村による集落ネットワーク圏形成に
向けた取組強化（現状の1～2割程度の取
組範囲を拡大）
⇒活性化が可能な取組単位の形成を加速

・認識しづらい「アメ」と「ムチ」
「アメ」：日常生活支援機能確保・地域産業

振興に向けたネットワーク圏の取組
に対する広域行政機関の支援

「ムチ」：自然衰退（広域行政機関による
支援なし）

・「アメ」と「ムチ」の効果的活用

「アメ」：広域行政機関による明確なビジョン掲示と
ボトムアッププランの納得性・実現性向上

「ムチ」：対策を講じなければ日常生活支援機能の
衰退を免れないことについての住民・集落
の危機意識顕現化

「ボトムアップ」

・集落ネットワーク圏形成による活性化
地域コミュニティ組織の体制確立
集落ネットワーク圏活性化プラン策定
基幹集落への集約とネットワーク化

・地域住民による集落ネットワーク圏の理解
・広域行政機関との円滑な意思疎通
⇒ 同一ネットワーク圏を形成する集落と

連携した活性化への能動的な取組強化
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Ⅲ－3． ドイツの経済成長を支える労働力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．ドイツの経済成長を担う労働投入量の拡大 

ドイツ経済の競争力を分析するにあたって、「労働力」は重要なテーマの一つ

である。第Ⅰ部『欧州概観－欧州の「稼ぐ力」を分析するための着眼点』でも

触れている通り、ドイツの潜在成長率は日本と同様に趨勢的な低下傾向を辿

ってきたが 2000年代以降は下げ止まり、上向きつつある（【図表 1】）。 

潜在成長率を成長会計に基づいて分解すると、日独の差をもたらしているの

は労働投入量の違いである（【図表 2】）。即ち、日本では少子高齢化が進む

中、潜在労働投入量のマイナス寄与が拡大しているのに対し、ドイツでは

1990年代までマイナス寄与していた潜在労働投入量が 2000年代以降プラス

に転じ、これが潜在成長率の低下に歯止めをかける要因となっているのであ

る。但し、少子高齢化が進む構造はドイツも同様であり、人口動態を確認する

と、日本、ドイツとも生産年齢人口は 1990年代後半にはピークを迎え、以降減

少に転じているという同様の特徴がみられる（【図表 3】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドイツ経済の成長

の一因は労働投

入量の拡大 

【要約】  

 足許のドイツの経済成長を支える重要なファクターとして、労働力の持続的拡大が挙げ
られる。少子化に伴い国内人口が減少する中、その一翼を担ったのは女性、高齢者、

外国人材といった新たな労働力の創出である。 

 新たな労働力創出の背景にはハルツ改革を通じた労働市場の柔軟性向上や、女性活
用に向けた両立支援策、高齢者向け給付の見直しに加え、EU 加盟国からの人材流入

といった個々の様々な要因が存在する。 

 しかしながら、多様な人材活用が可能となる根底には、ドイツにおける産業界と教育現
場の近接性とそれを通じた個人の職業能力の「見える化」があるものと推察される。 

 少子化に伴う人口減少が避けられない日本には、ドイツの多様な人材活用の在り方も参
考に、今後労働力不足の解決に取組んでいくことが求められよう。 
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（年平均、％）

日本はマイナス

幅が拡大

ドイツは労働

投入がプラス

に転換

【図表２】 日独の潜在成長率推移の内訳 

（出所）【図表 1、2】とも、内閣府、ドイツ連邦統計庁等よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）【図表 2】は、コブ・ダグラス型生産関数より推計した潜在成長率、期間平均値をプロット 

【図表３】 日独の生産年齢人口推移（百万人） 

（出所）OECDstat よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）15～64歳の合計 

【図表１】 日独の潜在成長率推移 
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では、少子高齢化と生産年齢人口の減少という共通の課題を抱える日本とド

イツの潜在労働投入量の伸び率に顕著な差が生じたのは何故であろうか。 

その要因を分析すべく、ドイツの潜在労働投入量変化率を人口動態、労働時

間、失業率（自然失業率、NAIRU）、労働力率に分解したものが【図表 4】であ

る。人口動態要因は生産年齢人口減少の影響でマイナス幅が拡大しており、

労働時間のマイナスも大きい。一方、失業率と労働力率要因は労働投入の押

し上げに寄与している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この背景としては前章で述べたシュレーダー政権における改革の効果があり、

労働市場のミスマッチが解消し、失業率低下や労働力率の上昇がもたらされ

たと考えられる。マイナス要因としてワークシェアリングの普及によって労働時

間が減少しているものの、ミスマッチ解消による効果が上回り、労働投入の押

し上げに繋がったと評価できよう。 

更に就業者数の変化を性別・年齢別に見ると大きく二つの特徴が浮かび上が

る。1 つは 1990 年代以降の女性の就業促進（【図表 5】）、もう 1 つは 2000 年

代中頃以降の高齢世代（55～64歳）の就労の継続（【図表 6】）であり、こうした

従来非労働力であった人材が労働市場に参画することで新たな労働力の創

出に繋がってきた。 

また、ドイツにおける新たな労働力創出の観点から欠かすことのできない要素

として、外国人流入の効果が挙げられる。低出生率が続く中でドイツが人口の

急減を免れた要因として外国人受入の影響は大きく、【図表 7】に示す通り時

代によって傾向は異なるものの、一貫して減少する国内人口を外国人の流入

が打ち返す構図となっている。このような外国人の流入もドイツの労働投入を

支える一要素である。 

こうした女性、高齢者、外国人等の新たな労働力の創出は、近い将来深刻な

労働力不足が見込まれる日本にとって喫緊の課題となっており、安倍政権の

成長戦略においても様々な施策が打ち出されている。斯かる状況を踏まえ、

本章では日本の労働力強化に繋がる示唆を得るべく、以降ドイツにおける女

性、高齢者、外国人による労働投入拡大の経緯と背景を分析したい。 

▲ 200

▲ 150

▲ 100

▲ 50

0

50

100

150

200

00 02 04 06 08 10 12

人口動態要因 潜在労働時間要因
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潜在労働投入量

（累積、10億ユーロ）

自然失業率の

低下、労働力率

の上昇の効果

労働時間減少の

効果

自然体

（生産年齢人口の

減少効果 )

【図表４】 ドイツの潜在労働投入の寄与度分解 

失業率の改善と

労働力率の上昇

が要因 

ドイツの事例を参

考に日本の労働

力不足に向けた

示唆を導く 

（出所）内閣府、ドイツ連邦統計庁等よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）潜在労働投入とその内訳はみずほ銀行産業調査部推計値 

（CY） 
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本章の構成は以下の通りである。第二節では、パートタイム労働を中心とした

多様な働き方の拡大や仕事と家庭の両立支援策など、女性の労働力率、就

業率向上に寄与したと考えられる政策に焦点を当てつつ、現状ドイツが抱え

る課題についても触れる。 

第三節では、ドイツの高齢者雇用政策の中で、大きな役割を果たしたと考え

られる職業紹介クーポンと職業訓練制度に着目し、高齢者の就業率上昇の

背景について考察している。 

第四節ではドイツの外国人材受入れを規定する移民法（2005 年制定）の成

立背景と意義に触れるとともに、2009 年以降に加速している EU 域内自由移

動を活用した外国人材流入の経済効果について、地域・産業、高度人材の

視点から分析している。 

最後の第五節では、上記の各々の制度的・環境的要因を通じてドイツの人材

力が強化される過程において基盤となった就業環境について、産業と人材教

育の関係性という視点から考察を行った。 
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【図表５】 ドイツの男女別潜在就業者数 【図表６】 ドイツの年齢層別就業率 【図表７】 ドイツの人口増減内訳 

（出所）【図表 5～7】全て、ドイツ統計庁、ドイツ連邦雇用庁よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）潜在就業者数はコブ・ダグラス型生産関数より推計 
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２．ドイツにおける女性の就業促進 

ドイツでは、1980 年代後半以降、女性の労働力率は上昇し、諸外国の中でも

高い水準にある（【図表 8、9】）。労働力率上昇に伴い、就業率も上昇し、2013

年の女性就業率は 70.1%である。1990 年代頃までは、ドイツの女性労働力率

も日本同様、20代後半から 30代後半が減少する「M字カーブ」を描いていた

が、徐々に改善していき、現在に至っている。この背景について分析し、日本

の女性の就業促進への示唆を導きたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）多様な働き方の拡大 

ドイツの女性就業者を就業形態別にみると、パートタイム労働が約 4割を占め

る他（【図表10】）、有期契約労働や派遣労働等も多い（【図表11】）。女性のパ

ートタイム労働者が増加した背景には、経済のサービス化の進展や失業対策

としてのワークシェアリングの推進などの社会経済的背景により、労働需給の

面からパートタイム労働者の雇用が促されたことが挙げられる。2001 年に「パ

ートタイム労働・有期労働契約法」が制定され、更なる促進が図られた。同法

の内容は、①パートタイム労働者に対する不利益取扱いの禁止、②フルタイ

ムからパートタイム、パートタイムからフルタイムへの転換を拒否したことによる

解雇の禁止、③使用者は管理職も含め、労働時間の延長、短縮に同意しな

ければならない、といったものである。ドイツにおけるパートタイム労働者とは、

就業促進法の定義では、「その週所定労働時間が事業所内で対比し得るフ

ルタイム労働者の週所定労働時間より短い者」とされており、正社員との位置

付けに近い1。上記の法整備が進んだこともあり、結婚や出産、子育てなどの

ライフイベント時において、フルタイム労働が一時的に困難となる女性は、同

じ業務内容のままフルタイム労働からパートタイム労働へと切り替えることで就

業を継続していったと考えられる。この他、ハルツ改革によって創出された「ミ

ニジョブ」や規制が緩和された派遣労働なども広がり、短時間で働ける仕組み

が確立された。2001 年には育児休業関連法の改正により、育児休暇中に週

30 時間までの短時間労働が可能になるなど、労働時間の柔軟化が推進され

ていった。 

                                                        
1 日本においても法律上では同様の定義だが、「パート」や「アルバイト」など、短時間労働者の呼び方は企業によって異なってお

り、定義が曖昧な場合が多い 

ドイツの女性労働

力率は上昇し、

諸外国の中でも

高水準 

【図表８】 ドイツの女性労働力率の推移 【図表９】 女性労働力率の諸外国比較（2012年） 

（出所）OECDstat よりみずほ銀行産業調査部作成 （出所）LABORSTA よりみずほ銀行産業調査部作成 
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また、1990 年代後半以降、労働時間貯蓄口座制度を活用し、業務の繁閑に

応じた労働時間の弾力化が進められてきた。当制度は、労働者が残業した時

間を貯蓄する労働時間口座を設け、その口座残高を休暇等の目的で好きな

時に使える仕組みである。企業にとって、当制度の導入には、投下労働力量

を労働需給に合わせて残業や残業手当の発生を回避できることや、季節要

因や景気動向に伴う労働需要の変動に対して、労働力を保蔵したまま対応で

きるなどの利点がある。一方、労働者にとっては、自らの時間主権を向上させ、

ワーク・ライフ・バランスを実現できることや、長期休暇の取得や、高齢労働者

の早期引退が可能などの利点がある。現在、ドイツ企業の約 3 分の 2 が労働

時間貯蓄口座制度を導入しており、中でも清算期間 1年の短期口座を導入し

ている企業が多いと言われている。 

こうした就業形態の多様化によりパートタイム労働という就業形態が定着し、こ

れを女性が活用するようになったこと2、パートタイム以外にも有期契約労働や

派遣労働など短時間で働く仕組みが確立されたことが、女性の労働力率、就

業率を上昇させた要因の 1つであると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）仕事と家庭の両立支援策 

次に、子育て期における仕事と家庭の両立支援策について述べる。旧西ドイ

ツでは、ナチス政権下での人口政策の教訓から、国家による個人・家族への

介入は抑制され、両立支援策としては、有子家庭への児童手当や育児休暇、

育児手当などの経済的な負担調整に重点が置かれた。しかし、こうした支援

策は男性片働きモデルが前提であること、各種手当が育児休暇中の収入減

分の補填としては不十分であることなど、女性の社会進出が進む中で十分な

機能を果たすことができなくなった。加えて、人口減少の経済・社会全体への

負の影響が認識され始め、少子化問題にも焦点が当たりはじめたことから、

2000年代に入り、「新しい家族政策」へと政策転換がなされた。この「新しい家

族政策」は、①金銭政策（有子家庭の経済的負担への支援）、②時間政策

（家族で過ごす時間の確保）、③インフラ政策（保育施設など家族のための社

会基盤整備）の 3つの政策が軸となっている。 

 

                                                        
2 現在、パートタイム労働者の約 8割を女性が占める 

【図表１０】 女性就業者（15～64歳）の推移 【図表１１】 就業形態別女性就業者の割合 

（出所）EUROSTAT よりみずほ銀行産業調査部作成 

（出所）Statistisches Bundesamt（2013）よりみずほ銀行産業調査部作成 

労働時間貯蓄口

座制度の活用に

より、労働時間の

弾力化が図られ

た 

両立支援策は、

男片働きモデル

から共働きモデ

ルへと転換 

（注）有期契約：雇用契約が特定の期間に限定されている場合ああああ

派遣労働：派遣期間に定めのない場合ああああああああああああ

ドイツの非典型雇用に関するデータは複数のデータソースによる

ものであり、重複する場合もあるため、合計値は一致しない 
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1つ目の金銭政策の特徴は、2007年に「親手当法」を施行し、従来の「育児手

当」を「親手当」（【図表 12】）へ変更したことである。従来の「育児手当」は、子

どもが満 2歳になるまで就業の有無に関わらず子を養育するすべての親に月

額 300 ユーロ支給するものであったが、片方の親が育児に専念した際の収入

減分の補填としては不十分であることから、子どもを養育する親の税抜き所得

総額の 67%を補償する「親手当」へと変更された。「親手当」は 14 カ月間、両

親が分けて受給できるが、片方の親が受給できるのは最長12カ月であり、2カ

月間はもう片方の親が休業しなければ支給されない。これは、父親の育児休

暇取得を促進するために導入されたもので、「パパ・クォータ」3の規定である。 

2 つ目の時間政策については、家族で過ごす時間を確保しやすくしたことで

ある。「パパ・クォータ」規定の導入により、育児休暇制度である「親時間」（【図

表 12】）を父親も取得しやすくし、両親共に子供と過ごす時間を確保できるよう

にした。加えて、地方行政、企業、商工会議所、労働組合、ボランティア、福

祉組織、教会などが「家族のための地域同盟」を組み、官民が連携して地域

独自の行動計画に基づく家族支援、仕事と家庭の両立支援に取り組むなどし

て、家族で過ごす時間を確保しやすい環境を整えた。 

 

 

 

 

 

 

 

3つ目のインフラ政策は、主に保育所の整備や学校の全日制化の促進の2つ

である。まず保育所整備については、2005 年の保育整備法や、2007 年の保

育整備に関する連邦及び州の合意などにより、2013 年までに 3 歳未満児の

35%分の保育サービスを整備することが計画された。これを受け、2008年に制

定された「児童助成法」に基づき、段階的に保育サービスの整備が進められ

てきている。1999 年以降、3 歳以上就学までの児童に保育施設入所請求権

が認められていたが、同法により、3 歳未満児のうち 1 歳以上児についても入

所請求権が認められることになった。なお、連邦国家であるドイツでは、保育

については連邦法で大枠を定めるものの、多くの事項を各州法の規定に委ね

ており、州毎に異なる規定が存在する。 

もう 1つのインフラ政策は、学校の全日制化である。ドイツの学校は旧西ドイツ

地域を中心に半日制が一般的であり、昼食時に帰宅する児童が多い。これが

母親のフルタイム労働の妨げの一因になっていたことや、OECD による PISA

調査4でドイツの順位が低かったことなどから深刻な教育問題と捉えられたこと

もあり、学校の全日制化が進められている。 

                                                        
3 育児休暇の一定期間を父親に割り当てるもの 
4 OECDによる「生徒の学習達成度調査」（2012年） 

【図表１２】 ドイツの育児休業制度 

（出所）魚住明代「ドイツの新しい家族政策」『海外社会保障研究 Autumn 2007 No.160』、齋藤純子「ドイツの

児童手当と新しい家族政策」『レファレンス 2010.9』等よりみずほ銀行産業調査部作成 

「育児手当」から

「親手当 」へ変

更、父親の育児

休暇取得を促進 

家族で過ごす時

間を確保しやす

い環境を整備 

保育所の整備を

促進 

親手当 親時間

目的 ： 取得の減少防止、父親の休暇取得促進、親の経済的独立の支援
支給金額 ： 従前の純取得の67%（最高1,800ユーロ）を補償

従前の所得の有無に関わらず、最低額として300ユーロの支給を保障
部分就業 ： 受給期間中に週30時間以内の就業可能

（支給額は、所得の67%）
支給期間 ： 1年2ヶ月

片方の親の受給期間は1年であり、2ヶ月間はもう片方の親が休業しな
ければ支給されない（「パパ・クォータ」の規定）

子どもが満3歳になるまで、最長36ヶ月間取
得可能

このうち、12ヶ月までは事業主と合意の上、
子どもが満8歳になるまでの期間に繰り延べ
可能

休暇期間中は週30時間以内の短時間労働
が可能

学校の全日制化

を促進 
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以上のように、母親が仕事と家庭を両立しやすい環境の整備が進められてき

たが、その進捗は十分とはいえない。保育施設や学校の全日制化が遅れて

いるからである。 

ドイツの保育サービスは、保育施設と家庭的保育に分けられ、保育施設は児

童の年齢によって分類されている（【図表 13】）。2014 年 3月 1日時点の保育

整備率は、3歳未満 32.3%（0～1歳未満 2.8%、1～2歳未満 34.7%、2～3歳

未満 59.8%）、3 歳以上就学前 93.6%であり5、上記計画の達成には至ってい

ない。また、ドイツの保育施設は、東西で整備状況に差がある。旧西ドイツで

は、3 歳までは母親が家庭で育児をすべきであるとの「3 歳児神話」が浸透し

ていたこともあり、保育所の整備率は低い。一方、旧東ドイツでは、社会主義

体制のもとで、女性のフルタイム就労が奨励されており、保育施設の整備率も

高かった。東西統一後もこのような差異が残っており、2014年 3月 1日時点の

地域別保育整備率は【図表 14】の通りである。 

施策の不徹底により、出産を躊躇する女性は多いままであり、出生率が上昇

しない要因の一つとなっている。このため、ドイツは日本同様、少子化問題を

抱えている（【図表 15】）。少子化への取組みとしては、「保育手当」制度が

2013 年に導入された。これは、保育施設や家庭的保育など公的保育サービ

スを利用していない 1歳 3ヶ月から満 3歳までの子どもを持つ親を対象に、現

金を支給する制度である。この制度の導入は、在宅での育児を継続させ女性

の早期就労復帰を困難にさせる可能性もあり、上記の両立支援策と矛盾して

いるとの指摘もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）日本の女性就業促進に向けて 

日本の女性労働力率は、2012 年時点においても「M 字カーブ」を描いている。

時系列に見ると、「M字カーブ」の底の位置は上昇しているものの、依然として

改善には至っていない（【図表 16】）。「M 字カーブ」の底の位置が上昇した要

因の1つに両立支援策の拡充が挙げられる。主な制度は、育児休業制度と育

児休業給付金である（【図表 17】）。近年、休暇中の所得補償割合の引き上げ

や父親の育児休業取得率向上を目的として制度が変更されており、女性の

労働力率、就業率向上に寄与している。 

 

                                                        
5 木下秀雄「ドイツの「保育」事情概観」『月刊保育情報 2015.4 No.461』より 
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【図表１３】 ドイツの保育制度 

（出所）齋藤純子「ドイツの保育制度」『レファレンス 

2011.2』よりみずほ銀行産業調査部作成―                                

【図表１４】 地域別保育施設の整備率 

ドイツ全体
旧西ドイツ

地域

旧東ドイツ

地域

32.3% - -

0～1歳未満 2.8% 2.4% 4.3%

1～2歳未満 34.7% 27.1% 65.2%

2～3歳未満 59.8% 53.1% 86.6%

93.6% - -

0～3歳未満

3～6歳未満

（出所）木下秀雄「ドイツの「保育」事情概観」 

『月刊保育情報 2015.4 No.461』より 

みずほ銀行産業調査部作成                              

【図表１５】 諸外国の合計特殊出生率 

（出所）Eurostat、厚生労働省「人口動態統計」

よりみずほ銀行産業調査部作成                               

保育施設
（3,285,125人）

家庭的保育
（126,727人）

幼稚園（3歳～6歳未満）

学童保育（基礎学校入学以降）

年齢横断的な施設

保育ママ・パパによるサービス

保育所（0歳～3歳未満）

少子化問題が残

存 

日本の女性労働

力率は「M 字カー

ブ」を描くものの

両立支援策拡充

により改善傾向 

（注）児童数は 2014年 3月 1日時点                                

（注）2014年 3月 1日時点                                
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しかしながら、仕事と家庭の両立が困難、保育所が見つからないことを理由に、

第一子出産を機に離職する女性は約 6 割を占める。離職後、再就職する女

性の多くは、勤務時間の制約から就業形態として非正規雇用を選択しており、

出産前までのキャリアを活かして正社員として再び就業することは難しい。女

性が結婚・出産・子育てといったライフイベント時において、離職せずに継続

就労することが望ましいが、一度離職した場合でも、キャリア・能力を活かして

働くことができる環境を整えることも重要である。そのためにも、ドイツのように

短時間労働者とフルタイム労働者を同待遇にすること、業務内容に関わらず

パートタイム労働という就労形態を選択可能にし、定着させていくことが望まれ

る。また、限定正社員6など、多様な働き方を拡大し、両立しやすい労働環境

を整えることが求められている。労働時間貯蓄口座制度など、労働者の状況

に合わせて労働時間を柔軟に変えられる仕組みを導入することが必要である。

しかしながら日本における労働者の評価は、労働可能時間によって左右され

ることが根強いように思われる。上記のように、労働時間の柔軟化を図り、女性

が働きやすい環境を整備する上では、労働時間に関係なく能力に応じた評

価制度を構築することが重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方で、労働力不足の根源的要因は、少子化に伴う人口減である。中長期

的に人材の確保を図るためには、少子化を食い止めることが重要である。 

                                                        
6 契約によって勤務地・職務内容・労働時間などを限定した正社員 

（出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」、総務省「就業構造基本調査」「労働力

調査」よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表１７】 日本の育児休業制度 

（出所）厚生労働省資料よりみずほ銀行産業調査部作成                                

【図表１６】 日本の女性の雇用形態別・年齢別労働力率の推移 
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目的 ： 男女ともに子育て等をしながら働き続けるための
経済的支援

支給金額 ： 育児休業取得後180日間は、休業開始前の
賃金の67%、181日目以降は賃金の50%

部分就業 ： 受給期間中の1ヶ月のうち10日を超える就業
をした場合、80時間以下

支給期間 ： 1年2ヶ月
「パパ・ママ育休プラス制度」を利用した場
合であり、片方の親のみ休業する場合は1年

子どもが1歳になるまで（父母がともに取得するなどの要件
を満たす場合は1年2ヶ月）

子どもが満3歳になるまでは、①短時間勤務、②所定外労
働時間免除等を事業主の措置義務とする

 3歳以上小学校就学前は、事業主の努力義務

育児休業給付金

労働時間の柔軟

化、能力評価制
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日本とドイツに共通する特徴として保育所を中心とする保育サービスが不足し

ている点が挙げられる。日本では待機児童、即ち保育所の入所要件を満たし、

入所申込を提出したにも関わらず入所できていない者が 2014 年 4 月時点で

21,371 人存在するとされ、社会問題として注目されている。但し、待機児童の

条件を満たしている者のうち特定の保育所を希望する場合や、給付対象施設

に入所している場合、親が求職中、育児休業中の場合等は、定義上の待機

児童からは除外されてしまうため、潜在的な待機児童を含めると 60～85 万人

が必要とする保育サービスを享受できていないとされている（【図表 18】）。こう

した保育サービスの不足は日独の出生率の下押し圧力になっているものと推

察される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで、女性の就業と出産の両立を実現している国の事例として、欧州の中で

も近年出生率の改善に成功したフランスに着目したい。フランスの合計特殊

出生率は 1993 年に 1.66 まで低下した後上昇に転じ、足許では 2%程度まで

持ち直している（前掲【図表 15】）が、その過程で保育サービスの急速な拡大

が図られてきたという背景がある。 

フランスの両立支援策の特徴は、親、中でも女性の就職や育児に自由な選択

肢を与えていることである。親のライフスタイルに応じて必要となる支援が提供

されており、家族給付制度が充実していることに加え、【図表 19】のような多様

な保育サービスが整備されている。特に 3歳以上の児童に対する制度は手厚

く、ほとんどの児童が無償の就学前教育である「保育学校7」に通っている。ま

た 0～2歳の児童についても、保育所をはじめとする施設型保育サービスが利

用可能であるが、約半数が活用している制度として「認定保育ママ」と呼ばれ

る在宅型のサービスがある。「認定保育ママ」は、保育所等の施設型の公的サ

ービスと比較して単価が高く、従来は利用しづらいサービスであったが、1990

年に「保育方法自由選択補足手当」が施行され、「認定保育ママ」やベビーシ

ッターといった在宅型サービスの利用に一定の給付が支給されるようになった

ことが急速な拡大を促した。 

また、保育所整備を加速するための施策として株式会社等の民間事業者によ

る参入の促進にも取組んでいる。2004年から、民間事業者の保育所にも公立

保育所と同様の補助を与えることで民間参入を促進し、2017 年までに約 4 割

を民間事業者による運営にするとの計画もある。 

                                                        
7 小学校就学前の準備段階として教育体系上に位置付けられている教育機関。希望者は 2歳から入園可能 

保育サービスの

不足が出生率の

押し下げ要因 

【図表１８】 待機児童数の推移 

（出所）厚生労働省「保育所関連状況取りまとめ」

よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）2007年以降は待機児童の数え方が変更 

されており、以下の場合を除いている 

①他の入所可能な保育所があるにも関わらず、

特定の保育所を希望している場合 

②認可保育所への入所を希望していても、 

自治体の他のサービスで対応している場合 
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このように、多様な保育サービスの担い手に対し公的費用を柔軟に提供しつ

つ保育サービスの拡充を目指した取組みが奏功し、現在、フランスの 0～2 歳

児の保育サービス利用率は 4 割超と、日本（3 割弱）、ドイツ（3 割）と比較して

高い水準にあり、高い出生率を支えていると言えよう。 

実際フランスに限らず、政府の家族関係支出のうち保育所の設置を中心とす

る現物給付の割合（現物給付率）が高い国ほど、合計特殊出生率が高くなる

という相関関係もみられ、保育サービスのインフラが整備されている国ほど出

生率が高くなることが裏付けられる（【図表 20】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フランスの事例から得られる示唆は以下の通りである。即ち、①出生率改善の

鍵は保育サービスの拡充であること、②保育サービスの拡充には一定の公的

な支援が欠かせないということ、③民間を含めた多様な保育サービスを普及

することで保育サービスの量的な拡大が実現する可能性があるということであ

る。 

翻って日本ではこれまでも保育所の整備を促進してきたものの、女性の社会

進出や共働き世帯の増加、世帯構造の変化、保育所の運営法人に関する実

質的な規制が存在していたことや財源の問題等により、待機児童数は高水準

のまま推移し、解消には至っていない。 

そのような中、政府は 2017年度末までに約 40万人分の保育の受け皿を確保

する「待機児童解消加速化プラン」を発表したほか、2015 年 4 月からは子ど

も・子育て支援新制度が開始され、株式会社等、多様な法人形態の活用を促

進するなど、現在急ピッチで保育所の整備が進められている。同プランは公

費を活用しつつ多様な保育サービスの拡充を狙うものであり、フランスの事例

に鑑みればこうしたプランの遂行により、今後日本でも待機児童の解消とそれ

に伴う出生率の改善が期待できよう。 

但し、日本では高齢者関係支出の増大が財政を圧迫する中、子育て支出に

振り向けうる資金には限りがある。上記プランについてもその財源は必ずしも

確保されているわけではなく、従って実効性を高めるには財政負担を軽減し

つつ保育サービスの拡充を図っていくための工夫が不可欠であると考える。 

【図表１９】 フランスの保育サービス 

 （出所）財団法人自治体国際化協会「フランスの子育て支援―

家族政策を中心に―」よりみずほ銀行産業調査部作成 
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財政負担を抑制しつつ保育サービスを拡充するための仕組みとして、具体的

には一律に規定されている公費支給に係る要件を緩和することが考えられる

のではないか。現在日本の保育所には人員配置、施設設備等の要件を充足

した上で、児童の年齢に応じて8公費が投入される仕組みとなっており、上記

要件を充足するために多額のコストが発生している。しかしながら、地域の実

情に応じて求められる基準は異なると考えられることから、規制を緩和しコスト

負担を軽減することで、少ない公費で運営できる新たな保育サービスモデル

の普及を図れるのではないだろうか。以下、①設備、②人員配置、③サービス

範囲の基準を緩和することで創出される新たな保育サービスモデルについて

考察したい。 

1 つ目は、施設基準を緩和し、学習塾やフィットネスクラブ9などの周辺業種の

既存施設を活用して保育サービスを提供するモデルである。施設整備に係る

コストを抑えることで、公費負担を抑制することが可能であることに加え、本業

の強みを生かした多様なサービス展開が期待できる。 

2つ目は、人員配置基準を緩和し、保育士のワークシェアリング導入や高齢者

を補助職員として活用するモデルである。人件費に係る公費の抑制に加え、

潜在保育士の活用や、地域の高齢者と児童の世代間交流、高齢者の生きが

い作り等の効果も期待できる。 

3 つ目は、サービス提供範囲の拡大を認め、付加価値の高いサービスを提供

するモデルである。世帯収入が高い家族向けの知育教育（英会話教育や小

学校受験準備の対応）や、夜間・宿泊による柔軟な時間外保育など、公費に

頼らない様々なサービス提供が可能となると考えられる。このように新しい保

育所の創設により、一保育所当たりの公費負担を抑制するとともに、そこで捻

出された財源を新たな保育所整備に充当することで、保育所の量的拡大を図

ることができると考えられる。 

以上のように、柔軟な労働時間の導入と、労働時間に関係なく能力で評価さ

れるような仕組みを導入しつつ、公的資金に依存しすぎない保育所モデルの

創出により保育所の整備を促進することで、出生率の改善を図ることも一案で

はないだろうか。 

  

                                                        
8 運営費の公費と利用者負担の割合は、0歳児 8：1、1・2歳児 7：3、3歳児 4：6、4歳児以上 4：6である 
9 学習塾やフィットネスクラブは、対象顧客をより早い段階から取り込む戦略をとっており、近年、学童保育や幼児教育分野への

進出が散見される 

新たな保育所モ

デルの創出によ

り、公費負担を抑

えつつ保育所の

量的拡大を図る

ことが可能に 
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３．ドイツにおける高齢者の就業促進 

（１）早期退職から雇用促進策への政策転換 

欧州諸国では 1990 年代まで、経済不況及び若年労働者の過剰供給を背景

に、若年者に雇用の機会を提供するため、政労使が一体となって高齢者の早

期退職を促進していた。ドイツにおいても、早期退職を可能とする制度として、

①年金早期受給システム、②手厚い失業給付制度、③高齢者短時間労働法

等が存在していた。 

1つ目の年金早期受給システムについては、過去 10年間に 8年以上公的年

金保険料を納めているなどの条件を満たしていれば、失業者は年金支給開

始年齢である 65 歳（当時）をまたず、60 歳から年金受給が可能となる制度で

ある。また、過去1年間に職を得ている場合は対象外であるものの、63歳以上

で 35 年間の保険料支払期間があれば受給開始となるなど、早期に退職して

年金を受け取れる仕組みがあった。 

2つ目の失業給付制度については、当時は、雇用保険を財源として最長 32ヶ

月間受給可能であり、受給資格期間修了後も、租税を財源として半永久的に

失業扶助10を受給できるなど、失業者に手厚い給付制度であった。失業給付

制度は、高齢層に限定された制度ではないが、高齢者層は、当制度を利用

することで再就職せずに給付を受け続け、年金制度に移行することができた。 

最後に、高齢者短時間労働法について、同法は、①55 歳以上の高齢フルタ

イム労働者に対して、退職前 5 年間は労働時間を半分にすること、②55 歳以

上の労働者の労働時間を減少させた雇用主は、政府から補助金を支給され

ることを規定していた。企業側のメリットとしては、当初想定では、高齢労働者

に対する給与負担の軽減と、高齢労働者のノウハウの若年労働者への継承

が可能になると考えられていた。一方、労働者側のメリットとしては、職業生活

から年金生活への段階的な移行が可能になることが挙げられた。しかし、運

用実態としては、期間の前半をフルタイム労働し、後半を有給休暇扱いとして

引退するという「ブロックモデル」を採用する企業が多く、段階的引退の適切な

手段とはなっていなかったと分析されている。 

1990 年代に入ると、欧州諸国の急速な高齢化が問題視され始め、高齢者雇

用を促進する方向へと政策が転換された。税及び年金等社会保障負担の増

大が危惧されたことや、高齢労働者の早期退職促進政策は若年失業の改善

策として効果的でないことが研究で明らかとなったためである。若年層の雇用

機会提供の政策とは切り離した形で高齢層の就業促進策が進められることと

なり、EU は、雇用戦略として「活力ある高齢化（アクティブ・エイジング）」を大

きな目標として掲げた。これを受け、ドイツでも早期引退のインセンティブを低

下させることを目的に、年金支給開始年齢の引き上げや、年金早期受給対象

者の要件厳格化、失業給付受給期間の短縮化などを実施し、高齢者雇用促

進政策が打ち出された（【図表 21】）。 

2006 年には、中高年労働者の雇用拡大、職業能力の向上を柱とした中高年

雇用対策として「イニシアチブ 50プラス」が制定された（【図表 22】）。中高年労

働者がより長く仕事を続けられるよう支援し、高齢失業者に再就職の機会を提

                                                        
10 失業保険と生活保護の間に位置する制度 

1990 年代までは

早期退職が定着 
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供することが目的とされている。以上のように、早期退職から雇用促進策への

政策転換、「イニシアチブ 50 プラス」制定による更なる後押しなどによって、高

齢層では、パートタイム労働の増加を主な要因として就業率は大幅に改善し

ている（【図表 23】）。 

ドイツの高齢者の雇用を促進する上で大きな役割を果たしたと考えられるもの

として、職業紹介クーポンと職業訓練制度について取り上げたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）職業紹介クーポン 

職業紹介クーポンとは、失業後一定期間経過しても就職できない失業者が希

望する場合、ドイツ連邦雇用エージェンシーが民間事業者の職業紹介サービ

スを利用できるクーポンを発行する制度であり、2002年に導入された。2004年

までは、失業手当および失業扶助の受給権者は、失業してから 3 ヶ月が経過

した時点でクーポンの交付を請求することができた。民間事業者は、クーポン

を持つ失業者を、週労働時間が 15 時間以上の正規雇用に就職させた場合

に、雇用エージェンシーから報酬を受け取ることができる。就職後 6 ヶ月雇用

が継続した場合にはさらに報酬を受け取れる制度である。2005 年に、クーポ

ン交付請求期間は、失業後 3 ヶ月から 6週間に短縮された。 

その後、職業紹介クーポンは、クーポンの交付請求権のない求職者に対して

も、雇用エージェンシーの裁量により支給できる「積極化推進および再就職の

ための施策」助成制度の一要素として盛り込まれることとなり、積極化推進紹

介クーポンと改称された。「積極化推進および再就職のための施策」は、上記

の職業紹介の民間事業者への委託の他、人材派遣サービスや職業訓練施

策など、個別の助成項目として独立して規定されていた内容を統合したもの

である。「積極化推進および再就職のための施策」助成制度の対象は、職業

訓練市場・労働市場への参加準備、就職障壁の特定・緩和・解消、正規雇用

の職業紹介、個人事業主になる準備、就職後の雇用安定対策の 5 項目であ

る。この 5項目は、雇用エージェンシーが民間事業者等の運営機関に委託す

るか、雇用エージェンシーが求職者に対し、実施すべき内容と目標を定めた

クーポンを交付する形で実施される。以上のように、ドイツでは民間事業者を

活用しながら求職者を労働市場に送り出しており、高齢者についても、この制

度が活用されていた。 

【図表２３】 ドイツの中高年層の男女別就業率の推移 

 （出所）OECDstat よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表２１】 ドイツの高齢者雇用促進政策の概要 

ドイツの高齢者雇用政策 「早期退職政策⇒高齢者雇用促進策へ」

 高齢者の就労継続を促進し、生涯労働時間を延長

 継続就労を促進するための適切な財政的インセンティブ導入
 特に女性労働者や職業能力の低い労働者の対策強化
 職業訓練や生涯教育の提供
 パートタイムなどの多様な雇用形態を促進するための法整備

施策

【図表２２】 イニシアチブ 50プラスの概要 
イニシアチブ50プラス

目的 ： 中高年労働者の雇用拡大と職業能力の向上
目標 ： ①2010年までに50歳以上の就業率を55%へ

②55歳以上の早期退職率の引下げ
③高齢失業者の再就職率の改善
④職業再訓練への参加率の向上

 （出所）独立行政法人労働政策研究・研修機構ホームページより

みずほ銀行産業調査部作成 
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（３）職業訓練制度 

ドイツの職業訓練制度は、初期職業訓練と継続職業訓練に分けられる（【図

表 24】）。高齢者雇用で活用されたのは、後者の継続職業訓練である。ドイツ

の職業訓練制度については、職業訓練教育ならびに一般教育制度を念頭に

おく必要がある。 

【図表 25】にドイツの教育制度を示している。6 歳から義務教育が始まり、4 年

制の小学校を卒業した後に進路が分かれる複線型教育制度である。主に、5

年制の本科学校、6 年制の実科学校、8～9 年制のギムナジウム11に分かれる。

その他、これらを統合した総合制学校も一部存在する。義務教育期間は 6 歳

から14歳までだが、義務教育修了後に就職する場合も、3年間は定時制の職

業学校に通うことが求められている。16 歳以降、本科学校と実科学校の場合

は、職業資格を取得するため、主に職業教育訓練に進む。この職業教育訓

練が初期職業訓練であり、職業学校と企業での訓練を組み合わせたデュア

ルシステムを特徴とする。 

デュアルシステムは、約 350 の公認訓練職種についての資格を取得すること

ができる職業訓練であり、ドイツで最も人気が高い。学生は、2 年～3 年半程

度、企業での実技訓練と職業学校での学習を行い、訓練修了後、最終試験

に合格することで資格を取得することができる。この資格は、労働市場に参入

するためには重要であり、継続職業訓練や、さらに上の専門学校等に進むた

めの重要な前提資格ともなっている。企業に訓練生の採用義務はなく、採用

後に正式採用する義務もない。一方、訓練生も訓練先へ就職しなければなら

ないという義務はない。職業学校の学費は基本的には無料で、企業での訓練

費用は企業が全額負担する上、訓練中は訓練生に手当を支給する必要があ

る。それでも職業訓練を行うメリットは、企業、訓練生双方にある。企業として

は、安価な労働力を確保できることや、優秀な学生と早い段階から接点を持

つことができる。また、訓練生にとっては、実際の企業の生産現場で最新の設

備機器を使える等、実務を身に付けられるといったメリットがある。このようにド

イツでは、普通教育修了後に職業訓練を受けることが一般的であり、就職す

るためにはその職種の資格が必要となる資格社会である。 

次に、継続職業訓練とは、社会人として仕事を始めた人が、更なる能力開発

を図るための制度である。継続職業訓練は、向上職業訓練と再教育訓練に

大別され、前者は、マイスター制度12に代表されるように、能力・知識・技能の

向上、あるいは企業内でのステップアップのための訓練である。後者は、現在

の技能では職種の転換が難しいため、必要な職業能力を身につける訓練で

ある。長期失業者や低資格労働者を労働市場に結びつけるための職業訓練

とされている。民間企業による訓練が中心であり、政府の関与はほとんどなく、

商工会議所が重要な役割を果たしている。継続教育講座を約 18,000 コース

開講したり試験を実施したりしている他、商工会議所による認定の資格も存在

する。 

 

 

                                                        
11 主に大学への進学を希望する者が進学する 8～9年制の学校 
12 手工業法により規定されている資格。手工業者が職業訓練生、職人の過程を経てマイスター試験に合格することで取得でき、

職業訓練生を教育する権利を得る 

職業訓練は、初

期職業訓練と継

続職業訓練に大

別 

ドイツの教育制度

は、小学校卒業

後に進路が分か

れる複線型教育

制度 

ドイツの職業訓練

の特徴は、デュア

ルシステム 

継続職業訓練

は、商工会議所

等の民間企業が

中心に実施 
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政府は、高齢者を労働市場へ送り出すために上記の継続職業訓練への参加

率を高めることで、再就職する際に必要となる能力や資格を身につける機会

を与える施策を展開した。「中小企業における低資格労働者・中高年齢労働

者のための職業訓練支援」は、職業訓練を受講し資格を取得しようとする中

小企業の低資格労働者や中高年齢労働者の受講料を企業に助成するプロ

グラムである。「イニシアチブ 50 プラス」制定により、同支援対象者は、従業員

100人以下の企業における 50歳以上労働者から、従業員 250人以下の企業

における 45 歳以上の労働者に拡げられ、中高年労働者は、資格取得のため

の質の高い職業再訓練を自由に選択できるようになった。このようにドイツで

は、年齢に関係なく学び直しができる環境が整っているのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）日本の高齢者就業促進に向けて 

以上述べてきたように、ドイツでは、民間事業者を活用した職業紹介制度や、

職業訓練制度による学び直しの機会創出によって、高齢者の就業率はパート

タイム労働を中心に大幅に上昇している。 

翻って日本の状況を見ると、高齢者の就業状況は、諸外国の中では比較的

高水準である（【図表 26】）。また、約 7割が 70歳まで働きたいと考えており就

業意欲も高い（【図表 27】）。就業形態としては、パートタイムやアルバイトなど、

短時間労働を希望する者が多い13。しかしながら、【図表 28】のように、働く意

欲があっても実際には就業できていない高齢者が存在しており、雇用のミスマ

ッチが発生している。就業意欲があるにもかかわらず、就業できていない主な

要因として、高齢者を積極的に採用しようとする企業は少なく、募集・採用時

に年齢制限を設けていることが挙げられる。高齢者を積極的に採用しようとし

ていない企業は、「高齢者に適した仕事がない」、「高齢者は無理が利かな

い」、「若年・中年層の雇用が優先される」といった理由を挙げている（【図表

29】）。現在、高齢者の雇用の受け皿は、「高齢者の経験・能力を活用したい」

とする中小企業が中心である。このように、企業と高齢者のニーズが合致して

おらず、高齢者を労働力として活用しきれていない状況が窺える。 

                                                        
13 内閣府「平成 18年版国民生活白書」 

デュアルシステムによる職業教育訓練

企業（事業所） 職業学校

実践的教育
週3～4日

専門的知識（60%）
一般教養科目（40%）
週1～2日

職業訓練規則 学習指導要領

向上職業訓練 再教育訓練

昇進向上教育訓練 実際の職業活動

適応向上教育訓練 認定訓練職種

企業内訓練
雇用契約締結企業へ マイスター・技術者の道へ

成人教育

職業訓練

初期職業訓練 継続職業訓練

職業資格の取得

継続職業訓練

【図表２４】 ドイツの職業訓練制度  【図表２５】 ドイツの教育制度 

 （出所）独立行政法人労働政策研究・研修機構「諸外国

における能力評価制度」よりみずほ銀行産業調査

部作成 

 （出所）文部科学省「諸外国の教育動向 2013年度版」より

みずほ銀行産業調査部作成 

17

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

実科学校

14

15

16

18

職業学校

大学

幼稚園

職業専門
学校

本科学校

観察指導段階

基礎学校

（職業基礎教育年）

ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム

総
合
制
学
校

夜
間
ギ
ム
ナ

ジ
ウ
ム
等

専
門
学
校

専
門
大
学

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

3

学年 年齢

高
等
教
育

中
等
教
育

初
等
教
育

就
学
前

教
育

職
業
・
技
術

上
級
学
校

職
業
上
構

学
校

保
健

学
校

上
級
専

門
学
校

専
門
ギ
ム
ナ

ジ
ウ
ム

義務教育

4年間（一部の州は6年間）

5年間 6年間

8
～
9
年
間

高齢者向けの訓

練を充実させ、労

働市場への参加

を促進 

高齢者の就業

率、就業意欲は

高いが、企業と高

齢者のニーズが

合致せず、活用

しきれていない 



 

 
第Ⅲ部 ドイツのマクロ経済 

 

みずほ銀行 産業調査部 

310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方で、高齢者が企業が必要としている能力を身につけておらず、準備不足

のまま再就職に臨んでいるとの指摘もある。定年や退職に備えてやっておけ

ばよかったこととしては、「公的な資格の取得」や「定年後も生かせる専門的技

術の習得」を挙げる割合が高く、企業が高齢者に期待する業務としては、「専

門的・技術的な業務」が最も多い。しかしながら、定年や退職に備えて企業が

高齢者にやってくれたこととしては、「定年前の早期退職や転籍などをせず定

年まで勤務」や「定年後の継続雇用」が多く、知識・技術の習得支援は手薄で

あることが窺える（【図表 30】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者の雇用を増やさない理由 高齢者の雇用を増やす理由

高齢者に適した仕事がない 43.4

高齢者に限らず採用の予定はない 40.6

高齢者は体力、健康の面で無理がき
かない

29.7

若年・中年層の雇用が優先される 26.3

人件費が割高である 4.7

高齢者は過去の経歴にこだわる 1.5

高齢者は定着率が悪い 0.6

その他 2.0

高齢者の経験・能力を活用したい 70.7

高齢者に適した仕事または年齢に関
係しない仕事がある

35.3

高齢者を雇用することは時代の社会
的要請である

24.3

人件費を低く抑えられる 16.4

自社内で高齢化が進んでいる 13.1

若年・中年層の採用が難しい 8.5

高齢者は定着率が良い 6.9

国や自治体の援助制度が活用できる 5.0

その他 0.1

 （出所）総務省統計局「労働力調査」、OECDstat よりみずほ

銀行産業調査部作成 

【図表２７】 高齢者の就業意欲 

【図表２９】 高齢者雇用に対する企業のスタンス 

 （出所）厚生労働省「高年齢者就業実態調査（事業所調査）」よりみずほ銀行

産業調査部作成 

 （出所）内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識

調査」（2008年）よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表３０】 退職後アンケート（やっておけばよかったこと、会社がやってくれたこと） 

 （出所）内閣府「平成 18年版国民生活白書」よりみずほ銀行産業調査部作成 

高齢者の再就職

に向けた準備不

足も指摘されて

いる 

日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス イタリア
スウェー
デン

就業率
（2012）

男
女
計

55～59歳 75.4 681 70.8 74.9 67.1 57.7 82.0

60～64歳 57.7 52.0 45.3 46.5 21.7 22.8 64.4

65歳以上 19.5 17.3 9.1 4.9 2.2 3.4 14.9

男

55～59歳 88.4 73.0 75.4 80.7 71.0 69.7 84.3

60～64歳 71.3 56.8 55.3 54.8 23.7 30.7 68.6

65歳以上 27.9 22.1 12.3 7.1 3.1 6.1 18.9

女

55～59歳 62.6 63.6 66.3 69.3 63.5 46.3 79.7

60～64歳 44.5 47.6 35.8 38.7 19.9 15.4 60.2

65歳以上 13.2 13.5 6.4 3.3 1.6 1.4 11.0

【図表２６】 中高年層の男女別就業率の諸外国比較 

 （出所）総務省統計局「労働力調査」よりみずほ銀行

産業調査部作成 

 【男性】  【女性】 

【図表２８】 男女別中高年層の労働力率・就業率 

約 7割 

（%）

（%）（%）

 （注）2012年時点 

9.7 19.2 23 8.9 2.4 36.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

60歳くらいまで 65歳くらいまで
70歳くらいまで 75歳くらいまで
76歳以上 働けるうちはいつまでも

公的な資格の取得 33.4

定年後も生かせる専門的な技術の習得 30.1

定年後の生活のための預貯金など 29.4

定年後の生活設計のために講習や研修 25.7

再就職のため人材銀行・人材派遣会社等に登録 17.8

健康の維持・増進の心がけ 17.1

公的年金の受給額の確認や生活設計の立案 15.4

再就職について友人・知人に相談・依頼 13.4

会社に再就職を斡旋してくれるように依頼 11.8

その他 2.1

やっておけばよかったこと 会社がやってくれたこと

定年前の早期退職や転籍などをせず定年まで勤務 53.3

定年後の継続雇用 25.9

退職後グループ内外の企業での再就職先の斡旋 22.0

定年延長制度を実施 20.8

退職後の生活設計のため講習や研修の機会・相談
室の設置

13.3

早期退職後優遇制度の導入や内容の充実 13.1

定年後の様々な働き方の実施 8.1

退職後、他社に移っても役に立つような知識・技術
の習得支援

5.9

独立開業のための何らかの援助 2.6

（%） （%）
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以上のことから、日本の高齢者雇用における問題点として、企業と高齢者の

間でミスマッチが生じていることが挙げられる。ミスマッチを解消させるために、

企業は、高齢者に求める能力を明確にする、高齢者に適した仕事を掘り起こ

す、中高年層に対する能力開発機会や研修制度などを充実させていく必要

があると考えられる。また、高齢者も、長く働くことを意識しながら中年期から、

付加価値の高い知識や技術を身につけていくことが求められる。加えて、企

業のニーズと高齢者の多様な就業ニーズを把握し、両者をマッチングさせる

機能の強化も必要と考えられる。 

前述の通り、ドイツでは、職業紹介クーポンにより民間事業者を活用しながら

高齢者の就業促進を図っていった。日本の高齢者雇用において、マッチング

機能を果たすことを期待されているのはシルバー人材センターであると考えら

れる。シルバー人材センターとは、全国に約 1,300 ある高齢者雇用安定法が

定める公益法人で、定年退職後の高齢者に対し就業を提供する組織である。

会員登録した高齢者は、短期間の簡単な仕事を請負い、配分金をもらう仕組

みである。同センターは、急速な高齢化の進展の中で高齢期を健康で有意

義に過ごすために、定年後も何らかの形で就業し続けたいと希望する高齢者

が増えたことを背景に、1970 年代に創設された。創設時と現在では、社会環

境や高齢者雇用の位置付けが異なっていることや、高齢者が求める就業ニー

ズも多様化していることから、十分に機能を果たせていない可能性がある。同

センターが提供できる仕事は短期的で簡単な内容が多く、現在の高齢者のニ

ーズに合致した仕事を取扱う等の改革が求められる。同センターは、企業と高

齢者をマッチングさせるコーディネーター役の確保や、再委託も含めた民間

事業者の活用等により、機能を強化することを検討していく必要があるのでは

ないだろうか。 
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４．ドイツにおける外国人材の活用について 

外国人材の多さはドイツの特徴の一つであり、全人口に占める外国人材の割

合は約 9%（国籍ベース）と他の主要国と比べても際立っている（【図表 31】）。

また、受入れの歴史が古いことからドイツ国籍を持つ 2世、3世も多く、他国に

ルーツを持つドイツ人を合わせると総人口の約 2 割となる（【図表 32】）。こうし

た外国人材の流出入は時期によって増減がみられるも、総じて流入超の傾向

が強く、ドイツの国内人口が減少し始めた 1970 年代以降は外国人材の流入

が総人口の縮小に歯止めをかけてきたことは前述の通りである。このように外

国人材の受入れはドイツの分析において注目すべき要素であり、中でも国内

人口減少下におけるドイツの労働力の維持・拡大を分析する上では欠かすこ

とのできない視点であると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）戦後の外国人材受入れの失敗と移民法制定 

ドイツの外国人材受入れの歴史は戦後復興期の 1950 年代まで遡る。この時

期ドイツでは戦争による働き手の急減と戦後復興に伴う経済の拡大から深刻

な労働力不足に陥り、その対応策として近隣諸国との二国間協定に基づく外

国人材の受入れを開始、1955年のイタリアから始まり、旧西ドイツでは8カ国、

旧東ドイツでは 6 カ国と協定を締結するに至った。中でも急拡大したのは西ド

イツにおけるトルコからの受入れ（1961 年）であり、現在でもドイツの外国人材

の約 2割をトルコ人が占めている。旧西ドイツが人材の大量流入が見込まれる

トルコへの門戸開放に踏み切ったのは、この時期東西分断によりそれまで旧

東ドイツから流入していた労働力を確保できなくなったことも一因であった。こ

の時期に受入れられた外国人材は「ガストアルバイター（客人労働者）」と称さ

れ、一定期間の労働を終えた後は母国に帰還することを前提としていた。 

1970 年代に入ると石油ショックを契機にドイツ経済は停滞局面を迎え、労働

力が供給過剰に転じた。斯かる状況を踏まえ 1973 年に新規の外国人材受入

れを停止、金銭的な支援策も講じつつ帰国を促すも、母国に働き口が無い外

国人材の多くは引き続きドイツに留まった上、家族を呼び寄せるケースも多く、

その後も外国人材は増加し続けた。また1990年代前後には難民やドイツにル

ーツを持つ外国人（帰還移住者）の受入れもあり、流入が一層加速している

（【図表 33、34】）。 

ドイツ人, 

64,074千人, 
80%

9,086 

千人, 
11%

6,827 

千人, 
8.5%

外国人

移民の背景を

もつドイツ人

【図表３１】 主要国の在留外国人割合推移（国籍ベース） 

） 

（出所）独立行政法人労働政策研究・研修機構 HP より 

みずほ銀行産業調査部作成 
（出所）ドイツ連邦統計局 HP よりみずほ銀行産業調査部作成 
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【図表３２】 ドイツの全人口に占める外国人の割合（2013年） 
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このようにドイツでは一時的な労働力として受入れた外国人材が意に反して

定住化した結果、国内労働需要を上回る状態が続いた。また、単純労働を目

的に入国した外国人材の多くはドイツ人と比べて教育水準が低く、ドイツ語を

話せないために就学・就労できない人材も多かった（【図表 35】）。こうした教

育格差は次世代にも引き継がれ、次第に外国人街を形成する等して社会か

ら孤立していく結果となった。このように労働需要を上回る外国人材が存在し

ていたこと、更にその中の一部はドイツ語を話せない為に職に就けなかったこ

とから、外国人材の失業率は高い水準で推移した（【図表 36】）。結果として社

会保障等による財政負担や社会不安が増大し、ドイツ社会では外国人材受

入れに対するネガティブな感情が高まることとなった。 

戦後復興期以降、ドイツの外国人材受入れの失敗は、実際には定住化を避

けられなかった外国人材を一時的な受入れとみなし、その建前と実態との乖

離を長く放置し続けてきたことに起因している。その為、本来なされるべきであ

った制度整備、中でも受入れるべき人材の規定や次世代も含めて長くドイツ

で生活、就労するためにドイツ社会への統合を促す仕組みが導入されなかっ

たことが、後の財政負担、社会不安に繋がったと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表３３】 ドイツの外国人流出入の推移 

（出所）ドイツ連邦統計局 HP等よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）1990年以前は旧西ドイツのみ 

幼稚園～

中学校

程度

14%

高校・専

門学校

程度

58%

大学

程度
25%

不明

3%

【図表３５】 ドイツ人における外国人材の教育水準 

（出所）OECDstat よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）2000年センサス 

【図表３４】 ドイツにおけるトルコ国籍者の推移 

（出所）OECDstat等よりみずほ銀行産業調査部作成 
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【図表３６】 国内外人材の失業率の推移 

（出所）OECDstat よりみずほ銀行産業調査部作成 

幼稚園～

中学校
68%

高校・専門

学校
30%

大学

2%



 

 
第Ⅲ部 ドイツのマクロ経済 

 

みずほ銀行 産業調査部 

314 

このように戦後復興期以降の外国人材受入れはドイツ社会にマイナス影響を

及ぼしたが、一方で長きに渡る低出生率から人口は 2000 年代前半にはピー

クアウトする中、この頃のドイツでは将来的な労働力の確保が喫緊の課題とし

て意識されるようになった。特に問題視されたのは技能工等の熟練労働者の

不足であり、この穴埋めとして外国人材を活用していくことが避けられないとの

認識が強まっていった（【図表 37】）。外国人材受入れに対するネガティブな

感情と将来の人材不足を見据えた外国人材活用の必要性といった相反する

意見が存在する中、今後いかに外国人材の受入れを行っていくべきかを議論

する場として、2000 年に「独立移住委員会（ジュスムート委員会）」が設置され

ることとなった。同委員会にて包括的な外国人材受入れの在り方が検討され、

人口減少に伴う労働力不足に対処するためには、移民政策と移民の社会統

合を組み合わせた総合的で戦略的な政策が必要との報告が提出された（【図

表 38】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この委員会報告を踏まえて 2005 年に制定されたのが今日のドイツの外国人

材受入れを規定する「移民法」である。移民法はドイツに滞在できる人材、就

労できる人材を規定するとともに、その手続きについて定めた法律であるが、

着目すべき点は①外国人材の選択的な受入にかかる制度が整備されたこと

②長期滞在する外国人材への社会統合政策に関する内容が盛り込まれたこ

とである（【図表 39】）。 

1 点目について、ドイツでは外国人材受入れの基本方針として一定の職業資

格・能力を有する熟練労働者に限った受入れを行うこととしており、一部の季

節労働者やオペア14を除き低熟練労働者の受入れを原則禁止している。一方、

ドイツの産業、経済への貢献が高いと考えられる高度人材として、特別な専門

知識を有する人材や卓越した地位にある教育者、科学者には入国時点から

定住資格を付与することで積極的な誘致を図っている。 

また、熟練分野（外国語教育、IT分野、料理人、管理職、専門職等）での就労

が見込まれる人材として大学卒業資格保有者、専門技術保有者の受入れも

行っているが、こうした人材を受入れる際は国内就労者の就労機会を奪うこと

のないよう労働市場テストの実施が義務付けられている。 

                                                        
14 海外にホームステイし、家庭内保育を行うことでホストファミリーから報酬を得つつ、現地学校等に通う海外留学プログラム 

【図表３７】 ドイツの長期人口推計 

（出所）ドイツ連邦統計庁、欧州委員会よりみずほ銀行産業調査部作成 

移民法の制定の

背景 

【図表３８】 ドイツの外国人材を巡る議論 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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労働市場テストは企業が外国人材を雇用する際に同じ業務内容、労働条件

での就労を希望する国内人材がいないことを証明するよう義務付けるもので

あり、具体的には国内人材向けに一定期間就労募集を行った上で該当者が

いなかったことを連邦雇用エージェンシーに届け出る必要がある。連邦雇用

エージェンシーでは労働市場テストが実施されたことを確認した上で、当該外

国人材の就労を目的とする入国を許可することとなる。尚、国内人材の就労

機会を奪う恐れが無い学術・研究開発、外国企業派遣者、プロスポーツ選手、

モデル等特別な職業については労働市場テストの実施は不要となっている。 

このようにドイツでは受入れる人材を一定以上の知識・技能を持つ外国人材

に限ることで、景気低迷時に多数の外国人材が失業し、大きな財政負担や社

会不安を引き起こすリスクをミニマイズするとともに、労働市場テストを導入して

国内人材で賄いきれない業務に限って受入れることで、国内人材の就労機

会を奪うことなく労働需要に応じて必要な人材を受入れることができる制度が

とられている。 

2 点目について移民法では長期に滞在する外国人材に対する社会統合策が

規定されている。これは戦後復興期以降受入れてきた外国人材の多くがドイ

ツ社会に馴染めず失業し、深刻な社会問題を引き起こした教訓を踏まえ、長

期に滞在する外国人材がドイツ社会で生活する能力を身につけることを国と

して支援するものである。具体的にはドイツ語が話せない外国人材を対象に

ドイツ語やドイツ文化・法律の教育を行うプログラム（統合コース）を用意し、そ

の受講が義務付けられることとなった（【図表 40】）。 

この社会統合策の導入はドイツの外国人材受入れにとって大きな転換点であ

る。前述の通り、戦後復興期から移民法の制定に至るまでドイツでは外国人

材を一時的な労働力とみなし、いずれは帰国する人材として位置づけてきた

ために、従来の制度には外国人材が定住することを前提とした制度が盛り込

まれてこなかったという経緯がある。従って、移民法において社会統合策が導

入されたことは、ドイツが定住化を含めた今後の外国人材の受入れに対しよう

やく正面から向き合ったということを意味している。このように過去の失敗を踏

まえてリスクを極小化しつつ必要な人材を受け入れていく体制を整えたことは、

ドイツ移民法制定の評価すべきポイントであると言えよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表４０】 社会統合政策の概要 

（出所）独立行政法人労働政策研究・研修機構

HP等よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表３９】 移民法の特徴 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

実施機関 連邦難民・移民庁

政策内容

以下プログラムの実施
①ドイツ語コース（600時間）
②オリエンテーション・コース（60時間）

法秩序・歴史・文化を学ぶ

→修了時にテストを実施
①ドイツ語検定試験（ZD）
②独自の修了テスト

対象者
・ドイツ語を話せない新規入国者
・過去の入国者も受講の権利あり
・EU域内移民は受講義務なし

財政負担

2005以降 10億ユーロ以上を捻出
2012年 2億2,400万ユーロ（予算計上額）

実績 受講者数78万人超（2005以降累計）

1人当たり財政負担：約1,300ユーロ

（2005年以降累計）

熟練労働者

非熟練労働者

高技能労働者

技能レベルに応じた外国人就業者の受入れ

入国時点で無期限の定住資格を付与

国内で就業できる人材がいないこと（労
働市場テスト実施）を条件として受入れ

原則受入れ停止

期限を定めて厳格に管理した上で
一部職業のみ例外的に認める

留学生は卒業後1年間
求職期間として滞在を許可

定住希望者の社会統合

【対象者】

①殆ど又は全くドイツ語を話せない場合

②失業給付の受給者のうち、統合コースへの参加が義務
付けられている場合

⇒EU域内から移住している外国人材は希望者のみ受講

戦後復興のため受入れた外国人材の多くがドイツ語を話
せない為に社会から疎外され、失業者増加に繋がった教
訓から言語教育を義務付け

 EU市民にはドイツ人と同様に自由な滞在・就労が認めら
れる

EU域内の自由移動

高度人材の積極誘致
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（２）EU域内自由移動を通じた外国人材受入れの経済効果 

ここまでドイツの外国人材受入れの経緯と制度を見てきたが、ここからはドイツ

における外国人材受入れの経済効果について触れたい。 

本章冒頭にて触れた通りシュレーダー政権（1998～2005年）以降、ドイツの労

働市場は大きく改善した。【図表 41】はドイツの潜在就業者数の推移を就業率

引き上げ効果、外国人就業者の増減、自然人口増減の 3 要素に分解して試

算し、内訳を示したものであるが、1990 年代後半より上記改革による雇用のミ

スマッチの解消とそれに伴う失業率低下から潜在就業者数が引き上げられて

いることが見て取れる。一方、足許 2010 年以降の推移に目を向けると、外国

人就業者が急速に拡大しつつある。ドイツ経済が回復する過程において、労

働需給が逼迫した結果、次第に外国人材への依存が強まっていると言えよう。

従って近年のドイツの経済成長における外国人就業者の増加の背景と効果

を検証する上では 2000年代後半に着目する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009年～2012年の国籍別の外国人材増減をみると、この間増加した約 52万

人のうちポーランド、ルーマニア、ブルガリア、ハンガリーといった EU 中東欧

の 4カ国で約 34万人、66%を占めており、足許の外国人材の急拡大は EU域

内からの流入によるものであると言える（【図表 42】）。尚、移民法に規定される

ドイツの外国人材受入れ制度について前述したが、EU 市民に対しては移民

法が適用されず、ドイツ人と同様にドイツ国内に滞在、就労する権利が認めら

れている15。また、景気が低迷しているギリシャ、スペイン、イタリアといった南

欧諸国からの受入れも拡大する傾向にある。 

このように足許ドイツで増加している外国人材の多くは EU 域内の自由移動を

利用して入国しており、移民法にて定めた受入要件や社会統合策が適用さ

れない人材である。 

 

 

                                                        
15 中東欧諸国は 2004年に 8カ国、2007年に 2カ国が EUに加盟。ドイツは中東欧からの急激な人材流入による労働市場への

深刻な影響を防ぐべく、7年間の受入経過措置を実施し、2004年加盟国の経過措置は 2011年に終了している（【図表 43】）。 
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【図表４１】 ドイツにおける潜在就業者数推移の内訳 

（出所）ドイツ連邦統計局 HP等よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）潜在就業者数とその内訳はみずほ銀行産業調査部推計値 
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州別にみると、傾向として失業率の低い州ほど外国人材の流入が進んでいる

（【図表 44】）。ドイツの GDPに占める州別の割合（2013年）はノルトライン＝ヴ

ェストファーレン州が 22%、バイエルン州 18%、バーデン＝ヴュルテンベルク

州 15%と上位 3州で 55%を占めており、こうした経済活動の中心となる地域で

多数の外国人材が受入れられている。中でも多数流入しているバイエルン州、

バーデン＝ヴュルテンベルク州では生産年齢人口が横ばいで推移する中、

失業率は 4%程度まで改善しており、既に相応に労働需給は逼迫しつつある

とみられる。こうした労働力の限界を引き上げているのが外国人材の流入であ

り、今日のドイツの経済成長を維持する上で重要な存在となっていることが窺

える（【図表 45】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

3

6

9

12

15

0

20

40

60

80

100

120

140
(千人) （%）

外国人材の増加 失業率（注）●は旧東ドイツの州

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000
（千人） Bayern

外国人生産年齢人口 ドイツ人生産年齢人口

就業者数

4,000
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7,500
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2009 2012 増減

Poland 399 532 133

Romania 105 205 100

Bulgaria 62 119 57

Hungary 61 107 46

Greece 278 298 20

Spain 104 120 16

Russian Federation 189 202 13

Italy 517 529 12

Portugal 113 121 8

United States 98 105 7

France 107 114 7

Iran 52 57 5

Netherlands 135 139 4

United Kingdom 96 100 4

Austria 175 176 1

Ukraine 126 123 -3

Former Yugoslavia 831 771 -60

Turkey 1,658 1,576 -82

Other 1,588 1,817 229

Total 6,695 7,214 519

【図表４２】 国籍別外国人材在留者数（単位：千人） 

（出所）OECDstat よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表４３】 中東欧諸国の EU加盟 

（出所）European Commission HP よりよりみずほ銀行産業調査部作成 
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業率と外国人材

受入れに相関関

係あり 

【図表４４】 外国人就業者数の伸び 

（2010-2013年）と失業率 

（出所）ドイツ連邦統計局 HP等よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）●は旧東ドイツの州 

【図表４５】 生産年齢人口・就業者数の推移 

（出所）OECDstat等よりみずほ銀行産業調査部作成 
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一方、失業率の高い旧東ドイツの 5州においても外国人材流入が加速する傾

向がみられる。これらの州はもともと外国人材の流入が限定的であり、各州の

人口に占める割合は 1～2%程度と相対的に低い水準であるが、2010 年～

2013 年の 3 年間で多い州では外国人就業者が 2 倍近くまで拡大している

（【図表 46】）。旧東ドイツの州は過去との比較でみれば足許の失業率は改善

しているものの、依然 10%前後の高い水準となっており、国内人材による労働

力拡大余地が残されている（【図表 47】）。但し前述した通り、近年 EU 域内の

自由移動を活用した流入が加速する中、移民法の規定が適用されない人材

が増加しており、移民法で義務付けられている労働市場テストを通じた労働

需要の確認がなされないことが国内人材の就業機会を阻害している可能性が

ある。 

また、足許 EU 域内の自由移動の拡大に伴って最も問題視されているのは、

職が得られない外国人材の流入による社会保障負担の増大である。外国人

材による失業手当の受給は「社会保障ツーリズム」と呼ばれ国内で強く非難さ

れており、英国でも同様の課題に直面している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、外国人材の産業別の就業状況についてみてみたい。産業別にみるとス

トックベースでは農林漁業、商業、専門サービス業での外国人材の就業が目

立つ（【図表 48】）。一方、足許の動きに注目すると、特に農業、建設業といっ

た労働集約型産業での外国人材活用が急拡大している。2010 年～2013 年

の就業者数の増加に占める外国人材の割合は農業で約 80%、建設業で約

60%と従来の当該産業の外国人材比率に比べても極めて高い水準であり

（【図表 49】）、これらの産業においては外国人材が労働投入を下支えしてい

ることが分かる。 

これらの労働集約型産業はドイツ経済を支える重要な産業である。例えば農

業はドイツにとって輸出産業であるが、豚肉や乳製品を中心に年間 800 億

USD 超、アメリカ、オランダに次ぐ世界第三位の輸出額を誇っており、輸出額

は年々増加している（【図表 50、51】）。一方建設業では、建設投資がリーマン

ショックを底に回復する中、急速に人手不足感が強まっており、この人手不足

解消に外国人材が貢献していると見られる（【図表 52】）。建設業があらゆる社

会や産業の基盤を下支えするものであることに鑑みれば、こうした外国人材

受入れの恩恵は全産業に波及していると考えられよう。 

 

失業率の高い旧
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【図表４６】 旧東ドイツ地域における外国人就業者数の伸び 

（出所）ドイツ連邦統計局 HP等よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表４７】 旧東ドイツ地域における失業率の推移 

（出所）ドイツ連邦統計局 HP等よりみずほ銀行産業調査部作成 
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このように、ドイツでは労働集約型産業の人手不足を外国人材で補うことによ

って、重要な産業、並びに産業基盤を維持しており、外国人材に強く依存し

ていると言える。近年急速に依存が強まった要因としてはドイツ経済の好調さ

によって労働需給が逼迫しつつあるためと考えられよう。ドイツ国内人口は引

き続き減少していく見通しであることに鑑みれば、今後も構造的に労働需要は

逼迫しやすく、労働集約型産業はますます外国人材への依存を強めていく方

向性であると言えよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人材はドイツの労働集約型産業の人材確保を補う上で欠かすことのでき

ない存在ではあるが、過度の依存はリスクを伴う。そもそも労働集約型産業の

人材不足は賃金が求職者の求める水準に達していないことが原因であり、本

来は生産性改善を通じた賃金の上昇や産業の新陳代謝が起こることが望まし

い。しかしながら低賃金で業務を請け負う外国人材が流入することで、生産性

改善のインセンティブが損なわれるとすれば、経済全体としても生産性や潜在

成長率にネガティブな影響を与え得る。 

ここまで外国人材の人数に着目して分析してきたが、人材の質に着目すると、

EU域内の自由移動が広がる中で、一定以上の教育水準、知識、技術を有す

る高度人材が多数流入しているとみられる（【図表 53】）。 

移民法制定の背景でも触れた通り、ドイツでは 2000 年代前半には将来的な

人材不足、中でも熟練工の不足によるドイツ経済の影響が取りざたされており、

早くから日本以上に強い関心が寄せられてきた。ドイツ商工会議所の試算に

よると、足許、並びに将来の熟練労働者の不足が経済に与える影響として、

0%
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10%

15%
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【図表４８】 産業別の外国人就業者比率（2013年） 

 

（出所）【図表 48、49】とも、ドイツ連邦統計局 HP等よりみずほ銀行産業調査部作成 

 【図表５０】 農産物輸出国ランキング（2013年） 

（出所）FAOHP よりみずほ銀行産業調査部作成 
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【図表４９】 農業・建設業における就業者増加要因の内訳 
（フロー/2010～2013年） 

【図表５１】 食料品・動物輸出額推移 

（出所）ドイツ連邦統計局 HP よりみずほ銀行 

産業調査部作成 

【図表５２】 建設業の人手不足感 
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2011年時点では約 40万人の人材不足によりドイツの GDPが約 1%押し下げ

られており、2025年には約 500万人もの熟練労働者の不足が生じるという。こ

うした問題意識から、外国人材の受入れを通じた熟練労働者の獲得とそれに

伴う経済基盤の維持に期待がかけられてきた。 

かかる中、移民法が適用される EU域外の外国人材に対しては、受入可能年

収要件の緩和や、ドイツ国内で求職活動をする留学生の滞在可能期間の延

長等、高度人材の誘致策が積極的に実施されている。また、外国人材が専

門知識、技能を活かせるよう、国外職業資格認定改正法を施行し、外国で取

得した資格とドイツ国内資格との同等性を 3 ヶ月以内で認定することで、当該

資格取得が必要とされる分野で早期に就業できるよう法整備を行っている。 

こうした取組みに加えて、ドイツ経済の持ち直しや中東欧諸国の EU 加盟の

影響が相まって、高度人材の流入が進んでおり、EU 域内からの有資格人材

のドイツへの流入も 2000 年代後半以降急進している。独ケルン経済研究所

は2009年以降の新規受入れ外国人材について、平均すると約3割が大学卒

業以上の教育水準を有する人材であるとしている（【図表 54】）。同研究所で

は高度人材受入れに伴う経済効果として、1999 年～2009 年の 10 年間で受

入れた数理工学系人材約 88,000人、医学分野の大学修了者約 22,000人に

ついて、同分野における一人当たり平均付加価値額を基に試算している。そ

の経済効果は年間 130 億ユーロにも上るとされ、他分野における活用も踏ま

えれば更に大きい経済効果がもたらされていると報告している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

高度人材の受入れは自国経済にもたらす利益が大きく、社会的、財政的不利

益が小さいため、ドイツのみならず各国とも積極的に誘致を行っており、獲得

競争は激化している。こうした中、ドイツでは EU 域内の自由移動を中心に相

応の高度人材を獲得し、大きな経済効果を得ていると言えよう。 

但しドイツ経済が低迷していた 1990 年代後半から 2000 年代前半にかけて、

ドイツの高度人材は流出超で推移していたことからも分かるように、EU 域内で

は滞在・就労の制限が無いため人材の流動性が高く、絶えず競合他国との熾

烈な人材獲得競争に晒されることとなる。 

以上述べてきた外国人材受入れを通じた足許のドイツの経済成長について

総括すると、ドイツでは国内人口が伸び悩む中で外国人材の流入が労働力

不足を補完しており、特にバイエルン州やバーデン＝ヴュルテンベルク州とい

高度人材の受入

れに積極姿勢 

一方で域内移動

が 活 性 化 す る

中、流出リスクも 

ドイツにおける外

国人材活用のま

とめ 

【図表５３】 EU域内からの有資格人材の流出入数 【図表５４】 新規在留者の教育水準（2009年/25 ～65歳） 
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（出所）European Commission HP よりみずほ銀行産業調査部作成 （出所）ケルン経済研究所よりみずほ銀行産業調査部作成 
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ったドイツ経済を牽引する地域では、既に追加的な労働力を外国人材に依存

している構図がみられる。産業別には労働集約型産業での活用が急速に進

んでおり、世界 3 位の輸出産業である農業、産業基盤を支える建設業では外

国人就業者の伸びが国内就業者の伸びを上回る等、欠かすことのできない

産業の下支えとなっている。また、近年新規に受入れた外国人材の約 3 割は

大学卒業以上の教育水準であると見られており、人口減少に伴って不足して

いる理系技術者や医師を中心とする高度人材の受入れにより高い経済効果

をもたらしていることは疑いない。 

一方、EU域内移動の拡大のリスクとして、EU市民は自由に移動・就労ができ

るため国内人材を優先的に就労させることができず、国内人材の職を奪う可

能性が考えられる。また、労働集約型産業において低賃金の外国人材への

依存が高まると、生産性向上のインセンティブが低下し、産業の高度化が阻

害されるリスクもある。 

このように EU 域内の自由移動は中東欧諸国との賃金差等の要因からドイツ

への外国人材流入を加速させ、大きな経済効果を享受させているが、一方で

移民法に規定された労働市場テストを含む各種の受入れ要件の規定が適用

されないために、潜在的なリスクを孕んでいる状況にあると言える。 

（３）ドイツにおける外国人材活用の効果と日本へのインプリケーション 

ここまでドイツが人口減少への危機感の高まりを契機として移民法を制定し、

外国人材受入れの素地を築いた経緯と、2009年以降実態的には移民法が適

用されない EU 域内移動が拡大したことに触れ、その経済効果とリスクについ

て論じてきた。一方、今後ドイツ以上のペースで人口減少が進む日本におい

ても（【図表 55】）、労働力不足は深刻な問題となっており、安倍政権の成長戦

略の中でも人材力強化に向けた様々な取組みが掲げられている。 

では日本経済の維持、拡大にはどの程度の労働力を確保する必要があるか。

前提として日本の就業者数は今後人口減少に伴って自然体で毎年 47 万人

ずつ減っていく見通しである。成長会計の考え方に基づいて、GDP 成長率を

労働投入量、資本投入量、全要素生産性に分解して考えた場合、各要素とも

足許並みで推移したと仮定すると、2020 年までの実質 GDP 成長率は平均

0.19%／年と略横ばいに留まる（【図表 56】）。これに対し、現在安倍政権が掲

げる経済目標、「10年間の実質GDP成長率平均 2%」を達成しようとする場合、

労働投入量（就業人口）の拡大のみで賄うケースでは 165 万人／年、全要素

生産性の上昇が 1.00%／年まで拡大したと仮定するケース16でも 145 万人／

年の追加的な労働力を確保していく必要がある。無論、人材に関わる問題は

経済的側面のみから語りうるものではないが、経済の持続的拡大にとっては、

年間100万人以上不足する労働力を確保していかねばならず、前節までで記

載した通り女性、高齢者の活躍を広める取組みは欠かせず、加えて外国人材

をいかに受入れ活用していくかは避けることのできない課題である。 

 

 

                                                        
16 1990 年以降の日本の全要素生産性（5年平均）はピーク時（2000年～2005年）でも約 1%に留まる 
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日本の外国人材受入れは「高度人材積極誘致、非高度人材は原則受入れず」

を基本方針としており、制度上就労を目的とする滞在は専門的・技術的分野17

に限って認められてきた。 

一方、足許こうした受入れの在り方が変容しつつある。その象徴として技能実

習制度の拡大や在留資格における「介護」の追加が挙げられよう。 

技能実習制度は新興国からの人材を受け入れ、職業教育を提供することを目

的とするものであるが、実態的には安価な労働力確保に転用されているとの

指摘がなされており、非高度人材の受入れ窓口として機能している側面があ

る。この技能実習制度について、足許拡大に向けた動きが加速しており、具

体的には東京五輪を控え人材不足が見込まれる建設分野等の実習生の受

入期間が拡大され、他分野についても「介護」の対象職種追加を含む制度拡

大が決定、又は検討されている状況である。このように技能実習を通じて実態

的には労働集約型産業を中心とした人手不足の解消を図る動きがみられる。

また、在留資格として「介護」を専門的・技術的分野の一つとして新たに追加

することが閣議決定しており、導入後は日本の介護福祉士資格を有する外国

人材の滞在・就労が認められることとなる。専門的・技術的分野の在留資格は

これまで国内人材が担うことのできない高度、又は専門的な分野を対象として

きたが、「介護」はこうした従来の整理とは異なり、国内の人材不足を補うため

に創設されたものである。 

上記のように介護分野において外国人材活用の動きは加速しているが、受入

拡大にあたっては①「介護」のイメージの低下、②サービスの質の低下をいか

に防ぐかに焦点をあてて議論が重ねられてきた。その為、国内人材同様の賃

金水準を維持することに加え、業務に必要となる能力、中でも一定程度日本

語を話せる人材に限定して受入れられるようにするといった制度上の配慮が

なされる見通しである。こうした点は、今後他の業種において外国人材受入れ

を拡大していく上でも重要であろう。 

このように、安倍政権の成長戦略に盛り込まれた人材力強化の一環として、足

許外国人材への門戸は少しずつ開かれつつある。これらの取組みは前述の

                                                        
17 高度な専門的な職業（教授、弁護士、会計士、医師、研究者等）、大卒ホワイトカラー・技術者（エンジニア、企業内転勤等）、

外国人特有又は特殊な能力等を活かした職業（語学教師、通訳・翻訳、外国料理人等）等 

実質GDP成長率＝2％/年

（10年間で実質GDPを約100兆円拡大）
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る 

【図表５５】 日独長期人口推移見通し 

（出所）国立人口問題研究所 HP、国連 HP よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表５６】 実質 GDP成長率 2％を達成する水準（弊行試算） 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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通り深刻な労働力不足を目前に控えた日本にとって不可欠なものであり、各

種施策が着実に進められていることは評価できるだろう。但し、これらの動きが

進む中でも外国人材受入れにかかる基本方針「高度人材は積極誘致、非高

度人材は原則受入れず」は維持されたままであり、結果として既存の制度を

抜本的に変えることなく、必要最低限の制度だけを修正して対応している状

況は続いている。 

このような外国人材受入れにかかる基本方針と実態の乖離は移民法制定前

にドイツでみられた状況に似ている。ドイツでは、外国人材は原則一時的な労

働者として受け入れているとの名目が堅持されたために本来あるべき制度設

計がなされず、財政負担や社会不安を引き起こす結果を招いた。日本におい

ても実態と乖離した基本方針を掲げたまま局所的に受入れを拡大していくこと

は後の社会問題に繋がる可能性があるのではないだろうか。 

外国人材受入れを拡大していく上であるべき制度についてドイツの事例を基

に考察すると、3つのポイントが挙げられる。 

第一に労働需給を踏まえた受入れとする必要がある。先に述べた通りドイツで

は EU 域内の規制なき移動、就労が国内人材の就労機会を奪っている可能

性がある。一方、日本ではこれまで就労を目的とする外国人材は国内人材で

は代替できない高度・専門的な知識、技能を有する人材に限って受入れてお

り、こうした懸念が生じる可能性は低かったが、「介護」の在留資格への追加に

象徴されるように今後国内人材の不足を補うための受入れを拡大していく上

では、労働需給に応じて受入れられる仕組みを取り入れることが不可欠であ

る。ドイツの移民法にも盛り込まれている労働市場テストや米国等で導入され

る割当制度（職業、業務に応じ年間の在留資格発行上限を国が規定する制

度）等の活用を検討すべきであろう。 

第二に、低賃金労働の固定化を防ぐ必要がある。ドイツの事例からもみられる

ように、外国人材への門戸を拡大した場合、最も大きな影響を受けるのは労

働集約型産業である。日本においても既に農業、建設業、飲食業等の人材

不足が顕在化しており、こうした産業分野での外国人材活用ニーズは強いも

のと推察される。外国人材の流入が低賃金労働を前提とした生産性の低い産

業を温存させることのないよう、前述の割当制等を通じた受入総数の管理や

賃金水準の把握、規定が必要となろう。現状、日本では技能実習制度を転用

した外国人材の受入れが拡大しているが、同制度では受入機関毎に従業員

数に応じた実習生の受入上限はあるものの、総数管理する仕組みはない。ま

た、改善に向けた動きはあるものの、賃金不払い等を含む劣悪な労働環境が

問題視されるほか、実習生の一部が失踪し不法就労するなど、管理できない

低賃金労働者を生み出すケースも見受けられる。こうした状況を踏まえれば、

労働力不足の解消に向けた外国人材の活用を拡大する上では、既存の制度

ではなく目的に照らした新たな制度を導入することが望ましいと言えよう。 

第三に中長期的には一部の外国人材の定住化を視野に入れておくことが重

要である。前述の通りドイツでは一時的労働者として受入れた外国人材が結

果的に定住化し、こうした外国人材のドイツ社会への統合が十分になされな

かったことが大きな社会問題を産んだ。日本においても今後外国人材の受入

れを拡大していく場合には日本に定住し、次世代も含めて生活していく外国

人材が増加することを視野に入れた制度設計が必要となる。特に、ドイツと同

名目と実態の乖

離があるべき制

度を遠ざける 

労働需給の反

映、産業の持続

的発展を可能と

する受入制度を 

外国人材の定着

にいかに向き合う
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様にマイナー言語が公用語である日本においては、日本語は欠かすことので

きない能力である。ドイツに倣って一定程度の国の財政負担を許容しつつ社

会統合策を実施していくことも検討すべきであるし、一方で受入れの条件とし

て日本語能力を基準とすることも検討しうる。まずは、既に海外に 400 万人18

存在するとされる日本語人材に焦点を当てて受入れていくことも一案であろ

う。 

以上述べてきたように、日本では今後の労働力不足に対応すべく、外国人材

の受入れに真剣に向き合うべき局面を迎えており、現政権下でも前向きに議

論、制度変更が行われつつある。しかしながら、受入の基本方針を保ちつつ

局所的に開放を進めており、方針と実態の乖離が広がりつつある状況である

ともいえる。ドイツの事例から分かるように、こうした乖離を放置することは後の

社会問題を引き起こすリスクを秘めており、日本においても早急に基本方針を

含めた包括的な外国人材受入れの在り方とそれを実現するための制度の見

直しが行われる必要があるだろう。 

ここまでドイツを事例に日本の外国人材受入れ制度の在り方について述べて

きたが、もう一つ重要な観点として日本が外国人材に選ばれる国である必要

がある。ドイツにおいても景気低迷が続いていた 2000年代前半までは有資格

人材は流出超で推移しており、周辺に英国をはじめ競合国もある中、必ずし

も求める人材を獲得し続けられるとは限らない状況にある。とりわけ高度人材

は各国ともに積極的に誘致している中、競争環境はますます激化していくだ

ろう。 

こうした背景を踏まえ日本における外国人材の活用状況に目を向けると、能

力、専門性の評価を巡って企業と高度人材双方が外国人材活用の難しさを

実感している状況にある。【図表 57】は外国人材を採用する際の課題につい

て企業にアンケートをとった結果であるが、半数近い企業が外国人材の能力

を判定することの難しさを上げており、最大のボトルネックとなっている。一方、

日本企業に就職する際の課題について高度外国人材に対して行ったアンケ

ートによると、そもそもの求人の少なさや年齢制限に関わる項目に次いで「専

門性を評価しない」との回答が上位に位置しており（【図表 58】）、こうした外国

人材の能力、専門性評価が日本で外国人材を活用していく上での大きな課

題の一つであることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18 国際交流基金「2012年度日本語教育機関調査」より 

残された課題は
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この点に関し、前述の通りドイツでは EU 域内外で資格の相互認証に取組む

動きが広がっている。自国と他国の職業資格の結びつきが明確化されること

により、外国人材がドイツ国内で活躍できる可能性が高まり、外国人材誘致に

繋がることが期待されている。また、同時に従来有資格者として働くことができ

なかった外国人材が資格を活用した職業に従事できるようになり、高度人材

の幅が広がる効果もある。ドイツの国外職業資格認定制度は現行制度開始

後の 2012年、2013年合計で申請数 26,500件、認定数 20,710件に留まるも、

国内の外国資格保持者約 30 万人が恩恵を受けるとの試算も出されており、

今後の広がりが期待できるだろう。日本においてもこうしたドイツ資格認証制

度等を参考にしつつ、外国人材が活躍できる環境整備を進めることで、求め

る人材を着実に獲得し持続的な経済成長を実現していくことを期待したい。 
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面接での質問意図がわからない

募集する業種・職種と希望が…

その他

（出所）厚生労働省「企業における高度外国人材活用促進 

事業報告書」よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）株式会社富士通総研による委託調査 

   日本企業（295社）による多重回答 

（出所）独立行政法人労働政策研究・研修機構「企業における高度外国人材の 

受入れと活用に関する調査」よりみずほ銀行産業調査部作成 

（注）高度外国人材（322名）による多重回答 

【図表５７】 採用活動の課題 【図表５８】 日本の企業に就職する際の障害 
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５．ドイツの労働力を支える人材評価制度の標準化 

これまで述べてきたように、ドイツではシュレーダー改革前後から現在にかけ

て行われた制度改正や環境変化等を背景に女性、高齢者、外国人材といっ

た多様な人材の労働市場参加が促されてきた。しかしながら、こうした多様な

人材の活躍には、近年の変化だけでなく、そもそものドイツの人材活用の在り

方が影響している側面もあると考えられる。 

第 3節で触れたデュアルシステムに代表されるように、ドイツは 350種を超える

職業能力を資格として認定する資格社会であり、多くの人材が高等教育段階

で基礎的な職業能力を身につけ、その職業資格を保有した上で就職している。

このような仕組みを通じて人材の能力が一定程度「見える化」されるため、企

業は業務内容に応じて必要な職業資格を有する人材を雇用することが可能と

なっている。 

こうした教育と職業のシームレスな繋がりはドイツの特徴の一つであり、教育資

格、職業資格、公務・民間における職業ポストのレベルがそれぞれ相関性を

持っているなど、教育と職業が一体となって人材を育成する傾向が強い（【図

表 59】）。このようにドイツでは教育と職業の近接性を通じて、資格を用いた能

力評価制度が社会全体で共有されており、年齢、性別、国籍、労働時間を問

わず多様な人材を活用できるのはそうした仕組みが根底に存在しているから

であると推察される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業能力を「見える化」して統一していく動きは、ドイツ国内に留まらず国外に

も拡大しており、ドイツを参考に欧州共通の能力評価制度、EQF（European 

Qualification Framework）が策定されている。また第 4節で触れた国外職業資

格認定制度を通じて EU 域外にも広がりつつあり、多様な背景を持つ外国人

材を客観的に評価できる仕組みがあることによって、資格社会であるドイツに

おいて外国人材が活躍しやすい環境が形成されているとみられる。 

 

【図表５９】 ドイツの教育・職業訓練対応表 

 （出所）独立行政法人労働政策研究・研修機構「諸外国における能力評価制度」よりみずほ銀行産業調査部作成 
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入学資格 訓練進路 修了試験・取得資格の程度 民間企業と公務分野に対応する職業ポスト

大学入学資格（アビトゥーア）
ギムナジウム修了証

大学
専門大学
大学外での訓練
上級公務員準備勤務

デュアルシステム

専攻分野修了試験、上級公務員試験、国家試験
学位授与試験
企業内訓練修了証
上級公務員職試験

専門労働者・職人・補助員試験

高級公務員（準備勤務）
専門技術者（エンジニア等）、上級公務員
専門労働者、中間管理職等
上級公務員、専門労働者等
上級公務員、職人・専門労働者・補助員等

専門大学・専門指定大学入学資格
上級公務員準備勤務
デュアルシステム
専門大学・総合制大学

上級公務員試験
補助員・助手職試験
学位授与試験

上級公務員
補助員・助手職
専門技術者（エンジニア）、上級公務員等
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更に、ドイツにおける職業と教育の近接性は、将来的な労働力強化にも繋が

る可能性がある。近年ドイツでは産業界で不足する人材をより早期から育成し

ようとする試みが始まっており、若い世代に対し不足する業種への就職を啓蒙

する「ボーイズデイ」（2011 年～）、「ガールズデイ」（2001 年～）といった取組

みが行われている。政労使が連携して職業・研究紹介イベントを開催し、小中

高校生を中心に招待しており、女性では IT 人材を中心に技術系職種や理工

学研究分野、男性は介護や教育分野の人材確保が期待されている。ドイツで

は足許 industrie4.0 と呼ばれる産業高度化に向けた取組みが進められており、

産業界で必要とされる人材が変化していくことが予測されている。人口減少に

より一人一人の人材の重要性が増す中、将来的な産業の変化を見据えて必

要となる人材を育てていこうとするドイツの試みは、長い目で見ればドイツの競

争力を人材面から支えることとなるだろう。 

翻って日本では、企業内での人材育成、職業訓練が中心であることから、個

人の能力は個別の企業内の評価制度に則って形成されている。また、業務領

域が曖昧であるために実態的には業務内容と評価がリンクせず、企業内でも

統一された明確な評価基準が設けられていないケースも多い。結果として当

然ながら評価制度を他社と共有することは難しく、個人の業務能力は閉ざされ

た個々の企業内でのみ理解されている状況にある。このような能力評価基準、

業務範囲の曖昧さによって、日本企業では外部の人材や多様な働き方をす

る人材を評価することが難しく、女性、高齢者、外国人材といった多様な人材

が活躍できる余地が失われていると考えられる。 

こうした問題意識から、日本においても職業能力評価制度の整備に向けた取

組みが進められようとしている。具体的には、対人サービス業分野等での資格

の創設や業界団体等を巻き込んだ実践的な資格・検定制度を実現し、更に

国の弾力性ある関与の下で質を保証する枠組みが目指されており、こうした

取組みはドイツをはじめとする先進諸外国の動きに学ぶものである。無論、前

提となる社会基盤、歴史的背景も異なる中、企業を跨ぐ有効な能力評価制度

を整備することは容易ではなく、また欧州のように外国資格まで視野に入れる

場合には相応の時間を要するであろうが、進展すれば多様な人材の活躍を

強く後押しすることが期待できよう。 

他方、真に有効な職業訓練、資格制度を整備し、職業能力評価制度の標準

化を実現、維持していくには多数の課題も残されている。例えば、労働需給を

反映して職業訓練を提供できなければ、職業能力を保有していても就業には

結びつかないし、こうしたその時々の労働需給の反映を通じて職業訓練・資

格制度の新陳代謝が図られなければ、不要な財政負担を生み出す可能性も

ある。また、多様な人材の活躍が阻害される要因として、他の社員との処遇の

バランスとそれに対する社員の不満を挙げている企業も多く19、職業訓練や資

格制度の整備のみで多様な人材の活躍が実現できるとは考えづらい。 

こうした課題を解決していく上では企業側の歩み寄り、変革も必要ではないだ

ろうか。ドイツでは教育課程の中に職業訓練を組み込んだデュアルシステム

のように、企業が職業訓練の受け皿を担う制度があり、産業界自身が必要と

する人材の育成に積極的に貢献している。また、業務が「見える化」されてい

ることで、異なる働き方をする人材に対し公正な評価を行うことができ、このよう

                                                        
19 厚生労働省「『多様な正社員』の普及・拡大のための有識者懇談会」資料より 

日本においても

多様な人材の活

用に向けて能力

評価制度の再構

築、職業訓練の

在り方の再検討

が必要 

職業と教育の近

接性は将来的な

ドイツの人材力強

化に資する可能

性を秘める 

有効に機能させ

るためには企業

側の歩み寄り、

変革も不可欠 
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に職業能力を軸とした評価制度が企業内でも一定程度共有されていることも

多様な人材が活躍する土台となっていると考えられる。こうしたドイツの職業能

力評価制度とそれを基盤とする人材活用の在り方を踏まえれば、日本におい

ても制度整備のみならず企業側がその有用性を理解し、連携していく取組み

が求められよう。 

産業、教育一体での人材育成に向けた取組みが、多様な人材の活躍を促し、

来るべき深刻な人材不足下における日本経済の永続的な成長の原動力とな

ることに期待したい。 
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Ⅲ－4． ドイツ・イギリスの医療費抑制の背景を探る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

日本のみならず、少子高齢化とそれに伴う医療費増加懸念は先進国に共通

する課題である。そうした観点に立つと、先進国の中でも日本とドイツは高齢

化率の水準・伸び率共に最も高い（【図表1】）。一方で、日本とドイツの医療費
の推移を見ると、両国とも増加基調にある中、ドイツでは 2009 年以降伸び率
が低下しており、医療費の抑制に成功していると推察される（【図表 2】）。 
医療費を中心とする社会保障費は、各国の歳出の大部分を占める項目であり、

ドイツや日本では歳出の約3割、イギリスやフランスでは5割強に達する。従っ
て、医療費の増加は財政収支の悪化に直結する。我が国の財政収支はリー

マンショック後急速に悪化する一方、ドイツは医療費抑制の効果もあり、財政

収支は改善傾向にある（【図表 3】）。 

以上に鑑みると、ドイツの医療費抑制を実現した制度設計や制度改革から学

ぶことは、日本の医療費抑制、ひいては財政収支改善の視点からも重要では

ないかと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

【要約】  

 ドイツは近年医療費の抑制に成功しているが、その背景には度重なる制度改革がある。
特に、医療保険制度改革による保険者機能の強化により、保険者に効率化や差別化を

促す仕組みを構築し、保険者間に「競争原理」を働かせている。 

 イギリスでは、医療機関は公的な存在でありながらも経済的インセンティブにより競争原
理が働いている。また、効率的な医療を目指し遠隔医療の普及にも取り組んでいる。 

 これまでの我が国における医療制度改革は、既存制度のマイナーチェンジが中心であ
ったが、今後の高齢化の進展を踏まえると抜本的な方針転換が必要である。 

 特に、今後は医療の供給サイドにおける制度改革が重要であるが、その際には、保険
者機能の強化や医療機関への競争原理の導入、あるいは遠隔医療の普及といった施

策が有効になると考えられる。 

【図表３】 財政収支（対 GDP 比） 【図表１】 高齢化率推移 

近年のドイツは医

療費の増加を抑

制 

（出所）国連資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）65歳以上人口が総人口に占める比率 

【図表２】 日独における医療費推移 

（出所）OECD よりみずほ銀行産業調査部作成 （出所）財務省資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
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また、医療支出を賄う財源に目を転じると、日本やドイツのような保険料方式と

イギリスやイタリアのような税方式に大別できる（【図表 4】）。両方式は、「公平
性」や「支出統制のし易さ」等で違いがあり、各国の文化・歴史背景をもとに決

められている。 

税方式を採るイギリスの医療費の推移を見ると、労働党政権時代の 2009年ま
では比較的高い伸び率を示す一方、医療費適正化をスローガンに掲げた連

立政権に移行した 2010年以降は医療費の伸びが抑制されており（【図表 5】）、
我が国における医療費抑制手法を考察する上では、財源方式の異なるイギリ

スから学ぶべき示唆があるのではないかと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

以上から、本稿では日本と同様に保険料方式をとりながら健全な財政運営を

実現しているドイツの医療制度を見た上で、税方式の中でも過去に大胆な医

療制度改革を行ったイギリスにも着目し、我が国における医療費抑制に向け

たインプリケーションを導きたい。 

 

２．ドイツの医療制度 
 

日本の医療制度はドイツを模範に作られた経緯もあり、日独の医療制度は類

似する点が多く、いずれも「保険料方式」、すなわち患者（国民）が保険料を支

払い、疾病金庫と呼ばれる保険者（日本の健康保険組合等に相当）が保険給

付や医療機関との調整を行う方式を採っている。ドイツの医療制度が我が国

と異なる点は、保険者の役割・裁量が非常に大きいという点であり、保険者は

被保険者の健康相談やセカンドオピニオンにおける医師の紹介、個別の医

療機関の情報提供といった基本的機能の他に、医療機関や製薬会社と交渉

する役割も担っている。 

 

保険者の役割が

大きいドイツ 

（出所）健康保険組合連合会「NHS改革と医療供給体制に関する 
調査研究調査報告書」よりみずほ銀行産業調査部作成 
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【図表４】 医療支出の財源内訳 【図表５】 日英における医療費推移 

（出所）財務省資料よりみずほ銀行産業調査部作成  
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ドイツでは、国民の約 9 割が公的医療保険に加入しており、年間の労働報酬
が限度額を超えない殆どの被用者や学生、年金受給者、失業者等は公的医

療保険の強制被保険者となっている。官吏や自営業者等は加入義務を免除

されており、任意加入者となる。また、強制被保険者及び任意加入者の家族

も公的医療保険に加入する。保険者には、主に地域住民や学生、失業者等

が加入する地区疾病金庫や、主に大企業の被用者が加入する企業疾病金

庫等が存在する。 

ドイツにおける医療制度改革は、公的医療保険改革を中心に実施されてきた

が、大きな転換点は 1993年である。ドイツでは 1970年代中頃に「医療費の爆
発」と称される程医療費負担が増大し、1970年代後半から 1980年代にかけて
様々な医療費抑制策が試みられたものの、医療費の増大が続いた。加えて、

保険者間の保険料率の格差が拡大し、加入する保険者の優劣によって被保

険者に不公平が生じていた。こうした背景から、これまでにない抜本的な改革

が必要となり、1993年に「医療保険構造法」が制定された。 

1993 年以前は、地域、産業、職業等により区分された保険者に加入すること
が義務付けられていたが、医療保険構造法により保険者間の移動が原則自

由になり、被保険者は保険料の低い保険者に移動するようになった。これによ

り保険者の競争が促され、1993年に1,200強あった保険者が2007年には240
程度になるなど、保険者の再編が進んだ。一方、ある程度再編が進むと保険

料率による差が出にくくなったことから、2007 年には「公的医療保険競争強化
法」を制定し、各保険者の保険料を統一する一方、後述する「医療基金」や

「選択タリフ」といった仕組みにより、各保険者に保健サービスの質による競争

を促す政策が導入された（【図表 6】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ここで保険者の保険料率と加入者の状況について簡単に触れる。1990 年代
初頭に保険費用が拡大し、保険料率が上昇したことを受け、前述の医療保険

構造法が制定された。以降 2000 年頃までは一定の効果があったものの、保
険者の集約に伴い保険者間の競争原理が働きにくくなり、2000 年初頭に再

【図表６】 医療保険政策の変遷 

約 9 割の国民が

公的医療保険に

加入 

ドイツにおける医

療制度改革の中

心は公的医療保

険改革 

保険料率の上昇

を保険者の競争

により抑制 

（出所）健康保険組合連合会「NHS改革と医療供給体制に関する調査研究調査報告書」より 
みずほ銀行産業調査部作成         

被保険者は所属する企業や業種、地域によって加入する疾病金庫が決定

疾病金庫間の保険料率による競争、疾病金庫の合併が進行
（1993年に約1200あった疾病金庫が2007年には242に集約）

～1993年

～2007年

2007年 「公的医療保険競争強化法」
2009年から統一保険料が導入されることになり、保険料率の差による競争が終焉
疾病金庫は「医療基金」、「選択タリフ」という2点での競争に転換
同時に、疾病金庫が特定の保険医や保険医グループと診療契約を結ぶ、製薬企業と医薬品割引

契約を拡大する、選択タリフを導入すること等が認められ、疾病金庫の裁量範囲が拡大

1993年 「医療保険構造法（GSG）」
全ての被保険者に疾病金庫を自由に選択する権利が与えられ、疾病金庫間の競争が開始
それに対応するため、疾病金庫の合併を可能にする法改正を実施

＜保険料率による競争＞
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び保険料率が上昇しはじめた。これを受け、保険料統一により保険料にキャッ

プを設けるとともに、保険料率以外で競争を促すことが検討され、公的医療保

険競争強化法が制定された（【図表 7】）。 

各保険者の加入者の状況を見ると、1993年の保険者間の移動自由化により、
保険料率の高い地区疾病金庫・代替金庫から被保険者が流出し、保険料率

の低い企業疾病金庫に流入したことがわかる（【図表 8】）。その後、2007 年の
制度改革により、被保険者の年齢や性別の差による罹患に対するリスク調整

機能が強化され、ハイリスクの被保険者を多く抱える地区疾病金庫や代替金

庫の経営状況が改善し、一部企業疾病金庫から回帰する動きが見られた。こ

れは、薬剤購入等の割引や選択タリフの導入などで被保険者数の多い地区

疾病金庫等の保険者が有利になったことが要因と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ドイツの医療制度の特徴として、公的医療保険給付に「効率化」と「差別化」を

図る仕組みが導入されており、保険者間に競争原理が働いていることが挙げ

られる。 

ドイツの公的医療保険における給付は 2階建てとなっており、1階部分が基本
タリフと呼ばれ、全ての保険者に提供が義務付けられている（【図表 9】）。基本
タリフ部分については、各保険者が被保険者から保険料を徴収し、医療基金

と呼ばれる政府所管の基金に一旦納付する。医療基金は保険料と連邦補助

金を財源とし、被保険者の人頭割による「基礎定額交付金」と、被保険者の年

齢や性別等によるリスクを調整した「リスク調整交付金」を算出し各保険者に交

付する。このリスク調整交付金の仕組みにより、リスクの高い被保険者を選別

する保険者の行動を抑制している。 

基本タリフ部分には保険者の効率化へのインセンティブも組み込まれている。

基本タリフ部分では、より効率的な運営を行い、余剰金が発生した場合には

被保険者に保険料の一部を還元できる一方、赤字の場合は被保険者から追

加の保険料を徴収することになっている。追加の保険料徴収は被保険者の流

出を招くため、保険者にとっては医療機関や製薬会社との交渉の面で不利と

なる。従って、保険者にはより効率的な運営により余剰金を捻出するインセン

ティブが働く。 

公的医療保険給

付は「基本タリフ」

と「選択タリフ」の

2階建て 

1階部分における

効率化へのイン

センティブ付け 

【図表７】 各疾病金庫の保険料率 【図表８】 各疾病金庫の加入者数 

（出所）【図表 7、8】とも、医療経済研究機構「ドイツ医療関連データ集」よりみずほ銀行産業調査部作成 
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2 階部分は選択タリフと呼ばれ、各保険者が医療提供者と連携し、自由に保
健サービスプログラムを作り、被保険者が選択する仕組みとなっている。例え

ば、家庭医タリフでは、被保険者が家庭医と呼ばれるかかりつけ医と契約し、

家庭医が初診を行うとともに必要に応じて専門医に紹介を行うプログラムであ

り、家庭医タリフを選択した場合には保険料が軽減される。また、保険料償還

タリフは、一定期間予防や検査以外に医療機関にかからなければ保険料を

還元するプログラムである。2007年の公的医療保険競争強化法の成立以降、
保険者は選択タリフ部分による差別化を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      （出所）医療経済研究機構「ドイツ医療関連データ集」等よりみずほ銀行産業調査部作成 
          

このように、効率的な運営により余剰金を出して被保険者に還元する、あるい

は魅力的な保健プログラムを提供して被保険者を獲得するという、いわば保

険者の経営努力によって差が出る制度設計となっている。結果として、経営能

力の低い保険者は淘汰され、経営能力の高い保険者のみ存続するため、医

療保険財政の健全な運営に繋がっている。実際に、2003 年まで赤字基調で
あった公的医療保険の財政収支は、2004年以降黒字基調に転換している。 

このような医療保険財政の健全性は、保険者間の移動を自由にして保険者を

競争させた結果であるが、そもそもの国としての財政規律を重視する姿勢があ

ったことも重要である。つまり、公的医療保険は自主自律の考えで運営されて

おり、財源は保険料収入によって賄うことが原則として存在し、連邦政府ある

いは地方政府等からの財政投入は行われてこなかった。出産や乳幼児の傷

病手当等の、保険になじまない部分については、2004 年に税を財源とした連
邦補助金が投入されているが、法律によって上限が決められている。また、近

年は医療保険財政が改善しているため法定上限が下げられるなど、安易な財

政投入は行われていない。このように、国として財政規律を厳格に保つ姿勢

が保険者間の競争を促し、保険料、つまり医療費の無駄な浪費を抑制するこ

とに繋がっているのではないだろうか。 

以上、ドイツの医療制度について見てきたが、今後の我が国における医療費

抑制策の参考とすべく、これまでに大胆な医療制度改革を実施してきたイギリ

スの医療制度についても見ていきたい。 

【図表９】 公的医療保険における給付 

2階部分における

差別化へのイン

センティブ付け 

 

そもそもの背景に

は国としての財

政規律を重視す

る姿勢が存在 

これらの仕組み

により保険者間

に競争原理が働

く 

統合的医療
外来診療と病院の入院医療と
の連携を行う

疾患管理プログラム
特定疾患（糖尿病、心疾患等）
につきプログラムに即して検
査・治療等を行う

家庭医タリフ
被保険者が家庭医と契約し、家
庭医が初診を行う

保険料償還タリフ
一定期間予防と早期発見措置
以外の給付を受けなかった場
合、保険料が償還される

基本タリフ
（法定給付）

全ての保険者に提供が義務付け

選択タリフ

法定給付以外に疾病金庫がサービス
プログラム（給付カタログ）を提示し、
その中から被保険者が自由に選択し
て契約を結ぶ

 「医療基金」と呼ばれるファン
ドが各疾病金庫に対して事業
活動に必要な資金を配分

配分された予算の下で効率的
な金庫運営を行い、多くの余
剰金と被保険者満足度をあげ
るインセンティブが働く
（黒字の場合は余剰金を被保
険者に配当可）
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３．イギリスの医療制度 
 

イギリスでは、NHS（National Health Service：国民保健サービス）によって、医
療が公共サービスとして無料で提供される。医療はフリーアクセスではなく、

登録を行った GP（General Practitioner）、いわゆるかかりつけ医によって一次
医療を受け、必要に応じて GPの紹介を受けた上で専門病院等を受診する。 

イギリスにおける医療は税金を財源に成り立っているため、政策の影響を大き

く受ける。近年では、保守党政権時代、労働党政権時代、連立政権時代それ

ぞれにおいて医療政策が大きく転換している（【図表 10】）。 

1979年から 1997年の保守党政権時代には、石油危機等で経済情勢が悪化
する中、医療費を中心とする公共サービス費用の削減が求められた。特にサ

ッチャー政権時代には、医療費の急激な抑制及び、医療産業への市場メカニ

ズムの導入が実施された。医療が国営として運営されてきたことから医療機関

の経営が緩慢になりがちであったイギリスにおいて、医療機関間の競争を促

す市場メカニズムの導入は大胆な方針転換であったといえる。しかしながら、

急激な医療費抑制が医療人材の不足や医療設備の老朽化といった医療イン

フラの問題を引き起こし、多くの待機患者が発生するという弊害も発生した。 

1997年から2010年までの労働党政権時代には、保守党政権時代に低下した
医療の質改善に向け、NHS の予算拡充と医療従事者の増員が図られ、待機
患者の削減が最重要課題とされた。一方、単純に NHS への予算を増やすだ
けではなく、医療の費用対効果を重視する視点も導入され、NICE（National 
Institute for Health and Care Excellence）が創設された。NICEは、最新医療の
ベストプラクティスに関するガイダンスやエビデンスに基づいた質の標準ガイド

ラインを提供するとともに、費用対効果の観点から医療の経済性の評価を実

施する役割を負っている。 

2010 年以降の連立政権時代には、前政権の流れを汲みつつも医療費のさら
なる適正化を目指し、GP を中心とした地域への権限移譲や地域における
GP・看護師等が協働して予防活動を推奨する政策が打ち出されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

【図表１０】 医療政策の変遷 

NHS によって国

営医療が提供さ

れるイギリス 

保守党時代にお

ける医療費抑制

と市場メカニズム

の導入 

労働党時代にお

ける NHS 予算の

拡充 

連立政権時代に

おける医療費の

適正化 

（出所）健康保険組合連合会「NHS改革と医療供給体制に関する調査研究報告書」より 
みずほ銀行産業調査部作成         

サッチャー・メージャー政権時代 【医療費抑制】

NHS支出に対する厳しい抑制策、国立病院の統合や病床削減、NHS医療の
範囲の厳格化、内部市場（市場メカニズム）の導入

ブレア・ブラウン政権時代 【医療費増大】

医療への投資抑制から投資増大へ
NHSの予算増加と医療従事者の増員、待機患者数の削減、NICEの創設、医
療の質向上と公平性確保

キャメロン政権時代 【医療費適正化】

ブラウン政権の流れを汲みつつ歳出の適正化を図る
健康増進・予防活動の推奨、地域への権限移譲、医療と介護の連携

1979年～
1997年
（保守党）

1997年～
2010年
（労働党）

2010年～
（連立）
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イギリスの医療制度の特徴として、一次医療、二次医療それぞれにおいて競

争原理が導入されていることが挙げられる。 

GP を中心とする一次医療では、各 GP への報酬に成果報酬が組み込まれる
ことで競争原理が働いている。具体的には、GP に支払われる報酬に、各 GP
が提供を選択できる特殊疾患への対応等の付加的サービスに対する報酬、

各 GP が住民に対して健康に関する情報を提供するような健康管理や、診療
所の衛生管理等の施設運営で一定の基準を満たした場合に上乗せされる成

果報酬が組み込まれている。 

病院を中心とする二次医療では、各病院は GPの集まりである CCGs（Clinical 
Commissioning Groups）から質と価格の両面で比較され、CCGsと患者紹介に
関する交渉・契約をする仕組みになっていることにより病院間の競争が促され

ている。また、公的な第三者機関である Monitor1等が医療機関の非競争的な
行動をモニタリングすることで、全体としての競争環境を維持している（【図表

11】）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

このような医療機関間の競争を促す前提となるのが、各医療機関を比較でき

るインフラ基盤である。 

イギリスでは、全ての医療機関に対して、提供した医療の結果と今後の改善

策にかかる事項をNHSに報告することが求められている。この結果はNHSの
ホームページである「NHS Choices」を通じて公開され、第三者機関の評価や
救急受入率、患者死亡率、スタッフの評価といった「アウトカム」を国民全員が

閲覧することが可能となっている。また、患者報告型のアウトカム評価である

PROMs（Patient Reported Outcome Measures）が 2009年に導入され、患者視
点での医療機関の比較も可能となっている。 

                                                        
1 保健省から独立した公的機関。経済的監視を行う機関として、医療機関の競争促進と反競争的行為の防止を担う 

【図表１１】 競争原理の導入 

各レイヤーにお

ける競争原理の

導入 

NHS のホームペ

ージで各医療機

関のアウトカムが

比較可能 

（出所）健康保険組合連合会「NHS改革と医療供給体制に関する調査研究報告書」より 
みずほ銀行産業調査部作成         

<GP間での競争>

CCGからGPへの報酬は以下3つ
① 登録人口を基にした基本報酬
② 選択的サービスに対する特別報酬

③ 健康管理や施設運営で一定の基準
を満たした場合の成果報酬

＜病院間での競争＞
質と価格についてCCGから選別されるた
め病院間の競争原理が働く
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このように、経済的インセンティブの付与と各医療機関の見える化を通じた患

者からの選別を促すことにより、医療機関に競争原理を導入している点がイギ

リスの医療制度の特徴である。 

医療の ICT 化が進んでいることで有名なイギリスだが、遠隔医療の普及に向
けた積極的な取り組みも特徴的である。 

イギリスでは 2008 年～2010 年にかけて、遠隔医療に関する世界最大級の実
証事業である WSD(Whole System Demonstrator)プログラムが実施された。
WSDプログラムでは、200人以上の医師が参加し、約 6千人の慢性疾患患者
を対象に自宅でバイタルデータ等をモニタリングし、異常が出た際に受診する

実証事業が実施された。その結果、医療費が約 8%削減されたことに加えて、
対象患者の死亡率も 45%減少したことが実証されている。これを受け、2011
年 12月に、キャメロン首相が今後 5年間で 3百万人に遠隔医療を提供してい
く「3Million Lives Project」を発表し、保健省を中心とした省庁と産業界が連携
してプロジェクトを推進していくことが合意されている。 

しかしながら、当初の想定通りには普及していないのが現状である。これには

様々な要因が考えられるが、OECDの調査によれば、遠隔医療の普及にかか
る一般的な課題は、コスト、法制度、文化、インフラ等にあるという。イギリスの

場合、遠隔医療に関する法制度の規制はないため、コストの問題が一番の課

題として認識されている。例えば、遠隔医療機器の導入費用をだれが負担す

るのか、という問題である。これに対し、イギリスでは「Payment by Outcomes」と
いう方式が検討されている。遠隔医療機器の導入について、導入時に利用者

が費用を支払い、遠隔医療を通じて実際に医療費が削減された場合には利

用者に還元するものである。 

 
 
４．我が国医療政策に関するインプリケーション 

 

以上、ドイツとイギリスにおける医療制度について概観してきた。一方我が国

においては、国民皆保険とフリーアクセスという優れた制度が存在するものの、

世界でも類を見ない高齢化の進展による医療費の増大、諸外国比過剰となっ

ている病床数とそれによる非効率な医療提供体制が課題として顕在化してい

る。 

歴史や文化などが異なるため、海外の制度をそのまま導入することは難しい

が、我が国が抱えている上記の課題解決にはドイツ、イギリスの制度に倣い、

①保険者機能の強化、②医療機関への競争原理の導入、③遠隔医療の普

及の 3点が有効な施策になるのではないだろうか。 

一つ目は保険者機能の強化である。保険者の本来的な機能としては、良質な

医療の確保や保険料の効率的な活用、被保険者の健康増進等があるが、我

が国の保険者は本来的な機能を発揮できていない。特に市町村国保は財政

面で補助金に大きく依存しており、運営の自律化が喫緊の課題である。 

かかる中、現在検討が進められている国民健康保険（以下、国保）改革により、

これまで市町村が担っていた財政責任を平成 30 年度からは都道府県が担う

国策として遠隔

医療の普及を掲

げる 

普 及 に 向 け て

様々な試行錯誤

が続く 

提言① 
保険者機能の強
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ことになる。これにより都道府県が国保の運営方針の策定や市町村ごとの分

賦金額の決定等を行うため、保険者としての裁量が大幅に引き上げられる。

ただし、国保を大型化しただけでは全体の収支は不変であり、裁量が引き上

げられた国保で何を実施するかが重要になる。  

一定期間受診が無い場合に保険料を還元する等のドイツの仕組みは、現在

我が国で検討が進められている「ヘルスケアポイント制度」に類似している。医

療費の適正化においては、被保険者の健康へのインセンティブ付けや保険

者の適切な介入が極めて重要である。従って、現在試行的に始められている

が、個人の健康増進活動にポイントを付与し、健康・予防へのインセンティブ

を与えるヘルスケアポイント制度のような取り組みを、保険者がより積極的に進

めていくべきではないだろうか。 

二つ目は医療機関への競争原理の導入であるが、競争原理を働かせるため

には各医療機関を比較できる仕組みが必要である。我が国においては、厚生

労働省が所管する「医療機能情報提供制度」があるが、公表されるアウトカム

は手術件数や平均在院日数等の限定的な項目にとどまっており、且つ都道

府県単位の運営になっているため一覧性に乏しい。その他、日本医療機能

評価機構による認定や DPC データ2等は主に医療関係者を対象としたもので
あり、患者が医療機関を比較するには適さない。 

一般的に、医療の質の評価をする際には、施設基準や人員配置等の「構造」、

早期リハ開始率や血糖コントロール等の医療の「過程」、回復率や患者満足

度等の「結果」の三つの視点があると言われている。構造と過程については既

に診療報酬等で評価される体系になっているが、結果に対しての評価ができ

ていないのが我が国の現状である。従って、例えばイギリスのように、各医療

機関の治療成績や患者満足度評価など、医療の結果の評価を可能にする仕

組みを構築していくべきではないだろうか。そのためには、真に有効なアウト

カムに関する全国統一の情報公開制度の制定や、患者が使い易いポータル

サイトの創設といった対応が求められるのではないだろうか。 

三つ目は遠隔医療の普及である。我が国においては、都市部への医師・

医療機関の集中により都市－地方間の医療格差が顕在化している。一方

で、地方においては患者が少ない、居住地域が広範といった理由から、

効率的な医療提供が難しいという側面も存在する。これらの課題解決には

遠隔医療を活用した医療サービスの提供が有効と考えられるが、遠隔医

療の普及に反対する医療関係者もいるため、我が国では普及が難しいと

いう意見も聞かれる。 

では、そのような利害関係の対立が遠隔医療普及の本質的な阻害要因にな

っているのだろうか。国として遠隔医療の普及を進めているイギリスの事例を

取り上げたが、当初の計画通りには普及していないとの指摘もある。医療が国

営サービスとして提供されているイギリスでは、我が国で指摘されているような

利害関係の対立は生じにくい。それにも関わらず遠隔医療の普及が進まない

背景には、利害関係の対立以外に阻害要因があるのではないだろうか。例え

ば、遠隔医療機器の導入にかかる費用や継続に伴うランニング費用等の経

済的要因、あるいは対面診療に比べて医療の質の面で不安があるといった臨

                                                        
2 Diagnosis Procedure Combination（診断群分類）に基づく患者情報、診療行為情報 

提言② 
医療機関への競

争原理の導入 

提言③ 
遠隔医療の普及 
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要 
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床的要因、個人情報の取り扱い等の法制度的要因が考えられる。 

遠隔医療の普及に関しては上記のような阻害要因があるものの、これらは実

証事業でのエビデンスの積み上げと、それをもとにした診療報酬の適用範囲

の拡大で解消が可能であろう。イギリスの WSD プログラムでも示されているよ
うに、実証事業により臨床面での効果を確認することは可能であるし、法制度

面の課題については、モニタリングデータ等の個人情報に関する標準ガイド

ラインの作成等で対応が可能である。また、実証事業を通じた経済面での有

効性の検証は、診療報酬における遠隔医療の適用範囲の拡大を議論してい

く上で重要なポイントとなる。 

診療報酬の適用範囲の拡大は、産業振興の観点でも重要である。診療報酬

の適用が拡大されることにより、医療機器メーカーの遠隔医療機器開発の後

押しも期待できる。各種計測機器を用いた生体情報モニタリングや通信技術

を用いた遠隔診療等、遠隔医療機器が活用される場面は多岐に渡る。幸い

にも、現在我が国では病院医療から在宅医療へのシフトが進められている。

遠隔医療は在宅医療を効率化する有効なツールであり、本分野における医

療機器の果たす役割は大きい。世界に先駆けて遠隔医療機器を開発・普及

することで、現在大幅な輸入超過となっている我が国医療機器産業の競争力

強化にも繋がるのではないだろうか。 

 

 

５．おわりに 
 

2014年度に発刊した「みずほ産業調査 45号」3では、オバマケアを中心とした

米国の医療制度を調査した。米国では、多様性のある医療システムのもとで、

保険者、医療提供者、保険購入者といったステークホルダーが相互に「選別」

を行うことで競争と連携が促されている一方、多様性が医療費高騰に繋がっ

た負の側面も指摘されている。これらの負の側面の解消に向け、オバマケア

では、各ステークホルダーへの経済的インセンティブの付与を通じた医療提

供体制の効率化を企図していることを紹介した。 

今回調査したドイツ、イギリス両国においても、医療産業に競争原理を導入す

るという点で共通している。すなわち、ドイツでは医療保険制度改革により保

険者間の移動を自由化し、保険者に競争原理を導入した。特に、医療保険給

付の仕組みに効率化と差別化のインセンティブを付与している点が特徴的で

ある。イギリスではNHSによる国営医療サービスが提供される中、成果報酬の
適用と医療機関の見える化を通じて、医療機関に競争原理を導入した。一方

で、待機患者の発生という負の側面も生じたため、遠隔医療の普及等による

医療の効率化に向けた取り組みも進められている。 

これまで我が国においては、患者の自己負担や国庫負担の在り方など、既存

の医療制度をマイナーチェンジするような改革が中心であった。しかしながら、

世界でも突出して高齢化が進む我が国において、これまでのような改革で財

政面の課題解決を図ることは困難である。もちろん、医療制度は国により異な

                                                        
3 2014年 6月 18日発刊 「みずほ産業調査 45号」米国の競争力の源泉を探る（Ⅳ－2. 米国医療産業の構造分析） 
http://www.mizuhobank.co.jp/corporate/bizinfo/industry/sangyou/pdf/1045_04_02.pdf 
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る点が多く、各国の歴史・文化等に適した形で成り立っているため、諸外国の

制度をそのまま導入することは難しいが、今後はドイツやイギリスのような、医

療の供給サイドに重点を置いた医療制度改革が求められるのではないだろう

か。そのような制度改革は、各ステークホルダーに痛みを伴う改革となるが、

我が国の現在の財政状況や今後の高齢化に伴う医療費の膨張を踏まえると、

避けては通れない道ではないだろうか。 

 
 
 
 

（ライフケアチーム  戸塚 隆行） 

takayuki.totsuka@mizuho-bk.co.jp 
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Ⅲ－5． ドイツにおけるコーポレートガバナンスの変革 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．はじめに 

ドイツにおいては、1990 年代後半以降、世界的なコーポレートガバナンス改
革の潮流の影響や、経営環境の変化への対応を迫られた金融機関の行動、

1998年から 2005年のシュレーダー政権下におけるコーポレートガバナンス改
革の遂行等を経て、コーポレートガバナンスが変革1を遂げた。近年、ドイツ企

業は製造業を中心に持続的な利益成長を実現しているが、その要因の一つ

として、斯様なコーポレートガバナンスの変革が指摘されている。コーポレート

ガバナンス改革を主導したシュレーダー前ドイツ首相も、以下のように述べて

いる。 
「（日本においては）株式持合いが依然存在し、企業の経営者が個々の投資

家、株主から守られるという状況をつくっていますが、約 20 年前、ドイツの企
業制度もそうでした。しかしドイツでは改革が行われ、企業が持つ（潜在的な）

価値を開放し、成長のダイナミクスを促進し、それぞれの企業の経営を尊重し

ていくことになりました。最も重要なステップの一つは、持ち合い株売却の譲

渡益を非課税にするインセンティブを導入したことです。これで、きちんとドイ

ツの企業が自己規制を実施しながら改革を前進させることができました。さら

                                                        
1 本稿では、コーポレートガバナンスの変化について、シュレーダー政権における取組み等、政策的に行われたものについては
「改革」と呼び、一方で、ドイツにおける 1990年代後半以降の変化については、政策的取組みに加えて金融機関等の自律的取
組みによって起こった面もあることから、「変革」と呼び、区別する。 

本稿では、ドイツ

のコーポレートガ

バナンスの変革

の概要、変革後

の姿、及びドイツ

企業の対応につ

いて考察 
 

【要約】  

 ドイツにおいては、1990年代後半以降、世界的なコーポレートガバナンス改革の潮流の
影響や、経営環境の変化への対応を迫られた金融機関の行動、シュレーダー政権にお

けるコーポレートガバナンス改革の遂行等を経て、コーポレートガバナンスが変革を遂

げた。 

 コーポレートガバナンスの変革に伴い、従前は株式保有と監査役派遣を通じて事業会
社のガバナンスに大きな影響力を有していた金融機関の役割が低下し、替わりに外国

人を中心とした機関投資家の影響力が増大した。機関投資家からの株主価値向上のプ

レッシャーは、ドイツ企業に資本効率を重視した経営を意識させ、事業ポートフォリオ転

換を通じた構造改革・成長を促した。 

 一方、従業員代表が経営に参画する共同決定制度や、特定の大株主への株式所有の
集中など、変革を経ても変わらずに維持・強化された点も多かった。斯様な点は、ステー

クホルダー間のバランスのとれた経営や、中長期目線での意思決定を支え、変革に伴う

効果と同様にドイツ企業の持続的成長の実現に寄与した。 

 ドイツ企業は、株主からの規律をガバナンスの主軸に据えるアメリカ型のコーポレートガ
バナンス・システムとは一線を画しながらも、持続的成長を実現しており、目指すべきコ

ーポレートガバナンスのあり方は一様ではない事が示唆される。日本企業には、まずは

「稼ぐ力」向上による持続的成長に資する自社の強みをしっかりと見極めた上で、斯様な

強みを活かすために求められる株主・従業員等のステークホルダー毎の役割・位置付け

を明確化し、バランスのとれた関係性や経営資源配分の独自の考え方を Explainするこ
とが求められよう。 
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に弾みをつけたのがコーポレートガバナンス・コードです。企業のよきガバナ

ンスを促すコードで、明文化された法律ではりませんが、ベストプラクティスが

十分に認識された基準となっています。日本も株主構造を再編成し、企業統

治を改革リストに加える絶好の機会だと思います。」2 
1990 年代には欧州の病人と揶揄されていた状況から、コーポレートガバナン
スの変革等を経る事で成長を遂げたドイツの過程は、失われた 20年からの転
換が求められている我が国においても参考にすべき点が多いとして、日本に

おいて、株主ガバナンス強化によるコーポレートガバナンス改革の遂行を求

める際には、ドイツにおける改革の事例が引き合いに出される事が多い。 

一方で、ローランド・ベルガー氏3はドイツにおけるコーポレートガバナンスの

変革を「株主価値経営とステークホルダー経営の合成・統合」と表現しており、

これは、変革によって株主集権的な所謂アメリカ型コーポレートガバナンス・シ

ステムに移行した訳ではなく、ドイツ固有の新たなコーポレートガバナンス・シ

ステムを再構築したことを意味していよう。ドイツにおいては、変革を経ても、

変わらずに維持されたものも相応にあり、そういった側面もドイツ企業の利益

成長の実現に寄与しているのではないかと推測される。 

昨今、日本においてはアベノミクスのもとで「稼ぐ力」の向上のための施策とし

て株主ガバナンスの強化を主な手段として用いたコーポレートガバナンス改

革が進められており、日本企業は改革への制度的対応や株主との関わり方の

見直しといった対応に迫られている。本稿では、ドイツにおけるコーポレートガ

バナンスの変革の概要、変革後の姿、及びドイツ企業の対応について考察を

行う事で、足元のコーポレートガバナンス改革に対し、日本企業がいかにして

向き合うべきか、検討の一助としたい。 

２．変革前のドイツのコーポレートガバナンスの特徴 

変革前のドイツのコーポレートガバナンスの特徴としては、大きく 2点が挙げら
れる。1 点目は、株主だけではなく、従業員が企業のガバナンス主体として経
営に参画する事により、ステークホルダー間のバランスの取れたガバナンスシ

ステムを構築している点である。この点は、経営の監督を行う監査役会と事業

執行を行う執行役会4からなる二階層コーポレートガバナンスシステムと、監査

役会に従業員代表が加わって経営に参画する共同決定制度によって支えら

れている。2 点目は、事業会社の経営における金融機関の役割の大きさであ
る。金融機関は、事業会社の株式を所有する事で議決権を通じたガバナンス

を効かせるとともに、監査役派遣を通じて、人的支配によるガバナンスも実施

していた。加えて、資金調達においても金融機関の役割は大きく、事業会社

の資金調達は銀行からの借入れに多くを依存していた。本章では、以上 2 点
について詳細を考察する。 

まず 1点目のステークホルダー間のバランスのとれたコーポレートガバナンス・
システムだが、その成立の前提となっていたのが、経営の監督を行う監査役

会と事業執行を行う執行役会からなる二階層型のシステムである（【図表 1】）。
ドイツにおける株式会社の監査役会の役割は経営の監督であり、執行役の選

                                                        
2 FACTA 2014年 1月号より抜粋 
3 ドイツを代表する経営コンサルティング会社ローランド・ベルガーの創業者であり現会長。 
4 ドイツで事業執行を行う Vorstandは、日本においては「取締役会」と訳される事が多いが、経営の監督ではなく事業執行を行う
機関である事を明確にするため、本稿においては「執行役会」と訳することにする。 

ステークホルダー

間のバランスの

取れたシステム

と、金融機関の

役割の大きさが

特徴 

二階層システム
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に基づき従業員
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解任や報酬の決定、監督・助言、業務規定策定といった執行役の監督機能

が主な職務として挙げられる。監査役会においては、報酬委員会や監査委員

会・投資委員会等、各種の専門委員会を設置して、専門的知見に基づく意思

決定をする事が求められている。監査役会の選任・監督の基に事業執行を行

うのが執行役の職務である。監査役の事業執行及び執行役との兼任は禁止

されているが、定款もしくは監査役会が定める一部の重要事項に対しては同

意権を有することになっている。対象事項は企業毎に定めることにはなってい

るものの、重要事項に対しては事業執行にも関与することになっており、監査

役会の権限・責任が大きいのがドイツのコーポレートガバナンスシステムの大

きな特徴である。日本語において「監査役会」と訳される事が通例になっては

いるものの、執行役の業務の適法性監査と、会計監査を行う日本の監査役会

とは、位置付けが大きく異なり、ドイツにおける監査役会と執行役会の関係性

のイメージは、日本の指名委員会等設置会社における取締役会と執行役との

関係性に近い（【図表 1】）。 

この二階層システムの基で、従業員から選出される従業員代表が監査役とな

り経営に参画するのが共同決定制度である。1976 年制定の共同決定法に基
づき、従業員 2 千人以上の会社は監査役会を 20 名で構成する必要があり、
その内訳を株主代表と従業員代表とで 10 名ずつ、同数とする事が定められ
ている。株主代表については株主総会にて選出される。一方、従業員代表に

ついては、当該企業の従業員及び労働組合から選出され、当該企業の従業

員については、従業員 8 千人超の企業においては間接選挙で、それ以下の
企業においては直接選挙で選出されるのが原則である。監査役会議長は株

主代表から選出することになっており、デットロック時には議長が 2票目を投じ
る事が定められているため、最終的な意思決定権は株主側に留保されてはい

る。一方で、執行役の選任においては監査役の 3 分の 2 以上の決議が必要
であるため、従業員代表監査役からの賛成も必要になるなど、経営における

従業員の位置付けは大きい。 
二階層のシステムと、そのシステムを前提とした共同決定制度に基づき従業

員がガバナンス主体として経営に参画するという、ステークホルダー間のバラ

ンスのとれたガバナンスシステムを構築しているのが、ドイツのコーポレートガ

バナンス・システムの大きな特徴であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表１】 ドイツの二階層コーポレートガバナンス・システム 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

従業員
（従業員・
管理従業員・

労働組合）

監査役会
（Supervisory Board）

株主代表 従業員代表
株主総会

執行役会
（Executive Board）

１ ： １

・20名（従業員2千人超の場合）
・株主代表と従業員代表が同数・執行役の選解任、報酬

・執行役への監督、助言
・執行役の業務規定策定
・一部事項への「同意権」 等

・事業執行及び代表機関

経営監督

事業執行
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2点目はガバナンスや資金調達を通じた、事業会社の経営における金融機関
の役割の大きさである。変革前のドイツにおいては、金融機関が多くの株式を

保有しており、株式の議決権を通じてガバナンスを効かせていた。欧州委員

会の調査によれば、1996 年時点でドイツ上場企業の株式の 26%は金融機関
（銀行・保険）によって保有されており、金融機関による事業会社の株式保有、

及び金融機関同士の株式の持ち合いが多いのが特徴であった。加えて、ドイ

ツの銀行は寄託議決権制度に基づき、自らが保有しない株式についても議

決権行使を行っていた。ドイツにおいては銀行が証券業務も行うユニバーサ

ルバンク制のもと、顧客からの株式の寄託業務を行っており、株主からの指図

が無い限りは、寄託された株式の議決権を行使する事が出来た。斯様な株式

保有と寄託議決権制度を通じ、金融機関が実質的な大株主として、事業会社

に対してガバナンスを効かせていた。 

金融機関の事業会社へのガバナンスは、監査役派遣を通じた人的支配によ

っても行われていた。ドイツの監査役会は 10 名の株主代表監査役の選任が
求められているため、監査役の確保が大きな課題であり、企業間の監査役派

遣が数多くみられた。その供給源として最も大きな役割を果たしていたのが、

金融機関である。金融機関は、融資先である事業会社への経営監督と企業

情報の入手による、債権保全強化も兼ねて、監査役派遣を積極的に行ってい

たと言われている。吉森（1998）の調査（【図表 2】）によれば、1989年時点にお
いて監査役派遣企業の上位はドイツ銀行・ドレスナー銀行・アリアンツ保険・コ

メルツ銀行といった金融機関が占めており、一人の執行役による数多くの事

業会社の監査役の兼任もみられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

銀行を中心とした金融機関は、資金供給を通じても事業会社の経営に影響を

及ぼしていた。前述の通り、ドイツではユニバーサルバンク制のもと銀行が証

券業務も行うため、金融機関の中でも銀行の役割が大きかった。実際の事業

会社の資金調達においては、株式市場からのエクイティ調達や、社債市場か

らの直接調達よりも、銀行からの借入れに多くを依存していた。結果として、ド

イツの事業会社のレバレッジは他国に比べて相対的に高く、有利子負債の直

間比率においても借入れの比率が高いという特徴があった（【図表 4、5】）。 
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【図表２】 監査役派遣企業上位（1989 年） 【図表３】 コンチネンタル監査役構成（2000 年） 

（出所）吉森賢「ドイツにおける銀行、保険会社、非金融企業間

の資本的・人的関係と企業統治の有効性」（1998）より 
みずほ銀行産業調査部作成 

（出所）コンチネンタル IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成

金融機関がガバ

ナンスと資金供

給を通じて、事業

会社の経営に大

きく関与 

（社/人） 経歴

1 Hubert von Grunberg Continental 元CEO

2 Manfred Bodin Norddeutsche Landesbank Hanover CEO

3 Diethart Breipohl Allianz監査役（元Allianz執行役）

4 Werner Breitschwerdt コンサルタント（元Daimler執行役）

5 Michael Frenzel Preussag CEO

6 Hans-Olaf Henkel ドイツIBM 監査役（元ドイツIBM社長）

7 Fred G.Steingraber A.T.Kearney CEO

8 Giuseppe Vita Schering CEO

9 Bernd W.Voss Dresdner Bank 執行役

10 Ulrich Weiss 元Deutsch Bank執行役
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３．コーポレートガバナンスの変革 

ドイツのコーポレートガバナンスは、1990年代後半以降、世界的なコーポレー
トガバナンス改革の潮流の影響、企業の不祥事・大型倒産に伴う従来のドイツ

型のコーポレートガバナンス・システムへの批判、政策的に実施されたコーポ

レートガバナンス改革、ガバナンスにおいて重要な役割を占めていた金融機

関を巡る経営環境の変化等を受け、変革を遂げることになった。 

ドイツのコーポレートガバナンスの変革を促した要因の一つは、アメリカにおけ

る改革に端を発する世界的なコーポレートガバナンス改革の潮流である（【図

表 6】）。アメリカにおけるコーポレートガバナンス改革は、角田・船橋（2014）5

に詳しいが、端緒となったのは年金改革の一環として制定された 1974 年の
ERISA 法である。同法を基に投資顧問会社などの年金運用の受託者は、厳
格かつ広範な受託者責任を意識した運用が求められるようになった。更に

1979年の ERISA法改正による「投資に関する義務（Investment duties）」条項
の追加に伴い、受託者による分散投資が実質義務化され、年金資金が株式

や投資信託へ流入する大きな要因となった。 
1988年には Avon書簡により、年金基金の議決権行使が義務化された。斯様
な年金改革とコーポレートガバナンス改革に伴い、年金基金の機関投資家化

と「物言う株主」としての株主価値向上に向けたプレッシャーの高まりに繋がっ

た。米国年金基金の株主アクティビズムの影響は米国企業に留まらず、その

矛先は欧州企業に対しても向けられた。例えば、米国最大の公的年金基金

であるカリフォルニア州職員退職年金基金（通称「カルパース」）は 1988 年に
米国企業に対する独自のコーポレートガバナンス・コードを策定したが、1997
年にはイギリス・フランス企業に対して、1998 年にはドイツ企業に対してコーポ
レートガバナンス・コードを各々策定し、コーポレートガバナンス改革及び株主

価値向上を求めた。実際に、RWE等のドイツ企業に対する株主提案も行われ
た。 

 

                                                        
5 2014年 6月 18日発刊 「みずほ産業調査 45号」米国の競争力の源泉を探る （【Focus 3】 リスクマネー供給の実効性・多様性
の背景分析） 

世界的なコーポ

レートガバナンス

改革の潮流が、ド

イツへも波及 

【図表４】 DER 比較(2003 年) 
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【図表５】 有利子負債直間比率比較（1999 年) 

（出所）ロイター社データよりみずほ銀行産業調査部作成 （出所）日銀統計・Eurostat よりみずほ銀行産業調査部作成 
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欧州におけるコーポレートガバナンス改革は、1990 年代以降、イギリスにおい
て始まった。イギリスでは 1992年に、取締役会のアカウンタビリティー強化と非
業務執行取締役登用を求めるキャドベリー報告書が提出され、1995年には取
締役報酬のあり方についてのグリーンベリー報告書が提出された。1998 年に
はハンペル報告書によって、コーポレートガバナンスの原則と、機関投資家の

最善行為規範から構成される統合規範の原案が策定され、その後、ロンドン

証券取引所において統合規範が上場規則の一部とされた。イギリスでの改革

は、欧州大陸諸国へも波及し、フランスでは 1995 年に第一次ヴィエノ報告書
が提出され、社外取締役選出や取締役会における委員会の設置等が求めら

れた。当報告書は、カルパースが策定したフランス企業に対するコーポレート

ガバナンス・コードの中でもポジティブに評価された事から、その実効性が高

まった。1999 年には、第二次ヴィエノ報告書において、CEO と取締役会会長
の分離が求められた。 

国際レベルでも議論が行われ、OECDにおいては 1996年からコーポレートガ
バナンスについての議論が始まり、1999 年には国際的なコーポレートガバナ
ンスの指針として、OECD コーポレートガバナンス・コードが制定された。 
斯様な世界的なコーポレートガバナンス改革の潮流や、機関投資家からの株

主価値向上のプレッシャーを受け、ドイツにおいてもコーポレートガバナンス

改革の機運が高まっていった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業の不祥事・大型倒産も改革の機運を高めた。1993 年のメタルゲゼルシャ
フトの石油先物取引失敗による経営危機や、2002 年の当時ドイツのゼネコン
大手であったフィリップ・ホルツマンの倒産など、ドイツ大手企業による不祥事

や大型倒産が散見された。メタルゲゼルシャフトは、ドイツ銀行が債権者であ

るとともに大株主・監査役会会長を兼ね、更には金融事業における提携先で

もあった事から、銀行や監査役会によるガバナンスの機能不全が指摘された。

また、1990年代から2000年代半ばに至るまでドイツ経済は「欧州の病人」と揶
揄されるほどの長期的停滞に直面しており、構造改革が求められていたことも

相まって、従来のドイツ型コーポレートガバナンス・システムへの批判が高まっ

ていた。 

1974
ERISA法制定
⇒年金基金・受託機関の
受託者責任明確化

1988
エイボン・レター
⇒年金基金の
議決権行使義務

1978
（米国法律協会）
コーポレート・ガバナンス原則

1988
（カルパース）
コーポレート・ガバナンス原則

1979
ERISA法改正
⇒分散投資義務

1998
（カルパース）
ドイツ企業に対する
コーポレート・ガバナンス原則

カルパースは1992年
には独RWEに対する
不平等な議決権制度
解消の株主提案も

1992
キャドベリー報告書
⇒取締役会のアカウンタビリティー強化
非業務執行取締役登用

1995
グリーンベリー報告書
⇒取締役報酬のあり方

1998
ハンペル報告書
⇒「統合規範」原案策定
⇒ロンドン証取が「統合規範」制定

1997
（カルパース）
フランス企業に対する
コーポレート・ガバナンス原則
＆第一次ヴィエノ報告書支持

1995
第一次ヴィエノ報告書
⇒社外取締役選出
取締役会における委員会設置

1999
第二次ヴィエノ報告書
⇒CEOと取締役会会長分離等

2002
ブトン報告書
⇒独立取締役過半 等

1999

OECD  

コーポレートガバナンス原則

OECD

（出所）末永敏和・藤川信夫「コーポレート・ガバナンスの世界的動向」等より 
みずほ銀行産業調査部作成

【図表６】 コーポレートガバナンス改革の世界的潮流 
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世界的なコーポレートガバナンス改革の潮流や、従来のドイツ型コーポレート

ガバナンス・システムへの批判の高まりに伴い、ドイツにおいては主に 1998年
から 2005年のシュレーダー政権のもとで資本市場改革やコーポレートガバナ
ンス改革が行われた。 

資本市場改革としては、1990年から 2002年に至るまでの計 4回に亘る「資本
市場振興法」制定により、インサイダー取引規制や情報開示強化による証券

市場の透明性向上、投資信託解禁・多様化及び上場基準緩和などが定めら

れた。2001 年には「有価証券の取得及び買付に関する法律」により公開買付
けに係る制度が整備され、更に同年の「資金調達を容易にするための法律」

により、IFRSの任意適用の容認や、国際的に承認された会計原則に従う場合
の国内会計基準決算書の作成義務免除が定められたことで、国際的な会計

基準の導入に弾みがついた。斯様な改革により、欧州統合やグローバル経済

化が進む中でのドイツ資本市場の活性化が企図された。 

コーポレートガバナンス改革としては、1998年の「企業領域における監督及び
透明性に関する法律」により、執行役による監査役会への事業計画の報告義

務付けや、執行役に対するリスク管理体制及び内部監視システムの構築義務

付けが定められると共に、ストックオプション制度の導入も行われた。2002 年
の「透明化法・開示法」では、執行役が一定の業務を行う場合の監査役会の

同意取得義務付けや、執行役から監査役会への情報提供内容の充実が定

められた。 

コーポレートガバナンス改革の象徴的な取組みとしては、2002 年のコーポレ
ートガバナンス・コードの制定が挙げられる。ドイツにおけるコーポレートガバ

ナンス・コード策定の試みは、当初は大学教授を中心とする民間グループに

よる取組みから始まったが、株主価値をより重視するグループや、従来のステ

ークホルダー主義的思想を重視するグループなど基本的見解に乖離がある

主張が乱立し、民間主導での調整は困難な状況であった。 

然しながら、この様な民間での取組みは政府による検討を触発し、2000 年に
は政府がコーポレートガバナンス・コード策定に向けた専門委員会（通称「バ

ウムス委員会」）を設置した。バウムス委員会は、フランクフルト大学のバウムス

教授を委員長とし、政府・学界・企業経営者（監査役・執行役）・労働組合・証

券業界からの代表で構成され、産・官・学一体となった検討の場であった。バ

ウムス委員会は、OECD 原則も踏まえた上で、2001 年に報告書を策定し、当
該報告書に基づき策定委員会が設置され、2002年 3月にコーポレートガバナ
ンス・コードの公表に至った。主な内容は【図表 7】の通りだが、株主の権利・
平等性の確保や、監査役会・執行役会の機能の明確化、監査役・執行役の

基準の明確化が盛り込まれた。コーポレートガバナンス・コードの内容は、法

的拘束力を有するものではないが、2002年制定の「透明化法・開示法」によっ
て順守状況の説明・開示が義務付けられ、所謂「Comply or Explain」の原則
に基づく対応が求められることとなり、ドイツ企業のコーポレートガバナンスの

透明性向上に貢献した。 
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以上のような政策的な取組みに加え、従前はドイツのコーポレートガバナンス

において大きな役割を担っていた金融機関は、経営環境の変化への対応を

迫られる中で、株式売却や監査役派遣の削減を行った。 

1990 年代に入ると金融・資本市場のグローバル化や、EU における金融市場
自由化・通貨統合の影響を受け、金融機関の競争環境が激化した。その中で、

ドイツ金融機関は生き残りをかけて海外展開や投資銀行業務・資産運用業務

の強化を迫られることになった。その中で、ドイツ金融機関は M&A による競
争力強化を目指す事になり、ドイツ銀行による米国バンカーズ・トラスト買収や、

アリアンツ保険によるドレスナー銀行買収などが行われた。一方、金融機関に

はバーゼル規制に基づき、自己資本比率の維持・拡充が求められており、

M&A の投資原資をいかに確保するかが、ドイツ金融機関の経営課題に挙げ
られていた。斯様な環境下、ドイツ金融機関は事業会社や金融機関の株式を

売却する事で、投資原資を確保するとともに、売却による含み益の実現により

自己資本拡充を図ることになった。 

また、株式保有と監査役派遣を通じた金融機関と事業会社との強すぎる結び

付きは、M&A のアドバイザリー業務における利益相反関係など、金融機関に
よる投資銀行業務強化の戦略遂行において、足枷となるケースも出てきた。

加えて、前述した資本市場改革・コーポレートガバナンス改革における企業の

情報開示強化の流れの中で、監査役派遣まで行わずとも企業の情報を入手

可能な環境が整備され始めていた。 
このように、ドイツ金融機関は、自らの戦略的観点から、保有株式の売却や監

査役派遣削減を遂行していたが、シュレーダー政権におけるコーポレートガ

バナンス改革も、それを後押しすることになった。1998 年の「企業領域におけ
る監督及び透明性に関する法律」によって監査役の兼任社数が 10 社まで、
監査役会議長においては兼任社数が 5 社までに制約されることになり、金融
機関による監査役派遣削減が促進された。2002 年に定められた株式売却に
係るキャピタルゲイン非課税措置も、金融機関による株式売却を促進する事

になった。 

 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

【図表７】 ドイツにおけるコーポレートガバナンス・コード概要 

金融機関は経営

環境の変化への

対応の中で、株

式売却や監査役

派遣削減を実施 

1. 序文

2. 株主及び株主総会

3. 執行役会と監査役会の協力

4. 執行役会

5. 監査役会

6. 透明性

7. 年次財務諸表の提出・監査

○1株1議決権の原則の徹底

○執行役会と監査役会は、企業の戦略アプローチについて協議し、その現状に
ついて定期的に議論を行う
○執行役会は、経営戦略等について、定期的に監査役会へ報告
○経営上の重要事項の決定における、監査役会の同意

○執行役の報酬については、監査役会がその総額を決定する
○執行役の報酬額についての考え方
－固定部分＋変動部分で構成、従業員報酬との関係性の考慮

○監査役会は、企業の重要な意思決定に関与しなければならない
○監査役会は、執行役選任時に多様性を考慮（特に女性の登用を適切に検討）
○監査役会には、十分な人数の独立した監査役を含めるものとする
（当該企業の執行役出身者は2名迄）
○執行役が他社の監査役に就くことができるのは、3社迄とする

○情報開示は、全ての株主に対して平等に、遅滞なく実施する

○企業にとって重要な他社株式を保有する場合、その会社のリストを公表する
ものとする（会社名・本店所在地・保有株式額・資本金の額・過年度業績を開示）
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結果的に、【図表 8、9】の通り金融機関による株式保有と、監査役派遣は大き
く減少した。加えて、1998 年の「企業領域における監督及び透明性に関する
法律」において、銀行が 5%超の資本参加を行っている企業に対しては、株主
からの指図が無い限りは寄託株式の議決権行使が禁止され、寄託株式を通

じたガバナンス機能も低下した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．コーポレートガバナンスの変革に伴う影響 

コーポレートガバナンス改革の遂行や、経営環境の変化への対応を迫られた

金融機関の自律的なアクションにより、ドイツ上場企業の株式保有構造は、

【図表 10】の通り大きく変化した。銀行を中心とした金融機関の株式保有比率
が大きく低下する一方で、その受け皿として外国人を中心とした機関投資家

の保有比率が大きく上昇した。純粋に株主価値向上を期待し、且つ議決権行

使や株主提案を通じて「物言う株主」としての株主アクティビズムを展開する株

主の保有比率上昇により、ドイツ上場企業は株主価値を追求するプレッシャ

ーに晒されることになった。 
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【図表８】 金融機関株式保有比率 

（出所）欧州委員会資料より 
みずほ銀行産業調査部作成 

【図表９】 100 大企業への金融機関の 

  監査役派遣数推移 

（出所）海道ノブチカ「ドイツのコーポレート・ガバナンス」 
中央経済社よりみずほ銀行産業調査部作成 
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【図表１０】 ドイツにおける上場企業株式保有構造推移 

（出所）欧州委員会資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
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斯様なプレッシャーの高まりは、ドイツ上場企業に対し従来に比べて株主価

値をより意識した経営を志向させ、資本効率向上に向けた事業ポートフォリオ

変革による事業構造転換を促進した。 

具体例としては、シーメンスの企業改革が挙げられよう。1990年代の当社は業
績が低迷しており、株主からのプレッシャーも強く受けていた。株主総会にお

いては、ドイツの大手機関投資家 DWS からピーラーCEO への批判やコアビ
ジネスへの集中の提案を受け、また少数の株主からはピーラーCEO の解任も
提案されていた。斯かる状況下、ピーラーCEO は「テン・ポイント・プログラム」
を打ち出し、株主価値向上も意識した企業改革を実施した（【図表 11】）。ピー
ラーCEO は「株主利益と利害関係者利益は矛盾しない。収益力の高い企業
のみが従業員の雇用を保証でき、雇用が安定であれば従業員の働く意欲も

高くなる。従業員の意欲が高まれば、収益力も向上する」と述べ、株主価値向

上の規律を企業改革に活用した。シーメンスは「テン・ポイント・プログラム」に

おけるEVAの導入や、その後の「ワン・シーメンス」におけるROICの経営管理
指標への採用など、より収益性を意識した事業ポートフォリオ運営を行って、

大規模な事業構造転換を断行する事により、利益成長を実現した（【図表

12】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化学業界においては、株主価値向上も意識した事業ポートフォリオ変革により、

業界再編が進展した。業界内における株主価値向上に対する考え方は、温

度差があったが、化学業界の中でも、最も株主価値重視の経営を行ったと言

われているのがヘキストである。1994年に、米国での事業経験も有するドルマ
ン氏が CEO に就任すると株主価値向上に向けた経営に邁進し、事業報告書
に「ヘキスト株の価値および国際的な資本市場による評価は、我々にとっては

企業の成功の尺度である」とも記載した。当社は化学事業の大半を売却する

事で、ライフサイエンス事業に事業領域を特化し、最終的にはフランスのロー

ヌ・プーランのライフサイエンス部門との合併により、ライフサイエンス企業アベ

ンティスへの転身を遂げた。一方で、BASFは当時のユルゲン CEOが「BASF
は長期的視野に立った経営をいつも心掛けている。（中略）株主に報いるとい

っても、長期にわたって満足してもらうことが肝心だと思っている。だから株主

や市場を重視することと長期的視点に立つ経営とは何ら矛盾しない」と述べる

【図表１１】 「テン・ポイント・プログラム」概要 

1. 半導体事業の安定化
2. “TOP＋プログラム”の策定と推進

 EVAの導入等
3. 事業の撤退・売却
4. 事業ポートフォリオの強化
5. 事業分野の再編成
6. 事業に関する資産の圧縮
7. 資本構成の改善（種類株の廃止）
8. 米国会計基準（US GAAP）への変更
9. 米国証券取引所への上場
10.コスト削減とリストラ
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【図表１２】 シーメンスの事業構造転換 

（出所）シーメンス IR資料より 
みずほ銀行産業調査部作成 

（出所）シーメンス IR資料より 
みずほ銀行産業調査部作成 
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など、株主価値を重視する度合いは、他のドイツ化学企業に比べると低かっ

たとはされている。然しながら業界再編の潮流の中で、汎用石油化学や医薬

品を売却する一方で、機能製品を強化するといった事業ポートフォリオ転換を

実現した。詳細はⅡ－1－2．「化学 －欧州化学産業が示唆する我が国化学
産業の成長戦略の方向性」にて触れているが、この様な業界再編の結果、化

学業界においては事業領域毎のメガ企業やトップ・ティア企業が誕生し、現在

におけるドイツ化学企業のポジションを築く一つの要因となった。 

その他にも、電力業界においては、フェーバが株主価値アプローチを支持し、

EVA の導入等、株主価値を意識した経営へとシフトし、積極的な事業売却や
フィアグとの合併により、イーオンの創設へと繋がった。電力市場改革も相ま

って、コングロマリットから総合エネルギー企業への転換を遂げた。 

ドイツ全体でみても、ドイツ企業による M&A は IN-IN・IN-OUT ともに、1990
年代後半から大幅に増加している。海外展開についても 2000 年代半ば以降
加速され、地理的分散も拡大した（【図表 13、14】）。単一市場の創設・ユーロ
導入といった EU 統合政策の進展に加え、株主価値向上のプレッシャーを受
けたドイツ企業による、収益性や成長性を意識した経営の遂行が、ドイツ企業

の持続的な利益成長実現に大きく寄与しているものと言えよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．維持・強化された側面 

これまで述べてきた通り、ドイツにおいてはコーポレートガバナンスの変革に

伴い、機関投資家からの株主価値追求のプレッシャーが高まり、企業の構造

改革・成長が促された面がある。但し、こういった側面は、近年のドイツ企業の

好調を支える要因としては、あくまで一面に過ぎないかもしれない。コーポレ

ートガバナンス・システムについても、株主からの規律を経営へのガバナンス

の中心に据える、アメリカ型のシステムへとシフトした訳ではないし、ドイツ企

業が株主価値向上を中心に据えた企業経営へとシフトした訳でもない。コー

ポレートガバナンス改革を経た 2000年代半ばにおけるドイツ企業の経営者の
コメントをみても、従来からの思想であるステークホルダー主義的思想は残存

【図表１３】 ドイツ M&A件数推移 
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【図表１４】 ドイツ企業地理的分散 

（出所）ロイター社データよりみずほ銀行産業調査部作成 （出所）ロイター社データよりみずほ銀行産業調査部作成 
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している事が分かる（【図表 15】）。コーポレートガバナンス・コードでも、その序
文において「本コードの目的は、ドイツのコーポレート・ガバナンス・システムを

透明かつ分かり易いものとし、ドイツの上場株式会社の経営・監督に対する国

内外の投資家、顧客、従業員、一般社会からの信頼を高めることにある。本コ

ードは、社会的市場経済の理念に沿って企業の存続と持続的な企業価値の

創出を確保する（企業利益）、という、執行役会と監査役会の責務を明らかに

するものである。」とあり、ステークホルダー主義的思想の色彩を色濃く反映し

ている。 
株主からのガバナンスを重視するイギリスのコーポレートガバナンス・コードは、

その序文において「取締役会は、それぞれの会社のガバナンスに責任を負っ

ている。ガバナンスにおける株主の役割は、取締役と外部会計監査人を任命

し、自ら満足できる適切なガバナンス構造が構築されるようにすることである。

（中略）取締役会の活動は、法令、規則ならびに株主総会における株主に従

う。」とあり、根底に流れる思想の違いが窺える。ドイツのコーポレートガバナン

ス・コードは内容としても、株主からのガバナンスを強化するというよりも、変革

前から有していたステークホルダー主義的思想と、二階層ガバナンスシステ

ムに則り、多様性を確保した監査役会によるガバナンス強化を企図した内容

が多い。 
このように、ステークホルダー間のバランスを重視して、中長期視点で経営す

るという、ドイツ企業が従前から有していたものは変わっておらず、こういった

側面もまた、ドイツ企業の持続的成長を支えていると言えるのではないか。そ

して、このような特徴は、コーポレートガバナンスの変革の中でも、変わらずに

維持・強化されていると考えられる。以降はこうした観点について考察を行うこ

ととしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは、株主構成について見てみる。ドイツにおいては金融機関の保有株式

の売却と、その受け皿としての外国人を中心とした機関投資家比率の上昇と

いう変化が起こったのは前述の通りである。しかし、機関投資家の保有比率に

ついては、他国との比較において、必ずしも高い水準ではない（【図表 16】）。
欧州内でも英仏はいずれも機関投資家の比率が過半を占めているし、アメリ

【図表１５】 2000 年代半ばにおけるドイツ企業経営者コメント 

ドイツではいまちょうど揺り戻しが来ているところです。8年ほど前に(注：1998年）に、ドイツでは株主重視について大いに議
論されたことがあります。ダイムラー・クライスラーが典型的な株主重視企業で、（当時の社長）ユルゲン・シュレンプがさかん
に株主重視ということを言っていました。もっとも後になって、「そのバリューはどこに行ったんだ」とみんなが騒ぐことになった
のですが・・・。
ともかくその時代は終わり、いまは均衡しています。つまり株主も大事だが、それがすべてではなく、社員にとっての価値は、
社会にとっての価値は、という議論になってきています。SAPの考え方は、まず顧客が第一です。そして私もそれが正しいと
考えています。
（中略）短期間のことしか考えなければ、もっとよい数字にすることもできたのです。しかしそれではいつまで続くかわかりま
せん。株主のためによい結果を出すことは重要です。しかしやりすぎるということもありえるのです。例えば新製品開発を犠
牲にして、今後3年にもっとよい業績を上げることもできるのです。もし私が完全に株主のことしか見なくなれば、人々は私が
長期的な視点を失ったと考え、結局は顧客の支持を失うと考えるから、私を支持しなくなるでしょう。

（2006年 SAP CEO ヘニング・カガーマン）

ドイツを21世紀のグローバル経済に適した国にするには、アングロサクソン型の経済モデルを導入する必要はありません。

むしろ、ある国の経済モデルをむりやり別の国に当てはめたら、失敗するのは目に見えています。ドラッカーも、ドイツはグ
ローバル経済に適応しなくてはならないが、他の国とは異なる独自の方法で行うべきだとしています。
したがって、社会モデルについて議論して時間を無駄にするよりも、改革を実行するのが先決です。

（2006年 ドイツ銀行 CEO ヨゼフ・アッカーマン）

（出所）Harvard Business Review「ドイツ 株主価値経営のジレンマ」（2006年 7月）よりみずほ銀行産業調査部作成 
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カにおいては機関投資家の比率こそ 40%であるものの、個人の所有が多い
ため株式の分散所有が進んでおり、機関投資家からのプレッシャーを受けや

すい構造にある。従って、ドイツ企業にとって、過去と比較すると、株主価値

追求のプレッシャーが高まったのは事実であるが、水準は、相対的には低く

留まっていると言えよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、足元ドイツにおいて株式保有比率の 38%を占め筆頭株主となっている
のは事業法人である。但し、この事業法人の保有は、日本のような水平関係

の所謂「持合い」よりも、垂直関係の支配・被支配の関係が多い。親会社や創

業一族が設立した財団法人等の特定の株主への株式保有の集中度が高く、

上位 10株主による株式保有比率を日本と比べてみると、日本（日経 225対象
先企業）はその水準が 35%であるのに対し、ドイツDAX30構成銘柄において
は 48%と約過半を上位 10 株主で占めている（【図表 17】）。日本では事業法
人の株式保有が「持合い」を目的とし、株主権の形骸化による株主ガバナンス

の低下を引き起こしているが、ドイツでは事業法人もまた機関投資家とは異な

る視点から「物言う株主」として規律ある経営を促す存在であると考えられる。

そのガバナンスの内容も、短期志向に陥りがちで株主価値向上のみを求める

機関投資家との要求とは異なり、企業と目線を共有し、持続的成長や中長期

目線での企業としての目指すべき価値提供に係るものであり、斯様なガバナ

ンスが、企業の中長期目線での事業運営を支えているとも言えよう。 

銀行を中心とする金融機関は株式の売却や監査役派遣の削減により、ガバ

ナンスにおいてはその役割が低下したものの、資金調達においては従来同

様、銀行の役割が大きく間接金融中心の構造は変わっていない。DERは約 1
倍と、相対的に高い水準で推移しており、有利子負債内の構成においても、

従来同様、銀行借入れが中心となっている。銀行は、ガバナンスの観点から

はその影響力が低下しているものの、資金供給主体としては、引き続き重要

なステークホルダーの役割を担っている。 
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【図表１６】 上場企業株式保有構造比較（2012 年） 

（出所）欧州委員会資料・東証資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
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ドイツのコーポレートガバナンス・システムの根幹ともいえる、共同決定制度も、

コーポレートガバナンス改革の潮流の中でも、変わらずに維持されている。従

業員代表が監査役として経営に参画するシステムは、経営者サイドからは、

意思決定方法が複雑でスピード感に劣るとの不満の声が、海外投資家からは、

他国のガバナンスシステムに比べて株主の位置付けが低いといった批判の

声が聞かれ、見直しを求められていた。一方、労働者サイドは、こうした機運

に対する警戒を強めていた。斯様な状況を受け、2005年にシュレーダー政権
下で「共同決定現代化委員会」が設置され、共同決定制度の見直しの要否

について、検討が行われた。同委員会は、「欧州統合やグローバル経済化か

らの要請に照らして評価することが必要」という趣旨のもとに検討を行ったが、

結果的には「ドイツ企業の国際競争力を維持ないし改善するにはドイツの企

業共同決定制度の抜本的な変更が必要だと言うための根拠は何ら存在しな

い」との調査結果に基づき、「連邦政府にドイツの企業共同決定制度の抜本

的改変を提案する理由はない」と結論付けた。 
コーポレートガバナンス・コードも、二階層システムに則り、その機能の明確化

が一つの趣旨でもあった事から、二階層システムと共同決定制度に基づく、ス

テークホルダー間のバランスのとれた経営は維持される事になった。 

経営の中長期目線や多様性を担保する仕組みも、改革の中で維持・強化さ

れている。前者については、他国の取締役の任期が日本は 2年、アメリカ 3年、
イギリス 3年、フランス 4年であるのに比べ、ドイツの監査役・執行役は最長 5
年（再任可）と長く、経営陣が中長期目線で経営ができる法制度であった。そ

れに加え、経営者のインセンティブ付けとしての執行役報酬制度について、

中長期目線を担保する仕組みが一連の改革の中で加わった。まずはコーポ

レートガバナンス・コードにおいて、執行役報酬の業績変動部分は、単年度

ではなく、複数年に亘る評価に基づいて決める旨が明記された。リーマンショ

ックを経た2009年には、改正会社法においても同様の内容が定められ、法制
度として規定されることになった。また、ストックオプション行使の待機期間に

ついても、2年から 4年に伸長された。 

【図表１７】 大株主の株式保有状況 
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（出所）各社 IR資料よりみずほ銀行産業調査部作成 
（注 1）グラフは上位 10株主の株式保有比率に占める割合 
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経営の多様性を担保する仕組みについては、共同決定制度が維持された点

は斯様な観点からも評価できよう。加えて、コーポレートガバナンス・コードに

おいては、監査役は女性も含め多様性を考慮してその構成を定めるとともに、

十分な人数の独立した監査役を確保する旨が規定された。また、当該企業の

執行役出身者は 2 名迄に制限するとともに、退任後 2 年間は監査役就任が
出来ない旨も定められ、8 名は社外からの監査役選任が必要となった。その
結果、株主代表の監査役は、他社の CEO・監査役や、創業家・大株主・経営
コンサルタント・弁護士・学者・金融機関等、社外を中心とした多様性に富ん

だ構成になっている。 

斯様な観点は、結果としてドイツ企業のどのような経営に繋がっているのであ

ろうか。 
まずは財務的観点からのステークホルダーとのバランスという観点から、株主

還元について見てみる。【図表 18】の通り、自己株取得も含めた総還元にお
いて、ドイツ企業の比率は日本企業と略同水準であり、欧米の他国に比べる

とその水準は低い。特に、米英企業は稼いだ利益の大半を株主に還元して

おり、CF 配分先に占める株主のウェイトが極めて高いのに対して、ドイツ企業
においては、そのウェイトは相対的に低い。 
加えて、株主還元に占める配当と自己株取得の比率を見てみると、ドイツ企

業の株主還元は、【図表 19】の通り配当が中心であることが分かる。これは短
期的な EPS・株価の向上よりも、配当を持続的に行う事に依り、中長期保有の
株主に報いることを優先させているとも考えられる。自己株取得額は資本の

10%までという数量規制の存在も大きく影響を与えているのは間違いないが、
その制度が存在し改革を経ても維持されている事こそが、斯様なドイツ企業

の考えを反映しているのかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、株主への CF配分のウェイトが低い替わりに、残りの CFはどこへ配分さ
れているのであろうか。CF 計算書より、各国企業のキャッシュイン・キャッシュ
アウトの項目別の比率をみてみたのが【図表 20】である。 
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【図表１８】 株主還元比較 

（出所）ロイター社データよりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）データは 2001年～2013年累計 

（出所）ロイター社データよりみずほ銀行産業調査部作成 
（注）データは 2001年～2013年累計 

【図表１９】 配当・自己株取得の比率 
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まずキャッシュインについて見てみると、ドイツ企業は、資産・事業売却、及び

有利子負債調達の占める比率が、相対的に高いという特徴がある。一方、キ

ャッシュアウトについてみてみると、株主還元のウェイトが低い一方で、事業投

資（固定資産取得・M&A 等）への配分の比率が欧米他国に比べて高いとい
う特徴がある。株主への配分よりも、企業の持続的成長に向けた事業投資へ

の CF配分のウェイトが高いのがドイツ企業の特徴と言えよう。 

事業投資のみならず R&D投資についても、その比率が高いこともドイツ企業
の特徴である。EU における R&D Top1000 企業においては、フランス企業・
イギリス企業の R&D投資額の合計の占める比率が各々17%・15%であるのに
対し、ドイツ企業の占める比率が 36%と最も高い。また売上高対比での R&D
比率も 3.5%と、フランス企業の 2.5%・イギリス企業の 1.7%に比べて、高い水
準となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業投資・R&D については、金額の多寡だけではなく、その目線についても、
短期志向ではなく中長期目線で行われている。BMW のハイトホファーCEO
は「クヴァント家は筆頭株主として、BMWの株式の 46%を保有しています。一
方、残りの 54%を保有する株主の多くも、同じように長期保有を目的とした投
資家です。こうした安定株主のおかげで、私たちは四半期決算の結果に左右

されず、10～15年先を見据えた経営ができます。（中略）私たち経営陣は、監
査役に次の 5 年、10 年の計画を説明します」と述べており、大株主へ株式保
有比率が集中しているというドイツの株主構成が、斯様な中長期目線での経

営資源配分を支えていると言えよう。 

共同決定制度に基づく労使協調的な経営も、ドイツ企業の持続的成長を支

えている大きな要因と言えよう。 

まず挙げられるのが、労働争議である。ドイツは労働争議による労働時間の

喪失日数が欧米各国に比べて低く、安定的な事業運営に大きく貢献してい

る。 

【図表２０】 キャッシュフロー配分比較 

（出所）ロイター社データよりみずほ銀行産業調査部作成 
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加えて、ドイツ企業が大規模な事業再編に基づく事業ポートフォリオ転換を実

施する上でも、経営陣と経営課題等を共有した従業員代表が経営に参画し

ている事が、大規模な構造改革に伴う摩擦を軽減し、円滑な遂行を可能にし

た。 

例えば、先述のフェーバの事業再編時においても、共同決定制度の存在が

大きく貢献している。化学事業売却を例にとると、まずは取締役会から、事業

売却と 1,500 人の整理解雇の提案がなされた際に、監査役会において従業
員サイドが反対の意向を表明した。一方で、対案として化学事業の売却とパ

ートタイム労働導入・新規雇用停止（整理解雇は実施せず）が従業員サイドか

ら提案され、結果として取締役会の求めていた事業売却とコスト削減が、人員

削減を伴わずに摩擦無しに実現された。当時の IR 部門責任者も「強力な共
同決定は決して問題ではない。それどころか、株主は我々が劇的なコスト削

減計画を摩擦なしに実現できたことに驚いている。投資家は労働者サイドに

よる大きな抵抗を予想していた。それどころか、共同決定の利点が語られうる

ように思われる。」と語っている。共同決定制度については、投資家サイドから

も「健全な判断力に裏付けられている限りで、素晴らしいことだと思っている。

賢明な判断力を持つのは取締役会だけではなく、企業内には素晴らしいアイ

ディアを持って貢献しうる多くの人々がいる」「従業員を意思決定に参加させ

た方が目標は比較的たやすく社内に伝達される。共同決定、共同関与という

基本的考え方自体を私は正しいと思っている。」といった意見がなされるなど、

多様性を持った意思決定や、社内の一体感醸成といった面でも寄与している

と言えよう。 

６．まとめ 

ドイツにおいては、コーポレートガバナンスの変革に伴い、機関投資家からの

株主価値追求のプレッシャーが向上し、企業の構造改革・成長を促した面が

あった。一方で、共同決定制度や二階層型コーポレートガバナンス・システム、

特定の大株主への株式所有の集中など、変わらずに維持・強化された点も多

かった。斯様な点は、ステークホルダー間のバランスのとれた経営や、中長期

目線での意思決定を支え、変革に伴う効果と同様にドイツ企業の持続的成長

の実現に寄与した。 

ドイツ企業の持続的成長に鑑みれば、日本企業は、ドイツにおいて変革され

たものと、維持・強化されたものの両面から、学ぶべき点が見出せよう。変革さ

れた点に着目すれば、株主価値追求のプレッシャーに基づいた資本効率を

意識した経営による、事業ポートフォリオ変革の実施が重要であろう。そのた

めには、事業別業績管理システムや投資・撤退基準の整備といった事業ポー

トフォリオ管理の仕組みの構築や、M&A の目利き力、PMI 能力といったケイ
パビリティを強化する事が日本企業には求められよう。 
一方で、維持・強化されたものに目を転じれば、中長期目線での経営を担保

する仕組みとして、株主から中長期目線で支援・支持を得るための IRへの取
組みや、中長期目線でコミットする株主構成の実現に向けた資本政策の遂行、

取締役報酬制度の再設計、株主偏重ではなく持続的成長に資する CF 配分
ポリシーの明確化が求められよう。加えて、経営における多様性の確保に向

け、社外取締役を有効に活用する取締役会改革の遂行も重要である。 
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加えて、ドイツにおけるコーポレートガバナンスのあり方が示唆するのは、持

続的成長に資するコーポレートガバナンスのあり方は、一様ではないというこ

とである。ドイツ企業は、株主からの規律をガバナンスの主軸に据えるアメリカ

型のコーポレートガバナンス・システムとは一線を画してはいるものの、結果と

しては持続的成長を実現している（【図表 21】）。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

昨今、日本においては企業の「稼ぐ力」向上を企図したコーポレートガバナン

ス改革が行われている。目指しているものは「稼ぐ力」向上による持続的成長

ではあるものの、方法論としては株主ガバナンス強化に寄った傾向が強い。

然しながら、最終的な目的は持続的成長であり、求められているのは、

Comply or Explainであることに鑑みれば、自社としての独自のガバナンス体
制を検討し、Explain する余地は十分に残されている。近年のドイツ企業の好
調を踏まえれば、まずは「稼ぐ力」向上による持続的成長に資する自社の強

みをしっかりと見極めた上で、斯様な強みを活かすために求められる株主・従

業員等のステークホルダー毎の役割・位置付けを明確化し、バランスのとれた

関係性や経営資源配分の独自の考え方を Explainすることが求められよう。 

 

 
（事業金融開発チーム  矢澤 一平／豊沢 泰寿） 

ippei.yazawa@mizuho-bk.co.jp 
yasuhisa.toyosawa@mizuho-bk.co.jp 

【図表２１】 米独コーポレートガバナンス比較 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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Ⅲ－6． ものづくりの潮流変化「Industrie4.0」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．Industrie4.0が策定された経緯・背景 

ドイツでは、GDP に占める自動車産業を中心とした製造業の割合が最も大き
く約 20%を占めている。ものづくりに強みを持ち各種製造工程を熟練作業者
に依存している構造は日本と共通している特徴である。また、ドイツも日本同

様少子高齢化とそれに伴う労働力の減少の問題に直面しており、労働力減少

を前提とした次世代のものづくりの在り方を構想し実現していく必要に迫られ

ている。 

一方、近年中国の製造業は急速に存在感を増し、世界の工場とも評される程

に成長してきている。先進諸国の技術を吸収しながら、安い人件費と豊富な

労働力を背景に、低価格ながらも一定の品質を有する製品を製造出来る水

準になってきている。足許、中国政府は更なる製造業の高度化を目標に掲げ

先進諸国にキャッチアップする方針を明確に打ち出している。 

また、アメリカではGEを中心とする Industrial Internet Consortium（IIC）におい
て IoT1を活用した製造業の高度化に取り組み、既にビジネス化に向けて動き

だしている。IICは 2014年にGEを含めた 5社（GE、シスコシステムズ、AT&T、
IBM、Intel）の共同設立により発足し急速に各国の企業に広まっており、現状
の参加企業は日本企業も含め 150社に上る勢いだ。 

製造業の高度化を志向し台頭する中国と、IoT を活用した新たな付加価値創
出を図るアメリカの存在感が強まる中、ドイツは 2006 年に制定された科学技
術イノベーション基本政策「ハイテク戦略」にて、情報・通信及び製造技術の

分野の強化を図ってきた。当該戦略は 2010 年に「ハイテク戦略 2020」に引き

                                                        
1 IoT：Internet of Things／モノのインターネット 

【要約】  

 ドイツでは国家プロジェクト「Industrie4.0」が始動している。IoT を活用した製造業の高度
化を次世代のものづくりの方向性と定め、ものづくりにおける生産性の向上、マスカスタ

マイゼーション、製品付加価値の向上を実現しようとしている。 

 Industrie4.0の始動に代表されるように、グローバルベースでものづくりの潮流が大きく変
化しようとしており、Industire4.0 が掲げる生産システムは将来的にものづくりにおけるプ
ラットフォームになる可能性を秘めている。Industrie4.0 が日本企業に対して与える影響
は当然注視していく必要があるが、プラットフォームの先行者に国際競争力で後れをとり

かねないことを勘案すれば、成り行きを見守り影響を見極めるといった受け身の対応に

とどまるのではなく、Industrie4.0 の出現を絶好の契機と捉え、日本として国家レベル或
いは企業を超えた連携により早期に行動を起こすことが必要ではないだろうか。 

 Industrie4.0 が目指すものは、IT の活用による競争力のある事業モデルの創出である。
そうした本質に対する的確な認識とそれに基づく危機感を共有し、技術的な議論に過

度に振れることなく、ビジネスモデルの変革を先取りするための取り組みが日本産業界

にとって必要と考える。 

ドイツは労働力の

減少を前提とした

ものづくりの在り

方 を 模 索 し 、

Industrie4.0 の中

で実現しようとし

ている 
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継がれ、2011 年に情報通信技術（ICT）と生産技術を統合するコンセプトを持
つ「Industrie4.0」が誕生し、次世代のものづくりの在り方を議論する上で現在
高い注目を集めている。 

２．Industrie4.0 とは 

Industrie4.0は、ドイツのイノベーション推進政策の一部であり、直近（2014年9
月以降）では「新ハイテク戦略」の一環として推進されている。Industrie4.0 はド
イツの強みである機械、設備に関する生産技術と ICTを掛け合わせた次世代
のものづくりを先導するための施策と位置付けられている。 

コンセプトは生産技術と ICTの統合、且つ企業を超えた連携体制の構築であ
り、製造業が直面している生産性向上等の課題を IoT を活用した高度な製造
プロセスの構築によって解決していく方針である。ドイツは Industrie4.0 という
国家プロジェクトの下、IoTや生産の自動化（Factory Automation）技術を駆使
し、生産プロセスに係る各種データや製品販売後の使用データ等を工場内

外のモノやサービスと連携させることで、今までにない価値や新しいビジネス

モデルの創出を目指している。現状 Industrie4.0 のコンセプトは情報系、製造
系、通信系、輸送、材料などさまざまな産業分野や、大学、研究機関および

連邦・州政府や欧州の一部参加企業に共有されつつあり、上記の一部に取り

組んでいるケースでも、広義の Industrie4.0 と表現されている事が多い。 

ドイツ政府は、Industrie4.0では 2つの狙い（デュアル戦略）を掲げ、同時に達
成していく事を目指している（【図表 1】）。 

1 点目が、ドイツの機械、設備産業が今後も世界市場で主導的な地位を維持
することである。情報通信技術（ICT）と伝統的な製造業の生産技術を統合す
ることにより、ドイツ企業がスマート製造技術・機器のリーディングサプライヤー

になることを目指すものである。 

2 点目が、ICT と生産技術を組み合わせた高効率な生産を行い、ドイツの製
造業の競争力強化を実現すると共に生産拠点としてのドイツを確固たるもの

にせんとするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industrie4.0 とは 

Industrie4.0 では

2つの狙いを掲げ

ている 

生産技術と ICT

の融合をコンセプ

トに企業を越えた

連携体制の構築 

装置産業の輸出強化

製造業の競争力強化

産官学連携による推進
体制の構築

企業連携の仕組作りや
標準化領域を明確化

CPSを中心とした
生産システム構築

生産システムが高度化

製造業の付加価値向上

国家プロジェクト
「Industrie4.0」が掲げる目標

デュアル戦略

推進体制

企業連携の仕組作り生産システムの高度化

効果

達成

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

【図表１】 Industrie4.0 の目標と各取組みについて 
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（出所）DKE, THE GERMAN STANDARDIZATION ROADMAP INDUSTRIE 4.0
よりみずほ銀行産業調査部作成 

2013年 4月、Industrie4.0の推進のため、Industire4.0プラットフォームという産
官学の戦略策定委員会が発足した（【図表 2】）。本部をフランクフルトに置き、
事務局は産業系 3 団体（BITOKOM2、VDMA3、ZVEI4）が務めている。事務

局では優先開発分野（情報ネットワークの標準化、参照アーキテクチャー等 8
分野）を特定した上で、分野毎にワーキンググループ（WG）を設定し研究開
発のロードマップ作成を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラットフォームの中心になるのは運営委員会であり、戦略策定や作業の進

捗確認を行う。運営委員会は、産官学各業界のメンバーによって構成されて

いる（【図表 3】）。Industrie4.0 の本質的な取り組みとしては、バリューチェーン
（エンジニアリングチェーン／サプライチェーン）全体をネットワーク化し、シー

ムレスに繋ぐ従来にない高度な生産システムを構築していくことであり、実質

的な牽引メンバーは Siemens、SAP、Bosch等の FA機器メーカーや ITベンダ
ーが多数を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
2 BITKOM：ドイツの IT・電子機器の業界団体 
3 VDMA ドイツ機械工業連盟 
4 ZVEI：ドイツ電気・電子工業連盟 

産官学が一体と

なった推進体制 

理事会 運営委員会 事務局
ABB AG ABB AG BITKOM

Deutsche Telekom AG Bosch Rexroth AG VDMA

FESTO AG & Co. KG Deutsche Telekom AG ZVEI

HewlettPackard GmbH FESTO AG & Co. KG

IBM Deutschland GmbH HewlettPackard GmbH

Infineon Technologies AG IBM Deutschland GmbH

PHOENIX CONTACT GmbH Infineon Technologies AG

Robert Bosch Industrietreuhand KG PHOENIX CONTACT GmbH

Siemens AG Robert Bosch Industrietreuhand KG

SAP Deutschland AG & Co. KG SAP Deutschland AG & Co. KG

ThyssenKrupp AG Siemens AG

TRUMPF GmbH + Co. KG ThyssenKrupp AG

Volkswagen AG TRUMPF GmbH

WITTENSTEIN AG WITTENSTEIN AG

acatech（ﾄﾞｲﾂ工学ｱｶﾃﾞﾐｰ） Darmstadt University of Technology

BITKOM（ﾄﾞｲﾂIT・通信・ﾆｭｰﾒﾃﾞｨｱ産業連合会） BITKOM

VDMA（ドイツ機械工業連盟） VDMA

ZVEI（ドイツ電気・電子工業連盟） ZVEI

（出所）Acatech（National Academy of science and Engineering）,  
Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0 より 
みずほ銀行産業調査部作成 

Industrie 4.0 Platform

Bosch, Siemens, SAP
Deutsche 
Telekom,TRUMPF
ABB, IBM, HP 等

運営委員会

・メンバー企業
・３つの工業会からの代表
・科学諮問委員会のスポークパーソン
・ゲスト：WGのリーダー

理事会

運営委員会のメンバー企業の
取締役会

事務局

BITKOM、VDMA、ZVEI
による共同運営 WG1 WG2 ・・・

エキスパートのコミュニティ

科学諮問委員会

関係する専門分野からの教授陣

代表者を選出

サポート

コミュニティへの情報
提供

サポート

WGのグループリーダーと協調してプラット
フォームを管理

サポート

スポークスパーソンの供出

【図表２】 Industrie4.0 プラットフォームについて 

【図表３】 運営委員会メンバーについて 
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Industrie4.0 の実現は、2020 年から 2025 年が 1 つの目途とされている。
Industrie4.0 プラットフォームが策定した「Recommendations for implementing 
the strategic initiative Industrie4.0」や「The German standardization roadmap 
Industrie4.0」では、実現に向けて参照アーキテクチャー（後述）、参照モデル
（後述）の策定、ユースケース5の特定、各種定義や基本コンセプトの共通化、

標準化領域の明確化、情報セキュリティ対策等、今後整理すべき項目を複数

挙げている。運営委員会等では、こうした項目の中でも複数の企業を超えた

連携を目指す広範なコンセプトにおいて円滑な協業体制を構築するために、

まずは参照アーキテクチャーや参照モデルの策定が重要としている。 

Industrie4.0 プラットフォームでは、バリューチェーン上の異なるビジネスモデ
ルを有する複数の企業がネットワークで統合される事を念頭に、各分野にお

ける共通の標準やフレームワークの作成が必要とされており、各レイヤーの企

業が共有すべき技術的な表現や実用段階の規則を総称して、参照アーキテ

クチャーと呼んでいる。また、参照モデルは主にシステム開発者に提供される

実装モデル、横断的な共通基盤として用いられ、同プラットフォームではシス

テム分野を中心として各企業が共有可能な参照モデルの策定にも取り掛かっ

ている。各企業は参照モデルにソフトのインターフェースを準拠させ協調領域

を形成する一方で、収益の源泉となる技術やノウハウ等をクローズにすること

で参照モデルを戦略的に活用することが可能となる。 

参照アーキテクチャーや参照モデルの構築と同時に実務的な企業間連携の

ルールともなる標準化の領域も明確化されていく方向だ。Industrie4.0 が目指
すネットワーク化されたバリューチェーンの構築により生産性の向上等を実現

するには、異なるシステム間のインターフェースや言語、データフォーマット等

の標準化が必須となってくるからである。 

現状、ドイツでは標準化の領域を明確化するためのユースケースの収集に取

組んでいる。ユースケースが特定されてくると、標準化すべき項目がより明確

化し、標準化の動きが加速していく可能性があり、注視していく必要がある。 

Industrie4.0が目指す生産システムを実現していく上でベースとなるのが、CPS
（Cyber Physical Systems）である。CPSは、元々は2006年頃にアメリカのNSF6

（アメリカ国立科学財団）で用いられ始めた概念であったが、その概念は世界

中に広まり実用化に向けた研究がなされている。現状、CPS は各種機器に組
み込まれたセンサーやタグ等がデータを吸上げ、デジタル化し高度なデータ

分析を行い、工場等の実世界へフィードバックする技術と位置付けられ、

Industrie4.0 の生産システムを実現する上でのコア技術となっている。CPS が
製造業において実装されると、各産業の生産プロセスの革新に繋がると同時

に製品のサービス化に代表されるようなビジネスモデルの高度化の形で新た

な付加価値を創出していく事が予見されている。 

然しながらCPSの実現に向けては課題も多い。CPSは①各機器から収集され
たビッグデータを分析して有用なデータに変換する技術、②大容量通信技術、

③情報収集・蓄積の機能を果たすセンシング技術等から構成される。GE等が
進めるガスタービンや航空機エンジンにおける予兆管理等（後述）ビジネスへ

の活用例も一部では現れているが、製造業全般で実用化のレベルに達する

                                                        
5 ユースケース：システムが外部に提供する機能等。システムを利用するエンドユーザーの技術的要求を把握するために利用 
6 NSF：National Science Foundation 

企業連携のため

のルール作りに

着手。参照アー

キテクチャー、参

照モデルの策定

動向や標準化に

係る動向には注

意が必要 
 

CPS の製造業に

おける本格的な

実装には時間を

要する 

Industrie4.0 で掲

げる生産システ

ムのコア技術は

CPS 
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には、各技術の一段の高度化が必須であり、Industrie4.0 が目指す世界観の
実現に向けては相応の時間を要する見込みだ。 

ドイツの acatech（ドイツ工学アカデミー）は 2025年迄に、CPSを次世代の生産
システムの中心に据えたビジネスモデルの実現を目指している。また、アメリカ

の NSFで製造業における CPSの実装に向けた研究が行われている他、日本
では経済産業省が「CPS推進協議会（仮称）」を2015年内に創設予定であり、
製造業における CPSの実装に向けた競争が始まっている。 

Industrie4.0 が実現する世界を一言で言い表せば、IoT を活用した製造業の
高度化により、マスカスタマイゼーションを低コスト且つ従来対比短い時間で

実現する世界である。Industrie4.0 では、あらゆるモノから収集された各種ビッ
グデータを、生産最適化や製品の付加価値向上に活用していく世界観を目

指している（【図表 4】）。 

具体的には、シームレスに繋がった生産システムにより、エンドユーザーから

の注文内容が生産現場に即座に届き、RF タグ7、センサーを介してネットワー

ク化された部品や製造装置が相互に通信し、注文内容に応じて自律的に製

品が生産されるといった世界だ。この世界の実現により生産者は大きく 2 つの
メリットを享受する。 

まず、生産面において、自律的な生産システムの構築により生産性が大幅に

改善すると共に、人件費やエネルギーコストが削減できるメリットである。各製

造工程がデジタル化によりリアルタイムで作業員に共有され、可視化される事

により、従来開発設計プロセスや量産段階で発生していた手戻り作業を削減

する事が出来るようになる。 

次に、製品面での付加価値向上が図れる点である。生産者は、材料に埋め

込まれた RF タグから製品の使用履歴等を入手、分析する事により、アフター
サービスへの展開や製品開発に活用する等、データを活用する事により様々

なビジネス展開の可能性が開ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 RF タグ：電波／電磁波を用いて、内蔵したメモリのデータを非接触で読み書きする情報媒体 

Industrie4.0 が 

実現する世界 

（出所）電通国際情報サービス「INTERFACE No.55」（2014年 12月）より 
みずほ銀行産業調査部作成 

【図表４】 Industrie4.0 が目指す世界観 

可視化
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ドイツでは Industrie4.0 を実現していくために、様々な個別プロジェクトが始動
しており、最大のプロジェクトの一つである「It’s OWL」では 5年間（2012年～
2016 年）で 5 億ユーロ（産業界 3 億ユーロ／BMBF82 億ユーロ）の総予算の
下、「考える工場」をテーマに高度な製造技術の研究開発を掲げ、産官学一

体となった取り組みを行っている。また、その他にも自動制御や高人件費の先

進国における製造業の在り方等、様々なテーマのプロジェクトが進行している

（【図表 5】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

フラウンホーファー研究所 IAO（労働経済・組織研究所）と BITKOM（情報経
済・通信・新メディア連盟）の試算によれば、2025年迄に Industrie4.0に対応す
るための技術導入や生産性の改善等を背景に、ドイツの主要 6 業種（化学、
輸送機器、機械、電機、農業、情報通信）の総付加価値は 2013年の約 3,433
億ユーロから 2025 年には 4,221 億ユーロに増加すると予測しており（【図表
6】）、年平均成長率は 1.74%になると試算している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここでは、Industrie4.0が描く世界が実現し普及していくために想定される課題
に言及したい。まず、情報セキュリティの問題である。情報セキュリティの安全

性を 100%担保する事は難しく、セキュリティ問題を如何なる方向で解決する
のか技術のブラッシュアップと合わせて議論の積重ねを要するであろう。次に、

                                                        
8 BMBF： ドイツ連邦教育研究省 

実現した場合の

効果 

実現に向けた課

題 

プロジェクト 研究テーマ 主管省庁 助成額

It’s OWL 「考える工場」
スマートファクトリーのモデル運用

BMBF
（ドイツ連邦教育研究省）

2億ユーロ

Autonomik
for Indsutrie4.0

自律制御システムの実現 BMWi
（ドイツ連邦経済技術省）

5000万～3億ユーロ

Integrative 
Produktionstechnik für

Hochlohnländer

高人件費の先進国における
製造業の在り方

BMBF 3000万ユーロ

Cypros スマートファクトリーに関連したCPS
の運用方式・ツールの開発、提供

BMBF 560万ユーロ

Kapaf lexcy 自律生産システムの実現 BMBF 270万ユーロ

（出所）科学技術振興機構資料よりみずほ銀行産業調査部作成 

（出所）Fraunhofer IAO/BITKOM, Industrie 4.0 –Volkswirtschaftliches Potenzial für Deutschland 
よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表５】 Industrie4.0 に関する主な研究開発プロジェクト 

【図表６】 6 業種における総付加価値の見込み 

（注）6業種における総付加価値の増加試算では、経済成長を考慮せず 

（単位：10億ユーロ）

2013年 2025年 増減 増加率

化学 40.1 52.1 12.0 30%

輸送機器 74.0 88.8 14.8 20%

機械 76.8 99.8 23.0 30%

電機 40.3 52.4 12.1 30%

農業 18.6 21.3 2.8 15%

情報通信 93.7 107.7 14.1 15%

6業種合計 343.3 422.1 78.8 23%
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雇用確保や雇用創出の問題である。ドイツでは組立加工工程等で削減され

た人員を設計開発やアフターサービスにシフトすることで、自動化と雇用確保

との両立を目指しているが、当該工程等で削減された人員を設計開発やアフ

ターサービスにシフトする為の体制作りが不可欠であろう。また、ユーザーサ

イドから見た各種設備の導入に係る費用対効果の観点から、充分な経済性が

確保されるのかも見極めていかねばならない。 

３．Industrie4.0が目指す生産システムの概要とは 

Industrie4.0 が目指す生産システムの概要については、まだまだ明らかでない
点が多いが、現状判明している点について触れていきたい。 

（１）Industrie4.0が目指している生産システム 

2 節で述べた CPS は、Industrie4.0 が目指す生産システムの構築において、
欠かせない技術であるが、この生産システムで肝となる部分は、製造プロセス

の垂直統合と製品ライフサイクル及びバリューチェーンの水平統合を行い、更

にこの 2つを統合することにある（【図表 7】）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで生産システムにおける IT領域として、Industrie4.0 の世界において重要
な役割を果たすことになる各ソフトウェアについて見ていきたい。 

ERP9は企業全体の経営の視点で全ての業務を統合管理するための仕組み

であり、生産管理、販売管理、調達管理等、部門間の各種情報を統合マスタ

と統合データベースにより横断的に統合、可視化し経営層に必要な情報を提

供するシステムである。 

MES10は、ERPに代表される上位の基幹系システムとPLC11に代表される制御

システムを繋ぎ、工場全体の製造を最適化する役割を果たすシステムであり、

                                                        
9 ERP：Enterprise Resource Planning（統合業務パッケージ） 
10 MES：Manufacturing Execution System（製造実行システム） 
11 PLC：Programmable Logic Controller（リレー回路の代替装置として開発された制御装置） 

ERP、MES、PLM

について 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

製造プロセスと製

品ライフサイクル

の垂直・水平統

合が肝に 

【図表７】 生産/開発における連携イメージ 

ERP

MES

制御（PLC等）

フィールド機器

部材/コンポーネント

製品

垂直統合

生産/開発における十字の連携体制

生産
設計

生産 販売 サービス

（会社全体最適化）

加工 /組立

エンド
ユーザー

製品
A

製品
A

×10個

×3個

製品
B ×3個

製品
C ×4個

※ユーザーニーズの多様化

従来 今後

各レイヤー間のインタ
フェース標準化

生産ライン変更時のエ
ンジニアリングコスト、

時間を削減

自律的な
生産体制の構築

多品種少量生産が
低コストで可能

生産

大量消費 ニーズは多様化

※ユーザーニーズ多
様化に対し設計
開発と生産が
シームレスに連携

工場生産最適化

ビッグデータ収集

ニーズ

所得水準上昇
ライフスタイル
の変化

その他

製品
設計

加工/組立

PLM

水平統合
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工場の操業状態を可視化し効率的な稼働の実現を目指すものである。 

PLM12は、製品ライフサイクル全体を通して製品に関わるマスタ情報や関連す

る業務データを一元管理するソリューションであり、単に設計、生産に関する

情報を分析するだけでなく、部品調達や販売・サービス原価、収益性等を含

めた製品全体を一元管理する事を目的としている。また、ERP、MES といった
システムと連携する事で更に効率的な生産、販売に繋げていく事が可能とさ

れている。 

現状、工場内のソフトウェアや制御、フィールド機器間を繋ぐインターフェース

は統一されておらず、生産ラインを変更する際は各機器やソフトを繋げていく

エンジニアリングに多大な労力を要すると言われている。Industrie4.0 では、こ
れを解決するために機器に組み込まれたソフトウェア領域のインターフェース

を標準化していく事で ERP や MES が位置する上位階層と制御やフィールド
機器の下位階層をシームレスに繋げていくモデルを構築し、更にこのシーム

レスに垂直統合された生産システムを PLM とも連携させることを目指している。
こうした生産システムとバリューチェーンの融合により、エンドユーザーの需要

に応じたマスカスタマイゼーションを可能とする生産システムの構築を目指し

ている。 

（２）Industire4.0が目指す生産システムにおける Siemensの存在感について 

Industrie4.0が世界の注目を集める背景としては、Siemensや SAP等の FA／
IT 業界のグローバルトッププレイヤーが、ビジョンを共有しながら新たな生産
システムの構築を目指していることが大きい。ここでは Industrie4.0 の牽引役と
も言われる Siemensのビジネス領域について考察したい。 

元々、Siemensはオートメーション領域における世界的な FA機器メーカーとし
てハードを中心に事業を展開してきたが、近年の製造業における顧客ニーズ

の多様化の潮流を一早く捉え、UGS Corporation（USD3,500M）や Camstar 
Systems（USD160M）といった PLM とMES等のソフトウェア企業を買収するな
ど、ソフトウェア面の強化を図った（【図表 8】）。両社買収の結果、Siemens は
オートメーションの領域においてハードとソフトの両面で高い世界シェアを占

めるとともに、顧客のニーズにワンストップで対応可能な体制を築くに至った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
12 PLM: Product Lifecycle Management（製品ライフサイクル管理） 

新たな生産シス

テムの構築にお

いて Siemens や

SAP の存在が大

きい 

（出所）Siemens HP、IR資料等よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表８】 垂直統合型のビジネスモデルを志向した Siemens の近時M&A事例 

年月 案件概要

2007年1月 PLMベンダー最大手の米UGSを$3.5Bで
買収

2009年10月 個別受注設計生産（ETO）ソフトを提供す
る米Rulestreamを買収

2011年11月
高度な複合材の構造設計と製造に特化し
たエンジニアリング・ソフトウェア会社の米
Vistagyを買収

2013年12月 PLMおよび製造業向けコンサルティングを
提供する独TESIS PLMwareを買収

2014年10月 MESベンダーの米Camstar Systemsの買
収を発表

※Simens子会社のSimens PLM softwareによる買収を含む

MES

制御
（PLC）

フィールド機器

PLM

Low Voltage
Motor

Middle Voltage
Drives

2006年 2014年

米UGS

米Camstar

米UGS

62ヵ国/46,000
顧客
自動車、航空
宇宙＆防衛、
消費財、エレク
トロニクス、機
械産業

米Camstar

顧客
エレクトロニクス、
半導体、医療機
器等

SiemensによるMES/PLM関連の主要M&A案件 垂直統合型ビジネスモデルの構築に向けて

・・・Siemensの事業領域、当該領域でグローバ
ルトップポジション
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Siemensの垂直統合的な生産設備・サービスの提供は、顧客のエンジニアリン
グコスト削減や機器・システムの管理負担削減にも寄与すると同時に、部分最

適なサービスの提供のみに留まる他社との差別化に繋がっており、Siemens
は Industrie4.0の生産システムを構築する上で、FA機器と IT領域を融合させ
たサプライヤーとして圧倒的な存在感を示している。 

（３）Industrie4.0 と Industrial Internet の違いについて 

ここで、製造業における IoTの活用という観点で Industrie4.0と対比される事が
多い Industrial Internetについて言及したい。 

Industrie4.0 は、CPS 等の活用と垂直・水平的な生産システムの統合により製
造業の生産性を高める事を目的としている一方、Industrial Internet は IoT を
活用した遠隔監視、予兆管理等の高度化を通じアフタービジネス領域で新た

な付加価値の創出を図ろうとしている。この 2 つの取組は、IoT を活用した製
造業の高度化という共通点はあるものの、フォーカスしているビジネス領域が

異なっている（【図表 9】）。 

 

 

 

 

 

 

 

今や GE の大きな収益源はサービス事業である。航空機エンジンやガスター
ビン等の保守業務を通じて得られる膨大なビッグデータを IT技術を用いて収
集、分析し稼働最適化や予兆管理といったアフターサービス事業に繋げてい

るのである。更にこうして培ったノウハウを活用して Predix と称するプラットフォ
ームビジネスに乗り出そうとしている（【図表 10】）。Industrial Internet では IoT
で収集したビッグデータ活用により航空機エンジンや発電タービン等の予兆

保全、管理を行う等のサービスを提供し、収益化する具体的な動きもみられ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

IoTﾃﾞﾊﾞｲｽ
GE製
産業機器

A社製
産業機器

B社製
産業機器

C社製
産業機器

D社製
産業機器

インターネット

IoT
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

ﾈtｯﾄﾜｰｸ

GE Predix

IoTﾃﾞﾊﾞｲｽ
GE製
産業機器

A社製
産業機器

B社製
産業機器

C社製
産業機器

D社製
産業機器

インターネット

IoT
ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

ﾈtｯﾄﾜｰｸ

GE Predix

 各社の産業機器が個別にIoTプラットフォームに接続  Industrial Interne対応の各社の産業機器がGEのIoTプラット
フォーム「Predix」接続
⇒GEが産業機器におけるIoTプラットフォーマーに

現状 今後

GE の II との違い

について 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

（出所）GE HP等よりみずほ銀行産業調査部作成 

【図表９】 Industrie4.0 と Industrial Internet の対比 

【図表１０】 GE「Predix」による IoT プラットフォームの集約（イメージ） 

製造業におけるIoTの類型

*Asset Performance Management

生産
設計

生産 販売
サー
ビス

製品
設計

ビジョン/プロジェクト 概要 主要事業者

Industrie 4.0

製品開発・製造プロセス
の高度化

（オートメーション、MES、
PLM等）

SAP

Siemens

Industrial Internet
APM*

（遠隔監視、予兆管理、
機器稼働最適化）

GE

Industrie 4.0/Industrial Internetの対象領域（イメージ）

ﾌｨｰﾙﾄﾞ
機器PLM

PLC

MES

ERP

製造プロセス

製品ﾗｲﾌｻｲｸﾙ・ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ

APM
（Industrial Internet）

水平･垂直統合
（Industrie 4.0）
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４．日本企業にとっての Industrie4.0の脅威、影響とは何か 

本節では、現状示されている Industrie4.0 の方向性を基に想定される日本産業、
日系企業への影響を考察していきたい。 

2 節で述べた通り、ドイツは国を挙げた取組により次世代のものづくりの世界に
おける標準を作ろうとしており（【図表 11】）、我が国の産業が考慮すべき
Industrie4.0 の影響は、標準化領域においてドイツが主導権を握ることによる国
際競争上の力関係の変化の可能性にある。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）FA機器メーカーにとっての脅威 

そうした基本認識の下、日本企業にとっての影響、脅威について、前述のデ

ュアル戦略のコンセプトも踏まえ、FA 機器メーカー並びに一般製造事業者そ
れぞれの立場から見た Industrie4.0の影響を検討していきたい。 

日本の FA 機器メーカーにとっては、ドイツ主導で生産システムにおける標準
化が進められていく事の影響を冷静に見極めていく必要がある。日本の FA
機器メーカーはユーザーを囲い込むための戦術としてインターフェースを独

自規格化してきたが、ドイツ主導で標準化が進むとこととなれば、これまでの

事業モデルの見直しを迫られる可能性がある。 

特にフルターンキー提案が訴求力を発揮しやすい新興国市場においては、

インターフェースの標準化等によりシームレスに統合された生産システムとそ

こに互換性を有する Siemens等、ドイツ勢の FA機器が競争優位性を増すこと
が想定される。 

この場合、日本の FA機器メーカーとしては、Industrie4.0の規格に合わせるこ
とにより事業機会を得ていくという選択肢もあろう。しかしながらドイツ仕様に合

わせることによるコストアップや設計性能を発揮できなくなる可能性等を勘案

すれば、競争力の確保については不透明と言わざるを得まい。 

また、Industrie4.0 で目指している標準化に向けた取り組みは現状オープンな
ものに見えるが、標準化動向は注意深く見守っていく必要がある。【図表 12】
の通り、Siemens等ドイツの FAサプライヤー企業が Industrie4.0の生産システ
ムにおけるハードウェアやソフトウェア領域の一部をクローズ化し、競争優位を

確保しようとする動きも考慮しておくべきと考えるからである。 

 

 

次世代のものづく

りにおけるルー

ルや標準化がド

イツに主導される

ことが脅威 

日系 FA 企業の

囲い込み戦略に

影響 

日系 FA 機器競

争力低下の可能

性 

ドイツ企業が標準

化領域を収益源

としていく可能性 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

ドイツ 比較項目 日本

Industrie4.0 IoTを活用した製造業の
高度化に向けた
国レベルの取組み

－

取組み中 企業を超えた協業体制のルール作り、
標準化作り

－

取組み中 CPSの実装に向けた動き 取組み検討開始

両国の比較

【図表１１】 Industrie4.0 の取組みにおける日独の比較 
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（２）製造業者にとっての影響 

次に、製造業者への影響について考察していきたい。日本の製造業と言って

も産業毎に各々の特性があり一概に論じることは難しいが、ここでは製造業全

般に共通して考えられる影響等について考察したい。 

Industrie4.0 がドイツにおいて順調に導入されていった場合、ドイツの製造事
業者は“Industrie4.0 が実現する世界（2 節）”で述べた通り、マスカスタマイゼ
ーションの実現によるユーザー支持の向上や生産効率化によるコスト競争力

強化、PLM を通じたデータ取得・活用に基づく開発強化・サービス向上等、

様々なメリットを享受し、競争力を向上させることが想定される。この結果、日

本の製造業の競争力が相対的に低下する可能性がある。 

５．日本企業の取り得る選択肢について 

本節では日本企業の取り得る選択肢を挙げ、取り組んでいくべき方向性につ

き考察する。 

既述の通り、Industrie4.0では IoTを活用した製造業の高度化に向け企業を超
えた取り組みを産業界が主導し、国が積極的にサポートする枠組みがあること

が特徴的だ。米国政府も GEが主導する IICの取り組みに対して 1億USD／
年のサポートを実施している。 

何れもコンソーシアム形態を前提とするこうした枠組みでは、プラットフォーム

上で共有された生産情報や工程等のデータを利活用出来るといったメリットが

参加企業に存在する。GEが主導する IICには、既に日系企業はじめ多くの企
業が参加しているが、プラットフォームを提供する側と提供される側では享受

できる付加価値に大きな差が生じうる事に留意すべきであろう。 

こうした外部環境や各々の取り組みにおける特徴等を踏まえ、日本及び日本

企業が取り得る 3つの選択肢を挙げたい。 

（１）日本企業が取り得る選択肢 

1 つ目は、Industrie4.0 の取り組みと同様に企業が主導し、国がサポートする
体制の構築により、日本において IoT を活用した製造業の高度化に向けた取
り組みを推進していくことである。 

 

日本を取り巻く外

部環境の変化 

日本版の構築に

向けた企業連携

の仕組構築 

製造業者への影

響とは 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

【図表１２】 標準化とクローズ化の使い分け（イメージ） 
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①推進体制（案） 

推進体制としては、FA機器メーカー、ITベンダー、ユーザー、バリューチェー
ン（エンジニアリングチェーン、サプライチェーン）を構成する各プレイヤー、国、

大学、研究所等産官学が一体となった体制構築が考えられる。その場合、国

は公平中立な立場をとり民間の関係当事者が課題や方向性等を共有出来る

議論の場を提供していく役割を担うと想定される。 

但し、日本の製造業のものづくりにおける特性や自動化の進展度合い、IT 化
の動向等は各産業によってバラつきがあることに鑑み、産業毎に分科会的な

検討グループを組成する一方、更にそれらの各産業を横断的に横串しをさす

ための仕組みを構築する等、有効性を高めるための工夫ある取り組みが必要

となるであろう。 

②企業間連携のルールを定める事が必要 

こうした多方面からの参加者を前提とする枠組みにあっては、複雑かつ多様

な利害関係の調整が推進上の課題となる。この点は Industrie4.0 においても
同様であり、ドイツの場合は参照アーキテクチャーや参照モデル等を通じた連

携の仕組み作りにより、そうした課題に対応しようとしている。差別化困難な領

域、すなわち参加者間の利害不一致の起こりにくい領域で協業のルールを共

有する事により、各参加者としてはこうした領域への経営資源投下を抑制する

一方、差別化を図りたい競争領域に経営資源を集中的に投下する事が可能

となる（【図表 13】）。これは企業サイドにとっても協業に参加するメリットがある
仕組みと思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2つ目は、大手企業が主導する形での企業コンソーシアムによる取り組みであ
る。 

企業コンソーシアムにより Industrie4.0のキープレイヤーであるSiemensが実現
しているような生産モデルを買収や協業等により構築していく事が考えられる。

また、IIC を主宰する GE のような動きもこうした取り組みの代表的なものであ
る。 

次に企業間連携

による展開 

（出所）みずほ銀行産業調査部作成 

【図表１３】 協調領域と競争領域について（イメージ） 
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日系サプライヤーは FA機器に強みを有している一方、IT領域が今後の強化
領域と想定され、協業／買収候補領域として、PLM、MES といった IT系の領
域が挙げられる。資本力や基礎技術等を有する一部の大手企業が主導する

形で、コンソーシアムを形成することやM&A等により IoTを活用した新たな生
産システムを可能にする枠組みを構築し他社に展開する事でビジネス化を図

っていくことは一つの選択肢であろう。 

企業単位で取り組む場合、政策サポートの可能性は低くなるが（但し、IIC の
ように補助金獲得の例はあり）、効果的な企業連携によりリソースの捻出を図る

ことは可能であり、また、中核企業のリーダシップが十分に発揮されればスピ

ード感のある事業推進が期待できる。 

3つ目は、個々の企業が、Industrie4.0の取り組みに対し能動的に連携する或
いは効果を見極めた上で導入していくという選択肢である。 

Industrie4.0 は欧州を中心とした企業で策定されたものづくりのルールをベー
スに、トップダウン的なアプローチにより全体最適の構築を目指している生産

システムであり、こうした欧州の思想や取り組みとの親和性がポイントとなるた

め、日系企業の適合性は業種によって差異が生じることとなろう。 

（２）今後日本及び日本企業が取り組んでいくべきこと 

Industrie4.0やアメリカの IICの始動、出現等によって、ものづくりの潮流が大き
く変化しようとしている中、日本企業が取り得る選択肢を列挙したが、あらため

て Industrie4.0 を大きな視点で捉えると、ドイツでは国家政策の中で次世代の
ものづくりの在り方や方向性を議論した上で Industrie4.0 を推進している点が
重要なポイントである。 

欧米企業は、生産及びバリューチェーン管理における IoT 活用を不可欠のも
として真剣に取り組み始めている。一方、日本及び日本企業は、欧米の動き

に対抗して独自の動きを目指すのか、それとも連携していくのか基軸となるも

のが無く、方向性を見い出せていないのが現状であり、こうした欧米企業の取

り組みを前に日本の製造業の競争力に対する不安感を募らせている状況の

ようにも映る。 

Industire4.0 が掲げる生産システムは、将来的にものづくりにおけるプラットフ
ォームになる可能性を秘めている。Industrie4.0 が日本企業に対して与える影
響は当然注視していく必要があるが、プラットフォームの先行者に国際競争力

で後れをとりかねないことを勘案すれば、成り行きを見守り影響を見極めると

いった受け身の対応にとどまるのではなく、ドイツ発の Industrie4.0の始動を今
後のものづくりがどうあるべきかを考える絶好の契機と捉え、日本として国家レ

ベル或いは企業を超えた連携により早期に行動を起こすことが必要ではない

だろうか。 

まず、最初に取り組むべきは、国、産業、企業それぞれの視点から

Industrie4.0や GEの IICに代表されるような IoT を活用した製造業の高度化
の流れが加速していく中、現状の日本のものづくりの競争力が将来に亘り優

位性を発揮し得るかを、冷静且つ客観的に分析すると共に、抱える課題を抽

出しそれを克服するための方策を合わせて議論することと考える。例えば、日

本全体という目線を考えるなら、国内の立地競争力を高める観点から、国内

Industrie4.0 を日

本が取り入れる

際は各業種にお

ける適合性がポ

イントに 

Industrie4.0 に受

け身ではなく能動

的に向き合って

いくべき 

競争力の源泉と

なる日本の強み

を客観的に分析

し課題を洗い出し

ていくことが重要 

今のままでは、欧

米企業の動きに

対し日本は答えを

見いだせないまま 
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生産のメリットや外資企業の投資を呼び込めるような魅力あるものづくり環境

の実現を考えるのも一案である。これは高い技術力を有しながらも経営資源

の制約等から海外進出が難しい中小企業にとって、新たな事業展開の可能

性を広げ、潜在力発揮に繋がることも期待できる。こうした議論を深めていくた

めにも産官学の幅広い層からの参加に基づく検討の場が早期に設けられるこ

とを期待したい。 

６．最後に 

ドイツにおける Industrie4.0の取り組みについて、主にものづくりの観点から日
本及び日本企業の進むべき方向性について論じてきたが、最後に

Industrie4.0 の出現によって起こり得るビジネスモデルの変化について考えて
みたい。 

生産性の向上はメーカーの競争力向上の要素であり、その観点から、

Industrie4.0 の実現によりドイツ流のものづくりが国際標準になることを脅威と
捉える見方はあろうし、一方で、標準化されたものであればそれを上手に活用

してしまえばいいという議論も出てこよう。しかし、むしろ本当の脅威として認識

すべきものはその先にあるのではないかとも思われる。Industrie4.0方式のモノ
の開発→生産→販売・サービスが支配的になり、あるいはその特徴を十分に

活かした事業モデルが出現したときに、従来型のバリューチェーンが相対的

に非効率なものとなり、それを前提としてきた事業者が競争力を失うことが想

起される。 

例えば、マスカスタマイゼーションが高度なレベルで実現した世界においては、

エンドユーザーの多様なニーズをいち早く汲み取り、それを開発・設計にフィ

ードバックの上、素早く商品化する動きのできる事業者が市場を押さえ、より

多くの収益を獲得する構図が浮かび上がる。流通レイヤーとの伝統的な分業

体制によるマーケティング／生産に固執するメーカーは常に商品投入のタイミ

ングで後れをとり、競争力を失っていくのではないだろうか。 

ネットワーク化されたバリューチェーンの中でエンドユーザーと生産者とが直

接つながり、流通事業者の媒介機能が付加価値を失うといったことも想定され

るし、逆にエンドユーザーを押さえたレイヤーが川上に溯上し、生産者をコント

ロールする立場になるかもしれない。いずれにせよ工場の内外がネットワーク

化された世界においては、様々な事業者のバリューチェーンへのアクセスが

容易になり、新参者による新たなプラットフォーム構築により製品にまつわる収

益配分のあり様が変貌してしまう可能性があると言え、コスト積み上げ型の付

加価値計算に基づく事業モデルで“ものづくり”の世界に閉じこもることのリスク

が更に高まる虞がある。 

Industrie4.0や IICがめざすものは、ITの活用による競争力のある事業モデル
の創出である。そうした本質に対する的確な認識とそれに基づく危機感を共

有し、技術的な議論に過度に振れることなく、ビジネスモデルの変革を先取り

するための動きを日本産業界がいち早く進めることに期待していきたい。 

ビジネスモデルの

変革を先取りする

動きが必要に 

（自動車・機械チーム  久保田 信太朗）

shintarou.kubota@mizuho-bk.co.jp

（電機・IT・通信チーム  大堀 孝裕）
takahiro.oohori@mizuho-bk.co.jp
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【コラム】 Industrie4.0 を牽引するグローバルソフトウェア企業 ～SAP～ 

欧州最大のソフトウェア企業であるドイツの SAP（エスエーピー）は、

Industrie4.0 を牽引する中核的なメンバーの 1 社であり、Industrie4.0 と SAP と

の関連性は深い。Industrie4.0 の提唱者の 1 人である元 SAP 会長兼 CEO、

現ドイツ工学アカデミー（Acatech）会長のへニング・カガーマンが、2013 年 4

月に筆頭著者として発表した「戦略的イニシアチブ Industrie4.0 実装に向けた

提言（Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 

4.0）」において、SAP の幹部が共同執筆者として参画していることからも、SAP

が初期の構想段階から深く関与していることがわかる。 

また、Industrie4.0 の実現にあたっては、製造プロセスの垂直統合ならびに、

製品ライフサイクル、バリューチェーンの水平統合に向け、企業の基幹業務シ

ステムである ERP1（Enterprise Resource Planning）と MES 等の周辺システムと

の連携が必須であり、ERP の世界シェア No.1 かつドイツ内で圧倒的なシェア

を有す SAP が重要な役割を担うことは想像に難くない。本コラムでは SAP の

企業概要、事業戦略等を紹介することで、Industrie4.0 の理解を深めるための

一助としたい。 

SAP は、Microsoft、IBM、Oracle に次ぐ世界第 4 位のソフトウェア企業であり、

2014 年 12 月期の売上高は 176 億ユーロ、純利益 33 億ユーロ、2015 年 4 月

末時点の時価総額は 792 億ユーロを誇る。 

SAP は IBM 出身の 5 人のエンジニアが 1972 年に設立した Systemanalyse und 

Programmentwicklung（英文表記：System Analysis and Program Development）

に 端 を 発 す る 。 後 に Systeme, Anwendungen und Produkte in der 

Datenverarbeitung（英文表記：Systems, Applications And Products in Data 

Processing）に変更され、2005 年に SAP AG が正式社名となり、2013 年には欧

州会社法に基づく欧州会社に変更され、現在の SAP SE となった。創業時の

ビジョンは、「リアルタイムデータ処理のためのスタンダードなアプリケーション・

ソフトウェアの開発」を掲げており、当時の時代背景を踏まえると、先進的なビ

ジョンといえよう。 

SAP は、企業の受託システム開発において、共通の業務要件が多いことに着

目し、企業の基幹業務システムをパッケージ化して提供することを開始した。

1973 年のメインフレーム向け財務会計システムの R/1（R は Realtime を意味す

る）のリリース以降、1979 年にメインフレーム向け ERP パッケージの R/2、1992

年にクライアント・サーバー向け ERP パッケージの R/3 をリリースしているが、

1990年代初頭のユーザー企業におけるコンピューティング環境の変遷（メイン

フレームからクライアント・サーバーへのシフト）ならびに、元 MIT 教授の

Michael Hammer とコンサルタントの James Champy により提唱された BPR

（Business Process Re-engineering）ブームに乗り、世界的に R/3 の導入が飛躍

的に進展し、SAP をグローバルソフトウェア企業の座に押し上げる原動力とな

った（【図表 1、2】）。 

世界第 2 位のソフトウェア企業である Oracle は、主力事業のデータベースソフ

トでは世界第 1 位に君臨する一方、ERP 市場は 1988 年に後発参入し、クライ

                                                        
1 企業の持つ様々な資源（ヒト、モノ、カネ等）を統合的に管理・配分し、業務の効率化や経営の全体最適を目指す概念であり、

企業資源計画等と訳される。この概念を実現するソフトウェアが ERP パッケージであり、統合業務パッケージと訳される。 
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アント・サーバー向け ERP パッケージを SAP の 4 年後の 1996 年にリリースし

ているが、SAP の後塵を拝している。SAP が ERP のデファクトスタンダードとも

言えるポジションを維持している要因の 1 つとして先行者メリットが挙げられる。

各産業におけるグローバル企業への導入実績に基づく各産業・企業の業務

プロセス（所謂ベストプラクティス）の蓄積が競合他社製品に対する差異化の

要素となるほか、企業内の基幹業務を担う ERP の特性として、製品の切り替え

に要するスイッチングコストの高さが後発企業にとっての障壁となっているもの

と考えられる。 

 

【図表１】 SAP の ERP の歴史 

 

（出所）SAP ホームページ等よりみずほ銀行産業調査部作成 

 

【図表２】 SAP R/3 導入の進展 

 
（出所）ロイター社データ等よりみずほ銀行産業調査部作成  
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SAP は近年、大規模な企業買収により主力事業である ERP 以外の事業領域

の強化を実施している（【図表 3】）。2008 年の BI（Business Intelligence）ツー

ルを提供する Business Objects（仏）の買収をはじめ、2010 年のカラム型 DB

（Database）、モバイルプラットフォームを提供する Sybase（米）、2012 年の

SuccessFactors （ 米 ） 、 Ariba （ 米 ） 、 2014 年 の Fieldglass （ 米 ）  、 Concur 

Technologies（米） 等の各種クラウドサービスベンダーの買収等、数十億ドル

規模の大規模な企業買収を重ねており、これらの企業買収を通じ、BI、DB、

モバイル等の基盤領域に加え、ERP との関連性の高い人事、調達・購買、経

費精算等に関するクラウドサービスを強化していく SAP の戦略が見て取れる。

今後も、CRM（Customer Relationship Management）等の ERP 周辺領域に関

わるクラウドサービスベンダーの買収を重ねていくことが想定される。 

 

【図表３】 SAP による大型企業買収実績 

年月 対象企業 
買収金額

（$M)
事業内容 

2014 年 12 月 Concur Technologies（米） 7,219 出張経費の精算管理サービスをクラウドで提供  

2014 年 3 月 Fieldglass（米）  1,000 非正規労働者やサービスの調達/管理をクラウドで提供

2012 年 10 月 Ariba（米）  4,311 電子調達・購買サービスをクラウドで提供 

2012 年 2 月 SuccessFactors（米）  3,273 人材管理サービスをクラウドで提供  

2010 年 7 月 Sybase（米）  5,101 カラム型 DB、モバイルプラットフォーム 

2008 年 1 月 Business Objects （仏） 5,380 BI ソフト 

（出所）SAP ホームページ、Merger Market よりみずほ銀行産業調査部作成 

 

SAP は 2010 年に大量データの高速処理を実現するインメモリコンピューティ

ング製品「SAP HANA2」を開発、IBM、HP 等のハードウェアをベースとしたア

プライアンス製品として提供を開始した。インメモリコンピューティングとは、従

来のデータ処理のプロセスにおいて、HDD（Hard Disk Drive）のデータの読

み書き性能がボトルネックとなっていたものを、HDD 対比約 10 万倍の高速処

理が可能なメインメモリ上に全てのデータを保持することにより、従来比飛躍

的な高速処理を実現する革新的な技術（【図表 4】）であり、TimesTen（2005 年

に Oracle が買収）、Solid Information Technology（2008 年に IBM が買収）等

が先行して製品化している。 

 

【図表４】 インメモリコンピューティングによる高速処理（イメージ） 

 
          

                                                        
2 SAP HANA の名称は、SAP の創業者の 1 人である Hasso Plattner が開発に携わったことから、Hasso‘s New Architecture に由

来する。その後、High-Performance Analytic Appliance の略称とされた。 
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 （出所）みずほ銀行産業調査部作成 
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SAP HANA の開発は、創業当初のビジョンを実現するため、自らが基盤とな

るリアルタイムデータベースの開発に取り組んだイノベーティブな取り組みと評

価できる一方、Oracle 対抗に向けた布石とも捉えられる。SAP の ERP パッケー

ジの第 2 世代（R/3）までは、データベースソフトは Oracle 等の他社製品との連

携を前提としていたものの、第 3 世代（SAP ERP）では、2013 年に自社 DB 製

品 SAP HANA への対応を開始、更に 2015 年 2 月リリースの第 4 世代 S/4 

HANA3では、SAP HANA との一体提供が前提となった（【図表 5】）。ERP と

DB を垂直統合的に提供する SAP の戦略的取り組みは、Oracle をはじめとす

る DB ベンダーにとって、SAP の ERP 導入企業への自社 DB 製品の提供機

会の喪失、市場シェア低減に繋がる脅威となろう。 

【図表５】 S/4 HANA による他社 DB 製品の置き換え 

 

（参考）SAP ERP パッケージの変遷 

 
（出所）SAP ホームページ等よりみずほ銀行産業調査部作成 

 

SAP は Industrie4.0 を牽引する中核メンバーであると同時に、2015 年 3 月に

は Industrial Internet Consortium（IIC）に参加した。世界的な IoT の潮流の中

で、IIC にも参画することにより、SAP の IoT ビジネスへの取り組みを加速させ

ることを狙いとしたものである。SAP は、2015 年 5 月 5 日から 7 日にかけて米

国フロリダ州オーランドで開催された SAP の年次カンファレンス「SAPPHIRE 

NOW」において、「SAP HANA Cloud Platform for IoT（HCP for IoT）」を発表

した。HCP for IoT は、インターネットに繋がる各種機器（IoT デバイス）の管理

ならびにデータの収集・分析・処理等を担う IoT プラットフォームであり、SAP 

HANA を基盤とすることでリアルタイム処理を特徴とする。SAP は企業の基幹

業務システムである ERP、DB を S/4 HANA で押さえると同時に、SAP HANA

を基盤とした先駆的な IoT プラットフォーム「HCP for IoT」を提供するなど、IoT

ソリューションを提供するうえで非常に優位なポジションにあるといえよう。

Industrie4.0、Industrial Internet をはじめ、IoT の動向を探るうえで、一企業とし

ての SAP からも目が離せない。 
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＜第Ⅲ部 ドイツのマクロ経済＞ 
 

１．ドイツの競争力の源泉 
戸原四郎、加藤栄一、工藤章編「ドイツ経済－統一後の 10年」 

（2003年）有斐閣 
独立行政法人労働政策研究・研修機構「ドイツにおける労働市場改革 

－その評価と展望－」（2006年）労働政策研究報告書 No.69 
鈴木将覚「主要国における法人税改革の効果 
～実効税率の変化に着目して～」（2010年）みずほ総研論集 2010年Ⅱ号 

みずほ総合研究所「ドイツ経済はなぜ蘇ったか 
～労働市場と中小企業から考えるドイツの強さ」（2014年）みずほインサイト 

橋本陽子「ハルツ改革後のドイツの雇用政策」（2014年）日本労働研究雑誌 
Boysen-Hogrefe, Jens and Dominik Groll（2010）, “The German labour market  

miracle”, National Institute Economic Review No.214 October 2010 
 

 
２．ドイツの地域政策 

 
◇ 総論 ◇ 

公益社団法人経済同友会「欧州の競争力に学ぶ 
－ドイツの「シュレーダー改革」を中心に」（2015年 4月） 

半谷俊彦「ドイツの連邦財政調整制度について」（2013年 5月） 
日本生産性本部「我が国の都市政策の方向性」（2010年 3月） 
石倉洋子・藤田昌久・前田昇・金井一頼・山崎朗 

「日本の産業クラスター戦略」（2003年 12月） 
西田安範「図説・日本の財政（平成 24年度版）」（2012年 9月） 
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森下昌浩「ドイツにおける国と地方の役割分担」（2006年 12月） 
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ドイツ連邦統計局（https://www.destatis.de/） 
総務省（http://www.soumu.go.jp/） 
内閣府（http://www.esri.cao.go.jp） 
 

◇ ドイツにおける中小企業・地域産業政策 ◇ 
Hermann Simon, Hidden Champions of the 21st Century 
Fraunhofer-Gesellschaft HP （http://www.fraunhofer.de/） 
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